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調査対象国地図 

【ケニア１】 

出所：https://www.un.org/geospatial/content/kenya 
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https://www.un.org/geospatial/content/kenya
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【ケニア２ カウンティ】 

出所：https://d-maps.com/carte.php?num_car=239&lang=ja 



 

iii 

 

【コンゴ民主共和国】 

出所：https://www.un.org/geospatial/content/democratic-republic-congo-2 
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【タンザニア】 

出所：https://www.un.org/geospatial/content/united-republic-tanzania 
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【マダガスカル１】 

出所： https://www.un.org/geospatial/content/madagascar-0 
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【マダガスカル２ 県】 

出所：https://d-maps.com/carte.php?num_car=4755&lang=en 
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【ルワンダ】 

出所：https://www.un.org/geospatial/content/rwanda 
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略語表 

【共通】 

略語 英語名または仏語名 和名・和訳 

AAAQ Availability, Accessibility, Acceptability and Quality 入手可能性、アクセス可能性、受容性、

質 

AFD Agence Française de Développement フランス開発庁 

AU African Union アフリカ連合 

CBO Community Based Organization 地域密着型組織 

CEDAW Convention of Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women  

女性差別撤廃条約 

CERED-GL Centre Régional de recherche et de documentation 

sur les Femmes le Genre et la Construction de la 

Paix dans la région des Grands-Lacs 

大湖地域の女性、ジェンダー、平和構築に

関する研究と文書化のための地域センタ

ー 

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa 東南部アフリカ市場共同体 

COVID-19 Novel Coronavirisease 新型コロナウイルス感染症 

（正式名称：重症急性呼吸器症候群コロ

ナウイルス 2 (SARS-CoV-2)） 

CRRF Comprehensive Refugee Response Framework 包括的難民支援枠組み 

CSE Comprehensive Sexuality Education 包括的セクシュアリティ教育 

DANIDA Danish International Development Agency デンマーク国際開発援助庁 

DHS Demographic and Health Survey 人口保健調査 

DV Domestic Violence 親密なパートナー間の暴力およびその他

の家族・親戚関係における暴力 

EAC East African Community 東アフリカ共同体 

ECCAS Economic Community of Central African States 中部アフリカ諸国経済共同体 

FAO Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

国連食糧農業機関 

FCDO Foreign, Commonwealth and Development Office イギリス外務・英連邦・開発省 

FGD Focus Group Discussion フォーカスグループディスカッション 

FGM Female Genital Mutilation 女性性器切除 

GBV-MIS Gender-Based Violence Management and 

Information System 

ジェンダーに基づく暴力情報管理システ

ム 

GCR Global Compact on Refugees 難民に関するグローバル・コンパクト 

GDP  Gross Domestic Product  国内総生産 

GGI  Gender Gap Index  ジェンダー・ギャップ指数 

GII Gender Inequality Index ジェンダー不平等指数 

GIZ  Deutshe Geselleschaft fuur Internationale 

Zusammenarbeit  

ドイツ国際協力公社 

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus/ Acquired 

Immunodeficiency Syndrome  

ヒト免疫不全ウィルス・後天性免疫不全

症候群 

IFAD International Fund for Agricultural Development 国際農業開発基金 

ICGLR International Conference on the Great Lake Region 大湖地域国際会議 

IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 

ILO International Labor Organization 国際労働機関 

IOM International Organization for Immigration 国際移住機関 

IPV Intimate Partner Violence 親密なパートナーからの暴力（パートナ

ー間暴力） 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 



 

ix 

 

略語 英語名または仏語名 和名・和訳 

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers JICA 海外協力隊 

KII Key Informant Interview キー・インフォーマント・インタビュー 

MC Male Circumcision 男性の割礼 

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey 複数指標クラスター調査 

MISP Minimum Initial Service Package 災害時の緊急サービス対応パッケージ 

NAP National Action Plan 国別行動計画 

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織 

OCHA United Nations Office for Coordination of 

Humanitarian Affairs 

国連人道問題調整事務所 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights 

国連人権高等弁務官事務所 

PEP Post Exposure Prophylaxis （HIV/AIDSの）暴露後予防 

PKO  Peace Keeping Operation  平和維持活動 

PPE Personal Protective Equipment 個人用防護具 

PSEA Protection against Sexual Exploitation and Abuse 性的搾取・虐待からの保護 

PTSD Post-Traumatic Stress Disorder  心的外傷後ストレス障害 

SDGs Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標 

SEA Sexual Exploitation and Abuse 性的搾取・虐待 

SGBV Sexual and Gender Based Violence 性とジェンダーに基づく暴力 

SHEP Smallholder Horticulture Empowerment & 

Promotion 

市場志向型農業振興 

SIDA Sweden International Development Agency スウェーデン国際開発庁 

SIGI Social Institutions and Gender Index 社会制度とジェンダー指標 

SMEs Small and Medium Enterprises 中小企業 

SNS Social Networking Service ソーシャル・ネットワーキング・サービス 

SOP Standard Operating Procedure 標準業務手順書 

SRH Sexual Reproductive Health 性と生殖に関する健康 

SRHR Sexual Reproductive Health and Rights 性と生殖に関する健康と権利 

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 科学、技術、工学、数学 

SV Sexual Violence 性的暴力 

UHC Universal Health Coverage ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 

UN Women United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women  

ジェンダー平等と女性のエンパワーメン

トのための国連機関 

UNDP  United Nations Development Programme  国連開発計画 

UNFPA  United Nations Population Fund  国連人口基金 

UNHCR  The Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees  

国連難民高等弁務官事務所 

UNICEF  United Nations Children's Fund  国連児童基金 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 国連薬物犯罪事務所 

UNSCR1325 UN Security Council Resolution 1325 国連安全保障理事会決議 1325 号 

UNSCR1325 

NAP 

National Action Plan on UN Security Council 

Resolution 1325 

国連安全保障理事会決議1325号国家行

動計画 

USAID United States Agency for International 

Development  

米国国際開発庁 

UNV United Nations Volunteers 国連ボランティア 

VAC Violence against Children 子どもに対する暴力 
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略語 英語名または仏語名 和名・和訳 

VAW Violence against Women 女性に対する暴力 

VAWC Violence against Women and Children 女性と子どもに対する暴力 

VAWG Violence against Women and Girls 女性と女児/少女への暴力 

WFP United Nations World Food Programme 国連世界食糧計画 

WHO World Health Organization  世界保健機関 

WPS Women, Peace and Security 女性、平和、安全保障 

【ケニア】 

略語 英語名 和名・和訳 

BDS Business Development Services ビジネス開発サービス 

Card Coalition for African Rice Development アフリカ稲作振興のための共同体 

CHW Community Health Worker コミュニティ・ヘルス・ワーカー 

FEWA Federation of Women Entrepreneurs Association 女性起業家連盟 

GBV-MIS Gender Based Violence Management and 

Information System 

GBV 情報管理システム 

GBVRC Gender-Based Violence Recovery Centre ジェンダーに基づく暴力からの回復セン

ター 

GEF Generation Equality Forum 公平な世代のフォーラム 

GMP Gender Mainstreaming Package ジェンダー主流化パッケージ 

GVRC Gender Violence Recovery Centre ジェンダーに基づく暴力からの回復セン

ター（私立病院ナイロビ女性病院が運営

する施設） 

ICC I’laramatak Community Concern イララマタク・コミュニティ・コンサーン

（現地 NGO） 

IUD Inter Uterine Device 子宮内避妊用具 

JP-GBV Joint Programme on Prevention and Response to 

Gender Based Violence 

ジェンダーに基づく暴力の予防と対応に

係る共同プログラム 

KDHS Kenya Demographic and Health Survey ケニア人口保健調査 

KNAP Kenya National Action Plan for the Advancement of 

United Nations Security Council Resolution 1325 on 

Women, Peace and Security 

国連安保理決議 1325 及び関連決議を実

施するためのケニア国別行動計画 

NCRC National Crime Research Centre 国家犯罪研究センター 

NGAAF National Government Affirmative Action Fund 中央政府アファーマティブ・アクション

基金 

NGEC National Gender and Equality Commission 国家ジェンダー平等委員会 

MPSG Ministry of Public Services and Gender 公共サービス・ジェンダー省 

SACCOs Saving and Credit Cooperatives 貯蓄・預金協同組合 

SDG State Department for Gender 公共サービス・ジェンダー省 ジェンダー

総局 

UTK Unilever Tea Kenya ユニリーバ・ティー・ケニア 

WEF Women Enterprises Fund 女性企業基金 

WKF Wangu Kanja Foundation ワングカンジャ基金 

【コンゴ民主共和国】 

略語 仏語名または英語名 和名・和訳 

ABA American Bar Association アメリカ法曹協会 

ADFL Alliances des Forces Democratiques pour la 

Liberation du Congo-Zaïre 

コンゴ・ザイール解放民主同盟 
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略語 仏語名または英語名 和名・和訳 

ASF Avocats sans Frontières 国境なき弁護士団 

AVIFEM L'Agence Nationale de Lutte Contre les Violences 

Faites à la Femme, à la Jeune et Petite Fille / 

National Agency for Combatting violence against 

women and young and little girls 

女性と女児/少女への暴力撤廃のための国

家機関 

CISM Centre Intégré de Services Multisectoriel 多部門統合サービスセンター 

CRSV Conflict-Related Sexual Violence 紛争に関連した性的暴力 

EDS-RDC Enquête Démographique et de Santé コンゴ民主共和国人口保健調査 

EPRPVS Escadron de Protection de l’Enfant et Prévention 

des Violences Sexuelles 

子どもの保護と性的暴力の予防ユニット 

FARDC Forces armées de la république démocratique du 

Congo 

コンゴ民国軍 

FONAFEN Fonds national pour la protection de l’enfant et de 

la femme 

子どもと女性を守るための国民基金 

MINIGEFAE Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant ジェンダー・家族・子ども省 

MONUC Mission of the United Nations in the Democratic 

Republic of the Congo 

国連コンゴ民主共和国ミッション 

MONUSCO United Nations Organization Stabilization Mission 

in the Democratic Republic of the Congo 

国連コンゴ民主共和国安定化ミッション 

NCC National Coordination Committee 国家調整委員会 

PCC Provincial Coordination Committee 州調整委員会 

PNC Police Nationale Congoleese コンゴ民国家警察 

SNIS Système National d’Information Sanitair / 

National System of the Sanitation Information 

公衆衛生情報システム 

SNVBG Strategie Mationale de Lutte Contre les Violences 

Bases sur le Genre 

ジェンダーに基づく暴力に関する国家戦

略 

TFPs Technical and Financial Partners 技術および資金面でのパートナー 

UNJHRO United Nations Joint Human Rights Office in the 

DRC 

国連コンゴ民主共和国合同人権事務所 

UNPOL UN Police 国連警察 

【タンザニア】 

略語 英語名 和名・和訳 

ASM Annual Stakefolder’s Meeting 年次ステークホルダー会議 

CCW Community Case Worker コミュニティケースワーカー 

GFP Gender Focal Points ジェンダーフォーカルポイント 

LMA Law of Marriage Act 婚姻法 

MoHCDGEC Ministry of Health, Community Development, 

Gender, Elderly and Children 

保健、コミュニティ開発、ジェンダー、高

齢者および子ども省 

NPA-VAWC National Plan of Action to End Violence Against 

Women and Children 

女性と子どもに対する暴力撤廃のための

国家行動計画 

NPSC National Protection Steering Committee 国家保護運営委員会 

NPTC National Protection Technical Committee 国家保護技術委員会 

OSC One Stop Centres ワンストップセンター 

PF3 Police Form No.3 警察フォームNo.3 

PGCD Police Gender and Children’s Desk ジェンダーと子どものための警察デスク 

PO-RALG President’s Office – Regional Administration and 

Local Government 

大統領地方自治庁 
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略語 英語名 和名・和訳 

RRH Regional Refferal Hospital 州レファラル病院 

SACCOs Saving and Credit Cooperatives 貯蓄・預金協同組合 

SOSPA Sexual Offences Special Provisions Act 性犯罪特別規定法 

TDHS-MIS Tanzania Demographic Health Survey and Malaria 

Indicator Survey 

タンザニア人口保健調査およびマラリア

指標調査 

TWGs Thematic Working Groups テーマ別作業部会 

VICOBA Village Community Bank 村落コミュニティ銀行 

WDF Women Development Fund 女性開発基金 

WRV Witchcraft-related Violence 魔術関連の暴力 

【マダガスカル】 

略語 仏語名 和名・和訳 

BFP Brigade Féminine de Proximité 女性対応部隊（警察） 

BPMPM Brigade de la police des moeurs et la protection des 

mineurs 

道徳と未成年の保護部隊 

CECJ Centres d'Ecoute et de Conseil Juridiques 法律相談とカウンセリングセンター 

CPA-VBG Chaine pénale anti-violences basée sur le genre 反 GBV犯罪チェーン 

CRAN Cours de Remise à Niveau リフレッシャーコース（学校における補習

授業） 

MPPSPF Ministere De La Population, de la Protection 

Sociale et de la Promotion de la Femme 

人口・社会保護・女性振興省 

MSANP Ministère de la santé publique 保健省 

PANAGED Plan d’Action National Genre et 

Développement 

ジェンダーと開発国家計画 

PGE Politique Générale de l’Etat 国家総合計画 

PND Plan National de Developpement 国家開発計画 

PSE Plan Sectoriel de l’Education 教育セクター計画 

RPE Réseaux de protection de l’Enfant 児童保護ネットワーク 

【ルワンダ】 

略語 英語名 和名・和訳 

BDF Business Development Fund ビジネス開発基金 

CHWs Community Health Workers コミュニティヘルスワーカー 

DAP Digital Ambossodor Program デジタル・アンバサダー・プログラム 

FFRP Forum des Femmes Rwandaises Parliamentaires ルワンダ女性議員フォーラム 

GBV-MIS Gender-Based Violence Management Infomation 

System 

ジェンダーに基づく暴力情報情報管理シ

ステム 

GMO Gender Monitoring Office ジェンダー・モニタリング・オフィス 

GMP Gender Mainstreaming Package ジェンダー主流化パッケージ 

HMIS Health Management Infomation System 医療情報管理システム 

IOSC Isange One Stop Centre イサンゲ・ワンストップセンター 

IRC Iwawa Rehabilitation Center イワワ更生センター 

JADF Joint Action Development Forum 共同アクション開発フォーラム 

MAJ Maison d'accès à la Justice 司法アクセス局 

MINAGRI Ministry of Agriculture and animal Resources 農業動物資源省 

MINICT Ministry of ICT & Innovation ICT およびイノベーション省 

MIGEPROF Ministry of Gender and Family Promotion ジェンダー・家族推進省 

MOJ Ministry of Justice 司法省 
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略語 英語名 和名・和訳 

NCDA National Child Development Agency 国家子ども発達庁 

NPPA National Public Prosecution Authority 国家検察庁 

NSTI National Strategy for Transformation 第 1 次国家変革戦略 

NWC National Women’s Council 国家女性評議会 

NYC National Youth Council 国家若者評議会 

RAB Rwanda Agriculture and Animal Resources 

Development Board 

ルワンダ農業動物資源庁 

RCT Randomized Controlled Trial ランダム化比較試験 

RDHS Rwanda Demographic and Health Survey ルワンダ人口保健調査 

RIB Rwanda Investigation Bureau ルワンダ捜査局 

RPF Rwandan Patriotic Front ルワンダ愛国戦線 

SACCOs Savings and Credit Co-Operative Society 共同信用貯蓄組合 

SGBV Sexual and Gender-Based Violence ジェンダーに基づく暴力 

SHEP Smallholder Horticulture Empowerment & 

Promotion 

市場志向型農業振興 

SRH Sexual and Reproductive Health 性と生殖に関する健康 

VACYS Violence against Children and Youth Survey 子どもと若者に対する暴力に関する調査 

WAMCAB Project for Water Management and Capacity 

Building 

灌漑水管理能力向上プロジェクト 

  



 

xiv 

 

写真 

【ケニア】 

 

 

反 FGM 啓発活動の様子① 反 FGM 啓発活動の様子② 

  

SGBV啓発活動の様子 男性チャンピオン育成活動の様子 

 

 

パイロット活動で配布された農業資材で 

栽培されている野菜 
農業資材の配布 

  

A・I・C Boarding School (SGBV 被害を受けた少女を

保護している学校)の女子寮の様子 

A・I・C Boarding School に食糧確保のため農業省から

提供された魚の養殖設備 

（水がないため現在は使われていない） 
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FGM 被害者や元FGM 施術者が作製したマサイ族の伝

統的なアクセサリー 
絨毯を作製するマサイ族の女性（元 FGM 施術者） 

  
カジアド・カウンティ GBVRC 外観 カジアド・カウンティGBVRC 処置室 

 

 

カジアド・カウンティGBVRC 待合スペース Gender Violence Recovery Centre （GVRC）の 

カウンセリングルーム 

  

GVRCのカウンセリングルーム内部 MPSG 内の GBV Hotline 1195 
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NGO が運営するWomen Safe Space の様子① NGO が運営するWomen Safe Space の様子② 

  

ボランティアによる SGBVをテーマとした演劇 

（パイロット活動） 

啓発活動の様子（パイロット活動） 

  

GBV モバイル・クリニックの様子 

（パイロット活動） 

GBV モバイル・クリニックで相談の順番を待つ 

参加者（パイロット活動） 
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カヨンザ郡 Rwinkwavu 郡病院の IOSC 

（視察時は COVID-19 患者対応に使用） 

カヨンザ郡 Rwinkwavu郡病院の IOSC 内部の様子 

 

 

 

ガツィボ郡 Kiziguro 郡病院の IOSC 内部の様子① 

 

ガツィボ郡 Kiziguro 郡病院の IOSC 内部の様子② 

カロンギ郡のコーヒー生産組合の会合の様子 
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1.1. 調査の背景 

1.1.1. Sexual and Gender Based Violence: SGBV 

ジェンダーに基づく暴力（SGBV: Sexual and Gender Based Violence）1は、性別や固定的・伝統

的なジェンダー規範、不平等なジェンダー関係に基づいて、本人の意思に反して向けられるあらゆる

暴力を指す。この用語は 1993 年に国連において採択された「女性に対する暴力の撤廃に関する 1993

年宣言」に由来しており、この中で女性に対する暴力を「女性に対する身体的、性的、心理的な危害

や苦痛をもたらす、またはもたらす可能性のある、ジェンダーに基づく暴力のあらゆる行為」と定義

している2。国際政策の文脈では従来「女性に対する暴力（VAW: Violence against Women）」または

「女性と女児/少女に対する暴力（VAWG: Violence against Women and Girls）」の撤廃を目指した取

り組みが続けられてきたが、これは女性と女児/少女が暴力に対してより脆弱であり、記録された暴力

の多くが女性と女児に向けられたものであったことに基づく。VAWや VAWGの予防や対応が進む中

で、女性や女児/少女だけでなく、性別、性自認、性的指向等に関わらずあらゆる人々に向けられる暴

力の撤廃を目指す必要性が認識され始めたことから、SGBV という用語が広く用いられるようになっ

た。SGBV の被害者の大多数が女性と女児/少女であることに鑑みて、本件調査では VAW や VAWG

に関わるデータをより多く参照する3。 

SGBV は様々な形態の暴力を総称する用語であり、一例を挙げると以下の通りとなる。なお、これ

らは代表的な形態の暴力を取りまとめたもので、ここに記載のない他の形態の暴力も存在する。また

SGBV に関する国際的に合意された分類はないので、以下に記載の 1)~5)以外にも様々な分類が使用

されている。 

1) 性的暴力4 

被害者との関係を問わず、暴力や脅迫を用いて性的な行為を強要したり、性的な発言を行ったりす

ること（未遂を含む）。例えば、婚姻関係内または親密な関係内の同意に基づかない性行為の強要、レ

イプ、紛争下の組織的レイプ、望まない性行為の要求、望まない身体的接触を含むセクシュアル・ハ

ラスメント、子どもへの性的虐待、障がい者への性的虐待、強制結婚、強制的な同棲、避妊具の使用

またはその他の性感染症予防策の実施の拒否、強制妊娠、強制人工妊娠中絶、強制売春、性的搾取、

性的搾取を目的とした人身取引、性的な写真や動画の撮影の強制及びそのデータの使用・拡散など。 

2) 身体的暴力5 

死や負傷を引き起こす可能性のある身体的力や武器などの意図的な使用。殴る・蹴る・突き飛ばす・

噛みつくなどの暴行、ナイフや銃などの武器の使用、火の使用、化学物質（灯油、硫酸など）の使用

などを含む。 

                                                   

1 Sexual and Gender Based Violence は「性的暴力（SV: Sexual Violence）」と「ジェンダーに基づく暴力（GBV：
Gender-Based Violence）」を合わせたものと説明されることもある（下記資料参照）。SVも GBVの一形態である
ことを踏まえ、本報告書では GBVと SGBVは同義のものとして用い、直接的な引用や名称以外は「SGBV」に統
一する。https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagers/sexual_and_gender-based_violence.pdf 

2 UN (1993), Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly 

resolution 48/104 of 20 December 1993, P.2 
3 男性・男児やLGBTQ+などの性的マイノリティの人々に対する SGBV も当然のことながら存在しており、特に「男
性は強くなければならない」というジェンダー規範が強固な社会では、SGBVの被害を受けた男性・男児は被害を
訴えにくい環境にある。調査過程において男性・男児への SGBVの状況について関連情報があれば同じく分析対象
としている。 

4 WHO (2002), World report on violence and health Geneva: World Health Organization, Chapter 6, P.149. 
5 https://www.friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/, 2020 年 12 月 10 日閲覧 
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3) 心理的暴力6（感情的暴力、精神的暴力と記載されることもある） 

不安、慢性うつ病、または心的外傷後ストレス障がい（PTSD）などの精神的外傷を引き起こす可

能性のある行動や言動による暴力。言葉による虐待、脅迫、心理的操作、侮辱、いじめなど。心理的

暴力は SGBV の中でも外部から見えにくいとされており、また多くの場合他の形態の暴力（性的暴力

や身体的暴力など）を伴う。 

4) 社会・経済的暴力 

社会経済的な資源やそれらへのアクセスを制限または剥奪する行為。生活費や子どもの学費などを

渡さない、土地の管理権の剥奪、相続権の剥奪、家の外で働くことの禁止、外出の禁止、親戚や友人

などとの交流の制限など。これらの形態の暴力により、被害者は配偶者やパートナーに依存すること

になり、ジェンダー不平等な関係性から抜け出すことがより難しくなる。 

5) 有害な伝統的慣習7 

広く受け入れられている文化的・伝統的慣習の一部として、主に特定のコミュニティや社会で行わ

れている暴力。女性性器切除（FGM: Female Genital Mutilation）、児童婚、強制婚、強制処女検査、

婚資との交換を伴う結婚、名誉殺人、むち打ち・石打ちなどの体罰、女児殺し、妊娠中を含む極端な

食事制限 (強制給餌、食のタブー)、暴力的な通過儀礼など。 

1.1.2. SGBVがもたらす影響 

2013 年に世界保健機関(WHO)が実施した調査では、世界の 35％の女性が身体的または性的な「親

密なパートナーによる暴力（IPV: Intimate Partner Violence）」、またはパートナー以外による性的暴

力を経験していると推計されている8。特に IPV を経験した女性が非常に多く、パートナーや配偶者

などによる様々な形態の暴力が深刻な課題となっている。また同調査では、これらの暴力を経験した

女性は経験していない女性と比較してうつ病を発症したり、HIV/AIDS に感染したりするリスクが高

いとされている9。2017 年の調査では 1,500 万人の 15~19 歳の女性・少女が強制的な性行為を経験し

たと報告されている10。 

また、「有害な伝統的慣習」の中では特に児童婚とFGM の被害が多く、世界の様々な地域で実施さ

れている。2019 年の国連の調査では世界の 20～24 歳の女性の 20％が 18 歳未満で結婚していた11。

中でもサハラ以南のアフリカでは児童婚のリスクが高く、同調査では 20~24 歳の女性のうち 35％が

18 歳未満で結婚していた。FGM は医学的な要因以外の理由で女性の外性器を部分的または完全に除

去する慣習である。健康上の利点はなく、むしろ被害者に多大な身体的、精神的負担を課す慣習であ

るにもかかわらず、アフリカや中東、アジアの一部で現在も実施されている。女児/少女のセクシュア

リティの管理、結婚・相続の前提条件、コミュニティの通過儀礼など様々な位置づけで実施されてお

り、多くの場合は 15 歳以下の女児に対して行われる。不衛生な環境において医療従事者ではない施

術者によって実施されることが多く、出血、感染症による死亡やフィスチュラ12などの重篤な身体的

                                                   

6 https://www.friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/, 2020 年 12 月 10 日閲覧 
7 OHCHR (2020), Information Series on Sexual and Reproductive Health and Rights: Harmful Practices, P.1 
8 WHO (2013), Global and Regional estimates of Violence against Women, P.2。この数値にはセクシュアル・ハラス
メントは含まれていない。 

9 Ibid 
10 UNICEF (2017), A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, p. 73, 82 
11 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-05/, 2020 年 12 月 10 日閲覧 
12 膀胱と膣および直腸の間に穴が生じる症状。長時間にわたる難産による体内組織の壊死などによっても起こる。 
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損傷が起きるなど、健康上のリスクが非常に大きい。国連児童基金(UNICEF)の調査では 30 カ国で 2

億人の女性・女児/少女がFGM を受けていると報告されている13。 

SGBV は被害者の人権、尊厳、健康を侵害する行為であり、人権及び公衆衛生上の重大な課題であ

ると認識されている。SGBV によって身体的な被害だけでなく、うつ病やPTSD などの精神的な症状

や、スティグマ、家庭や地域からの疎外、性的暴力による望まない妊娠、貧困など様々な社会的影響

が被害者にもたらされる。また、被害者や家族が医療、カウンセリング、司法サービスに支払う費用

や交通費、それらを公的支援で賄うことに伴う経済的損失も大きく、VAW に係るコストは約 1.5 兆

USD、世界の国内総生産(GDP)の 2％に相当すると推計されている14。 

1.1.3. SGBVの撤廃を目指す国際社会の取組 

1979 年の女性差別撤廃条約(CEDAW)の採択以降、80 年代から 90 年代にかけて VAW の撤廃に向

けた取組への認識が高まり、1993 年の国連人権世界会議においてウィーン宣言及び行動計画、1993

年の国連総会において「女性に対する暴力の撤廃に関する 1993 年宣言」が立て続けに採択された。

同宣言は VAWの撤廃に焦点を当てた最初の国際的文書である。その後、1995 年の第 4 回世界女性会

議における北京宣言と行動綱領、2000 年の国連安全保障理事会決議 1325 号など、女性や女児/少女に

対するあらゆる形態の暴力の撤廃に向けた取組をさらに強化していくための国際的規範となる条約や

文書の採択が進められてきた。ここでは SGBV の撤廃を目的とする代表的な国際的条約や文書につい

て概説する。 

 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW) 

1979年、国連総会は、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)を採択した。

これは、あらゆる分野における男女平等を達成するために、いずれかの性別の優位や性役割に由来す

るステレオタイプの撤廃などについて必要な措置を定めた国際条約であり、現在 189 カ国が締約国と

なっている15。この条約の実施に関する進捗状況を検討するために女性差別撤廃委員会が設立され、

締約国が提出する報告の検討と勧告の発出、国連総会への報告などが行われている（会合は年 3 回開

催される）。CEDAW は女性に対する差別の撤廃を目指す条約であったが、採択当初はその中に暴力

について明示的に言及した条項はなかった。その後 1980 年代に入り国際社会において VAW への理

解が進む中で、1989 年に女性差別撤廃委員会は「女性に対する暴力に関する一般勧告第 12 号」を発

表し、CEDAW 第 2 条、第 5 条、第 11 条、第 12 条、第 16 条において、締約国は、家庭内、職場、

その他社会生活のあらゆる分野で発生するあらゆる種類の暴力から女性を保護するために行動するこ

とを求められていることが明示された16。また 1992 年には「女性に対する暴力に関する一般勧告第

19 号」を発表し、「ジェンダーに基づく暴力は差別の一形態である」と述べた上で、CEDAW第１条

が定義する女性に対する差別にはジェンダーに基づく女性に対する暴力が含まれていると明記した17。

これにより締約国は、VAW を差別および人権侵害として位置づけ、それらを排除するために必要な施

策を実施することが求められることとなった。2017 年には一般勧告 19 号を発展させた一般勧告第 35

号「ジェンダーに基づく女性に対する暴力：一般勧告第 19 号改訂版」を発表した。ここでは 25 年間

にわたる国際社会の取組を評価しつつ、VAW があらゆる国に様々な形態で蔓延している状況を指摘

                                                   

13 UNCEF (2016), Female Genital Mutilation / Cutting: A Global Concern 
14 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-

against-women, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
15 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
16 CEDAW(1989), General Recommendation No. 12: Violence against Women 
17 CEDAW(1992), General Recommendation No. 19: Violence against Women 
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している。そのうえで、「立法措置」「予防」「保護」「訴追・処罰」「補償」「調整・モニタリング・デ

ータ収集」「国際協力」の７分野においてより具体的な施策を立案・実施することを勧告している18。

VAW を含む女性への差別の撤廃に向けて、締約国はこの 7 分野においてマルチセクターによる幅広

い対応の推進が求められている。 

 北京宣言・行動綱領 

1995 年、中国・北京で開催された第 4 回世界女性会議において、ジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントに向けた取組の国際的な行動規範となる北京宣言・行動綱領が189カ国によって採択された。

同行動綱領は女性の人権に対する包括的な取組について記載した文書であり、ジェンダー平等と女性

のエンパワーメントに関するアジェンダとして 12 の重点的な取組領域を定めている。VAWの撤廃は

12 の重点的取組領域の一つとして掲げられ、戦略目標や実施すべき施策が示されている。採択以降、

5 年ごとに各取組領域の実施状況について進捗と課題の確認が行われている。採択から 25 周年とな

る 2020 年は「Beijing +25」として、10 月 1 日に国連総会においてハイレベル会合が開催され、ジェ

ンダー平等と女性のエンパワーメントについてさらなる取組の強化が必要であることが確認された。

また、新型コロナウイルス感染症(以下｢COVID-19｣)のパンデミックの影響下においてこれまでの取

組が後退する懸念が示された。同会合の開催に合わせて、国連女性機関(UN Women)とジェンダー平

等に関する機関間ﾈｯﾄﾜｰｸ(IANWGE)は、北京行動綱領と持続可能な開発のための 2030 アジェンダの

実施に対する国連による取組に関するレビューを初めて実施した。同レビュー結果を取りまとめた報

告書では、ジェンダー平等および女性と女児/少女のエンパワーメントに関して 51 の国連機関が実施

した主要な行動・取組を紹介するとともに、今後 5 年間の優先分野を特定し、取組を促進するための

具体的な提言を取りまとめた19。レビュー対象期間中に国連機関が最も深く関与したのは、女性と女

児/少女に対する暴力の撤廃、差別的規範の変革、質の高い教育へのアクセスの改善、女性の政治参加

と女性の起業家精神の拡大であった。同報告書は、VAWC に関して差別的な社会構造が根強く残って

いることが暴力の撤廃を阻害する大きな要因となっていると分析し、VAWC の撤廃に向けた取組にお

ける男性と男児の積極的な関与の必要性を強調した。また、メディアとのパートナーシップの強化、

ICT やインターネット、ソーシャルメディア等の活用を通じた革新的な取組が暴力の撤廃に貢献する

ことも併せて指摘された20。 

 女性、平和、安全保障に関する国連安全保障理事会決議 1325号 

2000 年に国連安全保障理事会（安保理）が全会一致で可決した国連安保理決議 1325 号

（UNSCR1325 on Women, Peace and Security）は女性の平和と安全保障について言及した決議で

ある。同決議では、和平調停、紛争解決、紛争予防、平和維持、平和構築、復興と開発のあらゆる取

組における女性の参画の促進、SGBV の被害者を含め脆弱な立場に置かれている女性や女児/少女の保

護や、ニーズや課題の把握・対応を進めていく必要性が示されている。採択以降現在までに 9 件の関

連決議が追加的に採択され（国連安保理決議 1820、1888、1889、1960、2106、2122，2242、2467、

2493 号）、紛争の武器及び戦術としての性的暴力、国連平和維持活動(PKO)要員による性的搾取及び

暴力（SEA: Sexual Exploitation and Abuse）、平和構築に向けた取組におけるジェンダー主流化、元

女性兵士の社会復帰、ジェンダーの視点に立ったモニタリング体制の構築や予算確保、予防と対応に

                                                   

18 CEDAW(2017), General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general 

recommendation No. 19 
19 IANWGE (2020), 25 Years After Beijing: A Review of the Un System’s Support for the Implementation of the 

platform for Action , 2014-2019 
20 Ibid, P.13 
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おける被害者中心アプローチ21の実施などに向けた取組の強化が求められている。安保理は加盟国に

対して、この一連の決議(WPS ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ)の履行に向けて、1) 紛争下及び紛争後において、女性および

女児/少女へのあらゆる形態の暴力の防止、2) 国家・地域・国際レベルにおける、男性と同等な女性の

平和・安全にかかる意思決定への参加、3) 紛争下及び紛争後における、女性及び女児/少女の人権の保

護・増進、4) 女性と女児/少女特有の救済の必要性への対処、救済と復興における女性の能力の強化、

の 4 点を盛り込んだ国別行動計画（NAP: National Action Plan）を策定することを呼びかけている。

2020 年 8 月時点で 86 の加盟国が NAP を作成している22。 

 持続可能な開発目標(SDGs) 

2015年までに国際社会が目指すべき開発目標として設定されたミレニアム開発目標(MDGs)には

SGBVを含む暴力の撤廃に係る目標が設定されていなかったが、2015年に新たに採択された持続可能

な開発目標(SDGs)ではゴール5、8、11、16においてSGBVに関連するターゲットと指標が盛り込まれ

た（表 1-1参照）。ここでは女性や女児/少女

への暴力、有害な慣行(児童婚､FGM等)を含

むあらゆる形態の暴力や差別を2030年まで

に撤廃することが目標とされている。また

SDGsは17のゴールが相互に関連し影響し

合う構造となっており、直接的にSGBVに言

及していないゴールでも、それぞれのゴール

の達成がSGBVのリスクを低減させること

が期待されている。SGBVに対処することで

精神疾患や感染症のリスクを下げたり、女性

の経済活動や政治への参加を促進したりす

るなど、他のゴールや指標の達成に寄与する

可能性もある。したがって、SGBVの撤廃に

関する各種ゴールに係る取組は、医療や教

育、産業振興など複数のセクターと連携して

実施することが効果的とされている23（図 

1-1参照）。 

SDGs の達成状況に関する最新の報告では、児童婚や FGM の減少など一定の成果が見られるが、

COVID-19 のパンデミックによって女性や女児など脆弱な人々への暴力のリスクが高まっており、さ

らなる取組の強化の必要性が指摘されている24。また、SDGs の目標およびターゲットの達成を測る

指標の設定とデータ分析にも課題が残る。2020 年 12 月時点で、表 1-1 の指標のうち、5.2.2、11.7.2

は指標の測定方法について国際的に合意されておらず、16.1.3、16.2.1、16.2.3 は指標に対して一部の

                                                   

21 「被害者中心アプローチ（Victim/Survivor-Centered Approach）」とは、SGBVの被害者支援において被害者の権利、
ニーズ、希望を優先するアプローチである。被害者自身の様々なニーズ、安全管理、プライバシーの保護などを考
慮するとともに、個々の被害者の希望に合わせた支援を提供することを重視する。下記参照。 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/interagency-gbv-case-management-

guidelines_final_2017_low-res.pdf 
22 https://www.peacewomen.org/member-states, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
23 United Nations University of International Institute for Global Health (2019), Guidance Note on Planning and 

Paying for Local Action Plans to Address Gender-Based Violence, P.3 
24 United Nations (2020), The Sustainable Development Goal Report, P.34, 35, 56, 57 

 

図 1-1：SDGs における SGBV と各種ゴールの関連 

出所：United Nations University of International Institute 

for Global Health (2019), Guidance Note on Planning and 

Paying for Local Action Plans to Address Gender-Based 

Violence, P.3 
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項目のデータしか収集されていない（例えば、16.1.3 では「あらゆる形態の暴力」と定義しているが、

収集されているデータは IPV のみである）25。また SGBV 関連のデータ収集が困難であるため、測定

方法が合意されている指標であってもデータを提供している国が少なく、達成度合いを十分に検証で

きる状態にない項目も多い。指標と測定方法は国連の Inter-Agency and Expert Group on 

Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs) を中心とした包括的検討会によって定期

的に見直されているが、2030 年の SDGs の達成に向けて引き続き検討が必要な状況となっている。 

表 1-1：SGBV の予防と対応に関連する SDGs のターゲットおよび指標一覧 

ターゲット グローバル指標 

Goal.5 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

5.1 あらゆる場所における全ての女性及び

女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃す

る 

5.1.1 性別に基づく平等と差別撤廃を促進、実施及びモニターするた

めの法律の枠組みが制定されているかどうか。分野 1: 包括的な法的

枠組みと公的生活、分野 2：女性に対する暴力、分野 3：雇用と経済的

利益、分野 4：結婚と家族 

5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取

など、全ての女性及び女児に対する、公共・

私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排

除する。 

5.2.1 これまでにパートナーを得た 15 歳以上の女性や少女のうち、過

去 12 か月以内に、現在、または以前の親密なパートナーから身体的、

性的、心理的暴力を受けた者の割合（暴力の形態、年齢別） 

5.2.2 過去 12 か月以内に、親密なパートナー以外の人から性的暴力を

受けた 15 歳以上の女性や少女の割合（年齢、発生場所別） 

5.3 未成年者の結婚、早期結婚、強制結婚及

び女性器切除など、あらゆる有害な慣行を

撤廃する。 

5.3.1 15 歳未満、18 歳未満で結婚又はパートナーを得た 20～24 歳の

女性の割合 

5.3.2 女性性器切除を受けた 15 歳～49 歳の少女や女性の割合（年齢

別） 

5.6国際人口・開発会議(ICPD)の行動計画及

び北京行動綱領、並びにこれらの検証会議

の成果文書に従い、性と生殖に関する健康

及び権利への普遍的アクセスを確保する。 

5.6.1 性的関係、避妊、リプロダクティブ・ヘルスケアについて、自分

で意思決定を行うことのできる 15 歳～49 歳の女性の割合 

5.6.2 15 歳以上の女性及び男性に対し、セクシュアル/リプロダクティ

ブ・ヘルスケア、情報、教育を保障する法律や規定を有する国の数 

Goal.8 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用

(ディーセント・ワーク)を促進する 

8.7 強制労働を撤廃し、現代の奴隷制、人身

売買を終らせるための緊急かつ効果的な措

置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及

び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵士

の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労

働を撲滅する。 

8.7.1 児童労働者（５～17 歳）の割合と数（性別、年齢別） 

Goal.11 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

11.7 2030 年までに、女性、子供、高齢者及

び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ

利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍

的アクセスを提供する 

11.7.2 過去 12 か月における身体的又は性的ハラスメントの犠牲者の

割合（性別、年齢、障害状況、発生場所別） 

Goal.16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆ

るレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

16.1 あらゆる場所において、全ての形態の

暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減

少させる。 

16.1.3 過去 12 か月において、(a) 身体的暴力、(b) 心理的暴力、(c)性

的暴力を受けた人口の割合 

16.1.4 自身の居住区地域を一人で歩いても安全と感じる人口の割合 

                                                   

25 https://sdg-tracker.org/, 2020 年 12 月 10 日閲覧 
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ターゲット グローバル指標 

16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあ

らゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する 

16.2.1 過去 １か月における保護者等からの身体的な暴力及び/又は心

理的な攻撃を受けた１歳～17 歳の子供の割合 

16.2.2 10万人当たりの人身取引の犠牲者の数(性別、年齢、搾取形態別) 

16.2.3 18 歳までに性的暴力を受けた 18 歳～29 歳の若年女性及び男

性の割合 

16.3 国家及び国際的なレベルでの法の支配

を促進し、全ての人々に司法への平等なア

クセスを提供する。 

16.3.1 過去 12 か月間に暴力を受け、所管官庁又はその他の公的に承

認された紛争解決機構に対して、被害を届け出た者の割合 

出所：外務省「Japan SDGs Action Platform」を基に筆者作成。 

1.1.4. COVID-19が SGBVに及ぼす影響 

2019 年末から感染が広まり始めたCOVID-19 は 2020 年に入って世界中に感染が拡大し、2020 年

3 月 11 日に WHOのテドロス・アダノム事務局長はパンデミック（世界的流行）相当との認識を表明

した。その後も感染拡大の勢いは収まらず、2020 年 12 月 27 日時点で 7,920 万人の感染が確認され、

そのうち 170 万人が死亡した26。世界各国で感染拡大を防ぐための入国制限、移動制限、都市封鎖（ロ

ックダウン）、学校の閉鎖、外出禁止措置などが実施されたことにより、公衆衛生上の課題だけではな

く様々な社会的混乱が起こるとともに、各国経済は大きな打撃を受けた。紛争や災害などの人道危機

下では、社会・経済的な混乱がジェンダー不平等な関係性をより先鋭化させ、また既存の社会的保護

システムが弱体化することによって平時よりも SGBV のリスクが高まるとされており、過去に感染症

の流行が起きた際にも SGBV の被害の増加が確認されてきた27。COVID-19 の流行に際しても早くか

ら SGBV の増加に対する懸念や対応を促す声があがり、2020 年 4 月 6 日にはUN Women のプムズ

ィレ・ムランボ＝ヌクカ事務局長が「Violence against women and girls: the shadow pandemic」と

いう声明を出し、COVID-19 の感染拡大とそれに伴う移動制限やロックダウンによって女性に対する

暴力という「影のパンデミック」が広がっていることに警鐘を鳴らした28。4 月 9 日にはアントニオ・

グテーレス国連事務総長が「Put women and girls at the centre of efforts to recover from COVID-

19」と題した声明および「Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women」を発表し29、この中で

女性と女児/少女への影響、特に貧困の拡大と暴力の増加に対する懸念を示すとともに、各国政府に具

体的な対応の実施を求めた。その後も様々な国際機関や NGO 等が報告書やアセスメントを発表し、

COVID-19 のパンデミックによる影響下で SGBV の被害が増加していることを指摘している。例え

ば、フランスとアルゼンチンではロックダウン導入以降、親密なパートナー間の暴力およびその他の

家族・親戚関係における暴力（DV：Domestic Violence）の被害がそれぞれ 30％と 25%増加し、キプ

ロスとシンガポールではヘルプラインへの通報がそれぞれ 30%と 33%増加したと報告されている30。 

COVID-19がSGBVに及ぼす影響は、主に「被害の増加」と「サポートの不足」の2点に分類される

（図 1-2参照）。COVID-19の対応において最も広範囲にわたって長期的に実施されているのはロック

ダウンを含む移動制限であり、家にいる時間が長くなったことにより家族や親密なパートナー、親戚

                                                   

26 WHO (2020), COVID-19 Weekly Epidemiological Update, as of 27 December 2020 
27 例えば、2014~2016 年の西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行の際には、学校の閉鎖と検疫の実施、医療へのア
クセスの制限等のため、女性や子どもに対する暴力が増加した。 

Neetu Jhon et al., (2020), Lessons Never Learned: Crisis and gender-based violence 
28 https://japan.unwomen.org/ja/news-and-events/news/2020/4/violence-against-women-and-girls-the-shadow-

pandemic, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
29 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-sg-put-women-and-girls-at-the-centre-of-efforts-to-

recover-from-covid19, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
30 UN Women (2020), COVID-19 and Ending Violence against Women、P.3 
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からの暴力を受けるリスクが高まる。学校が閉鎖された国では子どもへの身体的暴力や性的暴力、性

的搾取が増加したという報告もある31。また経済的混乱に伴う失業や社会生活の制限、感染の恐怖な

どからくるストレスがさらに暴力のリスクを高めているとされる。経済的な困窮から金銭や物資と引

き換えにした性交渉や性的搾取、人身取引の被害に遭うリスクが高まっているとも報告されている32。

このようにSGBVの被害が増加している状況に対して、予防や対応に係るサポートは不足している。

移動制限や医療体制の変更などにより、SGBVのリスクにさらされている人が医療、警察、司法など

の必須サービスにアクセスすることが困難となる。また、従前より国際機関やNGO等によって行われ

ていた予防や対応に係る活動が行動制限や移動制限によって中断を余儀なくされたり、人員や資機材

の不足により被害者に対して適切な対応を提供できなくなったりするなどの影響が懸念されている33。

これらの影響を医療支援で用いられるAAAQ Framework（表 1-3参照）で分類するとAvailability, 

Accessibility, Acceptability, Qualityの全てにおいて課題があるが、感染症のパンデミックでは特に

AvailabilityとAccessibilityに及ぼす影響が大きく、また医療体制が逼迫していたり警察・司法が業務

を縮小していたりすることで、AcceptabilityやQualityも低下すると考えられる。 

図 1-2：COVID‐19 が SGBV に及ぼす主な影響 
出所：筆者作成 

                                                   

31 Center for Global Development (2020), COVID-19 and Violence against Women and Children A Second 

Research Round Up 
32 IFRC (2020), Prevention and response to Sexual and Gender-Based Violence in COVID-19, P.2 

UNODC (2020), Global Report on Trafficking in Persons 2020, P.9 
33 UNFPA (2020) The shadow pandemic: COVID-19 and Essential Services for Women and Girls Survivors of 

Violence 
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また、感染症とSGBVの関連は、感染症の拡大がSGBVのリスクを増大させたり保護体制を脆弱に

させたりするだけでなく、SGBVのリスクが高まることが同時に感染リスクも高めるというように、

相互に影響し合うものであるとする指摘もある34。例えば、経済的に困窮して金銭や物資と引き換え

に性交渉を行ったり性的搾取の被害に遭ったりすることで、感染者と接触する機会が増え感染リスク

にさらされる可能性が高まる。したがって、このような状況に対応するためには、感染症のパンデミ

ックとSGBVの増加というそれぞれの事象に別々の施策をとるのではなく、相互に与えあう影響を考

慮した包括的な取組の実施が必要となる。 

国連開発計画(UNDP：United Nations Development Programme)とUN WomenはGlobal Gender 

Response Tracker を運用し、COVID-19 のパンデミック下のジェンダー課題に対する各国の対応を

追跡している。2020 年 9 月の報告では、164 カ国・地域でジェンダー視点に立った対策が 992 件実

施されており、そのうち VAW に言及しているのは 704 件であった35。704 件の中で、63%（121 カ国

447 件）は被害者へのサービス強化を目的としており、内容としてはヘルプラインや通報制度の強化

（84 カ国 122 件）、シェルターの設置（63 カ国 82 件）、警察および司法の強化（65 カ国 96 件）など

であった36。一方で、社会保障及び労働市場に係る対策は 199 カ国・地域で 1,310 件が実施されたが、

そのうちジェンダー視点に立った対策は 18%（238 件）、経済対策は 130 カ国・地域で 503 件実施さ

れたが、そのうちジェンダー視点に立った対策は 10%（50 件）に留まり、女性の経済安全保障や労働

に係る取組が少ないことが明らかとなった37。また、感染症のパンデミックが女性や女児/少女に及ぼ

す長期的な影響に鑑みると、VAWGの予防と対応は基礎的な必須サービスとして政府や地方政府の政

策に位置付けられる必要があるが、COVID-19 の対応計画に VAWG に係る対策を盛り込んでいる国

は 48 カ国、パンデミック下におけるVAWGの現状に関するデータを収集・分析する方法を有してい

る国は 32 カ国と少数にとどまっていることに対して、同報告書では深刻な懸念が示されている38。 

本件調査の対象地域であるアフリカ地域では、アフリカ連合(AU:African Union)がジェンダーの視

点に立った COVID-19 対策のガイドラインを発行し、SGBV の予防と対応に係る予算分配、無料の

ホットラインの開設を通した通報率の向上、ロックダウン中の啓発活動、既存の支援設備の拡充など

を求めている39。また国際NGOであるPlan Internationalと連携して、表 2-1に記載したThe Maputo 

Protocol Scorecard and Index を使用したCOVID-19 対策のレビューを開始した40。また開発共同体

の一つである東アフリカ共同体（EAC：East African Community）は、GBV Sector Working Group

を設立し、COVID-19 のパンデミック下における GBV の予防と対応に係る会議の開催（隔週）、対応

のためのツール開発、GBV の発生状況に係る継続的なアセスメント等を実施すると表明している41。  

                                                   

34 Lindsey Stark et al., (2020), The syndemic of COVID-19 and gender-based violence in humanitarian settings: 

leveraging lessons from Ebola in the Democratic Republic of Congo 
35 UNDP / UN Women (2020), COVID-19 Global Gender Response Tracker Global Fact Sheet Version 1 (September 

28, 2020) P.5 
36 Ibid, P.6 
37 Ibid, P.4 
38 Ibid, P.6-7 
39 AU (2020), Framework Document on the Impact of COVID-19 on Gender Equality and Women’s 

Empowerment: African Union Guidelines on Gender-Responsive Responses to COVID-19, P.14-15 
40 https://au.int/en/pressreleases/20200623/maputo-protocol-scorecard-and-index-introduced-monitor-

implementation-womens, 2020 年 12 月 24 日 
41 https://www.eac.int/gender/gbv/gbv-interventions/70-sector/gender,-community-development-civil-society, 2020

年 12 月 24 日閲覧 
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1.2. 本件調査の目的、概要、手法 

 本件調査の目的と概要 

本件調査は、アフリカ 5 カ国（ケニア、タンザニア、ルワンダ42、マダガスカル、コンゴ民主共和

国）における SGBV をめぐる状況、およびCOVID-19 の影響下での SGBV 被害の現状や支援ニーズ

を把握するとともに、それらに適切に対応するための効果的支援策や今後の JICA による協力の方向

性を検討することを目的として実施するものである。 

調査は第1次調査および第2次調査の2部に分けて実施された。第1次調査は2020年8月から2021年3

月に実施され、主に各種関連資料の文献レビューと現地関係機関・団体へのオンラインインタビュー

を通して対象5カ国における情報収集を行い、表 1-2に示す調査項目に従って調査、分析を実施した。

また同分析結果を踏まえて、各国におけるSGBV課題への効果的な支援策を検討するためのパイロッ

ト活動案を策定した。第2次調査は2021年5月から2022年2月に実施され、対象5カ国中ケニアおよび

ルワンダにおける現地調査を実施し、第1次調査での調査結果に基づいた追加調査を行うとともに、現

地で実施されたパイロット活動の進捗の確認および成果や学びの抽出を行った。また現地渡航を実施

しなかった対象3カ国についてはオンラインでの情報収集による追加調査を行った。 

したがって、本最終報告書においては、各国の第1次調査に係る調査結果は2020年8月から2021年3

月に収集した情報および実施した分析に基づいて記載され、各国の第2次調査結果は2021年5月から

2022年2月までに収集した情報および実施した分析に基づいて記載されている。 

本件調査全体の構成は図 1-3 の通りである。 

図 1-3：本件調査の構成 
出所：筆者作成 

第 1 次調査、第 2 次調査はそれぞれ以下を目的として実施した。 

【第 1 次調査】 

1) 調査対象国における SGBV 被害の実態およびその対応に係る課題と取組を包括的に分析する 

2) 調査対象国における COVID-19 影響下固有の SGBV 被害の現状と課題、支援ニーズを明らかに

する 

3) 1)及び2)に対応するための効果的なパイロット活動について検討しパイロット活動案を作成する 

                                                   

42 「アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査(2019)」にお
いて調査対象国となっており、調査報告書が公表されている。これを踏まえ本件調査では、同国における SGBV の
撤廃に向けた新たな動向や、COVID-19 による影響とその対応に係る情報の収集と分析を中心に行った。 
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【第 2 次調査】 

1) 第 1 次調査によって取り纏められた調査対象国における SGBV 被害の実態およびその対応に係

る課題と取組について、第1次調査で得られなかったデータおよび情報について追加調査を行い、

さらに詳細な分析を行う 

2) 第 1 次調査結果に基づき各調査対象国で実施されるパイロット活動について、モニタリングおよ

び実施プロセスや成果のレビューを行い、課題の分析および教訓・知見の抽出を行う 

3) 第 1 次調査および第 2 次調査で収集した情報と分析結果に基づき、当該国に対する日本政府の支

援方針や、JICA 事業の特性や経験、比較優位性、国内・周辺国で活用可能なリソース等も考慮

し、SGBV 課題に対応するための支援の方向性や概要、事業枠組み(案)を提言する。 

第1次調査および第2次調査の調査・分析結果を踏まえ、今後のJICAによる協力案の提案を行った。 

 調査項目と調査フレームワーク 

本件調査における調査項目は以下の通りである。 

表 1-2：本件調査における調査項目 

# 調査項目 

1 アフリカ地域における SGBV 対策に関する地域政策や戦略 

 アフリカ連合(AU)その他広域の開発共同体、経済共同体(EAC, SADC, IGAD等)による SGBV や女性・

平和・安全保障政策 

 新型コロナウイルス対応にかかる政策や議論、対策に向けたステークホルダーの動向 

 その他国際機関等による広域の取組（包括的難民支援の枠組みにおける SGBV対応等含む） 

2 調査対象国における SGBV被害の実態と課題 

 SGBV被害に係る各種調査結果 

 SGBV被害に係る各種情報（事例の収集等） 

3 調査対象国における新型コロナウイルス影響下固有の SGBV 被害の現状と課題、支援ニーズ 

4 調査対象国における SGBV課題への対応に関する法・政策・制度の整備状況 

 SGBV課題への対応に関する法整備状況 

 SGBV課題への対応に関する具体的政策 

 国連安保理決議第 1325 号の国内行動計画やその他の戦略、行動計画の有無、内容 

 SDGs 5.1, 5.2, 5.3, 11.7, 16.1, 16.2 に関する政策 

5 調査対象国における SGBV課題への対応に向けた政府の実施体制や取組の現状や課題 

 ジェンダー平等を推進する国内本部機構や社会福祉省、法・司法関連省庁、警察等の実施体制、機能や権

限、予算、取組の現状と課題 

 地方自治体におけるジェンダー平等、SGBV 対応の実施体制、機能、予算、取組の現状と課題 

 SDGs 5.1, 5.2, 5.3, 11.7, 16.1, 16.2 に関する政策の実施・取組状況 

※1) 被害者のケア・保護、2) 被害者の自立・復帰、3) 予防・啓発、4) 加害者処罰の４側面における取組の現

状と課題を分析する。 

※インフラ整備の状況含む（ホットライン、シェルター、ワンストップセンターなど） 

6 新型コロナウイルスの影響下における政府の取組の現状や課題 

7 調査対象国における政府以外の機関・団体による SGBV課題への取り組み状況 

 他ドナーや国際機関等による SGBV 課題への取り組み状況 

 女性団体や NGO、社会企業家を含む民間による SGBV課題への取り組み状況 

 その他、教育機関や宗教団体等による SGBV 課題への取り組み状況 

※新型コロナウイルスの影響による取組の現状や課題の把握、グッドプラクティスの収集含む 

8 既存の JICA事業による課題への取組状況 

 調査対象地域における JICA 事業による課題への取組状況 

 被害者の保護や自立、社会復帰支援に活用できる JICA リソース 



 

   13 

 

第一次調査では各調査対象国における SGBV の現状と課題を調査、分析した。分析に当たっては、

JICA が行った SGBV に係る先行調査43で用いられたフレームワークをもとに本件調査で使用する分

析フレームワークを整理した。SGBV に対する取組は SGBV が起こることを防止する「予防」と、実

際に SGBV 被害が起きた際の「対応」に分けて記述されることが多いが、先行調査ではそれらをさら

に「予防」「被害者の保護」「被害者の自立・社会復帰」「加害者処罰」の 4 つの側面に分類し、課題分

析を行った。本件調査でも、政府の政策やドナー、NGO 等による取組をこの 4 つの側面から分析す

るとともに、各取組における横断的な課題として「調整、モニタリング評価、データ収集・管理」を

設定し、SGBV の予防と対応における関係機関の調整、進捗や成果の確認のためのモニタリング評価

体制、現状把握や計画立案のための SGBV 関連データの収集と管理においてそれぞれ現状と課題の分

析を加えた。また、加害者への対応については、処罰のみならず、被害者支援の観点から再発防止に

向けた取組が重要であるという認識に基づき「加害者の更生」も実施される必要があることから「加

害者の処罰・更生」とし、処罰体制に加えて更生プログラムや心理社会的ケアなどについての課題分

析を実施した。 

図 1-4 は本件調査で使用した分析フレームワークの概要であり、各項目にはそれぞれの分野におけ

る代表的な取組を例として記載している。なお、SGBV の予防と対応においては必ずしも一つの領域

／側面に分類されない取組もある。たとえば SGBV 被害者のためのワンストップセンターでは医療、

司法、心理社会的ケアなどの包括的なサポートを提供しており、一つの分野や機関で運営されている

施設ではない。また、民間団体が運営する Safe Space などでは被害者の保護に関わる取組も行われつ

つ、予防や啓発を目的とした情報提供やネットワーキングも行われている。このように、各取組は複

数の領域／側面にまたがっている場合があるため、本報告書ではそれぞれの取組の現状と課題につい

て、最も関連が深いと考えられる項目に分類した。 

図 1-4：本件調査における分析フレームワーク 

出所：筆者作成 

                                                   

43 「アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査(2019)」およ
び「パキスタン・イスラム共和国ジェンダーに基づく暴力課題に係る情報収集・確認調査(2020)」 
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また、「被害者の保護」「加害者の処罰・更生」については、分析を行うにあたって、医療支援で用

いられるAAAQ Framework に沿って課題を整理した（表 1-3 参照）。AAAQ Framework は健康に

対する権利を侵害し医療サービスの利用を妨げる課題を明らかにするために Availability、

Accessibility、Acceptability, Quality の 4 つの側面から分析するフレームワークであり44、WHO は

健康のための人的資源（HRH: Human Resources for Health）の強化のため政策立案にAAAQ の側

面を取り入れることを推奨している45。近年は人道危機下における SGBV の予防と対応に係る取組の

分類にも用いられることがあり、SGBV の被害者が支援サービスを利用する際に障壁となる要因の分

析に活用されている46。本件調査でも「被害者の保護」「加害者の処罰・更生」においては医療、警察、

司法の果たす役割が大きく、それぞれの分野における課題も多いため、課題の整理、分析において

AAAQ Framework を活用した（該当する情報がない項目は設定していない）。4 つの側面はそれぞれ

以下の内容を示している。 

表 1-3：AAAQ Framework の概要 

項目 内容 

Availability 十分な量の施設、物品、人員、サービスが機能していること。 

Accessibility 施設、物品、サービスを誰もが利用可能であること。Accessibilityはさらに物理面、経済面、行政

面（利用前の手続きなど）、社会面（言語、人種、年齢など）、情報面などの側面を有している。 

Acceptability すべての利用者が尊厳を持って扱われること。文化、ジェンダー、年齢などを考慮した対応となっ

ていること。 

Quality: 専門的な知識、確立された手順に沿って、適切な質を保ったサービスが提供されること。 

出所：UNICEF (2019), Availability, Accessibility, Acceptability and Quality framework: A tool to identify potential 

barriers to accessing services in humanitarian settings より筆者作成 

第 2次調査では第 1次調査と同様の調査項目および調査フレームワークに基づき追加調査を実施し

た。ケニアおよびルワンダにおける現地調査では、地方行政における取組や他分野における JICA に

よる支援実績との連携可能性に係る調査を中心として情報収集を行った。具体的な調査項目はケニア

における現地調査概要（3.2.2）およびルワンダにおける現地調査概要（7.2.2）に記載している。 

 調査手法 

第 1 次調査は 1) 文献レビュー、2) オンラインインタビュー、3) パイロット活動の検討・提案の 3

つの手法により実施した。 

1) 文献レビュー 

調査分析フレームワークと調査項目に基づき、報告された事例や公式のデータ集・報告書などの一

次資料、国際機関や専門家、NGO 等が作成した二次資料、主要な国際ニュースの報道を抜粋したメ

ディアレポートなど、オープンソースの資料の収集・レビューを実施し、現状と課題の把握を行った。

各調査対象国における SGBV 被害については、特に定量的なデータによる実態の把握に努めた。対

象、内容、アクターごとに実施中／実施予定の施策を確認し現状を明確にするとともに、実施中の内

容についてもどのように機能しているかを確認し、充分に機能していない場合はその原因を明確にし

て課題を抽出した。 

                                                   

44 Global Protection Cluster (2013), Tip Sheet: Addressing Gender-Based Violence (GBV) in Health Assessments 

and Initial Programme Design 
45 WHO (2015), Data and measurement of HRH Availability, Accessibility, Acceptability and Quality 
46 UNICEF (2019), Availability, Accessibility, Acceptability and Quality framework: A tool to identify potential 

barriers to accessing services in humanitarian settings 
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2) オンラインインタビュー 

文献レビューの結果に基づきインタビュー対象機関・団体の選定を行い、SGBV の予防・対応に係

る政府機関、警察、司法関係者、ドナー、国際機関、国際NGO、現地 NGO等にインタビューを実施

した。インタビューに先立って、効率的な情報収集のため事前に各インタビュー対象者に文献レビュ

ーの結果に基づくアンケートを送付し可能な限り回答を得ることとし、調査結果やアンケートの回答

を基にオンラインでのインタビューにおいてより詳細な確認が必要な項目や定性的データについて情

報収集を行った。 

3) パイロット活動の検討・提案 

各調査対象国における SGBV 課題への取組の現状、課題、支援ニーズ等を踏まえて、効果的な支援

策を検討するためのパイロット活動案を策定した。策定に際しては、パイロット活動を通して達成す

ることが期待される成果や検証すべき仮説を提示し、具体的な活動内容を提案した。 

第 2 次調査は、ケニアおよびルワンダについては現地調査、タンザニア、コンゴ民主共和国、マダ

ガスカルにおいてはデスク調査によって実施した。現地調査における具体的な調査手法はケニアにお

ける現地調査概要（3.2.2）およびルワンダにおける現地調査概要（7.2.2）に記載している。 
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第2部 SGBVの撤廃を目指すアフリカ地域の取組 
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2.1. AUおよび地域共同体による取組 

本項では、本件調査の対象地域であるアフリカ地域における SGBV の撤廃に向けた取組について概

説する。アフリカ地域では AU を中心とした地域的枠組みのほか、EAC、南部アフリカ開発共同体

（ SADC: Southern African Development Community ）、政府間開発機構（ IGAD: Inter-

Governmental Authority on Development）など、各調査対象国が加盟している開発共同体において

もジェンダー・ポリシーなどの政策が存在する。関連する各種政策は以下の通りである。 

表 2-1：アフリカ地域における SGBV 関連政策一覧 

名称（）内は発行または採択年 内容 

AU  加盟国：55 カ国（本件調査の対象 5 カ国すべてが加盟） 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章

に基づくアフリカにおける女性の権利に

関する議定書(マプト議定書) (2003) 

2003 年にモザンビークのマプトで開催されたアフリカ連合の第 2 回サ

ミットで採択された女性の権利を包括的に保障する議定書。25 条で構

成され、政治的プロセスに参加する権利、男性との社会的および政治的

な平等、生殖 (妊娠、出産、避妊)の健全な決定における自律性の向上、

FGM の廃絶などについて規定している。 

2020 年 10 月時点で、AU加盟国 55 カ国のうち 42 カ国が批准した（署

名・批准していない国は 3 カ国、署名したが批准していない国は 10 カ

国）47。第 6 条「結婚（両性の平等な権利の保障や婚姻可能年齢を 18歳

とする規定が含まれる）」や第 14 条「健康な生殖の権利（人工妊娠中

絶についての規定が含まれる）」などについて懸念を示す国もあり、い

くつかの国は同意できない条項について保留している。女性に対する暴

力に関する法整備や暴力の予防への財政的資源の確保など、法律・政策

面での措置をとることが求められる。 

厳粛なジェンダー平等宣言 

（ SDGEA: Solemn Declaration of 

Gender Equality in Africa）(2004) 

女性の権利の保障のために継続的に行動することを求めて採択された

宣言。ジェンダー平等を達成するために、平和と安全、人権、健康、教

育、経済的エンパワーメントの６つの行動分野を定めている。また女性

に対する暴力およびジェンダーに基づく差別に取り組む国家の責任に

も言及するとともに、マプト議定書の批准を求めている。 

アジェンダ 2063 (2015) 2015 年の AU 首脳会議にて合意されたアフリカの政治、経済、社会に

関する長期的ビジョン。アフリカにおけるあらゆる形態の SGBV の撤

廃が目標として設定されている。 

The Network of African Women in 

Conflict Prevention and Mediation 

(Femwise-Africa) (2017) 

紛争の予防と調停、および平和構築と紛争後の再建と開発の取り組みに

おける女性の役割を強化することを目的として設立された会議体。

Peace and Security Architecture of the African Union (APSA)の中に

設置され、安全保障における女性の参加を促進する取り組みについて協

議を行う。 

AU Strategy for Gender Equality & 

Women’s Empowerment 2018-2028 

(2018) 

AUにおけるジェンダー平等と女性のエンパワーメントに関する戦略。

4 つの柱のうちの一つ「Dignity, security and resilience」に女性と女児

に対する暴力を位置づけ、女性と女児に対するあらゆる形態の暴力が減

少し、また犯罪として糾弾されることを目指す成果に据えている。 

Continental Results Framework: 

Monitoring and Reporting on the 

Implementation of the Women, Peace 

and Security Agenda In Africa 2018 - 

2028 (2018) 

アフリカにおけるWPSアジェンダの履行をモニタリング・評価するた

めにUN Women や米国国際開発庁（USAID：United States Agency 

for International Development）と連携して開発したフレームワーク。

WPS アジェンダの進捗に関して定期的かつ体系的なモニタリングと報

                                                   

47 AU (2020) List of Countries which are signed, ratified/acceded to the protocol to the African Charter on Human 

and People's Rights on the Rights of Women in Africa 
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名称（）内は発行または採択年 内容 

告を制度化し、説明責任を果たすために、モニタリングのための指標や

枠組みを提供している。 

The Maputo Protocol Scorecard and 

Index (2020) 

加盟各国によるマプト議定書の実施に係る進捗をモニタリング・評価す

るために開発されたスコアカードと指標。マプト議定書の条項に応えて

加盟国が実施した立法、政策、戦略、プログラム、およびプロジェクト

の実施を評価する。 

EAC  加盟国：6 カ国（ブルンジ、ケニア、ルワンダ、南スーダン、タンザニア、ウガンダ） 

The East African Community Gender 

Equality and Development Bill

（2016） 

EAC 加盟国において、経済、政治、社会、文化の各分野でのジェンダー

平等を推進することを目的に作成された法案。女性と女児に対する暴力

の防止を含む人権、女性の権利を守る法律および政策の整備が重点課題

の一つとして設定されている。 

EAC Gender and Equality Pilot 

Barometer（2017） 

加盟 6 カ国中、南スーダンを除いた 5 カ国（ケニア、ルワンダ、タンザ

ニア、ブルンジ、ウガンダ）からの報告を基にしたジェンダー・アセス

メント。現在EACはスウェーデン国際開発庁(SIDA)の支援を受けて、

このPilot Barometerを基にしたジェンダー主流化の進捗を測る測定ツ

ール「EAC Gender Barometer」の開発に取り組んでいる。 

East African Community Gender Policy 

（2018） 

EAC 加盟 6 カ国におけるジェンダー関連政策を定めた文書。6 つの目

標のうち一つに「GBV と有害な慣習の予防および対応のための施策を

強化する」という項目を設定し、ジェンダーに基づく差別と暴力の禁止、

法律・政策の強化、履行義務の保持者の能力強化、教育・医療・HIV/AIDS

予防の各分野と SGBV の予防と対応の統合、マルチセクターによる実

施体制の強化などを求めている。 

SADC  加盟国：16 カ国（アンゴラ、ボツワナ、コモロ、コンゴ民主共和国、エスティワニ、レソト、マダガスカ

ル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、セーシェル、南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビ

ア、ジンバブエ） 

Protocol on Gender and Development 

（2008、2016 に更新） 

SADC 加盟国が推進するジェンダーと開発に係る課題と方針を示した

議定書。46 条から構成され、20 条から 25 条において加盟国が SGBV

について定めるべき法律やメカニズムについて記載している。また各国

に進捗に係る報告義務を課し、モニタリングを行っている。 

Regional Strategy and Framework of 

Action for Addressing Gender-Based 

Violence 2018-2030 （2018） 

2030 年までに SADC 加盟国内で GBV の発生率を半減させることを目

指して、予防、保護、能力強化、情報管理、調整の各分野で優先的に取

り組む施策を設定している。 

SADC Gender-Based Violence Model 

Lawの起草（実施中） 

2018 年に実施された第 44 回 SADC 全体会議で採択された提案に基づ

いて、GBV モデル法が現在起草されている。これは、SADC 加盟国の

中で SGBV に関連する法律が少なく、法的枠組みが確立されていない

状況に鑑みて、各国での法整備を求めるとともに地域内で統一された基

準を設定することを目的に実施されている。 

IGAD  加盟国：7 か国（ケニア、スーダン、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ジブチ、ソマリア） 

Running with the Baton!: Regional 

Action Plan for Implementation of 

United Nations Security Council 

Resolutions 1325 (2000) and 1820 (2008) 

（2013） 

地域において UNSCR1325 と 1820 を実施していくための行動計画。

課題の特定と、各課題に対する戦略、推奨事項、目指す成果、指標など

を提供している。 

IGAD Gender Strategy（2015） 

Volume 1: The Framework 

Volume 2: Implementation Plan 2016 – 

2020 

ジェンダー主流化に向けた地域戦略。Volume1 でジェンダー主流化に

向けたフレームワークを提示し、Volume2 でフレームワークに基づく

具体的な実施計画を示している。国ごとの SGBV への予防と対応に係

る能力強化が重点課題の一つとして設定されている。 
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名称（）内は発行または採択年 内容 

大湖地域国際会議（ICGLR：International Conference on the Great Lake Region）  加盟国：12 か国（アンゴラ、

ブルンジ、中央アフリカ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、南スーダン、ス

ーダン、タンザニア、ザンビア） 

The Pact on Security, Stability and 

Development For the Great Lakes 

Region （2006、2013 に追加） 

加盟国と地域における安全保障、開発のための協定。10 の議定書から構

成され、そのうちの一つが「Protocol on the Prevention and Suppression 

of Sexual Violence Against Women and Children」となっている。 

またこれに基づき ICGLR は 2014 年にウガンダ・カンパラにおいて

SGBV への対応に係る能力強化を行うための Regional Training 

Facility(RTF)を設立し、加盟国の警察官、司法関係者、医療従事者、そ

の他のサービスプロバイダーの広域研修を行っている。 

Declaration of the Heads of State and 

Government of the International 

Conference on the Great Lake Region 

（2011） 

2011 年にウガンダのカンパラで開催された第 4 回通常サミットおよび

SGBVに係る特別セッションで採択された宣言（カンパラ宣言）。SGBV

の予防、不処罰の文化の撤廃、被害者への支援等についての取組を進め

ていくことを明記している。 

出所：政策文書等をもとに筆者作成 

AU は SGBV の予防と対応、安全保障における女性の参加促進など、多岐にわたる地域政策の立案

やその実施に係る進捗状況のモニタリング・フレームワークの構築を行っている。特にマプト議定書

は AU 加盟国における SGBV の予防と対応を含むジェンダー主流化に係る包括的な合意文書であり、

全てのAU 加盟国が批准し実施体制を整えていくことが求められている。加盟各国はマプト議定書の

進捗について AU に対して報告する義務がありながら、実際にはほとんど報告は行われていない48。

批准したのみで関連する法律や政策の整備が実施されていない国も多く、十分な実効性を発揮できて

いない状況となっている。AU 以外の共同体でも、地域内の SGBV の現状が深刻であることを認識し

ながら各国の取組において十分な進捗が見られないことがそれぞれの政策文書で指摘されている。 

また、いくつかの経済共同体でも少ないながら SGBV に関する取り組みが行われており、東南部ア

フリカ市場共同体（COMESA：Common Market for Eastern and Southern Africa、本件調査対処国

のうち、ケニア、ルワンダ、コンゴ民主共和国が加盟）が、職場におけるセクシュアル・ハラスメン

トを含む SGBV の防止に係る調査を実施している（まだ結果は公表されていない）。また、中部アフ

リカ諸国経済共同体（ECCAS：Economic Community of Central African States、本件調査対象国の

うち、コンゴ民主共和国が加盟）が「Gender Action Plan 2020-2030」の中で、防災・災害対応・復

興の中でジェンダーに基づくニーズへの対応や SGBV の防止に係る取組を行うことに言及している。 

2.2. 難民支援における取組 

国連が主導する難民支援においても SGBV が重点課題として位置付けられ、SGBV 撤廃に係る取

組が進められてきた。2016 年に国連総会では、難民・移民の大規模な移動への国際的な責任の分担及

び協力を定めた「難民及び移民のためのニューヨーク宣言」が採択され、包括的かつ持続可能な支援

策の実施や、国際的な移民に関する制度の確立などに取り組む必要性が確認された。同宣言の採択以

降国連難民高等弁務官事務所（UNHCR: The Office of the United Nations High Commissioner for 

Refugees）は、同宣言の付属書の一つである包括的難民支援枠組み（CRRF: Comprehensive Refugee 

                                                   

48 AU (2020), Press Release No: /2020 Violence against Women and Girls; financial and economic inclusion of 

women among key outcomes of AU Ministerial meeting, P.2 



 

   20 

 

Response Framework）の実施を推進してきた。CRRF は、1) 関係する難民受け入れ国の負担を軽減

する、2) 難民の自立を促進する、3) 第三国での解決策へのアクセスを拡大する、4) 安全で尊厳のあ

る帰還のための支援をする、の 4 点を目的として、大規模な難民の移動に対する包括的な対応を示し

た文書である49。ジェンダーに関連する内容としては、難民支援のあらゆる側面においてジェンダー

主流化を進めることや女性や子どもの権利を尊重すること、意思決定過程における女性の参加を促進

することなどが定められている50。UNHCR は 2016 年から中央アメリカ地域およびアフリカ地域で

の難民支援においてCRRF の適用に取り組んできた。アフリカ地域では、ジブチ、エチオピア、ケニ

ア、ソマリア、ウガンダ、ザンビア、ルワンダ、チャドが対象国となり、各国において関連する国内

法の整備や国家行動計画の策定、ワークショップの実施などが行われてきた51。その教訓や成果を踏

まえて、2018 年には国連総会において「難民に関するグローバル・コンパクト（GCR：Global Compact 

on Refugees）」が採択された。CRRF に基づく具体的な取組内容を記載した GCR の行動計画では、

難民とホストコミュニティを巻き込んだ強力なパートナーシップと参加型アプローチを実施すること

と、年齢やジェンダー、多様性を考慮することが重視されており、その中であらゆる形態の SGBV、

人身取引、性的搾取・虐待、有害な伝統的慣習を撤廃することが求められている52。なお、タンザニア

は 2016 年当初はCRRF の実施に参画していたが、2018 年 1 月に脱退を表明した53。 

また国連はコンゴ民主共和国や南スーダンなどの周辺地域で複数の国をまたいだ広域の難民支援

を展開しており、各地域の広域難民支援計画の中にも SGBV の予防と対応が位置付けられている。こ

れらの支援計画は UNHCR が主導して作成し、各地域の難民支援に参画する国際機関、国際 NGO、

現地 NGOなどによって実施される54。関連する支援計画は以下の通りである。 

表 2-2：アフリカ地域における広域難民支援計画 

名称 内容 

Burundi Regional Refugee 

Response Plan January 2019 - 

December 2020 （2019） 

ブルンジ難民への支援を実施するための広域計画。対象国はコンゴ民主共和

国、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ。難民の保護において最低限の国際基準

に沿った必須サービスへのアクセスの確保を優先課題の一つに設定し、SGBV

被害を受けたすべてのブルンジ難民を支援することを目標としている。 

South Sudan Regional Refugee 

Response Plan January 2020 - 

December 2021 （2020） 

南スーダン難民への支援を実施するための広域計画。対象国はコンゴ民主共和

国、エチオピア、ケニア、スーダン、ウガンダ。コミュニティベースおよびマ

ルチセクターによる子どもの保護と SGBV プログラムの実施を通した難民の

保護の強化を優先課題の一つとして挙げ、対象国全体で SGBV 被害を受けた

南スーダン難民の 95％を支援することを目標としている。 

The Democratic Republic of the 

Congo Regional Refugee Response 

Plan January 2020 - December 

2021（2020） 

コンゴ民主共和国難民への支援を実施するための広域計画。対象国はアンゴ

ラ、ブルンジ、コンゴ共和国、ルワンダ、ウガンダ、タンザニア、ザンビア。

SGBV 被害者へのサポート、警察と連携した対応メカニズムの強化を優先課

題の一つに設定し、心理社会的サポートを含む被害者への支援の提供、関係者

への研修などを実施する計画となっている。 

出所：各支援計画に基づき筆者作成  

                                                   

49 https://www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/thomas, 2021 年 3 月 1 日閲覧 
50 United Natoins (2016), Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2016 
51 UNHCR (2018), Two Year Progress Assessment of the CRRF Approach September 2016-September 2018, P.2 
52 United Nations (2018), Report of the United Nations High Commissioner for Refugees Part II Global compact 

on refugees, P.3 
53 UNHCR (2018), Global update on the Comprehensive Refugee Response Framework January 2018, P.2 
54 国連の広域の難民支援計画はそれぞれ資金調達が難航し、南スーダンは USD1,022,300,000 に対して 10％、コンゴ
民主共和国はUSD587,400,000 に対して 7％、ブルンジはUSD267,600,000 に対して 18％の資金調達にとどまって
いる。https://fts.unocha.org/, 2020 年 12 月 25 日閲覧 
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第3部 ケニアにおける調査結果 
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3.1. ケニアにおける第 1次調査結果 

3.1.1. 概況 

 社会・経済状況 

ケニアはアフリカ大陸中央部東側に位置し、東部はソマリア、北部はエチオピアと南スーダン、西

部はウガンダ、南部はタンザニアに国境を接している。人口は約 5,257 万人で55、首都ナイロビには

約 440 万人が居住している56。東はインド洋に面し、東アフリカ最大の港であるモンバサ港を擁して

おり、東アフリカ諸国の玄関口として首都ナイロビとともに東アフリカ地域経済の中心的役割を担っ

ている。スワヒリ語と英語を公用語とし、キクユ族（22％）、ルヒヤ族（14％）、ルオー族（13％）、カ

レンジン族（12％）など複数の民族から成る多民族国家である。行政構造としては 1963 年の独立以

来中央集権制を採用してきたが、2010 年の国民投票により制定された新憲法によって、8 つの州が解

体され新たに 47 のカウンティ(County､郡)を設置し、カウンティ政府法によってカウンティの下には

サブカウンティ（sub-county）、区(ward)、村（village）という区画が設置された。カウンティ政府は

中央政府から多くの権限が付与され地方分権化が進められている。 

2008 年 6 月にケニア政府は開発政策の柱として国家開発計画“KENYA VISION 2030”を発表し、

1) 2030 年までに毎年平均経済成長率 10％以上の達成、2) 公平な社会発展と清潔で安全な環境社会整

備、3) 民主的政治システムの持続、を推進している。また 2013 年から大統領を務めるウフル・ケニ

ヤッタ政権は 2018 年からの 2 期目の主要政策として、1) 製造業、2) 食糧及び栄養安全保障、3) ユ

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC: Universal Health Coverage）、4) 手頃な価格の住宅供給、

の 4 つを柱とした 5 年間の重点経済政策「BIG4」を公表し、その実現に向けた政策を進めている。一

人当たり GNI はUSD1,750(アトラス方式、2019 年)57、主要な産業は農業で、コーヒー、茶、園芸作

物などの農産物の生産・輸出を中心としている。 

近年、ケニアではソマリアを拠点とするイスラム過激派組織「アル・シャバーブ」の活動が続いて

いる。首都ナイロビ（2013 年、2019 年）、ソマリアとの国境に位置する東部のガリッサ・カウンティ

（2015 年）等では大規模なテロ攻撃が度々起きており、特にケニア東部では治安が不安定な状況とな

っている。またケニア政府は人道危機が発生している近隣諸国から多くの難民を受け入れており、

2020 年 8 月末時点においてソマリア（約 27 万人）、南スーダン（約 12 万人）、コンゴ民主共和国（約

4.5 万人）、エチオピア（約 3 万人）などから約 50 万人の難民がケニアに逃れてきて生活している58。

ソマリア国境付近のガリッサ・カウンティに位置するダダーブ難民キャンプ（1991 年開設）59にはソ

マリア難民を中心として約 22 万人、南スーダンとの国境付近のトゥルカナ・カウンティに位置する

カクマ難民キャンプ（1992 年開設）およびカロベエイ居住地60（2015 年開設）では南スーダン難民

を中心として約 20 万人、その他ナイロビ等の都市部において約 8 万人の難民が暮らしており61、両難

民キャンプを中心に、多くの国際機関、国際NGO、現地 NGO等が人道支援を展開している。 

                                                   

55 世界銀行、2019 年 

56 Kenya National Bureau of Statistics(2019), 2019 Kenya Population and Housing Census 

57 世界銀行、2019 年 

58 UNHCR(2020), Operational Update Kenya as of September 2020 

59 ソマリア難民が多く居住するダダーブ難民キャンプは従前よりアル・シャバーブの活動拠点の一つとなっていると
指摘されている。ケニア政府は安全保障上の理由から 2016 年にダダーブ難民キャンプを閉鎖すると発表しその後も
閉鎖が議論されているが、2020 年 12 月現在キャンプは存続しており具体的な閉鎖の見通しは発表されていない。 

60 南スーダン国内の混乱によって発生した南スーダン難民を受け入れるためにカクマ難民キャンプから 40km 離れた
地域に設置された居住地。 

61 UNHCR(2020), Operational Update Kenya as of September 2020 
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 ジェンダー格差の現状 

憲法に男女平等が明記され、KENYA VISION 2030 でも女性のエンパワーメントとジェンダー平

等の推進が重点課題の一つとして取り上げられる中で、ケニアにおけるジェンダー格差を解消するた

めの施策は少しずつ実行されつつある。しかしながら依然としてジェンダー格差は存在しており、ジ

ェンダー・ギャップ指数（GGI：Gender Gap Index）やジェンダー不平等指数（GII：Gender Inequality 

Index）は比較的低い数値にとどまっている。特に政治分野と専門職の雇用における格差が大きいこ

とが GGI から読み取れる（表 3-1 参照）。学校への登録や識字率などは男女でほとんど差がないが、

男児は高等教育の中でも科学・技術・工学・数学のいわゆる STEM（Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) 教育を受ける傾向が強く、それをもとに専門職に就き女性に比べて高い収入を得

る機会にアクセスできると推測される62。国会議員に占める女性の割合は上院で 22％、下院で 31%で

あり、これは世界ランキングにおいては 91 位63、東アフリカ諸国の中では最も低い割合となっている

64。また多くの女性がインフォーマルセクターで働いている中、女性のエンパワーメントに関して様々

な取組が行われてきたが、女性の土地や財産の所有が制限されるなど不平等な社会構造や慣行によっ

て、女性がバリューチェーンや適正な取引にアクセスする機会が妨げられている。 

表 3-1：ジェンダー・ギャップ指数 2020（ケニア） 

出所：World Economic Forum(2020), Global Gender Gap Index Report 2020, P.207 より筆者作成 

GGI 以外のジェンダー関連指数としては、性と生殖に関する健康と権利（SRHR：Sexual 

Reproductive Health and Rights）、エンパワーメント、労働市場への参加の 3 つの側面における達成

度の女性と男性の間の不平等を映し出す指標である GII が 0.518、189 カ国中 126 位となっている。

                                                   

62 USAID (2020), USAID Kenya Final Gender Analysis Report March 2020, P. 18 
63 UN Women(2019), Women in Politics 2019 
64 2020 年 9 月、ケニアの最高裁主席判事は女性が国会議員に占める割合が憲法の定める 3 分の 1 という定数を割っ
ていることを指摘し、大統領に対して国会を解散するよう助言した。https://ohrh.law.ox.ac.uk/fighting-for-fair-

representation-for-women-through-dissolution-of-the-kenyan-parliament/, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
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GII では数値が 0 に近いほどジェンダー平等な状態であるとされており、ケニアは主に女性の政治参

加率が低いことが影響した。また、経済協力開発機構（OECD：Organisation for Economic Co-

operation and Development）の社会制度とジェンダー指標（SIGI：Social Institutions and Gender 

Index）は、1) 家庭内での差別、2) 身体の自己決定 (Physical Integrity)65の制限、3) 生産・経済的

資源へのアクセスの制限、4) 市民としての自由の制限、の 4 つの項目でスコアリングを行い、数値が

0 に近いほどジェンダー平等な社会であるという評価となる。ケニアのスコアは 35%となっており、

児童婚を禁止する法律や司法へのアクセスを保障する法律など法整備が進んでいることや、家族計画

に係るニーズが満たされていない女性が少ないこと、FGM や児童婚の割合が減少していることなど、

ジェンダー不平等な社会制度や慣行の是正に取り組んでいることが評価されている。一方で、家など

の財産を所有する女性や管理職に就いている女性の少なさ、相続に係る法律における男女の不平等な

ど、経済的資源へのアクセスにおいてジェンダー格差が大きいことが課題として指摘されている66。 

表 3-2：ジェンダー関連指数（ケニア） 

 
出所：a UNDP  b UNDP  c OECD 

 SGBVの現状 

ケニアでは SGBV に係る包括的なデータは収集されていないため（3.1.5.1 参照）、保健関連データ

や警察の犯罪統計など、SGBV に関連する複数のデータに基づき SGBV の現状を概観する。 

1) 身体的暴力、性的暴力および IPVの現状 

ケニアでは身体的暴力および性的暴力を経験している女性の割合が高い。2014 年に実施された人

口保健調査（Kenya Demographic and Health Survey 2014, KDHS 2014）67によると、15~49 歳の

女性のうち、15 歳以降に身体的暴力を経験したことのある女性は 45%、性的暴力を経験したことの

ある女性は 14%となっている68。加害者の内訳を見ると、身体的暴力は「現在の配偶者/パートナー」

「過去の配偶者/パートナー」による被害が最も多く、IPV による被害が深刻であることが示されてい

る（図 3-1 参照）。また性的暴力の加害者も配偶者からの被害が最も多く、婚姻間レイプを始めとす

る配偶者間の性的暴力が多いという結果となっている（図 3-2 参照）。この状況は同じく KDHS 2014

の IPV に関するデータからも明らかになっている。結婚したことのある 15~49 歳の女性のうち、何

らかの形態の IPV(身体的暴力､性的暴力､心理的暴力)を経験したことがある女性は 47%となっており、

これらのデータから IPV がケニアにおいて広く蔓延している状況であることが確認できる69。IPVを

                                                   

65 自身の身体に対する不可侵性の制限度合いを測る指標。SIGI では 1．VAW に関する法的枠組み、2．DVを正当化
する人の比率、3．VAW を経験する女性の比率、4．FGM に関する法的枠組み、5．FGM を継続するべきと考える
女性の比率、6．FGM を受けた女性の比率、7．全出生に対する女児の比率、8．生殖に関する権利に係る法的枠組
み、9．家族計画に関するニーズが満たされていない女性の比率の 9 分野で評価を行う。 

66 OECD (2019), SIGI Country Profile 2019: Kenya, P.1 
67 USAID の The DHS Programme によると 2020 年 9~10 月にケニアにおいて最新のDHS のデータ収集が実施さ
れ、現在はデータの整理、分析が行われている。https://dhsprogram.com/methodology/survey/survey-display-

579.cfm, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
68 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.294, 298 
69 Ibid, P.308 
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しばしば（Often）受けるとの回答が 12.2%、ときどき（Sometimes）受けるとの回答が 20.5%とな

っており、女性が日常的に配偶者やパートナーから暴力を受けている実態が示唆されている。 

男性に対する身体的暴力、性的暴力も存在しており、15~49 歳の男性のうち 15 歳以降に身体的暴

力を経験したことのある男性は 44%、性的暴力を経験したことのある男性は 14%となっている70。男

性に対する身体的暴力については父母から受ける暴力が多く、また教師からの暴力も高い数値となっ

ており、両親からの虐待や学校における男児に対する体罰が多いことが示されている（図 3-1 参照）。

また男性に対する性的暴力については配偶者/パートナーや交際相手からの被害が多い（図 3-2 参照）。

何らかの形態の IPV(身体的暴力､性的暴力､心理的暴力)を受けたことがあるという男性は 24%となっ

ており、男女ともに IPV が高い割合となっている71。 
  

図 3-1：身体的暴力の加害者の内訳(ケニア) 
 

出所：KDHS 2014 P. 297 より筆者作成 

図 3-2：性的暴力の加害者の内訳(ケニア) 
 

出所：KDHS 2014 P. 300, 301 より筆者作成 

 

回答者の世帯年収を金額順に5等分して5つのグル

ープに分ける年間収入五分位階級72別のデータを見

ると、女性がIPVを受けている世帯が最も多いのは2

番目に世帯年収が低いグループで、2人に1人に当た

る53%の女性がIPVを受けているという結果になっ

ている。年収が上がるにつれて割合が下がっていき、

最も世帯年収の高いグループでは40%であったこと

から、世帯年収が低い方がIPVを受ける割合が高い

傾向にあると言える（ただし最も世帯年収の低いグ

ループでは46%で、2番目に年収が低いグループより

低い数値であった）73。女性に対するIPVで最も多い

ものは身体的暴力、男性に対するIPVで最も多いも

                                                   

70 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.295, 299 
71 Ibid, P. 309 
72 全ての世帯を毎月の実収入（現金収入），世帯主の定期収入，世帯の年間収入などを収入の低い方から順番に並べ，
それを調整集計世帯数の上で五等分して五つのグループを作った場合の各グループのことで，収入の低い方から順
次第 I，第 II，第 III，第 IV，第 V五分位階級という 

73 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P. 310 

 

図 3-3：夫が妻を殴打することが正当化され

ると考えるケース（男女別、ケニア） 

出所：KDHS 2014 P. 284, 285 より筆者作成 
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のは心理的暴力となっている。特に配偶者/パートナーからの身体的暴力については女性回答者の37%

が経験したことがあると回答している74。このような状況を生み出す背景には、男性も女性も「夫が

妻を殴打する」ことが正当化されることがあると捉える風潮があると考えられる。夫が妻を殴打する

ことが正当化されるケースがあると考える男性は36%、女性は42%となっており（図 3-3参照）、子ど

もへのネグレクトだけでなく、配偶者・パートナーと口論したケースや無断で外出したケースなどで、

女性に対して配偶者が身体的暴力を行使することが広く受け入れられている実態が示されている75。 

2) 子どもに対する SGBVの現状 

2019年に労働・社会保護省、統計局がUNICEFやPopulation Council等と共同で実施したViolence 

Against Children Survey では、性的暴力を含む子どもに対する暴力の実態が報告されており、幼い

子どもに対する暴力が広く存在していることが示されている。調査対象の 18~24 歳の男女のうち、男

性の 56%、女性の 46%が 18 歳までに何らかの暴力を経験しており、そのうち性的暴力を受けた経験

がある人は、男性で 6%、女性で 16%となっている76。性的暴力を受けた女性のうち、18%が 13 歳ま

でに最初の被害を受けており、27%が 14-15 歳まで、55%が 16-17 歳までと非常に幼い年齢で最初の

被害に遭うケースが多いことが確認されている77。 

性的暴力の被害を受けた女児/少女のうち半数

以上が助けを求めるべき場所であると認識して

いたのは医療機関であったが、実際に警察や医療

機関などに通報、相談した女性は13%、男性は3%

となっており、どこに相談すればいいかを知って

いたとしても助けを求める行動をとる被害者は

非常に少ない（図 3-4 参照）。助けを求める行動

をとらなかった女性のうち、54%が「問題だと思

わなかった/サービスを必要としていなかった」

と回答しており、性的暴力を受けた結果どのよう

な身体的、心理的影響があるかが十分に認識されていないことが示唆されている。また 21％が「トラ

ブルに巻き込まれたくない/報復される恐怖を感じる」と回答しており78、被害者が自身の身の安全や

プライバシーの保護などについて懸念を持っていることも通報を妨げる要因となっている。 

また、ケニアにおいては児童婚および若年妊娠も高い割合となっている。KDHS 2014 によると、

25~24 歳の女性のうち、15 歳までに結婚した女性が 8％、18 歳までに結婚した女性が 29%となって

おり、若年での結婚が広く行われていることが分かる79。全国の平均初婚年齢が 20.2 歳であるのに対

して、ケニア北東部に位置する旧北東州や旧ニャンザ州では 18.6 歳となっており、これらの地域にお

いては児童婚のリスクがより高いことが示されている。女性の就学年数が長くなるほど初婚年齢も高

くなり、同じく世帯年収が高くなるほど初婚年齢が高くなる傾向にある80。 

                                                   

74 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P. 308 
75 KDHS2008~2009 では女性が 53％、男性が 44％であったため、数値としては改善されていると指摘されている。 

Government of Kenya (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.285 
76 Ministry of Labor and Social Protection (2019), Violence against Children Survey Report 2019, P.8 
77 Ibid, P.31-36 
78 Ibid, P.33 
79 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.59 
80 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.59 

 

 

 

 

 

 

図 3-4：性的暴力の被害に遭った際の通報・相談

に係る知識、行動（男女別、ケニア） 
 

出所：Ministry of Labor and Social Protection (2019), 

Violence against Children Survey Report 2019,  

P. 34 より筆者作成 
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また、15~19 歳の時点で妊娠または出産を経験している女性は 18%であり、中でも 17 歳の時点で

妊娠または出産を経験している女性が 15%と高い数値となっている81。10 代で妊娠している女性の割

合に関して都市部と農村部では大きな違いは見られないが、旧セントラル州では 10%であるのに対し

て旧ニャンザ州では 22%、旧リフトバレー州では 21%であるなど、地域による違いが顕著である82。

地域性、就学年数、世帯の経済状況などが初婚年齢や出産年齢に大きく影響していると考えられる。 

3) SGBV被害の通報・相談 

ケニアでは、警察が SGBV の被害の通報を受け付

けているほか、公的なホットラインも整備されてお

り（3.1.2.3 参照）、SGBV の通報や相談を受け付け

る窓口が存在しているが、これらの公的なサービス

を利用する被害者は依然として少ない。KDHS 2014

のデータによると、ほとんどの被害者は自身の家族

や配偶者／パートナーの家族に相談をしている。特

に女性の被害者では、警察に相談する人は 7%、医療

従事者に相談する人は 3%と非常に少ないことが示

されている（図 3-5 参照）。家族や友人に被害を相談

した場合は、そこから警察などの公的機関に通報さ

れずに家族やコミュニティ内で問題が取り扱われる

ことが、被害者の保護や加害者の処罰が適切に行わ

れない要因の一つとなっている83。 

警察で受け付けた暴力の通報については、犯罪統

計で公表されている。最新の報告書である2018年の

年間犯罪統計によるとSGBVの通報の中で最も多い

のは子どもに対する性的搾取、性的虐待などを含む

ディファイルメント84で、次いでレイプ、親族からの

性的暴力となっており、SGBVの中でも特に子ども

に対する性的暴力が多いことが示されている（表 

3-3参照）。 

4) 人身取引の現状 

ケニアでは、身体的暴力、性的暴力等だけでなく、組織的な人身取引も大きな社会課題となってお

り、国内では主に家事労働と性的搾取のために成人女性と女児/少女、男児/少年が被害に遭っている。

特に商業的な性的搾取やセックス・ツーリズムのため、子どもの需要が高まっていると報告されてい

る85。また海外への人身取引被害者の送り出し国ともなっており、職業案内所を装った人身取引組織

が東部のモンバサ港から主に中東地域（サウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦等）に多くの

                                                   

81 Ibid, P.78 
82 Ibid, P.78 
83 ケニアの未来へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 23 日）。 
84 「ディファイルメント」は、同意の有無に関わらず 18 歳未満の子どもとの性行為を行うことを指す用語である。

18 歳未満の子ども同士の性行為もディファイルメントに含まれる（ケニアでは 18 歳未満の子ども同士の性行為も
違法とされており、発覚した場合は更生保護施設に送られる）。 

85 Regional Mixed Migration Secretariat (2013), Mixed Migration in Kenya, P.50 

 

図 3-5：身体的暴力および性的暴力の被害者

の相談先（男女別、ケニア） 

出所：KDHS 2014 P. 325, 326 より筆者作成 

 

表 3-3：警察が通報を受けた SGBV の件数

（2016~2018 年、ケニア）  
種別 2016 2017 2018 

ディファイルメント 4,601 4,056 5,506 

レイプ 889 917 979 

親族からの性的暴力 341 213 319 

その他の性的暴力 176 213 204 
 

出所：Office of the Inspector General, National 

Police Service (2018), Annual Crime Report 

(2018), P.38 より筆者作成 

65%

31%

1%

8%

9%

3%

3%

7%

1%

2%

12%

49%

5%

1%

14%

6%

2%

13%

19%

0%

1%

17%

自身の家族

配偶者/パートナーの家族

配偶者/パートナー

友人

近隣住民

宗教指導者

医療従事者

警察

弁護士

支援団体

その他

女性

男性



 

   28 

 

被害者を送っているとされている86。2020 年の米国国務省の人身取引報告書では、2010 年に人身取

引禁止法を制定して以来、警察や司法関係者の能力強化や対応のための予算分配等を通して対策を続

けていることを評価しつつも、依然として被害が拡大していることを指摘している87。政府は 2019 年

に、人身取引の被害者として成人女性 275 名、女児/少女 351 名、男児 227 名を特定したと報告して

いる88。 

5) FGM実施の現状 

ケニア政府は FGM を早急に対応が必要な課題

の一つと認識しており、国家開発計画“KENYA 

VISION 2030”においても、2008 年からの第 1

次、2013 年からの第 2 次、2018 年からの第 3 次

のすべての中期計画に FGM の予防・対応が盛り

込まれている。同国においてはすでに 1980 年代

から FGM 廃絶に向けた議論が存在し、NGO 等に

よる積極的なアドボカシー活動が展開された結

果、2001 年に成立した Children’s Act で初めて

FGM が法的に規制された。しかしこの条項では

「18 歳未満の子どもに FGM を強要すると、1 年

以下の禁固刑または 600US ドル以下の罰金、ある

いはその両方が科せられる」とされており、成人

の FGM は対象とされなかった。そのような中で、

2005 年にセネガル・ダカールで「女性に対する暴

力及び FGM の撤廃に向けた議会の役割についてのアフリカ会議」が開催され、参加したケニア政府

は FGM 廃絶に向けた行動目標に署名したことによって、FGM 廃絶に向けたより広範な取組が求め

られることとなり、具体的な行動計画の策定を経て 2011 年に Prohibition of Female Genital 

Mutilation Act(FGM 禁止法)が制定された。同法律では、「FGM を実施した者には 3 年以下の懲役刑

または 20 万ケニア・シリング以下の罰金、もしくはその両方が課される」という条項によってFGM

が全面的に禁止されることとなった。さらに、ウフル・ケニヤッタ大統領は 2019 年 6 月 4 日にカナ

ダ・バンクーバーで開催された「Women Deliver Conference」において、2022 年までにケニアにお

ける FGM を撤廃するというコミットメントを発表した89。 

ケニアでは15~49歳の女性のうち21%がFGMを受けているが90、実施率には民族間の差が大きく、

特にソマリ族、サンブル族、キシイ族、マサイ族の中で実施率が高い。逆に人口の多いキクユ族やル

ヒヤ族、ルオー族等の間では現在では比較的低い実施率となっている（表 3-4参照）。ソマリ族はソマ

リアを含む「アフリカの角」地域に広く居住する民族で、厳格なムスリムが多いことで知られる。ケ

ニアでは主にソマリアとの国境に近い旧北東州のガリッサ・カウンティ、マンデラ・カウンティ、ワ

ジル・カウンティに居住している。したがって、地域別に見た際はケニアの中でも北東部の実施率が

                                                   

86 ENACT(2020), The New Slavery: Kenyan Workers in Middle East、P.1 
87 U.S Department of States(2020), 2020 Trafficking in Persons Report: Kenya 
88 Ibid 
89 https://allafrica.com/stories/202109150115.html, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
90 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.333 

表 3-4：ケニアにおける民族別 FGM 実施率 

民族 0～14歳 15~49歳 

ソマリ族 36％ 94％ 

サンブル族 4％ 86％ 

キシイ族 16％ 84％ 

マサイ族 3％ 78％ 

エンブ族 1％ 31％ 

メル族 1％ 31％ 

カレンジン族 0.5% 28％ 

タイタ／タベタ族 1％ 22％ 

キクユ族 0％ 15％ 

カンバ族 0.4％ 11％ 

ミジケンダ／スワヒリ族 0.1％ 2％ 

トゥルカナ族 0.1% 2％ 

ルヒヤ族 0.2％ 0.4％ 

ルオー族 0.1％ 0.2％ 

全体 3％ 21％ 

出所：KDHS 2014, P. 335 より筆者作成 
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最も高く、2022年までのケニアにおけるFGM撤廃、2030年のSDGs達成に向けてさらなる努力が必要

とされている地域の一つである91。その次に実施率が高いのが、キシイ族が多く住む南西部の旧ニャ

ンザ州に位置するキシイ・カウンティとなっている。 

ケニアにおける FGM は陰核のすべておよび小陰唇の一部または全部を切り取る施術（WHO の定

義では TypeⅡ）が最も多く、15~49 歳の経験者の 87.2％を占める。最も過酷な形態である「Sewn 

Closed」（UNICEF の定義。Infibulation と呼ばれることもある。小陰唇のすべて、および大陰唇の

一部またはすべてを切り取り縫合し、尿と経血を通すための穴をあける施術を指す。WHO の定義で

は Type Ⅲ）も一部の民族では実施されており、15~49 歳のFGM 経験者のうち 9％が Sewn Closed

を受けている92。また、15~49 歳のFGM 経験者

のうち、イスラム教徒の人々では 44％が「FGM

は宗教から課せられている習慣である」と認識し

ており93、同じく 5~49 歳のFGM 経験者のうち、

ソマリ族の女性の 82％、サンブル族の女性の

72％、マサイ族の女性の 37％が「FGM はコミ

ュニティから課せられている習慣である」と認識

している94。また KDHS の統計データでは、都

市部より農村部の女性の方が FGM を受けてい

る比率が高いことや、FGM 被害者の母親が

FGM を受けていること、母親が十分な教育を受

けていないこと等が FGM の実施率と関連して

いることが示されている95。 

政府、国連、NGO 等による長年の取組によって、ケニアでの FGM 実施率は確実に減少傾向にあ

る。UNICEF が 15 歳から 19 歳の少女・女性のFGM 実施率を KDHS の結果に基づき比較したとこ

ろ、ケニア全体では 1984 年に 48％であった実施率が 2014 年には 11％に減少している。地域別に見

ると旧リフト・バレー州（58％→8％）、旧中央州（48％→12％）、旧ニャンザ州（40％→27％）、旧海

岸州（22％→6％）、旧西部州（1％→0％）など、多くの地域で大幅に減少したことが分かる（旧北東

州のみ 100％から数値が変わらなかった）。また民族別に見ても、ソマリ族（98％→91％）は大きく変

わらないが、キシイ族（100％→68％）、サンブル族（100％→61％）、キクユ族（45％→1％）、カレン

ジン族（71％→3％）、メル族（58％→15％）、カンバ族（37％→5％）など多くの民族の間で FGM の

実施が減少している96。1984 年から 2014 年 30 年間で 1 年に平均 4.3％減少しており、これは近隣諸

国と比較しても非常に高い減少率と言える（表 3-5 参照）。 

FGM に対する取り締まりが奏功し施術が減少してきている一方で、KDHS 2014 では女児がより

若い年齢で FGM を受けるようになってきている傾向があると指摘している97（通常、ソマリ族では

                                                   

91 UNICEF(2020), A Profile of Female Genital Mutilation in Kenya, P.24 
92 Government of Kenya (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.333 
93 「宗教により課せられている習慣である」と認識している人がいる一方で、FGM を課すことを規定した教義を持
つ宗教はないとされている。 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation 
94 Ibid. P.340-341 
95 Ibid. P. 337 
96 UNICEF(2020), A Profile of Female Genital Mutilation in Kenya, P.21-22 
97 Government of Kenya (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.334 

表 3-5：東・南アフリカ各国における過去 30

年間の平均 FGM 減少率と現在の実施率 

国名 年平均 FGM 減少率 FGM 実施率 

ウガンダ 4.6％ 0.3％ 

タンザニア 4.6％ 10％ 

ケニア 4.3％ 21％ 

エチオピア 1.7％ 65％ 

エリトリア 1.0％ 83％ 

スーダン 0.4％ 87％ 

ジブチ 0.4％ 94％ 

ソマリア 0.1％ 98％ 

出所：UNICEF(2020) A Profile of Female Genital 

Mutilation in Kenya P.20 より筆者作成 
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5~9 歳での施術が最も多く、その他の民族では 10 歳から 15 歳

またはそれ以降に施術することが多い。図 3-6）。また近年の学

術調査では、これまで主にFGM の施術を中心的に担ってきた

伝統的施術者に代わって、医療機関においてFGM を受けるケ

ースが増えてきていることが示唆されている（FGM の医療

化）。KDHS 2014 でも医師や看護師、助産師などの医療従事者

による FGM の実施が 0~14 歳の女児/少女の経験者のうち

20％、15~49 歳の少女・女性の経験者のうち 15％を占めてい

ることが確認されている98。ガリッサ、キシイ、ミゴリ、ナイロビの 4 つのカウンティにおいて住民

と医療従事者を対象に実施された定性的調査では、ソマリ族やキシイ族において医療従事者による

FGM の実施が広まりつつあることが確認された99。医療従事者による FGM は伝統的施術者による

FGM と比較して健康上のリスクが少ないと認識されており、それが FGM の実施を正当化する根拠

となることが懸念されている。また、治癒や療養に要する期間も短くなるため FGM の施術が発覚し

にくく、両親や家族が法律による取り締まりを受けることを回避することにもつながっているとされ

る。FGM 禁止法では、FGM を子どもに受けさせた親や保護者だけでなく施術者も罰せられるため、

FGM の施術を提供する医療従事者は訴追されるリスクがあるが、様々な理由（収入を得るため、脅

迫等を受けることを避けるため、女児/少女の身体への負担をできるだけ軽くすることに貢献するため、

など）によって医療施設での FGM は増加傾向にあると同調査では示されている。また、FGM 実施

後のセレモニーの廃止、施術のための越境（ソマリアやエチオピアなど隣国に渡って FGM を行うこ

と）なども、FGM の実態をより見えにくくしている要因となっている100。 

ケニアにおけるFGMの実施率は大きく減少している一方で、上述のように被害者の若年化やFGM

の医療化が進んでいることなどにより被害が顕在化しにくく取り締まりが難しくなっている面もあり、

FGM 廃絶のためにはこれらの変化に対応したさらなる取組の強化が必要となっている。 

なお、ケニアでは成人への通過儀礼という位置づけによる男性への割礼（MC：Male Circumcision、

いわゆる包茎手術）が広く実施されている。KDHS によると男性の 93％が MC を受けていて、2003

年（84％）、2008~2009 年（86％）の同調査と比較して増加している101。ガリッサ、ワジール、マン

デラなどの北東部の各カウンティで一般的に実施されているが、これまでMC を受ける習慣が広まっ

ていなかった西部の旧ニャンザ州でも増加傾向にある(2008~2009 年は 45％であったのが、2014 年

の調査では 72％であった)。WHO はMC が HIV/AIDS の感染リスクを 60％下げるとして、ケニアを

含めたアフリカ 14 カ国でMC の実施を推奨している102。医療機関における衛生的な環境でのMC に

は HIV/AIDS に関連した健康上のメリットがあるとされている一方で、伝統的な MC においては不

                                                   

98 Kenya National Bureau of Statistics (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014,, P.338 
99 Samuel Kimani ,Caroline W. Kabiru ,Jacinta Muteshi ,Jaldesa Guyo (2020), Female genital mutilation/cutting: 

Emerging factors sustaining medicalization related changes in selected Kenyan communities 
100 State Department of Gender (2019), National Policy for the Eradication of FGM, P.12 
101 Government of Kenya (2015), Kenya Demographic and Health Survey 2014, P.241 
102 WHO(2017), WHO Progress Brief: Voluntary Medical Male Circumcision for HIV Prevention in 14 Priority 

Countries in Eastern and Southern Arica 

一方で、割礼を受けていれば HIV/AIDS が予防できると考えるのは適切ではなく、同時に避妊具の使用やその他の
予防策を取る必要があることも併せて啓発している団体もある。 

 

 

 

図 3-6：FGM を受けた年齢（15

－49 歳の女性、ケニア） 
 

出所：KDHS 2014 P.335 より筆者作成 
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衛生な環境における施術の強制や安全でない方法による措置が行われることも多く103、身体的なリス

クや心理的負担を受ける男性も少なくない状況となっている。 

3.1.2. SGBVに関連する法律および政策 

 法的枠組み 

1) 憲法 

ケニアでは 1963 年のイギリスからの独立時に成立した憲法が存在していたが、2007 年の大統領選

挙に伴う混乱104を経て誕生した連立政権によって暫定憲法が成立し、その後 2010 年に新憲法が成立

した。新憲法では、ジェンダー平等と差別の撤廃が基本原則として明確に定められている。憲法上、

ジェンダー平等に関連する主な項目は以下の通りである。 

表 3-6：ケニアの憲法におけるジェンダー平等に関連する項目一覧 

条項 内容 

第 10 条 国家の価値観と統治原則における平等、公平性、包摂性、差別の撤廃を保証する。 

第 21 条(3) すべての国家機関及びすべての公務員は、女性、高齢者、障がい者、児童、青少年、マイノリティ、

特定の民族的、宗教的または文化的共同体の構成員を含む社会的弱者のニーズに対応する義務がある。 

第 21 条(4) 国は人権と基本的自由に関する国際的義務を履行するための法律を制定し実施する義務がある。 

第 25 条 (a)拷問、残酷、非人道的または品位を傷つけるような扱いや罰からの自由、(b)奴隷や隷属からの自由

は制限されてはならない。 

第 27 条(1) すべての人は法の下に平等であり、平等な保護と利益を受ける権利を有している。 

第 27 条(3) 女性と男性は平等で、政治的、社会的、経済的、文化的に機会均等の待遇を受ける権利を有している。 

第 27 条(4) 人種、性別、婚姻関係、健康状態、民族/出身、肌の色、年齢、宗教、障がい、文化、言語などにあら

ゆる根拠に基づくいかなる差別も禁止する。 

第 27 条(6) 差別により不利益を被った個人や集団を救済するために、アファーマティブ・アクションを含む措置

を講じる。 

第 27 条(8) 議員のうち 3 分の 2 以上が同じ性にはならないことを保証する。 

第 29 条 すべての人は、人の自由と下記の項目からの安全を得る権利を有している。 

(c) 公私を問わず、あらゆる形態の暴力を受けること、(d) 身体的または心理的なものであるかどうか

にかかわらず、あらゆる方法で拷問を受けたこと、(e) 体罰を受けること、(f) 残酷、非人道的又は品

位を傷つけるような扱いを受け、又は罰せられること。 

第 30 条 人は、奴隷または隷属の状態に置かれてはならない。何人も、強制労働を強いられてはならない。 

第 43 条(1) すべての人は、(a) 生殖医療を含む保健医療サービスを受ける権利を含む、達成可能な最高水準の健

康、(b) アクセス可能で適切な住居及び合理的な水準の衛生、(c) 空腹から解放され、かつ許容できる

品質の適切な食糧、(d) 清潔・安全で適切な量の水、(e) 社会保障、及び(f) 教育を受ける権利を有する 

第 53 条(1) すべての子どもは、虐待、ネグレクト、有害な文化的慣行、あらゆる形態の暴力、非人間的な扱いと

罰、危険な労働、搾取的な労働から保護される権利を有する。 

出所：法律文書、” National Policy on Gender and Development” より筆者作成 

2) 国際条約および地域条約 

ケニアは国連、AU、EAC、ICGLR の加盟国として様々な国際条約や地域条約に批准している。批

准している国際条約、地域条約、および遵守している国際的な開発枠組みは以下の通りである。 

                                                   

103 https://www.bbc.com/news/world-africa-28746101, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
104 2007 年 12 月の大統領選挙は国家統一党の現職キバキ氏とオレンジ民主運動を中心とした改革派のオディンガ氏が
争う形となったが、選挙結果をめぐっての抗議行動が両派の衝突による暴動へと発展し、多くの死者や国内避難民
が発生する事態となった（ケニア危機）。翌年 1 月にアナン国連事務総長（当時）の調停によって和解が成立し、そ
の後キバキ氏が大統領、オディンガ氏が首相となる連立政権が樹立されることとなり、政治的な混乱は終息した。 
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表 3-7：ケニアが批准している SGBV に関連する国際条約および地域条約 

名称（()内は採択年） 批准年 対応する国内法または国家行動計画 

国際条約(UN) 

市民的及び政治的権利に関する国際規約

(1966) 

1972 ― 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際

規約(1966) 

1972 National Commission on Human Rights Act, 

Prohibition Against Female Genital Mutilation Act, 

Environmental Management and Coordination Act, 

Cooperatives Society Act 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約(CEDAW) (1979) 

1984 National Gender and Equality Commission Act, 

Sexual Offences Act, Prohibition on Female Genital 

Mutilation Act 

児童の権利に関する条約(1989) 1990 Children’s Act, Sexual Offences Act, Basic Education 

Act, Employment Act, Counter-Trafficking in Persons 

Act 

北京宣言及び行動綱領(1995) 1995 ― 

国連安保理決議 1325 号(2000) 2000 Kenya National Action Plan on Women, Peace and 

Security 2016 – 2018 (KNAP) 

Kenya National Action Plan on Women, Peace and 

Security 2020 – 2024 (KNAP II) 

武力紛争における児童の関与に関する児童の

権利条約選択議定書 (2000) 

2002 Children’s Act 

Counter-Trafficking in Persons Act 

児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利

に関する条約の選択議定書(2000) 

 2000 年署名、未批准 

国際組織犯罪防止条約人身取引議定書

（2000） 

2005 Trafficking in Persons Act 

地域条約(AU､EAC､ICGLR等) 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章

(1981) 

1992 National Commission on Human Rights Act 

子どもの権利と福祉に関するアフリカ憲章

(1990) 

2000 Children’s Act, Basic Education Act, Employment Act 

アフリカにおけるジェンダー平等の厳粛な宣

言(2004) 

2004 ― 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基

づくアフリカにおける女性の権利に関する議

定書(通称「マプト議定書」)(2003) 

2010 National Gender and Equality Commission Act, 

Sexual Offences Act 

若者に関するアフリカ憲章(2006) 2014 National Youth Act, National Youth Council Act 

East African Community (EAC) Prohibition 

of FGM Bill (2016) 

2016 Prohibition Against Female Genital Mutilation Act 

2019 regional Declaration and Action Plan 

to End Cross-Border FGM (2019) 

2019 Prohibition Against Female Genital Mutilation Act 

Declaration of Heads of States and 

Government of Members States of the 

ICGLR on Sexual and Gender Based 

Violence (カンパラ宣言) (2011) 

2011 Sexual Offences Act, Prohibition on Female Genital 

Mutilation Act 

出所：ケニア外務省ウェブサイト、国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトより筆者作成105 

                                                   

105 ケニア外務省ウェブサイト：http://treaties.mfa.go.ke/treaties 

国連人権高等弁務官事務所ウェブサイト：https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
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マプト議定書に関しては、2010 年の批准時に 2 つの条項について批准を留保している。留保された

のは、社会開発と女性のエンパワーメントのために軍事費を大幅に削減することを求める第 10 条(3)

と、性的暴力、レイプ、近親相かんの場合や、妊娠の継続が母体の精神的・肉体的健康や母体・胎児

の生命を危険にさらす場合に薬による人口妊娠中絶を許可することを求める第 14 条(2)(c)である。 

人工妊娠中絶についてケニアの憲法では、第 26 条(4)で「訓練を受けた医療専門家の意見に基づい

て緊急治療が必要であるか、母親の生命または健康が危険にさらされている場合、または他の書面に

よる法律で許可されている場合を除き、中絶は許可されない」としてより狭い範囲に限定しているた

め、マプト議定書第 14 条の内容はこの憲法第 26 条と矛盾することになると判断された。また刑法で

も、中絶の実施者は 14 年以下、中絶をサポートした者（薬や器具を提供した者）は 3 年以下の禁固

刑に処せられることと規定されている。 

2010 年の憲法制定後、第 26 条(4)の修正を目指すアドボカシー運動が NGO を中心に繰り広げられ

ているが、現在までのところ修正案は承認されていない。そのため、レイプや性的暴力などの SGBV

の結果による妊娠の場合も医療機関で適切な中絶措置を受けることはできず、「安全でない中絶106」

による合併症や妊産婦の死亡が大きな公衆衛生上の課題となっている。ケニア保健省による 2012 年

の全国調査では年間約 50 万件の中絶（ほとんどが安全でない中絶であると推測されている）が実施

されており、15~49 歳の女性 1,000 人に対して 48 人が中絶を経験していると推定されている107。ま

た医療施設で中絶後のケアを受けようとした女性の 76％が敗血症、臓器不全などの重度の合併症に対

する治療を受けていたことも明らかになっている108。またケニア保健省の 2018 年の調査では、安全

でない中絶の合併症や施術後のケアは公立病院で行われることが多く、症状に応じて患者 1 名あたり

39~108USD の費用、患者一名あたり平均 7.4 時間の医療従事者の労働時間が必要であり、医療財政

にも大きな負担となっていることが明らかにされた109。同調査では、家族計画サービスの強化や避妊

手法のさらなる普及、中絶実施後ケアの質の向上などを通して、安全でない中絶の実施数とその影響

を低減すべきであると指摘している。 

3) 国内法 

上述の新憲法に基づき、ケニアでは SGBV の防止や対応に係る様々なジェンダー関連法が存在して

いる。主な法律の名称と関連する内容は以下の通りである。 

表 3-8：ケニアにおける SGBV に関連する法律一覧 

名称 SGBVに関連する主な内容 

The Penal Code いかなる暴力も禁止する。 

Children’s Act(2001

年) 

 すべての子どもは差別的扱い、有害な文化的慣習、性的暴力、性的搾取から保護さ

れなければならない。 

 全ての子どもは両親を含む保護者から適切に保護される権利を有している。 

Sexual Offences Act 

(2006 年, 2014 年改

訂) 

 レイプ(未遂含む)、集団レイプ、18 歳未満の子どもとの性交(未遂含む)、セクシュア

ル・ハラスメント、性的暴力、強制売春、性的搾取を目的とした人身取引、子ども

の人身取引、子どもの買春、子どものポフノグラフィ、HIVやその他の性感染症の

意図的な感染、その他の性的暴力行為を禁止する。 

                                                   

106 WHOの定義では「Unsafe abortion (安全でない中絶)」は「必要な技術を持たない者、または最低限の医療基準を
欠いた環境、またはその両方による妊娠の終了」と定義している。 

107 Kenya Ministry of Health(2013), Incidence and Complications of Unsafe Abortion in Kenya 2012, P.17 
108 Ibid, P.7 
109 Kenya Ministry of Health(2018) The Costs of Treating Unsafe Abortion Complications in Public Health 

Facilities in Kenya, P.15 
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名称 SGBVに関連する主な内容 

 性的暴力の被害を受けたすべての人に司法へのアクセスと心理社会的サポートを提

供する。 

HIV and AIDs 

Protection and 

Control Act (2006年) 

 HIV／AIDs の予防、管理のための措置を提供する。 

 公衆衛生の保護と促進、HIV感染者または HIV感染の危険性のある人の適切な治

療、カウンセリング、支援、ケア、および関連する規定を設定する。 

Employment 

Act(2007 年, 2012 年

改訂) 

 被雇用者への性別に基づく差別とハラスメントを禁止し、同一の価値を持った労働

に対する同一の賃金を保障する。 

 職場におけるセクシュアル・ハラスメントを禁止する。 

 雇用者は職場におけるセクシュアル・ハラスメントを禁止する規程を策定しなけれ

ばならない。 

International Crimes 

Act (2008 年) 

 性的暴力は、個人やコミュニティに対する大規模な攻撃や侵害の文脈で行われた場

合、国際犯罪として認識される。 

 国際犯罪としての性的暴力は本法律により禁止される。 

Counter-Trafficking 

in Persons Act(2010

年, 2012 年改訂) 

 人身取引、特に女性と子どもの人身取引を防止・抑止し、処罰する。 

 人身取引と搾取の定義を定め、入国・出国による渡航書類の取得、特に子どもの人

身取引を含む人身取引の事例を示す。 

Prohibition of 

Female Genital 

Mutilation Act (2011

年, 2012年改訂) 

FGM の実施者および協力者は 3 年以上の禁固刑及び/または罰金に処せられる。また被害

者が死亡した場合は無期懲役に処せられる可能性がある。子どもを海外に送り出して

FGM を受けさせる場合にも適用される。 

National Gender and 

Equality 

Commission Act 

(2011 年) 

 National Gender and Equality Commission を設立する。 

 委員会の目的、権限、機能、メンバーシップを規定する。 

Teacher Service 

Commission Act 

(2012 年) 

 学校環境におけるGBV の防止と対応を目的として、教師と生徒の関係や教師の行動

に関する指針を提供する。 

 不祥事があった場合、教員の登録を取り消すことができる規定を設けている。 

Kadhis’ Courts Act 

(2012 年) 

 憲法 170 条は下級裁判所として Kadhis’ Court(ｲｽﾗﾑ裁判所)の設置を規定している。 

 当事者がイスラム教を信仰しており、身分事項、結婚、離婚、相続などの問題につ

いてKadhis’ Courts に提訴した場合、イスラム法に基づいて裁判が行われる。 

 下級裁判所としての Kadhis’ Courts の決定は高等裁判所においてレビューされる。 

Matrimonial 

Property Act (2013

年) 

 婚姻財産に関する配偶者の権利と責任を規定する。 

 婚姻財産の所有権は、その取得に対する貢献度合いに応じて配偶者に帰属し、離婚

した場合、または婚姻関係が解消された場合には、配偶者の間で分割されなければ

ならない。 

Victim Protection 

Act (2014 年) 

 犯罪や権力の濫用の被害者の保護、および被害者へのより良い情報と支援サービス

を提供する。 

 被害者への賠償と補償を提供する。 

 脆弱な被害者のための特別な保護を提供する。 

 性別に基づく差別を禁止する。 

 刑事訴訟で証人になる被害者は、証人保護プログラムによって適切に保護される。 

 Sexual Offences Actと Counter-Trafficking in Persons Act は本法律に組み込まれ

ており人身取引や性的虐待の被害者への保護は強化される。 

Marriage Act (2014

年) 

 婚姻の当事者は、婚姻時、婚姻期間中、婚姻解消時に平等な権利を有することを保

障する。 

 婚姻の両当事者の法定婚姻年齢を18歳と定め、18歳未満の者との婚姻を無効とす

る。 

 イスラム教徒による一夫多妻婚も可能とする。 
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名称 SGBVに関連する主な内容 

 婚姻は男女の自発的な結びつきと定義する。 

 強制や詐欺によって結婚の同意を誘導することを禁止する。 

 婚姻関係における虐待を受けたGBV 被害者を保護する。 

Protection against 

Domestic Violence 

Act (2015 年) 

 あらゆる形態の DVが違法行為であると規定する。 

 DVが発生した場合、その被害者のための効果的な法的保護があることを保証する。 

 警察は DVに対して対応する。 

 裁判所はDVの被害者を保護する命令を下すことができる。 

 被害者やその他の個人・機関はDVに対応することができる。 

Legal Aid Act (2016

年) 

 憲法に基づき、適正な価格で、アクセス可能、持続可能で信頼性および説明責任の

ある法律扶助サービスを提供する。 

 貧困者が法律扶助を利用できるように支援するための法律扶助制度を提供する。 

Computer Misuse 

and Cybercrimes Act 

(2018 年) 

 コンピュータおよびサイバー犯罪の適時かつ効果的な検出、調査、起訴を行う。 

 コンピュータやサイバー犯罪に関する問題に対処するための国際協力を促進する。 

 コンピュータシステムの使用によるセクシュアル・ハラスメントやその他のGBV に

関連する問題を規定する。 

出所：法律文書、The National Policy on Gender and Development(2019), Gender-Based Violence Training 

Resource Pack(2019)等をもとに筆者作成 

表 3-8 の通り、ケニアの司法制度では様々な法律によって SGBV を取り締まる規定が設けられて

いる。SGBV に関して中心的な役割を果たすのは 2006 年に成立した Sexual Offences Act であり、

それに加えて FGM や DV も独立した法律として規定され、児童婚も複数の法律によって明確に禁止

されている。 

これらの法律が存在しながらそれが十分に順守されておらず、SGBV が依然として大きな社会課題

となっている現状を改善するために進められている施策の一つとして、カウンティレベルでの SGBV

関連法の制定および政策立案の推進がある。2010 年に新憲法が制定されて以降、中央に集中していた

権力構造を地方分権型に転換するに伴い、一定の立法権と行政権がカウンティ政府に移譲されている。

そうした中で、SGBV に関連する各種法律を各カウンティのニーズや現状に合わせたより実効性のあ

るものにすることを目的として、政府機関や国際機関ではカウンティレベルの SGBV 関連法の制定お

よび政策立案を推奨している110。ナショナル・マシーナリーの一つである National Gender and 

Equality Commission(NGEC)では County Government Policy on SGBV (2017)、Model Legislative 

Framework on GBV for County Governments(2017)という 2 件の文書を作成し、カウンティレベル

での立法・政策立案のサポートを行っている。全 47 カウンティのうち、カウンティレベルの SGBV

関連法を採択しているのは現状ではナイロビ・カウンティ、メル・カウンティ、カカメガ・カウンテ

ィ等、独自の SGBV ポリシーを作成しているのはミゴリ・カウンティ、キスム・カウンティ等となっ

ており、状況は未だ限定的である。UN Women では、国連が難民キャンプにおいて人道支援を展開

しているトゥルカナ・カウンティやガリッサ・カウンティに対して独自の立法・政策立案の必要性に

ついてアドボカシーを行っている111。 

 SGBVの撤廃に向けた政策および政策実施体制 

1) SGBVの撤廃に向けた政策 

ケニアでは開発政策(Kenya Vision 2030)において、SGBV が対応すべき課題の一つとして位置付

けられている。また、SGBV の予防と対応を所管する公共サービス・ジェンダー省（Ministry of Public 

                                                   

110 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
111 Ibid 
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Services and Gender, MPSG）や National Gender and Equality Commission(NGEC)によって、

National Gender and Development Policyや KNAP など、SGBV 撤廃に向けた政策、戦略、行動計

画等が策定されている。また、UN と連携した研修教材やサービスプロバイダーへのガイドラインな

ど、様々な関連文書が作成・更新されている。主な政策は以下の通りである。 

表 3-9：ケニアにおける SGBV に関連する政策・基準一覧 

名称 内容 

National Policy for Prevention and 

Response to Gender Based Violence (2014) 

発行機関：Ministry of Devolution and 

Planning 

ケニアにおける SGBV の現状と SGBV の定義、法的枠組み等につ

いて規定したうえで、SGBVの予防と対応を行うためのマルチセ

クターによるアプローチについての戦略と方針を記載している。 

National Guidelines on the Management of 

Sexual Violence (2014) 

発行機関：Ministry of Health 

カウンセリング、治療、性感染症や外傷の取り扱い、HIV検査、

緊急避妊など、性的暴力を受けた被害者へのサービスを定めたガイ

ドライン。また、心理社会的サポートや、司法や警察による証拠の

保全・取り扱いなど、各段階において必要なプロセスについて詳細

を規定している。 

National Multispectral Monitoring and 

Evaluation Framework for Response to and 

Prevention of Sexual and Gender-Based 

Violence (2014) 

発行機関：NGEC 

SGBVの予防と対応に係るプログラムの進捗を適切にモニタリン

グ・評価することを目的に、事業のモニタリング、関係機関の調

整、方針やプログラムの意思決定のためのデータ収集、定期的なデ

ータの共有などについて規定したフレームワーク。 

National Adolescent Sexual and 

Reproductive Health Policy (2015) 

発行機関：Ministry of Health 

18 歳以下の若者のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス

(SRH)に係るニーズとそれに対応するためメカニズム、各セクター

における具体的な優先施策、モニタリング評価の枠組み等を記載し

ている。 

National Monitoring and Evaluation 

Framework towards the Prevention of and 

Response to Sexual and Gender Based 

Violence in Kenya (2016) 

発行機関：NGEC 

SGBVの予防と対応に係る施策の評価指標を取りまとめた文書。

セクター、機関（政府機関、半自治政府機関、CBO・NGO等）毎

に成果の達成度合いを測るための評価指標を設定している。 

County Government Policy on Sexual and 

Gender Based Violence (2017) 

発行機関： NGEC 

SGBVに関連する法律や政策の実施についてカウンティレベルで

実効性を高めるための政策について記載している。カウンティ独自

の SGBV 法や SGBVポリシーの作成を推奨している。 

Model Legislative Framework on Sexual 

and Gender Based Violence for County 

Governments (2017) 

発行機関：NGEC 

上記「County Government Policy on Sexual and Gender Based 

Violence」において推奨されているカウンティレベルの SGBV 法

のモデルとなるひな型を提供している。 

Gender-Based Violence Training Resource 

Pack (2019) 

発行機関：MPSG 

SGBVに関連する法律、政策、SGBVの予防と対応に関わる全関

係機関の具体的な役割、対応手順、リファーラル手順、マルチセク

ターによる対応について記載している。 

国連とケニア政府による“Joint Programme on the Prevention of 

and Response to Gender-Based Violence”において作成された。 

National Policy for the Eradication on 

Female Genital Mutilation(2019) 

発行機関：MPSG 

FGM の廃絶に向けて作成された国家方針。公教育における反

FGM 啓発、コミュニティダイアローグの促進、法律の執行体制の

強化、パートナーシップ調整の強化などを具体的な優先施策として

挙げている。 

National Gender and Development Policy 

(2019) 

発行機関：MPSG 

各セクターにおいてジェンダー平等をめぐる課題、実施されるべき

優先施策およびその実施期間を記載している。特にジェンダー主流

化、SGBVの予防と対応、ジェンダーに対応した予算編成等に関
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名称 内容 

する方針、中央政府とカウンティ政府の連携に係る施策などが盛り

込まれている。SGBV に関しては下記 6 点が優先施策である。 

 SGBVに関連する法律および政策の実施を強化する 

 SGBV被害者へのセーフスペースとシェルターの建設を国お

よびカウンティレベルで推進する 

 SGBVの要因となる文化や行動を変容するアドボカシーや教

育プログラムの実施を推進する 

 SGBVの事案に対する調査と訴追を迅速に行うため関連する

機関の能力強化を行う 

 SGBVを撤廃する有効な施策を検討するために SGBV が起

きる構造的な要因を特定する調査を実施する 

 SGBVの予防と対応において男性の関与を推進する 

Kenya National Action Plan for the 

Advancement of United Nations Security 

Council Resolution 1325 on Women, Peace 

and Security (KNAP) Ⅱ 2020-2024 

発行機関：MPSG 

国連安保理決議 1325 及び関連決議を実施するためのケニア国別行

動計画。ケニアでは最初の行動計画が 2016 年から 2018 年に実施

され、そのレビューを踏まえて第 2 世代の行動計画が作成された。

第 2 世代では引き続き国連が求める 4 つの柱に対して、法律・政

策の強化、資金調達、KNAP のカウンティレベルへの拡大、災害

や紛争の予防における女性の活用、安全保障分野におけるジェンダ

ー主流化などについて定めている。 

出所：各種政策文書をもとに筆者作成 

2) 政策実施体制 

ケニアにおいてSGBVの予防・対応を含むジェンダー平等の推進を担うナショナル・マシーナリー

は公共サービス・ジェンダー省と国家ジェンダー平等委員会（NGEC：National Gender and Equality 

Commission）の2機関である。米国国際開発庁（USAID：United States Agency for International 

Development）の報告書では、いずれの機関も財政および人員確保における制約があること、2機関で

役割の重複があることによって、関連セクターでのジェンダー主流化が十分に推進されていないと指

摘されている112。 

1) 公共サービス・ジェンダー省（Ministry of Public Services and Gender, MPSG） 

MPSGは公共サービスおよびジェンダー平等と女性のエンパワーメントの推進に係る政策の立案、

実施、管理を担う政府機関である。MPSGは公共サービス総局（State Department of Public Services）

とジェンダー総局（SDG：State Department for Gender）に分かれており、SDGがジェンダー主流

化、女性の社会経済的エンパワーメントの推進を担っている。SDGは主に、1) ジェンダー政策の立

案・実施・管理、2) 女性のエンパワーメントに向けたプログラムの実施、3) 各省庁の取組における

ジェンダー主流化、4) コミュニティにおける啓発活動、5) ジェンダー主流化に関連する国際条約/地

域条約の実施、6) SGBVに関連する国家方針の策定とプログラム実施、の6つの業務を行っている113。

また、中央レベルでジェンダー政策の実施、管理を行っているだけでなく、カウンティ毎に事務所を

設置し、カウンティ内における政策の実施やモニタリングを行っている。 

SDG には傘下に下記 a)~d)の 4 つの部局を設置しているほか、4 つの半自治政府機関（Semi-

Autonomous Government Agency, SAGA）である Uwezo Fund114、Women Enterprise Fund

                                                   

112 USAID (2020), USAID Kenya Final Gender Analysis Report March 2020, P. 19 
113 http://www.psyg.go.ke/?page_id=1335 2021 年 12 月 20 日閲覧 
114 2014 年に出されたLegal Notice No. 21 of 21st February, 2014 – Public Finance Management に基づいて設置
された、女性、若者、障がい者等のグループの社会経済的エンパワーメントのために運営されている基金。 
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（WEF115）、National Government Affirmative Action Funds（NGAAF）116、Anti-FGM Board117

を監督している。SGBV を担当するのが 4 つの部局のうち c)、FGM に特化した業務を行うのが 4 つ

の半自治政府機関のうちの一つであるAnti FGM Board である。 

a) Gender Mainstreaming and Field Services Directorate 

政府機関におけるジェンダー主流化を推進することを目的として、機関間の調整、データ収集・分

析、文書等のレビュー、Gender Sector Working Group (GSWG)の運営、モニタリング・評価等を

行っている。 

b) Social Economic Empowerment Directorate 

女性と女児/少女の福祉の向上を目的としたエンパワーメントプログラムを管理・実施している。

Uwezo Fund、WEF、NGAAF の 3 つの半自治政府機関の監督・調整も行っている。 

c) Gender Based Violence and Family Protection Directorate 

SGBV の撲滅を目的としたプログラムの実施・調整、法律の執行体制の改善等を行っている。具体

的な機能は以下の通りである118。 

1．FGM の廃絶のためのプログラムの実施・調整 

2．FGM、SGBV やジェンダー課題に関するコミュニティやステークホルダーの啓発 

3．SGBV 撲滅のためのプログラムの実施およびFGM、SGBV に関するデータの収集・分析 

4．SGBV 被害者のフォローアップおよび解決のための司法手続きの迅速化 

5．KNAP の実施と進捗に関する報告 

6．SGBV に係る他機関・団体、サービスプロバイダーとの連携 

7．FGM と SGBV に関する活動等に係る情報発信 

8．SGBV 被害者に対するリファーラル、アドバイザリーおよびカウンセリング 

9．カウンティ政府等と連携した Gender-Based Violence Recovery Center (GBVRC)の設立 

10．FGM と SGBV の発生状況に係るモニタリング 

11．政府機関や地方行政における SGBV の発生に係るモニタリングおよび通報体制の確立 

d) Gender Policy and Research Directorate 

ジェンダー関連政策・計画のレビュー、モニタリング、評価等に関するテクニカルサポート、CSW

やAU、EAC などの国際機関への条約履行状況の報告、ジェンダー関連の研究等を行っている。 

2) 国家ジェンダー平等委員会（NGEC：National Gender and Equality Commission） 

NGEC はジェンダー平等に関する法律の遵守及び政策の実施を担保することを目的に 2011 年の

National Gender and Equality Commission Act に基づいて設置された機関である。女性だけでなく、

若者、障がい者、高齢者等の脆弱な人々に対する差別などあらゆる差別を監視の対象としている。主

な業務はジェンダー主流化に関する政策のレビュー・監査・モニタリング・評価（この業務が業務全

体の 60％を占めている119）、権利侵害に関する苦情・通報の調査、関係機関との調整、被害者へのサ

ポート、加害者と被害者の間の紛争解決手段の提供、啓発、各種ガイドラインの作成などである。 

                                                   

115 2012 年に制定されたPublic Finance Management Actに基づいて設置された、女性の起業支援や女性が運営する
中小企業への貸付け等を行う基金。 

116 2012 年に制定されたPublic Finance Management Actに基づいて設置された、女性、若者、障がい者、貧困層の
子ども、高齢者の社会経済的エンパワーメントのために運営されている基金。 

117 2011 年に制定されたFGM 禁止法に基づいて設置された機関。FGM の廃絶に向けた啓発、政策策定、機関間の調
整、資金獲得等を実施している。 

118 https://gender.go.ke/gender-based-violence-family-protection/, 2021 年 12 月 20 日閲覧 
119 NGEC(2019), NGEC Strategic Plan 2019-2024, P.30 
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独立した機関として毎年多くの政策レビューを実施している一方で、財政面でのキャパシティが不

足している他、草の根レベルでの認知度の低さ、司法面での専門性の欠如等が組織の課題であると分

析されている120。“NGEC Strategic Plan 2019-2024”では 1) 政府機関におけるジェンダー平等に係

るコンプライアンスの強化、2).苦情・通報に関する調査と司法手続きの強化、3).公教育における平等

と包摂の主流化、4).調査研究とナレッジマネジメントの強化、5).組織内の専門的な能力の強化、の 5

点を重点的に取り組むべき優先課題と設定している121。現状の組織図は図 3-7 の通りである。 

 

図 3-7：NGEC 組織図 
 

出所：NGEC Strategic Plan 2019-2024, P.37 より抜粋 

3) 調整メカニズム 

SGBV の予防と対応に関して、ケニアにおいては以下のような調整メカニズムが設置されている。 

表 3-10：ケニアにおける調整メカニズム一覧 

名称 機能 

GBV Thematic Working 

Group 

中央レベルで GBV を取り扱う会議体。ジェンダー全般を取り扱う Gender Sector 

Working Groupの一部を構成する。GBVの予防と対応に関する政策や資金調達等

について検討する。MPSGの大臣が議長を務め、関連するすべての省庁（保健、教

育、科学技術、労働、財務など）、警察、検察、司法関係者、宗教団体の代表者な

どがメンバーとなる。会議は年に 2 回開催される。 

National GBV Technical 

Committee 

SGBV政策の実施に対する技術的アドバイスや資金調達について議論する会議体。

SDGが議長を務め、関連するすべての省庁（保健、教育、科学技術、労働、財務な

ど）、警察、検察、司法関係者、NGEC、Anti-FGM Board、その他研究機関、支

援団体、民間団体等様々な機関がメンバーとなる。会議は年に 4 回開催される。 

County GBV Thematic 

Working Group 

カウンティレベルの SGBV に関する調整を行う会議体。カウンティ固有の政策や

方向性を示し、活動についてのモニタリング評価や戦略立案を行う。カウンティ政

                                                   

120 Ibid, P.24 
121 Ibid, P.30-34 
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名称 機能 

府の各関係者、支援機関、民間団体などがメンバーとなる。GBV Thematic Working 

Group への報告義務がある。会議は年 2 回開催される。 

County GBV Technical 

Working Group 

カウンティレベルで設置されているGBV に関するワーキンググループ。National 

GBV Technical Working Group のカウンティレベルの会議体。各カウンティで順

次設置が進められているが、設置されていないカウンティでは Gender Technical 

Working Group の取り扱う課題の一つとして SGBV が含まれていることもある。 

各カウンティの全ての SGBV ステークホルダー（保健、教育、労働、公共サービ

ス、警察、検察、カウンティ政府、国連、NGO、企業等）がメンバーとして参画し、

年間計画の作成、資金調達、ベストプラクティスの収集、関連規則の周知など行う。 

出所：”National Policy for Prevention and Response to Gender Based Violence”に基づき筆者作成 

ダダーブ、カクマ両難民キャンプを中心に展開されている人道支援における SGBV の予防と対応に

ついては、保護クラスター傘下の GBV Sub-Cluster Working Group が設置されており、リードエー

ジェンシーであるUNFPA の調整の下、ケニア政府機関や国際機関、NGO 等が参加している。 

 政府による取組 

上述のようにケニア政府では SGBV を優先的に対処すべき社会課題の一つとして捉え、SDG や

NGEC などの機関を通して法律、政策、ガイドライン等の作成や実施を推進してきた。各政策に則っ

て実施されている SGBV の予防と対応に特化した政府主導の取組としては以下の 4 点が挙げられる。 

 Gender-Based Violence Recovery Center（GBVRC）の設置 

 警察署内の Gender Desk の設置 

 GBV Hotloine1195 の設置・運用 

 国連との Joint Programme on Prevention and Response to Gender Based Violence (JP-GBV) 

の実施 

1) Gender-Based Violence Recovery Center(GBVRC)の設置 

SDG は保健省およびカウンティ政府と連携して、SGBV の被害者への包括的な支援サービスを提

供するワンストップセンターとして Gender-Based Violence Recovery Center（GBVRC）と呼ばれる

施設を全カウンティに設置することを推奨している。これは国立および公立病院内に設置される 24

時間対応の施設で、SGBV 被害者に医療および心理社会的サポートを無料で提供し、被害者が希望す

る場合は司法、警察へのリファーラルを行う（ガイドライン上は警察官および検察官が病院内に常駐

していることが望ましいとされている）。ケニアの保健システムでは病院はレベル 1~6 に分類され、

それぞれ表 3-11 のような種別となっている。レベル 6 は

国立病院で、レベル 5 以下は郡が管理しており、一般に

レベル 4~6 は入院設備を有し高度医療を受けることがで

きる病院とされている。現在、ケニア全国でレベル 4 は

253 施設、レベル 5 は 15 施設、レベル 6 は 5 施設あり、

GBVRC はレベル 5 と 6 に優先的に設置が進められてい

る。SDG の戦略計画 2018-2022 では 5 年間で全 47 カウ

ンティに GBVRC を設置することを目標としており122、

                                                   

122 Ministry of Public Service, Youth and Gender Affairs (2018), State Department of Gender Affairs Strategic 

Plan 2018-2022, P.99 

表 3-11：ケニアにおける医療施設の分類 

レベル 種別 

1 コミュニティ・ユニット 

2 診療所 

3 保健センター 

4 第 1 次病院（サブカウンティ） 

5 第 2 次病院（カウンティ） 

6 第 3 次病院（国立） 

出所：WHO, Primary Health Care Systems: 

Case study from Kenya (2017)より筆者作成 
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レベル 5 と 6 がないカウンティではレベル 4 に設置される。 

GVBRC が提供すべきサービスは以下のように定義されている123。 

 医療施設の中に設置し、24 時間対応とする。 

 SGBV の被害者に対して包括的なサービス（医療サービスと心理社会的ケア）を提供する。 

 被害者は施設内だけで必要なサービスを全て受けられるようにする。 

 SGBV 被害者へのマルチセクターによる包括的なサービスを提供し、医療以外のサービスプロバ

イダー（警察、司法、行政等）も可能な限り常駐する。常駐できない場合は関係機関への確実な

リファーラル手順を確立する。 

 GBVRCの存在を周知し活用する人を増やしたりコミュニティからのサポートを得たりするため

に、コミュニティ対話を通した啓発活動やアウトリーチ活動も併せて実施する。 

GBVRC のようなワンストップセンターがない場合、SGBV の被害者は様々な施設、特に警察と医

療機関を複数回訪れなければならない。例えばレイプ被害を受けた際、加害者を起訴する場合には 2

種類の書類が必要となる。一つは医療機関が発行する Post Rape Care Form（PRC）、もう一つは警

察が発行する Kenya Police Medical Examination Form (P3)である。P3 はレイプや性的暴力だけで

なく、暴行や交通事故など負傷を伴う事件、事故の立件に必要な書類である。レイプ被害の場合はP3

を発行するために医療機関で発行された PRC が必要となるため、レイプ被害を訴えるために警察署

を訪れた被害者はまず医療機関を紹介され、そこで診察やケアを受けて PRC の作成を依頼し、それ

を持ってまた警察署を訪れる必要がある。PRC をもとに P3 を作成後、P3 にも医師の所見が必要な

ため再び医療機関に行かなければならない。先に医療機関に赴いた被害者も作成された PRC を持っ

て警察署を訪れる必要があり、この間何度も病院と警察を往復しなければならないだけでなく、2 種

類の書類の発行だけで数日から数週間の時間を要することがある124。SGBV の被害者が必要なサービ

スを受けるために複数の設備を訪れるのは身体的にも精神的にも大きな負担となるため、一つの施設

でまとめて PRC や P3 の作成を含めた様々なサービスを受けられる体制を整えることは被害者保護

の観点から重要な施策である。 

被害者に包括的なサービスを提供するワンストップセンターとして GBVRC は効果的に機能する

ことが期待されているが、一方で以下のような課題も指摘されている。 

 レベル 4~6 の医療施設に設置が進められているが、それらの施設はカウンティやサブカウンティ

の中で限られた数しか存在せず、被害者が利用するには遠すぎることが多い。レベル 1～3 の医

療施設でも同様のサービスを受けられるようにする必要がある125。 

 一度 GBVRC を訪問して診察等のサービスを受けた後、フォローアップ（特にカウンセリングサ

ービス）のために 2 回目以降再訪する人が少ない。より小規模で被害者の居住地に近い医療施設

を紹介するなど、被害者が継続的に診療や治療に通えるように配慮する必要がある126。 

                                                   

123 Ministry of Public Service and Gender (2020), Guidelines for the Establishment of Gender Based Violence 

Recovery Centre (GBVRCs) in Health Facilities in Kenya, 2020, P. 3-4 
124 Kizzie Shako, Myrna Kalsi (2019), Forensic observations and recommendations on sexual and gender based 

violence in Kenya, Forensic Science International: Synergy 1 (2019), P. 188 
125 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
126 モンバサのCoast Provincial General Hospital に設置された GBVRC における調査の結果に基づく。 

Marleen Temmerman (2019) The Gender-Based Violence and Recovery Centre at Coast Provincial General 

Hospital, Mombasa, Kenya: An integrated care model for survivors of sexual violence 
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 人員と資機材が不足している。医療スタッフは SGBV の対応以外の様々な業務をこなさなけれ

ばならないし、司法サービスを提供する弁護士の手配はプロボノかドナーからの支援に頼ってい

る状況である。また、スタッフへの研修も十分に行われていない127。一度訓練を受けたスタッフ

であっても、リフレッシャー研修がほとんど行われない施設もあり、1 施設の中に一人しか訓練

を受けたスタッフがいないという場合もある128。 

 資機材の供給が十分ではない。ドナーや政府から基本的な治療に必要な資機材や HIV 検査キッ

トが配給されているが、供給は不安定でしばしば在庫切れとなる129。 

2) 警察署内の Gender Desk の設置 

ケニア国家警察では、2011 年から警察署

内における Gender Desk の設置を推進し

ている。Gender Desk は SGBV の被害の

受付、事案の調査、加害者の訴追に係る手

続き、関係機関へのリファーラル等の業務

を行う部署で、SGBV の被害者がサポート

を受けるエントリーポイントとして機能す

ることが期待されている（警察におけるリ

ファーラル手順は図 3-8 の通りである）。現

在ではカウンティ、サブカウンティレベル

の全ての警察署に設置されている130。各

Gender Deskには少なくとも 3名の警察官

が配置されることになっている（男性、女

性警察官が両方配置される）。 

Gender Desk の警察官だけでなく、国家

警察ではすべての警察官にSGBVの対応に

係る研修を受けることを義務付けている。

研修の内容としては、SGBV に関する基礎

的な知識、法的枠組み、初動調査の方法、尋

問の方法、被害者/加害者への対応の仕方な

ど多岐にわたる。特に、性的暴力被害では被害者は法廷で性器の挿入などがあった証拠を提出しなく

てはならないので、被害者が医療施設で対応を受けた際に証拠を残すフォローなどを警察から医療関

係者に対して実施する必要がある。また、SGBV に対応するための National Guidelines on the 

Management of Sexual Violence (2014)についても運用方法を研修で教えている131。SGBV 研修の実

施に当たっては Plan International Kenya などのNGO のテクニカルサポートを受けている。 

Gender Desk および警察の対応について、調査過程で以下のような課題が確認された。 

                                                   

127 NGEC (2016), Gender-Based Violence in Kenya: The Cost of Providing Servises,.P.38 
128 World Bank (2019), Kenya Gender-Based Violence Service Gap Analysis at the County Level, P.33 
129 NGEC (2016), Gender-Based Violence in Kenya: The Cost of Providing Servises,.P.38 
130 Kenya National Police へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
131 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8：ケニア国家警察における SGBV 事案の

リファーラル手順 
 

出所：Gender-Based Violence Training Resource Pack,  

P.100 より抜粋 
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 国家警察へのインタビューではすべての警察官が SGBV の予防と対応について定期的な研修を

通してよく訓練されていると回答があったが、複数の NGOのインタビュー結果において、配置

されている警察官が SGBV への対応を十分に理解していないという指摘があった。 

 人員および物品の不足が深刻である。全ての警察署に Gender Desk が配置されることになって

いるが、人員は常に不足しており、訪問すると警察官が誰もいないという場合もしばしばある132。

また Gender Desk が設置されていても、リソース不足により個室が割り当てられていなかった

り、建物の中ではなく屋外に設置されたりしている警察署もあり、被害者のプライバシーを担保

できない状態の設備もある133。 

 カウンティ、サブカウンティレベルの警察署は少ないので、カウンティの中心地から離れた場所

に居住している被害者がアクセスするのは困難である134。 

 女性警察官と男性警察官が両方配置されることになっているが、女性警察官がいない Gender 

Desk も散見される。男性も SGBV の被害者になりうるが、ケニア全体の SGBV の被害者のほと

んどが女性であることに鑑みると、被害者が相談しやすいように女性のスタッフを配置すること

は必須である。UN Women では、警察官を増やすのは時間がかかるので、受付などいずれかの

スタッフに女性を配置するよう警察にアドボカシーを行っている135。 

 屋外で性的暴力を受けて警察に通報しても、「なぜ夜間に外に出ていたのか」と追及されるなど、

被害者であるにもかかわらず加害者であるかのように非難されることがある（Victim Blaming）。

警察は一般市民とは距離のある存在で、被害を訴える際に最初に警察に連絡することは少なく、

たいていはコミュニティリーダーや親戚など、より身近な人に相談することになる136。 

 警察が発行する P3 は無料で作成されることが複数の関係文書に明記されているが、現場ではし

ばしば P3 を発行する際に警察官から代金を請求されることがある137。また、通報した際に現場

に出向くのに交通費を請求されることもある138。NGEC の調査では被害者が SGBV の被害を警

察に報告するのに関連するコストは平均で 3,756 ケニア・シリングと見積もられており139、通報

を妨げる大きな要因となっている。 

3) GBV Hotline 1195 の設置・運用 

SDG は現地 NGO の Healthcare Assistance Kenya (HAK)と連携して、無料のホットラインであ

る GBV Hotline 1195 を 2013 年から全国で展開している。HAKが 2008 年頃から独自に運用してい

たホットラインとリファーラルシステムを全 47 カウンティに対応できるよう展開したもので、サー

ビス拡大に当たっては、国連、USAID、ドイツ国際協力公社（GIZ：Deutshe Geselleschaft fuur 

Internationale Zusammenarbeit）、国際NGO の International Rescue Committee (IRC)等の支援を

受けた。現在のホットラインの運営に当たっては、UN Women、Africa Unite ケニア支部、Nairobi 

Women’s Hospital の Gender Violence Recovery Centre、ケニア赤十字、現地NGO のFIDA、CREW

                                                   

132 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
133 Trócaire, Safeguarding Dignity of Sexual Violence Survivors in Kenya, 2020 年 12 月 10 日閲覧 

https://reliefweb.int/report/kenya/safeguarding-dignity-sexual-violence-survivors-kenya 
134 World Bank(2019), Kenya Gender-Based Violence Service Gap Analysis at the County Level, P.15 
135 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
136 UN Women、NGOへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
137 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
138 Ibid 
139 NGEC (2016), Gender-Based Violence in Kenya: The Economic Burden on Survivors 2016, P.31 
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等の支援機関・団体のほか、大手通信会社 Safaricom Ltd.のサポートを受けている。このホットライ

ンは 24 時間 365 日体制で対応しており、通報を受けたら警察、司法機関、近くの GBVRC や医療機

関等に連絡し、被害者の救助やサポートを行っている。また、SMSでの通報システムにも対応してお

り、DV 等を受けている被害者から連絡を受けたら即時に救出対応を行う体制になっている。警察は

即時に対応できるよう、ホットラインを運営している施設に常駐している140。2015 年から 2018 年に

GBV Hotline 1195 が受けた 10,713 件の通報のうち被害が多かったのは心理的暴力（35%）、ネグレ

クト（21%）、身体的暴力（20%）、経済的暴力（7%）、ディファイルメント（7%）などであった141。

また性別・年齢別のデータでは 18~29 歳の女性（26%）、30~45 歳の女性（20%）からの通報が多か

った142。 

1195 以外にも以下の通り全国展開している複数のホットラインが存在しており、また各カウンテ

ィで病院や GBVRC、NGO、Gender Desk 等によって独自に展開されているホットラインもある。 

 警察 999/112 

 Childline Kenya Helpline 116 ：子どもの虐待に係るホットライン 

 UWIANO SMS Platform 10：NGO が運用する SMS 通報システム 

 Kimbilio GBV Helpline 1193：医療法人が運用するホットライン 

 LVCT one 2 one youth helpline 1190：NGOが運用するホットライン 

 FIDA SMS Platform 21661：NGO が運用する SMS 通報システム 

4) 国連との Joint Programme on Prevention and Response to Gender Based Violence (JP-GBV)

の実施 

ケニア政府は国連との共同プログラムである Joint Programme on Prevention and Response to 

Gender Based Violence (JP-GBV)を 2017 年から実施している。このプログラムに先立ち、ケニア政

府と国連は 2009 年から 2014 年の間に UN-Government of Kenya Joint Programme on Gender 

Equality and Women’s Empowerment (JPGEWE)を実施しており、その成果に係る評価に基づいて

新たに立ち上げられたプログラムが現行の事業である。リードエージェンシーは UN Women、

UNFPA、公共サービス・ジェンダー省の SDG で、ケニアの 14 の政府機関、14 の国際機関や関係機

関・団体が参画・協力している。このプログラムではGBV の予防、保護、加害者の訴追、計画立案、

パートナーシップの 5 つの柱に重点を置き、以下のような内容で実施されている。 

表 3-12：Joint Programme on Prevention and Response to Gender Based Violenceの概要 

項目 内容 

期間 2017~2020 年 

予算 USD20,000,000 (4 年間) 

Outcome 1．GBVに関する国際・地域・国内の法律や政策に沿った立法・政策実施環境の整備 

2．GBVの予防と対応に向けた制度、コミュニティ、個人それぞれのレベルにおける望ましい社

会規範、行動変容の創出 

3．質の高い本質的な GBVサービスの利用率の向上 

Output 1.1. 法律や政策に記載されている権利にアクセスし行使することができる。 

1.2. ケニアの憲法に沿った GBV 関連法、政策、規則等が作成される。 

                                                   

140 Kenya National Police へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
141 SDG (2020), Gender-Based Violence Training Resource Pack, P.3 
142 Ibid 
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項目 内容 

1.3. 履行義務の所持者が GBV関連の法律、政策、規則等のフレームワークを実行する能力が強

化される。 

2.1. 女性、女児、男性、男児がコミュニティレベルおよび個人レベルでお互いを尊重する関係性

とジェンダー平等を推進するようになる。 

2.2. ジェンダー平等、GBVの予防と対応に係るメッセージがフォーマルおよびノンフォーマル

教育に取り入れられる。 

3.1. 中央およびカウンティの関係機関において質の高い GBVサービスを提供するための能力が

強化される。 

3.2. 質が高く調整されたサービスの提供、およびデータの適切な収集・活用に関するサービス提

供者の能力が強化される。 

3.3(a). 紛争および人道危機下も含めて、被害者の GBVサービスへのアクセスが改善される。 

3.3 (b). GBV の加害者の医療および更生サービスへのサクセスが改善される。 

3.4. 中央およびカウンティの関係機関において、GBV プログラムのアドボカシー、計画立案、

実施、モニタリング評価に係るエビデンスを収集、活用する能力が強化される。 

出所：“Joint Programme on Prevention and Response to Gender Based Violence 2017-2020”より筆者作成 

現在公開されている最新の年次報告書(2017-2018)では、通報メカニズムが強化されたことにより

GBV Hotline 1195 が受け取った相談、通報が増えた、2 つのカウンティが新たに FGM のための予算

分配を行った、NGEC がカウンティレベルの法律・政策を立案するための文書を作成した（2.2.1.2 参

照）、サービスプロバイダーへの研修が実施された、など様々な成果が報告されている143。本プログラ

ムは 2017 年 3 月 8 日（国際女性デー）に開始され、2020 年 12 月末に終了した。2021 年 1 月時点で

は 4 年間の成果に係る評価が UN Women を中心に行われており、また PhaseⅡを 2021 年中に開始

できるよう準備を進めている144。 

3.1.3. 国際機関、二国間援助機関、NGO等民間団体、JICAによる取組 

 国際機関および二国間援助機関による取組 

ケニアでは多くの国際機関、二国間援助機関が SGBV の予防と対応に係る支援プログラムを実施し

ている。国連は UN Women および UNFPA を中心として JP-GBV を展開しているほか、UNICEF

や UNHCR などがそれぞれのプログラムの中で SGBV に関する支援を実施している。二国間援助機

関としてはUSAID、UK Aid、GIZ、DANIDA など多くの機関がサポートしている。調査の過程で判

明した支援機関による取組は以下の通りである。 

表 3-13：ケニアにおける国際機関および二国間援助機関による取組一覧 

機関 支援内容 

UN Women145  JP-GBVの実施 

UN Women は SASA! model を活用したコミュニティレベルの啓発活動、警察・司法関係者

の能力強化、SGBV被害者のネットワーク強化、SGBV関連データの管理体制の強化などを

行っている。 

 UN Joint Programme on Reproductive, Maternal, Newborn, Child, and Adolescent 

Health (RMNCAH)の実施 

                                                   

143 UN Women(2019), Joint Programme on Prevention and Response to Gender Based Violence Annual Report 

(January 2017-June 2018), 2019 
144 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
145 Ibid 
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機関 支援内容 

UN H6 Partners146はケニア政府と連携して妊産婦および新生児の死亡率を下げるための共

同プログラムを実施している。妊産婦死亡率の高い 10 カウンティにおいて女性、子ども、

新生児、女児・男児の質の高い保健、HIV、SGBV サービスへのアクセス改善を目的として、

ヘルスワーカーの能力強化、カウンティレベルの保健システムの強化、SGBV被害者へのサ

ービス提供体制の強化などを実施している。期間は 2016 年 10 月から 2020 年 12 月までで、

予算は合計 USD40,840,833147。 

 ダダーブ及びカクマ難民キャンプ（カロベエイ居住地含む）における SGBV 被害者へのカウ

ンセリングサービスの提供、男性への SGBV 予防に係る啓発活動 

 カロベエイ居住地における女性専用のエンパワーメントセンターの設置、運営148 

被害者への心理社会的サポートの提供、SGBVに係る情報提供、ネットワーキングなどに活

用できる場として、カロベエイ居住地に住む難民及びホストコミュニティの女性が利用する

ことができる。託児所も併設されている。また SGBV 被害を受けた場合、難民もケニアにお

ける警察や司法のサービスを受けることができるが、英語やスワヒリ語ができない難民が公

共サービスにアクセスするのは困難なため、言語面でのサポート等も行っている。 

 意思決定過程に女性の視点を取り込むための女性のリーダーシップ育成研修 

 難民キャンプおよびホストコミュニティにおける女性の生計向上支援 

SGBVの予防において女性の収入向上は重要な要素であり、UN Women では裁縫、美容師、

手工芸作成などの技術指導、機材の供与、販売先の企業との連携等を行っている。 

UNFPA149  JP-GBVの実施 

UNFPAは啓発活動の強化、カウンティ政府の対応能力強化などを行っている。 

 H6 Partner Joint Programme の実施 

 ダダーブおよびカクマ難民キャンプにおける SGBV、SRHR の対応、啓発活動 

 UNFPA-UNICEF Joint Programme on Eliminating Female Genital Mutilation の実施150 

UNICEFと連携して2008年からFGM廃絶のための共同プログラムを実施している。Phase

Ⅰは 2008~2013 年、PhaseⅡが 2014~2017 年、PhaseⅢが 2018 年から開始され、2022 年

に終了予定。3 フェーズ合計で 17 カ国を対象にしており151、2008 年の開始以降の予算は合

計で USD109,000,000152。ケニアも対象国の一つとなっており、22 のカウンティを FGMホ

ットスポットと特定して、コミュニティのすべての構成員を対象とした持続可能なコミュニ

ティ対話の実施、男性と男児を巻き込んだ啓発活動、FGM 施術者への代替職業訓練、啓発

ツール（フライヤーやポスターなど）の作製・配布、警察官や保護観察官、コミュニティリ

ーダー等の能力強化等を行っている。 

 SRHR活動の一環としての 10 代の妊娠の予防に係る啓発活動の実施。 

UNHCR153  ダダーブおよびカクマ難民キャンプ（カロベエイ居住地含む）、ホストコミュニティにおけ

る保護セクターの一環としてのSGBVの予防と対応 

                                                   

146 UN H6 Partners は 2008 年に設置された UN Women、UNFPA、UNAIDS、UNICEF、WHO および世界銀行
で構成される女性、子ども、新生児への医療サービスを改善するためのパートナーシップ。 

147 そのうちDANIDAが: USD6,042,384 を支援している。 
148 建設は日本政府の資金を活用しての NGOの Peace Winds Japan (PWJ)が担当し、国際NGOの Danish Refugee 

Council(DRC)や現地NGO が連携して運営を担当している。https://reliefweb.int/report/kenya/protection-and-

skills-boost-women-kenya-s-refugee-camp, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
149 UNFPA Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 1 日）。 
150https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-joint-programme-eliminating-fgm, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
151 対象国はブルキナファソ、ジブチ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニ
ア、マリ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、スーダン、ソマリア、ウガンダ、イエメン。 

152 そのうちUSD102,000,000 をオーストリア、フランス、アイスランド、イタリア、ルクセンブルグ、ノルウェ
ー、AECID（スペイン）、スウェーデン、英国、および EUの各政府から支援されている。 

153 UNHCR (2020), South Sudan Regional Refugee Response Plan January 2020 - December 2021  
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機関 支援内容 

UNHCR はケニアにおいてダダーブおよびカクマ難民キャンプのマネジメントを担当して

おり、ケニア国内の難民支援の中で警察と連携した被害者の保護、対応、UNHCR ホットラ

インの運営などを行っている154。 

UNICEF155  UNFPA-UNICEF Joint Programme on Eliminating Female Genital Mutilation の実施 

 H6 Partner Joint Programme の実施 

 子どもに対する暴力（VAC）の予防と対応 

VAC の予防と対応の一環として、子どもに対する DV や性的暴力の予防に係る啓発や、

Childcare hotline116 の運営のサポートを行っている。 

USAID156 

 

 GBVRC の設置・運営に係るサポート 

 GBV Hotline1195 の設置・運営に係るサポート 

 Determined, Resilient, Empowered, AIDS-free, Mentored, and Safe(DREAMS)の実施 

HIV/AIDS の感染率低下を目指してケニアを含むアフリカ 10 カ国で DREAMS というプロ

グラムを実施している。この中で、思春期の少女を対象としてHIV検査とカウンセリング、

SGBV被害を受けた後のケア、学校を拠点にしたHIV感染および SGBV予防の啓発、避妊

具の使用の推奨などを行っている。 

 現地 NGO「Global Community」が実施する A Collaborative Approach to Reduce Gender-

Based Violence in Kenya への資金提供 

Global Community が Kenya Girl Guide Association (KGGA)、St. Johns Community 

Centre (SJCC)と連携してナイロビのスラムで実施する 10~24 歳の少女、女性の GBV と

HIV/AIDS の感染を予防するプログラムを支援している。 

GIZ157  GBV Hotline1195 の設置・運営に係るサポート 

 カクマ難民キャンプとトゥルカナ西サブカウンティにおけるサポート 

難民支援の一環としてカクマ難民キャンプとそのホストコミュニティであるトゥルカナ西

サブカウンティにおいて国連のSGBV Working Group の活動のサポートを行っている。 

DANIDA158  Gender Violence Recovery Centre（GVRC）の運営支援 

私立病院のナイロビ女性病院に設置されている GVRC に 2017~2021 年で計 1,000 万 DKK

を拠出している。また同資金はGVRCの実施する「ケニアのGBVに関するサービスとアド

ボカシーの強化」プロジェクトにも拠出され、9 つのカウンティで SGBV被害者とその家族

への医学的、心理社会的、法的支援の提供、コミュニティやサービスプロバイダー間の意識

向上、意思決定者へのアドボカシー活動が行われている。 

 国連の H6 Partner Joint Programme への資金提供 

UK Aid159  Adolescent Girls Initiative の実施 

2013 年から 2021 年の予定で 10~14 歳の健康、教育、経済的資産へのアクセスの改善、暴

力からの保護を目的とした介入とその結果を検証するランダム化比較試験を実施している。 

 月経カップの配布と現金給付 

女子生徒の学校中退を防止するために、ケニア西部のシアヤ・カウンティにおいてプライマ

リースクールの女子生徒に月経カップ（ムーンカップ）の配布と現金給付を行い、その成果

を測るためのランダム化比較試験を実施している。 

 Building Sexual Violence Survivors' Capacity to Evidence and Research Crimes and 

Advocate for Effective Responses (The CARE Project)の実施 

                                                   

154 UNHCRホットラインのほか、カクマ難民キャンプおよびカロベエイ居住地では DRCが 24 時間 365 日対応のホ
ットラインを提供している。 

155 https://www.unicef.org/kenya/stories, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
156https://www.usaid.gov/business-forecast/search, 2020 年 12 月 16 日閲覧 
157 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく(2020 年 10 月 27 日) 
158 https://kenya.um.dk/en/danida-en/funding-opportunities/srhr-and-gbv/, 2020 年 12 月 16 日閲覧 
159 https://devtracker.fcdo.gov.uk/countries/KE/projects, 2020 年 12 月 16 日閲覧 
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機関 支援内容 

ケニアの現地 NGO である「Wangu Kanja Foundation（WKF）」が保持している SGBV

関連データを活用し、性的暴力の性質、被害者のレイプ後ケアサービスへのアクセス等につ

いて分析している。 

 反人身取引児童保護ユニットの設置支援 

ケニア沿岸で行われているとみられる子どもの性的搾取と人身取引に対応するために、国連

薬物犯罪事務所（UNODC：United Nations Office on Drugs and Crime）および国家警察

と連携して 2019 年にナイロビに反人身取引児童保護ユニットを設置した。2020 年にはモン

バサにおいて建物の建設支援や車両の供与、職員への研修を行い、反人身取引児童保護ユニ

ットの設置をサポートしている。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

 NGO等民間団体による取組 

ケニアで活動している多くの国際 NGOや現地 NGOが SGBV の予防と対応に携わっている。また

企業においても SGBV、特にセクシュアル・ハラスメントを予防するための取組を積極的に行ってい

る事例もある。ここではインタビューを実施した団体と文献レビューにおいて確認した団体、企業の

活動を取りあげる。 

1) Plan International Kenya 

Plan International はイギリスに本部を置く国際 NGO で、開発支援および人道支援の中で子ども

の保護やジェンダー平等に係る活動を行っている。ケニアでは 1982 年から活動しており、SGBV に

関しては以下の通り幅広い事業を展開している160。 

 18 歳以下の女児/少女への啓発活動 

女性・女児/少女が自身の権利を正しく認識し、SGBV を当然のことであると受け止めないように

することを目指す。 

 若い女性および少女への経済的エンパワーメント 

女性と少女が他者に依存せず収入を創出する能力を身に着けるサポートを行っている。 

 18 歳以下の少女の教育へのアクセスのサポート 

学校に通うことで SGBV から保護され、また少女が教育を受けることで自立して生活できる能

力を身に着けることにもつながるため、SGBV の撤廃のために教育は重要なツールの一つである。

18 歳以下の少女は可能な限り学校へ通えるようサポートしている。 

 保護者への啓発活動 

男児は学校に通わせるが女児には通わせない、少女の生活用品（生理用品など）は購入しないな

ど、世帯内でのジェンダー不平等な関係性が SGBV の温床となるので、行動変容を促すために親

や保護者に対して啓発活動を行っている。 

 交通産業における SGBV 防止活動 

若い女性や少女が通勤や通学の際に公共交通より料金の安いバイクタクシーを使う場合がある

が、その際にドライバーとの間で料金を支払う代わりに性的関係を持つことがあり、それにより

望まない妊娠による学校中退につながるケースが多い。また、公共交通機関やバイクタクシーの

                                                   

160 Plan International Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
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ドライバーが性的搾取やハラスメントの加害者になる場合が多いので、防止のための啓発活動を

行うとともに、交通産業における SGBV 通報制度を設立した。 

 警察、司法関係者、行政官への SGBV 研修の実施 

SGBV の予防と対応に関して様々な法律や政策が整えられているが現場レベルで十分に実行さ

れていない状況を改善するため、警察を含む司法関係者や SDG のカウンティレベルの行政官で

ある Gender Officer に SGBV 研修を実施している。 

 ナイロビ女性病院の GVRC のサポート 

ナイロビ女性病院が運営するワンストップセンターを支援している。この施設は 2001 年にケニ

アで最初に設立された SGBV 被害者に包括的なサービスを提供するワンストップセンターで、

政府が設置を進めている GBVRC のモデルとなっている。ここでは医療、カウンセリング、心理

社会的ケアなどを無料で受けることができる。 

2) Social Welfare Development Program（SOWED） 

SOWEDはケニアの現地NGO で、主に女性と子どもを対象として公正で暴力のない社会を実現す

ることを目的に活動している。対象地域はカカメガ、カジアド、ナイロビ、キアンブの各カウンティ。

SGBV に関連する活動は以下の通りである161。 

 公立の初等学校におけるトイレの建設および修復 

女児/少女が適切にトイレを使用できることおよびトイレにおいて女児/少女が危険な目に合わな

い環境を整えることは SGBV の予防上重要な対策であるため、公立校において女子トイレの建

設と修復を行っている。 

 FGM 廃絶のための啓発活動 

女児/少女が自身の権利を正しく認識し、FGM の危険から自分の身を守れるようになることを目

指して、FGM のリスクに対してどのように対応するべきかを教えている。 

 警察官への SGBV 研修の実施 

警察署に相談に来た SGBV 被害者や通報に対して適切に対応していない事例が頻発しており、

警察官がどのように SGBV 事案に対応すべきかを研修を通して教えている。 

3) Kenya Girls Guide Association（KGGA） 

KGGA は World Association of Girls guide and Girl Scout のメンバーで、女児/少女と若い女性の

ポテンシャルを引き出すためのエンパワーメントを目的として、初等学校と中等学校を拠点とした活

動を行っている162。 

 クラブ活動を通した Girl’s guide 活動のサポート 

学校内に Girl Unit を作り、少なくとも担当の教員 1 名にトレーニングを行い、教員から World 

Association of Girls guide and Girl Scout のプログラムを提供できるようにしている。憲法や女

性の権利、起業家精神、労働などについて啓発を行っており、年齢が高い女児/少女にはどのよう

に SGBV の対象となるのを避けるか、月経にどのように対処するか、HIV/AIDS、リプロダクテ

                                                   

161 SOWED へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 23 日）。 
162 KGGAへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
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ィブヘルス、問題に直面した時に誰に相談するべきか、などを伝えたり、コミュニティ内での窓

口、行政の窓口などについても教えたりしている。ピアサポートの実施支援も行っている。 

 学校外のコミュニティ活動 

18 歳から 35 歳程度までの女性、35 歳から 55 歳までの女性、55 歳以上の女性をそれぞれ対象

に、女性のエンパワーメントに関する活動を行っている。基本的には上記の学校を拠点に教えて

いるのと同じような内容を伝えているが、特に市民権、環境、平和、保健などについて啓発を行

っている。 

 女児の収入創出活動のサポート 

学校を中退した少女や障がいがある女児/少女の収入創出活動として、裁縫や美容師、ベーキング

などの技術研修を実施している。 

4) Wangu Kanja foundation 

Wangu Kanja foundation はケニアの現地NGO で、暴力のない社会の実現を目指して、SGBV の

予防と対応に関連する活動を行っている。この団体は司法へのアクセスを通して SGBV の被害者の声

を広く普及するためにThe Survivors of Sexual Violence in Kenya Network（SSV_Ke）を立ち上げ

運営している。SSV_Ke では被害者の経験のデータ化や分析、それらの声をもとにしたアドボカシー

活動などを行っている。また、モバイルアプリケーションの開発、運用を行い、性的暴力の通報、フ

ォローアップ、監視等を行っている。SSV_Ke の活動は UN Women からも支援を受けている163。 

5) ユニリーバ・ティー・ケニア（UTK） 

ユニリーバはイギリスに本拠を置く消費財メーカーの多国籍企業である。ケニアにおいて紅茶の生

産を行っている UTK は UN Women と連携して、A Global Women’s Safety Framework in Rural 

Spaces: Informed by Experiences in the Tea Sector (GWSF)を作成し、農業のバリューチェーンにお

けるセクシュアル・ハラスメントを含めた女性に対する暴力の撤廃に向けた取組を行っている。SGBV

の撤廃に向けてビジネスが果たす役割を明確にし、パートナーとともに具体的な取組を推進していく

ために作成されたのが GWSF である164。ユニリーバはケニアのケリチョ・カウンティやボメット・

カウンティで大規模な茶園を運営しており、2014 年からこれらの茶園における女性の安全管理の強

化を行っている165。2017 年からはインドのアッサム茶園にも拡大された。女性労働者の安全管理に

係る取組ついての生産者側の調査、製茶業の監督者へのトレーニングの実施、女性の暴力の通報制度

の確立などを推進しており、ケリチョではさらに茶園における照明設備の拡充や女性が授乳する際の

安全なスペースの確保、被害者に心理社会的ケアを提供するカウンセラーと医師の雇用などが行われ

た。また、ナイロビ女性病院の GVRC と連携して 2016 年から Kings and Queens Club というイニ

                                                   

163 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
164 UN Women (2018), A Global Women’s Safety Framework in Rural Spaces: Informed by Experiences in the Tea 

Sector 
165 このような取組が行われている一方で、2007 年の総選挙の際にケニア全土で起きた大規模な暴動の際にケリチ
ョ・カウンティのUTKの茶園で発生した暴行やレイプなどの被害について、2007 年当時の労働者を中心としたグ
ループが暴動発生時の労働者への対応の不備についてUTKおよび親会社のユニリーバの責任を問う申し立てを
2020 年 7 月に国連の「ビジネスと人権ワーキンググループ（Working Group on Business and Human Rights）」
に提出した。 

https://www.somo.nl/victims-of-violence-at-unilever-tea-plantation-take-complaint-to-the-un/, 2020 年 12 月 15 日
閲覧 
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シアティブを開始し、ケリチョ・カウンティの初等学校で SGBV と子どもの虐待に係る啓発活動（通

報の方法や暴力から身を守る方法に係る周知等を含む）を行っている。 

 JICAによる取組 

ケニアでは SGBV の予防や対応に特化した JICA による取組は実施されていないが、以下の関連分

野で活用可能なリソースや知見を有している。 

1) 農業 

ケニアでは小規模農家のうち約 70％が女性であると言われており、農業分野の生産労働において女

性が大きな役割を果たしている一方で、マーケットや資材、技術へのアクセスが限定的なことなどか

ら、男性に比べて女性の生産性が低く収入に大きな格差がある。このような現状に鑑みて、JICA で

は農業省がジェンダー主流化を推進しジェンダーの視点に立った取組やサービスを展開できるように

なることを目指して「ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト」（2014~2017 年）を実施

した。当該プロジェクトの終了時評価の結果、ジェンダーの視点に立った農業普及の推進を行う上で

の能力が構築されつつあることが確認された166。女性が経済的に配偶者に依存しない状況になること

が SGBV の被害を減少させると言われているため、ケニアではUN Women やNGO 等も小規模農家

の女性のマーケットアクセス向上等を通じた経済的エンパワーメント活動を積極的に実施している。

一方で近年の研究では女性の収入が向上することが逆に SGBV のリスクを高めることもあると報告

されており、経済的エンパワーメントだけでなく、コミュニティや男性への啓発も含めた社会規範の

変容を目指す取り組みを同時に実施することが重要な要素となることが示されている167。当該プロジ

ェクトで得た知見をもとに、生計向上支援だけでなく、SGBV のリスクを低減させるという視点を取

り込んだプロジェクトを検討することで、SGBV の予防や被害者の自立・社会復帰支援等に活用でき

る可能性がある。 

2) 保健 

2010 年に制定された新憲法のもとケニアではカウンティ政府に権限を委譲する地方分権化が進め

られていることに伴い、カウンティ政府における保健行政のマネジメント機能強化を目的として

JICA では「地方分権下におけるカウンティ保健システムマネジメント強化プロジェクト」

（2015~2019 年）を実施した。地方分権下における中央政府とカウンティ政府の役割の明確化や機能

強化はいずれの分野でも課題となっており、SGBV の予防と対応においても地方行政における位置づ

けや資金調達プロセスが確立されていないことが対応の脆弱さの一因となっている。当該プロジェク

トで実施した保健セクターのマネジメント強化の手法を活用したり、保健行政の一部として SGBV 課

題を組み込んだりすることで、カウンティレベルで有効性を持った予防と対応の施策を立案、実施す

ることが求められる。また同じく保健セクターの案件として「エイズ対策強化プロジェクト」

（2006~2009 年）、「エイズ対策強化プロジェクトフェーズⅡ」（2010~2014 年）も実施されている。

ケニアでは上述の通り国連や USAID等も HIV/AIDS に関連するプログラムを実施しており、いずれ

のプログラムにおいても SRHR、HIV/AIDS の予防と対応、SGBV の予防・対応を統合し包括的に取

り組むことが重視されている168。当該プロジェクトの終了時評価において HIV/AIDS の検査能力の向

                                                   

166 JICA (2017), ケニア共和国ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト終了時評価調査報告書, P.ⅴ 
167 Mejia Calorina et al., (2014), Perspectives on Gender-Based Violence and Women’s Economic Empowerment in 

Sub-Saharan Africa: Challenges and Opportunities, Measure Evaluation 
168 UNFPA Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 1 日）。 
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上や手順の明確化などが確認されており、そのうえで SRHR や SGBV の視点をいかに取り込むこと

ができるか検討の余地がある。 

3) 更生保護 

JICAはケニアにおいて更生保護分野への支援を続けている。「少年保護関連職員能力向上プロジェ

クト」（2009~2013年）では孤児やストリートチルドレンなど劣悪な環境に置かれ特別な配慮を要する

児童や犯罪少年・少女の増加に対応するため、少年保護関連職員（児童局、保護観察局、行刑局、警

察、裁判所）のための研修体制・制度を整備した。更生保護分野への青年海外協力隊の派遣も長年続

けており、各カウンティに設置された更生保護施設や保護観察事務所に青少年活動やコミュニティ開

発、ソーシャルワーカー等の隊員を配置している。また草の根技術協力事業としてNGOケニアの未来

がコミュニティにおけるボランティアの育成や行政機関との連携強化を進めている。ケニアの更生保

護分野では、少年少女が保護される場合も犯罪を起こす場合も性犯罪に関連しているケースが多い169。

性犯罪の被害者になったり、若くして妊娠・出産した母親から育児放棄されたりしたことによって保

護された子ども、レイプやディファイルメントで逮捕され保護観察施設に送致された子どもなどが多

いが、このような子どもに対して充分な心理社会的ケアや教育機会の提供が行われていない170。SGBV

の被害者の自立・社会復帰および加害者の再犯防止という観点からカウンセリング実施体制や更生プ

ログラム、保護観察官の能力強化を行うことでSGBVのリスクの低減に貢献することができる。 

3.1.4. COVID-19の感染状況とその影響 

ケニアでは 2020 年 3 月 13 日に初の COVID-19 の症例が記録され、2020 年 12 月 28 日時点で

95,992 人の感染、1,664 人の死亡が確認されている。中央政府とカウンティ政府は、コロナウイルス・

パンデミック対策国家調整委員会を通じコロナ対策の調整を図り、症例の特定・管理、抑制措置等を

行っている。感染拡大防止のため、4 月初旬にナイロビ首都圏およびキリフィ、クワレ、モンバサの

各カウンティへの出入りは制限され、それ以外の場所でも夜間の外出が禁止された。移動制限は後に

加えられたマンデラ・カウンティを含めて 7 月 7 日まで継続され、夜間の外出制限は 2020 年 12 月

末現在も続けられている。また政府は 3 月 15 日に全国の学校や大学を閉鎖し、その後約 9 か月間に

わたって子どもたちが学校に通えない状況が続いた。10 月に部分的の学校が再開されることになった

が、感染対策基準に合致する環境（手洗いの設備や子どもたちが十分な距離をとれる広さの教室の確

保など）を整えることが難しいため閉鎖されたままの学校も多く、本格的に再開されたのは 2021 年

1 月 4 日からとなった171。また、カクマおよびダダーブ両難民キャンプでも移動、出入りの制限を中

心とした措置がとられ、難民キャンプ内の学校も同じく 3 月から閉鎖された。10 月 1 日時点で両キ

ャンプで合計 252 件の感染例が確認されたと報告されている172。 

ケニヤッタ大統領は 2020 年 7 月 6 日に行われたCOVID-19 に関する演説の中で、National Crime 

Research Centre (NCRC)に対して SGBV、十代の妊娠、子どもの権利に対するCOVID-19 の影響を

調査するよう命じ、その結果が 12 月に公表された。当該調査結果によると、COVID-19 のパンデミ

                                                   

169 National Council for Children's Services へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 23 日）。 
170 National Council for Children's Services（2020 年 10 月 23 日）、青年海外協力隊員（2020 年 10 月 16 日）への
インタビュー結果に基づく。 

171 https://www.bbc.com/news/world-africa-55532789, 2021 年 1 月 4 日閲覧 
172 OCHA (2020), Kenya Situation Report as of 20 Oct, 2020 



 

   53 

 

ックとその対応が SGBV のリスクを高めたことが示されている。NCRC の調査結果の主な概要は以

下の通りである173。 

 警察における 2020 年 1 月から 6 月の SGBV 事案の件数は、2019 年 1 年間の件数の 92.2％にの

ぼった。暴力の形態は身体的暴力、レイプおよび強姦未遂、性的暴力、ディファイルメント、児

童婚、精神的虐待、ネグレクト、FGM など様々。 

 1 月から 6 月に記録された 2,416 件の SGBV 事案のうち 71％で女性・女児/少女が被害者であっ

た。加害者は 18~33 歳の若い男性が多く、中でも DV や IPV が多かった。 

 SGBV が起こる原因としては、アルコール、薬物、貧困、家族内の不和、宗教を含む退行的な文

化・慣習、男性支配的な社会、子育ての知識の乏しさ、モラルの退廃、サポートの欠如などが考

えられる。 

 Department of Children’s Service による子どもの権利の侵害に係る記録では、2020 年 1 月～6

月の間に 43,051 件の事案が報告され、そのうち 19,884 件の被害者が女児/少女であった。内訳は

ディファイルメント、児童婚、10 代の妊娠、FGM、レイプ、育児放棄などであった。 

これらの結果により、COVID-19 のパンデミック下において SGBV のリスクが高まったこと、特

に子どもに対する暴力の被害が深刻な状況となっていることが確認された。また、ケニア人の 24％が、

ロックダウンの導入以来、地域社会でDVの事例を目撃または聞いたことがあると報告されている174。

本件調査におけるNGO 等の報告および報道等の文献レビュー、政府機関、国際機関、NGOへのオン

ラインインタビューでは、以下のような影響が確認された。 

1) SGBV の被害件数が増加した 

GBV Hotline 1195 は、2 月 86 件、3 月 115 件、4 月 461 件、5 月 753 件、6 月 1,100 件、7 月 740

件、8 月 646 件、9 月 810 件の SGBV ケースの通報、相談を受けた175。そのうち約 35％が性的暴力

に関する通報であった176。また 1 月から 3 月の件数は前年の同時期に比べて 13％増加していると報

告されている177。非公式居住地（スラム）において実施された聞き取り調査によると、世帯別のトイ

レがなく共用のトイレを使用しているコミュニティでは、COVID-19 の影響で自宅にいる時間が長く

なったことにより共用トイレを使う人が増え性的暴力などが増加したために共用トイレを使えなくな

ったという声があった178。 

2) 若年妊娠や FGM など、子どもに対する暴力のリスクが高まった 

2020 年 1 月から 5 月の間にマチャコス・カウンティで 3,964 人の 19 歳以下の妊娠が確認され、

COVID-19 が十代の妊娠を増加させている可能性があるとして大きく報道された179。しかしながら、

2019 年の同時期にマチャコス・カウンティでは 4,710 件の十代の妊娠が記録されており、また全国で

                                                   

173 National Crime Research Centre (2020), Protecting the Family in the Time of Covid-19 Pandemic: Addressing 

the Escalating Cases of Gender-Based Violence, Girl Child Disempowerment and Violation of Children Rights in 

Kenya, Summary of Findings and Recommendations 
174 OCHA (2020), Kenya Situation Report as of 20 Oct, 2020, P.11 
175 以下 2 点に基づく。いずれも 2020 年 12 月 20 日閲覧。 

https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/06/on-the-frontline-with-kenyas-national-helpline 

https://reports.unocha.org/en/country/kenya/#cf-2rC8ktJetxZ4Z8kaabrv0s 
176 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
177 OCHA (2020), Kenya Situation Report as of 15 May, 2020, P.11 
178 Plan International Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
179 https://www.africanews.com/2020/06/17/close-to-4000-school-girls-impregnated-in-kenya-during-covid-19-

lockdown/, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
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報告された 1～5 月の十代の妊娠は 151,433 件で、2019 年の同時期は 175,488 件であったため、件数

のみを見ると若年妊娠が増加したことは確認できない180。しかしこの数値は若年妊娠が減少したこと

を意味するのではなく、むしろ移動や活動の制限により医療機関の診療を受けることができなかった

女性が相当数いることを示唆していると指摘される181。カクマ難民キャンプでは 2020 年 6 月に 62人

の 19 歳以下の妊娠があったと報告されている（前年同時期は 8 件であった）182。またダダーブ難民

キャンプでは 4月から 6月の 19歳以下の妊娠が前年同時期に比べて 28％増であったと報告されてい

る183。 

また、COVID-19 のパンデミック下においてFGM の被害は増加したと考えられている。平時は学

校に通っていたことで子どもがリスクから守られており、FGM などの深刻な SGBV の危険にさらさ

れている場合は教師などが予め把握し両親を説得したりコミュニティと協議を行ったりしていたが、

学校が閉鎖され子どもたちが家の中にいなければならなくなったため、子どもたちを FGM から守る

機能がなくなってしまった184。移動制限が課されていた間は警察官も地方では活動を縮小したり、拘

置所の不足により逮捕を控えたりしていたため、違法である FGM や児童婚のケースに対して、取り

締まりや対応が適切に行われていなかった185 

私立病院ナイロビ女性病院内に設けられた Gender Violence Recovery Centre(GVRC)によると、

2020 年 3 月から 8 月までに約 1,145 人の子どもが同病院の運営する 9 つの医療施設に対して様々な

形態の虐待を経験したことを報告した186。これは同期間に GVRC に報告された SGBV ケースの 60％

を占めている。そのうち性的暴力は 90％を占め、身体的暴力とネグレクトがそれぞれ 10％であった。 

3) SGBV の被害者が保護や支援を十分に受けられなかった 

COVID-19 の感染拡大を避けるための移動制限などにより、SGBV の被害者の保護が十分に実施さ

れなかった。交通手段を確保することができず、SGBV の被害者は適切なサポートや基本的なサービ

スを受けるために支援施設を訪れることが困難であった。政府が設置を進めている SGBV の被害者を

サポートする施設である GBVRC はまだ一部のカウンティにしか設置されていないため、ロックダウ

ン期間中、基本的な支援サービスへのアクセスは通常よりも難しかった。保健サービスのほとんどが

COVID-19 対策に集中したり、ロックダウンの影響で流通が絶たれたりしたことで、SRHR サービス

へのアクセスが十分に確保できなかった。法律扶助を提供している団体があるが、このサービスはケ

ニア全国でわずか 3 か所でしか提供されていないため、移動の制限のため司法サービスへのアクセス

もさらに厳しいものとなった187。また警察官への SGBV 研修も中断され、実施することができなかっ

た188。ロックダウン期間中はオンラインの法廷（ナイロビのみ）が開かれていたが、インターネット

へのアクセスを持たない女性・女児/少女（貧しかったり郊外に住んでいたりする女性や女児/少女）に

とってはオンライン法廷の利用は困難であった。これは心理社会的サポートについても同じで、テレ

                                                   

180 African Institute of Development Policy (2020), Teen pregnancy in Kenya: Verifying the data and the facts 
181 Ibid 
182 https://www.devex.com/news/dramatic-rise-in-kenya-early-pregnancies-amid-school-closures-irc-data-suggests-

97921, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
183 Ibid 
184 SOWED からのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 23 日）。 
185 Ibid 
186 https://www.worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/17039/16dayscampaign-%E2%80%9Cunion-

responses-to-increased-gender-based-violence-during-covid-related-lockdowns-in-kenya%E2%80%9D-by-alice-

tuei-knut, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
187 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
188 Kenya National Police へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
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カウンセリングは遠隔での心理社会的サポートの提供に有効ではあるが、これもアクセスできる女性・

女児/少女のみに限られたサービスである189。 

また、経済活動が中断したことにより経済的に困窮する女性や女児が多く、食べ物や生理用ナプキ

ンなど、少額の製品を買うために女性や少女がお金と引き換えに性交渉を行わなければならない事例

が多かったと報告されている190。 

上記 1)～3)の通り、様々な形態の SGBV がパンデミック下において増加したことが確認できる。ま

た被害の件数が増加しただけでなく、移動の制限により医療機関や警察、司法サービスにアクセスす

るのが難しい被害者が GBV Hotline1195 に相談するケースも急増した。次に、COVID-19 のパンデ

ミックが SGBV に及ぼす影響について、文献レビューとオンラインインタインタビューを通して確認

した政府、支援機関、NGO 等が実施した対応をまとめると以下の通りとなる。 

表 3-14：ケニアにおける政府、国際機関、NGO 等によるCOVID-19 下の SGBV への対応 

実施主体 内容 

ケニア政府  2020年 4月にCOVID-19のパンデミック下におけるSGBVを防止するための省庁間プロ

グラムを設立した。このプログラムには関連省庁、警察、一部のカウンティ政府が加わり、

SGBVの被害を匿名で報告できるオンラインおよびモバイルアプリケーションを開発し、

運用を開始した191。 

 2020 年 4 月に国連と連携して COVID-19 に対応するための Emergency Appeal Kenya 

April-September 2020 を発行し国際社会の協力を求めた。要望された USD254,900,000

に対して、USD62,000,000 の資金が提供された192。SGBV については、548,000 人を支援

対象として USD1,500,000 を要望し、政府やカウンティ政府、サービスプロバイダー等の

能力強化が優先分野として設定された193。 

 2020 年 8 月にKenya Police Services はナイロビ・カウンティにPolicare (Police Cares)

を設置した。これは SGBVの被害者に対して医療サービスおよび司法サービスを提供する

施設で、24 時間対応で被害の受付、診療、法医学的検査、警察による書類の発行等を行う

（無料）。女性、男性それぞれの滞在用の部屋も用意されている194。 

 NCRC が SGBV、十代の妊娠、子どもの権利に対する COCID-19 の影響に関する調査を

行った。 

UN Women195  日本政府からの補正予算を受けて、ソマリア国境沿いの地域で戸別訪問による啓発活動で

ある Door to Doorキャンペーンを開始した。感染症への認識向上や公衆衛生、SGBV予防

などの内容について一軒一軒回って直接メッセージを伝えている（数百世帯）。ラジオや

テレビがない世帯も多く、情報が行き届いていないため、直接訪問することで確実な情報

伝達を行うことを目的としている。 

 7 つのカウンティで Dignity Kit の配布を行った。イシオロ(100)、ナイロビ(130)、ナロッ

ク(50)、カジアド(100)、カカメガ(100)、メル―(50)、ミゴリ(100)の合計 530。 

 2020 年 5 月以降に、ウェビナー、SNS、ラジオ等の複数のプラットフォームを介して 540

万人に SGBV の防止に係るメッセージを発出した。 

                                                   

189 Ibid 
190 UN Women Kenya（2020 年 10 月 27 日）、Plan International Kenya（2020 年 10 月 23 日）へのインタビュー
結果に基づく。 

191 https://www.ngeckenya.org/news/8246/statement--on-the-observance-of-the-16-days-of-activism-against-

gender-based-violence, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
192 https://fts.unocha.org/appeals/1000/flows?order=directional_property&sort=asc, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
193 OCHA (2020), Emergency Appeal Kenya April-September 2020, P. 15 
194 https://www.standardmedia.co.ke/nairobi/article/2001395447/police-establish-one-centre-to-handle-gender-

violence, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
195 UN Women Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 27 日）。 
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実施主体 内容 

 現地 NGO を通した緊急避難シェルターの運営（ナイロビに 4 件、モンバサに 1 件）を継

続している。緊急避難シェルターでは宿泊施設、心理社会的サポート、法律サービス（プ

ロボノ）、Dignity Kit の配布を行っている。 

UNFPA196  ケニア赤十字と連携して、人道支援の拠点（カクマ、ダダーブ）において Dignity Kit と

個人用防護具（PPE:：Personal Protective Equipment）の管理、維持を行っている。 

 ダダーブ難民キャンプでは 98 人、ナイロビで 30 人の女性と少女に月経衛生キットを配布

した。 

 パンデミックによるロックダウンや移動制限でUNFPAや主要なNGOが直接コミュニテ

ィに移動して活動することができない時期があったため、コミュニティ内での啓発活動を

継続するために、機材の配布等を通じた CBO の能力強化を行い、Door to Door を通じた

啓発活動を実施した（CBO のスタッフは基本的に当該コミュニティに居住している人々

で構成されているため、パンデミック下でコミュニティにおける活動が可能であった）。 

UNHCR197  ダダーブ難民キャンプでは、84 人の難民/亡命希望者（女性 60％、男性 40％）が SGBV 

Pier to Pier Session、30 人の男性難民/亡命希望者が暴力の被害者を支援するセッション

に参加した。また 55 人の難民/亡命希望者（女性 80％、男性 20％）が DV に関する対話

セッション参加し、14 人のコミュニティヘルスワーカー（CHW）がパンデミック時の

SGBVへの対応について訓練を受けた。 

 カクマ難民キャンプでは 30 人の若者（女性 12 人、男性 18 人）が、COVID-19 のパンデ

ミックと予防と対応における SGBV と紛争管理に焦点を当てた 3 日間のトレーニング

「YES」に参加した。 

Plan 

International 

Kenya198 

 ナイロビのインフォーマル居住地において女性用のトイレを設置し、安全なトイレへのア

クセスを確保した。 

 学校の閉鎖によって学校で無料で配布される生理用品にアクセスできなくなったため、生

理用品や石鹸などの衛生用品の配布を行った。 

Echo Network 

Africa199 

 10 代の女児/少女の行動変容を促すため、スポーツを通した啓発活動を始めた。学校が閉

鎖され家にいる時間が長くなると、暇を持て余し頻繁に異性との交遊を持つ少女が増える

ため、毎日午後にスポーツを通した課外活動を時間を割くことで若年妊娠などのリスクを

減らすことを目的としている。同時に SHRHについての教育も行っている。 

 COVID-19 によって生計手段を失った女性へのマイクロファイナンスを開始した（従前よ

り実施していた事業を拡大した）。十代で妊娠した母親たちも対象。各対象者が持ってい

る知識・経験に応じた教育、ビジネスの指導を行っている（養鶏の経験がある女性には養

鶏のビジネスを開始することをサポートする、など）。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

インタビューを実施した複数の NGO では、パンデミック以前から実施していた活動をどのように

維持していくかを優先して検討しており、新たに COVID-19 の影響に対応するための活動を始めるの

が難しいとの声もあった。一方で、国際機関やNGO のスタッフが移動できない状況に対応するため、

CBO やコミュニティボランティアを積極的に活用したり、スマートフォンなどのデジタルデバイス

を導入したりするなど、新しい形の対応を始めた団体もあった。 

3.1.5. 支援ニーズおよび課題 

ここでは文献レビューおよびインタビュー調査の結果をもとに、図 1-4 に示したフレームワークに

沿って、SGBV 対策に係る現状と課題を分析する。 

                                                   

196 UNFPA Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 1 日）。 
197 OCHA (2020), Kenya Situation Report as of 20 Oct, 2020, P.17~18 
198 Plan International Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
199 Echo Network Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 16 日） 
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 調整、モニタリング評価、データ収集・管理 

調整、モニタリング・評価、データ管理の脆弱さは JP-GBV でも指摘されており、当該プログラムの

主要なターゲットの一つとなっている。SGBV の予防と対応を行う際に SGBV 関連データを取り扱

うデータベースの構築とマネジメントは重要なインフラとなるが、ケニアでは現在機能している

SGBV の統合されたデータシステムは存在しない。NGEC が医療、警察、司法、教育の各セクターの

情報を統合する Gender Based Violence Management and Information System（GBV-MIS）の開発

を進めているが、このシステムに入力するデータがそれぞれの機関で十分に収集されていないため、

データベースで管理できるデータがそろっていない。特に警察のデータはいまでも手書きおよび紙ベ

ースで管理されていることが多くデジタル化に対応していないため、このようなデータ管理システム

に入力するのが現状では困難となっている200（医療機関は Kenya Health Management Information 

System でデータが管理されており、公立、私立問わずすべてのデータが入力されることとなってい

る）。現在、NGEC が主導して警察における Digital Occurrence Book の導入を検討している。 

またカウンティ政府におけるデータの収集・管理体制も十分ではない。UN Women は 2019 年に

Women Count Kenya プロジェクト201の一環としてケニア統計局と連携してケニアの 10 のカウンテ

ィにおいてCounty Gender Data Sheets の運用を試験的に開始した202。これは、カウンティ政府に

おいて男女別のデータが存在しなかった中で、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの進捗状況

を確認するために用いられるデータ収集を目的に開始されたプロジェクトで、今後これらのデータが

SGBV を含めたジェンダー平等に関する政策のレビューや資金調達に活用されるとともに、全 47 カ

ウンティに展開していくことが期待されている。 

このように、現状ではデータベースで管理するための元データの収集が不十分であるため、システ

ムの適切な運用に向けて、まずは各機関におけるデータ収集・管理能力の強化が課題となっている。 

                                                   

200 UNFPA Kenya へのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 1 日）。 
201 SDGs（特にゴール 5）の取組状況とモニタリングするためのデータ収集と管理を目的にUN Women がケニア政
府（ケニア統計局と SDG）と連携して開始したプロジェクト。 

202 https://data.unwomen.org/publications/county-gender-data-sheets, 2020 年 12 月 15 日閲覧 
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 予防・啓発 

SGBV を予防する法律や政策の枠組みも文書化されているが、一般的には法律の存在そのものや内

容が広く知られていないために、予防策としては十分に機能していない。またカウンティレベルの政

策や法律がまだ少ないため、地域の特性や現状に沿った有効性のある施策が行われていない。UN 

Women や UNFPA はジェンダーの視点に立った政策立案を進めるために国会や地方議会で女性議員

を増やすようアドボカシーやリーダーシップ研修を行っているが、ケニアでは女性が政治に参画する

ことへの反発が強く、総選挙のたびに女性立候補者への暴力が頻発している。また直接的に政治に関

係していない女性の場合も選挙の際に性的暴力の被害を受けるリスクが非常に高く、大きな社会問題

となっている203。 

SGBV やその結果としての望まない妊娠を防止するためには SRHR に係る啓発を含む子どもへの

セクシュアリティ教育が重要な役割を果たすが、ケニアでは学校のカリキュラムにおいて包括的なセ

クシュアリティ教育は行われていないし教えられる教員もいない204。宗教団体等からの反発や、セク

シュアリティ教育が逆に性的な成熟を早めてしまうということを懸念する声があり、セクシュアリテ

ィ教育の重要性が認知されていながらも実施に向けた議論が進んでいないのが現状であるため205、子

どもたちが持っている性知識は限定的であったり誤解が含まれていたりしており、SGBV から身を守

る方法が十分に理解されていない。例えばクワレ・カウンティで行われた避妊についての意識調査で

は、避妊薬（低用量ピルや注射）を使用すると妊娠そのものができなくなる、子宮内避妊用具（IUD：

Inter Uterine Device）を使用していると性交渉に支障が出る、避妊薬の使用が夫以外との性交渉を助

長するなど、様々な誤解や誤認があることが確認されている206。 

法律・政策だけでなく、被害者が利用できるサービスとしてどのようなものが存在するのかが周知

されていないため、ジェンダー平等や女性のエンパワーメントを目的とした啓発活動が国連や NGO

等によって積極的に実施されている。 

                                                   

203 OHCHR(2019), Breaking cycles of violence: Gaps in Prevention of and Response to Electoral Related Sexual 

Violence 
204 HIV/AIDSの予防の観点からの指導や生物学的な知識を教える限定的な教育は行われている。 
205 Probation and After Care Service、NGO等へのインタビュー結果に基づく。 
206 Mwaisaka, Jefferson et al., (2020), Exploring contraception myths and misconceptions among young men and 

women in Kwale County, Kenya,  
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 被害者の保護 

被害者の保護に関しては医療と警察・司法が大きな役割を担っており課題が多いため、上記の通り

課題をAccessibility、Availability、Acceptability、Quality の 4 つの観点から整理した。3.1.2.3 に記

載の通り、医療と警察・司法ではどちらも資金、人員、能力の面で課題を抱えている。インタビュー

調査において国際機関や NGO 等から繰り返し指摘があったのは「警察が信頼されていない」という

点であった。国家警察や支援機関が警察官への SGBV 研修に取り組んでいる一方で、被害者が最初に

コンタクトをとる窓口の一つである警察が十分に信頼されておらず、警察からのハラスメントや金銭

の要求を受けることを恐れて、被害者が直接警察に連絡をしたり通報したりすることが心理的に困難

な状況となっている207。またGBVRC の設置が全国で進められているが、GBVRC 以外の医療機関で

は診察を受けるのに費用が必要となるため、被害者が利用できない場合がある。2016 年にNGEC が

実施した調査によると、SGBV の被害者とその家族が医療関連サービスのために負担しなければなら

ないコストは平均で 16,464 ケニア・シリング（約 150USD）であることが明らかにされており、被

害者にとって医療サービスの利用はアクセスの面からもコストの面からも決して容易ではない208。 

子どもは性的暴力やFGM、児童婚など SGBV の被害を受けるリスクが高いが、被害に遭った子ど

もの保護体制にも課題がある。保護に当たってはProbation and After Care Service の職員が家庭や

周辺の環境をアセスメントし、一定期間児童拘置所で保護されたのち、裁判所の判決に沿って家庭に

                                                   

207 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
208 NGEC (2016), Gender-Based Violence in Kenya: The Economic Burden on Survivors, P.10 
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戻るか児童養護施設へ送致されるか決められるが、家庭に戻って再び被害に遭ったり、家に戻れずに

路上生活を送ることになったりする子どももいる209。被害児童のフォローを行う保護観察官の人員も

不足している。 

 被害者の自立・社会復帰 

SGBV 被害者の自立・社会復帰支援に関する公的なサポートは行われておらず、被害者の生計向上

支援などが支援機関や NGO などによって実施されている。これらの団体はドナーからの資金提供を

中心に資金調達を行っているため、継続性や持続可能性が担保できていない。 

ケニアでは若年妊娠が多く、政府は妊娠・出産のため中退した少女を再度学校に登録することを推

奨しているが210、家族からの圧力、社会的な制約、子どものケアなど様々な要因から学校に戻れない

ケースがほとんどである。2019 年に Plan International が 9 つのカウンティで実施した調査による

と、15~19 歳で妊娠している女性・少女のうち 98％が学校に通っておらず、また 59％は意図しない

妊娠であった211。若年での妊娠・出産は学校中退を招くだけでなく、出産時に心身の健康を害したり

社会経済的な面において脆弱な立場に置かれたりするなど、少女の生活に長期的な影響を及ぼす

（WHO は 15－19 歳の間に出産した女性は、20～24 歳で出産した女性と比較して死亡リスクが約 2

倍にのぼると推計している212）。若年妊娠によって生まれた子どもも死亡リスクが高く213、またネグ

レクトや育児放棄、児童労働や児童婚などのリスクにさらされる可能性が高い214。政府の政策では十

代の妊娠を減らすことを優先課題としており、10 代の母親やその子どもをサポートする公共サービス

は提供されていない。 

                                                   

209 NGO、青年海外協力隊員へのインタビュー結果に基づく。 
210 Ministry of Health(2017), National Adolescent Sexual Reproductive Health Policy Implementation 

Framework, P.21 
211 https://plan-international.org/news/2020-06-25-covid-19-lockdown-linked-high-number-unintended-teen-

pregnancies-kenya, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
212 WHO (2008), MPS Note: Adolescent Pregnancy 
213 Ibid. 
214 National Council for Children’s Service へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 23 日）。 
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 加害者処罰・更生 

加害者の処罰は警察および司法、更生は保護観察局が担当している。Sexual Offence Act や

Prohibition of Female Genital Mutilation Act などで刑罰が規定されているにもかかわらず、加害者

が訴追を免れるケースは少なくない。加害者側が被害者側に非公式に示談を持ち掛け、被害者側が貧

しい場合は示談に応じ訴えを取り下げることがあるとされる215。被害者側は合意の欠如や性行為の強

制を証明する証拠を提出する必要があること、警察の初動対応時に証拠が適切に保存されていないこ

となども、加害者の訴追を困難にする要因となっている。 

コミュニティに戻った加害者による再犯防止という観点から、SGBV の予防、対応両面で加害者の

更生は重要な取組でありながら、この分野に係る政策は十分に実施されていない。刑務所や更生保護

施設における加害者へのカウンセリング、更生プログラム、性教育等はほとんど提供されておらず、

釈放されてから実施されることとなっている保護観察官による継続的なモニタリングも人員、資金の

不足から十分に実施されていないと指摘されている216。  

                                                   

215 Judiciary へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
216 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
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3.2. ケニアにおける第 2次調査結果 

第 2 次調査では、以下の 3 点を目的としてケニアにおける現地調査を実施した。 

1) 第 1 次調査によって取り纏められた調査対象国における SGBV 被害の実態およびその対応に係

る課題と取組について、第1次調査で得られなかったデータおよび情報について追加調査を行い、

さらに詳細な分析を行う 

2) 第 1 次調査結果に基づき各調査対象国で実施されるパイロット活動について、モニタリングおよ

び実施プロセスや成果のレビューを行い、課題の分析および教訓・知見の抽出を行う 

3) 第 1 次調査および第 2 次調査で収集した情報と分析結果に基づき、当該国に対する日本政府の支

援方針や、JICA 事業の特性や経験、比較優位性、国内・周辺国で活用可能なリソース等も考慮

し、SGBV 課題に対応するための支援の方向性や概要、事業枠組み(案)を提言する。 

3.2.1. 調査日程 

ケニアにおける現地調査は 2021 年 9 月 17 日（金）～2021 年 10 月 2 日（土）の日程で実施され

た。調査日程の概要は表 3-15 の通りである。 

表 3-15：現地調査日程（ケニア） 

月  対象地域 内容、訪問先 

9 

20 カジアド 
パイロット活動視察 

Grace Nanana Educational Centre 訪問 

22 

 カジアド 

A･ I･ C Girl s Boarding School 訪問 

Il’laramatak Community Concern 訪問 

カジアド・カウンティ副長官 表敬 

カジアド・カウンティ・ジェンダー局長 訪問 

22 カジアド カジアド・カウンティGBVRC 訪問 

23 ナイロビ 
GVRC訪問 

JICA ケニア事務所職員との意見交換 

24 ナイロビ 

UN Women Kenya インタビュー 

JICA ケニア事務所職員との意見交換 

Shining Hope for Communities （SHOFCO）へのインタビュー 

アシスタント・チーフ（キベラ）へのインタビュー 

27 メル― 

メル―・カウンティ執行委員会委員（ジェンダー担当）、カウンティ・チーフ・

オフィサー（ジェンダー担当）訪問 

メル―・カウンティ・ジェンダー局長 訪問 

Ripples International 訪問 

メル―・カウンティ GBVRC 訪問 

28 メル― パイロット活動モニタリング 

29 ナイロビ 

Wangu Kanja Foundation 訪問 

UNFPA Kenya インタビュー 

女性企業基金（WEF：Women Enterprise Fund）訪問 

30 ナイロビ 
MPSG 訪問 

ナイロビ・シティ・カウンティ ジェンダー・オフィサー インタビュー 

10 1 ナイロビ 
UN Women Kenya インタビュー 

JICA ケニア事務所職員との意見交換 

3.2.2. 調査手法 

 追加情報収集・分析 

現地調査では関連文献・資料のレビューや現地関係者へのインタビューを行い、第 1 次調査で得ら

れなかったデータおよび情報を収集・分析を行った。現地調査では、特に表 3-16 の観点からの追加

情報収集と分析を実施した。 
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表 3-16：現地調査における調査項目（ケニア） 

# 調査項目 

1 ケニアにおける SGBV 被害の経験（新型コロナウイルス影響下の被害の経験含む） 

2 

調査対象国における SGBV 課題への対応に関する政府の実施体制や取り組みの現状や課題をより詳細に把握す

るとともに、課題への対応に向けた政府の能力の分析を行う（ジェンダー平等を推進するナショナル・マシナリ

ーや社会福祉省、法・司法関連省庁を含む関連の事業実施官庁、地方自治体などの実施体制、機能や権限、予算、

新型コロナウイルス影響下の影響緩和に向けた取組の現状と課題含む） 

ケニアにおいては、特に以下の点について情報収集を行う。 

 MPSG における SGBVの予防と対応に関する体制、実施施策等の詳細（地方行政における MPSG の対応

を含む） 

 地方行政による SGBV の予防と対応に関する体制、実施施策等の詳細 

 MPSG、地方行政およびその他の機関、団体による SGBV 被害者の自立・社会復帰に係る支援の体制、実

施施策等（被害者の保護および自立・社会復帰支援に係る行政と民間団体との連携等を含む） 

 GBVRC の設置および運営に関する現状（設置数、運営体制、地域における広報体制、他団体との連携体

制等） 

3 
他ドナーや国連機関、NGO による SGBV課題への支援状況（支援戦略やアプローチ、活動内容、成果と課題、

COVID-19 の影響緩和に向けた取組内容、課題、効果的な取り組み、手法、好事例含む）を確認する 

4 
ケニアにおける JICA事業による課題への取組状況を確認するとともに、被害者の保護や自立、社会復帰支援に

活用できる JICAリソースについて確認する 

第 1 次調査でのオンラインインタビューおよび関連資料のレビューでは、地方分権下において各地

方行政による SGBV 被害への対応や各カウンティの政策実施状況等について十分な情報が得られな

かった。そのため本件調査では、表 3-16 の中でも特に 2 における「地方行政による SGBV の予防と

対応に関する体制、実施施策等の詳細」についてさらなる情報収集・分析を行った。主な調査項目は

以下の通りである。 

表 3-17：地方行政に係る情報収集・分析における調査項目（ケニア） 

# 項目 内容 

1 法律・政策  カウンティ独自の SGBV法の整備および準備状況 

 カウンティ独自の SGBV Policy、FGM Policy 等の整備、準備および実施状況 

2 SGBV被害の状況  KDHS や警察の犯罪統計以外のカウンティ、サブカウンティレベルの SGBV被害

状況に係るデータの有無 

3 人員配置  ナショナル・マシーナリーである MPSG による地方行政への人員配置、およびそ

れらのオフィサーによる SGBV の撤廃に向けた業務の内容 

 地方行政内の SGBVの予防と対応に係る人員配置体制、業務の内容 

4 調整  カウンティ・ジェンダーセクター作業部会、カウンティ・テーマ別作業部会等、カ

ウンティレベルの SGBV 関連調整メカニズムの設置状況、活動状況、メンバー構

成等 

 GBVRC、医療機関、学校、警察、NGO、CSO 等、他機関との連携状況 

 SGBV 被害や関連犯罪等を管理するためのデータベース等の整備状況、データの

共有体制 

5 予算  カウンティ独自の SGBV Policy その他 SGBV 関連施策への予算配分 

6 その他  国連機関、世界銀行、二国間援助機関等のドナーからの支援状況 

 COVID-19 感染拡大による SGBV 被害の増加やそれらに対応するための地方行政

による施策の実施状況 

これらの情報を把握するため、MPSG に対するインタビューを実施するだけでなく、SGBV への対

策が一定程度進んでいるカウンティを選定し、現地調査において対象カウンティに訪問し、これらの

情報収集・分析を行うこととした。カウンティの選定に当たっては、JICA ケニア事務所が規定する

渡航可能なカウンティのうち、1) カウンティ独自等の SGBV 法の整備状況、2) カウンティ独自の

SGBV Policy 等の策定状況、3) GBVRC の設置状況、4) パイロット活動の実施状況、5) COVID-19

の感染状況、に鑑み、JICA 担当部署、JICA ケニア事務所との協議を実施した。その結果、カジアド、

メル―、ナイロビの 3 カウンティが対象地域に選定された。 
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 パイロット活動のモニタリングおよびレビュー 

ケニアにおいては、第 1 次調査の調査結果を踏まえ 2021 年 6 月から 2 件のパイロット活動が実施

された。これら 2 件のパイロット活動のモニタリングおよびレビューを実施するため、実施団体の本

部および活動サイトを訪問し、主に以下の手法を通じて情報収集を行った。 

表 3-18：モニタリングおよびレビューの概要（ケニア）217 

手法・対象 調査項目 

【活動視察】 

啓発活動 
啓発活動の手法や内容に関するモニタリングを中心に、それぞれの啓発活動の実施状況を視

察する 

【キー・インフォーマント・インタビュー（KII：Key Informant Interview）】 

実施団体の担当者 活動の進捗状況の確認、実施状況の詳細の把握、成果の発現状況、課題等について確認する 

地域のステークホル

ダー218 

地域の SGBV 課題、リソース、パイロット活動に関する所感、啓発活動以外のニーズ、他団

体・機関との連携状況などについて確認する 

国際機関、CSO等 
同地域で活動中の国際機関や NGO、CSO等があれば、活動内容や活動上の課題、SGBV 被

害への対応状況等について確認する 

啓発活動の対象者 
地域の SGBV 課題、リソース、パイロット活動に関する所感、啓発活動以外のニーズなどに

ついて確認する 

上記の手法を通じて収集した情報を整理、分析し、課題と成果を確認したうえで、必要に応じて実

施団体に対する助言などを行った。またパイロット活動の進捗に併せて引き続きモニタリングを実施

し、今後の SGBV の撤廃に関する支援に向けて、2 件のパイロット活動の実施を通じた教訓・知見を

抽出した。 

 JICAによる協力（案）の検討・提案 

第 1 次調査結果および第 2 次調査で収集した情報と分析結果に基づき、ケニアにおける SGBV 課

題に対する支援ニーズ、有効な支援アプローチを整理・検討するとともに、ケニアに対する日本政府

の支援方針や、JICA 事業の特性や経験、比較優位性、国内・周辺国で活用可能なリソース等も考慮

し、SGBV 被害者の保護や自立・社会復帰、加害者処罰等に向けた新規案件を念頭に支援の方向性や

概要、事業枠組み（案）を本最終報告書において提言した。 

3.2.3. 追加情報収集・分析結果 

 SGBVの撤廃に係るケニア政府の施策219 

北京宣言と北京行動綱領の採択から 25 周年、UN Women 設立から 10 周年を記念して 2021 年 5

月（メキシコシティ）および 7 月（パリ）に開催された「Generation Equality Forum（GEF）」にお

いてケニア政府は「2026 年までにジェンダー平等の推進及びすべての形態の GBV とFGM の撤廃を

達成するためのロードマップ（Kenya’s Roadmap for Advancing Gender Equality and Ending All 

Forms of Gender Based Violence and Female Genital Mutilation by 2026）」を発表した。当該文書

の中で、ケニア政府は SGBV の撤廃を目指して 2026 年までに 12 のアクションを実施していくこと

をコミットしている（GEF コミットメント）。各コミットメントの概要は以下の通りである220。なお、

                                                   

217 2 件のパイロット活動に対してすべての項目を実施するのではなく、調整日程等に鑑みてこれらの手法を組み合わ
せ、かつ対象を絞って実施した。 

218 パイロット活動初期のステークホルダー協議の参加者(行政、警察、司法、医療・教育等関係者、地域リーダー、
宗教リーダー、女性団体関係者など) 

219 第 1 次調査実施時点でのケニアにおける SGBV の撤廃に係る法律、政策、実施体制等は 3.1.2.3 参照。 
220 Republic of Kenya(2021) Generation Equality Forum: Kenya’s Roadmap for Advancing Gender Equality and 

Ending All Forms of Gender Based Violence and Female Genital Mutilation by 2026, P.12~13 



 

   65 

 

各コミットメントの具体的な実施計画はUN Women 等のサポートを受けて策定中となっている。 

【法律および政策】 

1) 2022 年までに SGBV に関する法律と政策の完全な実施を開始する 

2) SGBV の予防と対応に対して 2022 年までに 2,300 万 USD の資金を配分する 

3) 2026年までに国際労働機関（ILO：International Labor Organization）の第190号条約「仕

事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約(2019年採択)」を批准し実施する 

【エビデンスに基づく戦略立案】 

4) 2022 年に公開される KDHS において SGBV モジュールを導入する 

5) GBV-MISを2022年までに開発する 

6) SGBVに関する調査研究やイノベーションに対して2026年まで毎年100万USDを配分する 

【包括的サービスの提供】 

7) 2022 年までに、医療、司法、心理社会的サポートの各サービスを統合して SGBV に係るサ

ービスとして提供する体制を整備する 

8) 2026 年までに Policare221と GBVRC を全 47 カウンティに設立し、ケニア国家警察による

SGBV 事案への対応を拡大する 

9) SGBV の被害者をサポートするための基金を設立する 

10) COVID-19 のパンデミックや人道危機などの危機的状況における SGBV の予防と対応を強

化する 

【調整および連携】 

11) 調整メカニズムを通してNGO や民間企業などとの連携を強化する 

12) 2026 年までのGEF コミットメントの実施に向けて中央政府やカウンティ政府、現在設置さ

れている各種調整メカニズムの代表等を含め、多分野のリーダー層をメンバーとする上位レ

ベルの意思決定の場を立ち上げる 

 ナショナル・マシーナリーの機能と役割 

ケニアにおいて SGBV の予防・対応を含むジェンダー平等の推進を担うナショナル・マシーナリー

は公共サービス・ジェンダー省(MPSG)と国家ジェンダー平等委員会(NGEC：National Gender and 

Equality Commission)の2機関である。本件調査において当該2機関にインタビューを実施し、SGBV

の予防と対応に係る各機関の役割や施策実施状況について調査を行った222。 

1) 公共サービス・ジェンダー省ジェンダー総局、GBVおよび家族保護局 

MPSG のジェンダー総局（SDG：State Department for Gender）は 4 つの局と 4 つの半自治政府

機関を管轄している。局としては 1) GBV および家族保護局、2) ジェンダー主流化およびフィールド

サービス局、3) 社会経済的エンパワーメント局、4) ジェンダーポリシーおよびリサーチ局、の 4 つ

があり、GBV に係る業務は 1)の GBV および家族保護局が担っている。4 つの半自治政府機関とは 1) 

Uwezo 基金、2) 女性企業基金（WEF）、3) 中央政府アファーマティブ・アクション基金（NGAAF：

National Government Affirmative Action Fund）の 3 つの公的基金と、4) 反 FGM 委員会（Anti-

                                                   

221 SGBV の被害者に対して、警察による捜査、司法、医療、心理社会的サポートなどの包括的な支援を提供するワン
ストップセンターで、ケニア国家警察が運営している。 

222 当該 2 機関全体の機能については 3.1.2.2 参照。 
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FGM Board）である。3 つの公的基金は SGBV の被害者に特化してはいないが、いずれも女性を対

象とした基金である（Uwezo 基金は女性の他に若者や障がい者、NGAAF は女性の他に若者、障がい

者、高齢者が対象となっている）。 

GBV および家族保護局は、局長を筆頭に、副局長 1 名、アシスタント局長 2 名、プリンシパル・ジ

ェンダー・オフィサー4 名、ジェンダー・オフィサー3 名、UN コーディネーター1 名の 12 名の職員

が在籍している。また、カウンティに派遣されている職員も含め、MPSG全体には約 200 名の職員が

所属している223。2021 年 9 月現在の MPSG の組織図は図 3-9 の通りである。 

 

図 3-9：MPSG 組織図（2021 年 9 月時点） 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

GBV および家族保護局では SGBV 全般に係る業務を担っており、主に SGBV の予防と対応、FGM

の撤廃（FGM ホットスポットに指定されている 22 のカウンティ、およびエチオピア、ソマリア、ウ

ガンダ、タンザニアとのクロスボーダーによるFGM の撤廃）、GBVRC の設置促進およびシェルター

やワンストップセンター等のガイドラインの整備を通じたサービスの標準化、各種研修の提供などを

行っている。また KNAP の実施・改訂も実施している。 

MPSG では現在、SGBV の撤廃に係る国家政策である「GBV の予防と対応に係る国家政策

（National Policy for Prevention and Response to Gender Based Violence）2014」をUN Women

のサポートを受けて改訂しており、GBV および家族保護局ではこの改訂を 2021 年度の優先課題とし

て設定している224。 

SDG は中央レベルの政策を各カウンティで実施するジェンダー局長（Director of Gender）および

ジェンダー・オフィサー（Gender Officer）を各カウンティに配置している。カウンティジェンダー

局長及びジェンダー・オフィサーの主な役割は以下の通りである。 

                                                   

223 GBVおよび家族保護局へのインタビュー結果に基づく（2021 年 9 月 30 日）。 
224 UN Women Kenya へのインタビューによると、新しい政策案はすでに完成しており、現在は改訂の手続きが進め
られている（UN Women Kenya への聞き取りに基づく（2021 年 10 月 1 日）） 
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 中央政府が定める方針に則って、カウンティ政府がカウンティレベルの SGBV ポリシーを

作成する支援を行う。 

 カウンティ政府と連携して、カウンティレベルの活動の調整を行う（全 47 カウンティにカ

ウンティ・ジェンダーセクター作業部会が設置され、SGBV 関連活動を実施する関係者が調

整メカニズムに参加している。またいくつかのカウンティでは SGBV テーマ別作業部会が

設立され、SGBV の予防と対応について調整が行われている）。 

 各カウンティの CSO 等と連携して、コミュニティ・リーダーや宗教リーダーなどを対象と

した草の根レベルの啓発活動やコミュニティ・ダイアローグを行う。 

 3 つの公的基金の活用促進及び反 FGM 委員会の活動支援を行う。 

 各カウンティ内の取組について、SDG 下のジェンダー主流化およびフィールドサービス局

に報告する。 

カウンティ内の SGBV に関連する行政サービスはカウンティ政府が担っている（カウンティ行政に

おける対応については 3.2.3.3 参照）。SDG により配置された局長およびオフィサーはカウンティ政

府と連携して、SGBV ポリシーの作成や調整、各種プログラムの実施を行っている。SDG には各カウ

ンティからの技術支援の要望が多く届いており、求められれば SGBV の予防・対応やジェンダー主流

化に係る研修も実施している（コロナ下においてはオンラインと対面のハイブリット形式の研修を行

っている）225。 

GBV および家族保護局としては以下の点を課題として認識していることが確認された。 

 47 カウンティのうち 2 つのカウンティではジェンダー・オフィサーが配置されておらず、

カウンティレベルで国家政策を実施していく体制が十分に構築されていない。 

 カウンティ政府からの要望に基づき SGBV に係る研修を実施しているが、人員や費用の不

足から、供給する研修の機会が十分ではない。 

 SGBV の被害者をサポートするためのシェルターが不足している。公的なシェルターは全国

に 7 件、NGO 等が運営しているシェルターは 52 件あり、シェルターを運営する NGO や

CSO と連携して SGBV 被害者の支援に当たる体制を構築することが求められている。 

2) 国家ジェンダー平等委員会（NGEC） 

NGEC はジェンダー平等に関する法律の遵守及び政策の実施を担保することを目的に 2011 年の国

家ジェンダー平等委員会法（National Gender and Equality Commission Act）に基づいて設置され

た機関である226。女性だけでなく、若者、障がい者、高齢者等の脆弱な人々に対する差別などあらゆ

る差別を監視の対象としている。 

SGBV 関連業務として現在 NGEC は GBV-MIS の開発を実施している。SGBV 関連データについ

ては、現状では各医療施設が提供するデータを監理しているHMIS、警察の犯罪統計などのデータが

あるのみで、これらが統合的に管理されていない。またほとんどのデータが性的暴力に関するものと

なっており、身体的暴力、IPV、DV などの数値はデータに残されないため、SGBV の被害の現状を

把握するのが困難な状況となっている。GBV-MISは国連が人道支援における SGBV のデータ管理の

ために開発したツールであり、NGEC ではこのシステムをケニア全体の SGBV のデータ管理に活用

                                                   

225 研修教材としては以下の文書が使用されている。 

https://www.genderinkenya.org/wp-content/uploads/2019/11/GBV-Resource-Pack-13-Sept-w-3mm-bleed.pdf 
226 NGEC の組織図は 3.1.2.2 参照。 
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するための開発を進めている。現在は、性的暴力だけでなく、FGM や児童婚、IPV などあらゆる形

態の SGBV のデータ収集・管理のためのフレームワークと指標のレビューを行っており、2021 年 12

月にはシステムの構築を終えたいとしている227。GBV-MIS の運用が始まれば、データの入力は関係

機関のみが対応するが、データそのものは一般に公開されることが想定されている。包括的なデータ

を統合されたシステムで提供することで、ケニア全体の SGBV の現状を知るために誰でもデータにア

クセスすることができるようになることが期待されている。 

システムの運用、データ入力については適宜研修を実施して、関係機関の適切な利用を担保する（す

でに一部の研修は実施されている）。具体的には、警察、検察、裁判官、保健省（医療施設）などの担

当者を対象に研修を実施予定である。システム運用開始後は、それぞれの機関でカウンティレベル、

サブカウンティレベルの情報を取りまとめたうえで、定期的に入力していくことが想定されている。 

GBV-MIS の構築及び運用について、NGEC では以下の課題が認識されている。 

 NGEC 内で本システム構築のための人員が十分に確保できておらず、GBV-MIS の運用開始

が大幅に遅れている。以前は UN Women から技術支援を受けていたが現在は UN Women

からの支援はなく、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から支援を受けた NGO の Equality 

Now から小規模な支援を受けている。開発の状況については各種調整メカニズムにおいて

定期的に報告している。 

 今後運用が始まれば、運用・維持管理費、更新費用、継続的な研修の実施費用など様々な費

用が必要となることが想定される。SGBV の撤廃、特に FGM の撤廃については大統領のコ

ミットメントのもと、中央政府としても重要課題と認識して取り組んでおり、財務省および

SGBV の撤廃に係る支援を実施している開発援助機関に引き続き必要な予算措置への支援

を依頼していく。 

 カウンティ政府とカウンティにおける中央政府の機能 

各カウンティにおいては、カウンティ政府と中央政府のカウンティレベルの機能が存在し、それぞ

れが独立した機能を有しつつ、連携しながら対応に当たっている。本項では SGBV の予防と対応に関

連するカウンティ政府と中央政府の機能について以下に述べる。 

1) カウンティ政府 

カウンティ政府は、カウンティレベルの議会であるカウンティ議会（County Assembly）と、行政

を担うカウンティ行政（County Executive）から構成されている。カウンティ議会の議員（MCA: 

Member of County Assembly）およびカウンティ行政のトップであるカウンティ知事（County 

Governor）は 5 年に 1 度の総選挙で選ばれる。カウンティ副知事（Deputy County Governor）とカ

ウンティ執行委員会（CEC: County Executive Committee）の委員（CECM：County Executive 

Committee Member、County Minister とも呼ばれる）は選挙後にカウンティ知事によって選任され

る。CEC はカウンティにおける法の執行やカウンティ行政の各局の機能の管理、調整を担う。それぞ

れの CECM に 2~3 の担当分野（保健、教育、農業など）が割り振られており、各カウンティにジェ

ンダーを担当するCECM が存在する。CECM の下には各局の財務面での管理を担うカウンティ・チ

ーフ・オフィサーが配置されている。各局には局長およびオフィサーが配置され、それぞれの担当分

                                                   

227 NGEC へのインタビュー結果に基づく（2021 年 9 月 24 日）。 
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野の技術面での責任を担っている。ジェンダーについては他の分野と併せて一つの局を構成している

場合が多い。 

カウンティ政府の構造は図 3-10 の通りとなっている。 

 

図 3-10：カウンティ行政の組織図 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

2) カウンティにおける中央政府の機能 

内務省から各カウンティに配置されているカウンティ長官（County Commissioner）等は中央政府

の機能の執行をカウンティレベルで担っている。カウンティ長官は安全管理、中央政府によるサービ

スの提供、中央省庁との調整、中央政府による各種プログラムの実施などを担っている228。 

コミュニティレベルでは中央政府の調整機能の一部としてチーフおよびアシスタント・チーフが配

置され、コミュニティ内の様々な課題や紛争の解決、ケースマネジメントなどを行う役割を担ってい

る（チーフ、アシスタント・チーフは当該コミュニティの出身者の中から選任される）。内務省以外の

省庁からは局長とオフィサーが各カウンティに配置され、中央省庁との連絡調整や、中央政府による

サービス提供の実施、関連する活動の機関間の調整などを担っている。SDG はカウンティ・ジェンダ

ー局長（カウンティ政府にも同じ名称の局長がいる）とジェンダー・オフィサーを配置している。 

カウンティにおける中央政府の機能は図 3-11 の通りとなっている。 

                                                   

228 http://kenyalaw.org/kenya_gazette/gazette/volume/ODQ-/Vol.CXIV-No.40/, 2021 年 9 月 25 日閲覧 



 

   70 

 

 

図 3-11：カウンティにおける中央政府の機能に係る組織図 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

3) 訪問先カウンティにおける SGBVの撤廃に係る取組と課題 

現地調査において訪問したカジアド、メル―、ナイロビの各カウンティにおける行政による SGBV

の撤廃に係る対応の現状と課題について以下に述べる。 

A. カジアド・カウンティ 

カジアド・カウンティにおける行政による SGBV に係る対応の概要は表 3-19 の通りである。 

表 3-19：カジアド・カウンティにおける行政による対応の概要 

項目 内容 

中央政府(SDG) カウンティ・ジェンダー局長とジェンダー・オフィサーが配置され、カウンティ政府側のジェ

ンダー担当者と連携して活動を行っている。 

カウンティ政府 ジェンダー担当行政官は Department of Gender, Social Services, Culture & Tourism のジェ

ンダー局長である。 

GBV ポリシー 「カジアド・ジェンダー主流化政策（Gender Mainstreaming Policy in Kajiado）」(2020) 

「カジアド・カウンティ反 FGM 政策（Anti-FGM Policy）」 (2019) 

カジアド・カウンティでは SGBV はジェンダー主流化政策における中心的な課題の一つとし

て位置付けられており、独立した SGBV Policyはない 

調整メカニズム カウンティ・ジェンダーセクター作業部会 

GBV テーマ別作業部会 

反 FGM 委員会 

GBVRC229 現在カジアド・カウンティ・リファーラル病院内に建設中。ただしカウンティ政府からの予算

割り当てはなく、NGO の The Collaborative Centre for Gender and Development (CCGD) 

が自己資金で建設を行っている。また運営開始後の医療スタッフはカウンティ保健局が雇用す

るカウンティ・リファーラル病院スタッフが兼任する。 

                                                   

229 Gender Based Violence Recovery Centre（GBVRC）は SDG が各カウンティに設置を推奨している SGBV被害
者の支援施設。通常はカウンティ・リファーラル病院内に設置される。 
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項目 内容 

SGBV の撤廃に係

る行政の取組 

SGBVの予防のための啓発、通報を増やすためのコミュニティ・レベルの能力強化やトレーニ

ング、NGOや CSOと連携した女性の経済的エンパワーメントなど、カウンティ政府で実施し

ているプログラムは多岐にわたっている。 

カジアド・カウンティ反 FGM 政策では、カウンティ、サブカウンティ、ワードレベルでそれ

ぞれ反 FGM 委員会を組織することが義務付けられており、すでにカウンティレベルと全 5 サ

ブカウンティレベルで反 FGM 委員会が立ち上げられた。各委員会は FGM の撤廃を目指し、

啓発活動、コミュニティ・ダイアローグ、コミュニティ・リーダーや宗教リーダーへの啓発、

サービスマッピング、関係者の調整などを行っている。 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

カウンティ政府の関係者へのインタビューを通して以下の点において課題が確認された。 

a) SGBV 被害者へのサポート 

 カジアド・カウンティにはカウンティ政府が運営するレスキューセンターやシェルターがな

く、一部の NGO や CSO が運営する施設があるにとどまっている。SGBV の被害件数に比

較して、被害者を適切に保護する施設が不足している。GBVRC についてもカジアド・カウ

ンティでは予算が割り当てられていないため、現在は NGO が設置を進めている。 

 SGBV の被害を受けた女性は適切な心理カウンセリングなどを受けることにより社会復帰

に近づくことができるが、このようなサービスは現状では十分に提供されていない。 

 脆弱な立場に置かれている女性、特にカジアドの都市部における性産業従事者の女性たちへ

の支援が必要である。性産業従事者の女性の中には SGBV の被害者であった女性や現在被

害に遭っている女性が少なくない。これらの社会的、経済的に脆弱な女性たちに対して、ス

キル研修や生計向上支援などを通したエンパワーメントを行いたいが、現状では支援を実施

できていない。 

b) 行政のキャパシティ 

 ジェンダー局だけでなく、カウンティ政府の関連機関（保健、教育など）へのSGBVに関連

した研修などを実施したいと考えているが、予算や人員の関係から実施できていない。過去

にケニア赤十字がカジアド・カウンティ政府のオフィサー等の能力強化に係る研修等を実施

していたが、現在は国際機関や海外のドナー等による直接的な支援は受けていない。また、

調整メカニズムを通したステークホルダーへの研修や、コミュニティ・リーダーや宗教リー

ダー、コミュニティレベルでの紛争解決を担うチーフやアシスタント・チーフに対して、地

域のリソースやリファーラル手順に関する研修も必要とされている。各コミュニティで啓発

活動を担う人材として協力者（「チャンピオン」と呼ばれる）を育てる活動も必要である（一

部のCSO等が実施している）。また、FGMや児童婚のリスクにさらされている子どもを特定

し、保護するために、教員の能力強化を行うことも求められている。 

c) FGMの撤廃 

 カジアド・カウンティはタンザニアとの国境に接しており、一部のマサイ族のコミュニティ

ではタンザニアに行って FGM を受けるケースがある（国境地帯にはフェンスなどはなく、

簡単に国境を越えられる）。タンザニアでは FGM の施術者を罰する法律がないため、国境を

行き来して実施される FGM 被害の実態が見えにくくなっている。 

B. メル―・カウンティ 

メル―・カウンティにおける行政による SGBV に係る対応の概要は表 3-20 の通りである。 
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表 3-20：メル―・カウンティにおける行政による対応の概要 

項目 内容 

中央政府(SDG) カウンティ・ジェンダー局長は配置されているが、ジェンダー・オフィサーは配置されていな

い。カウンティ政府側のジェンダー担当者と連携して活動を行っている。 

カウンティ政府 ジェンダー担当行政官は Department of Education, Technology, Gender & Social 

Developmentのジェンダー局長である。 

GBV ポリシー 「メル―・カウンティ SGBV 政策（Meru County Policy on Sexual and Gender Based 

Violence）」（2019）230 

調整メカニズム カウンティ・ジェンダーセクター作業部会 

反 FGM 常任委員会 

SGBVテーマ別作業部会はまだ設立されていない。 

GBVRC 現在メル―・カウンティ・リファーラル病院内に SGBV 被害者の受付用の部屋が設置されて

いる。カウンティ政府からの予算の割り当てはなく、GBVRC として機能させるための器具や

設備は整っていない。また医療スタッフはカウンティ保健局が雇用するカウンティ・リファー

ラル病院スタッフが兼任している。 

SGBV の撤廃に係

る取組 

「メル―・カウンティ SGBV 政策」の実施のほか、カウンティ知事とその配偶者が主導するエ

ンパワーメント事業も実施されている。第 1 フェーズは 2019 年 12 月から始まり、女性に対

して小規模ビジネスのためのシードキャピタル（Seed Capital、新しいビジネスを始めるため

の資金）の融資を行った（合計で 400 万 Khs）。2020 年からCOVID-19 によって経済的に打

撃を受けた女性が増加したため、それらの影響に対応するため現在は第 2 フェーズを実施して

いる（合計で 2,500 万Khs）。 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

メル―・カウンティ政府および中央政府側の関係者へのインタビューを通して以下の点において課

題が確認された。 

a) SGBV 被害者へのサポート 

 SGBV の予防と対応に当たっては女性の経済的エンパワーメントが欠かせないが、生計向上

手段として小規模ビジネス等を始めるにあたり、より多くのトレーニングの機会（会計、ビ

ジネス管理、人材管理、マーケティングなど）が必要とされている。 

 SGBV の被害者を保護、サポートするためのインフラが不足している。メル―にはまだ

GBVRC が設置されておらず（カウンティ・リファーラル病院内に 1 室が設けられているだ

けの状態）、また公的なシェルターも存在していない。 

 メル―・カウンティはケニアで2番目に10代の妊娠の件数が高いカウンティとなっている。

特に COVID-19 による影響が大きく、2020 年は 1 年間で 14,000 人以上の 10 代の少女が妊

娠したと報告された。若年妊娠を予防するため、学校での啓発を促進している。妊娠・出産

した少女が学校へ戻れることが理想的であるが、新生児・乳幼児のケアに係るサービスや女

児に対して十分なサポート体制が欠如している。また、経済的な支援も不足するなど、出産

を経験した少女が学校へ戻るには様々な課題がある。現状では 10 代で妊娠した少女たちに

対するカウンティ政府からの支援は特に行われていない。 

b) SGBV の撤廃に係る政治的リーダーシップ 

 カウンティ行政内で SGBV の撤廃をより効果的に実施していくためには政治的なリーダー

シップの強化が必要である。本カウンティでは、カウンティ知事は SGBV の撤廃に積極的で

                                                   

230 The County Government fo Meru “ Meru Meru County Policy on Sexual and Gender Based Violence” 2019 
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あるものの、各種予算やポリシーを承認する立場であるカウンティ議会の議員に女性が少な

いこともあり、SGBV の撤廃に向けた取り組み強化が進まないのが課題となっている（現在

のメル―・カウンティ議会では 48 名中女性議員は 1 名のみである）。これまでにもカウンテ

ィ政府のオフィサーや地域のリソース（チーフ、アシスタントチーフ、各種ボランティア等）

に対する SGBV の予防と対応のための研修の実施が計画されていたが、当該予算案がカウ

ンティ議会に承認されなかったため実現しなかった231。 

c) 行政のキャパシティ 

 現在メル―・カウンティではジェンダー・オフィサーが配置されておらず、SGBV の予防と

対応を含むジェンダー主流化に係る人員が不足している。現在の人員体制ではコミュニティ

レベルでの活動などを実施するのは困難であるため、内務省が配置するカウンティ長官を通

して各地域のチーフ、アシスタント・チーフ、村長老、ニュンバ・クミ等と連携して SGBV

の予防と対応を行っている。 

d) FGM の撤廃 

 メル―・カウンティではFGM が引き続き高い割合で実施されている。特に男性の間で「女

性は FGM を受けるのが普通である」、「FGM を受けている女性と結婚したい」という認識

が根強く、FGM の撤廃には男性側の意識変容や行動変容を促すことが求められる。そのた

めには男性を FGM 撤廃における中心的なアクターに据えることが重要であり、男性を対象

とした啓発活動の必要性が高まっている。 

C. ナイロビ・シティ・カウンティ 

ナイロビ・シティ・カウンティにおける行政による SGBV に係る対応の概要は表 3-21 の通りであ

る。 

表 3-21：ナイロビ・シティ・カウンティにおける行政による対応の概要 

項目 内容 

中央政府(SDG) カウンティ・ジェンダー局長とジェンダー・オフィサーが配置され、カウンティ政府側のジェ

ンダー担当者と連携して活動を行っている。 

カウンティ政府 ジェンダー担当行政官は Department of Education, Youth and Social Services のジェンダー

および公共サービス局長である。 

GBV ポリシー 「ナイロビ・シティ・カウンティ SGBV 管理・規制法（The Nairobi City County Sexual and 

Gender Based Management and Control Bill）」（2019） 

調整メカニズム カウンティ・ジェンダーセクター作業部会 

GBV テーマ別作業部会 

その他 3 テーマ別作業部会（3.2.3.3 の 4）参照） 

GBVRC ナイロビ・シティ・カウンティでは GBVRC ではなく「トゥマイニ・クリニック（Tumaini 

Clinic）」という呼称となっている。トゥマイニ・クリニックは現在ナイロビ・シティ・カウ

ンティが運営するレベル 4 の病院 2 軒およびレベル 3 の病院 2軒に設置されており、レベル 5

の病院に 1 軒建設中となっている（所管はカウンティ政府の保健局。運営に当たっては国際機

関やドナーの支援を受けている）232。 

SGBV の撤廃に係

る取組 

現在 SGBV被害者のための公的シェルター2 軒が建設中となっている。 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

                                                   

231 メル―カウンティ政府関係者への聞き取りに基づく（2021 年 9 月 27 日）。 
232 ケニアにおける医療施設のレベルについては 3.1.2.3 参照。 
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ナイロビ・シティ・カウンティ政府および中央政府側の関係者へのインタビューを通して以下の点

において課題が確認された。 

a). SGBV 被害者へのサポート 

 ナイロビ・シティ・カウンティでは SGBV の被害者のためのセーフハウスやシェルターが不

足しており、公的なシェルターが 2 軒建設中となっているものの、現状では NGO が運営す

るシェルター2 軒とその他小規模なシェルターがいくつか存在するのみである。シェルター

の設置・運営には多くの人員や物資の調達が必要となり、スタッフの配置、食糧の確保、入

居者の安全確保、生活物資の供給、教育機会の提供など様々な面で中長期的な資金調達や運

営計画が必要となる。また、男性／男児・少年、性的マイノリティのためのシェルターや、

障がいのある人が利用しやすいように作られたシェルターなどはなく、被害者のニーズの多

様性に対応できる施設がないことも課題となっている。 

 被害者中心アプローチという観点からも、被害者のニーズに合わせた自立・社会復帰支援が

強く求められている中で、被害者が保護された後に自立・社会復帰のための準備をする施設

である「Half Way Home」もナイロビ・シティ・カウンティには設置されておらず、被害者

の自立・社会復帰のための支援が不足している。シェルター施設の調整機能として、ケニア

全国の 51 のシェルター運営者が集まるシェルターネットワーク233があり、シェルター運営

者だけでなく警察や科学研究所（Government Chemist）234なども参加して調整会議が実施

されているが、同ネットワークはまだ発足したばかりということもあり、膨大なニーズに対

する連携や調整が十分に行われていない。 

 SGBV 被害者の司法へのアクセスをサポートする団体が少ないことも課題となっている。ケ

ニアでは刑事事件の裁判は 6 カ月以内に終わらせることが望ましいとされているが、中には

6 年に及ぶ裁判もあり、被害者が裁判を続られるよう、経済的支援、精神的支援など様々な

面でのサポートが必要とされている。 

b). 行政のキャパシティ 

 草の根レベルでは約 5~60 名のディベロプメント・オフィサー（カウンティ政府の職員）や

ボランティアである CHW、ソーシャルワーカー（病院ベースが約 50 名、コミュニティベー

スが約 30 名）などが SGBV 被害者の対応やフォローアップ活動などを行っているが、カウ

ンティ全体をカバーするには人員が不足している。またソーシャルワーカーやボランティア

たちは本来ケースマネジメントを行うことが期待されているが、被害の件数に対して人員や

スキルが足りておらず、個々のケースに対応することができていない。そのような中で、被

害者中心アプローチも十分に遵守されていない。 

c). 連携、調整、データマネジメント 

 調整、連携のためのデータマネジメントが不足している。現在 NGEC が主導して GBV-MIS

の開発が進められているが、現場で必要とされているのは単に SGBV 被害の発生件数を記

録するためのデータベースだけではなく、「ダッシュボード」のような形でニーズとリソース

をマッチさせて被害者にサポートを提供しやすくなるようなツールである。 

                                                   

233 2020 年に発足。NGO の Centre for Domestic Training and Development（CDTD）が主導している 
234 性的暴力などの事案について、科学捜査、DNA の検査やその体制構築などを行っている公的機関。 
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 カウンティレベルでは様々な調整メカニズムが存在しているが、各アクター間の効果的な

“Collaboration”はできていない。SGBV の予防と対応に係るリソースは限られているため、

今後はそれぞれの団体が個別に活動するのではなく、”Collaboration“を通して援助団体全体

として優先順位を決めて方向性や方針を取りまとめていく必要がある。 

4) 調整メカニズム 

ケニアにおいては、SGBV の撤廃を含むジェンダー関連課題について、中央政府レベル、中央政府

‐カウンティ政府間、カウンティレベルでそれぞれ調整メカニズムが構築されている。各レベルにお

ける調整メカニズムの詳細を以下に述べる。 

A. 中央政府レベルでの調整 

中央レベルでの調整機能としては「ジェンダーセクター作業部会（Gender Sector Working Group）」

が設立されており、MPSG のキャビネット・セクレタリー（Cabinet Secretary）とジェンダーの分野

で支援を行っている開発援助機関が共同議長を務めている。開発援助機関側の議長は毎年交代し、昨

年度はカナダ大使館、今年度はEU が務めている。共同議長が揃って開催されるジェンダーセクター

作業部会は年 2 回だが、開発援助機関側は独自で定期的にミーティングを開催し、適宜情報交換や支

援の調整を行っている（今年度の議長は EU、共同議長は USAID で、月に 1 回ミーティングを開催

している）。 

中央レベルのジェンダーセクター作業部会の下に 1) 女性のリーダーシップおよび意思決定

（Women in Leadership and Decision Making、主に女性の政治参加を推進している）、2)．ジェンダ

ーに基づく暴力、3)．社会経済的エンパワーメントおよび金融包摂（Socio-Economic Empowerment 

and Financial Inclusion）、4)．平和構築と紛争解決における女性の参加（Women in Peace Building 

and Conflict Resolution）、の 4 つのテーマ別作業部会が設置されており、それぞれの作業部会で主に

NGO が議長を務めている。SGBV は「ジェンダーに基づく暴力作業部会」で取り扱われ、会議は年

に 4 回開催されている。 

 

図 3-12：中央政府レベルの調整メカニズム（ケニア） 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

B. 中央政府-カウンティ政府間の調整メカニズム 

ジェンダーに関して中央政府とカウンティ政府の間の調整を行う会議体として「政府間ジェンダー

フォーラム（Inter-Governmental Forum on Gender）」と「共同ジェンダー常任委員会（Joint Gender 

ジェンダーセクター作業部会 

議長：Cabinet Secretary _ 公共サービス・ジェンダー省 
共同議長：開発援助団体代表 (毎年交代する。現在は EU。) 
開催頻度：年に 2 回 

テーマ別作業部会 

1. 女性のリーダーシップおよび意思決定 
2. ジェンダーに基づく暴力 

議長: Collaborative Centre for Gender and Development (CCGD) 
共同議長: Gender Violence Recovery Centre (GVRC) 
開催頻度：月に 1 度 

3. 社会経済的エンパワーメントおよび金融包摂 
4. 平和構築と紛争解決における女性の参加 
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Steering Committee）」が設置されている。いずれも中央政府の代表者とカウンティ政府の代表者が

共同で議長を務め、機関間の調整や中央政府の方針の伝達、情報共有等が行われている。 

 

図 3-13：ケニア中央政府-カウンティ政府間の調整メカニズム（政府間協議フレームワーク） 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

C. カウンティレベルの調整メカニズム 

カウンティレベルの調整メカニズムとして「カウンティ・ジェンダーセクター作業部会（County 

Gender Sector Working Group）」が全 47 カウンティに設立され、中央政府側の代表者としてカウン

ティ長官、カウンティ政府の代表者としてCECM（ジェンダー）が共同議長を務めている。カウンテ

ィ・ジェンダーセクター作業部会には当該カウンティで活動している国際機関やドナー、NGO、CSO

などが参加している。また、中央政府レベルと同様に、カウンティ・ジェンダーセクター作業部会の

下に 4 つのカウンティ・テーマ別作業部会（County Thematic Sectoral Group）が設置されることと

なっているが、現状ではすべてのテーマ別作業部会が設置されているカウンティは限定的であり、各

カウンティで設置準備を進めている段階となっている。 

 

図 3-14：カウンティレベルの調整メカニズム（ケニア） 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

3.2.4. パイロット活動のモニタリング 

ケニアで実施されている 2件のパイロット活動のモニタリング結果およびそこから得られる教訓等

について以下に述べる。 

 FGM啓発活動（カジアド・カウンティ） 

本パイロット活動は、カジアド・カウンティで行われている FGM の撤廃を目指して、参加型ワー

クショップ、コミュニティ・ダイアローグ（対話）、ガールズ・フォーラム等を通じて啓発活動を実施

政府間ジェンダーフォーラム 
メンバー：Cabinet Secretary _ MPSG, 知事会(CoG)代表, 47 カウンティの

CECM, カウンティ・ジェンダー局長 (中央政府)など 

開催頻度：年に 1 回 

共同ジェンダー常任委員会 

議長：Cabinet Secretary _ MPSG （または Principle Secretary） 
議長：知事会(CoG)代表 (または CECM(ジェンダー)代表) 
開催頻度：年に 2 回 

カウンティ・ジェンダーセクター作業部会 

議長：カウンティ長官 
共同議長：カウンティ執行委員会委員（ジェンダー） 
開催頻度：年に 4 回 

カウンティ・テーマ別作業部会 

1. 女性のリーダーシップおよび意思決定 
2. ジェンダーに基づく暴力 
3. 社会経済的エンパワーメントおよび金融包摂 
4. 平和構築と紛争解決における女性の参加 

4 つの作業部会の設立が推奨されているが、現時点で全て設立されているカウンティは限定的である。 
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し、コミュニティに根差した啓発活動がどのように参加者の意識変容および行動変容につながるかを

検証するものである。 

表 3-22：パイロット活動の概要（ケニア）1 

実施内容 対象地域において FGM の撤廃に係る啓発活動を実施し、その有効性を検証する。 

 コミュニティ・ダイアローグ 

（男性/女性、若い世代の男性／女性、男児・少年／女児・少女、FGM 被害者、

元 FGM 施術者など） 

 コミュニティ・リーダー、宗教リーダーとの協議 

 コミュニティとのパートナーシップの構築 

実施期間 2021 年 7 月～12 月（6 カ月間） 

対象地域 カジアド・カウンティ 

1) 活動サイト 

カジアド・カウンティはマサイ族の住民が多く、訪問した活動サイトのマルバ（カジアド・セント

ラル・サブカウンティ）もマサイ族のコミュニティである。マサイ族はマサイ語を話し、高齢の世代

では公用語のスワヒリ語や英語を話せない人も多く、本啓発活動もマサイ語で実施された。同サイト

では約 2 週間前に現地NGO である I’laramatak Community Concern（ICC）による啓発セッション

が実施されており、近隣の公立学校であるマルバ初等学校の校長と教員が保護者との対話などを重ね、

啓発活動の効果が継続するようフォローを続けてきた。視察日はそのフォローアップセッションとし

てマルバのアシスタント・チーフと ICC のスタッフ 2 名（いずれもマサイ族）によって約 4 時間の啓

発活動が実施された。マルバはカジアド・カウンティの中心地から離れた地域にありアクセスが良く

ないため、ICC 以外の啓発活動は現時点で実施されておらず、依然として FGM の被害が非常に多い

状況となっている。またマルバはキリスト教徒のコミュニティであり、啓発活動もキリスト教（カト

リック）の教会の敷地内で実施された。 

2) 啓発活動の内容 

参加者は初等学校に通う子どもの保護者の世代を中心に男女 50 名ほどであった（啓発セッション

が進むにつれて、同じコミュニティの若い母親（FGM を受けてから 18 歳未満で結婚し、幼い子ども

がいる母親）も 10 名ほど集まり、セッションを聞いていた）。参加者の中にはコミュニティ・リーダ

ーも含まれていた。 

マサイ族のコミュニティでは FGM を受けていることが「貞淑な女性」であることを示すと認識さ

れており、男性は結婚相手として FGM を受けた女性を好む傾向にある。そのため、結婚できないこ

とやスティグマを恐れて女児/少女が自らFGM を受けることを希望するケースも多い。啓発セッショ

ンでは、FGM を受けていることと貞淑であることには関連性がないことを説明し、男性が結婚相手

に FGM を求めることをやめることの必要性が説かれた。啓発セッションで特に強調されていたのは、

FGM の背景には貧困が大きな要因の一つとして存在しているという点、FGM を受けるということが

女性に身体的・心理的に多大なダメージを与えるだけでなく、FGM が女性にとって中長期的な経済

的・社会的困難の始まりになりうるという点であった。FGM を受けた少女はその後学校を中退し児

童婚を強要され（見返りとして両親はダウリーを受け取る）、10 代の妊娠・出産を経験するというケ

ースが多い。被害女性は教育を十分に受けていないため仕事を始めることも難しく、貧困に苦しむ中

でまたその子どもに FGM を受けさせ児童婚を強要するというサイクルが続くこととなる（図 3-15

参照）。また、生計向上手段を持たない寡婦やシングルマザーの女性等も収入を得るためにFGM の施
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術者となることが多い。このサイクルを断ち切る

ことの重要性が何度も説明され、「女児/少女が

FGM を受けず児童婚をしない」ことがすなわち

「教育を継続できる」ことにつながり、女児/少女

自身のエンパワーメントだけでなく、貧困を克服

するための世帯、コミュニティ全体の長期的な発

展にもつながるということが説明された。また、

マサイ族のコミュニティでは男性世帯主の意見が

常に尊重される傾向にあるため、FGM についても

男性に対する啓発が重視されている。男性がまず

FGM に「No」と言えば女性も「No」という声を

挙げることができるようになるということが繰り

返し述べられた。マルバのマサイ族はキリスト教

徒であるため、宗教的な側面からの啓発も行われ

た。「聖書には女児/少女に FGM を受けさせるべ

きなどとは書いていない」「イエス・キリストをは

じめ誰も FGM を支持していないのになぜ今もFGM が続いているのか？」などの説明がなされた。 

ファシリテーターたちからの啓発が終わった後、参加者約 10 名が一人一人自身の考えを述べ、「啓

発活動を聞いて、FGM がいかに女児/少女に悪影響を及ぼすかをよく理解した。自分の娘には FGM

を受けさせないと決めた（男性参加者）」「娘から『FGM を受けたい』と言われたが、先日の啓発セッ

ションを受けて FGM のリスクを知り、娘には FGM を受けさせたくないと改めて思った（女性参加

者）」などの声が聞かれた。 

3) パイロット活動のモニタリングから得られる教訓 

現地調査におけるパイロット活動のモニタリングを通じて以下の点に関する重要性が確認された。 

 コミュニティにおけるコンテクストの理解 

ケニアでは FGM が実施されているカウンティが多いが、部族によってその背景は様々である。

FGM を実施している部族は多いが、それぞれの文化的背景や信仰する宗教などが異なるため、

有効性の高い啓発活動を実施するためには、コミュニティにおけるコンテクストを理解し、それ

に応じたアプローチを考える必要がある。例えば、キリスト教徒の部族とイスラム教徒の部族で

は、FGM を正当化する言説や FGM を実施する理由として語られる論理は異なっており、また

同じ宗教的背景を有していても、コミュニティによって「貞淑さの証明」、「大人になるための通

過儀礼」、「結婚させるための前提条件」など、FGM を重視する理由やその実施目的も異なる。

CSO等が啓発活動を実施する際には、開始する前に必ずアセスメントを行い、どのタイプのFGM

が実施されているのかを最初に確認し235、その後コミュニティにおけるジェンダー規範やコンテ

クストを確認しアプローチを検討することが重要と考えられている。この観点から、本パイロッ

ト活動におけるマサイのコミュニティでの啓発活動では、女児/少女の教育の重要性に焦点を当て

ている。 

                                                   

235 FGM は WHOの定義で 4 つのタイプに大別されている。3.1.1.3 参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-15：貧困を背景とした様々な SGBV 被害

の連鎖 

出所：啓発セッションの内容に基づき筆者作成 
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 信頼関係の構築 

ファシリテーターがコンテクストを理解するのと同じく啓発活動において重要であると考えら

れていることはコミュニティとの信頼関係を築くことである。信頼関係がなければどれほど啓発

を行っても行動変容には至らない。信頼関係を築くためにファシリテーターが留意している点は、

啓発において真実ではないことを言わないということである（「FGM を受けると必ず死ぬ」など）。

真実ではないことを言うと参加者は活動団体を信用しなくなってしまう。また同じく信頼関係を

築くためには、なるべく対象コミュニティの出身者をチャンピオンとして育成して啓発を行うこ

とが望ましい。マサイ族のコミュニティであっても、マサイ語を話せるだけで十分ということは

なく、別のマサイ族のコミュニティから来たファシリテーターが信頼関係を築くのは容易ではな

い。 

 コミュニティ内の継続的フォローアップ 

NGO や CSOによる啓発セッションの後、効果を持続させるためには継続的なコミュニティ・ダ

イアローグやフォローアップが不可欠である。同じ団体が定期的に啓発に訪れることは必ずしも

現実的ではないため、上述の通り、対象コミュニティ内にチャンピオンを育成したり、地域のリ

ソースパーソン（マルバの場合は初等学校の校長やアシスタント・チーフ）などの協力を得て、

住民自身で継続的にフォローしていく体制を構築することが肝要である。 

 SGBV啓発活動（メル―・カウンティ） 

本パイロット活動は、サンブル、ナイロビ、ニエリ、キシイ、ブシア、メル―、キリフィの各カウ

ンティで、参加型コンサルテーションを通して各地域に特有の SGBV 課題を特定し、啓発活動や小規

模生計向上支援等を通してそれぞれの課題に対して効果的な予防と対応に係るアプローチを検証する

ものである。本件調査では、7 つの対象カウンティのうち、地方行政の対応に係る情報収集と併せて

メル―・カウンティを訪問し、メル―・カウンティにおける活動のモニタリングを実施した。 

表 3-23：パイロット活動の概要（ケニア）2 

実施内容 各対象地域において主要な SGBV 課題を特定し、それらに対応するための啓発活

動、小規模生計向上支援などを行い、その有効性を検証する（各カウンティに特有の

SGBV 課題に対応した内容とするため、実施される啓発および支援内容はカウンティ

によって異なる）。 

メル―で実施されている活動は以下の通りである。 

 コミュニティリーダーに対する啓発キャンペーン 

 FGM 施術者等に対する啓発活動 

 地域のステークホルダーの能力強化 

 男性チャンピオンの育成を目的とした啓発活動 

 小規模生計向上活動 

実施期間 2021 年 6 月～11 月（6 カ月間） 

対象地域 7 カウンティ(サンブル、ナイロビ、ニエリ、キシイ、ブシア、メル―、キリフィ) 

1) 活動サイト 

メル―・カウンティは主にメル―族が居住しており、メル―語が使用されているが、多くの人がス

ワヒリ語を話す（若い世代は英語も話せる）ため、啓発活動もスワヒリ語で実施された。メル―族の

コミュニティでは現在もFGM が実施されている。またメル―・カウンティはケニアで 2 番目に 10 代

の妊娠が多いカウンティとなっており、ディファイルメント、金銭や物資と引き換えにした性交渉（コ
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マーシャル・セックス）、および FGM や 10 代の妊娠による少女の学校中退が大きな社会課題となっ

ている236。 

2) 啓発活動の内容 

メル―・カウンティでは複数の異なる種類のパイロット活動が実施されており、視察を行ったのは、

30 名ほどのメンバーからなる自助グループを対象とした活動である。メンバーの大半が女性（寡婦、

シングルマザー、SGBV 被害者など）だが、男性メンバーも在籍している。当該グループはケニアで

“チャマ（Chama）”と呼ばれる SACCOs を運営するためのグループで、メンバー全員が決まった額

の供託金を預け、それらの貯蓄を団体として運用し、1 年につき一定程度の配当を得るという仕組み

でチャマを運営している。本パイロット活動では、このグループに対して啓発活動及び経済的サポー

トの一環として家庭菜園を運営する支援を行っている。グループメンバーに対して SGBV の啓発活動

を実施すると同時に、野菜栽培用のネット（筒状のネットで、土を入れて立てた状態で側面の穴や上

部に苗を植えることで、狭い土地や少ない水で効率的に野菜の栽培ができる）、苗、小規模な貯水タン

クを配布して家庭菜園を作る支援を行う。栽培した野菜は販売したり家庭内で消費したりすることで、

収入創出に貢献することが期待される。まもなく雨季に入るため、今から栽培を始めれば長期的な収

穫が見込める。これらの活動の目的は以下の通りである。 

 寡婦、シングルマザー、SGBV 被害者等のメンバーが補助的な収入を得ることにより、経済的な

自立に向けての基盤を整え、SGBV のリスク（特に DV、IPV）を低減することができる。 

 追加収入または追加の食糧を手に入れることで、メンバーだけでなくその子どもの栄養状態

の改善、教育費の増加、SGBV リスクの低減が見込める。また長く活用できる資材を配布す

ることで長期的なインパクトが見込める。 

パイロット活動は 6 カ月間の実施で、コミュニティのコンサルテーションや啓発活動を経て資材の

配布が行われるため、実際に家庭菜園を運営するのは 2~3 カ月程度となっている。そのため同期間中

に SGBV の被害件数の低減や子どもの栄養状態の改善を確認することは困難であるが、活動終了時に

は可能な範囲の定量的データだけでなくなるべく多くの定性的データ（インタビューなど）を入手し、

受益者が自身の生活の変化等についてどのように感じているかを分析する予定となっている。 

また、この自助グループが活動するコミュニティでは FGM の通報メカニズムを構築しており、

FGM のリスクにさらされている女児/少女がいた場合に、通報やリファーラルを行うプロセスが明確

化されている。同コミュニティ内では現在は FGM がほとんど実施されていない（人目を忍んで実施

されている場合もあるので、件数が 0 とは言えない）。 

3) パイロット活動のモニタリングから得られる教訓 

現地調査におけるパイロット活動のモニタリングを通じて以下の点に関する重要性が確認された。 

 特定された個別課題に応じたアプローチ 

ケニアでは全国的に高い割合で SGBV の被害が確認されおり、性的暴力、身体的暴力、IPV、

DV、FGM、児童婚、ディファイルメントなどその形態も様々である。いずれの地域でも

SGBV の被害が深刻であるが、地域によって被害の多い SGBV の形態に違いが見られる。

また上述した通り、FGM や児童婚など同じ形態の SGBV であっても、その背景となるコン

テクストは地域やコミュニティによって異なることがある。本パイロット活動では地域のス

                                                   

236 メル―・カウンティ執行委員会委員（ジェンダー担当）への聞き取り結果に基づく（2021 年 9 月 27 日）。 
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テークホルダーとの協議や聞き取り行い、例えばメル―郡においては FGM、10 代の妊娠、

IPV/DV が多いことが確認されたため、それらのリスクに対応するため女性の経済的エンパ

ワーメントや男性チャンピオンの育成などを通じた啓発活動などが実施され、その成果が検

証された。SGBV の全般的な啓発を通して「SGBV とは何か？」「ジェンダー平等とは何か？」

といった基礎的な知識に対する理解を深めることも重要である一方で、地域やコミュニティ

に特有の SGBV 課題や優先的に取り組む課題を特定し、地域性、宗教、文化、歴史などの違

いを踏まえたうえで、それぞれのコンテクストに合わせたアプローチを検討することで、

SGBV の撤廃に向けた効果的な手法を検証することが可能となる。 

 SGBV の予防と対応両面に貢献する経済的エンパワーメント 

貧困は SGBV を生み出す環境を作る間接的な要因の一つである。少女を結婚させるために FGM

を実施し、その後少女が学校を中退して結婚（児童婚）、10 代で妊娠・出産するというケースが

多く、教育を十分に受けていない若い母親が乳幼児を抱えて経済的に自立するのは非常に困難で

ある。結婚せずに 10 代で妊娠、出産したシングルマザーの子どもが SGBV の被害に遭いやすい

ということも本パイロット活動の中で報告されている。また貧困からくるストレスがアルコール

や薬物の摂取につながり、家庭内での配偶者や子どもに対する暴力を助長しているというケース

も多くの団体のインタビューで報告された。脆弱な立場に置かれている女性に対して経済的エン

パワーメントとしての生計向上支援やスキル研修などを提供することで、SGBV の被害者の社会

復帰をサポートするだけでなく、SGBV が生み出されやすい環境において女性が経済的に自立す

ることで、自身やその子どもに対する SGBV のリスクを低減することが可能となる。したがっ

て、経済的エンパワーメントに係る支援は、SGBV の予防と対応両面に対して大きなインパクト

を有している。 

3.2.5. 今後の JICAによる協力の方向性 

本章では、第 1 次調査の結果及び第 2 次調査における現地調査（ケニア）の調査結果の分析に基づ

き、SGBV の撤廃に係る諸分野において支援の必要性が高く、かつ JICA のスキームや比較優位性、

既存事業における知見などを活用できる協力の方向性について以下に述べる。 

 既存の JICA事業におけるジェンダー主流化に係る取組の強化 

現地調査では JICA ケニア事務所関係者からの聞き取りを通して、既存の農業および産業開発・民

間セクター開発案件において SGBV の撤廃に資するジェンダー主流化の取組推進の可能性について

検討した。 

1) 農業 

ケニアにおいては、「灌漑地区におけるコメ生産強化のための能力強化プロジェクト」では、「ジェ

ンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト（PEGRES）」（2014~2017）で開発された GMP を活

用し、男女共同参画型の農家経営を目指して GMP に基づいた研修を実施することで対象農家におけ

るジェンダー主流化を推進した。また、長年「市場志向型農業振興（SHEP）」案件の中でジェンダー

主流化にかかる取組が進められてきており、それらの成果とPEGRESで開発されたGMPを活用し、

「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）」案件においてもジェンダー視点に立った農家経営の重

要性を認識し積極的に取り組んでいる。 

SHEP 案件としては現在「小規模農民組織強化・アグリビジネス振興プロジェクト（SHEP Biz）」

（2020 年～2024 年）が実施中となっており、ビジネス化への支援という側面をより強め、農家が中
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小企業（SME：Small and Medium Enterprise）を設立したり新しいビジネスを始めたりすることを

積極的に推進していくことが検討されている。また 2022 年からは技術協力プロジェクト「ケニア国

乾燥・半乾燥地域における気候変動適応力強化を通じた食と栄養改善プロジェクト」（2022～2027 年）

も開始予定となっている。 

世帯収入が向上し各世帯の経済状況が向上すること、また GMP に基づく研修を通してジェンダー

主流化が促進されることで、家庭内の弱者（女性や子ども、高齢者など）に対して暴力が向けられる

環境の改善や世帯内でのジェンダー不平等な関係性の変容が起こり、IPV や DV、児童婚や FGM な

どの暴力を低減させることができるという観点から、ケニアにおける主幹産業である農業セクターで

ジェンダー主流化を進めることの有効性は非常に高い。農家経営における男女共同参画を進めてきた

ことによって、ケニアでの農業支援においては SGBV、特に IPV や DV を減らすことに貢献する素地

や手法がすでに一定程度確立されていると推測される237。一方で、GMP は農家経営における男女共

同参画を中心とした構成となっており、ジェンダー研修では IPV や DV の予防や対応に直接的に言及

するような項目はない。そのため、今後の GMP を活用した農業案件の実施においては、SGBV の予

防と対応に係る項目が研修の一部として盛り込まれることで、SGBV の撤廃においてより大きなイン

パクトもたらされることが期待される。 

2022 年開始予定の技術協力プロジェクト「ケニア国乾燥・半乾燥地域における気候変動適応力強化

を通じた食と栄養改善プロジェクト」（2022～2027 年）においても、ジェンダーの視点に立った取組

を取り入れることが求められる。「気候変動とジェンダー」は近年対応強化の必要性が急速に認識され

始めている分野である。気候変動によって食糧や水、栄養が不足するような状況では社会的に脆弱な

立場に置かれている女性や子どもがより危機的な状況に晒されることになり、世帯内の食糧確保とい

う観点からも女性への負担が増す238。また当該案件が課題の一つとして挙げている 5 歳未満児の慢性

的な栄養不良についても、栄養補助食品の配布等を含めたジェンダーの視点に立った子育て世代向け

の栄養教育などを行うことが子どもの栄養不良改善に寄与すると指摘する研究も多い239。これらの地

域では世帯内において水や食糧の確保を担うことの多い女性に負担が集中するだけでなく、水や食糧

にアクセスする過程において性的暴力や身体的暴力などの SGBV のリスクにさらされる可能性も指

摘されている240。また、本件調査で実施したパイロット活動においても家庭菜園の運営支援が行われ、

女性の経済的エンパーメントの重要性が改めて確認された。これらのことから、直接的に SGBV の撤

廃を目指す活動の実施ではなくとも、当該案件において水・食糧へのアクセス向上に係る支援や女性

の経済的エンパワーメント等のジェンダーの視点に立った取組を進めることで、女性が脆弱な立場に

置かれる環境を改善することに貢献する可能性がある。 

                                                   

237 SGBV の予防と対応に係る支援においては、世帯内の暴力を撤廃するために夫と妻が SGBV の研修に同席し一定期
間同じ研修を受けて SGBV と何か、ジェンダー平等とは何かといった基本的なことから、アンガーマネジメントや
コミュニティ内での SGBV への対応方法などについて学ぶという手法もあり、世帯単位で研修を受ける GMP の手
法とは親和性が高い。 

238 2014 年に開催された第 20 回気候変動枠組条約締約国会議（COP20）では「ジェンダーに関するリマ作業計画」が
採択され、気候変動対策におけるジェンダー平等および女性のエンパワーメントを推進することが確認された。以降
COP では毎年本作業計画のレビュー、改訂が行われている。 

239 https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-12-80, 2021 年 10 月 5 日参照 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29244104/, 2021 年 10 月 5 日参照 
240  IASC, “Thematic Area Guide for: Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in 

Humanitarian Action” 2015, P.39 
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2) 産業開発・民間セクター開発 

現在ケニアにおいては、技術協力プロジェクト「企業競争力強化プロジェクト」（2020 年 3 月～2024

年 2 月）、有償資金協力「モンバサ経済特区開発事業」（2020 年 2 月～2026 年 4 月）、技術協力プロ

ジェクト「東部アフリカ地域における貿易円滑化及び国境管理能力向上プロジェクト」、その他海外投

融資案件などの産業開発・民間セクター開発案件が実施されている。「企業競争力強化プロジェクト」

ではケニア国内の中小企業を対象に、企業の持続的な成長を目的とした能力強化を行っている。具体

的にはケニア商工会議所、国家生産性・競争力センターを協力機関として、中小企業向けのビジネス

開発サービス(BDS：Business Development Services)を開発し、それに基づいて各種研修を実施して

いる。中小企業の経営層等に対して支援を行っているが、対象者や対象企業は協力機関からの推薦に

基づいて決定されている。 

SGBV の撤廃に向けて民間セクターの積極的な関与は重要な要素である。直接的に SGBV の撤廃

に貢献する方法としては、「企業競争力強化プロジェクト」内で提供する研修で、職場におけるセクシ

ュアル・ハラスメントの防止に係るコンポーネントを導入したり、IPV や DV などの SGBV の被害を

受けている社員に対する支援を取り入れたりすることが考えられる。例えば衣料品大手ケリング・グ

ループは DV を経験した従業員をサポートし安全な生活・職場環境を提供するために、労働条件の調

整（勤務地の変更、勤務時間の調整など）や経済的支援などを行っている241。また社内研修プログラ

ムを開発し、イタリア、英国、米国、中国など各地で現地 NGO と協力して内容を調整し研修を実施

している。また通信大手のボーダフォン・グループは DV や IPV を経験した従業員に対して 10 日間

の有給安全休暇を提供し生活環境改善のサポートを行うとともに、それらの従業員を支援するための

人事および管理職への研修も実施している242。また、直接的に SGBV 課題に対応するものではない

が、女性管理職や女性社員の採用、登用、処遇などについてもプログラム内に組み込むことで、ダイ

バーシティや企業の長期的な成長という観点から企業競争力の強化にもつながりうる。 

企業内での SGBV の撤廃やジェンダー主流化に係る取組の推進と同時に、当該プロジェクト内での

研修における対象企業、対象者を募る際に、女性起業家や女性経営者にも情報提供するように努める

ことも可能と思料する。協力機関のケニア商工会議所は男性が経営する企業が多く加入していると考

えられるため、商工会議所だけでなく女性起業家連盟（FEWA: Federation of Women Entrepreneurs 

Association)などを通して募集、選定を実施することで、女性起業家（小規模ビジネス含む）にもアプ

ローチすることが可能となる。女性の社会経済的エンパワーメントは SGBV の予防と対応の両面にお

いて大きな効果を持つが、女性起業家は男性起業家と比較して融資へのアクセスや様々な研修機会、

情報へのアクセスが限定的な状況となっている。特に銀行からの融資については、多くの女性起業家

が担保となる資産を保有していないことや、女性起業家による企業のデフォルト率が高いことなどが

要因となって融資を受けることが困難となっている。女性起業家に対する能力強化のニーズは高く、

企業の持続可能性を高めるために女性起業家に対しても能力強化研修の機会を提供することで、経済

的エンパワーメントという観点から一定の成果、インパクトが見込まれる。 

                                                   

241 https://www.kering.com/en/news/kering-implements-a-global-policy-on-domestic-violence, 2021年12月5日閲覧 
242 Vodafone Group “Vodafone’s Domestic Violence and Abuse Policy Guide: A Briefing for Business”, 2019 

ボーダフォン・グループでは、性的暴力や DVなどの SGBV の被害者をサポートするための無料のアプリケーショ
ン「Bright Sky」の開発・運営も行っている。被害者が位置情報を利用して最寄りの支援サービスを見つけたり、
警察の緊急通報システムからのサポートを受けることができるというサービスで、英国、アイルランドなどで利用
されている（上記参考文献P. 15 参照）。同グループはスペイン、トルコ、レソト、ハンガリーなどでも同様のサー
ビスを展開している。 
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3) 司法 

ケニアでは SGBV を取り締まる法的枠組みは構築されているものの、農村部においては裁判所が遠

い、手続きに時間や費用がかかる、など様々な理由から、裁判を通して解決が図られることは少なく、

裁判所を通した司法システムを補完するものとして村長老、チーフ、アシスタント・チーフ、ニュン

バ・クミなどが紛争解決に当たることが多い（3.2.3.3 参照）。村長老やチーフは多くの場合男性であ

り、SGBV やその対応について適切な知識を有していない場合は非公式な話し合いや示談をもって対

応が終了となることも多く、被害者の保護および加害者の処罰のいずれも不十分な状況となっている。

JICA はケニアにおいてこれまで更生保護分野への支援を続けてきた実績を有していることから 

(3.1.3.3 参照)、今後司法分野での案件を実施する際には、こうした状況を踏まえ、SGBV の撤廃を目

指した取組を取り入れることを検討することが望ましい。具体的には、1) チーフ等地域のリソースパ

ーソンおよび法律扶助提供者と GBVRC、GBV ホットライン(HAK1195)の連携体制の構築を通した

SGBV 被害者の司法へのアクセスおよび、SGBV 事案における公的な司法システムへのアクセスを強

化する、2）チーフ等地域のリソースパーソンおよびパラリーガル、法律扶助提供者等へのジェンダー

平等および被害者中心アプローチに基づく研修等を通して関係者の対応能力を強化する、3）司法省、

MPSG との連携を通した SGBV 事案の対応が可能なパラリーガルの地方政府への配置を促進する、

などが考えられる。 

 SGBVの撤廃に係る新規案件 

第 1 次調査および第 2 次調査の結果に基づくと、ケニアでは本調査で用いた調査フレームワーク243

における 4 つの領域「SGBV の予防・啓発」「被害者の保護」「被害者の自立・社会復帰」「加害者の処

罰・更正」および横断的な領域としての「調整、モニタリング評価、データ収集・管理」のいずれに

おいても課題が確認された。調査フレームワークに基づき領域ごとに現状と課題を改めて整理すると

以下の通りとなる（赤字は JICA による支援の方向性に係る提案において対象とする課題を示す）。 

表 3-24：調整、モニタリング評価、データ収集・管理に係る現状と課題（ケニア） 

調整、モニタリング評価、データ収集・管理では、調整メカニズム自体は確立されているが、デー

タの収集集管理体制が十分に確立されていないことが確認された。また、限られたリソースを有効に

活用し効果的な支援を展開するためには団体間で現場レベルでの支援を補完し合うような連携が必要

とされているが、そのような連携体制の構築は実施されていない点が課題であることが確認された。 

                                                   

243 本報告書 1.2.1.2 参照 
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表 3-25：予防・啓発に係る現状と課題（ケニア） 

 

予防・啓発については、カウンティレベルでの政策立案や予算編成、カウンティ議会の議員へのア

ドボカシー等が十分に実施されておらず、カウンティ政府内で SGBV の予防を実施していくための体

制が構築されていないことが課題として確認された。 

表 3-26：被害者の保護に係る現状と課題（ケニア） 
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被害者の保護については、GBVRC やシェルターなどが十分に整備されていないカウンティも多く、

SGBV の被害者に適切な支援を提供するためのインフラが不足していることが確認された。また

SGBV 被害者をサポートするサービスプロバイダーに対しても対応能力の強化が求められている。 

表 3-27：被害者の自立・社会復帰に係る現状と課題（ケニア） 

 

被害者の自立・社会復帰については、予防や保護に係る政策が優先されている現状において、重要

性は認識されながらも、具体的な政策立案や予算配分は十分に行われていないことが確認された。

Uwezo 基金や WEF などの公的基金を活用した経済的エンパワーメントは実施されているが、カウ

ンティ独自の政策などはほとんどなく、多くの活動が NGOや CSOによって実施されている。 

表 3-28：加害者の処罰・更正に係る現状と課題（ケニア） 

 

加害者の処罰・更生については、警察や司法機関において研修等が実施されてはいるものの、依然

として SGBV 事案の加害者が訴追されないケースが多く、「加害者の不処罰」が大きな課題となって

いる。 
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これらの現状と課題を踏まえ、SDG の GBV および家族保護局や各訪問先カウンティ政府等との協

議結果、これまでのケニアにおける JICA による支援の実績、JICA の比較優位性、活用可能な JICA

のスキームや知見・経験等に鑑みて、表 3-24~表 3-28 中の赤字部分を対象課題として設定し、以下

4 件の支援案を提案する。なお、いずれの支援案も 2021 年にケニア政府により発表された GEF コミ

ットメントに貢献する内容であり、現地政府におけるニーズとも合致している（3.2.3.1 参照）。 

表 3-29：ケニアにおける支援案① 

概要 カウンティ政府ジェンダー局に対する支援を通じて、SGBV の予防と対応に係

るカウンティ政府の対応能力およびカウンティレベルの調整メカニズムの連携

体制が強化される。具体的には、1) カウンティ政府の関連部署に対する SGBV

研修等の実施を通した能力強化、2) カウンティ・ジェンダーセクター作業部会、

カウンティ・テーマ別作業部会（SGBV）の連携強化、3) カウンティ政府におけ

る「ジェンダーの視点に立った予算配分（Gender Responsive Budgeting）」の

導入、4) 公的基金の活用の促進、5) カウンティ政府による SGBV 関連データ収

集能力の強化、6) 行政のサービスプロバイダーによるケースマネジメントの対

応モデルの確立、を通してより効果的な SGBV の予防・対応に係る体制を構築

する 

プロジェクト目標 カウンティ政府による SGBV の撤廃に係る対応能力および関係機関間の連携体

制が強化される 

スキーム 技術協力プロジェクト 

カウンターパート カウンティ政府ジェンダー局 

協力機関  公共サービス・ジェンダー省（MPSG） ジェンダー総局（SDG） 

 反 FGM委員会 

 国家ジェンダー平等委員会（NGEC） 

 ケニア警察 

 カウンティ・リファーラル病院 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. カウンティ政府における SGBV の撤廃に係るすべての関連部署の対応能力

が強化される 

2. カウンティレベルの SGBV の撤廃に係る取組について、体系的なカウンテ

ィ政府、カウンティ議会、中央政府の連携体制が構築される 

3. カウンティレベルの SGBV の撤廃に係る取組について、行政、支援機関、

民間セクター、NGO 等の効果的な調整・連携メカニズムが構築される 

4. カウンティレベルの「ジェンダーの視点に立った予算配分」がすべての分

野で導入される 

5. 女性の経済的エンパワーメントを支援する公的基金の利用促進に係るカウ

ンティ政府の対応能力が強化される 

6. カウンティレベルの SGBV 関連データ収集体制が整備される 

7. コミュニティレベルの SGBV 被害者の保護・支援（ケースマネジメント）

に係る対応モデルが構築される 

表 3-30：ケニアにおける支援案② 

概要 カウンティ、コミュニティレベルでの公的基金の活用が推進されることで、

SGBV 予防、被害者の保護および自立・社会復帰が促進される。具体的には、1) 

女性企業基金（WEF）を活用した SACCOs の運営の促進、2) WEF を活用した

職業訓練や小規模ビジネスなどの生計向上支援の実施、3) WEF を活用した

SGBV の予防と対応に係る新規ビジネス244立ち上げの実施支援、4) WEF による

                                                   

244 ICT を活用した通報・ケースマネジメントシステムの開発や支援制度のダッシュボード化、ピアサポートの支援な
ど、新規技術や新たなビジネスアイデアを通した SGBVの予防と対応に係る支援を想定。ビジネスアイデアを競う
ピッチコンテストなどを通して募集することも可能。 
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SGBV 被害者のサポート体制の強化、を通して SGBV の予防、SGBV 被害者の

保護および経済的エンパワーメントに係る多様な支援の提供体制が構築される。 

プロジェクト目標 公的基金が活用されることにより、SGBV の予防と被害者の保護および自立・

社会復帰が促進される 

スキーム 技術協力プロジェクト 

カウンターパート 女性企業基金（WEF） 

協力機関  公共サービス・ジェンダー省（MPSG） ジェンダー総局（SDG） 

 財務省 

 反 FGM委員会 

 国家ジェンダー平等委員会（NGEC） 

 カウンティ政府 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. WEF を活用した SACCOs 運営を通して、対象者の生計が向上する 

2. WEF を活用した職業訓練、小規模ビジネスを通して、対象者の生計が向

上する 

3. WEF を活用した SGBV の予防や被害者の保護に関わる新規ビジネス立ち

上げの推進を通して、SGBV の撤廃に向けた効果的な取組が実施される 

4. WEF が各カウンティに派遣している職員の SGBV 被害者への対応能力が

向上する 

5. カウンティレベルで、WEF の活用を申請する個人、グループへのサポー

ト体制が構築される 

備考 ケニア政府は GEF コミットメントで SGBV の被害者をサポートするための基

金を設立することを表明しているため（3.2.3.1 参照、詳細は未定）、今後決定

される当該基金の設立時期や融資対象などを考慮したうえで、本支援案を当該

基金を拠点として実施することも検討可能である 

表 3-31：ケニアにおける支援案③ 

概要 SGBV 被害者を保護、サポートするための GBVRC および公的シェルターを建

設し、SGBV 被害者に適切な支援を提供する環境を整備する。具体的には、1) 

カウンティ・リファーラル病院における GBVRC の建設・運営、2) SGBV 被害

者のための公的シェルターの建設・運営、3) SGBV 被害の通報や相談を受け付

けるコールセンターの設置（GBVRC に併設）・運営、4) GBVRC、公的シェル

ター、コールセンターの運営・維持管理体制の強化、を通して SGBV 被害者へ

の包括的支援を提供する環境及び体制が構築される 

プロジェクト目標 カウンティにおける GBVRC および SGBV 被害者のためのシェルターが建設

され、それらの運営・維持管理体制が構築される 

スキーム 無償資金協力 

カウンターパート カウンティ政府ジェンダー局 

協力機関  カウンティ政府保健局 

 公共サービス・ジェンダー省（MPSG） ジェンダー総局（SDG） 

 反 FGM委員会 

 国家ジェンダー平等委員会（NGEC） 

 ケニア警察 

 カウンティ・リファーラル病院 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. GBVRC がカウンティ・リファーラル病院に建設される 

2. SGBV 被害者が保護、自立・社会復帰のために一定期間滞在できる公的シ

ェルターが建設される 

3. GBVRC に併設されたコールセンターの運営を通して、SGBV 被害の通報

や相談を受け付ける体制が強化される 

4. ガイドラインの整備や研修の実施等を通して、GBVRC および公的シェル

ターを適切に運営・維持管理していくための体制が構築される 
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表 3-32：ケニアにおける支援案④ 

概要 SGBV 被害者への包括的支援を提供する施設として GBVRC による被害者中心

アプローチに則った対応能力が強化される。具体的には、1) GBVRC スタッフ

への被害者中心アプローチに対する理解を深める研修、ガイドライン整備等の

実施を通した対応能力強化、2) ソーシャルワーカー等によるケースマネジメン

トの対応モデルの確立、を通してより効果的な SGBV 被害者支援に係る能力強

化を行う 

プロジェクト目標 GBVRCにおける被害者中心アプローチに則ったSGBV被害者への対応能力が

強化される 

スキーム JICA 海外協力隊員派遣245 

・看護師隊員 

・ソーシャルワーカー隊員 

カウンターパート カウンティ政府ジェンダー局（ソーシャルワーカー）または保健局（看護師） 

協力機関  公共サービス・ジェンダー省（MPSG） ジェンダー総局（SDG） 

 反 FGM委員会 

 国家ジェンダー平等委員会（NGEC） 

 ケニア警察 

 カウンティ・リファーラル病院 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. GBVRC スタッフの被害者中心アプローチへの理解が促進される 

2. GBVRC スタッフによる SGBV 被害者への対応に係る手順が明確化される 

3. 医療スタッフのSGBV被害者、特に性的暴力被害者に対する対応能力が強化

される 

4. CHW 等のソーシャルワーカーによる GBVRC を拠点としたコミュニティ

レベルの SGBV 被害者の保護・支援（ケースマネジメント）に係る対応モ

デルが構築される 

また上記 4 つの支援案に加えて、直接的な支援案ではないが、UN Women Kenya への JOCV 枠国

連ボランティア（UNV：United Nations Volunteers）の派遣などを通して、SGBV の撤廃に係る各

種事業における国際機関との連携による相乗効果の発現や知見・経験の共有を促進することも期待さ

れる。 

3.2.6. ケニアにおける SGBVの撤廃に向けた支援に係る留意事項 

第 2 次調査第 1 次渡航を通じて、今後 SGBV の撤廃に向けた支援を検討していくにあたり、以下

の点に留意する必要があることが確認された。 

 上述の通り、カウンティにはカウンティ政府とカウンティレベルの中央政府の機能が存在し

ている。行政については中央政府とカウンティ政府で権限移譲が行われているが、「ジェンダ

ー主流化」や「SGBV の予防と対応」は権限移譲の対象分野ではないため、中央政府とカウ

ンティ政府の役割と責任が明確に分けられていない246（例えば、カウンティレベルの調整メ

カニズムである「カウンティ・ジェンダーセクター作業部会（County Gender Sector Working 

Group」は中央政府側のカウンティ長官とカウンティ政府側の CECM（ジェンダー）が共同

議長を務める規定となっている。3.2.3.3 参照）。JICA は二国間援助機関であることからカ

                                                   

245 JICA 海外協力隊員については、派遣前研修等で SGBVに係る講義や研修を取り入れることで、ケニアに限らず
JICA 海外協力隊員を通した SGBV の撤廃に係る支援を広く展開するための基礎的な知見を提供することが可能と
なる。また、コミュニティ開発や青少年活動、小学校教諭、感染症対策など様々な分野の隊員の派遣おいて要請書
内に SGBVの撤廃に係る啓発活動などを盛り込むことも検討の余地がある。 

246 権限移譲については憲法の「第 4 表 中央政府と郡政府の間の機能の配分」においてそれぞれが責任を持つ項目が
明記されている。https://www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/167-schedules-schedules/fourth-

schedule-distribution-of-functions-between-national-and-the-county-governments , 2021 年 9 月 25 日閲覧 
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ウンティレベルでは中央政府側と連携することが想定されるが、実際のカウンティレベルで

の行政サービスを担っているのはカウンティ政府であるため、中央政府側のみではなく、カ

ウンティ政府側の CECM（ジェンダー）やカウンティ・ジェンダー局長と関係構築を行うこ

とが不可欠となる（ただし、CECM は選挙で替わる可能性がある）。そのためには、カウン

ティ政府側と中央政府側が良好な協力関係を築いているカウンティを中心に支援を行う必

要がある。カウンティ政府側と中央政府側が十分に連携していない場合、中央政府側からカ

ウンティ政府側にアプローチすることが難しく、支援の効果が限定的にしか発揮されない可

能性がある。 

 JICA ケニア事務所では「地方分権下におけるカウンティ保健システムマネジメント強化プ

ロジェクト」（2014 年 11 月～2019 年 11 月）においてすでにカウンティ政府への支援の実

績があるため、カウンティ保健局の能力強化を行った当該プロジェクトでの経験が参考にな

りうる。ただ、カウンティにおける保健行政は憲法に基づいてカウンティ政府に権限移譲さ

れているのに対して、上述の通り SGBV の予防と対応は明確に権限移譲されている分野で

はないため、当該プロジェクトの支援の仕組みをそのまま適用することは現実的ではない。 

 中央政府はカウンティ独自の SGBV 法や SGBV 政策の整備を推奨しているが、各種政策案

や法案、予算案などは全てカウンティ議会での審議、承認が必要であるため、カウンティ行

政の能力強化だけではなく、MCA へのアドボカシーを通しジェンダー主流化や SGBV の撤

廃について理解を深める機会を提供することも重要となる（UN Women は MCA に女性議

員を増やすための支援を行っている247）。 

 中央レベルでもカウンティレベルでも様々な作業部会が設置されており、調整メカニズムは存

在しているが、効果的な“Collaboration”が不足していることが本件調査において確認され

た。サービスマッピングは行われているが、「ダッシュボード」のような形でニーズとリソー

スをマッチさせて被害者にサポートを提供しやすくなるような機能はない。どの団体がどの

ようなサポートを実施しているかという情報を一元的に管理したうえで可視化し、SGBV の

予防と対応に活用できる形にする必要がある（例えば SGBV 被害者の自立・社会復帰支援を

実施している団体の情報を体系的に取りまとめ、被害者が受けたいサポートを自身で選べる

ような形で提示することが被害者中心アプローチの観点から必要とされている）。またリソ

ースは限られているので、それぞれの団体がバラバラに活動するのではなく、“Collaboration”

を通して援助団体全体として優先順位を決めて各課題に取り組んでいく必要がある。 

 2022 年 8 月に総選挙が予定されているが、ケニアでは総選挙の度に全国的に暴動が多発し、特

に女性候補者や地域の女性住民への暴力が後を絶たない（3.1.5.2 参照）。次回の総選挙でも女性

に対する身体的暴力の被害が急増することが予想されるため、UN Women やUNDP などの国際

機関や二国間援助機関では選挙における女性に対する暴力の防止を目的とした活動が喫緊の課

題となっており、新しいプログラムの立ち上げが続いている248。暴動が起こりやすいカウンティ

は過去の傾向から明らかにされているため、それらのカウンティにおいて暴力の予防を目指すア

クション・プランの作成や早期警戒（Early Warning）の発出体制構築、アドボカシーなどが進

められている。カウンティに専門家等を配置する場合、当該カウンティが選挙の際に暴動が起き

                                                   

247 UN Womenからの聞き取りに基づく（2021 年 9 月 24 日）。 
248 UN Womenからの聞き取りに基づく（2021 年 9 月 24 日）。 



 

   91 

 

やすいカウンティかどうかを確認し、（派遣時期にもよるが）選挙におけるVAW の防止に係る活

動を組み込むことも検討する必要がある。 
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第4部 コンゴ民主共和国における調査結果 
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4.1. コンゴ民主共和国における第 1次調査結果 

4.1.1. 概況 

 社会・経済状況 

コンゴ民主共和国（以下「コンゴ民」）はアフリカ大陸の中央部に位置し、北部は中央アフリカ共和

国、北西部はコンゴ共和国、東部はタンザニア、ブルンジ、ルワンダ、南部はザンビア、南西部はア

ンゴラに接し、西部の一部は北大西洋に面している。アフリカで 2 番目に大きな国土（約 235 万㎢）

の中に、広大な流域を持つコンゴ川や熱帯雨林、複数の大湖、火山など豊かな自然環境を有している。

人口は約 8,700 万人（2019 年）と推計されるが、出生率はサブサハラアフリカ地域で最も高く（5.9）、

人口は年に数百万人ずつ増加している249。国民の大部分がバントゥー系と呼ばれる民族で、ほかにス

ーダン系、ナイル系など 200 以上の民族から構成されている250。また公用語はフランス語だが、他に

スワヒリ語（主に東部）、リンガラ語（主にキンシャサと近隣地域、赤道州）、チルバ語（主に西部）、

キコンゴ語（主にカサイ州、東カサイ州）の 4 つの言語が国語として位置付けられ、さらに 200 以上

の言語が存在すると言われている。人口の約 80%がキリスト教徒（50％がカトリック、20%がプロテ

スタント、10%はその他）とされ、他にイスラム教徒が 10％、その他の伝統宗教が 10％となってい

る251。行政区画は 1997 年以降キンシャサと 10 の州の合計 11 州に定められていたが、2015 年に再

編され現在はキンシャサと 25 の州の合計 26 州に分けられている。 

コンゴ民は農業・林業（パーム油、綿花、コーヒー、木材、天然ゴム）、鉱業（銅、コバルト、ダイ

ヤモンド、金、錫石など）と主要産業としている。特に鉱物資源の豊かさで知られ、世界の埋蔵量の

50%を占めるコバルト、同 10％を占める銅を始めとして、タンタル、タングステンなどのレアメタル

も豊富に有しているとされる。経済成長率は 2018 年に 5.8%に達した後、コバルトと銅の輸出価格の

下落により 2019 年には 4.4%に後退した252。国民一人当たり GNI はUSD530 (アトラス方式、2019

年)253で近隣諸国と比較して高い数値ではないが、USD140 であった 2001 年以降は持続的に上昇傾向

にある。しかしながら、都市部と比較して農村部は引き続き高い貧困率を示しており、2018 年には

72％の国民が世界銀行の定める国際貧困ライン（1 日 1.9 ドル）以下で生活していた254。 

コンゴ民は歴史的に長い政治的混乱と紛争を経験してきた。1960 年に旧宗主国ベルギーからの独

立を果たしたが、その直後にアメリカやベルギーなどの支援を受けた一部地域の分離運動からコンゴ

動乱に発展しその後 5 年にわたって紛争状態が続いた。1965 年にクーデターによって政権を掌握し

たモブツ大統領が軍政を敷き 32 年間にわたって政権を維持したが、その間アメリカの支援を受けて

独裁体制を強め、経済の停滞や国家機能の弱体化を招いた。1994 年のルワンダでの虐殺に端を発した

難民や武装勢力の流入がきっかけとなり周辺諸国も介入した紛争（第 1次コンゴ紛争）が勃発したが、

1997 年 5 月にルワンダやウガンダの支援を受けたコンゴ・ザイール解放民主同盟（ADFL）が首都キ

ンシャサを制圧、議長を務めていたローラン・デジレ・カビラ氏が大統領に就任した。その後 1998 年

に東部地域で反政府勢力が武力蜂起し再び周辺諸国が介入した国際紛争（第 2 次コンゴ紛争）に発展

し、1999 年に停戦合意が成立したが、同地域では現在も断続的に戦闘が行われている。2001 年 1 月

には暗殺されたカビラ大統領に代わり息子のジョセフ・カビラ将軍が大統領に就任し、2002 年 12 月

                                                   

249 https://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep, 2020 年 12 月 25 日閲覧 
250 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/congomin/data.html、2020 年 12 月 25 日閲覧 
251 Ibid 
252 https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview, 2020 年 12 月 25 日閲覧 
253 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?locations=ZG, 2020 年 12 月 25 日閲覧 
254 https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#1, 2020 年 12 月 25 日閲覧 
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のプレトリア包括和平合意の締結を経て、2003 年 6 月に暫定政権が発足した。2005 年 12 月に国民

投票で憲法が承認され、2006 年には新憲法に基づく初めての民主的な大統領選挙によってカビラ氏

が大統領に就任した。憲法が定める任期の 2 期を務めたカビラ大統領は任期満了に当たる 2016 年以

降も退陣しなかったため、全国的な抗議活動が展開され、再三にわたる大統領選挙の延期を経て、2018

年末にようやく実施された選挙によって選出されたフェリックス・チケセディ氏が 2019 年 1 月に新

たに大統領に就任した。 

1990年代初めより不安定な情勢となっている東部地域では、鉱物の採掘権をめぐる争いや民族間の

対立、隣国も絡む複雑な歴史的経緯など複合的な要因によって、北キブ州、南キブ州、イトゥリ州、

マニエマ州、タンガニカ州において複数の紛争が発生し継続的な人道危機状態となっている。北キブ

州と南キブ州だけで130以上の武装集団が存在し、コンゴ民国軍（FARDC：Forces armées de la 

république démocratique du Congo）との戦闘や武装集団同士の衝突によって毎年多くの民間人が犠

牲となっており255、また民兵としての子どもの徴用や住民への性的暴力などが横行している。2017年

6月から2019年6月の間に1,900人の民間人が死亡、3,300人以上が誘拐されたと報告されている256。 

また、近年は南部のカサイ州、中央カサイ州、東カサイ州でもコミュニティリーダーの殺害をきっ

かけとした反政府運動が続いている。1999 年から国連平和維持活動（PKO）部隊（2010 年に国連コ

ンゴ民主共和国ミッション（MONUC）から国連コンゴ民主共和国安定化ミッション（MONUSCO：

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo）に名

称を変更）が市民の保護および地域の安定化を目的として展開している。現在コンゴ民全体で 550 万

人以上の人々（うち、320 万人が子どもとされる）が国内避難民となっており、これはアフリカでも

っとも多い数値となっている257。また近隣諸国には約94万人のコンゴ民難民が避難している一方で、

コンゴ民は難民受入国でもあり、ブルンジ、中央アフリカ共和国、ルワンダなどから避難してきた約

53 万人の難民と亡命希望者が難民キャンプなどで生活している258。コンゴ民に流入してくる難民は

紛争状態となっている北キブ州、南キブ州、イトゥリ州などに集中しているため、東部地域では国内

避難民の支援とともに難民支援を同時に実施しなければならない複雑な人道危機状況となっており、

東部、南部を中心に国連人道問題調整事務所（OCHA）の調整のもと、食糧、水衛生、教育、保健、

保護などの分野で様々な国際機関やNGO が支援を行っている。 

 

                                                   

255 Kivu Security Tracker (2019), Congo Forgotten, The Numbers Behind Africa’s longest Humanitarian Crisis 
256 Ibid 
257 https://reports.unocha.org/fr/country/democratic-republic-congo, 2020 年 12 月 25 日閲覧 
258 UNHCR (2020), Réfugiés et demandeurs d'asile en RDC Statistiques au 30 novembre 2020 

  

図 4-1：コンゴ民に滞在する難民の出身国別

登録者数 

図 4-2：コンゴ民難民の滞在国別登録者数 
 

出所：UNHCR(2020), The Democratic Republic of 

the Congo Regional Refugee Response plan 出所：UNHCR Operational Portal: DRC 
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 ジェンダー格差の現状 

一部の地域を除いてコンゴ民は家父長制社会であり、女性は男性に従属する立場として扱われるこ

とが一般的である。憲法では女性に対する差別は禁じられているものの、男性は女性に対する支配と

権力の行使を通して「男らしさ」を確立し、依然として男性優位的な社会規範が根強く存在する259。

2012 年にUSAIDが行った調査では、男性は「家族の長（le chef de la famille ）」であり常に自身の

優位性を保つよう行動しなければならないと認識されていることや、社会的に成功している女性や裕

福な女性と結婚することに抵抗を感じる男性が多いこと、ジェンダー平等が可能であるとも望ましい

とも考えられていないこと、などが確認され、非常に強固な男性支配的な社会構造となっていること

が明らかにされた260。また男性は「ジェンダー平等」という概念について懐疑的で、コンゴ民の文化

とは関係ないものと捉えていることや261、不平等なジェンダー規範を男性も女性も強く支持している

こと、ジェンダー平等や女性のエンパワーメントがしばしば男性に対する脅威と受け取られること262

などが他の調査でも示されている。このような社会規範の中で、教育、経済活動、保健、政治など様々

な場面でジェンダー格差が存在し、社会や家庭において女性が低い立場に置かれたり、中等以上の教

育へのアクセス、土地や財産の所有、政治への平等な参加が妨げられたりする状況となっている263。

2013‐2014 年に実施された人口保健調査（DHS：Demographic and Health Survey）では、家庭内

の女性の地位を示す指標の一つとして女性の経済的自立性を測っており、自身で得た収入の使い道に

ついて、自分で決めている女性は 29%、家を所有している女性は 37%（うち、単独で家を所有してい

る女性は 6％。男性の単独所有は 26%）、土地を所有している女性は 34%であった（うち、単独で土

地を所有している女性は 8％。男性の単独所有は 22%）264。また家庭内での意思決定に関しては、家

庭用品の購入について女性のみで意思決定している世帯は 17%（男性のみは 39%）、女性の家族や親

戚を訪問することについても、女性のみで意思決定している世帯は 19％（男性のみは 45％）であり、

世帯内における女性の地位が低いことが読み取れる265。 

各種ジェンダー関連指数にも、ジェンダー格差の大きさが表れている。2020 年の Global Gender 

Gap Report ではジェンダーギャップ指数（GGI）が 153 カ国中 149 位となっており、ジェンダー格

差が非常に深刻であること、特に男女の賃金格差、管理職クラスの女性の少なさ、中等以上の教育へ

の就学率の差266、女性の政治参加の少なさといった項目で大きな格差があることが示された（表 4-1

参照）。世界銀行の調査では、コンゴ民において 1 年間就学年数が延びると月収が 9.1%上がると報告

されており267、初等教育を完了し中等教育を受けることは、女性の経済的エンパワーメントや世帯の

生計向上の機会の拡大につながる。労働力率には大きな違いはないが、そもそもコンゴ民における経

済活動の多くはインフォーマルセクターに属しており、ほとんどの女性がインフォーマルセクターで

                                                   

259 https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmintdev/99/9907.htm#_idTextAnchor025, 2021 年 1

月 5 日閲覧 
260 USAID (2012), Gender Assessment for the Democratic Republic of the Congo 
261 Slegh, H., Barker, G. and Levtov, R. Gender Relations (2014), Sexual and Gender-Based Violence and the 

Effects of Washington, DC, and Capetown, South Africa: Promundo-US and Sonke Gender Justice 
262 CARE International DRC (2019), Literature review of Gender and Power analysises in the Provinces of Noth 

and South Kivu, DRC  
263 Ibid 
264 République Démocratique du Congo (2017), Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC 2013-2014) 
265 Ibid 
266 コンゴ民では義務教育は 6~11 歳までの 6 年間であるが、公立であっても授業料がかかるため、就学率は男女問わ
ず低い。2019 年 9 月から国連や世界銀行の支援を得て中等学校の授業料を無料としたが、生徒数に見合う教室など
のインフラや教師の数の確保に苦慮している。 

ESCAP (2020), Education & child protection challenges in Eastern DRC 
267 World Bank (2015), Democratic Republic of Congo: Education Sector Public Expenditure Review, P. 16 
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の労働に従事しているため所得が低く268、また専門職や技術職に就ける女性は非常に少ない数値とな

っている。女性の政治参加の低さは、意思決定過程における多様な意見の反映、ジェンダーの視点に

立った施策の実施などを妨げる要因となっている。2019 年の女性差別撤廃委員会（CEDAW）では、

女性の国会議員は上院で 16%、下院で 10％、26 人の州知事や 9 人の憲法裁判所判事のうち女性は一

人もいないと報告されている269。 

表 4-1：ジェンダー・ギャップ指数 2020（コンゴ民） 

出所：World Economic Forum(2020), Global Gender Gap Index Report 2020, P.129 より筆者作成 

OECD の SIGI（3.1.1.2 参照）では、4 つの評価分野のうち家庭内における差別、身体の自己決定

の制限でジェンダー不平等な社会構造となっていることが明らかにされている。家庭内における差別

については、家族法において「世帯主は夫である」と定められていること、離婚する場合には結婚時

に男性または男性側から支払われた婚資を返却しなければならないと定められていることなどが、ジ

ェンダー格差を生み出す要因となっていると指摘されている270。また、身体の自己決定権の制限（脚

注 65 参照）については VAW に関する法的枠組みが脆弱であること、人工妊娠中絶が限定的にしか認

められていないことなどが課題として挙げられている（4.1.2.1 参照）271。平均寿命、識字率と就学率、

平均所得の 3 つの側面における男女の格差を測るUNDP の GDI では、平均就学期間と平均所得に係

る男女間の格差が大きいことが影響し、5 段階中最も低いグループとされた。GII も妊産婦死亡率、

女性の政治参加などが低い評価となり 189 カ国中 150 位となっている（表 4-2 参照）。 

                                                   

268 CARE International DRC (2019), Literature review of Gender and Power analyses in the Provinces of North 

and South Kivu, DRC 
269 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24820&LangID=E, 2021 年 1 月 5

日閲覧 
270 OECD(2019), SIGI Country Profile 2019: Democratic Republic of the Congo 
271 Ibid 
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表 4-2：ジェンダー関連指数（コンゴ民）  

出所：a UNDP 2020  b UNDP 2020  c OECD 2019 

 SGBVの現状 

コンゴ民では SGBV、特に女性・女児/少女に対する暴力（VAWG）は広く全国的にみられる大きな

社会課題の一つである。本項では保健関連データや警察の犯罪統計など、SGBV に関連する複数のデ

ータに基づき SGBV の現状を概観する。なお、コンゴ民では東部および南部の紛争地域において

SGBV、特に性的暴力の発生件数が多くなっているが、紛争下における SGBV については別途記載す

る（4.1.1.3 の 4)参照）。 

1) 身体的暴力、性的暴力および IPVの現状 

コンゴ民では女性に対する身体的暴力、性的暴力がいずれも高い割合で存在しており、その中でも

特に親密なパートナーからの暴力（IPV）が多いことが明らかにされている。2013-2014 年に実施さ

れた人口保健調査（Enquête Démographique et de Santé , EDS-RDC 2013-2014)によると、15~49

歳までの女性のうち、15 歳以降に身体的暴力を受けたことのある女性は 52%%、性的暴力を受けたこ

とのある女性は 27%となっている272。加害者の内訳を見ると身体的暴力、性的暴力のいずれも現在ま

たは過去の配偶者/パートナーからの暴力が最も多く、女性に対する IPV の被害が非常に多いことが

示されている（図 4-3、図 4-4 参照）。また、身体的暴力については父母や兄弟姉妹からの被害も高い

数値となっており、家庭内で子どもに対する暴力や虐待が行われているケースが多いことが示唆され

ている。 
  

図 4-3：女性に対する身体的暴力の加害者

の内訳（コンゴ民） 

図 4-4：女性に対する身体的暴力の加害者

の内訳（コンゴ民） 

出所：EDS-RDC 2013-3014, P.313 より筆者作成 出所：EDS-RDC 2013-3014, P.314 より筆者作成 

 

                                                   

272 République Démocratique du Congo (2017), Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC 2013-2014), P. 

311, 312 
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同じくEDS-RDC 2013-2014 では、何らかの形態の IPV（身体的暴力、性的暴力、心理的暴力）を

受けたことがある女性は 57%に上り、回答者の約 6割が IPVを経験しているという結果となった273。

IPV で最も多い形態は身体的暴力で、46%の女性が配偶者から身体的暴力を受けたことがあると回答

した274。しばしば IPV を受ける、ときどき IPV を受けると回答した女性もそれぞれ 24%、20%とな

り、女性が日常的に配偶者から暴力を受けている実態が示されている。IPV の分布については州ごと

にばらつきがあり、サンクル州及びカサイ州で常に数値が高いものの、特定の地域に集中していると

いう傾向は確認されなかった。また回答者の世帯年収を 5 等分して 5 つのグループに分ける年間収入

五分位階級別（脚注 72 参照）のデータで見ると、IPV を経験したことのある女性の割合はどの層で

も 56~58%台となっており、世帯年収による差や傾向はみられなかった275。これらの結果から、IPV

に関して地域性や経済状況による影響は見られず、広く全国的に被害が蔓延している状況であること

が示されている。 

2018 年に実施された複数指標クラスター調査（Multiple Indicator Cluster Survey République 

Démocratique du Congo, MICS-Palu 2018)では、夫が妻を殴打することに関する男女の認識につい

て調査が行われている。その結果によると、夫が妻を

殴打することが正当化されるケースがあると考える

女性は 62%、男性は 48%となっており276（図 4-5 参

照）、特に女性の間で配偶者が女性に身体的暴力を行

使することが正当化されうると認識される傾向にあ

ることが明らかとなっている。 

暴力を受けた際、6 割近くの女性が自身の家族に相

談しており、次いで配偶者/パートナーの家族や近隣住

民などに相談するが、警察や医療機関に相談する人は

いずれも 2％程度となっており、警察や司法へ通報し

たり医療機関で支援を受けたりするケースは非常に

少ない状況となっている277。 

2) 児童婚および若年妊娠の現状 

コンゴ民では児童婚および若年妊娠も高い割合となっている。MICS-Palu 2018によると、20-49歳

までの女性のうち、15歳までに結婚した女性は10%、18歳までに結婚した女性は31%となっており、

10代で結婚する女性が多いことが示されている278。世帯収入に基づくデータによると、世帯年収が上

がるにつれて18歳までに結婚する女性の割合が少なくなる傾向が顕著である。結婚の際、男性側の親

族から女性側の親族に対して婚資を送る習慣がある（家族法にも定められている）ことが、貧困層に

おける児童婚の誘因の一つとなっているとされる279。また都市部（19%）よりも農村部（40%）の方

が18歳までに結婚する女性が多く、キンシャサ（1４%）と比較してタンガニカ州（60%）、カサイ州

                                                   

273 République Démocratique du Congo (2017), Enquête Démographique et de Santé, P. 316 
274 Ibid, P.316 
275 Ibid, P.316 
276 République Démocratique du Congo (2019), L’enquête par grappes à indicateurs multiples avec volet 

paludisme (MICS-Palu, RDC, 2017-2018), P.304, 305 
277 Ibid, P.324 
278 Ibid, P.278 
279 https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/democratic-republic-of-the-congo/#stats-references, 2020 年 12 月

14 日閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5：夫が妻を殴打することが正当化され

ると考えるケース(男女別、コンゴ民) 
 

出所：MICS-Palu 2018 P. 304, 305 より筆者作成 
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（54%）、高ウエレ州（48％）などが極端に高い数値となっている。また15歳までに結婚する女性もタ

ンガニカ州で21％、北ウバンギ州で23%、マニエマ州で21%となっており、平均値の10%を大きく上

回っている。これらのデータから、児童婚については地域による差異が大きいことが示されている280。 

コンゴ民では最初の子どもを妊娠する年齢も低く、18歳までに出産を経験している女性は25%とな

っている281。また、15~19歳の女性1,000人当たりの出生率を表すAdolescent Birth Rateは109となっ

ており282、サブサハラアフリカ地域の平均値101（2018年）283を上回っていた。また都市部（82）と

農村部（136）で非常に差が大きいことも示されている。若年妊娠の割合が高いのは性的に活発な独身

女性284の避妊具の使用率が低いことも関係していると考えられる。何らかの近代的な避妊方法（コン

ドーム、IUD、ピルなど）285を使用している女性は28%と低い数値となっており、特に15－17歳では

13％と平均値を大きく下回っていることから、10代の女性に対するSRHR教育やセクシュアリティ教

育を通した啓発などの取組をより一層強化していく必要があることが示されている286。また、近代的

な避妊方法使用率は都市部（38%）と比較して農村部（15%）で低い数値となっており、農村部にお

ける避妊具へのアクセスの強化や家族計画に関するニ

ーズに対する支援が課題となっている287。 

3) SGBVの発生件数 

女性と女児/少女への暴力撤廃のための国家機関

（AVIFEM: L'Agence Nationale de Lutte Contre les 

Violences Faites à la Femme, à la Jeune et Petite 

Fille）から提供されたデータ（表 4-3 参照）によると、

性的暴力を含むSGBVの件数は増加傾向にあることが

示されている。 

2010 年と比較して 2012 年以降は急増しているが、

これは件数が増えたということだけでなく、啓発活動

等を通して医療機関で診察を受けたり警察に通報した

りするケースが増えたことが要因であると考えられる

と AVIFEM は説明している288（また、2018 年および

2019 年に「性的暴力以外の SGBV」のデータがないの

はデータ集計上の問題とのことであった）。AVIFEM

が管理しているデータの中で最も件数が多いのが性的

                                                   

280 République Démocratique du Congo (2019), MICS-Palu 2018, P.279 
281 Ibid, P.83 
282 Ibid, P.82 
283 https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?locations=ZG&most_recent_value_desc=false, 2020 年 12

月 14 日閲覧 
284 MICS-Palu 2018 では調査実施時までの 1 カ月間に性交渉を行った女性を「性的に活発な女性」と定義している。 

République Démocratique du Congo (2019), MICS-Palu 2018, P.90 
285 避妊に係る手法は「近代的手法」と「伝統的手法」に分けられる。近代的手法は卵管結紮、精管結紮、ピル、

IUCD、避妊注射、インプラント、コンドーム、LAM(Lactation Amenorrhea Method)などを指し、一般的に避妊
効果が高い手法とされている。一方、伝統的手法はタイミング法、膣外射精などを指し、近代的手法と比較して避
妊効果は高くないとされる。 

286 République Démocratique du Congo (2019), MICS-Palu 2018, P.90 
287 Ibid 
288 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 

表 4-3：SGBV の発生件数

（2010~2019 年 9 月、コンゴ民） 

年度 性的暴力 
性的暴力以外の

SGBV  
Total 

2010 1,602 344 1,946 

2011 3,716 1,194 4,910 

2012 9,747 2,101 11,848 

2013 17,004 2,980 19,984 

2014 12,376 6,490 18,866 

2015 17,556 7,440 24,996 

2016 15,028 5,911 20,939 

2017 34,778 3,927 38,705 

2018 35,709 ― 35,709 

2019 

(1~9 月) 
24,196 ― 24,196 

Total 171,712 30,387 202,099 

出所：L'Agence Nationale de Lutte Contre les 

Violences Faites à la Femme, à la Jeune et 

Petite Fille (AVIFEM)より提供されたデータ
より筆者作成 
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暴力であり、その他の形態の暴力としては身体的暴力、心理的暴力、強制婚、経済的暴力などが報告

されている。なお、表 4-3 のデータは医療機関の診療記録管理するデータベースである Système 

National d’Information Sanitaire (SNIS、National System of the Sanitation Information)のデータ

と、その他警察等から得たデータを統合したものであるが、警察からのデータは全国から一元的に収

集できる体制にはなっていないため、網羅的なデータではない。 

これらの結果から、コンゴ民では紛争地域における性的暴力だけでなく、全国的に女性に対するあ

らゆる暴力が存在し、多くの女性が身体的暴力や性的暴力を経験していること、特に IPV を経験して

いる女性が非常に多いことが示されている。また法律で禁止されているにもかかわらず児童婚が広く

行われており、法律が実効性を伴っていないことが指摘されている289。 

4) 紛争に関連する性的暴力の現状 

紛争に関連する性的暴力（CRSV：Conflict-Related Sexual Violence）とは紛争状況下において行

われる性的暴力の中で、特に国家治安組織または非国家武装組織、テロリスト集団などに所属してい

る加害者から行われるレイプ、強制妊娠、強制堕胎、強制結婚や性的奴隷制、搾取を目的とした人身

取引などを指す290。多くの場合、被害者は戦闘が行われている地域の住民や政治的に迫害されている

民族などで（支援団体のスタッフやメディア関係者が被害を受ける場合もある）、コミュニティや民族

を攻撃するための「武器」や報復行為として組織的にCRSV が行われることもある。また被害者は乳

幼児から高齢者まで幅広く、複数人での輪かんや道具・武器を使った性的暴力など、極めて残忍性が

高い犯罪もある。国連ではCRSV の予防と対応に係る調査分析や研修モジュールの開発などが継続的

に行われており、2019 年に国連安全保障理事会で採択された決議 2467 号では、CRSV の予防と対応

の強化と被害者中心アプローチに基づく取組の重要性が強調された291。 

コンゴ民では東部の北キブ州、南キブ州、マニエマ州、イトゥリ州、南部のカサイ州、中央カサイ

州などでCRSV の被害が深刻な状況となっており、国連安全保障理事会に提出された「CRSV を行っ

ている、またはその発生の責任を有している疑いのある組織」の一覧において、2 つの国家治安組織

（FARDC とコンゴ民国家警察（PNC：Congolese National Police））292と 21 の非国家武装組織の名

称がリストアップされている293。MONUSCOは 2019 年に 1,409 件の CRSV を記録しており、これ

は 2018 年と比較して 34%の増加となっている294。そのうち 955 件は非国家武装組織による被害、

383 件は FARDC や PNC などの国家治安組織による被害とされており、国家治安組織による被害は

2018 年と比較して 76%増加した295。被害件数の増加は軍事作戦の増加と比例しているとされる。紛

争地域では性的暴力以外の人権侵害（民間人の殺害・処刑、暴行、強制労働など）も蔓延しており、

コンゴ民における人権侵害行為を監視しているコンゴ民主共和国合同人権事務所（UNJHRO: United 

Nations Joint Human Rights Office in the DRC、MONUSCO と国連人道問題調整事務所（OHCHR）

の合同事務所）は、2019 年に計 6,545 件の人権侵害行為が発生し、そのうち 54%が国家治安機関に

                                                   

289 OECD(2019), SIGI Country Profile 2019: Democratic Republic of the Congo 
290 United Nations (2019), Conflict-Related Sexual Violence, P. 3 
291 UN Security Council (2019), Resolution 2467 
292 UNIHROの統計では諜報機関の Agence Nationale de Renseignements（ANR）も人権侵害行為を行っていると
される（図 4-6 参照）。 

293 UN Security Council (2019), Conflict - related sexual violence: Report og the Secretary –General, P.33, 34 
294 United Nations (2019), Conflict-Related Sexual Violence, P.15 
295 Ibid 
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よるものであったと報告している296。また、半数近くに当たる 2,853 件が北キブ州で発生している。

2020 年 1～6 月のデータでは、国家治安機関によるCRSV が 94 件、非国家武装組織によるCRSV が

344 件報告されている（図 4-6 参照）。 

図 4-6：2020 年 1 月～6 月に UNJHRO に報告された紛争に関連する性的暴力の件数 
 

出所：UNJHRO (2020), Documented violations of human rights and fundamental freedoms linked to restrictions 

on democratic space in the DRC より抜粋 

これらはUNJHROにおいて把握しているケースのみを集計した数値であるが、実際には通報され

ていない被害が膨大にあり、さらに通報があってもインフラの欠如や戦闘の激化で被害地域にアクセ

スできないという事態が頻発している。2018 年にノーベル平和賞を受賞したデニ・ムクウェゲ医師は

南キブ州ブカブのパンジ総合病院にて CRSV を受けた女性の診療を行っており、同病院は 2019 年 3

月から 6 月の間にマニエマ州とタンガニカ州の州境近くで 700 件のレイプが発生したと報告したが、

武装集団の活動が展開されていたためにUNJHROの調査ミッションはこの地域にアクセスすること

ができなかった297。 

コンゴ民政府は 2009 年に軍隊による人権侵害と性的暴力の撤廃を目指す「Zero Tolerance（不寛

容）」政策を発表、2013 年には国連と連名で「Joint Communiqué between the Government of the 

Democratic Republic of the Congo and the United Nations on the Fight Against Sexual Violence in 

Conflict」という共同声明を発表し、紛争地域における CRSV に対応するため、法律の適用体制の強

化、司法制度の強化、警察および FARDC の能力強化などを行うことを確認した298。これに基づき

MONUSCO は紛争地域における CRSV の監視、対応、警察や FARDC への SGBV 研修や被害者中

心アプローチに関する研修などを行っている。紛争下における性的暴力に対する「Zero Tolerance（不

寛容）」の方針に基づき、コンゴ民政府は 2014 年に CRSV や子どもを兵士として強制的に徴用する

ことへの対応を行う「性的暴力と子どもの徴用に係る大統領顧問」を新たに設置した。また

MONUSCO と連携した SGBV 撤廃のための全国キャンペーンを 2019 年に実施している。国家治安

組織や非国家武装組織において組織的なCRSV を指示・指導した加害者の逮捕、起訴も強化されてい

るが、依然として加害者が適切に裁かれないケースは多い。また加害者が有罪判決を受けたとしても、

被害者が補償を請求するプロセスは非常に煩雑であるが、資金が十分でないことから司法プロセスに

おける被害者へのサポートが不足している299。 

                                                   

296 UNJHRO (2020), Note du BCNUDH sur les Princilpales Tendances ded Violations des Doroits de L’homme au 

Cours de L’snnée 2019 
297 U.S Department of States, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Democratic Republic of the 

Congo 
298 United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in 

Conflict(2013), Joint Communiqué between the Government of the Democratic Republic of the Congo and the 

United Nations on the Fight Against Sexual Violence in Conflict 
299 United Nations (2019), Conflict-Related Sexual Violence, P.15 
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GBV サブクラスターの報告によれば、

2020 年上半期に通報を受けた SGBV

（CRSV 含む）の被害件数は、2019 年の

同時期の 17,105 件に比べて 57％増の

26,908 件と大幅に増加しており、最も被

害を受けたのは北キブ州の 10,909 件、次

いで南キブの 3,365 件、イトゥリの 2,478

件であった300(州ごとの分布は図 4-7 参

照。色が濃い州ほど件数が多い。GBV サ

ブクラスターはイトゥリ、北キブ、南キ

ブ、タンガニカ、カサイ、中央カサイ、東

カサイの各州を拠点にして人道支援の調

整を行っている)。 

また東部や南部の紛争地域では男性に

対するCRSV の被害も多く、GBV サブク

ラスターや UNJHRO のデータには男性

の CRSV 被害者も含まれている。男性へ

の SGBV 被害は、男性優位性の強いコン

ゴ民の社会背景の中で相談や通報をする

のが難しかったり、多くの支援が女性と女児/少女を優先的な支援対象としていたりすることによって、

実態が把握されておらず対応も不足している。男性被害者が支援団体にサポートを求めても、女性と

女児/少女のみを対象にしていると断られるケースもある301。前述のパンジ総合病院も男性の性的暴力

被害者を受け入れているが、需要に対して支援が追い付いていないとされる302。 

5) 性的搾取・虐待の現状 

性的搾取・虐待（SEA：Sexual Exploitation and Abuse）は、人道支援や開発支援のアクターが加

害者となる性的な暴力行為で、SGBV の一形態である303。性的搾取は「政治的・経済的な権力差や信

頼関係、または被害者の置かれている弱い立場を利用して性的な目的を達成しようとする行為304」を

指し、金銭や雇用、支援物資と引き換えにした性行為やその勧誘、性的搾取を目的とした人身取引な

どがこれに当たる。性的虐待は「不平等な、もしくは強制された状況で、不適切な身体接触を含む性

的な暴力行為を行うこと305」で、レイプを含む性的暴力や 18 歳未満の子どもとの性的行為などを指

す。支援関係者、特に国連 PKOからの SEA は 1990 年代からボスニア・ヘルツェゴビナ、東ティモ

ール、カンボジア、コンゴ民などで報告されていたが、十分な対応が行われていなかった。国連が対

応を強化するきっかけとなったのは、2002 年に UNHCR とNGO のセーブ・ザ・チルドレンUK が、

                                                   

300 UN Bureau du Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (2020), Le Coordonnateur 

humanitaire appelle à poursuivre les efforts pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République 

démocratique du Congo 
301 https://www.peaceinsight.org/en/articles/malemale-rape-victims-burundi-drc/, 2020 年 12 月 14 日閲覧 
302 Ibid 
303 近年は「支援団体内部で不平等な力関係に基づいて行われる性的な人権侵害行為」であるセクシュアル・ハラスメ
ントを加えて SEAH (Sexual Exploitatoin, Abuse and Harassment)と総称されることもあるが、本項では性的搾
取・虐待を取り扱うので SEAとする。 

304 UN Women(2020), Bridging the Gap: Sexual Exploitation, Abuse and Harassment, P.4 
305 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7：2020 年 1 月から 6 月の間に GBV サブクラスタ

ーに報告された SGBV の件数（州別） 
 

出所：GBV Sub-Cluster DRC(2020), Bulletin d'Information 

Trimestriel du Sous-Cluster VBG - janvier à juin 2020 より抜粋 
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リベリア、シェラレオネ、ギニアにおいて国連職員（PKO 含む）や NGO の職員が 13~18 歳の裨益

者の女性・少女に対して 67 件の SEA を行っていたことを調査した報告書を発表したことである306。

事態を重く見た国連はその後、2003 年にコフィ・アナン国連事務総長（当時）が「Secretary-General’s 

Bulletin：Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse」において、

国連職員に対して、SEA の加害者となった場合は懲戒処分を行うこと、18 歳未満の子どもとの性的

行為を禁止すること、性行為やその他のあらゆる辱め、尊厳を傷つける行為のために金銭、雇用機会、

物品、支援やサービスを交換することを禁止すること、などを定めた SEA に対する「Zero Tolerance 

(不寛容)」政策を発表した。以降国連は同政策に則って、戦略立案やガイドラインの整備などを行い、

その他の国際機関や NGO 等も対応を行ってきたが、2018 年 2 月に国際 NGO の Oxfam Great 

Britain（Oxfam GB）によるハイチにおける SEA 事案307が国際的に大きく報道されたことにより、

対応強化の必要性が改めて認識されることとなった。Oxfam GB に助成していたイギリス外務・英連

邦・開発省（FCDO：Foreign, Commonwealth and Development Office）では助成先のNGO に対

するデューデリジェンス（義務の履行やリスクに係る調査）の実施や行動基準の遵守の強化に取り組

んでいる。国連でも職員に対する SEA からの保護（PSEA：Protection against Sexual Exploitation 

and Abuse）研修の実施の強化や、OCHA による各人道危機の調整メカニズムにおいて PSEA フォー

カルポイントの設置、SEA の通報に係る調査に対する助成金を提供する調査基金の設立などを通して

取組を強化している。 

コンゴ民の紛争地域においては、4.1.1.3 の 4)に述べた国家治安機関および非国家武装組織による

性的暴力だけでなく、国連 PKO や国連職員、NGO 職員からの SEA が多発している。国連は

2008~2013 年の全 PKO ミッションにおける 480 件の SEA に係る通報のうち、45%が MONUC ま

たは MONUSCOによる被害であったと報告している308。北キブ州ではリゾートホテル等を拠点に買

売春が行われており、多くの未成年の少女が PKO 要員やその他の支援関係者に対して金銭と引き換

えにした性交渉を行い、PKO 要員がこれらの少女に携帯電話を与えて呼び出しているという事例も

確認されている309。国連の報告では、ベナン、タンザニア、南アフリカ、マダガスカルからの PKO要

員による未成年への性的搾取が最も報告件数が多いとされている310。 

このような状況に対して国連では、PKO ミッション派遣前の研修の強化や女性の PKO要員の増員

などを行っているほか、国連全体で SEA への取り締まりを強化していくために、PKO だけでなくす

べての国連機関における SEA 事案を報告・追跡する電子ツール「iReport SEA Tracker」を開発し、

コンゴ民における試験的な導入を経て、2020 年第 3 四半期から運用開始予定となっている311。

MONUSCO は UNFPA、UNICEF と連携して SEA 被害者の支援に係るガイドラインの作成、医療

支援・心理社会的サポート・交通手段の提供などの被害者支援などを行っている。また 2018 年には

                                                   

306 UNHCR and Save the Children-UK (2002), Sexual Violence & Exploitation: The Experience of Refugee 

Children in Guinea, Liberia and Sierra Leone 
307 2010 年に発生したハイチ大地震に際して Oxfam GB が緊急支援活動を行った中で、2011 年当時支援事業に従事
していた複数名の職員が性的虐待・性的暴力に関わった。内部告発に基づいて Oxfam GB が調査を実施し、4 名の
職員が解雇、3 名の職員が調査中に退職した。 

308 UN General Assembly (2016), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse 

Report of the Secretary-General A/70/729 
309 Uppsala University (2017), UN revealing the causes of SEA in peacekeeping, P.23 
310 UN General Assembly (2016), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse 

Report of the Secretary-General A/70/729 
311 UN General Assembly (2020), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse 

Report of the Secretary-General A/74/705 
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PSEA ガイドラインの実施や SEA 被害者のケアを行うため、現地 NGO 67 団体、国際 NGO 33 団

体、国連機関 15 団体を含む 115 団体で構成される「性的搾取と虐待からの保護のための全国調整組

織」が設立され、発足以来 60 件の通報を受け調査が行われている（うち 8 件は未成年が関与した事

案であった）。しかしながら、こうした取組が実施されてきたにも関わらず SEA は依然として蔓延し

ており、2020年9月には、2018~2020年のエボラ出血熱の流行312に係る緊急人道支援に携わるWHO、

UNCEF、国際移住機関（IOM）、オックスファム、国境なき医師団、ワールドビジョンなどの国際機

関、NGO の職員（主に外国人スタッフ）から、北キブ州のベニで 51 人の女性が SEA を受けたこと

が報道された313。これに対して WHO、UNICEF、IOM、その他NGO 等は徹底的に調査を行うとい

う声明を発表した314。 

4.1.2. SGBVに関連する法律および政策 

 法的枠組み 

1) 憲法 

コンゴ民の憲法は 2005 年に国民投票によって承認され、その後 2011 年に改訂された。憲法では第

14 条において女性に対する差別の撤廃を規定している。その他、ジェンダー平等や暴力の防止に係る

条項は以下の通りである。 

表 4-4：コンゴ民の憲法におけるジェンダー平等に関連する項目一覧 

条項 内容 

第 12 条 全ての国民は法の下で平等であり、法の平等な保護を受ける権利を持っている。 

第 14 条 公権力は、女性に関するあらゆる形態の差別を撤廃し、女性の権利の保護と促進を保証する。公

権力は、すべての領域、特に、市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的領域において、国家

の発展における女性の完全な参加を保証するために適切なすべての措置を講じる。公権力は、公

の場及び私生活において女性に対して行われるあらゆる形態の暴力と闘うための措置をとる。

女性は、国、州、地方の機関において、公平な代表権を得る権利を有する。国は、これらの機関

における男女平等の実施を保証している。法律は、これらの権利の適用方法を定めている。 

第 15 条 公権力は、性的暴力の排除を目的とする。国際条約及び協定を害することなく、いかなる人に対

しても、家族を不安定化させ、（または）家族を消滅、国民全体を消滅させる意図をもって行わ

れた性的暴力は、法によって処罰される人道に対する犯罪として確立されている。 

第 16 条 人間は神聖なものである。国家は、これを尊重し、これを保護する義務を負う。すべての者は、

法、公の秩序、他人の権利及び公の道徳を尊重し、生命、身体的完全性及び人格の自由な発達の

権利を有する。何人も、奴隷にされ、又はこれと同種の状態に置かれてはならない。何人も、残

酷、非人道的又は品位を傷つけるような扱いを受けてはならない。何人も、強制労働に服するこ

とができない。 

第 36 条 労働は国民にとって神聖な権利であり義務である。国家は、労働する権利、失業からの保護およ

び公平で満足できる報酬を保証し、労働者およびその家族が人間の尊厳に沿った生活を営むこ

とを保障するとともに、他のすべての社会的保護手段、特に退職年金および終身年金を保障す

る。何人も、出自、性別、意見、信条、社会経済的条件を理由に、労働者を差別してはならない。 

                                                   

312 2018 年 8 月から北キブ州でエボラ出血熱の流行が確認され、これまでに発生した世界のエボラ出血熱感染流行の
中で 2014 年の西アフリカでの流行に次いで 2 番目に大きな被害を出した。2019 年 7 月にWHO は「国際的に懸念
される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC: Public Health Emergency of International Concern」を宣言し、2020 年 6

月 25 日に終了が確認されるまで北キブ州、南キブ州、イトゥリ州で 3,481 人が感染し、2,299 名が死亡した。 

https://www.who.int/emergencies/diseases/ebola/drc-2019, 2020 年 12 月 26 日閲覧 
313 https://www.thenewhumanitarian.org/2020/09/29/exclusive-more-50-women-accuse-aid-workers-sex-abuse-

congo-ebola-crisis, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
314 独立調査委員会による調査結果は以下に取りまとめられた。 

WHO (2021),“Final Report of the Independent Commission on the review of sexual abuse and exploitation 

during the response to the 10th Ebola virus disease epidemic in DRC” 
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第 40 条 各個人は、自分が選んだ異性の人と結婚し、家庭を築く権利を持っている。人間社会の基本的な

単位である家族は、その統一性、安定性、保護を保証するように組織されている。家族は、公権

力の保護の下に置かれる。子どもに与えられるべき世話と教育は、親にとっては、当然の権利で

あり、また公的権力の監視の下で公的権力の援助を受けて行う義務である。子どもは、両親を援

助する義務がある。法律は、婚姻および家族構成に関する規則を定めている。 

第 41 条 性別の区別なく、18 歳以下の者は、すべて未成年者とする。未成年者は、家族、社会及び公権

力の保護を受ける権利を有する。子どもの育児放棄や虐待、特に小児性愛、性的虐待、魔術の使

用は法律で禁止されており罰せられる。親は、子どもの世話をし、家庭内外のあらゆる暴力行為

から子どもを保護する義務がある。公権力者は、困難な状況にある子どもの保護を保証し、子ど

もに対する暴力行為の犯人と共犯者を裁判にかける義務がある。その他のすべての形態の未成

年者の搾取は、法律によって処罰される。 

出所：UN Women Global Gender Equality Constitutional Database より筆者作成 

2) 国際条約および地域条約 

コンゴ民は国連、AU、SADC、IGCLR 等の加盟国として、様々な国際条約に批准している。批准

している国際条約・地域条約、および遵守している国際的な開発枠組みは以下の通りである。 

表 4-5：コンゴ民が批准している SGBV に関連する国際条約および地域条約 

名称（()内は採択年） 批准年 

国際条約（UN） 

市民的および政治的権利に関する国際規約(1966) 1976 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966) 1976 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW) (1979) 1986 

子どもの権利条約(1989) 1990 

北京宣言及び行動綱領(1995) 1995 

国連安保理決議 1325 号(2000) 2000 

国際組織犯罪防止条約人身取引議定書（2000） 2005 

児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000) 2001 

武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書 (2000) 2002 

地域条約（AU、SADC、IGCLR 等） 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(1981) 1987 

子どもの権利と福祉に関するアフリカ憲章(1990) 2020 

アフリカにおけるジェンダー平等の厳粛な宣言(2004) 2004 

若者に関するアフリカ憲章(2006) 2008 署名、未批准 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカにおける女性の権利に関する議

定書(マプト議定書)(2003) 

2008 

SADC Protocol on Gender and Development 2008 

Declaration of Heads of States and Government of Members States of the IGCLR on 

Sexual and Gender Based Violence (カンパラ宣言) (2011) 

2011 

出所：国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトより筆者作成 

コンゴ民では、国際条約が批准されたのち、政府官報（Journal Official）に掲載された時点で効力

を持つことになる。マプト議定書は2008年に批准されてから10年経った2018年3月に官報に掲載され

た。コンゴ民では一部の例外を除き、批准された国際条約は国内法に優先することを定めているため

（憲法215条）、これにより、性的暴力、レイプ、近親相かんの場合や、妊娠の継続が母体の精神的・

肉体的健康や母体・胎児の生命を危険にさらす場合に薬による中絶が可能となったと解釈される。刑

法では中絶は母体の生命を守る場合のみ認められる規定となっているが、憲法215条に照らすとマプ

ト議定書の条項が優先されることになる。しかしながら、政府は刑法の規定を超えた人工妊娠中絶が
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可能となったことを明言はしておらず、依然として司法手続き等では刑法の規定が適用される可能性

がある。本件調査でインタビューを行った政府機関AVIFEMはこれについて「刑法の過去の規定は、

公衆衛生の組織に関連する基本原則に関する2018年12月13日のLaw 18/035によって更新されている

と考えることができる。」と回答したが、Law18/035では自発的な妊娠の中断は認められず、治療的中

絶は母体の生命を維持することを目的とする場合に認められなければならないことが規定されている

（第85、86条）。性的暴力などのSGBV被害による妊娠の場合の中絶に法律が言及していないことに

対して、NGOや市民団体は刑法の改正や人工妊娠中絶を明確に承認することを求めている315。また公

式に言及されていないため医療機関でも安全でない中絶が実施されることが多く、病院における人口

妊娠中絶、中絶後の合併症の基本的治療、中絶後の合併症の包括的治療などの提供について実施され

た調査では、人工妊娠中絶を実施できる病院は全体の31%、基本的な中絶後合併症のケアを実施でき

る病院は4%、包括的な中絶後合併症のケアを提供できる病院は1％という結果であった316。 

3) 国内法 

SGBV の予防と対応に関しては、2006 年に制定された性的暴力法（Law No. 06/018）が中心的な

法律となる。SGBV に関連のある法律は以下の通りである。 

表 4-6：コンゴ民における SGBV に関連する法律一覧 

名称 SGBVに関連する主な内容 

刑法  児童ポルノを禁止し，有罪となった者は 10 年以上 20 年以下の懲役に処せられる。 

 中絶は母体の生命を守る目的の場合のみ認められる。 

Law No.06/018 （性的

暴力、2006 年） 

 強かん、セクシュアル・ハラスメント、強制結婚、強制売春、性的切除、児童買春、

性的奴隷制、強制妊娠と強制不妊手術、強姦を禁止する。強姦の罰則は懲役 5 年以

上。裁判に基づかない和解、強制結婚を禁止する。セクシュアル・ハラスメントで

有罪の場合は 1 年以上の懲役刑を定めている 

 人の生殖器の「身体的または機能的完全性」に違反した者（FGM 等）は、2 から 5

年の懲役と 200,000 コンゴ・フラン(Cdf)の罰金に処せされる。被害者が死亡した

場合は最高で終身刑。 

（過去に FGM が実施されていたコンゴ民では、現在でも一部の地域で慣習として残っ

ていると言われているが、公式には FGM は報告されていない317。） 

Law No.08/011 

(HIV/AIDS、2008年) 

HIV/AIDS の蔓延を減らし、あらゆる形態の汚名や差別を阻止し、HIVとともに生きる

人々の権利を保護する。 

Law No. 09/001(子ど

もの保護、2009 年) 

児童労働、武力紛争への子どもの徴用、性的搾取、性的搾取を目的とした人身取引等を

禁止する。 

Law No. 11/003 (選

挙、2011 年) 

選挙に際した政党の候補者リスト作成においてジェンダー平等を考慮することを求め

る。 

Law No.11/012 

(FARDC、2011 年) 

FARDC の組織と機能について定めた法律。FARDC の全てのメンバーは「人間の尊厳

と基本的自由を尊重し、保護する」必要がある。 

Law No.11/013 

(PNC、2011 年) 

PNCの組織と機能について定めた法律。SGBVへの対応と子どもの保護を PNCの標準

業務として定めている。 

Law No. 15/013 (男女

平等、2015 年) 

女性に対するあらゆる差別を撤廃することを規定する憲法第 14 条を実現するために制

定された法律。第 14 条では、国家の発展への女性の参加を確保し、公的および私的生活

                                                   

315 https://www.prb.org/wp-content/uploads/2019/04/SAFE-ENGAGE-DRC-Legal-Fact-Sheet.pdf、2020 年 12 月
17 日閲覧 

316 Annie L. Glover et al.(2020), Assessing Readiness to Provide Comprehensive Abortion Care in the Democratic 

Republic of the Congo After Passage of the Maputo Protocol 
317 OECD (2019), SIGI Country Profile 2019: Democratic Republic of the Congo 
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名称 SGBVに関連する主な内容 

における女性に対するあらゆる形態の暴力と闘うための措置を講じることを公的機関に

求めており、この法律では、これらの権利の申請手続きを定めている。 

Law No. 16/008（家族

法 1998 年、2016 年改

正） 

 法定婚姻年齢は男女共に 18 歳と定める。 

 世帯主は夫であること、婚姻時に男性側の家族または親族から女性側に婚資を支払

うことが定められている。 

 一夫多妻婚を禁止している 

出所：法律文書を基に筆者作成 

SGBV の予防と対応に関する法制度は十分に整備されていない。まず、DHS や MICS のデータに

示されているように家庭内における身体的暴力や性的暴力が蔓延しているにも関わらず、DV や配偶

者によるレイプについて言及した法律がなく、性的暴力を規定しているLaw 06/018 号でも DV や配

偶者によるレイプは禁止事項に盛り込まれていない。暴力は刑法で禁止されているため現在の法律で

はこれらの被害は刑法の範疇で裁かれることになるが、警察は家庭内の争いであるとみなしてほとん

ど介入することはない318。2020 年に改訂された GBV 国家戦略（SNVBG：Strategie Nationale de 

Lutte Contre les Violences Bases sur le Genre）では DV も含めた幅広い SGBV に対応していくこ

とを目指しており、AVIFEM へのインタビューによると、ジェンダー・家族・子ども省が法務省と連

携して、DV や IPV を含むあらゆる形態の SGBV の抑制に関する法案を国会に提出する予定となっ

ている319。法案はすでに作成されているが、様々な事前調整が必要なため提出予定時期は現時点では

明確ではないとの回答であった。 

同国の家族法には、2016 年の改訂以前は様々な差別的規定が存在した。法定婚姻年齢が男性 18 歳

に対して女性が 15 歳である、妻は夫の許可なく裁判に出席したり働いたり銀行の口座を開設したり

することができない、夫のみが夫婦の居住地を定めることができる、財産は夫が管理する、妻は夫に

従わなければならない、など家庭内における男性の優位性を規定する内容の法律となっていた。これ

らの規定は 2016 年に改訂されているが、改訂から日が浅く、また改訂内容が十分に周知されていな

いため一般的に十分理解されているとは言い難い状況である。また、婚姻時の婚資の支払いは引き続

き家族法に定められており、経済的困窮からの強制婚や児童婚の誘因となっているという指摘もある

320。コンゴ民では法律文書はフランス語で書かれているが、フランス語を母語としない国民も多く、

言語によって家族法に限らず法律そのものへの理解が妨げられている側面もある。インタビュー結果

によると、地方では警察官もフランス語が分からず法律を理解していないことがある321。またインタ

ビューを実施したNGO の中には、こうした状況に対して SGBV に関連する法律を 4 つの国語に翻訳

して警察や行政の関係者に配布しているという団体もあった322。 

 SGBVの撤廃に向けた政策および政策実施体制 

1) SGBVの撤廃に向けた政策 

コンゴ民では GBV 国家戦略をはじめ、SGBV への対策を主要な課題に取り入れた政策が複数存在

している。ジェンダー関連政策を所管するジェンダー・家族・子ども省（MINIGEFAE：Ministère du 

                                                   

318 US Department of State (2019), Country Reports on Human Rights Practices: Democratic Republic of the 

Congo 
319 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
320 https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/democratic-republic-of-the-congo/#stats-references, 2020 年 12 月

14 日閲覧 
321 AFIA Mama へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 3 日）。 
322 Ibid 
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Genre, de la Famille et de l’Enfant）が SNVBG や国連安全保障理事会決議 1325 号国家行動計画

（UNSCR1325NAP : National Action Plan）など主要な政策を作成しているほか、国家開発計画や

PNC の 3 か年計画などにも SGBV に関連する政策がある。主な政策は以下の通りである。 

表 4-7：コンゴ民における SGBV に関連する政策一覧 

名称 内容 

ジェンダー国家政策 2008

（Politique Nationale du 

Genre） 

発行機関：MINIGEFAE 

「人権とGBV」をジェンダーに関する 18 の重点分野の一つとして設定し、5 つの

戦略的方向性の中の一つ「権力の管理、権利の尊重、暴力の抑圧への公平な参加を

促進する」の中で SGBVへの予防と対応について以下の点を促進するとしている。 

 暴力の特定と犯罪化  

 情報提供、啓発、ケア、モニタリング  

 加害者を処罰する法律の効果的な適用  

 女性と子どもに対する暴力の防止と対策に関する戦略文書の採択と実施 

発行から 10 年以上経っており、現状に合わせた改定が必要であることは認識され

ているが、具体的な改定予定はない323。 

児童婚を終わらせるための国

家計画 2017-2021（Plan 

d’action pour mettre fin au 

mariage d’enfants 2017-

2021） 

発行機関：MINIGEFAE 

女性の法定婚姻年齢は 15 歳から 18 歳になり、18 歳未満での結婚を撤廃するため

に作成された国家計画。以下の 5 つの戦略を優先分野に定めている。 

 児童婚のリスクのある子どもやすでに結婚している子どもの社会サービスへ

のアクセスと質を向上させる。 

 児童婚がもたらす影響について、子ども、家族、伝統的リーダー、コミュニテ

ィリーダー等に対して啓発し意識向上を図る。 

 児童婚撲滅に係る政治的および法的ガバナンスを改善する。 

 定量的および定性的研究を実施して、児童婚に関連する活動や実態を評価す

る。 

コンゴ民主共和国におけるジ

ェンダーに基づく暴力

（GBV）からの保護のための

行動を呼びかける全国ロード

マップ 2018-2020（Feuille 

de route nationale de l’appel 

à l’action pour la protection 

contre les violences basées 

sur le genre (VBG) en 

République Démocratique du 

Congo 2018-2020） 

政府機関、国際機関、NGOが合同で作成した SGBVの撤廃に向けた 3 か年のロー

ドマップ。2013 年にイギリス政府とスウェーデン政府が開始したイニシアティブ

「Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies」に

対応して 2017 年から UNFPA とスウェーデン政府（その後カナダ政府に引き継

ぎ）がコンゴ民における SGBV からの保護のための行動を促すイニシアティブを

開始した。当初は人道支援を対象としていたが、その後開発支援も対象となり、2018

年に政府機関、国際機関、NGO を含めた本ロードマップを作成した。3 年間で以

下 6 点の重点分野を設定している。 

 SGBVと闘い、ジェンダー平等を推進するための制度的な政策や規範の強化。 

 献身的なリーダーシップと、効果的で説明責任のある省庁間・セクター間の

SGBV 調整の強化。  

 多分野にわたるニーズアセスメント、分析、計画プロセスを通じた、人道的行

動および緊急事態後の SGBV 対応の有効性向上 

 SGBVへのグローバルな対応のためのリソースの動員  

 人道・開発イニシアティブにおける SGBV予防・対応の実施と質の強化 

 SGBV のリスク低減に効果的に貢献するための、人道・開発支援のあらゆる

分野におけるスタッフの能力強化 

National Strategic Plan for 

Development 2019-2024 

発行機関：Ministry of 

Planning 

2019~2014 年の国家開発戦略計画。5 つの柱のひとつ「人的資本の開発」における

「社会的統合」の中で、「女性・若者・子ども」に係る目標の一つに「家庭やコミ

ュニティにおけるジェンダー不平等の削減とジェンダーに基づく暴力との闘い」を

設定し、女性や女児に対する暴力の防止の促進、多分野による包括的な被害者のケ

アサービス提供などを目指すとしている。 

                                                   

323 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
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名称 内容 

UNSCR1325NAP 2nd 

Generation（Plan d’Action 

National de la Mise en 

Oeuvre de la Resolution 1325 

du conseil de Securite de 

Nations Unies sur les 

Femmes la Paix et la 

Securite IIème Generation, 

2019-2022） 

発行機関：MINIGEFAE 

2010 年に策定された国連安全保障理事会決議 1325 号に係る国家戦略の改訂版。

第 1 世代の行動計画では 1)女性の参加、2)女性に対する暴力の予防、3)女性・女児

の保護、4)啓発、の 4 つを中心的な戦略としていたが、第 2 世代では 5 つ目の戦略

として女性のエンパワーメントや SGBV 被害者の支援のためのマルチドナーによ

る基金の運営を追加した。16 の関連省庁からなる 1325NAP Steering Committee

を設立し、以下のような目標を設定している。 

 地方、州、国、地域、国際的な機関や紛争の予防、管理、解決のためのメカニ

ズム、治安サービスへの女性と若い女性の参加率を 20％まで高める 

 社会・政治・経済・公共・民間機関の意思決定機関における女性と若い女性の

参加率を 20％まで高めることに貢献する 

 政治・公共統治への女性の参加促進のための法的文書と 1325NAP を広く普

及させる 

 早期警報と平和的紛争解決のためのコミュニティ・メカニズムを確立する 

 武装集団への児童兵士の勧誘率を低下させる 

 治安機関内の意思決定機関への女性の参加率を高めることに貢献する 

 小型武器・軽火器の流通の管理・削減を強化する 

 女児、思春期、若年女性、その他の脆弱な立場にある女性の権利を尊重する 

 紛争中および紛争後の女性や社会的に疎外された人 （々障がい者、先住民、難

民、避難民など）の権利を侵害しない 

 紛争中および紛争後の女性、思春期の少女、若い女性の性的暴力およびその

他の人権侵害と闘う 

 紛争の管理と平和的解決にジェンダーの視点を組み込む 

 紛争の犠牲となっている女性や女性グループの社会経済的エンパワーメント

を行う 

性的暴力に関する国家警察 3

か年計画 2019（Plan 

d’Action Triennal de la Police 

Nationale Congolaise sur la 

lutte Contre les Violences 

Sexuelles） 

発行機関：PNC 

性的暴力の撲滅のための PNC の行動計画。PNC による性的暴力および民間の性

的暴力双方を対象に、以下 3 点を目的に設定している。 

 予防：PNCによる性的暴力を予防する 

 抑制：PNCや民間人による性的暴力の有罪判決を増加させる。具体的には 1)

加害者を法の裁きにかけるために犯罪を調査し記録する、2)性的暴力被害の

通報や報告を受け取る、3)加害者の不処罰を減少させる 

 保護：性的暴力の被害者や目撃者が恐れずに被害を訴えたり告発したりし、

保護されていると感じられる。 

またこれらを達成するために 1)能力強化、2)コミュニケーションと調整、3)分析・

モニタリング・評価、を重点分野として具体的な活動を設定する。 

改 訂 版 GBV 国 家 戦 略

（SNVBG Revisée, Stratégie 

nationale de lutte contre les 

violences basées sur le genre 

revisée, 2020） 

発行機関：MINIGEFAE 

2009 年に策定された GBV 国家戦略の改訂版。あらゆる SGBV の予防と対応に係

る基準的枠組みを提供するため、以下 5 点を目的としている。 

 コンゴ民全体で実施されているSGBVの予防と対応より効果的かつより協調

的にする 

 効果的な SGBV対策のために、より多くの資金や資源を動員する 

 被害者の保護に関する取組を強化する 

 SGBV やより一般的なジェンダーの不平等に関する社会的規範や行動の変容

に貢献する 

 SGBVとの闘いに関わるMINIGEFAEやその他組織の能力を強化する 

出所：政策文書を基に筆者作成324 

                                                   

324  表 4-7 に記載の政策のほかに、FARDCが 2014 年に「性的暴力と戦うための行動計画」を作成しているが、本件
調査内で文書を確認できなかった。以下の報告書では計画通りに実施されていないと指摘されている。 

UNFPA (2019)、Evaluation conjointe des programmes de lutte contre les violences sexuelles en République 

Démocratique du Congo 2005-2017 
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同国における SGBV関連政策の基盤となる最新の文書は「改訂版GBV国家戦略（SNVBG Revisée : 

Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre revisée, 2020）」である。2009

年に策定された SNVBG は 2015 年からUN Women を始めとする国際機関やドナーの支援を受けて

2020 年に改訂された。以前の SNVBG では主に東部の紛争地域における性的暴力の予防と対応に重

点を置いていたが、改訂版SNVBGでは東部に限らずコンゴ民全国で性的暴力、DV（身体的、性的、

精神的）を含むあらゆる SGBV に対応することを目的としている。表 4-7 に記載した 5 つの目的に

沿って、以下 7 点の戦略とそれぞれの具体的内容を設定している325。 

1) SGBV の予防 

SGBV の根本的な原因、結果の特定・理解促進、行動変容のためのコミュニティや個人の関与の

促進、女性と若年層の SRHR の促進、保護メカニズムの強化、法的・政策的枠組みの強化 

2) 女性のエンパワーメントの強化 

女性と女児/少女、特にもっとも弱い立場にある女性と女児/少女のための社会経済的支援の構築、

女性のリーダーシップの強化、SGBV の撲滅への男性の参加と Positive Masculinity の促進 

3) 子どもの社会化過程における SGBV に関する教育の強化 

ジェンダー不平等や SGBV に関する学校・地域社会の学習環境の改善、ジェンダー問題や SGBV

に敏感になるための学校教育課程の改訂の奨励・支援、親子間のコミュニケーションの促進 

4) ジェンダーの視点からの安全保障と保護の強化 

防衛・治安サービスによる SGBV 国家計画の支援、SGBV に関する治安・防衛サービスの能力

の構築、SGBV と CRSV に関する市民社会組織の能力強化、武装集団から離脱した女性や女児/

少女の社会経済的な復帰の支援 

5) 被害者への包括的ケアの実施 

心理社会的支援、医療支援、ケースマネジメントと司法機関へのリファーラル・フォローアップ、

社会的サービスの強化 

6) SGBV 加害者の不処罰の撤廃 

SGBV に関する司法関係者の能力強化、SGBV の通報を促進するためのコミュニティの強化、全

ての SGBV 被害者のための司法アクセス強化、SGBV 加害者の更生の支援・刑務所での SGBV

の防止に係る更生の促進 

7) データ収集、モニタリング評価の強化 

モニタリング評価システムの構築、モニタリング評価ユニットの強化、コンゴ民全体での SGBV

課題に対応するステークホルダーのマッピング、実施状況のモニタリングに必要な情報の収集と

データベースへの蓄積・分析、SNVBGの実施状況に関する報告書の作成・年次報告書の作成 

1)～7)の実行にあたり各戦略に基づく活動と指標が設定されている。今後、これらの戦略や計画を

実行していくための関係機関による具体的な活動の実施が必要とされている。AVIFEM および UN 

Women へのインタビューによると、まずは関連する政府機関、NGO、市民団体などのステークホル

ダーとのコンサルテーションを経て、各機関・団体で具体的な行動計画の立案が求められる326。併せ

                                                   

325 MINIGEFAE (2020)、Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre revisée 
326 AVIFEM（2020 年 10 月 7 日）およびUN Women DRC (2020 年 11 月 4 日)へのインタビュー結果に基づく。 
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て各種計画を実施するための資金調達も今後重点的に実施していくとの回答であった327。 

2) 政策実施体制 

コンゴ民においてジェンダー関連政策を担当するのはジェンダー・家族・子ども省（MINIGEFAE：

Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant）であり、政府レベルで SGBV に関連する政策を

実施するのは AVIFEM である。AVIFEM は SNVBG（4.1.2.2 の 1)参照）の実施を担うために 2009

年10月に制定されたLaw No. 09/38によって設立されたMINIGEFAE内の専門機関である（SNVBG

は 2009 年に策定され、2020 年に改訂された）。SNVBG の推進のため、予防と保護の強化、加害者

の不処罰の撤廃、治安と司法の改革の支援、被害者のニーズへの対応、SGBV 関連データの収集・管

理を行っている328。具体的な役割は以下の通りである329。 

 女性に対する暴力に対応するための政府と二国間および多国間パートナーの取組の側面支援 

 女性に対する暴力に対する活動を調整するためのメカニズムの管理・運営 

 女性に対する暴力に対応する関係者への戦略面でのアドバイスや技術支援の提供 

 各省庁の政策、プログラム、プロジェクトおける女性に対する暴力に関する取組強化に向けた

アドボカシー 

 SGBV、特に性的暴力の予防と対応に係る支援メカニズムやイニシアチブ間の調整 

 SGBV の撤廃に係る活動の手法や方向性に関連する分析や研究 

上記の役割に基づいて啓発活動や関係機関との調整、リファーラルなどを行っている他に、

AVIFEM 内部のトレーニングの一環として、SGBV 関連法、家族法、マプト議定書等に関する研修

や、スマートフォンやタブレット等を使ったデータ収集に係る研修などを行っている。約 200 名のス

タッフが在籍しているが予算、人材育成面で課題を抱えており、インタビュー結果に基づくと特に

SGBV への対応に係る実践的な研修、ジェンダーに関する包括的な研修、SNVBG の実施に係る具体

的な取組に関する研修、SGBV 被害者への係る包括的な支援に関する研修、データの収集および管理

に関する研修などが不足しているという認識であった330。またAVIFEM以外の機関への研修として、

司法警察官（OPJ：Officer police Judiciare）の人材育成に関する研修（緊急事態への対応等）、心理

社会的ケア提供者のための研修も実施したいが現状ではできていないとのことであった。AVIFEM は

SNVBG の実施のためすべての州に機能を配備しなければならないが、予算不足のため現在はキンシ

ャサのみで活動しており（地方レベルでは各州のジェンダー・家族ユニットが政策実施を担当してい

る）、組織の拡大と能力強化が喫緊の課題となっている331。 

3) 調整メカニズム 

SGBV の撤廃に向けた取組に関して、コンゴ民では以下のような調整メカニズムが設置されている。 

A. SNVBG常任委員会（Steering Committee） 

SNVBG常任委員会は、SGBV の撤廃に向けた国家戦略である SNVBGの実施を管理・監督するた

めに 2009 年に設立された会議体である。SNVBG は政府、国内外の NGO、国際機関およびドナー

（TFPs: Technical and Financial Partners）の 3 つのレベルでそれぞれ会議体を組織することを定

                                                   

327 AVIFEM（2020 年 10 月 7 日）およびUN Women DRC (2020 年 11 月 4 日)へのインタビュー結果に基づく。 
328 https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/democratic-republic-of-the-congo/2009/avifem、

2020 年 12 月 15 日閲覧 
329 MINIGEFAE (2009)、Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 
330 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
331 Ibid 
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めており、そのうち政府レベルでの実施に当たって設立されたのが SNVBG常任委員会である332。当

該常任委員会は施策のモニタリング・評価、予算確保、運用能力の強化、説明責任の担保を行うこと

とされており、中央レベルではジェンダー担当大臣が議長を務め、法務省、人権省、MINIGEFAE、

保健省、初等・中等教育省、高等教育・大学教育省、雇用・労働・社会福祉省、国防省、内務省、FARDC、

PNC などがメンバーになる。MINIGEFAE（中央レベルでは AVIFEM、地方レベルでは州のジェン

ダー・家族ユニット）が事務局を務める。会議は 3~6 カ月に一度の頻度で開催されていたが、省庁の

再編があったため 2019 年は開催されておらず、2020 年に改訂された新しい SNVBG のもとでの開

催を予定している333。 

B. 国家調整委員会（NCC：National Coordination Committee）と州調整委員会（PCC：Provincial 

Coordination Committees） 

政府、NGO、TFPs の 3 つのレベルの会議体を調整する機関として NCC と PCC を設置し取組全

体のモニタリング、評価、指導を行う334。NCC は首相が議長、ジェンダー担当大臣が報告者を務め、

メンバーは法務省、人権省、保健省、内務省などの代表者や治安機関、国際機関、ドナー、NGO や市

民団体で構成される。また PCC は州レベルでの実施の責任を担い、州知事が議長を務める。 

C. 1325 常任委員会（Steering Committee） 

UNSCR1325NAP（表 4-7 参照）の実施を管理・監督するために設立された会議体。議長はジェン

ダー担当大臣、事務局を MINIGEFAE が務め、UNFPA、ドナーの代表者、MINIGEFAE の事務次

官が副議長を務める。メンバーは大統領府、首相府、防衛省、外務省、法務省、人権省、財務省など

の政府関係者と国内外のNGO、市民団体で構成される335。UNSCR1325NAP の実施に係るアドバイ

ザリー、実施機関から提出された作業計画の検証、他機関や各州との調整、紛争予防と管理・人道支

援におけるジェンダー主流化のアドボカシー、ガイドラインの作成などの役割を担う。また州レベル

でも 1325 常任委員会が設立されることとなっており、州知事のほか、ジェンダー、内務、司法、計

画、予算、社会問題、公衆衛生、治安サービス（FARDC、警察、ANR）の州の担当者、州議会、ドナ

ー、NGO、市民団体で構成される336。 

D. GBV サブクラスター 

OCHA が調整するコンゴ民の人道支援において SGBV 分野で活動する団体の調整を行う機能で、

保護クラスターの一部を担う。UNFPA がリードエージェンシーを務める。2009 年からは MONUC

内に設置された「性的暴力ユニット」が調整を担っていたためしばらく活動していなかったが、「性的

暴力ユニット」の解散とともに 2016 年に人道カントリーチームが GBV サブクラスターの活動を再

開させ、現在ではイトゥリ州、北キブ州、南キブ州、タンガニカ州、カサイ州、中央カサイ州、東カ

サイ州の 7 つの州を拠点として人道支援の調整を行っている337。 

                                                   

332 MINIGEFAE (2020)、Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre revisée 
333 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
334 Ibid 
335 MINIGEFAE(2019)、Plan d’Action National de mise en oeuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité IIème generatioin 
336 Ibid 
337 「人道カントリーチーム」はOCHAとNGOから構成される人道支援を管理する国レベルの枠組み。人道危機に対
する対応が展開されている国では当該国で活動する国連機関のうち最もシニアレベルの国連職員である人道調整官
が人道カントリーチームを統率し、クラスターアプローチと呼ばれる専門分野毎の調整メカニズムを導入してい
る。保護クラスターはそのうちの一つでGBVサブクラスターはさらに保護クラスターの機能の一部を構成する。 
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E. 地域保護委員会（LPCs：Local Protection Committees） 

コミュニティ内で SGBV を含む暴力からの保護と安全管理の問題についての対応やアドボカシー

を行う有志の会議体。女性を含む 15 人のメンバーで構成され、自治体と協力して地域の課題解決を

行う。MONUSCOが紛争地域で LPCs の設立をサポートしているほか、Oxfam などの NGOのサポ

ートで設立されたコミュニティもある。LPCs が地域保護計画を策定する際には、MONUSCO や自

治体からのサポートを得ることができる。 

1)～5)以外にも、各地域のニーズに対応した地域レベルでの調整機能も存在し（例：イトゥリ州ブ

ニアの「不処罰と戦うグループ」、北キブ州ベニの「他部門支援グループ」、北キブ州ゴマの「データ・

マッピンググループ」など）、2019 年末時点で少なくとも 11 州に独自の GBV 調整メカニズムがある

とされている338。また、ジェンダーに関する調整プラットフォームも複数存在し（Gender Thematic 

Group、UN Gender Team、One+One など）、多くの調整メカニズムが共通の課題についてそれぞれ

対応している状況に対して、SNVBG を実施する上で調整メカニズムの整理と合理化が重大な課題の

一つであると指摘されている339。 

 政府による取組 

政策面以外で SGBV の予防と対応に特化した政府主導の取組としては以下 6 点が挙げられる。な

お、コンゴ民では SGBV の対応に十分な予算が割かれておらず、重要な施策であっても国際機関や海

外のドナーからの資金で実施されていることが多い。以下 6 点も政府内での対応のため「政府による

取組」に分類するが、国際機関やドナーからの資金提供を受けている場合はその点を併せて記載する。 

 警察の機能強化 

 Green line122 の設置・運用 

 多部門統合サービスセンター(CISM：Centre Intégré de Services Multisectoriel)の設立・運営 

 Zero Tolerance キャンペーンの実施 

 若者と女性に対する暴力との闘いに関する国家元首特別顧問の設置 

 移動法廷（Mobile Court）の実施 

1) 警察の機能強化 

警察は SGBV の被害の受付、加害者の逮捕、事案の捜査など、被害者の保護、加害者の訴追におい

て重要な役割を担っており、被害者が司法手続きにアクセスする最初の窓口となるため、警察の機能

強化、能力強化は SGBV の予防と対応において最も重要な施策の一つである。コンゴ民では PNC 内

に子どもの保護と女性の暴力を中心的に取り扱う子どもの保護と性的暴力防止局（Child Protection 

and Prevention of Sexual Violence Department）を設置し、以下の業務を実施している340。 

 女性と子どもの保護、性的暴力やそれ以外の SGBV 予防のための行動計画の実施 

 SGBV のデータ集計 

 全国の警察署からの SGBV の報告とりまとめ、統計の作成 

 国家警察内の SGBV 関連活動のフォローアップ 

 SGBV の予防に係る啓発キャンペーン 

 SGBV に対応するための司法警察官の能力強化 

 ワークショップ、セミナー、研修などを通じた警察官の能力強化 

                                                   

338 MINIGEFAE (2020)、Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre revisée 
339 Ibid 
340 PNCへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 26 日）。 
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警察内部の SGBV 研修については部局内に配置された SGBV のトレーナーが担当しているが、国

家警察内に研修を主に担当する部局（DGEF：Direction General d'Ecole et la Formation.）があり、

ここで実施される SGBV 研修にも職員を派遣し受講している。研修内容としては犯罪の処理方法、捜

査の方法、被害者への対応方法など多岐にわたる。また東部や南部の紛争地域では MONUSCOや国

連警察（UNPOL：UN Police）が警察官に SGBV 研修を行うこともある。SGBV 事案の対応に当た

っては、保健省や法務省など関連する組織と連携している。警察内の規程では 72 時間以内に被害者

がまず医療サポートを受けることになっているので、対応に当たってはこの規定を最優先にしている。

被害者の対応は司法警察が行い、司法警察が必要と判断すれば、医療サービスの他にさらに心理社会

的サポートも実施する。SGBV のデータ収集については、全国の警察署がそれぞれ取りまとめて国家

警察に報告し、統計をとっている。これを国家警察からMINIGEFAE、保健省、内務省など関連省庁

に毎月報告している。しかしながら、全国の警察署とつながる通信インフラが整っていなかったり記

録のデジタル化が進んでいなかったりすることによりタイムリーな情報共有ができないため、正確な

データの管理・分析ができていないことが課題となっている341。 

また地方警察では 2015 年から子どもの保護と性的暴力の予防ユニット（EPEPVS：Escadron 

Protection de l’Enfant et Prevention des Violences Sexuelles）の設置が開始され、現在はキンシャ

サおよび全 25 州にそれぞれ設立されている。EPEPVS は州レベルで性的暴力を始めとした SGBV と

子どもの保護に係る活動を担っている（組織内で子どもの保護の部署と SGBV の部署が分かれてい

る）。設置に当たっては政府からの予算配分がなく、GIZ の支援によって設置が進められてきた。また

業務の実施に当たってはUNDP、UNFPA、UNJHRO の共同プロジェクト（4.1.3.1 参照）のサポー

トを一部受けている。本件調査でインタビューを実施したキンシャサの EPEPVS によると、実施し

ている業務内容は以下の通りである342。 

 SGBV 被害の通報の受付 

 被害者に対するオリエンテーション：医療サービスと司法サービスに関する案内、リファーラル

を行う。キンシャサでは後述する 4 つのCISM（本項 3）参照）に案内している。 

 SGBV 被害の捜査：被害のケースに応じて被害者に緊急の医療、司法サービスの案内を行った後

捜査を開始する。被害者からの聞き取り、調査を実施した後、48 時間以内に処理して検察にケー

スを付託する。捜査段階で被疑者を逮捕した場合、被疑者への尋問は弁護士立ち合いのもと行う。

被疑者に対して被疑内容の説明も行う。捜査の過程で被害者は被疑者に会わないような配慮がな

される。 

EPEPVS で受け付けた SGBV ケースはすべて捜査を実施し検察に送付している（検察に送付した

後どのように処理されているかは把握していない）343。通報の受付、被害者へのオリエンテーション

尾方法、捜査の実施方法などに係る研修を実施し、今後はジェンダーや SGBV に関する基礎知識、

SGBV の予防、被害者の保護などに係る研修を実施したいとの回答であった。また、インタビュー実

施時点でキンシャサの EPEPVS には女性 24 名を含む 74 名のスタッフが勤務しており、女性警察官

を増やす必要があるがすぐに増やすことはできないため、現在可能な対応としては女性警察官のみを

                                                   

341 Ibid 
342 EPEPVS Kinshasa へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
343 Ibid 
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対象とした研修の実施を要望することであるという認識であった。業務実施上の課題としては、以下

の点が挙げられた。 

 EPEPVS につながる無料のホットラインはなく通信機器も多くないため、被害者の司法へのア

クセスが著しく制限されている。通報方法は、被害者が直接 EPEPVS を訪問する、書面によっ

て通報する、近くの警察署に通報する、EPEPVS内の警察官の私的な電話番号に連絡する、など

の手段となっている。 

 被害者が EPEPVS を訪れる際の交通手段や交通費のサポートがない。また公共交通機関は十分

に整備されていない。 

 警察官の移動手段が十分に確保できていない。バイクや車などの移動手段が十分でないために、

緊急のケースの場合であっても到着が遅れて対応できないことがある。 

 ユニフォームやベストなど、警察官がEPEPVS であることを示す資材が不足している。 

 専門的知識を身に着けた警察官が少なく、研修の機会も限られている。 

上記のように、EPEPVS にはインフラや人材育成面で課題があることが示された。また本来

EPEPVSは、被害者のプライバシー保護や特殊なニーズへの配慮のため、警察署内ではなく個別の建

物が設置されていることが望ましいが、州によっては個別の建物がない EPEPVS もあり（キンシャ

サは専用の建物がある）、PNC 改革 5 カ年計画 2019～2023 では、5 年間で 10 の州でEPEPVS の専

用設備を建設するとしている344。インタビューを実施した PNC の担当者によると、EPEPVSは地方

警察に所属しているため、PNC の子どもの保護と性的暴力防止局と直接的な連携がなく、事案の報告

も一度地方警察が取りまとめて国家警察に送られ、そこからさらに子どもの保護と性的暴力防止局に

状況が共有されるという形になっており、連携・報告に時間を要していることも課題となっている345。 

2) Green line 122 の設置・運用 

コンゴ民では SGBV に係る無料のグリーンライン（ホットライン）が約 1 年間稼働していなかった

が、性的暴力と子どもの徴用に関する国家元首特別顧問（後述）が主導しUNFPA と UNJHROの支

援を受けて 2020 年 8 月 3 日から再稼働した。グリーンラインは 24 時間稼働し、全ての州で対応が

可能となっている。運営は民間企業に委託され、性的暴力、DV、児童婚などあらゆる形態の暴力を対

象とし、通報の受付、医療支援・心理社会的サポートのリファーラル、司法機関へのリファーラルな

どを提供している。 

また、UNFPA、UNJHRO などのコンゴ民で活動する国連機関は共同で SEA の通報のためのグリ

ーンライン 495555 の運用を 2020 年 12 月から開始した346。人道支援および開発支援関係者から性的

搾取、性的虐待、性的暴力などを受けた被害者や目撃者、内部告発者から通報を受け付けた場合、国

連が内部調査を開始する。 

3) 多部門統合サービスセンター(CISM：Centre Intégré de Services Multisectoriel)の設立・運営 

CISM は SGBV の被害者に医療支援、心理社会的サポート、司法サポート、社会復帰支援を提供す

るワンストップセンターである。これは UNDP、UNFPA、UNJHROの共同プロジェクト「GBV と

                                                   

344 Ministry of Interior and Security (2019), Five Year Action Plan of the Reform of the Congolese National Police 

2019-2023 
345 PNCへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 26 日）。 
346 https://drc.unfpa.org/fr/news/la-rdc-lance-une-ligne-verte-sur-la-redevabilit%C3%A9-et-la-protection-contre-

lexploitation-et-les、2020 年 12 月 20 日閲覧 
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の闘い-コンゴ民主共和国の女性と女児/少女のための正義、エンパワーメント、尊厳（JAD プロジェ

クト：Lutte contre les VBG - Justice, Autonomisation et Dignite des Femmes et des Filles en RDC）」

の活動の一部として、MINIGEFAE、保健省、PNC などと連携して運営されている。2020 年 10 月

時点で、キンシャサ、北キブ州、南キブ州、中央カサイ州、イトゥリ州の 5 つの州で計 11 の CISM

が運営されている（キンシャサには 4 つ設置されている）。各施設に少なくとも一人の医師、法医学

者、臨床心理士、弁護士が配置され、サービスはすべて無料で提供されている。 

CISM は 24 時間ではなく 8:00～16:00 の運営となっている。北キブ州、南キブ州など 5 州のうち

3 州は紛争地域となっており、治安上の理由から日没後は運営できないためである（サービスプロバ

イダーが明るいうちに家に帰らなければならない）。キンシャサでは緊急対応としての医療ケアを

CISM 以外の医療施設でも受けることができるが、CISM の医療サービスは無料であるのに対し、外

部の医療サービスは有料である。CISM 以外の医療機関で診療を受けたがお金が支払えない場合など

は、改めて CISM に連絡してサポートを受けることもできる。キンシャサ以外では医療施設の数が十

分ではなくまた治安もよくないため、夜間の緊急対応などは困難である347。 

CISM の運営に関してはコンゴ民政府からの予算は割り当てられておらず、JADプロジェクトに資

金提供を行っているカナダ政府からの資金で運営されている。JAD プロジェクトは 2018～2023 年の

予定で実施されており、残り 2 年のプロジェクト期間ではキンシャサと中央カサイ州を中心にサポー

トしていく予定で、その他の 3 州ではプロジェクトを継続するためのドナーを探しているが、見つけ

られなければ 3 州では 2023 年を待たずに終了する可能性がある348。現在、JAD プロジェクトでは

CISM の機能を強化、拡大していくために、CISM の法的枠組みの確立を目指している。これによっ

て対象 5 州の CISM だけでなく、CISM で活動している現地 NGO（CISM と連携する外部の施設を

運営している国際 NGO もある）や同様のワンストップセンターを運営している団体（パンジ総合病

院など）も政府資金の活用を申請することができるようになる。また法的ステータスを得ることで、

司法部門（裁判官や検察官）との連携もより効果的に行われるようになることを UNDP では期待し

ている349。CISM に係る資金面以外の課題は以下の通りである。 

 CISM はすでに存在している病院に交渉して設置しており、いくつかの小さな部屋に臨床心理士

や弁護士など追加人員を配置している状態なので、より広いスペースを確保して十分なサービス

を提供できる環境を整える必要がある。また人件費も不足しており、南キブ州や北キブ州では人

件費などが安いが、キンシャサでプロジェクトを実施するためには多くの資金が必要となる。 

 サービスプロバイダーやオフィサーの能力強化が必要である。警察官とは連携しているが、効果

的な対応ができておらず、サービスの内容や被害者への対応の方法を改善していく必要がある。 

 CISM に設置している被害者に配布するための Dignity Kit（衛生用品、布、靴、ボディクリー

ム、ボディソープなど）の数が不足している。 

 CISM には被害者が一時的に滞在できるシェルターはない。過去にUNFPA が中央カサイ州のい

くつかの地域で SGBV 被害者のためのシェルターの運営を行っていたことがあったが、その後

CISM ができたのでこの施設はなくなった。シェルターの運営に関しては、女性の安全に対する

配慮が十分でなかったり逆に被害経験がトラウマになったりすることがあり、難しい面がある。

                                                   

347 UNDP DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
348 Ibid 
349 Ibid 
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現状のCISM でも、医師の診察前に被害者が安心して過ごせる場所（待合室）を作る必要がある

ことは認識している。 

コンゴ民政府は JAD プロジェクト終了後、CISM の数を全国的に増やしていく計画はあるが、ド

ナーからの資金提供が必要となっている350。現状では CISM の数は非常に少なく、膨大なニーズに対

して支援が全く足りていない状況である。 

4) Zero Tolerance キャンペーンの実施 

Zero Tolerance キャンペーンは 2011 年に ICGLR で採択された「Declaration of Heads of States 

and Government of Members States of the IGCLR on Sexual and Gender Based Violence (カンパ

ラ宣言)」の中で「SGBV の犯罪と不処罰に対する Zero Tolerance を宣言し、すべての ICGLR 加盟

国において、特に男性の関与に重点を置いた SGBV に対する Zero Tolerance キャンペーンを開始す

る」と勧告したことに基づく351。キャンペーン期間は 2 年間とされ、宣言後すぐに開始されることが

求められていたが、12 カ国中コンゴ民のみ未開催であった。国際機関やドナー、NGO、市民団体と

ともに準備を進め、2020年11月25日（「16日間のキャンペーン352」の初日）に大統領がZero Tolerance

キャンペーンの開始を宣言した。本キャンペーンの技術的支援を行うために、関連政府機関、国際機

関、市民団体（特に女性団体）、メディアなどから成る「SGBV 部門調整委員会」が設置され、様々な

ステークホルダーが 2022 年 9 月までに主に以下の活動を行う353。 

 SGBV の被害者の司法へのアクセスに関するアドボカシー 

 SGBV 関連施策の実施状況の評価 

 被害者の基本的なニーズを満たすための賠償基金法改正のためのアドボカシー 

 女性専用刑務所の建設を通じた刑務所におけるジェンダー主流化に関するアドボカシー 

 民主主義のルール、責任ある市民権、ジェンダー、SGBV の学校カリキュラムへの組み込みのた

めのアドボカシー 

 違法な武装集団の排除とすべての市民の平和を確保するための治安改革のために、国内、地域、

アフリカ、国際レベルでのアドボカシー 

 国家レベルの資金調達のためのアドボカシー 

 全ての国語での SGBV の予防に向けた啓発メッセージの開発 

 メディアや教育を通じた、女性に対するあらゆる形態の暴力を撤廃するためのアドボカシー 

 難民/国内避難民キャンプでの適切な SRHR サービスに係る意識向上 

 質の高い SGBV 関連サービスへのアクセス確保のための包括的な政策、戦略、計画の策定 

 女性と女児/少女のエンパワーメントを考慮した政策と戦略の見直し及び開発 

 司法と公務員、特に法執行官、警察、医療サービス提供者、教育機関の職員の能力強化 

 地域レベルでのコミュニティ・アウトリーチ・プログラムを含めた SGBV に関する教育と行動変

容プログラムの実施 

                                                   

350 AVIFEM（2020 年 10 月 7 日）、UNDP DRC（2020 年 10 月 22 日）へのインタビュー結果に基づく。 
351 ICGLR (2011)、Declaration of Heads of States and Government of Members States of the IGCLR on Sexual 

and Gender Based Violence, P.4 
352 毎年 11 月 25 日の「女性に対する暴力撤廃の国際デー」から 12 月 10 日の「国際人権デー」までの 16 日間に実施
されるキャンペーン。世界各地で様々な啓発活動やアドボカシーが行われる。 

353 UN Women DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 4 日）。 
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5) 若者と女性に対する暴力との闘いに関する国家元首特別顧問の設置 

2014年にカビラ大統領（当時）が紛争地域における性的暴力と武装勢力への子どもの強制徴用に関

する国家元首特別顧問を設置したが、2019年にチケセディ大統領は新たに若者と女性に対する暴力と

の戦いに関する国家元首特別顧問(La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse 

et lutte contre les violences faites à la femme)を設置し、シャンタル・ムロップ氏を任命した。特別

顧問は紛争地域の課題に限らず、全国的なSGBVの課題に対する対策を実施することが求められてお

り、2020年にはグリーンライン122の再稼働、2013年の国連とコンゴ民政府の共同声明(4.1.1.3の4)参

照)の補遺354のレビュー、COVID-19の影響への対応などを実施した。2021年には「Zero Tolerance 

Campaign」の実施、SGBVに関連する法律の整備などを優先的な取組としている355。 

6）移動法廷（Mobile Court）の実施 

コンゴ民では 2004 年から、UNDP や MONUSCO、OHCHR などの国際機関や、アメリカ法曹協

会（ABA: American Bar Association）、国境なき弁護士団（ASF：Avocats sans Frontières）等の支

援を受けて、東部地域の性的暴力の被害に対応するための移動法廷を実施している。人道危機が発生

している北キブ州、南キブ州、イトゥリ州などでは CRSV をはじめとする SGBV の被害が深刻であ

るにもかかわらず、遠隔地においては司法サービスへのアクセスが困難であることから、SGBV の被

害者の司法へのアクセスを改善し被害者の保護と加害者の処罰を適切に行うために移動法廷が開催さ

れている。移動法廷は通常の裁判所と同等の機能を有するが、定期的に開催されるものではなく、一

定の件数の SGBV 被害の申し立てがある際にニーズに応じて実施され、裁判官、検察官、弁護士、警

察官、通訳などの人員を配置して開催される356。また、移動法廷では民間人による SGBV と治安機関

による SGBV の両方が取り扱われている。 

移動法廷の開催により、遠隔地での裁判に対応できるだけでなく、被害者の移動の負担が軽減され

たり、臨時で設置される裁判所であるため通常の裁判より審理が迅速に行われたりするなどの利点が

ある。一方で、移動法廷の開催には多額の費用が必要とされ、規模や期間によって異なるが、通常は

15 日間の開催でUSD25,000 程度の経費が掛かるとされている357。また、移動法廷は基本的に屋外に

設置されるため、被害者のプライバシーの保護や安全管理も重要な課題となっている358。 

4.1.3. 国際機関、二国間援助機関、NGO等民間団体、JICAによる取組 

 国際機関および二国間援助機関による取組 

コンゴ民では多くの国際機関、二国間援助機関が SGBV の予防と対応に係る支援プログラムを実施

している。国連ではUNDP、UNFPA、UNJHRO が実施する共同プロジェクト、UN Women の政策

立案におけるサポートのほか、それぞれの機関が予防、保護などに係る活動を実施している。また世

界銀行も SGBV の予防と対応に係るプログラムを展開している。二国間援助機関としては USAID、

                                                   

354 2013 年の共同声明に、加害者の不処罰の根絶、治安システムの改革、天然資源の開発における管理の強化の 3 点
を追加した。 

355 https://www.7sur7.cd/2020/12/22/rdc-violences-faites-la-femme-chantal-mulop-conseillere-de-tshisekedi-

promet-de-lancer、2020 年 12 月 20 日閲覧 
356 UNDP(2014), Evaluation of UNDP’s Support to Mobile Courts in Sierra Leone, Democratic Republic of the 

Congo, and Somalia, P. 10 
357 経費の大部分は裁判官や検察官などのスタッフの日当であるとされている。下記資料参照。 

UNDP(2014), Evaluation of UNDP’s Support to Mobile Courts in Sierra Leone, Democratic Republic of the 

Congo, and Somalia, P. 9 
358 https://news.un.org/en/story/2019/04/1037411, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
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GIZ やカナダ政府、フランス政府など多くのドナーがサポートしている。本件調査により判明した支

援機関による取組は以下の通りである。 

表 4-8：コンゴ民における国際機関および二国間援助機関による取組一覧 

機関 支援内容 

UNDP359 UNDP、UNFPA、UNJHRO の共同プロジェクト「GBVとの闘い-コンゴ民主共和国の女性と女

児/少女のための正義、エンパワーメント、尊厳（JADプロジェクト：Lutte contre les VBG - Justice, 

Autonomisation et Dignite des Femmes et des Filles en RDC）」を実施している。2013~2018

年に実施されていたUNDP、UNFPAの共同プロジェクトの後継事業。本プロジェクトではSGBV

の予防、被害者の保護、加害者処罰、被害者の自立・社会復帰に係るすべての活動を行っている。

概要は以下の通りである。 

期間：2018 年 4 月～2023 年 4 月 

予算：約USD1,380,000,000（カナダ政府からの資金提供） 

対象地域：キンシャサ、北キブ州、南キブ州、イトゥリ州、中央カサイ州 

パートナー：MINGEFAE、検察庁、裁判所、EPEPVS、弁護士会、現地 NGOなど 

目指す成果： 

 コンゴ民主共和国における人権の促進と開発を確実にするために、制度的枠組みと市民構造

が強化される。  

 コンゴ民主共和国のすべての地域で、民間人の保護、人権の尊重、緊張と紛争の軽減に大き

な進展が見られる。 

 住民、特に女性やその他の脆弱なグループは、紛争解決と平和構築に特に重点を置いた質の

高い基本的な社会サービスの提供と利用の増加から恩恵を受ける。 

主な活動内容： 

 CISM の設置・運営（2020 年 10 月時点でキンシャサ 4 か所、北キブ州 4 か所、南キブ州 1

か所、イトゥリ州 1 か所、中央カサイ州 1 か所） 

 医療施設への資機材の供与 

 CISM および提携する医療機関における SGBV被害者のケースマネジメント、医療・心理社

会的ケアの提供 

 医療機関とソーシャルワーカーの能力強化 

 弁護士会と提携した SGBV被害者への無料法律扶助 

 パラリーガルの養成（CISM 等で被害者にリーガルサポートを提供する） 

 司法機関による SGBV 事案の捜査のサポート 

 学校やコミュニティを拠点とした児童婚予防のための啓発活動 

 コミュニティ内のネットワークの強化 

 女性のリーダーシップ強化のためのボランティア育成 

 女性の職業訓練を実施しているNGO への資機材（コンピュータ、インターネットなど）の

供与 

 SGBV被害者への社会復帰支援パッケージの提供（経済活動を開始するための情報提供、生

計向上活動の訓練、啓発、フォローアップなど） 

 NGO による SGBV 被害者へのマイクロクレジット事業の支援 

 NGO による未成年の SGBV 被害者の学校復帰、職業訓練支援 

 SGBV関連データ収集に係るサポート 

2019 年の年次報告書では、対象地域における SGBV 発生件数の減少、被害から 72 時間以内の

SGBVサービスへのアクセス率の向上などのほか、未成年の SGBV 被害者の学校復帰、SGBV 被

                                                   

359 UNDP DRC へのインタビュー結果（2020 年 10 月 22 日）および下記資料に基づく。
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/JCG50?fund_status_month_to=&fund_status_year_to=2018、2020 年 12 月
20 日閲覧 

UNDP, UNFPA, UNJHRO (2019), Rapport Annuel sur l’Etat d’Avancement du Programme JAD Periode du 

Rapport : 01 Janvier – 31 Decembre 2019 
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機関 支援内容 

害者の生計向上（サポートした女性のうち 81%の収入が増加した）などが成果として報告されて

いる360。 

UNFPA361 SGBV の予防と対応を含む SRHR サービスの提供を行っている。SGBV に関する活動は以下の

通り。 

 JADプロジェクトの実施 

 GBV サブクラスターの調整 

 グリーンライン 122 の運営支援 

 SGBV被害者への Dignity Kit の配布 

 SGBV被害者への医療支援、心理社会的サポートの提供 

 児童婚防止に係る啓発と被害者の保護 

 SGBV研修モジュールの開発と研修の実施 

UN Women362 UN Women は主に法的枠組みの強化と政策立案に関して政府のサポートを行っている。SGBV に

関しては以下 2 点の政策の改訂を支援した。 

 SNVBG の改訂と実施のサポート 

 UNSCR1325NAP の改訂と実施のサポート 

現在は、SGBVに係る法的枠組みの強化として、DVを含めた包括的な SGBV防止法の立案に向

けたコンサルテーションを行っている。 

UNICEF363 EUからの資金提供を受け GIZと連携して「Femmes et hommes, progressons ensemble」プロ

グラムを実施し、男性、男児を巻き込んだ子どもに対する暴力の防止、特に児童婚、若年妊娠、性

的暴力の予防に係る活動を実施している。 

UNHCR364 北キブ州、南キブ州、中央カサイ州などで、現地 NGO と連携して SGBV被害者の社会復帰を目

的とした職業訓練を実施している。また、難民キャンプおよびホストコミュニティで SGBV の予

防のための啓発活動を行っている。 

UNJHRO365 

(MONUSCO

および 

OHCHR) 

 紛争地域における SGBVを含む人権侵害行為の監視、モニタリング、捜査 

 SGBV被害者の医療支援、法的支援等へのリファーラル 

 PNC、EPEPSV、FARDC への SGBV 研修の実施 

 LPCs の設立や研修を通したコミュニティの啓発・能力強化 

世界銀行 「Gender Based Violence Prevention and Response Project」を実施している。プロジェクトの

概要は以下の通り366。 

期間：2018 年 8 月～2023 年 6 月 

予算：約USD 100,000,000 

対象地域：北キブ州、南キブ州、タンガニカ州、マニエマ州 

パートナー：Funds Social DRC367、MINIGEFAE、保健省、NGO 

目指す成果： 

 コミュニティの SGBV 防止プログラムへの参加促進 

 SGBV被害者のための多部門対応サービスの利用促進 

 人道危機が発生した場合の迅速かつ効果的な対応の提供 

主な活動内容： 

 社会規範の変容のための啓発活動（コミュニティレベル、世帯レベル） 

                                                   

360 UNDP, UNFPA, UNJHRO (2019), Rapport Annuel sur l’Etat d’Avancement du Programme JAD Periode du 

Rapport : 01 Janvier – 31 Decembre 2019 
361 Ibid 
362 UN Women DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 4 日）。 
363 https://www.unicef.org/wca/stories/champions-against-child-marriage-drc, 2020 年 12 月 20 日閲覧 
364 https://www.unhcr.org/news/stories/2020/12/5fc601bf4/survivors-sexual-violence-rebuild-lives-drc.html, 2020 年

12 月 20 日閲覧 
365 https://news.un.org/en/tags/unjhro、2020 年 12 月 21 日閲覧 
366 World Bank (2018)、Congo, Democratic Republic of - Gender-Based Violence Prevention and Response Project 
367 2002 年に創設された貧困緩和、経済的・社会的発展を促進するための公的基金。 
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機関 支援内容 

 SGBV被害者への包括的なサービスの提供 

 コミュニティボランティアの育成 

 コミュニティレベルでの Safe Spaces の設置支援 

 コミュニティの機能強化（リファーラルプロセスの確立と関係機関との連携） 

 現場の医療従事者の能力強化 

 SGBVに係るデータ収集、管理、分析に係る能力強化 

USAID368 2002 年からコンゴ民における SGBV の予防と対応の支援を行っている。現在は以下のプロジェ

クトを実施している。 

期間：2017~2022 年 

予算：約USD15,300,000 

対象地域：北キブ州、南キブ州 

目指す成果：コミュニティに根差した SGBV の予防及び対応を強化する 

主な活動内容： 

 SGBV被害者への医療、心理社会的支援、法的支援の提供 

 SGBV被害者への職業訓練および識字訓練の提供 

 SGBV被害者の権利向上とコミュニティの受け入れを促進するための啓発活動 

また関連するプログラムとして、東部地域のコミュニティ、市民団体の能力強化を通した暴力削

減やタンガニカ州での部族紛争（トゥワ族とルバ族）の紛争解決・平和構築に係る活動も行ってい

る。 

GIZ PNC の能力強化、特に東部地域で SGBV に対応する警察の専門性向上と能力強化を行い、2014

年から EPEPVS の設置を推進した。現在は 2018~2021 年の期間で「Support to Peace and 

Stability in Eastern Congo」を実施中で、治安機関の能力強化、コミュニティの啓発、パンジ総

合病院と連携した SGBV被害者への医療支援、心理社会的サポートの提供などを行っている369。 

カナダ政府370  JADプログラムへの資金提供 

 「コンゴ民主共和国におけるジェンダーに基づく暴力（GBV）からの保護のための行動を呼

びかける全国ロードマップ 2018-2020」（表 4-7 参照）の推進 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

なお、日本政府は UNFPA の SGBV 対応（キンシャサ、マニエマ州、南キブ州、エクアトゥール

州、上カタンガ州など）、北キブ州の武装勢力や集団に関連する子どもたちの社会復帰のための UN 

Women、WFP、UNDP、ユニセフの共同プログラム、UNFPA による難民、国内避難民、ホストコ

ミュニティの住民に対する質の高い SRHR サービスへのアクセスの改善、SGBV の予防と対応のた

めのプログラムなどへの資金提供を通して、国連による SGBV 課題への対応を支援している371。 

 NGO等民間団体による取組 

GBV サブクラスターの団体リストには 32 の国際 NGO、現地 NGO が記載されている372。これら

の団体は東部や南部の紛争地域の人道支援における SGBV に関連する活動を行っている団体であり、

紛争地域以外のみで活動している団体は記載されていない。また NGO 以外でも医療団体によるワン

ストップセンターの運営や心理社会的ケアの提供などが実施されている。本件調査では、コンゴ民全

体での支援状況を確認するため、紛争地域以外でも支援を行っている NGO を中心にインタビューを

                                                   

368 USAID (2019)、Counter-Gender Based Violence Program Annual Report FY19 
369 https://www.giz.de/en/worldwide/85267.html、2020 年 12 月 21 日閲覧 
370 https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/dem_rep_congo-

rep_dem_congo.aspx?lang=eng&_ga=2.191787305.225869396.1611911655-1104108396.1611911655、2020 年 12

月 20 日閲覧 
371 UNFPA (2019)、Evaluation conjointe des programmes de lutte contre les violences sexuelles en République 

Démocratique du Congo 2005-2017 
372 Sous Cluster VBG(2017)、Cluster Protection Sous Cluster VBG RD Congo 
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実施した。ここではインタビューをした NGO と文献レビューで活動を確認した団体による支援につ

いて概要をまとめる。 

1) AFIA Mama373 

AFIA Mama は 2012 年に設立された現地NGO で、ジェンダー平等や SGBV の予防・対応を行う

比較的規模の大きな団体である。活動地はキンシャサの他、上カタンガ州、南ウバンギ州、北ウバン

ギ州、ツォポ州、マニエマ州、北キブ州、タンガニカ州などで、フランス政府、UNFPA、UN Women、

世界の医療団フランスなどから資金提供を受けている。主な活動は以下の通りである。 

 人権やジェンダー関連の憲法、法律に関する周知、啓発活動 

ほとんどの女性は自身の権利や義務について知る機会がないため、コミュニティ対話や SNS 等

を使った啓発活動を通して特に女性と子どもの権利について周知を図っている。また、フランス

語で書かれている法律や施策関連の文書を様々な現地語に翻訳したうえでリーフレットやポス

ターなどを作成し、配布したり啓発活動に用いたりすることで、法律や政策の普及に努めている。

地方では警察署長でさえもフランス語が理解できなかったり、プリンターがなく関連文書を印刷

できなかったりするために、SGBV に関する法律や政策を十分を理解できていないことがあり、

被害者の保護や加害者の処罰を適切に実施するため、警察などの公的機関への啓発やアドボカシ

ーを実施している。 

 行政官、公務員への SGBV 研修の実施 

EPEPVS や行政官などに対して、ジェンダーや SGBV の基礎的な研修や被害者中心アプローチ

に関する研修を提供している。 

 児童婚の予防に係る啓発活動 

コミュニティ対話を通して、児童婚などの SGBV の結果、被害者の心身の健康にどのような悪影

響がもたらされるか、などについて啓発している。 

 Safe House の運営 

SGBV の被害者等が利用できる Safe House をキンシャサ（Kisenso と Selenbao）で 2 つ運営し

ている。Safe House ではシェルターも備えており、SGBV の加害者から避難してきた被害者を

保護している。中には未成年の少女もおり、2020 年 12 月時点で 2 つの施設で計 3 名の 18 歳未

満の少女が生活している（16 歳、15 歳、14 歳）。3 名とも妊娠・出産を経験しており、子どもた

ちも一緒に保護している。シェルター以外のサービスとしては、週に 2 回訪問する臨床心理士に

よる心理社会的ケア、提携している医療施設で使える Health バウチャーの配布等を行っている。

また今後は、文字や計算などの基礎教育、コンピューターやミシンなどの機会の使い方に関する

クラスなどの提供を実施していきたいと考えている。ビジネスを始める意思のある 18 歳以上の

利用者の一人にはミシンとビジネススキルに関する研修を提供し、ドレスのデザイン、作製、販

売を始めた。それぞれの女性の経験や希望に応じたサポートをしていきたいと考えている。 

 Youth Center の運営 

上記 Safe Houses とは別に、若者への啓発や情報提供、児童婚の被害者への支援を目的とした

Youth Centre を運営している。 

                                                   

373 AFIA Mama へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 3 日）。 
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 SGBV 被害者への司法手続きに係るアドバイスおよび司法サービスへのリファーラルの提供 

多くの弁護士と連携し、SGBV の被害を受けた女性たちに司法サービスへのリファーラルを行っ

ている。 

2) Centre d'accompagnement des filles desoeuvrées (CAFID)374 

CAFID はジェンダー平等、子どもと女性の保護、人権の保護、SGBV の予防・対応等の分野にお

いて約 20 年間活動してきた現地 NGO で、キンシャサおよび西部と東部で活動している。SGBV に

ついては様々な活動を実施しているが、特に性的暴力、児童婚、国内避難民女性への暴力の 3 分野に

優先的に対応している。主な活動内容は以下の通りである。 

 SGBV の予防に係る啓発活動 

西部地域および東部地域で、SGBV に関連する国際条約や国内法の周知などを通した啓発活動を

行っている。女性、男性、女児/少女、男児/少年等、ジェンダーと年齢に分けて、多くの人を集め

てトークセッションや対話を行う啓発活動を中心にしていたが、COVID-19 のパンデミック以降

は人が集まるのが難しくなったため、小さいフォーカスグループ（14 人以下）に分けて対話を行

っている。戸別にメッセージの伝達やフライヤー等の配布を行う Door to Door キャンペーンも

実施中している。また、タンガニカ州ではコミュニティラジオを使ったメッセージの伝達等の啓

発活動も実施している（キンシャサではコミュニティラジオであっても多額の費用がかかるので、

メディアキャンペーンは実施できていない）。 

 SGVB 被害者の特定・フォローアップ活動 

啓発活動やコミュニティでの活動の際に受け付けた被害者や通報があったケースについて、医療

施設、司法サービスへのリファーラルを行っている。 

 司法関係者への SGBV 研修の提供 

司法関係者、特に管理職レベルのスタッフ対して、SGBV への対応に係る能力強化研修等を実施

している。 

 SGBV 被害者の生計向上支援 

被害者の社会復帰支援の一環として、生計向上活動のサポートを行っている。被害者自身が活動

内容を選択し、収入を得られるようにアドバイザリー、技術指導を実施している。キンシャサで

は料理、ホテルでのケーキのデコレーション、小規模な菜園、野菜栽培、養豚等、タンガニカ州

ではヤギの飼育、養豚、クッキーやパンなどの製作、などの活動が行われている。仕事を紹介す

る前に、どのような経験、知見を持っているか、どのような仕事をしたいかを確認し、研修を行

う。研修内容としては希望する職種に関する知識および財務管理が中心で、仕事を紹介した後は

適宜フォローアップを行っている。同様の活動を行っている他団体とも連携している。啓発活動

の際に支援を受ける希望を募ったり、団体の活動内容、電話番号等を書いたフライヤーの配布、

SNS（複数の現地語で記載）等を通した広報を行ったりして裨益者を募集している（SGBV だけ

でなく、その他の犯罪の被害者も対象となる）。地方の女性は SGBV の被害を知られることを嫌

うため、自分から被害を受けたことやサポートを得たいことを言いだせないことが多く、自分の

村で被害を知られることを恐れて、隣の村で活動している団体に連絡をすることもある。 

                                                   

374 CAFID へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 30 日）。 
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3) Cadre de Récupération et d’Encadrement pour l’Epanouissement des Jeunes（CREEIJ）375 

CREEIJ はジェンダー平等や SGBV の予防・対応、若者のエンパワーメントなどを行う現地NGO

で、創設当初は南キブ州のブカブや周辺地域で紛争の影響を受けた女性の保護を行っていたが、紛争

地域ではないため状況は比較的良いだろうと考えていたキンシャサで支援が全く足りていないことを

知り、2013 年に本部をキンシャサに移した。東部地域では紛争、武装勢力の犯罪等特殊な事情がある

ので背景は異なっているが、SGBV 被害の現状、対応手段の欠如、情報伝達の不足、貧困などの状況

はキンシャサも東部地域もほとんど変わらなかったため、現在はキンシャサを中心に活動を行ってい

る。主な活動内容は以下の通りである。 

 サービスプロバイダーへの研修の提供 

医療従事者、ソーシャルワーカー、コミュニティボランティアなど、SGBV の予防と対応に係る

サービスプロバイダーに対して能力強化を目的とした研修を実施している。 

 コミュニティにおける啓発活動 

コミュニティの機能強化を目的とした意識向上、啓発活動や女性のエンパワーメントに係る啓発

活動を実施している。 

 SGBV 被害者への経済的サポートおよび経済的エンパワーメント 

SGBV 被害者や失業した若者に対する職業訓練を提供している。医療ケアや司法サービスを受け

るために費用が必要となるため、無料のサービスにアクセスできない場合、被害者の経済的サポ

ートは不可欠である。 

4) パンジ総合病院およびパンジ財団 

1999 年に英国、スウェーデン等の政府や海外の慈善団体の支援を受けて中央アフリカペンテコス

テ派教会連合（CEPAC）によって南キブ州のブカブに設立された病院で、医師のデニ・ムクウェゲ氏

（2018 年にノーベル平和賞を受賞）が院長を務める。世界銀行、USAID、UNFPA、ビル・アンド・

メリンダ・ゲイツ財団、世界の医療団、など多くの国際機関やNGO、民間財団からの支援を受けてい

る。設立当初は母子保健サービスの提供やフィスチュラの治療を目的としていたが、紛争等の影響で

性的暴力を受けた被害者の治療を行うようになり、約 20 年間で 85,000 人以上の被害者を受け入れた

376（総合病院として、性的暴力の被害者以外の一般診療も行っている）。SGBV の被害者に対しては、

医療支援、心理社会的ケア、司法支援、社会復帰支援の 4 つのサポートを行うワンストップセンター

として機能している。治療を受けた女性の半数以上が、性的暴力による怪我や社会的不名誉のために、

元のコミュニティに戻ることができないため、パンジ総合病院では専門のアフターケアおよびコミュ

ニティセンターを運営し、被害者（およびその子ども）に住居、食事、継続的なケアへのアクセスを

提供する。その中で社会復帰支援として、文字や数学、職業技能トレーニング、マイクロファイナン

スやローンに関する研修 12 か月のトレーニングプログラムを提供している377。 

5) CARE International378 

CARE International はジェンダー平等および女性と女児/少女のエンパワーメントを専門とする国

際 NGO で、コンゴ民では主に紛争地域の女性のサポートを行っている。カサイ州で性的暴力の被害

                                                   

375 CREEIJ へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 26 日）。 
376 https://www.panzifoundation.org/panzi-hospital、2020 年 12 月 22 日閲覧 
377 Ibid 
378 https://www.care-international.org/where-we-work/democratic-republic-of-congo, 2020 年 12 月 22 日 
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者をサポートするためのボランティアの育成を行っている他、北キブ州とカサイ州でヘルスセンター

のサポートを行い、性的暴力の被害者への治療、緊急避妊薬の提供、HIV/AIDSの暴露後予防（PEP：

Post-Exposure Prophylaxis）379キットの提供などを行っている。また、SGBV 被害者の社会復帰と

長期的な女性のエンパワーメントのために、生計向上活動や村落貯蓄貸付組合（VSLA：Village 

Savings and Loans Association）380の設立・運用支援を行っている。 

 JICAによる取組 

コンゴ民では SGBV の予防や対応に特化した JICA による取組は実施されていないが、以下の関連

分野で活用可能なリソースや知見を有している。 

1) 国家警察能力強化 

JICA では「国家警察民主化研修」（2011~2014 年）、「市民と平和のための警察研修実施能力強化プ

ロジェクト」（2015～2018 年）を通して PNC の能力強化を行ってきた。主に警察官に対する研修を

通した能力強化を実施しており、研修の中には性的暴力の定義、法規定、捜査方法などに係るモジュ

ールが含まれている。しかしながら警察で対応している SGBV は主に性的暴力で、「性的暴力に関す

る国家警察 3 か年計画 2019」「PNC 改革 5 カ年計画 2019～2023」においても言及されているのは性

的暴力のみとなっており、その他の形態の暴力、特に被害の多い DV や IPV については積極的に対応

すべき事案と捉えられていない。改訂版 SNVBG では性的暴力だけでなく、DV、IPV、児童婚などあ

らゆる形態の暴力を撤廃させることが目標とされており、AVIFEM ではこの改訂版 SNVBG に沿っ

て性的暴力以外の暴力も含めたSGBV全般に対応する内容を盛り込んだ研修がPNCで提供されるこ

とが望ましいとしている381。 

2) 国立職業訓練機構能力強化 

技術協力プロジェクト「国立職業訓練機構能力強化プロジェクト」（2015-2020 年）では、国立職業

訓練機構において訓練規定や各種マニュアルの整備、制度構築、カリキュラム作成などを通した能力

強化を行っている。男女問わず訓練を受けることができ、女性の受講者を増やすためにホテル・レス

トラン、裁縫、美容などのコースを設定しているが、女性の受講者は男性に比べて少ないと報告され

ている382。SGBV の被害者は教育を十分に受けていなかったり経済的に配偶者に依存していたりする

ことが多いため、自立・社会復帰支援の一環として職業訓練や基礎的な学力を身に着ける教育プログ

ラムの提供はニーズが高い支援の一つである。国立職業訓練機構においても、CISM や私設のワンス

トップセンター、Safe Spaces などと連携して、SGBV 被害者の社会復帰支援に活用できる可能性が

ある。その際、プライバシーの保護や子どものいる女性のための託児サービスなど、SGBV 被害者特

有のニーズへの対応も考慮することが求められる。 

3) 保健人材開発支援 

JICA ではこれまで保健アドバイザーの派遣（2008~2016 年）や、保健人材開発支援プロジェクト

（フェーズ 1：2010～2013 年、フェーズ 2：2014~2018 年）などを通して、保健セクターの能力強化

を行ってきた。SGBV の対応においては医療機関は被害者が最初にサポートを得る窓口の一つであり、

                                                   

379 HIV/AIDSの感染者または感染が疑われる人との性行為や医療事故などで HIV/AIDSに感染した可能性がある場
合、72 時間以内に抗レトロウイルス薬内服を開始して、HIV に感染するリスクを低下させる予防策。1 日 2 回の内
服を 28~30 日間続ける必要がある。 

380 村やコミュニティのメンバーが定期的に共同で少額の貯蓄をし、その貯蓄を運用したり、メンバーが事業や学費の
ために貯蓄から少額のローンを組んだりする仕組みを用いた貯蓄を基礎とする村落融資組合。 

381 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
382 JICA (2017)、コンゴ民主共和国ジェンダー情報整備調査報告書、P. 38 
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特に性的暴力の場合は証拠の保全、緊急避妊薬の処方、HIV/AIDS の PEP、心理社会的ケアの提供な

どの医療支援から、警察や司法サービスへのリファーラルなど特殊な対応が必要となるため、SGBV

被害者への適切な対応のためにはサービスプロバイダーのための統一された SOP の作成や研修が必

要とされる。また近年は SRH サービスと SGBV の対応、HIV./AIDS の予防を統合した包括的な医療

サービスの提供（母子保健サービスの際に SGBV のスクリーニングや啓発活動を同時に実施したり、

SGBV 被害者への HIV 検査を実施したりする、など）が効果的であるとされており383、保健人材開

発の要素の一つとして、包括的な支援の提供が可能な医療従事者（医師や助産師など）の育成や病院

の機能強化が盛り込まれることが期待される。 

4.1.4. COVID-19の感染状況とその影響 

コンゴ民では 2020 年 3 月 10 日に最初の感染が確認され、2020 年 12 月 30 日時点で 17,658 件の

感染、591 件の死亡が報告されている384。26 州のうち 22 州で感染が発生し、症例の約 80%がキンシ

ャサでの感染であった。3 月 19 日にはすべての学校と大学が閉鎖され、3 月 24 日には緊急事態宣言

が発出されすべての国境の閉鎖、キンシャサ-各州間の陸・海・川・空による往来の禁止、キンシャサ

市内における集会の禁止などの措置がとられた。また飲食店や商業施設、学校も閉鎖された。緊急事

態宣言は 7 月 21 日に解除され、国境封鎖や施設の閉鎖も段階的に解除されることとなった。学校は

8 月 10 日に再開されたが、これは初等学校と中等学校のそれぞれ最後の学年と大学の 5 年生のみに

適用され、すべての生徒、学生対象となったのは約 6 カ月間の閉鎖を経た 10 月 12 日であった。 

インタビューを実施した複数の政府機関はCOVID-19 のパンデミックによる社会・経済的混乱によ

る SGBV が増えていることは認識しているが、それを示すデータは整理・分析できていないとの回答

であった385。PNC によると、パンデミックに伴う

ロックダウンと通信・情報技術設備の不足により

データの受取や報告に支障があり、十分に国レベ

ルと州レベルの間でコミュニケーションをとる

ことができず、SGBV 被害件数の正確な把握も困

難であった。キンシャサ特別州警察の組織の一部

である EPEPVS から入手したデータでは、1~3

月までのデータしかないが、1，2 月に比べて 3 月

の SGBV の件数が増加傾向にあることが示され

ている（図 4-8 参照）。また内訳などのデータは

共有されていないが、インタビュー実施時点

(2020年 10月)で 2020年には 374件の SGBVの

通報を受けており、2019 年の 180 件と比較して

208%の増加となっている386。 

                                                   

383 IATT (2014)、HIV and Sexual and Reproductive Health Programming: Innovative Approaches to integrated 

service delivery 

SADC (2015)、Minimum Standards for the Integration of HIV and Sexual & Reproductive Health in the SADC 

Region 
384 https://actualite.cd/2020/12/31/covid-19-283-nouveaux-contamines-43-gueris-et-7-deces-mercredi-en-rdc, 2021

年 1 月 5 日閲覧 
385 AVIFEM（2020 年 10 月 7 日）、PNC（2020 年 10 月 26 日）へのインタビュー結果に基づく。 
386 EPEPVSへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8：EPEPVS（キンシャサ）が対応した

2020 年 1～3 月の SGBV 被害件数 
 

出所：EPEPVSから入手したデータを基に筆者作成 
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また、関係資料の文献レビューやオンラインインタビューを通して、COVID-19 による SGBV へ

の影響を調査したところ、以下のような影響が確認された。 

1) SGBV の被害が増加した 

NGO の Forum des Femmes Citoyennes et Engagées pour la Gouvernance la Démocratie et le 

Développement がキンシャサで運営する独自の SGBV ヘルプラインが 4 月から 7 月の間に受け取っ

た DV の被害者からの通報は、女性からの通報が男性からの通報の 20 倍であった。受け取った通報

のうち 78%が 14 歳以下の子どもに対する身体的暴力及び性的暴力であった387。また、NGO の「世

界の医療団」は、キンシャサのヘルスセンターで 4～6 月に受け取った SGBV の通報件数は通常の 2

倍であったと報告した388。 

UNDP の JAD プロジェクトの対象地域では、ロックダウンの間、収入を得られない世帯が多かっ

たため、世帯主がそのストレスにより配偶者や子どもに対して暴力をふるうケースが多かった389。 

2) 児童婚や若年妊娠のリスクが高まった 

UNFPA は 2020 年第 2 四半期の SGBV 被害が、2019 年第 1 四半期および 2020 年第 1 四半期と比

較して増加していると報告している390。また、UNFPA のパートナー団体は、カサイ州で学校の閉鎖

によって少女の児童婚のリスクが高まったと報告している。緊急避妊薬や避妊具などへのアクセスが

妨げられたことなどにより若年妊娠が増加したとの報告もあった391。また、学校の閉鎖と経済的困窮

のため、金銭や物資と引き換えにした性交渉を行う少女が増加した392。 

南キブ州とタンガニカ州で教員を対象に実施されたインタビュー調査では、学校の再開後、南キブ

州では 67%、タンガニカ州では 39%の教員

が生徒の出席率が閉鎖前に比べて下がった

と回答した。南キブ州では、中等学校の教

員の 35%が 12~17 歳の女子生徒の出席率

が下がったと回答した（男子生徒の出席率

が下がったと回答した教員は 13%であっ

た）。学校閉鎖期間に女性生徒の多くが妊娠

したことが原因であると回答した教員が最

も多かった393。 

3) ロックダウンの影響により、被害者が適

切なサービスにアクセスすることが妨げ

られた 

図 4-9 に示す通り、北キブ州のゴマでは

2020 年 7 月以降に性的暴力の被害件数が

                                                   

387 Social Sciences Analytics Cell I Cass (2020), The impacts of the COVID-19 outbreak response on women and 

girls in the Democratic Republic of the Congo, P.8 
388 Ibid 
389 UNDP DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
390 USAID (2020), USAID/DRC COVID-Specific Gender Analysis, P. 10 
391 Marie Stopes International (2020), Qualitative data analysis 
392 REACH (2020), Suivi de la situation humanitaire Indicateurs pertinents pour la réponse au COVID-19 

Province du Sud Kivu, République démocratique du Congo (RDC) 
393 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9：北キブ州ゴマにおける性的暴力被害件数の推移 
 
出所：Social Sciences Analytics Cell I Cass (2020), The impacts 

of the COVID-19 outbreak response on women and girls 

in the Democratic Republic of the Congo より抜粋 
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急増した。性的暴力の被害者のうち、約半数が被害を受けてから 72 時間以内（妊娠と HIV/AIDS の

感染を防ぐために有効な時間）に医療機関で診療を受けることができなかった。（図 4-9 は保健デー

タに関するオープンソースである DHIS2 に医療機関が提供しているデータを基に作成されたもので

あり、北キブ州全体の性的暴力被害件数を網羅するものではない）394。 

また、ロックダウン期間中、法務省は司法手続きを中断したため、SGBV 被害に対する対応が遅れ

た。ロックダウンは終了後のオンラインインタビュー実施時点（2020 年 10 月）ではすでに司法手続

きは再開していたが、司法サービスが機能していない間に SGBV 被害は増加したとみられる395。 

4) インフォーマルセクターに従事する女性に対する暴力のリスクが高まった 

コンゴ民では多くの女性がインフォーマルセクターで働いているが、これらの女性は収入源を失い

経済的に大きな打撃を受けた。収入が減ったにもかかわらず、感染予防のための PPE や石鹸などを

買うための追加的なコストを支払わなければならないことにより、逆に支出は増えた。感染検査も高

額（約 20 ドル前後）であり大きな負担であった396。 

性産業に従事する女性は感染予防のためロックダウン期間中仕事を中断しなくてはならなかった

が、収入を得るため（客引きをするため）外出していて逮捕されるというケースが相次いだり、逮捕

を避けるため警察官と性交渉をしなくてはならないケースがあったりしたことも確認された397。また、

感染予防のために導入された様々な規制（外出規制やマスクの着用、移動の制限など）を守っていな

い市民に対して、警察官が暴力をふるうことが頻発した。マスクを着用せず路上で商品を販売してい

る女性を警察官が殴るなどしていたケースも確認された398。 

1)～4)の通り、様々な形態の SGBV がCOVID-19 のパンデミック下において増加したことが確認で

きる。一方で、データが十分に収集できていないことから、被害の実態の把握や要因の分析が困難で

あるとの回答が政府機関、国際機関等からあった。 

次に、COVID-19 のパンデミックが SGBV に及ぼす影響について、文献レビューとオンラインイ

ンタインタビューを通して確認した政府、国際機関、二国間援助機関、NGO 等による対応と現状を

まとめると以下の通りとなる。 

表 4-9：コンゴ民における政府、国際機関、NGO 等によるCOVID-19 下の SGBV への対応 

実施主体 内容 

コンゴ民政府  2020 年 5 月に国連と連携して COVID-19 の社会経済的影響に対応するための国家計画

「Plan des Nations Unies pour l’appui a la response socio economique immediate au 

Covid-19 en RDC」を策定し、実施予定の計画の中に以下 5 点の SGBV 関連施策を盛り

込んだ399。 

1) キンシャサとその他の法律扶助を行っている州において、COVID-19 下の SGBV

被害者に対する法的サポートを強化する（UNAIDS、UNDP、UN Women、

UNJHRO と連携。2020 年 6～12 月に実施。）。 

                                                   

394 REACH (2020), Suivi de la situation humanitaire Indicateurs pertinents pour la réponse au COVID-19 

Province du Sud Kivu, République démocratique du Congo (RDC) 
395 UNDP DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
396 AFIA Mama へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 30 日）。 
397 CREEIJ へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 26 日）。 
398 AFIA Mama へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 30 日）。 
399 Système des Nations Unies en République démocratique du Congo (2020), Plan des Nations Unies pour l’appui 

a la reponse socio economique immediate au Covid-19 en RDC 
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実施主体 内容 

2) ジェンダー・家族・子ども大臣の SGBV 対策をサポートする（UNAIDS、UNDP、

UN Women と連携。2020 年 6～12 月に実施）。 

3) 全国でコミュニティのネットワークを活用して、SGBV の予防と対応に係る啓発

活動を行う（UNFPA、UNDP、UNICEF、UNHCR、UNESCO、UN Women、

UNJHRO と連携。2020 年 4～12 月に実施）。 

4) COVID-19 の感染拡大が、保健施設、母子保健サービス、SGBV 被害者への医療

サービスに与えた影響を分析し文書化する（UNICEF、UNFPA、UN Womenと

連携する。2020 年 3～12 月に実施）。 

5) SGBV の予防と対応に係る手段を確保するために、公衆衛生における対応窓口を

特定する（UNICEF、UN Women と連携する。2020 年 3～12 月に実施）。 

 2020 年 4 月 National Solidarity Fund against the coronavirus (FNSCC)を設立した。

これは医療従事者（医師や看護師）に対する資金を動員するための基金で、運営管理団

体の一つに女性団体が指定されている400。 

 SGBV の被害者と COVID-19 の感染者に心理社会的サポートを提供するためのオンラ

インのネットワークを構築した401。 

 SGBVの予防に係る啓発活動を啓発ツールやメディアなどを通して実施した。402 

PNC403  警察官への研修の中に、SGBV や子どもの保護の課題への対応をより包括的に盛り込む

こと、また感染症のパンデミック等の緊急事態におけるこれらの事案への対応について

追加することを提案している。 

UN Women404  北キブ州のゴマにおける HIV/AIDSの感染者の保護 

 EPEPVS による SGBV 対応の支援 

 ロックダウン期間中のホームレス、特に女性、女児/少女のための避難所の確保、衛生用

品の支給 

 UNFPA、UNHCR と連携した、脆弱な女性に対する感染予防や自立支援 

 公衆衛生や感染症に係る意識向上・啓発活動 

 北キブ州のゴマにおける“Maison de Tolerance”（いわゆる「売春宿」）の女性（性的

搾取の犠牲となっている女性）の支援 

 他の国連機関と連携した緊急アピールの策定 

 難民キャンプにおける衛生啓発支援、衛生用品配布 

 キンシャサにおける経済的に困窮している女性へのレジリエンスキット（衛生用品）の

配布（スウェーデン大使館からの支援） 

UNHCR  COVID-19 下で SGBV の被害者が増加している傾向に対応して、難民、国内避難民、ホ

スト・コミュニティの住民に対して、SGBV 関連サービスへのアクセスなどに関する啓

発活動を行った405。 

 UNHCRとパートナー団体は 4月の洪水被害によって北キブ州のブルンジ難民キャンプ

にアクセスすることができずCOVID-19下のSGBV被害に対応できなかったため、CBO

との電話によるコミュニケーションを強化した406。 

UNFPA  Emergency Reproductive Health Kit（レイプ被害後に必要な資材のキット）の確保407 

 人道支援における SGBV被害者への医療支援と心理社会的サポートの提供体制強化408 

                                                   

400 https://www.radiookapi.net/2020/04/08/actualite/revue-de-presse/cas-infoca-coronavirus-felix-tshisekedi-cree-

un-fonds-national、2020 年 12 月 14 日閲覧 
401 https://data.undp.org/gendertracker/、2020 年 12 月 14 日閲覧 
402 Ibid 
403 PNCへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 26 日）。 
404 UN Women DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 4 日）。 
405 UNHCR (2020), Update on COVID-19 Response: Democratic Republic of the Congo July 2020, P.4 
406 Ibid 
407 UNFPA RDC (2020)、UNFPA Interventions in Response to COVID-19 
408 OCHA (2020), Plan opérationnel Covid-19 - Addendum au Plan Opérationnel 2020 - Sud Kivu et Maniema 
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実施主体 内容 

Save the Children  東部地域で女性と少女に対するDignity Kitの配布を行った409。 

ADRA410  タンガニカ州で参加型の演劇を通じて約3,000名にSGBVの防止と地域のサービス利用

に係る情報提供を行った。 

AIDES  タンガニカ州で 112 人のコミュニティリーダーに SGBV研修を行った。 

 カサイ州の 1,921 人が 児童婚、性的搾取、COVID-19 の予防に関する啓発活動を行っ

た411。 

AFIA Mama412  7 つの州で感染予防の啓発活動やマスクの配布(北キブ州で 500 枚、南キブで 1000 枚な

ど)を開始した。以前からコミュニティラジオを使った啓発活動を実施していたが、パン

デミック以降、感染予防やロックダウン期間中の暴力の予防に関する内容を盛り込むよ

うにした。また戸別訪問による啓発活動も実施した。 

 若い女性が収入創出活動の一環として行う布製マスクの製作支援を行った。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

コンゴ民では多くの国際機関や NGO が SGBV の予防と対応を行っており、COVID-19 のパンデ

ミックに際して啓発活動や物資配布が行われた。一方で、ロックダウンによる移動制限や感染防止の

ための集会の禁止等によって、従来実施していた活動を縮小または中断せざるを得ない団体も多かっ

た。GBV サブクラスターの報告では、SGBV の予防、被害者の保護、自立・社会復帰支援等いずれの

活動においても COVID-19 のパンデミック以前と比較して活動が減少していることが示されている

（図 4-10 参照）413。またパンデミック後は、感染症予防の情報提供を開始した団体が多かった他、

SGBV の予防と対応においては地域の医療機関へのリファーラル体制に関する啓発活動や、モバイル

クリニックによる医療支援の提供、電話による遠隔でのカウンセリングの提供などを新たに開始した

団体があった414。 

                                                   

409 GBV Sub-Cluster RDC (2020), Bulletin mensuel sur les interventions de Santé de la Reproduction et les 

Violences Basées sur le Genre - juillet 2020 
410 Ibid 
411 GBV Sub-Cluster RDC (2020), Bulletin mensuel sur les interventions de Santé de la Reproduction et les 

Violences Basées sur le Genre - juin 2020 
412 AFIA Mama へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 30 日） 
413 GBV Sub-Cluster DRC(2020), Bulletin d'Information Trimestriel du Sous-Cluster VBG - janvier à juin 2020 
414 Ibid 

 

 

 

 

 

 

図 4-10：各 SGBV 関連活動の内訳（2020 年 6 月時点のCOVID-19 パンデミック前後の比較） 
出所：GBV Sub-Cluster DRC(2020), Bulletin d'Information Trimestriel 

du Sous-Cluster VBG - janvier à juin 2020 より筆者作成 
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4.1.5. 支援ニーズおよび課題 

ここでは文献レビューおよびインタビュー調査の結果をもとに、図 1-4 に示したフレームワークに

沿って、SGBV 対策に係る現状と課題を分析する。 

 調整、モニタリング評価、データ管理・収集 

表 4-10：調整、モニタリング評価、データ管理・収集に係る現状と課題（コンゴ民） 

調整メカニズムは 4.1.2.2 の 3)に記載した通り、SNVBG Steering Committee、調整委員会（国、

州）、UNSCR1325 調整委員会（国、州）のほか、人道支援の調整グループなどがあり、またジェンダ

ーを取り扱う調整メカニズムでも SGBV について議論や報告が行われることもあり、数多く存在する

調整メカニズムのそれぞれの役割が明確でない一方で、定期的に開催されていなかったり本来の機能

を果たしていなかったりする会議体もある。支援の調整においては紛争地域に活動が集中しており、

その中でも特に北キブ州、南キブ州で活動する団体が多く、紛争地域の中でもカサイ州やタンガニカ

州に割かれる資金は多くない。紛争地域以外ではキンシャサで比較的支援が多いが、それ以外の州で

は活動する団体は少ない。人道支援と開発支援の調整も十分でなく、クラスターと GBV 調整メカニ

ズムの間で一貫性を持った連携ができていないことが指摘されている415。また、改訂版 SNVBGの実

施を担当するのは MINIGEFAE だが、SGBV は医療、司法、警察、教育など様々な多分野にわたる

包括的な対応が必要な課題であり、省庁間の調整・連携も欠かせない。しかしながら、60 以上の省庁

が存在するコンゴ民では SGBV に限らず省庁間の連携は十分に行われていない416。 

SGBV 関連データの収集、管理は適切な支援の実施や資金調達において重要な役割を果たすため、

SNVBG および改訂版の SNVBG でも優先的な課題として認識されているが、現状では SGBV の発

生件数や現状を把握できるデータベースは構築されていない。UNFPA が支援したデータベースを

AVIFEM が管理・運用しているが、これは SNISのデータと一部の警察のデータを統合して作成され

ており、特に警察のデータについては全国のデータを網羅的に把握したものではない。警察では電子

機器や通信インフラの欠如から、ケースの記録のデジタル化がまだ進んでおらず、PNC へのデータの

提出が定期的に実施できていない警察署もある417。また書面で作成した記録が適切に管理されていな

いため記録の紛失も度々発生する418。GBV サブクラスターが管理する SGBV のダッシュボードや

UNJHRO が管理する人権侵害行為に関するデータなど、様々な形態のデータが存在し、一元化して

管理・分析するのは極めて困難な状況となっている。GBV サブクラスターとカナダ政府が主導する

「コンゴ民主共和国における GBV からの保護のための行動を呼びかける全国ロードマップ 2018-

2020」の枠組みにおいて多くのアクターが国のデータ収集システムとの連携する意思を見せているが、

                                                   

415 UNFPA (2019)、Evaluation conjointe des programmes de lutte contre les violences sexuelles en République 

Démocratique du Congo 2005-2017 
416 UN Women DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 4 日）。 
417 PNCへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 26 日）。 
418 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
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この過程はまだ進行中となっている419。また収集されているデータのほとんどが性的暴力に関するも

ので、身体的暴力や心理的暴力はそもそも通報されない上、医療機関で診察を受けることもほとんど

ないため、データ上で実態を把握できていない420。 

定期的に更新されるデータが欠如していることによって、各種政策の進捗状況の把握やモニタリン

グ評価が困難となっている。また MINIGEFAE のキャパシティ不足、地方レベルの行政との連携不

足もモニタリング評価における課題となっている421。 

 予防・啓発 

表 4-11：予防・啓発に係る現状と課題（コンゴ民） 

多くの女性がSGBVを経験している状況に対して、SGBVに関する法制度が未整備であること、特

にDVやIPVを防止する規定がないことは喫緊に対応すべき課題であり、現在MINIGEFAEがUNDP

やUN Womenのサポートを受けて対応を進めている。近年新たに制定されたLaw No. 15/013 (男女平

等、2015)や家族法の改正は女性への差別の撤廃や女性の地位の向上を目指すものだが、法律の規定が

適切に適用されておらず、またそのための十分な予算が割かれていないことや、全国に内容が周知さ

れていないことがCEDAWでも指摘されている422。またCEDAWでは、MINIGEFAEやAVIFEMに配

分されている予算が非常に少ないことを指摘し、予算の増加を勧告している423。法律や政策が存在し

ていてもジェンダー不平等な社会規範は非常に強固で、MICSで配偶者・パートナーが妻を殴ること

が正当化される場合があると考える女性が15~49歳で62%であったことに示されるように、暴力をふ

るうことが許容されているという風潮に対して、様々な国際機関やNGOが啓発活動を行っているが行

動変容や意識変容には至っていない。 

                                                   

419 MINIGEFAE(2020)、SNVBG Revisée, Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 

revisée, 2020 
420 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
421 MINIGEFAE(2020)、SNVBG Revisée, Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 

revisée, 2020 
422 CEDAW (2019)、Eighth periodic report submitted by the Democratic Republic of the Congo under article 18 of 

the Convention, due in 2017 
423 Ibid 
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PNCやEPEPVSに対してはSGBV研修が実施されているが内容が主に性的暴力を対象にしたもの

であり、SGBVやジェンダーについて包括的に学ぶ内容とはなっていない。またPNC、FARDCなどの

治安機関による性的暴力は主に紛争地域で依然として頻発しており、行動規定や行動計画を策定して

いるが効果的な対応はできていない。一方ではポジティブな変化も見られる。例えば10年ほど前は性

的暴力の被害について語るのはタブー視されていたが、主に紛争地域で国際機関や国際NGOが被害者

自身の声を重視する取組を続けてきた結果、被害経験について共有できる女性も増えてきた424。 

また、学校は子どもへのSGBVの予防に関して重要な役割を担うが、セクシュアリティ教育やSRHR

教育は一部の学校でUNFPAやUNICEF等が実施しているのみで、SGBVから身を守る方法や若年妊

娠を避ける方法などについて十分に教えられていない。またそもそも公教育が有料であったこともあ

り男女ともに就学率が低く、学校に通っていない子どもはそれらの情報へのアクセスが確保されてい

ない。学校における教師や生徒からの性的暴力や身体的暴力も広く蔓延しているにもかかわらず、予

防に係る枠組みは整備されていない425。 

 被害者の保護 

表 4-12：被害者の保護に係る現状と課題（コンゴ民） 

                                                   

424 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
425 Ibid 
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被害者の保護に係る取組としては警察・司法による対応と医療機関による対応が中心となるが、い

ずれも課題が多い状況となっている。警察・司法においては、SGBV ケースを扱う際の SOP および

医療や心理社会的ケアへのリファーラルプロセスが確立されていない。また警察における資機材や通

信手段の不足により、通報を受け付けられなかったり通報があっても現場で対応することができなか

ったりするケースがある。DV や IPV は法律で規定されていないこともあり、「家庭内の問題」として

通報を受けても取り合わないことが多い。インタビューを実施した NGO によると、DV の被害者か

ら助けを求められて代わりに警察に通報したところ「夫婦間のことには介入できない。度々そのよう

な通報があって現場に行ってもその時にはすでに解決していることが多い。夫婦間のことは緊急事態

ではない。」として、対応を受けられなかった426。また賄賂の要求や Victim Blaming が横行しており、

警察や司法への信頼感はほとんど醸成されていない。 

医療支援や法的支援へのアクセスも限られており、CISM やその他のワンストップセンターがある

地域以外では被害者に包括的な支援を提供できる施設はないため、被害者はこれらのサービスを受け

るために自身で交通費や医療費を負担しなければならず、資金や交通手段がないために治療や支援を

全く受けられないということになる。紛争地域では、安全保障上の理由から移動が困難な場合もある

427。国連の報告によると、2020 年上半期には SGBV 被害者のうち医療ケアを受けた人は 25％、心理

社会的ケアは 5%、法的支援は 15%、社会経済的支援はわずか 0.5％であった428。また CISM はカナ

ダ政府の資金提供で運営されており、2023 年のプロジェクト終了以降も継続されるかどうかは決ま

っていないという状態である。現状ではコンゴ民政府はワンストップセンターの運営に予算を配分し

ていないため、今後の継続的な運営に向けて資金調達も含めた長期的な戦略の立案が必要となってい

る。2020 年 8 月から稼働を再開した Green Line 122 では性的暴力だけでなくあらゆる形態の暴力を

対象としており、医療や司法のサポートを受けられる被害者が増えることが期待される。 

 被害者の自立・社会復帰 

表 4-13：被害者の自立・社会復帰に係る現状と課題（コンゴ民） 

                                                   

426 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
427 US Department of State (2017)、Human Rights Report: DRC 2017 
428 UN Bureau du Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo(2020)、Le Coordonnateur 

humanitaire appelle à poursuivre les efforts pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République 

démocratique du Congo 
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被害者の自立・社会復帰に係る公共サービスとしては「子どもと女性を守るための国民基金

（FONAFAN：Fonds national pour la protection de l’enfant et de la femme）と職業訓練校での訓

練プログラムが挙げられる。FONAFAN は SGBV の被害者に特化したサービスではないが、寡婦や

ストリートチルドレンなどの脆弱な女性と子どものために設立された公的基金である。しかしながら、

配分される予算が少ないため、十分に目的を果たせていないと指摘されている429。職業訓練は、JICA

が支援している国立職業訓練機構のほかに社会福祉省でも各自治体ベースで職業訓練を実施しており、

SGBV の被害者を対象として限定した訓練は設定されていないが、誰でも無料で 3 年間の訓練を受講

することができる（2019 年から公教育の無償化が始まったことに伴い、職業訓練も無料となった）

430。結婚していない女性や脆弱な子どもたちを対象とした研修もある。そのほか、多くの生計向上支

援、職業訓練がNGO によって提供されている。 

SGBV、特に性的暴力を受けた被害者は家庭やコミュニティから疎外される傾向にある。他人から

レイプを受けた女性は「『価値』を下げられた」として否定的に認識され、2014 年の調査では「妻が

他人にレイプされた場合、妻を拒絶するべきである」と考えている人は男性回答者の 46%、女性回答

者の 37%であった431。また、妊娠・出産により中退した生徒の学校復帰は国際機関や NGOの支援で

進められており、復帰できる女子生徒が増えてきている432が、依然として学校に戻れない生徒は多い

433。教育セクターは若年妊娠は学校での女性差別の原因となり、公平な教育を阻害するものであると

認識しているにもかかわらず434、学校では妊娠した生徒を退学させることがある435。このような SGBV

の被害者が社会に復帰し自立していくためには、被害者自身の経済的エンパワーメントを行うだけで

なく、JADプロジェクトや世界銀行の支援で行われているように、世帯やコミュニティ、学校等にお

ける意識変容を目的とした啓発活動を同時に行っていく必要があり、コミュニティに根差して活動し

ている現地NGO や CBO、地域のボランティア等との連携も不可欠である。 

PNC や FARDC からの性的暴力被害の場合、加害者が有罪判決を受けると政府から賠償金を受け

取れることがあるが、この申請の手続きは非常に煩雑で、被害者自身が手続きを行うことは難しく法

律扶助などのサポートが必要となる436。また、加害者が訴追され有罪とならなければそもそも賠償を

受けることができず、また賠償金が支払われることになっても滞ることも多いため、被害者にとって

は利用が困難な制度となっている437。 

                                                   

429 CEDAW (2019)、Eighth periodic report submitted by the Democratic Republic of the Congo under article 18 of 

the Convention, due in 2017 
430 社会福祉省へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 15 日）。 
431 Embassy of Sweden (2014), Country Gender Profile 2014 DRC 
432 UNDP DRC へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
433 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
434 USAID, Gender Assessment for the Democratic Republic of the Congo, July 2012, p. 30.  
435 MADRE (2018)、Gender-Based Violence and Discrimination against Women and Girls in the Democratic 

Republic of the Congo、P.10 
436 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
437 UK Home Office (2018)、Country Policy and Information Note Democratic Republic of Congo (DRC): Gender 

Based Violence、P.27 
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 加害者処罰・更生 

表 4-14：加害者処罰・更生に係る現状と課題（コンゴ民） 

 

コンゴ民では、SGBV の被害者から警察等の司法機関への通報が少なく、また警察や検察官による

捜査の不備やある賄賂などにより、加害者が適切に処罰されない状況となっている438。加害者側が非

公式に示談や結婚を持ち掛けることに加えて、司法当局がそれらの手段を受け入れることを被害者側

に推奨することもある439。 

AVIFEM によると、2018 年に 542 件、2017 年には 558 件、2016 年には 496 件の性的暴力事案が

軍事裁判所に提出されており、この 3 年間で増加傾向を示している440。そのうち、実際に裁判が行わ

れ何らかの判決が下されたのは、2018 年に 267 件、2017 年に 307 件、2016 年に 280 件となってい

る441。被害件数が増加しているにもかかわらず、裁判が実施されるケースが減少しているのは、性的

暴力被害の多い紛争地域で移動裁判所を実施するために必要な財政面、ロジ面でのリソースが不足し

ていることによるところが大きいとされている442。また、中央カサイ州、カサイ州、北キブ州、南キ

ブ州、イトゥリ州のような特定の地域での治安の悪さ、武装集団による活動、部族間の紛争などによ

って司法機関の活動が妨げられている443。治安機関による犯罪の場合、指示した上官や実行した兵士、

警官等が捜査の対象となるが、十分に捜査が行われずに不起訴となることもある444。また、性的暴力

の加害者が政治家などの社会的地位の高い人物の親戚などであった場合、無罪判決を受けたり、有罪

判決であっても刑務所に服役しなかったりしたケースがあった445。紛争地域では多くの場合、性的暴

力の加害者は治安機関または何らかの武装組織に属しているが、特に非国家武装組織を対象にした取

り締まりは困難である。そのため、加害者が処罰されず自由に街を歩いている姿を見た被害者は、通

報したり被害を訴えたりしても無駄だと思うようになりますます声を挙げなくなってしまう状況とな

っている446。 

                                                   

438 CEDAW (2019)、Eighth periodic report submitted by the Democratic Republic of the Congo under article 18 of 

the Convention, due in 2017 
439 MADRE (2018)、Gender-Based Violence and Discrimination against Women and Girls in the Democratic 

Republic of the Congo、P.13 
440 AVIFEM へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 7 日）。 
441 Ibid 
442 Ibid 
443 Ibid 
444 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
445 US Department of State、2019 Human Rights Report：DRC、P.9  
446 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
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加害者の更生に係る取組は、改訂版 SNVBGにおいて「SGBV 加害者の不処罰の撤廃」という優先

分野の中で「SGBV 加害者の更生の支援」と「刑務所での SGBV の防止に係る更生の促進」が取り上

げられているが、現状では実施されていない。大半の刑務所は食糧不足、過密状態、不衛生な環境、

医療の不足などにより、生命を脅かす過酷な状況となっており、更生プログラムや心理社会的ケアは

全く提供されていない447。 

  

                                                   

447 Ibid、P.7 
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4.2. コンゴ民主共和国における第 2次調査結果 

第 2 次調査においては、コンゴ民主共和国については現地調査は実施せず、オンラインによる追加

のデスク調査が行われたが、コンゴ民主共和国における SGBV の撤廃に係る政策や取組については、

第 1 次調査の段階から大きな変更や追加された取組などは確認されなかった。したがって本項では、

今後の JICA による協力案について記載する。 

4.2.1. 今後の JICAによる協力の方向性 

本項では、本件調査における調査結果の分析（4.1.5 参照）に基づき、またこれまでのコンゴ民にお

ける JICA による支援の実績、JICA の比較優位性、活用可能な JICA のスキームや知見・経験等に鑑

みて、SGBV の撤廃に係る諸分野において支援の必要性が高く、かつ有効性が高いと考えられる新規

案件として以下の 2 件を提案する。 

表 4-15：コンゴ民における支援案① 

概要 UNDP、UNFPA、UNJHRO による JAD プロジェクトで設置・運営されてい

る SGBV 被害者のためのワン・ストップ・センターである多部門統合サービス

センター(CISM：Centre Intégré de Services Multisectorie)は、2020 年 10 月

時点で、キンシャサ、北キブ州、南キブ州、中央カサイ州、イトゥリ州の 5 つ

の州で計 11 ヶ所設置されている。（4.1.2.3 参照）。CISM は 2023 年のプロジェ

クト終了に向けて規模が縮小される可能性があり、2023 年の終了後は運営継続

の見通しが立っていない。 

SGBV の被害者の保護においてワン・ストップ・センターの運営は有効性が高

く、また紛争地域である東部や南部では非常にニーズが高い。国際機関と連携

し、1) 既存の CISM の運営継続、2）SGBV 被害の多い地域における CISM お

よびシェルターの新規設置、3) CISM に配属されているスタッフの能力強化お

よび地域における連携体制の構築、を実施し、被害者中心アプローチに則った

SGBV 被害者へのサービス提供体制の確立を目指す。 

プロジェクト目標 ワン・ストップ・センターを拠点とした被害者中心アプローチに基づく SGBV

被害者の適切な保護体制が構築される。 

スキーム 国際機関連携無償資金協力 

カウンターパート UNDP、UNFPA、UNJHRO 

協力機関  ジェンダー・家族・子ども省（MINIGEFAE） 

 保健省 

 コンゴ民国家警察（PNC） 

 医療機関 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. 既存の CISMの運営が継続され、SGBV 被害者に対して包括的な支援が提

供される。 

2. SGBV の被害が多い地域、特に東部、南部などの紛争地域において、新た

な CISM が設置され、サービス提供が開始される。 

3. キンシャサ、東部、南部などの SGBV 被害の多い地域において、CISM に

併せてシェルターが設置され、サービス提供が開始される。 

4. CISM およびシェルターの医療スタッフ、ソーシャルワーカー、職員など

に対して被害者中心アプローチに基づく技術研修が提供されサービスの質

が向上する 

5. コンゴ民政府による SGBV 政策の一つとして CISM が位置付けられ、

CISM の設置、運営の持続性が担保される。 

6. 地域の他のリソースとの連携が強化され、SGBV 被害者の適切な保護体制

が構築される。 
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表 4-16：コンゴ民における支援案② 

概要 キンシャサにおいて、1）コンゴ民国家警察（PNC）の子どもの保護と性的暴

力防止局（Child Protection and Prevention of Sexual Violence Department）

における SGBV 対応能力の向上、2）地方警察の子どもの保護と性的暴力の予

防ユニット（EPEPVS：Escadron Protection de l’Enfant et Prevention des 

Violences Sexuelles）における SGBV 対応能力の向上、3)コンゴ民国家警察と

地方警察および CISM とはじめとした地域の関連リソースの連携の強化、を通

して、地域全体における SGBV 被害者の保護および SGBV 事案に対する適切

な対応を実施する体制が構築される。 

プロジェクト目標 国家警察、地方警察および地域の関連リソースの能力向上と連携強化を通し

て、SGBV 被害に対する適切な対応体制が構築される。 

スキーム 個別専門家 

カウンターパート コンゴ民国家警察（PNC）、地方警察 

協力機関  ジェンダー・家族・子ども省（MINIGEFAE） 

 コンゴ民国家警察（PNC） 

 CISM（UNDP、UNFPA、UNJHRO） 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. コンゴ民国家警察（PNC）の子どもの保護と性的暴力防止局に対して被害

者中心アプローチに則った SGBV 被害者への対応、SGBV に係る法律・

政策、性的暴力の証拠保全、SGBV に係るデータ収集・管理などに係る

SGBV 研修が提供され、SGBV 対応能力が向上する。 

2. 地方警察の EPEPVS に対して被害者中心アプローチに則った SGBV 被害

者への対応、SGBV に係る法律・政策、性的暴力の証拠保全、SGBV に係

るデータ収集・管理などに係る SGBV 研修が提供され、SGBV 対応能力が

向上する。 

3. コンゴ民国家警察（PNC）の子どもの保護と性的暴力防止局と

EPEPVS、CISM、その他医療機関や NGO 等と連携したリファーラル体

制や即応体制の構築が実施され、SGBV 被害に対する迅速で適切な対応体

制が確立される。 
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第5部 タンザニアにおける調査結果 

  



 

   141 

 

5.1. タンザニアにおける第 1次調査結果 

タンザニア連合共和国はタンザニア本土とインド洋島嶼部のザンジバルから成る連合体制となっ

ており、ザンジバルには司法、行政、立法の自治権があるため、本件調査ではザンジバルは取り扱わ

ず、タンザニア本土における SGBV 関連情報について調査を実施した。 

5.1.1. 概況 

 社会・経済状況 

タンザニア連合共和国（以下「タンザニア」）はアフリカ大陸中央部東側に位置し、北はウガンダ、

ケニア、西はルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、南はザンビア、マラウイ、モザンビークに接

し、東側はインド洋に面している。1961 年にイギリスから独立し、1964 年に島嶼国ザンジバルとの

連合共和国となった。人口は約 5,800 万人（2019 年）448で EAC 加盟国内で最も多い。1996 年に独

立当初の首都ダルエスサラームから新首都ドドマに国会議事堂が移転したが、政府官庁等事実上の首

都機能は現在もダルエスサラームにあり、同地が政治、経済の中心地となっている。バントゥ―系の

住民が 95%以上となっており、スクマ族、ニャキューサ族、ハヤ族、チャガ族、ザラモ族等、約 130

の民族が暮らしている449。言語はスワヒリ語が国語、英語が公用語で、宗教はイスラム教徒が約 40%、

キリスト教徒が約 40%、その他伝統的な土着宗教が約 20％となっている450。行政区分としては現在

31 の州（Region、タンザニア本土で 26 州、ザンジバルで 5 州）に分かれており、州の下には 169 の

県（District）がある。また行政権は付与されていないが、ザンジバルを含めて 7 つの「ゾーン」と呼

ばれる地理的区分もあり、州よりも広く地域的な傾向を見る際に用いられる。主要な産業は農業およ

び鉱業で、主要輸出産品はコーヒー、タバコ、カシューナッツ、金などである451。 

タンザニアではジュリウス・ニエレレ初代大統領のもと社会主義国家の樹立を目指していたが、

1985 年にニエレレ氏の引退以降は衰退した経済の立て直しを図り、世界銀行や国際通貨基金（IMF：

International Monetary Fund）の支援を受けて規制緩和等を通じて経済自由化を推進してきた。1999

年に策定された長期国家開発戦略Tanzania Vision 2025 では 2025年の中所得国化を目指して農業経

済から工業経済への移行を図っており452、2000 年以降は順調に経済成長を果たし、一人当たり GNI

は 2000 年の USD410 から 2019 年には USD1,080 となっている（アトラス方式、2019 年）453。し

かしながら、貧困率は減少している一方で、人口増加が貧困率減少のペースを超えており、貧困層の

絶対数は増加している。2018 年には人口の約 49％に当たる約 2,600 万人が国際貧困ラインの 1 日当

たり USD1.9 以下で生活していると報告されている454。ジョン・マグフリ氏が大統領に就任した翌年

の 2016 年に策定された第 2 次国家開発 5 カ年計画 2016/17-2020/21（FYDPⅡ）では生産能力と輸

出能力の向上、東アフリカ地域における戦略的な地理的立地の確立、産業スキルの向上、雇用の創出

                                                   

448 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TZ、2021 年 1 月 5 日閲覧 
449 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tanzania/data.html、2021 年 1 月 5 日閲覧 
450 Ibid 
451 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/tanzania/data.html、2021 年 1 月 5 日閲覧 
452 2020 年の世界銀行の分類で初めて「Low income」から「Lower middle income」となった（「High income」
「Upper middle income」「Lower middle income」「Low income」の 4 分類）。しかしながらこれはあくまでも一人
当たり GNI ベースでの分類で中所得国とされたものであって、必ずしも Tanzania Vision 2025 で示されている広
範な分野での開発、質の高い生活を達成したとみなされるものではない。 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups、
2021 年 1 月 5 日閲覧 

453 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=TZ、2021 年 1 月 5 日閲覧 
454 World Bank(2020), Tanzania - Mainland Poverty Assessment 2019 : Part 1 : Path to Poverty Reduction and 

Pro-Poor Growth, P.2 
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などを通して工業化を進め、経済成長と貧困削減を目指している。 

タンザニアでは度々自然災害による国内避難民が発生するほか、周辺国から積極的に難民を受け入

れている国である。現在は主にブルンジ（約 175,000 人）とコンゴ民主共和国（約 78,000 人）から

計約 287,000 万人の難民が主に西部のキゴマ州にある難民キャンプで生活しており、UNHCR を中心

に人道支援が実施されている455。またタンザニア政府はブルンジ難民の帰化456や自国への帰還支援、

コンゴ民難民の米国への第三国定住など、UNHCR と連携して様々な政策を実施している。 

 ジェンダー格差の現状 

タンザニアでは憲法においていかなる差別も禁止されているが、政治、教育、労働など様々な面に

おいてジェンダー格差が存在している。2020 年のジェンダーギャップ指数（GGI）によると、男女の

労働力率に大きな違いはないが、管理職レベルの女性は 3 割程度と少なく、同じ学歴であっても男性

の方が昇進が早く、給与の高いマネジメント職に就く傾向がある457（表 5-1 参照）。タンザニアでは

農業が GDP の約 23%を占めるとともに、女性の約 70％が農業従事者とされている中で458、家庭内の

労働等の補助として無給で農業を行っている 690 万人のうち 70%が女性であった459。農業に従事す

る女性が多いにもかかわらず、個人で土地を所有している女性は 8％（配偶者や家族等と共同で所有

している女性は 25%）であり460、また女性は男性と比較して種苗や肥料を購入するためのローンや技

術面でのサポートへのアクセスが限られていて、女性と男性の農業生産性における差は一年間で総計

約 USD105,000,000 に相当すると推計されている461。 

教育においては、表 5-1 にあるように初等教育、中等教育の就学率には差はない。しかし、中等教

育を完了する女児は男児と比較して少なく、2013 年の調査では男児 47%に対して女児は 39%であっ

た462。中等教育に引き続いて高等教育に進学する女児はさらに少なく、男児の半分程度となっている。

表 5-1 に示す GDI でも、女性の就学年数の平均が 5.8 年で男性の 6.4 年より少ないことが示されて

いる。識字率は、15~24 歳の若い世代では大きな違いがないが、25~49 歳になると男性の方が高くな

り、全体として男性 83%に対して女性が 77%となっている（最も差が大きい世代は 40~44 歳で、女

性 69%に対して男性は 83%）463。 

女性の政治参加については、国会議員及び国務大臣の割合に関して GGI では参加国平均を上回っ

ている。国会議員についてはクォータ制を導入しており、1977 年の憲法では 15%と定められていた

女性議員の割合が憲法修正のたびに増加し、現在の憲法では 30％が女性議員でなくてはならないと定

められている（憲法第 66 条 1 の b）。2019 年 1 月時点で 393 議席中 37％にあたる 145 議席を女性議

員が占め、UN Women の統計では 193 カ国中 27 位であった464。 

                                                   

455 https://data2.unhcr.org/en/country/tza、2021 年 1 月 5 日閲覧 
456 2014 年に 1972 年にタンザニアに避難した約 162,000 人のブルンジ難民を帰化させると決定したが、その後 2017

年～2018 年にブルンジ難民とコンゴ民難民を受け入れる難民受付ポイントをすべてが閉鎖された。またタンザニア
政府は 2018 年に国連の包括的難民対応枠組み（CRRF）から脱退した（2.2 参照）。 

457 National Bureau of Statistics, Ministry of Finance and Planning (2019), Household Budget Survey, 2017-2018 
458 https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS、2021 年 1 月 5 日閲覧 
459 MoHCDGEC(2016), Tanzania Country Gender Profile October 2016, P.43 
460 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey, P.328 
461 World Bank (2015), The Cost of the Gender Gap in Agricultural Productivity in Malawi, Tanzania and Uganda, P.3  
462 MoHCDGEC(2016), Tanzania Country Gender Profile October 2016 P.82 
463 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.62-63 
464 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/women-in-

politics-2019-map-en.pdf?la=en&vs=3303, 2021 年 1 月 6 日閲覧。2020 年 10 月に実施された総選挙については
2021 年 1 月末時点で国会のウェブサイトに議員の一覧が掲載されていなかったため男女比は確認できなかった。 
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表 5-1：ジェンダー・ギャップ指数 2020（タンザニア） 

出所：World Economic Forum(2020), Global Gender Gap Index Report 2020, P.207 より筆者作成 

表 5-2 の SIGI（3.1.1.2 参照）では、家庭内での差別、身体の自己決定 (Physical Integrity)の制限、

生産・経済活動へのアクセス、人権の制限の 4 つの分野のうち家庭内での差別が深刻な状況であるこ

とが示され、特に児童婚、離婚等に関する法的枠組みが脆弱であることが指摘されている。また相続

や土地所有については、制定法においては男性と女性の同等の権利を定めているが、地域の慣習法や

イスラム法によって女性より男性が優先される傾向があり、女性が経済的に疎外される要因となって

いる。なお、タンザニアは基本的に父系制社会であるが、南東部を中心に全体の 20%ほどが母系制社

会であるとされている465。これらの社会では原則的に土地や財産は女性が相続するが、逆に男性が土

地を相続できないということが問題となり、近年では慣習に反して男性に土地を相続させたり男性が

相続権を主張して訴訟を起こしたりするというケースが確認されている466。 

表 5-2：ジェンダー関連指数（タンザニア）  

出所：a UNDP  b UNDP  c OECD 

 SGBVの現状 

タンザニアでは SGBV に係る包括的なデータは収集されていないため、保健関連データや警察の犯

罪統計など、SGBV に関連する複数のデータに基づき SGBV の現状を概観する。 

                                                   

465 Brigit Erglert et al (2008), Women’s land rights and privatization in eastern Africa 
466 Ibid 
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1) 身体的暴力、性的暴力および IPVの現状 

身体的暴力および性的暴力は広く経験されており、中でも特に IPV を経験した女性は 2 人に 1 人

と高い値を示している。タンザニア人口保健およびマラリア指標調査 2015－2016（TDHS-MIS：

Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-2016）によると、15~49 歳の

女性のうち、15 歳以降に身体的暴力を経験したことのある女性は 40%と高い数値となっている467。

また、性的暴力を経験したことのある女性は 17%となっている468。加害者の内訳を参照すると（図 

5-1、図 5-2 参照）、身体的暴力、性的暴力いずれの場合も現在または過去の配偶者/パートナーからの

被害が大部分を占めており、多くの女性が IPV を経験していることが示されている。 
  

図 5-1：女性に対する身体的暴力の加害者の内

訳（タンザニア） 

図 5-2：女性に対する性的暴力の加害者の内訳

（タンザニア） 

出所：TDHS-MIS, P.380 より筆者作成 出所：TDHS-MIS, P.383 より筆者作成 

結婚したことのある 15~49 歳の女性のうち、少なくとも 1 つの形態の IPV（身体的暴力、性的暴

力、心理的暴力）を経験したことがある女性が 50％となっていることからも、IPV の被害が深刻であ

る状況が確認できる469。IPV を経験した女性のうち、7 割の被害者が何らかのけがを負っており、多

くの女性が負傷を伴うほどの暴力の被害を受けている実態が示されている470。また IPV を経験した

女性の割合には地域による違いが大きく、シニャンガ州（74%）、タボーラ州（64％）等の西部ゾーン

およびレイクゾーンが非常に高い数値となっている471（図 5-3 参照）。回答者の世帯年収を 5 等分し

て 5 つのグループに分ける年間収入五分位階級別（脚注 72 参照）のデータで見ると、世帯年収が低

いほど IPV を受けたことのある女性の割合は高くなる傾向にある472。これらのデータから、IPV の被

害状況に関して地域性や世帯の経済状況が影響していることが示唆されている。 

                                                   

467 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.376 
468 Ibid, P. 381 
469 Ibid, P. 391 
470 Ibid, P. 394 
471 Ibid, P. 390 
472 Ibid, P. 391 
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図 5-3：IPV を受けた経験のある女性の割合

（州ごとの分布、タンザニア） 

図 5-4：夫が妻を殴打することが正当化される

と考えるケース(男女別、タンザニア) 

出所：TDHS-MIS 2015-2016 P.372 より抜粋 出所：TDHS-MIS, P.350-353 より筆者作成 

IPVが蔓延している要因の一つとして、夫が妻を殴打することが正当化されることがあるという認

識が男女ともに強いことが挙げられる。夫が妻を殴打することが正当化されることがあると考える男

性は40％、女性は58%となっており、特に女性の間で配偶者からの身体的暴力が正当化されうると考

えられていることが確認できる473（図 5-4参照）。妻を殴打することが正当化されうると考える女性は

2004年の調査で60%、2010年の調査で54%であり、2015年までの10年間で認識に大きな変化がない

状況となっている（男性は2004年が42%、2010年が38%で、同じく数値は概ね変わっていない）474。

また都市部に比べて農村部の方がIPVを許容する傾向が強く、都市部での女性51%、男性37%に比較

して農村部では女性の62%、男性の41%が妻を殴ることが正当化されることがあると考えている。特

に西部ゾーンの女性（70%）、レイクゾーンの女性（68%）で数値が高く、IPVに関する認識について

地域による差異が大きいことが示されている475。 

女性が身体的暴力または性的暴力を受けた際に相談する先は自身の家族が 56%と最も多い476。被害

者は自身の家族や配偶者・パートナーの家族、友人、近隣住民など身近な人々に相談する傾向があり、

警察に相談する人は性的暴力で 5%、身体的暴力で 10%といずれも低い数値となっていることから、

警察への通報が少ないことが確認できる477。警察に通報があった SGBV については犯罪統計で確認

することができる（図 5-5 参照）。タンザニア国立統計局では 2014 年から年次犯罪統計を発行してお

り、最新の統計は 2016 年までしか公開されていないが、それらの統計を確認するとレイプは

2014~2016 年の 3 年間で徐々に件数が増加していることが示されている。またレイプ以外の性的暴力

や負傷を伴う暴行も増加傾向にある。DV という項目は 2015 年までは統計になく、2016 年に初めて

掲載されたので増減の傾向は不明だが、2016 年に警察が対応した DV 事案は 400 件であったと報告

されている478。また警察の統計を参照しているNGO のLegal and Human Rigths Centre による報

                                                   

473 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.350-353 
474 Ibid, P,330 
475 Ibid, P.350 
476 Ibid, P.399 
477 Ibid, P.399 
478 Tanzania National Bureau of Statistics (2017), Crime and Traffic Incident Statistics Report Jan-Dec 2016, P.18 
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告書に基づくと、2019 年の 1－6 月に警察に通報があったレイプ事案は 3,709 件で、2018 年の同時

期の 3,583 件を上回っていた479。 

2) 魔術関連の暴力および人身取引の現状 

後述する児童婚、FGM 以外の有害な慣習の一つとして魔術関連の暴力（WRV：Witchcraft-related 

Violence、または WRA：Witchcraft-related Accusations）が挙げられる。これはタンザニアだけで

なくアフリカ480、南アジア、東南アジア、大洋州など魔術が広く受け入れられている地域でみられる

暴力の一形態で、何らかの身体的特徴を持っていたり、不自然な出来事が起きた際に近くにいたりす

ることで「魔術を使った」として告発され、コミュニティから疎外されたり、暴行、金品の強奪、殺

人などの被害を受けたりするというものである。男性よりも女性、特に高齢の女性が「魔女」として

ターゲットにされやすいことから SGBV の一形態とされることがある（ほかにも子どもや障がい者、

白皮症の人々が対象とされることもある）。タンザニアでは魔術を使うこと、魔術を使ったとして他人

を告発することの両方が法律で禁止されているが、レイクゾーンや南部高原ゾーンなどの一部の地域

で魔術に関与したとして高齢女性などへの暴行、殺害などが度々行われている481。2013 年には 765

件の WRV 被害があり、女性 505 人と男性 260 人が殺害されたが、タボーラ州やシニャンガ州などで

は警察の取り締まりが厳しくなり被害者は減少していると報告されている482。 

またタンザニアは人身取引の送り出し、中継、および目的国となっており、職業紹介所などが斡旋

して女性、女児/少女が家事労働や性的搾取のため農村部から都市部へ売買されるほか、男性と男児が

農業や鉱山労働などでの強制労働の被害者となっている。海外への送り出しとしてはアフリカ、中東、

アジアなど多くの国が対象となっている。タンザニア政府は 2008 年にAnti- Trafficking in Persons 

Act を制定し人身取引を禁止し、取り締まりのための警察能力の強化や被害者保護のためのシェルタ

ーの提供（委託を受けたNGO が 8 つのシェルターを運営している）などに取り組んできた。しかし、

人身取引に係る包括的なデータの収集が行われていないことや、人身取引の予防や対応に係る予算が

                                                   

479 LHRC(2020), Summary of the Tanzania Human Rights Report, P,30 
480 本件調査の対象国である他の 4 カ国でも同様の現象が見られるが、タンザニアでは「Tanzania Country Gender 

Profile」においてWRVを SGBVと分類しているため、タンザニアでの調査結果に記載した。 
481 MoHCDGEC(2016), Tanzania Country Gender Profile October 2016 P.101 
482 LHRC (2019), Tanzania Human Rights Report, P.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5: 警察の犯罪統計における SGBV の件数（2014~2016 年、タンザニア） 
 

出所：Tanzania National Bureau of Statistics , Crime and Traffic Incident Statistics Report 2014, 

2015, 2016 より筆者作成 
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計画通りに配分されていないこと、裁判所が法律で規定されている懲役と罰金の刑罰のうち懲役より

も罰金を科すことが多いことなど、多くの課題が指摘されている483。2020 年には 19 件の人身取引事

案を捜査し、うち少なくとも 13 人を起訴、5 人を有罪とした。また警察および入国管理局は 170 人

の被害者を特定し、そのうち 159 人が女性・女児/少女であったと報告されている484。 

3) 児童婚と若年妊娠の現状 

タンザニアでは法定婚姻年齢が男性は 18 歳、女性は 15 歳で、裁判所の許可があれば女性は 14 歳

でも結婚できるため、児童婚を禁止する法的枠組みは十分に整備されていない（ただし、学校に通っ

ている児童との結婚は禁止されている。3)参照）。男女の初婚年齢の中央値はそれぞれ 19.2 歳と 24.5

歳と報告されている485。特に 20~49 歳の女性の初婚年齢の中央値が西部ゾーンで 18.4 歳、南部およ

びレイクゾーンで 18.5 歳など、低い年齢での結婚が比較的多い地域がある486。少女が思春期に達す

ると結婚の準備ができているとみなされるほか、多くの地域で実施されている結婚の際の男性側から

女性側への婚資の支払いが、少女の児童婚を誘発しているとされる487。また、タンザニアでは 5~14

歳の子どものうち約 30%が何らかの労働に従事しており488、働いている子どもにとって結婚が仕事で

の虐待や搾取から逃れる手段である認識されているという背景もあるとの指摘もある489。また、同国

では制定法と同じく法的有効性を持つイスラム法および慣習法において一夫多妻婚が可能であり、

TDHS-MIS 2015-2016 では既婚女性の 18%が配偶者に自分以外の妻がいると回答している490。2010

年の TDHS では配偶者に自分以外の妻がいると回答した女性は 21%であったため、数値としてはわ

ずかながら減少している。 

TDHS-MIS 2015-2016 では、25~49 歳の女性の 14%が

15 歳以下、61%が 18 歳以下で初めて性交渉を行ってお

り、就学年数や世帯年収が上がるにつれて、最初の性交渉

の年齢も高くなる傾向にある。491。また 18 歳で妊娠また

は出産を経験している女性は 37%、19 歳では 56%となっ

ており、回答者の半数以上の女性が 10 代で妊娠している

492。この割合は、初婚年齢と同じく就学年数が長いほど低

くなる傾向にある（図 5-6 参照）。15~19 歳で妊娠または

出産を経験している女性の割合はタンザニア全土で 27%

となっており、都市部では 19%で農村部では 32%となる

など都市部と農村部の差が大きい493。また地域による差異

                                                   

483 US Department of States(2020), 2020 Trafficking in Persons Report: Tanzania  
484 Ibid 
485 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.94 
486 Ibid, P.95 
487 https://www.hrw.org/report/2014/10/29/no-way-out/child-marriage-and-human-rights-abuses-tanzania, 2021 年

1 月 6 日閲覧 
488 U.S. Department of Labor (2019) 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Tanzania 
489 Human Rights Watch(2014) No Way Out: Child Marriage and Human Rights Abuses in Tanzania 
490 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.92 
491 Ibid,P.96,97 
492 Ibid, P.118 
493 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.118 

 

 

 

 

 

 

図 5-6：15~19 歳で妊娠・出産を経験し

ている女性（学歴別、タンザニア） 
 

出所：TDHS-MIS2015-2016 P. 118 より筆者作成 
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も顕著であり、最も低い北部ゾーンで 16%であるのに対して、最も高い西部ゾーンでは 38%であった

494。州別では西部ゾーンのカタヴィ州が 45%、中央ゾーンのタボーラ州が 43%で非常に高い数値あっ

た。Adolescent Fertility Rate（15~19 歳の女性 1,000 人当たりの出生数）は 132495で、サブサハラ

アフリカ地域の平均値 101（2018 年）496を大きく上回っている。過去 6 回の DHS の傾向を見ると

1991－92 年は 144、1996 年は 135、1999 年は 138、2004－05 年は 132、2010 年は 110 と概ね減少

傾向であったのが、2015－16 で再び 10 年前の水準に戻ってしまった497。これらのデータに基づくと

タンザニアにおける児童婚および若年妊娠の割合は高く、またいずれも就学年数や地域による差異が

大きいことが示されている。 

中等教育における女子生徒の中退は児童労働および妊娠、結婚が大きな要因の一つとされている。

教育省が公表している 2012 年のデータでは女性生徒が中等教育を中退する理由の 71%が不登校で妊

娠は 11％であったが498、不登校の中に多くの妊娠による中退が含まれているとされ、毎年約 5,500人

の女子生徒が妊娠のために中退していると推定されている499。妊娠した女子生徒を退学させる慣行は

1960 年代から続いており、学校では入学前や在学中に強制的な妊娠検査を義務付け、妊娠が判明した

場合退学させるという措置をとってきた500。教育法では生徒の退学の条件については言及されておら

ず「教育大臣が規則を制定して、生徒の退学条件を定めることができる」とのみ記載されているが501、

2002 年に出された教育規則「学校からの生徒の除籍・退学」では以下 3 点に該当する場合学校や教育

委員会に生徒を退学させる権限を与えている502。 

1) 生徒の持続的かつ意図的な不道徳な行動が、一般的な規律や学校の名誉を脅かすようなものであ

った場合 

2) 生徒が窃盗、悪質な器物損壊、売春、薬物乱用、道徳に反する罪を犯した場合（その犯罪で起訴

されているかどうかに関わらない） 

3) 生徒が婚姻関係を結んだ場合 

この規則は妊娠には言及しておらず、また学校は必ず生徒を退学させなければならないわけではな

くあくまでも退学させるという学校の判断が容認されるとしているにすぎないが、実際には妊娠が判

明した場合退学となり、出産後に学校に戻ることもほとんど認められない503。2015 年の国連子ども

の権利委員会では、妊娠中の少女の退学および強制的な妊娠検査に対して懸念が示され、妊娠した少

女の教育継続の確保と妊娠検査の実施の中止、妊娠を理由に退学した少女の学校復帰の支援の 3 点に

                                                   

494 Ibid, P.118 
495 Ibid, P.113 
496 https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?locations=ZG&most_recent_value_desc=false, 2020 年 12

月 14 日閲覧 
497 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.113 
498 MoHCDGEC(2016), Tanzania Country Gender Profile October 2016 P.83 
499 https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/03/31/tanzania-secondary-education-quality-improvement-

program-sequip, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
500 Center for Reproductive Rights (2013), Forced Out: Mandatory Pregnancy Testing and the Expulsion of 

Pregnant Student in Tanzanian Schools 
501http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/AFR/Tanzania/EPS/Education_Act_1978.

pdf,  last accessed on 14 Dec 2020. 
502 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/85491/95733/F226315636/TON85491.pdf, last accessed on 

14 Dec 2020. 
503 Center for Reproductive Rights (2013), Forced Out: Mandatory Pregnancy Testing and the Expulsion of 

Pregnant Student in Tanzanian Schools, P.46 



 

   149 

 

ついて対応するよう勧告された504。しかし 2017 年 6 月、マグフリ大統領は公開演説の中で、「自身が

大統領である限り妊娠中の少女が学校に戻ることはない」と述べ505、妊娠した少女の教育継続、学校

復帰を認めない意向を明らかにした。それに先立つ 2016 年には教育法が改正され、初等教育および

中等教育に在学する生徒との結婚の禁止、女子生徒との性行為の禁止（最高刑は懲役 30 年）が定め

られている506。大統領の発言は妊娠した少女の退学を目的とするものではなく、むしろ若年妊娠自体

を予防し改正された教育法の規定をより厳格に適用していくことを求めたものであると解釈する声も

ある507。しかしながら、TDHS-MIS が示すように 10 代の妊娠が減少していない中で、学校現場では

退学措置が継続され妊娠・出産した少女は学校教育を受けられず、加害者の訴追が十分に行われてい

ない一方で少女が極端に不利な立場に置かれていると指摘されている508。この事態に対して国際的な

非難の声が上がり、タンザニアにおいて「中等教育の質の改善プログラム（SEQUIP：Secondary 

Education Quality Improvement Program）」の実施を予定していた世界銀行は 2018 年に計画を凍

結した。その後、2020 年から SEQUIP が開始されることとなり、教育・科学・技術大臣は「SEQUIP

は妊娠などの様々な理由で退学した少女を含む 650 万人の子どもを支援するプログラムであり、政府

は SEQUIP のもとでこれらの生徒が教育を受けられることを保障する」との声明を出した509。しか

し退学した子どもに対して SEQUIP で提供されるのは代替教育経路（AEP: Alternative Education 

Pathway、私立学校やオープンスクールなど、公教育以外の教育施設）での教育であり、AEP を通し

て公立学校への再入学試験を受けることができるとしているが510、実際にどのように運用されるかは

まだ不透明な状況である。妊娠した少女を公立学校から退学させる方針自体は変化しておらず、また

AEP での教育は無料ではなく授業料が必要となるため、公教育へのアクセスを十分に保障していない

という批判もある511。 

4) FGM実施の現状 

タンザニアは現在でもFGM が実施されている約 30 カ国のうちの一つである。1998 年に制定され

た The Sxual Offances Special Provisions Act（SOSPA）512では、18 歳未満の女児/少女に対する FGM

の実施は禁止されており、5 年以上 15 年以下の懲役または 30 万タンザニアシリング（Tshs）以下の

罰金、または懲役と罰金の両方が課される場合もある。また、VAWC 撤廃に向けた国家戦略である「女

性と子どもに対する暴力撤廃のための国家行動計画 2017-2022（NPA-VAWC：National Plan of 

Action to End Violence Against Women and Children 2017-2022）」において、8 つの主要テーマの

うちの一つである「社会規範と社会的価値」の中で FGM を有害な慣習と指定して、FGM の実施率

                                                   

504 United Nations (2015), Committee on the Rights of the Child: Concluding observations on the combined third 

to fifth periodic reports of the United Republic of Tanzania, P.15 
505 https://www.equalitynow.org/tanzania_ban_sexual_violence_not_teen_mother_s_access_to_education?locale=es 

2020 年 1 月 6 日閲覧 
506 https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/africa/united-republic-of-tanzania/2016/law-

prohibiting-child-marriage-education-act, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
507 UNFPAへのインタビュー結果に基づく。 
508 https://www.equalitynow.org/tanzania_ban_sexual_violence_not_teen_mother_s_access_to_education?locale=es 

2021 年 1 月 6 日閲覧 
509 https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/tanzania-allows-learning-for-teen-mothers-1439912, 

2021 年 1 月 6 日閲覧 
510 https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/03/31/tanzania-secondary-education-quality-improvement-

program-sequip, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
511 https://www.hrw.org/news/2020/04/24/tanzania-q-ban-pregnant-girls-and-world-bank-education-loan, 2021 年 1

月 6 日閲覧 
512 SOSPA は刑法第 169 条の追加規定として制定された。 
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の減少をターゲットの一つに設定している（5.1.2.2 の 1)参照）513。 

TDHS－MIS 2015-2016 によると、タンザニアでは 15-49 歳の女性のうち、10%が FGM を受けて

いる514。FGM の種類としては、陰核のすべておよび小陰唇の一部または全部を切り取る施術（WHO

の定義では TypeⅡ）が最も多く、15~49 歳の経験者の 81％を占める515。「Sewn Closed」（小陰唇の

すべて、および大陰唇の一部またはすべてを切り取り縫合し、尿と経血を通すための穴をあける施術。

WHO の定義では Type Ⅲ）は 7%、クリトリスの一部またはすべての切除（WHO の定義では Type 

Ⅰ）は 3％である516。過去 4 回の DHS で比較すると 1996 年は 18%、2004－05 年と 2010 年は 15%、

であり、実施率は減少傾向にある517。これは、15~49 歳のうち、年齢が下がるにつれて実施率が下が

っていることからも確認できる（45~49 歳では 19%だが、15~19 歳では 5％）518。実施率は地域によ

る差が大きく、中央ゾーンでは 46%、北部ゾーンでは 22%と高い数値を示している519（図 5-7 参照）。 

また、タンザニアにおいては 1 歳未満で FGM を施すケースが多い。図 5-8 の通り、15‐49 歳で

FGM を受けた女性のうち、1 歳未満で施術された人が最も多い 35%で、1~12 歳までに受ける人も

35%でとなっており520、ケニアと比較して全体的に低年齢で施術することが多い傾向にある（ケニア

では最も多い年齢層が 10－14 歳の 43%で、5 歳未満は 2%であった。図 3-6 参照。）。1 歳未満での施

術は TDHS 2004－05 年で 28%、2010 年で 32%であり、2015-2016 年ではさらに増加している521。

施術年齢にも地域差があり、中央ゾーンでは 1 歳未満が 52%と最も多く、南部高原ゾーン、レイクゾ

ーンでは 13 歳以上がそれぞれ 63%、58%となっていた522。15~49 歳の女性のうち、FGM が宗教に

よって必要とされているものであると回答した人は FGM を受けた女性では 15%であったのに対し、

FGM を受けていない女性では 2%、また FGM の慣習は続けられるべきであると回答した人は FGM

を受けた女性で 13％、受けていない女性で 1%であった523。 

 

 

図 5-7：15~49 歳で FGM を受けた女性の分布

（州別、タンザニア） 

図 5-8: 1 FGM を受けた年齢（15－49 歳の

女性、タンザニア） 

出所：TDHS-MIS 2015-2016 P.360 より抜粋 出所：TDHS-MIS 2015-2016 P.364 より筆者作成 

                                                   

513 MoHCDGEC(2016), National Plan of Action to End Violence Against Women and Children 2017-2022 
514 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.363 
515 Ibid, P.363 
516 Ibid, P.363 
517 Ibid, P.359 
518 Ibid, P.363 
519 Ibid, P.363 
520 Ibid, P.364 
521 Ibid, P.360 
522 Ibid, P.364 
523 Ibid, P.365, 366 
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UNFPA の報告によると、タンザニアにおける FGM は宗教よりも伝統的観念に根差していること

が多く、処女性を重んじる傾向から求められていたり、成人への通過儀礼、結婚のための条件となっ

ていたりするとされる524。また FGM を受けていない場合、結婚の際に男性側から女性側の親族が受

け取る婚資が減るというケースもある525。結婚の準備としてのFGMは児童婚とも深い関連性があり、

FGM を受けている女性は児童婚の被害者でもあることが多い526。また一部のコミュニティでは、

FGM は膣・尿路感染症の治療法であると認識していることがあるが、これは治療法であるというこ

とを口実として FGM の実施を正当化しようとする試みである可能性が高いと指摘されている527（実

際には、FGM によって引き起こされる感染症はあるが、FGM 自体が感染症の治療として有効性があ

るとする医学的根拠はない）。 

政府は FGM を撤廃させるための国家戦略を新たに策定中とされているが528、2020 年 12 月時点で

はまだ発行されていない。タンザニア国内ではUNFPA や UN Women などの国際機関やNGO が啓

発活動、コミュニティリーダーや施術者との交渉、施術者への代替職業訓練、代替通過儀礼（ARP：

Alternative Rites of Passage）529などを通じてFGM の予防に向けた取組を進めており、DHS が示

すように実施率は減少しつつある。またタンザニアでは 12 月の学校の休暇期間が FGM の実施が多

い「Cutting Season」とされているが、最近は夏季休暇にも実施されることがあり、この時期には NGO

や CBO が FGM のリスクのある女児/少女の家庭を訪問したり両親を説得したりして FGM の予防に

取り組んでおり、場合によっては女児/少女を Safe Space などで保護することもある。しかしながら、

ケニアと同様、医療機関での FGM 実施の増加530や施術の低年齢化531が報告されており、FGM 撤廃

に向けてさらなる努力が求められている。 

またケニアと同じく、タンザニアでも男性への割礼（MC：Male Circumcision）も広く行われてお

り、TDHS-MIS 2015-2016 では 80%の男性が MC を受けている。政府は伝統的な MC ではなく医療

機関における自発的な MC を HIV 予防の観点から推奨している532。 

5.1.2. SGBVに関連する法律および政策 

 法的枠組み 

1) 憲法 

1964 年にタンザニア連合共和国となった後、「タンガニーカ・ザンジバル連合共和国暫定憲法」を

経て 1977 年の現行の「タンザニア連合共和国憲法」が成立し、その後度々変更や修正が加えられて

いる。2015 年 4 月には新憲法の草案が作成され国民投票を行う予定となっていたが、野党の反対等

があり延期となり、2020 年末に至るまで憲法審査プロセスは再開されていない。憲法上、ジェンダー

平等に関連する主な項目は以下の通りである。 

                                                   

524 UNFPA (2018), Fact Sheet: Female Genital Mutilation in the United Republic of Tanzania, P.3 
525 Ibid 
526 Ibid 
527 Ibid 
528 Ibid 
529 FGM 根絶のために、FGM に代わる何らかの儀式やセレモニーを通過儀礼として行うこと。 
530 タンザニアでは約 7 割のFGM が伝統的施術者によって実施されるが、生まれてすぐに病院で助産師から施術を受
けることを希望する親もいる。 

28 Too Many (2013), Country Profile FGM in Tanzania 
531 MoHCDGEC(2016), Tanzania Country Gender Profile October 2016, P.100 
532 Ministry of Health and Social Welfare (2009), Situational Analysis for Male Circumcision in Tanzania 
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表 5-3：タンザニアの憲法におけるジェンダー平等に関連する項目一覧 

条項 内容 

第 9 条 働くことができるすべての人が働くこと、そして働くことは人が生計を立てるための合法的な

活動を意味する。 

第 11 条 すべての人は教育を受ける権利を有し、すべての市民は、その長所と能力に応じて、選択した分

野で最も高いレベルまで自由に教育を追求することができる。政府は、すべての人がすべてのレ

ベルの学校およびその他の学習機関で教育および職業訓練を追求するための平等かつ十分な機

会を確実に与えられるように努力するものとする。 

第 12 条 すべての人間は自由で平等である。すべての人間は自身の尊厳を認め尊重する権利がある。 

第 13 条 すべての人は法の下で平等であり、差別なく、法の下で保護と平等な扱いを受ける権利がある。

制定された法律は、それ自体またはその効力のいずれかで差別的な規定を策定してはならない。

何人も、いかなる法律の下でも、またはいかなる行政機能や業務を遂行する人物または権威によ

っても差別されてはならない。 

本条の目的上、「差別する」という表現は、国籍、部族、出身地、政治的意見、肌の色、宗教、

性別、地位などに基づいて、異なる者のニーズ、権利またはその他の要件を満たすことを意味す

る。ただし、「差別」という言葉は、政府が社会における障害の是正を目的とした意図的な措置

をとることを禁じるような形で解釈されてはならない。何人も、拷問又は非人道的若しくは品位

を傷つける刑罰若しくは待遇に服してはならない。 

第 16 条 すべての人は、自己の人格、自己の家族及び婚姻生活のプライバシーを尊重し保護する権利を有

し、住居及び私的なコミュニケーションを尊重し保護する権利を有する。 

第 23 条 すべての人は、いかなる種類の差別もなく、自分の仕事に見合った報酬を受け取る権利があり、

働く人はすべて、仕事の手段と資格、能力に応じて報酬を受け取るものとする。 

第 24 条 すべての人は自分の財産を所有する権利があり、法律に基づいて保持されている財産の保護を

受ける権利を持っている。 

第 29 条 連合共和国のすべての人は、憲法本編第 12 条から第 28 条までに規定するように、基本的人権

を享有し、かつ、社会に対する義務をすべての人が履行することによる利益を享受する権利を有

する。連合共和国のすべての者は、連合共和国の法律の下で平等に保護される権利を有する。 

第 66 条 国会議員の 30%以上は女性とする。 

第 78 条 第 66 条に規定する女性国会議員の選挙のため、定められた手続に従って総選挙に参加し、議会

選挙の有効投票者総数の 5 パーセント以上を得た政党は、議会選挙において各政党が得た票の

割合に基づいて、女性の氏名を選挙管理委員会に提案しなければならない。 

UN Women Global Gender Equality Constitutional Database より筆者作成 

2) 国際条約および地域条約 

タンザニアは国連、AU、EAC、SADC 等の加盟国として様々な国際条約や地域条約に署名、批准

している。ジェンダー平等や SGBV に関連する条約をまとめると以下の通りである。 

表 5-4：タンザニアが批准している SGBV に関連する国際条約および地域条約 

名称（()内は採択年） 批准年 

国際条約（UN） 

市民的および政治的権利に関する国際規約(1966) 1976 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966) 1976 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW) (1979) 1985 

子どもの権利条約(1989) 1991 

北京宣言及び行動綱領(1995) 1995 

国連安保理決議 1325 号(2000) 2000 

国際組織犯罪防止条約人身取引議定書（2000） 2006 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書 (1999) 2006 

児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000) 2003 
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名称（()内は採択年） 批准年 

武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書 (2000) 2004 

地域条約（AU、EAC、SADC 等） 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(1981) 1984 

子どもの権利と福祉に関するアフリカ憲章(1990) 2003  

アフリカにおけるジェンダー平等の厳粛な宣言(2004) 2004 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカにおける女性の権利に関する議定書(マ

プト議定書) (2003) 

2007 

若者に関するアフリカ憲章（2006） 2012 

SADC Protocol on Gender and Development (2008) 2010 

East African Community (EAC) Prohibition of FGM Bill (2016) 2016 

2019 regional Declaration and Action Plan to End Cross-Border FGM (2019) 2019 

出所：国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトより筆者作成 

タンザニアでは国際条約に批准した後、当該国際条約に対応する国内法を改めて成立させなければ

ならない規定となっている。CEDAWやマプト議定書の内容の一部はタンザニアの国内法に反映され

ているが、依然としてこれらの国際条約と矛盾する制定法の規定が存在している。マプト議定書第6条

では女性の法定婚姻年齢を18歳とすることが規定されているが、タンザニアの婚姻法では18歳未満で

の結婚も可能となっている（5.1.1.3.の3)参照）。また、ケニアやコンゴ民と同様、人工妊娠中絶につい

ては、マプト議定書第14条が求める性的暴力、レイプ、近親相かんの場合や、妊娠の継続が母体の精

神的・肉体的健康や母体・胎児の生命を危険にさらす場合における薬による中絶は全面的には認めら

れていない。刑法では中絶した女性は7年の懲役刑、中絶手術の実施者は14年の懲役刑が科されると

されており、また同じく刑法の規定で母体の生命を維持するために胎児に対して外科手術を行っても、

その手術の実施がすべての状況を考慮して合理的である場合には刑事責任を負わないとしている。現

状では中絶は母体の生命を守る必要がある場合のみ認められ、性的暴力などのSGBVの結果による妊

娠には適用されないこととなっている。これについてCEDAWでは、タンザニア政府に対して法律で

マプト議定書が求める条件での中絶を認める必要があることを指摘してきた533。 

中絶に関する正確なデータは公表されていないが、2013年には405,000件の中絶が行われたと推計

されており、これは15－49歳の女性1,000人当たり36件、出生100人に対して21人の中絶が行われて

いることとなる534。中絶の実施には地域によって差があるとされており、最も低い東部ゾーンでは15

－49歳の女性1,000人当たり24件であるのに対して、最も高いレイクゾーンでは51件であり、これは

避妊の実施率の違いやSRHサービスの不足が大きく影響していると見られている535。また安全でない

中絶は妊娠合併症による入院の3分の1、妊産婦死亡の4分の1を占めているとの調査もある536。別の調

査では、ダルエスサラームでは中絶に使用される錠剤（ミソプロストールやミフェプリストン）が薬

局などでも比較的容易に手に入り、違法であることは認識されながらも広く使われていると報告され

ている537。2013年頃から現地NGOや国際NGOを中心に中絶の規定の拡大にかかるアドボカシーが展

開されているが、具体的な法改正等には至っていない。 

                                                   

533 CEDAW(2016), Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of the United 

Republic of Tanzania, P.17 
534 Guttmacher Institute (2015), Fact Sheet: Induced Abortion and Postabortion Care in Tanzania 
535 Ibid 
536 Center for Reproductive Rights(2020), Open Secret: The Toll of Unsafe Abortion in Tanzania 
537 I.H.Solheim et al (2020), Beyond the law: Misoprostol and medical abortion in Dar es Salaam, Tanzania 
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3) 国内法 

タンザニアにおける GBV の防止や対応に係る法律は以下の通りである。 

表 5-5：タンザニアにおける SGBV に関連する法律一覧 

名称 SGBVに関連する主な内容 

刑法  中絶した女性は 7 年の懲役刑、中絶手術の実施者は 14 年の懲役刑に処せられる。

母体の生命を維持するために胎児に対して外科手術を行っても、その手術の実施が

すべての状況を考慮して合理的である場合には刑事責任を負わない。 

刑法のレイプや性的暴力、セクシュアル・ハラスメント、性的搾取等に関する規定は、

1998 年の SOSPAにより新しい規定に置き換えられた。 

Law of Marriage Act

（LMA、1971 年、2002

年改訂） 

 イスラムの形態で、またはタンザニアの慣習法によって認められた儀式に従って契

約された場合、反対が証明されない限り、一夫多妻制をとることができる。 

 法定婚姻年齢は男性は 18 歳、女性は 15 歳。裁判所の許可があれば女性は 14 歳で

結婚できる。 

 18 歳に達していない女性が結婚する場合は婚姻前に同意を得なければならない。同

意を得る相手は父親、父親が死亡しているときは母親、父母が両方死亡していると

きには後見人。後見人が死亡している、あるいはいない場合は同意を必要としない

ものとする。また、裁判所が同意を与えることもある。 

 何人も配偶者に体罰を与える権利は持たない。 

The Sexual Offences 

Special Provisions Act

（SOSPA、1998 年） 

 男性が女児や女性をレイプした場合、終身刑、または 30 年以上の懲役刑および罰

金が科せられる。10 歳未満の女児にレイプを行った場合は終身刑。男性は以下に該

当する状況下で女児・女性と性交した場合レイプとなる。 

1) 相手が妻でない場合、または性交の際に妻の同意を得ずに別居している場合 

2) 男が自分が相手の夫でないことを知り、相手が男が自分の夫であることを信じさ

せられたために同意があった場合 

3) 同意の有無に関わらず相手が 18 歳未満である場合。ただし、女性が 15 歳以上の

年齢であり、男性と別居していない妻である場合を除く。 

 わずかな性器の挿入であっても犯罪を証明できる。性交が同意なしに行われたこと

を証明するために、身体的損傷などの抵抗の証拠は必要ない。 

 18 歳未満の子どもに対して監護権を持つ者が、子どもに対してネグレクト、傷害、

女性器切除を行ったり、身体や精神に害を及ぼす可能性のある方法で暴行、病気の

放置、ネグレクトなどを行ったりした場合、5 年以上 15 年以下の懲役、30 万 Tshs

以下の罰金、または罰金と懲役の両方が科せられ、裁判所が決定した金額の補償を

支払うように命じられるものとする。 

その他、レイプ以外の性的暴力、子どもの性的搾取、セクシュアル・ハラスメント、人身

取引などについても規定されている。 

Land Act(1999 年、

2004 年改正) 

 女性は男性と同等の土地の取得、所有、取得、活用の権利を有している。慣習的な

土地の占有も認める。 

Village Land Act 

（1999 年） 

 村落の土地および慣習法に基づく土地に関して男性と女性の同等の権利を認める。 

Anti-Trafficking in 

Persons Act（2008

年） 

 性的搾取と労働搾取を目的とした人身取引を禁止し、成人を対象とした犯罪の場合

は2～10年の懲役、500万から1億Tshsの罰金、またはその両方が科される。子ども

を対象とした犯罪の場合は10~20年の懲役、500万から1億5000万Tshsの罰金、また

はその両方が科される。 

 被害者に心理社会的カウンセリング、家族の追跡、家族の再統合、一時的な避難所

を提供する 

The HIV and AIDS 

Prevention and Control 

Act （2008 年） 

 強制的なHIV検査を禁止し、本人の同意に基づく任意の検査のみ実施可能とする

（性犯罪加害者の場合と裁判所の命令がある場合を除く）。 

 許可なく感染者情報を漏洩することを禁止する。 
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名称 SGBVに関連する主な内容 

 HIV検査が陽性の場合、配偶者や性的パートナーに陽性であることと感染の可能性

があることを伝えなければならない。 

The Law of the Child 

Act （2009 年） 

18 歳未満の者を子どもと定める。婚姻年齢には言及していない。 

Law Prohibiting Child 

Marriage（2016 年） 

Education Actの一部 

いかなる場合においても、次のことをしてはならない。 

 初等学校・中等学校の女子生徒、男子生徒と結婚すること 

 初等学校・中等学校の男子生徒が誰かと結婚すること。 

 上記に違反し有罪判決を受けたときは、30年以下の懲役に処する。 

 初等学校・中等学校の女子生徒を妊娠させた者は、30年以下の懲役に処する。 

 初等教育または中等教育を受けている女子生徒または男子生徒の結婚を助長また

は勧誘した者は500万Tshs以上の罰金もしくは5年以下の懲役、または両方を科せら

れる。 

 すべての学校の長は、上記に基づく婚姻および妊娠の事例と、違反者に対して取ら

れた法的措置の詳細な四半期報告を記録して、長官またはその代理人に提出しなけ

ればならない。 

女児または 18 歳未満の児童に対する性犯罪に関する刑法の規定は、適切な場合には、18

歳未満の小中学校の女児及び男児について準用する 

Legal Aid Act（2017 年）  法律扶助を受けようとする生活困窮者やその代理人は、法律扶助業者に法律扶助業

務を申請することができる。 

 法律扶助業務は弁護士またはパラリーガルが行うものとする。 

出所：法律文書を基に筆者作成 

タンザニアの法制度は多元的で、制定法のほかに慣習法、イスラム法が有効とされており、それぞ

れの法律で異なる規定を設けている。また SGBV をめぐる法的枠組みにはいくつかの矛盾と脆弱性が

ある。特に性的暴力、婚姻間の性的暴力、DV、FGM、児童婚、土地の所有や相続の各規定に課題が

ある。まず、性的暴力については刑法の規定を修正、補足する目的で制定された SOSPA があり、こ

の法律の中でレイプやその他の性的暴力が禁止されている。5.1.1.3 にあるように、タンザニアでは性

的暴力を受けた女性のうち 75%の被害が現在または過去の配偶者・パートナーによるものであり538、

婚姻間の性的暴力を経験している女性が非常に多い。そのような状況にも関わらず、SOSPA では相

手が妻でない場合または別居している場合はレイプとなりうるが、同居している場合の婚姻間のレイ

プは禁止されていない。また SOSPA では男性による女性、女児/少女へのレイプが犯罪とされ、男性

と男児/少年がレイプの被害者となった場合は対象とされていない（成人男性同士の性的行為は刑法で

禁止されている）。Law Prohibiting Child Marriage で刑法および SOSPA の規定が 18 歳未満の男児

にも適用されると規定されているが、男性には適用されない。刑罰の適用においても、未成年の男女

が性的行為を行った結果妊娠した場合、合意があったかどうかに関わらず、実際の裁判では男性側だ

けが起訴されて有罪判決を受け、少女は無罪になったという事例が報告されている539。 

DV は SOSPA でもその他の法律でも言及されておらず、DV を犯罪化する法律がない。LMA では

配偶者に対する体罰が禁止されているが罰則規定はない。刑法において「暴力」とされているのは身

体に何らかの負傷を伴う暴力で、心理的暴力や経済的暴力など、身体的暴力や性的暴力以外の形態の

暴力を防止する規定は存在しない。また、FGM は 18 歳未満の女児/少女に対する施術は禁止されて

                                                   

538 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.383 
539 Tanzania Women Lawyers Association (2014), Review of Laws and Policies related to gender based violence of 

Tanzania mainland, P. 15 
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いるが、18 歳以上の女性を守る規定はなく、FGM を子どもに受けさせた親や保護者への罰則はある

が施術者や斡旋した者への罰則には言及されていない。 

児童婚の違法性は明確に規定されておらず法律の中で矛盾を抱えている。LMA では少女は 15 歳、

裁判所の許可があれば 14 歳でも結婚が可能であるとている一方で、2016 年にEducation Act に新た

に追加された Law Prohibiting Child Marriage では初等学校、中等学校に通う少女、男児との結婚、

初等学校、中等学校に通う少女との性交渉の結果による妊娠は禁止されている。実際のケースでどち

らの法律が適用されるかは裁判所の判断となっており、LMA が優先されることもある540。また Law 

Prohibiting Child Marriage では学校に通っていない少年少女は対象となっていない。表 5-1 にある

通り男子、女子どちらも中等教育の就学率が 30％未満であることに鑑みると、この法律のみでは児童

婚や若年妊娠を予防することは困難である。このような状況に対して、タンザニア国内では法律団体

や NGOが LMA の法定婚姻年齢の規定を変更するようアドボカシーを続けてきた。その結果、2016

年 7 月に高等裁判所はLMA の第 13 条（法定婚姻年齢）と第 17 条（18 歳未満の結婚の際の同意）は

違憲であるとの判決を出し、2019 年 10 月に最高裁判所は高等裁判所の判決を支持し政府に対して 1

年以内に女性の法定婚姻年齢を 18 歳以上に引き上げるよう指示した。この判決に対して司法長官は

「児童婚は妊娠する少女を保護する手段である」ことなどを根拠に控訴したが、控訴は棄却されてい

る541。2020 年 12 月現在、最高裁判所の判決から 1 年以上経っても法定婚姻年齢の改訂は実施されて

おらず、その理由は明確ではない。インタビュー調査では「宗教団体からの反対がある」542との声も

あったが、LMA改訂のアドボカシーを続けてきたTanzania Women Lawyers Association（TAWLA）

は「少なくとも TAWLA が協議を行っている宗教指導者たちは誰も反対しておらず、ただ政府の対応

を待つばかりとなっているがまだ何も実施されていない」と説明した543。 

女性の経済的な脆弱性の原因の一つともなっている土地の所有については、制定法である Land Act、

Village Land Act のほかに一部の地域で適用されている慣習法で女性は氏族（クラン）の土地を相続

することが認められておらず、土地以外の財産の相続においても割合が少なく設定されている。その

ため婚姻中に不利益を被るだけでなく、配偶者の死後に財産を相続することができず家から追い出さ

れるということが大きな問題となっている。同じく現在でも有効とされているイスラム法による規定

では、寡婦は配偶者の財産の 8 分の 1 を相続することとなっている544。LMA では婚姻中の財産所有

についての規定はあるが、離婚、別居、死別が起きた際の財産分与については規定がない545。このよ

うに法律の規定に一貫性がなく、また制定法で認められているはずの男女の同等の土地所有について

も法律の規定は十分に機能していないため546、タンザニアにおける女性の土地所有に関しては長年多

くの議論やアドボカシーが行われてきた。一方で、2017 年に制定されたLegal Aid Act は生活困窮者

が法律扶助を受ける権利を保障しており、また法律扶助業務の実施を弁護士だけでなくパラリーガル

にも認めた。パラリーガルはこれまで女性の土地所有に係る法律相談や訴訟でもサポートを行ってき

                                                   

540 Plan International Tanzania(2020 年 11 月 26 日)、TAWLA(2020 年 12 月 7 日)へのインタビュー結果に基づく。 
541 https://edition.cnn.com/2019/10/23/africa/tanzania-court-child-marriage-ban-intl/index.html, 2021 年 1 月 7 日閲
覧 

542 Plan International Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 26 日）。 
543 TAWLAへのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 7 日）。 
544 田中由美子（2016）,「近代化」は女性の地位をどう変えたか―タンザニア農村のジェンダーと土地権をめぐる変
遷, 新評論, P. 32 

545 Ibid, P.31 
546 Ibid, P. 33 
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ており547、パラリーガルによる法律扶助が認められたことが、SGBV の被害者を含めた社会的に脆弱

な立場に置かれている人々の司法へのアクセスの強化につながることが期待されている548。 

 SGBVの撤廃に向けた政策および政策実施体制 

1) SGBVの撤廃に向けた政策 

SGBV の予防と対応に係る中心的な政策NPA-VAWC が作成されており、保健・コミュニティ開発・

ジェンダー・高齢者・子ども省（MoHCDGEC：Ministry of Health, Community Development, Gender, 

Elderly and Children）がNPA-VAWC の実施を主導している。SGBV の撤廃を目指す政策や規定、

ガイドライン等は以下の通りである。 

表 5-6：タンザニアにおける SGBV に関連する政策一覧 

名称 内容 

Women and Gender Development 

Policy 2000 

発行機関：Ministry of Community 

Development , Gender and Children 

ジェンダー主流化を全ての政策、プログラムに反映していくことを目的に

作成された政策。関連分野で横断的にジェンダー平等を推進していくこと

を目指し、ナショナル・マシーナリーが各省庁にジェンダー・フォーカル・

ポイント（GFP）を配置し調整していくことを定めている。 

National Strategy for Gender 

Development 2005 

発行機関：Ministry of Community 

Development , Gender and Children 

ジェンダー平等を達成するための中心的な課題を特定し、それぞれの課題

に対応する機関とそのための具体的な目的、課題等を設定している。司法と

人権、教育、経済的エンパワーメントなど 20 の課題を設定し、女性と子ど

もに対する暴力は司法と人権のテーマの中で言及されているが、暴力の撤

廃を目指す予防、対応については触れられていない。 

Police Gender and Children’s Desk 

Action Plan 2013-2016 

発行機関：Tanzania Police Force 

タンザニア警察が SGBVや子どもに対する暴力への対応の有効性と効率性

を高めるために作成した 3 年間の行動計画。Police Gender and Children’s 

Desk（PGCD）の設置の拡大と機能強化に向けた計画が記載されている。 

The National Road Map Strategic 

Plan to improve reproductive, 

Maternal Newborn Child & 

Adolescent and Health in Tanzania 

2016-2020 （ONE PLAN Ⅱ） 

発行機関：MoHCDGEC 

妊産婦、新生児、乳幼児の死亡率を下げるために作成されたロードマップの

改訂版で、対象と子ども、思春期の男女にも拡大し、平等で質の高い医療サ

ービスの提供を目指している。 

SGBV と VAC をタンザニアにおける重大な公衆衛生上の課題と捉え、

SGBV、VAC への適切なサービスの提供や 72 時間以内の通報の受付、

SGBV 課題への男性の動員を目的とした啓発活動や男性のコミュニティヘ

ルスワーカー（CHW）の増員などについて、前身の ONE PLANの成果レ

ビューを基にしたベースラインとエンドラインを設定している。 

Gender-Based Violence and 

Violence against Children Job Aid 

(2017) 

発行機関：MoHCDGEC 

2011年に作成された保健セクターにおけるSGBVガイドラインを改訂・更

新した文書。SGBV、特に性的暴力の被害者への対応として、受付、同意の

取得、証拠保全、緊急避妊薬の処方、HIV/AIDS検査およびPEPの実施など、

具体的な手順を定めている。またリファーラル手順も記載されている。 

National Integrated Case 

Management System Framework 

(2017) 

発行機関：MoHCDGEC 

SGBV を含む VAWC の予防、対応のためのケースマネージメントの手順

を定めた文書。関係する省庁、行政機関、司法機関や保健医療、HIV/AIDS

の予防、教育など多くの関連分野との効果的な連携とリファーラルの実施

を目指して作成されている。地域レベルでのケースマネージメントの実施

者としてコミュニティケースワーカー(CCW: Community Case Worker)の

育成を行う。 

National Plan of Action to End 

Violence Against Women and 

前身の 2001-2015 の国家行動計画のレビューを経て作成された VAWC の

撤廃を目指した 5 カ年計画。マルチセクターによる連携を通してあらゆる

                                                   

547 TAWLAへのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 7 日）。 
548 Helen Dancer (2018), Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women’s Legal 

Empowerment in Tanzania 
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名称 内容 

Children 2017/18-2021/22 (NPA-

VAWC) 

発行機関：MoHCDGEC 

形態の VAWCの予防と対応を行うことを掲げている。設定されている戦略

は以下の 8 点である。 

1) 男性、女性、女児、男児の社会経済的なエンパワーメントを通した世

帯単位のキャパシティ強化 

2) 女性のエンパワーメントを推進し、暴力がなく、他人を尊重し、ジェ

ンダー平等な関係性を育む社会的規範と価値の創造 

3) 女性と子どものための安全でアクセス可能なコミュニティベースのス

ペースの設置・運営 

4) 良好な親子関係の推進と子育てにおける暴力の削減 

5) 暴力の予防と対応を推進するための法律や政策の変化を受け入れるタ

ンザニア社会の実現 

6) 調整された質の高いタイムリーな支援を女性と子どもに提供する包括

的で統合された保護システムの構築 

7) 調整された質の高いタイムリーな支援を女児と男児に提供する包括的

で統合された保護システムの構築 

8) VAWC の予防と対応に係る意思決定にと行う全国的に統合された効

果的かつ効率的な調整・モニタリングメカニズムの構築 

出所：各政策文書より筆者作成 

NPA-VAWC の策定に当たって、National Plan of Action for the Prevention and Eradication of 

Violence against Women and Children2001-2015 のレビューが行われ、以下の課題が特定された。 

 関係省庁やその他の利害関係者、主要アクター間の調整構造の分断と重複 

 被害者へのサービス提供の不足 

 社会における男性の経済的地位に基づく社会的優位性 

 各世帯における限られた経済的リソースによる子どものケアの不足 

  社会的、経済的、法的権利に関する認識と知識の周知および理解不足 

 暴力の報告を妨げるスティグマ、恐怖、社会的疎外と関連した「沈黙の文化」 

また、政府機関、国際機関、NGO等の関連するステークホルダーよってタンザニアにおけるVAWC

に関する現状分析が実施された結果、18の課題が特定され、これをWHOのINSPIREモデル549で分析

した結果、表 5-6に挙げた8点の戦略が策定された。NPA-VAWCでは「2021/22までにVAWCを50%削

減する」というインパクト指標を設定している。また、同戦略を実施するため、1) VAWに関連する貧

困、2) VACに関連する貧困、3) VAWに関連する社会規範・価値、4) VACに関連する社会規範・価値、

5) 子育ておよび家族のサポート、6) 法律の実施、7) 被害者へのサポート、8) 安全な学校とライフス

キル、9) 調整・モニタリング・評価、の9つのターゲットにおいて、2021/22まで達成することを目指

す31の指標をそれぞれ設定している（表 5-7参照）。その実現のため、1)法的枠組みの適正化、2) 対

応の拡大、3) 予防の重点化、4) データ収集・分析・報告の強化、5) 暴力の撤廃に向けた運動の強化、

6) 全てのレベルにおける調整と連携の改善、の6点をNPA-VAWC実施のアプローチとして特定し、

5.1.2.2.の3)に記載する調整メカニズムの構築等を進めている。 

                                                   

549 子どもへの暴力の予防と対応のために Implementation and enforcement of Laws, Norms and Values, Safe 

environments, Parent and caregiver support, Income and economic strengthening, Response and support 

services, Education and life skills の 7 つの分野（それぞれの頭文字をとって INSPIRE）に分けて分析し課題の特
定や戦略の立案を行う手法。 

WHO(2016), INSPIRE: Seven Strategies or Ending Violence Against Children 
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表 5-7：NPA-VAWC におけるターゲット指標一覧 

出所：NPA-VAWC P.10-11 より筆者作成 

なお、タンザニアでは 2020 年にUNSCR1325NAP の策定プロセスが開始され、デンマーク政府の

支援を受けてUN Women が技術的サポートを提供している550。また、MoHCDGEC が DV に対応す

るための新しい行動計画の策定に取り組んでいるとも報じられている551。 

2) 政策実施体制 

タンザニアにおけるナショナル・マシーナリーは保健・コミュニティ開発・ジェンダー・高齢者・

子ども省（MoHCDGEC：Minisrty of Health, Community Development, Gender, Eldery and 

Children）であり、SGBVの撤廃に向けた取組も同省が主導している。設立は1992年で、当初は

Ministry of Community Development, Women’s Affairs and Childrenとして、女性に関する課題を

全般的に取り扱っていた。「ジェンダーと開発」という概念の導入に伴って2000年にMinistry of 

Community Development, Gender and Childrenとなり、さらに2016年にMinistry of Healthと合併

し現在の形となった。ナショナル・マシーナリーとしてジェンダー平等の推進と女性のエンパワーメ

ントに係る業務を行う役割を担っている。図 5-9の組織図にある通り、省の内部は「保健」と「コミ

ュニティ開発、ジェンダー、高齢者、子ども」の2つに分かれてそれぞれに事務次官が置かれ、その下

に業務を割り当てられた各部局が位置付けられている。ジェンダーについてはGender Developmet 

Devisionが担当している。主な役割は、1)政府の政策や戦略の実施や監督、2)ジェンダー平等と女性

のエンパワーメントのための政策の実施に係る調整、3)モニタリング・評価、の3点である。Gender 

                                                   

550 https://tanzania.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=6664C48E-BF56-46CE-B363-218F17E3B138, 2021

年 1 月 20 日閲覧 
551 https://allafrica.com/stories/202102020353.html, 2020 年 12 月 3 日閲覧 
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Development DivisionはさらにGender Mainstreaming SectionとWomen Development Sectionに分

かれており、SGBVについてはWomen Development Sectionが担当している。主な担当業務は以下の

通りである。 

 ジェンダー政策の開発、レビュー、モニタリング、実施状況の評価 

 女性に関する国際的、地域的な協定や条約（CEDAW、マプト議定書など）の実施、管理、評価、

報告 

 女性に対する暴力を予防し、撤廃するためのメカニズムの開発 

 国際女性デーの記念活動の調整、実施 

 女性開発基金(WDF：Women Development Fund)552の利用促進、監督 

 女性関連のデータや統計の収集、処理、保存、管理、分析 

 女性の起業家精神の開発促進、調整 

 女性の経済的エンパワーメント戦略の開発、促進、実施、調整 

保健省との合併前は全ポストの66%しか職員が配置されておらず、予算や職員の不足が指摘されて

おり、内部での制度評価やCEDAWの勧告に応えてポストを増やしている553。またMoHCDGECは関

                                                   

552 女性の経済的エンパワーメントを目的とした生計向上活動を支援するために 1995 年に設立された基金。地域の女
性グループなどの助成金を交付している。 

553 CEDAW(2014), Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention 

Seventh and eighth periodic reports of States parties due in 2014 United Republic of Tanzania, P. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9：MoHCDGEC 組織図（2018 年 7 月時点） 
 

出所：MoHCDGEC ウェブサイト 
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係各省や州政府、郡政府にGender Focal Point（GFP）を配備している。GFPが中心となってジェン

ダー委員会を設立することとなっているが、ジェンダー委員会の設置はいまだ少数であり554、誰が

GFPなのか十分に知られていない省庁もあると報告されている555。 

3) 調整メカニズム 

タンザニアにおける SGBV の予防と対応は NPA-VAWC の戦略に沿って進められており、その実施

状況を管理するための調整メカニズムとして、年次ステークホルダー会議（ASM：Annual 

Stakeholder’s Meeting）が年に 1 度開催されることとなっている。ASM では首相府の事務次官が議

長を務め、関係省庁、国際機関、ドナー、NGO 等がそれぞれの進捗について報告し、課題の分析を行

う。ASM の下に中央政府レベルと地方政府レベルでそれぞれ調整メカニズムが設置され、中央政府

レベルでは MoHCDGEC を中心としたNPA-VAWC 事務局が以下の委員会の取りまとめを行う556。 

A. National Protection Steering Committee (NPSC) 

NPA-VAWC の全体的な政策指導と調整を行う。会議は隔年で開催され、メンバーは大統領府、大

統領府地方自治庁(PO-RALG：President’s Office – Regional Administration and Local Government)、

財務計画省、MoHCDGEC、産業・通商・投資省、農業・家畜・漁業省、憲法・法務省、内務省、教

育・科学・技術省、および国際機関、ドナー、NGO、市民団体など。主な役割は以下の通りである。 

 NPA-VAWC の実施が国際条約や政策、法律、ガイドラインなどに適合していることを確認する 

 NPA-VAWC がすべての段階で政府の計画や戦略の中で主流に組み込まれるようにする 

 NPA-VAWC 活動に十分な資源が配分されていることを確認する 

 NPA-VAWC の実施を支援するための資金調達について開発パートナーと調整する 

 NPA-VAWC 年次計画の見直しと承認を行う 

 NPAVAWC の全体的な調整と実施における政策ガイダンスを提供する 

 計画で設定された目標の達成に関する監督を行う 

B. National Protection Technical Committee (NPTC) 

MoHCDGEC が議長および事務局を務め、メンバーは首相府、地域行政と地方政府に係る首相府、

内務省（警察、刑務所、移民局、人間 人身取引担当）、財務・計画省、MoHCDGEC、憲法・法務省、

教育・科学・技術省、農業・家畜・漁業省などの省庁、タンザニアエイズ委員会（TACAIDS）、人権・

ガバナンス委員会などの外郭団体、および国際機関、ドナー、NGO、市民団体など。四半期ごとに会

議を開催する。主な役割は以下の通り。 

 NPA-VAWC の普及。 

 NPA-VAWC の実施を調整、支援、監督 

 TWGs の年次計画、進捗報告書のレビュー、承認、改善に係る指導 

 女性と子どもに関連した国家予算の配分に係るアドボカシー 

 NPA-VAWC の実施を支援するための資金調達係る開発パートナーとの調整 

 暴力への取り組みと女性と子どもの視点の統合に関連した国際条約、地域条約の義務履行 

 四半期、半期、年単位の実施状況のモニタリングとNPSC への報告作成 

                                                   

554 MoHCDGEC(2016), Tanzania Country Gender Profile October 2016, P.29 
555 FAO (2012), Gender stock-taking in the Forestry Department, P. 18 
556 MoHCDGEC(2016) , National Plan of Action to End Violence against Women and Children in Tanzania 

2017/18-2021/22, P.27-31 
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C. Thematic Working Groups (TWGs) 

MPA-VAWC を推進するために、1) 家庭経済の強化、2) 社会規範と価値観、3) 公的空間における

安全な環境、4) 子育てと家族の支援、5) 法律の実施と執行、6) 対応と支援サービス、7) 安全な学校

とライフスキル、8) 調整、の 8 つのテーマ別作業部会が設置されている。関連する政府機関のほか

に、NPA-VAWC の実施を支援している関連パートナーが含まれる。毎月 1 回会議が開催され、NPA-

VAWC の実施について議論し、今後の方向性を決定する。各 TWGの議長は、それぞれのセクターの

省庁の長官が務める。TWG の主な役割は以下の通りである。 

 それぞれのテーマ分野における NPA-VAWC 実施に関する進捗報告書の分析、議論 

 パートナー間の関係強化、コミュニケーションの促進 

 国内の同分野で活動しているすべてのパートナーのマッピングと調整 

 NPA-VAWC 実施者への技術支援の提供 

D. The Regional NPA-VAWC Committee 

各州における NPA-VAWC の実施および進捗確認等を行う。州の自治体職員、警察、社会福祉、教

育、医療、法務、刑務所、労働、まちづくりなどの担当者と市民団体や女性グループの代表者がメン

バーとなり、以下の役割を担う。 

 州レベルでのNPA-VAWC の実施、モニタリング・評価 

 NPA-VAWC 実施のための予算確保 

 効果的な実施のための技術アドバイスの提供 

 PO-RALGへの進捗管理報告書の提出 

 2 年に 1 度の関係者会議の実施 

The Reginal NPA-VAWC Committee の下に、さらに同様の機能を持った Protection Committee

が県、地区、村レベルで設置され、村レベルから中央政府レベルまで一貫した調整メカニズムにする

ことが NPA-VAWC にて定められている。県レベル以下の各会議体はUNFPA、UNICEF、USAIDや

Plan International Tanzania などの NGO等のサポートを受けて現在設置が進められ、地域における

活動の主体となっているCommittee もある。なお、地方政府、県、地区、村レベルの調整メカニズム

は PO-RALG が取りまとめ、NPSC や NPTC への報告、年に 1 度の関係者会議、モニタリング・評

価等を行っている。 

 政府による取組 

SGBV の撤廃に向けた政府の取組としては主に以下の 3 点が挙げられる。 

 Police Gender and Children’s Desk（PGCD）の設置・運営 

 Child Helpline 116 の設置・運営 

 OSC の設置・運営 

1) Police Gender and Children’s Desk (PGCD)の設置・運営 

Tanzania Police Forceでは、SGBVの被害者が警察官に被害について通報するために設置された警

察署内の専用ユニットであるPGCDを所管している。PGCDは2007年に地域の女性と警察のコミュニ

ケーションを改善することを目的に設立されたタンザニア女性警察ネットワーク（TPFNet: 

Tanzania Police Female Network、女性警察官による有志の非営利団体）によってその必要性が提起

されたことをきっかけに、設置に係る計画立案が開始された。2013年からのPGCD Action Planに基
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づき、まずダルエスサラーム、イリンガ、キリマンジャロ、マラ、ムベヤ、ムワンザの6州に重点的に

配備され、そこから全国に拡大されることとなった。UN Women等の支援を受けて、現在はタンザニ

ア本土とザンジバルで計420の警察署にPGCDが配備されている。男性、女性、両方の警察官が配備さ

れ、被害を受け付けた場合、医療機関やNGOなど地域のパートナーと連携して対応する。また証拠保

全のアドバイスや、72時間以内に被害者が訪問していれば緊急避妊薬やPEPの案内なども行う。

PGCDに必要とされている設備、機材は以下の通りである。 

表 5-8：PGCD の設備および資機材 

設備 資機材 

 受付および記録室 

 インタビュー室、子どもに配慮したインタビュー室 

 被害者や証人が使える休憩室 

 適切なトイレ、手洗い室 

テーブル、椅子、ソファ、食器棚、記録帳、電話、

カレンダー、時計、ごみ箱、扇風機（またはファン）

エアコン、カーテン、おもちゃ、カメラ、マットレ

ス、蚊帳など 

出所：USAID(2016), Tanzania Police Force Response to Gender-Based Violence and Violence against Children: 

Planning for the Future, P.13 より筆者作成 

規定では通常の警察とは独立、または隔絶された形で被害者のプライバシーを守れるような設備に

なっていなければならないが、420のPGCDのうち、インフラや人員が整っていて基準通りに機能し

ている警察署は多くはない。2016年に行われたPGCD Action Planのレビューでは、6州167のPGCD

の評価を行い、完全に機能していると評価されたPGCDは417のうち31であった557。レビュー後の計

画では2020年までに167のうち157のPCDが完全に機能している状態にすることを目指している。ま

た、同レビューではほとんどのPGCDで被害者のリファーラルが十分に実施されておらず、地域のサ

ービスマッピングも行われていなかったため、レビュー後の計画では2020年までに75%のPGCDがリ

ファーラル手順の確立とサービスマッピングを終えることを目指している。インフラ、リファーラル

以外に指摘された課題としては、適切な研修の不足によるケースの秘匿性の欠如、被害者との言語面

でのコミュニケーションの難しさ（英語、スワヒリ語以外を話す人々の場合）、コミュニティと警察の

コミュニケーション不足、警察官の入れ替わりによる適切な人員の不足、地理的なアクセスの難しさ、

などが挙げられている558。なお、NPA-VAWCではPGCDを2021/22までに600に増やすことを指標の

一つとしている（5.1.2.2の1)参照）。またTFPNetはPGCDに配備されている女性警官のネットワーク

強化やトレーニングを行うとともに、全国の学校を訪問してSGBVの予防を目的とした暴力やジェン

ダーなどについての啓発活動等を行っている559。 

2) Child Helpline 116の設置・運営 

タンザニアでは公的なSGBVヘルプラインはなく、子どもに対する暴力への対応のためのChild 

Helplineのみ設置されている。Child Helplineは2013年から運用が開始され、24時間365日無料で利

用できる。実際の運用は政府から委託された民間団体であるC-SemaがUNICEFやUNFPAのサポー

トを受けて実施している。ヘルプラインで通報を受け付けた場合、オペレーターやカウンセラーが

PGCDや医療機関、NGO等と連携し対応に当たっている。C-Semaでは現状把握や対応の改善に活用

するため、対応したケースに係るデータを記録・分析している。2019年は3,760件の通報・相談に対応

した560。2017年は1,072件、2018年は1,854件と増加傾向にあるが、これは毎年オペレーターを増やし

                                                   

557 USAID(2016), Tanzania Police Force Response to Gender-Based Violence and Violence against Children: 

Planning for the Future, P.13 
558 Ibid, P.10-11 
559 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/10/in-the-words-of-faidah-suleiman, 2021 年 1 月 7 日閲覧 
560 111,347 件の電話を受けたが、107,587 件は無言電話や罵倒、嫌がらせなどであった。 

C-Sema (2020), Annual Report 2019, P.2 



 

   164 

 

て対応するキャパシティを強化していることも要因となっている。受け付ける被害の内容はレイプや

ソドミーと呼ばれる行為561が多い。COVID-19の感染が広まり始めた2020年3～4月には通報が通常よ

りも増えたため、UNFPAはサービスの継続のためオペレーターとカウンセラーを増員して対応した

562。また、UN WomenはChild Helplineだけでなく、子ども以外の暴力の被害者が使えるSGBVヘル

プラインを設置するようMoHCDGEや関係機関にアドボカシーを行っている。 

3) ワンストップセンター（OSC：One Stop Centre）の設置・運営 

SGBV の被害者に包括的なサービスを提供するための OSC は関連省庁、警察、検察、司法関連団

体、国際NGO である Save the Children、UNICEF、UNFPA、DANIDA 等の支援により計画が立

案され、2011 年にザンジバルに開設された後、タンザニア本土でも設置が進められてきた。設置・運

営は MoHCDGEC が管轄し、各地域の医療機関の中に設置されている（警察が管理する病院内に設

置されている OSC もある）。各 OSC は 24 時間 365 日対応することとなっており、SGBV 被害者は

無料で医療サービス、心理社会的サポートおよび司法サービス（法律扶助、警察の対応）へのリファ

ーラルを受けることができる。NPA-VAWC 立案時点(2016 年)で 4 つの OSC が設置されており、計

画では 2021/22 までに全国で 26 の OSC を設立することを目標としているが、2020 年 12 月時点で

設置されている OSC は計 14 となっている563。設立に当たっては多くの関係機関との調整が必要とな

るうえ、司法関係者や専門の医療スタッフを 24 時間配置し無料でサービスを提供するには一定程度

の資金が必要とされ、設置・運営に係る十分な予算を確保できていない状況である564。 

5.1.3. 国際機関、二国間援助機関、NGO等民間団体、JICAによる取組 

 国際機関および二国間援助機関による取組 

タンザニアではUN Women、UNFPA、UNICEF などの国際機関が SGBV 関連プログラムの実施

や関係省庁のサポートを行っている。また二国間援助機関としては USAID がこの分野において長い

支援の実績を持っており、その他いくつかの政府やドナーが実施をサポートしている。調査の過程で

判明した支援機関による取組は以下の通りである。 

表 5-9：タンザニアにおける国際機関および二国間援助機関による取組一覧 

機関 支援内容 

UN 

Women565 

ジェンダー平等の推進および女性のエンパワーメントに関して政府の取組のサポートを行ってい

る。主な活動内容は以下の通り。 

 Realizing Gender Equality through Empowering Women and Adolescent Girls 

KOICAからの支援を受けて、UNFPAと連携して実施しているプログラム。 

女性と思春期の少女の社会経済的エンパワーメントを目的として、農村部の女性と少女に対

する支援を行っている。 

期間：2020 年 10 月から 3 年間 

予算：USD5,000,000 

対象地域：シンギダ州、シニャンガ州 

活動内容：女性農家の能力向上、バリューチェーンへのアクセス強化、マーケットにおける競

争力の強化、など 

 政府によるジェンダー政策や SGBV 国家戦略の立案・実施の支援 

                                                   

561 「不自然な性行為」を表す法学用語。膣性交などの生殖器同士の性交ではなく、肛門性交やオーラルセックスなど
非生殖器と生殖器の性交を指すが、同性間の性行為のみを指す場合もある。 

562 https://tanzania.unfpa.org/en/news/stepping-support-national-child-helpline-116, 2021 年 1 月 7 日閲覧 
563 UNFPA Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
564 Ibid 
565 UN Women Tnazania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 27 日）。 
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機関 支援内容 

 政治的意思決定への女性の参加促進 

 女性の経済的エンパワーメント 

 貿易、雇用、エネルギー、鉱物産業に関する主要な政策を見直し、女性の貿易業者、農民、起

業家のニーズに対応するための支援を行っている。 

 司法関連団体と連携した女性の司法へのアクセス強化 

 Gender Responsive Budget（GRB）の実施強化 

タンザニアが取り入れている GRB（公共政策におけるジェンダーの視点に立った予算配分）

の実施に係る技術的サポートを行っている。 

 ジェンダー平等、女性のエンパワーメント、SGBVの予防と対応に係る関係機関の調整 

 SGBV被害者への基礎的サービスの提供能力強化、アクセスの向上 

PGCDに配備された警察官への研修、OSCの運営サポートなどを通して、SGBV 被害者への

サービス提供強化とアクセス向上を行っている。 

 性別データ収集体制の整備 

国連の国際的なジェンダー統計プロジェクト「Making Every Woman and Girl Count」の 12

の対象国の一つとして、既存データの整理やジェンダー指標に合わせて統計の収集、SDGs の

指標の統合などの技術サポートを行っている。 

UNFPA566 SRHR、若者のエンパワーメント、ジェンダー平等、人口と開発の 4 つの分野で支援を行っており、

SGBVについては SRHRとジェンダー平等の枠組みの中で以下の活動を行っている。 

 政策の立案や法律の作成、それらの実施における政府への技術的支援 

 サービスプロバイダーの能力強化 

PGCDの警察官やその他の警察や行政官など、国家レベルから地方レベルまでの SGBV関連

サービスプロバイダーに、標準的な手順や基礎的なサービスについての研修を提供している。 

 コミュニティレベルでの啓発活動 

コミュニティのリーダーや宗教リーダーから啓発を始めて、社会的な規範を変容することを

目的とした活動が中心。社会的規範や価値を変容するためのアプローチとして、コミュニテ

ィ対話を用いて、いくつかのコミュニティに設置されている「Knowledge Centre」という施

設を拠点に、スタッフが SGBV や有害な慣習についてコミュニティ内で話し合うセッション

のファシリテーションを行っている。コミュニティ内の SGBV ケースにどのように対応すべ

きかをコミュニティリーダーに伝える研修や男性への啓発活動も実施している。 

 メディアを通じた啓発活動 

テレビ、ラジオ、コミュニティラジオなどを通じて、伝統的な社会的規範や価値について話し

合うトークセッション、SGBV 被害者が受けられるサービスやサポート、リファーラル先に

ついての情報提供を行っている。 

 SGBVに係る情報提供 

女性のエンパワーメント、女性や女児/少女が自身の権利を認識しジェンダー平等や SGBVの

予防に対してどのようなサポートを得られるか、などについての情報提供を行っている。 

 UN Women と連携した「Realizing Gender Equality through Empowering Women and 

Adolescent Girls」の実施 

 Child Helpline 116 の運営サポート 

UNICEF567 NPA-VAWC の主要なターゲットの一つである、子どもに対する暴力、虐待、搾取などの予防と対

応に係る保護システムを拡大するため、以下の活動を実施している。 

 法的・規制的枠組みの強化 

 県、地区、村レベルの VAWC Protection Committee の設置と強化 

 地区社会 福祉事務所の能力強化 

 PGCDの設置の促進 

                                                   

566 UNFPA Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
567 https://www.unicef.org/tanzania/what-we-do/child-protection, 2020 年 1 月 6 日閲覧 
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機関 支援内容 

 OSC を含む地域の医療・保健施設の能力強化 

 保健、警察、社会福祉の各部門にまたがる子どもに対する暴力・虐待事例の特定と調整 

 Child Helpline116 の運営支援 

 統計情報を提供するための包括的な子どもの保護管理情報システムの構築 

 ブルンジ難民キャンプにおける子どもの保護体制の強化 

USAID568  Community Health and School Welfare System Strengthening Program 

National Integrated Case Management System を導入し、CCWs の育成、活動支援、政策

や法律の周知などを通して、HIV/AIDSの感染防止と SGBV の被害者のサポートを実施して

いる。NPA-VAWC で定められている県、地区、村レベルの VAWC protection committees

の設立をサポートし、SGBV被害者の特定やリファ―ラルの支援、性的暴力の被害者への HIV

検査実施の推奨などを行っている。 

 BORESHA HABARI（Tanzania Med い a and Civil Society Strengthening） 

メディアを通したジェンダー平等やよりよいガバナンスの促進、女性自身が声を上げること、

それによって受けた影響をエンパワーメントにつなげることを目的として、テレビやラジオ

を使った啓発活動を実施している。SGBV についてメディアを通じてより広く周知し、被害

の通報を増やすことを含めた SGBV への意識向上を目指している。 

 WAACHE WASOME（Let Them Learn） 

公立の中等学校における女子生徒の就学、学習の継続を支援するため、学校やコミュニティ

の中で啓発活動を実施し、女子生徒が学校に通うモチベーションを高めるとともに、教師の

トレーニングやファシリテーターの養成などを行い、クラブ活動等を通して女子生徒に対し

てエンパワーメントを行う。SGBV を含む女子生徒が直面するリスクとそれに対する対応も

教えており、学校やコミュニティで SGBVの被害を避けるための対策や、被害に遭った際の

対応の強化、レジリエンスの向上を目指している。 

2019 年には学校を退学するリスクのある生徒に関する早期警戒制度を立ち上げ、若年妊娠や

学校内での SGBV(教師や男子生徒からの性的暴力、授業中のセクシュアル・ハラスメントな

ど)を経験した女子生徒など退学する可能性が高い生徒を特定し、事前に対処するための能力

強化を行っている。学校に通っていない少女については、地方政府やコミュニティと連携し

て特定し、学校に通うよう働きかけている。タンザニアでは妊娠・出産をした少女が再び学校

へ通うには高いハードルが存在するため、そもそも望まない妊娠をしないようにするにはど

うすればいいか、という予防的な活動を重点的に実施している。 

 FEED the FUTURE 

若い世代に対して、アグリビジネスにおけるバリューチェーンへのアクセスを強化して、経

済的なエンパワーメントを高めることによって若い世代の育成を図る活動を行っている。ビ

ジネス、起業家精神、リーダーシップなどに関するトレーニングの提供、コミュニティ内の中

心的な世代と若い世代のつながりの強化、ライフスキルを高めるトレーニングなどに加えて、

家族計画や SRHR、SGBV に関する研修などを行っている。この中では SGBV、特にDVや

望まない妊娠、HIV/AIDS などについて、より正しい選択を行っていく能力を高めることを

重視している。対象者の中に 10 代で妊娠・出産した女性がいる場合は、適切なリファーラル

先を紹介したり、関連サービスへのアクセスに関する情報を提供したりしている。また上述

のWAACHE WASOMEプログラムの対象校で妊娠して学校に通えなくなった少女をFEED 

the FUTURE でサポートすることもある。 

その他、PGCDの能力強化、OSCの設置のための資金提供などを実施している。 

世界銀行 Tanzania Secondary Education Quality Improvement Program (SEQUIP)569 

2016 年から無料となった中等教育において、就学率と教育の質を向上させるために、専門能力開

発や ITトレーニングを通した教員の教育スキルの向上、STEM 教育の強化、妊娠して退学した少

                                                   

568 USAID Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 3 日）。 
569 https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/03/31/tanzania-secondary-education-quality-improvement-

program-sequip, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
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機関 支援内容 

女のサポートなどを実施する。退学した少女には AEP を提供し学習の継続を支援する (5.1.2.1 の

3)参照）。 

UK AID570 Scaling up Family Planning in Tanzania 

家族計画サービスへのアクセスを強化するために、難民キャンプ・ホストコミュニティ・農村部・

都市部でのアウトリーチ活動、家族計画サービス・SRHに関する情報提供、性的暴力の被害者への

サービス改善、家族計画に係る資機材の調達、サプライチェーンの強化、サービスプロバイダーの

トレーニング等を行っている。実施団体は UNFPAと Marie Stopes International。 

KOICA571 UN Women、UNFPAへの資金提供を通して Realizing Gender Equality through Empowering 

Women and Adolescent Girls を実施している。また COVID-19 のパンデミックの影響に対応し

て、同プログラムにおいて生計向上支援のための資機材の追加供与を行った。 

DANIDA572 女性の権利に関するアドボカシー、啓発活動の支援、OSCの計画立案、設置の促進をサポートして

いる。また SGBV の予防と被害者の社会復帰をサポートするために、農村部の女性のビジネスス

キル向上や生計向上活動を行っている。2020 年にはUNSCR1325NAPの策定プロセスの開始を支

援した。 

スウェーデン

政府573 

思春期の男女や若い母親に焦点を当てた SRH サービスへのアクセスの強化を行い、自らのセクシ

ュアリティに関する十分な情報に基づいた選択の機会を増やすことをサポートしている。また、女

性の指導力を高めるとともに、女性が指導者として受け入れられるためのジェンダー規範の変革を

目指して、意思決定における女性の政治参加と政治における代表性を高めるための女性のサポート

を行っている。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

 NGO等民間団体による取組 

タンザニアでは SGBV の予防と対応を含むジェンダー主流化やジェンダー平等に係る活動を行っ

ている NGO 等民間団体が多数存在する。ここではインタビューを実施した団体と文献レビューにお

いて確認した団体、企業の活動を取りあげる。 

1) Plan International Tanzania574 

Plan International Tanzania では、SGBV の予防と対応において、FGM と児童婚の撤廃に重点を

置いた取組を行っている。主な活動内容は以下の通りである。 

 女児/少女のグループへの研修 

ライフスキル、SGBV から身を守る方法、地域の中でどこが危ない場所か、SGBV のリスクには

どのようなものがあるか（リスク指標）、学校の内外での人間関係の構築、などを包括的に教えて、

課題活動を通した女児/少女のエンパワーメントを行っている。 

 部族のリーダー、伝統的リーダー、宗教リーダー、男性等への啓発活動 

SGBV の予防と対応において男性を当事者として巻き込むために、法律、政策などについて伝え

たり、FGM や児童婚が身体や心の健康に与える影響について議論したりする場を提供している。

FGM に関しては、部族のリーダーがスケジュールを把握していたり活動を調整していたりして

主体的に関わっている場合が多いので、コミュニティや地域のリーダーへの啓発は効果的である。 

                                                   

570 https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-GOV-1-300415, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
571 UN Womenへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 27 日）。 
572 https://um.dk/en/danida-en/strategies%20and%20priorities/country-policies/tanzania/, 2020 年 1 月 7 日閲覧 
573 https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/tanzania/development-cooperation-with-

Tanzania/, 2020 年 1 月 7 日閲覧 
574 Plan International Tanania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 26 日）。 
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 Safe Space の提供 

コミュニティや学校では信頼して相談できる人がいないことが多いので、SGBV について相談し

たり情報提供を受けたりするなど、女児/少女が安心して声を挙げられる環境として Safe Space

を多数運営している。また Safe Space を拠点にした啓発活動を実施しており、女児/少女だけで

なく両親も対象とした SGBV に関する様々なダイアローグ・セッションを開催している。SGBV

のリスクが高い女児/少女のための Safe House の運営も現地NGO（後述するHope for Girls and 

Women Tanzania）と連携して行っており、FGM や児童婚から逃れてきた女児/少女が保護され、

カッティングシーズンが終わるまで一時的に（2~3 カ月）滞在することができる。政府によるシ

ェルターの運営は行われていないので、これらの施設へのニーズは非常に高い。 

 ジェンダー平等に関する啓発活動 

ジェンダーとは何か、SGBV とは何か、などの基本的なことから伝える啓発活動を実施し、これ

まで当たり前だと思って受け入れてきたこと（夫が妻を殴る、など）が当たり前ではないという

ことについて考える機会を提供している。 

 PGCD の能力強化 

PGCD の警察官に対して SGBV 被害者に対するケースマネジメントの方法、証拠保全、被害者

中心アプローチなどについて研修を行い、適切に対応する能力を身に着ける支援を行っている。 

 VAWC Protection Committee との連携 

県、地区、村レベルに設置された Protection Committee と連携し、SGBV を含む子どもに対す

る暴力に対するコミュニティの対応力の向上を支援している。この委員会はさまざまな地域行政

のスタッフとコミュニティのメンバー（弁護士、教師、コミュニティヘルスワーカーなど）で構

成されており、彼らが、女児/少女がどのような問題に直面しているかを認識し、適切な対応につ

いて理解するようになることを目指している。 

 SRHR に関する啓発、情報提供 

医療機関や公的機関で受けられるサービスや、妊娠・出産に関する基礎知識、若年妊娠による影

響などについて、女児/少女に啓発を行っている。 

2) Tanzania Women Lawyers Association (TAWLA)575 

TAWLA は 1990年に設立された現地NGOであり、女性弁護士を中心に司法関係者が会員となり、

ジェンダー平等を推進するために法律や政策のレビュー、研究、コミュニティにおける啓発活動、メ

ディアキャンペーンなどを行っている。SGBV に関連する主な活動は以下の通り。 

 法律扶助サービス 

司法サービスを受ける費用を支払えないなど、困窮している女性と子どもが利用できる法律扶助

サービスを提供している。ダルエスサラーム、ドドマ、アルーシャ、ムワンザ、タンガの各拠点

で、毎週月曜日と水曜日の午前 9 時から午後 5 時まで対応している。また、毎週月曜日から金曜

日まで、専用のホットラインを通じた法律扶助の提供も行っている。 

 ジェンダー関連の法律、政策のレビューとアドボカシー 

憲法や法律におけるジェンダー主流化の比較研究、ジェンダー主流化に係るベースライン調査、

土地法と事案のレビュー、SRHR に関連する法律と政策の分析など、さまざまな分野の研究と、

                                                   

575 TAAWLA へのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 7 日）。 
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それに基づいた政策立案者、司法関係者、国会議員、地方自治体などの関係者に対するアドボカ

シーを行っている。近年では女性の法定婚姻年齢の変更に係るアドボカシーを実施してきた。 

 土地取得・使用等における女性の権利に係る活動 

女性の土地取得・使用等の権利を促進するために政策と法律が確実に実施されるように、他の組

織とともに Gender Land Task Force を設立し、政策分析、トレーニング、地方自治体・コミュ

ニティリーダー・土地裁判所のメンバー、コミュニティのメンバーなど関係者の能力強化、土地

法の簡略版の作成・配布、テレビやラジオを通したメディアキャンペーンを行っている。また女

性の土地に関する権利の行使をサポートするパラリーガルの育成も行っている。 

3) TUSONGE576 

TSONGE は脆弱な男女、特に女性（直接裨益者の 75％が女性）のサポートを行っている現地NGO

である。SGBV に関連する主な活動は以下の通りである。 

 持続可能な生計向上活動 

脆弱な立場に置かれた女性の経済的なエンパワーメントを行っている。女性が収入や経済的利益、

経済活動にアクセスし貧困から脱することをサポートするために、金融リテラシーについての教

育機会の提供、小規模な生計向上活動の支援を行っている。また、個人単位では銀行口座の開設

等が難しいため、30 人程度の女性グループを組織し融資を受けて協力して自発的にビジネスを実

施する体制を構築している。これらの活動を通して収入を得るだけでなく、子どもの教育ニーズ

等に対応できるようになる。対象者には SGBV の被害者も含まれる。各対象者の希望に沿って、

農業、畜産、服飾、衛生用品の製作などを指導している。小規模な菜園や農作業など、農業関連

のビジネスが多く、質の良い作物の育て方、生産した作物の市場への出し方（価格を不当に下げ

られないように交渉すること）など、市場競争力強化についての指導も実施している。 

 社会的正義と社会的包摂に係る活動 

人権の尊重やジェンダー平等の推進、SGBV の撤廃などについて、男性も含めたコミュニティの

メンバーに啓発活動を実施している。また、コミュニティにおける開発課題への対応において、

全ての過程（計画立案、実施、M&E 等）に女性、男性（お年寄りや若者、障がいのある人々など

も含む）の視点を取り込むことを推奨し、社会的包摂に係るチェックリストを作成している。政

府が批准している国際条約、タンザニアの法律、政策、戦略などについて、コミュニティレベル

で何をどのように実施していくか、ということについてのコンサルテーションも行い、法律や政

策が実行に移されるプロセスをサポートしている。 

 「Advancing Equality through Human Rights Education」プロジェクトの実施 

2019~2023 年の予定で、カナダ大使館の資金提供を受けて SGBV に特化したプロジェクトであ

るAdvancing Equality through Human Rights Education を実施している。SGBV の予防と対

応に関して、コミュニティ内の女性と男性の能力強化、啓発、CBOとの連携強化、ステークホル

ダーへの支援などを通じて、女性と女児/少女のエンパワーメントを促進し、コミュニティにおけ

る男女の参画を推進している。女性への子育てスキルや人権教育についてのコーチング、意思決

定者との会議・戦略策定なども実施している。2014 年から 4 年間同様の活動を実施した際、成果

について高い評価を得たため、再び資金提供を受けることとなった。 

                                                   

576 TUSONGEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 17 日）。 
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4) Hope for Girls and Women Tanzania577 

Hope for Girls and Women Tanzaniaは2017年にマラ州セレンゲティに設立された現地NGOであ

る。マラ州ではFGM、児童婚を始めとしてSGBVの被害が多い。主な活動内容は以下の通りである。 

 コミュニティにおける啓発活動 

コミュニティリーダーや宗教的リーダーなどをターゲットとして、SGBV とは何か、その影響と

はどのようなものか、などについて、コミュニティ対話、映画の上映、学校での課外活動等のア

プローチを使った啓発活動を実施している。 

 Digital Champion の育成 

啓発活動をより効果的、持続的に行っていくため、また SGBV の通報件数を増やすため、Digital 

Championというボランティアを育成している。コミュニティ内のVAWC Protection Committee

の女性メンバーの中から Digital Champion を養成し、ジェンダーや SGBV についての基礎知識

や団体が提供するスマートフォンの使い方など教え、安全な場所・安全でない場所等のマッピン

グをしたり SGBV ケースを通報したりすることができるようサポートしている。スマートフォ

ンには Open Data Kit（ODK）578を搭載し、リアルタイムで通報、情報収集ができるようになっ

ている。Digital Champion には学校に通っていない少女のためのクラブ活動を実施する役割も

ある。2020 年 11 月時点でセレンゲティに 87 人、ブティアマに 60 人の Digital Champion が活

動している（各コミュニティの VAWC Protection Committee から一人ずつ選定する）。 

 Safe House の運営 

SGBV の被害者を保護するために、マラ州ブティアマとセレンゲティに 1 軒ずつ Safe House を

運営している。Safe House では SGBV 被害者を受け入れた場合、警察の PGCD と連携し、司法

サービス、カウンセリング、医療機関へのリファーラル、場合によっては食糧や衣料等の提供を

行っている。安全な居場所がない場合は Safe House に被害者が滞在することもできる。他の地

域にも設置してほしいという要望を多く受けているが、資金がないためできていない。 

 FGM の撤廃に係る活動 

FGM の被害を受けるリスクの高い女児/少女を保護した場合、Cutting Season が終了するまで

Safe House で保護し、その後警察や行政官、臨床心理士等とともに家庭を訪問し、FGM が身体

に与える影響や FGM は違法であることなどを説明し家族を説得する。それによって家族が考え

を変えたことが確認できれば警察等を含めて同意書にサインし、女児/少女を家庭に戻す。その後

3 カ月ごとに家庭と学校をフォローアップする。また Digital Champion がさらにこまめにフォ

ローアップをしている。しかし、多くの場合 FGM 実施に当たって両親はお披露目のセレモニー

を準備しており、女児/少女が逃げ出したことにより恥をかいたと感じ再び女児を家で受け入れる

のを拒むことがあり、このような場合は女児/少女をそのまま Safe House で保護し、学校や職業

学校に通うサポートを行う。また同団体は FGM の撤廃のためのARP も実施している。 

                                                   

577 Hope for Girls and Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
578 モバイル端末を使って収取したデータをオンラインサーバーへ送信できるツールのセット。 
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5) Unillever Tea Tanzania579 

ユニリーバが茶のプランテーションを経営するイリンガ州のムフィンディとニョンベで UN 

Women と連携して「Strengthening Unilever’s Women’s Safety Work to Prevent and Respond to 

Sexual Harassment and other forms of Gender-Based Violence」を 2019 年から 2 年間の予定で開

始した。Unilever Tea Tanzania は地域で最大規模の民間企業で、多くの地元女性を雇用している。

2014 年に実施した評価で対象コミュニティの女性があらゆる形態の暴力に対して脆弱で、家庭内で

の発言力が弱いということが判明したことから、女性のエンパワーメントに焦点を当てた活動を実施

してきた。このプログラムは UN Women が 2010 年から推進しているグローバルプログラム「The 

Safe Cities and Safe Public Space」の一部として、約 6,000 人の労働者とその家族、および周辺地域

の最大 1,000 人の女性小規模農家を対象として、既存の法律や政策が確実に実施され社会的規範や価

値観を変容することを目的とした SGBV に関する研修や啓発活動を実施する。実施に当たり、警察、

パラリーガル、コミュニティヘルスワーカー、宗教指導者など、様々な関係者と連携を強化している。 

6) Crowd2Map Tanzania580 

Crowd2Map Tanzania はクラウドソーシングイニシアティブで、UNFPA や Hope for Girls and 

Women Tanzania などと連携して 2015 年から Open Street Map というオープンソースの地図アプ

リケーションを使って農村部の地図上の空白を埋めるボランティアネットワークの取り組みを調整し

てきた。世界中のボランティアが衛星写真の情報などを使ってオンライン・プラットフォーム上に情

報を記入し、各地域のボランティアがその上に地域の名前、学校、道路の名前などを書き足していく

という作業を行っている。FGM のリスクのある子どもを特定しても、農村部では地図に家が記載さ

れておらず家に行って保護することが困難な場合があるため、被害者の保護を行っている団体はこれ

らの追加された情報を利用して緊急の救助要請に対応している。 

 JICAによる取組 

タンザニアでは SGBV の予防や対応に特化した JICA による取組は実施されていないが、以下の関

連分野で活用可能なリソースや知見を有している。 

1) 農業 

農業はタンザニアの基幹産業であり、日本政府の国別開発方針でも経済成長の重要なけん引セクタ

ーとして中心的な位置を占めている。JICA では技術協力プロジェクト「灌漑農業技術者普及支援体

制強化計画（タンライス 1）」（2007～2012 年）、および「コメ振興支援計画プロジェクト（タンライ

ス 2）」（2012-2019 年）を通じて、農業セクターにおけるジェンダー主流化を進めてきた。5.1.1.2 に

あるように、タンザニアでは女性の約 70%が農業に従事しているとされているにもかかわらず、世帯

内での無給の労働であることが多く十分な収入を得られていない。また、土地の使用や取得の問題、

生産性を高める技術や資機材へのアクセスの制限などにより、男性と比較してマーケットにおける競

争力が低い。上記 2 案件では研修等への参加者の男女比を 50:50 にする、ジェンダー啓発研修を実施

する、農業研修所にジェンダー担当教官を配置するなど、ジェンダーの視点に立った取組を取り入れ、

稲作支援におけるジェンダー主流化モデルを構築した581。またその結果、農作業における男性と女性

の協力関係の強化や、ジェンダー研修を受けた参加者によるコミュニティにおける積極的な啓発活動

                                                   

579 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/feature-un-women-and-unilever-team-up-in-tanzania, 2020

年 1 月 8 日閲覧 
580 https://crowd2map.org/, 2020 年 1 月 8 日閲覧 
581 JICA (2016), 2015 年度国別ジェンダー情報整備調査タンザニア国最終報告書, P.37 
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の実施、家庭内における夫婦関係の改善およびDV の減少が確認されたと報告されている582。後継案

件では、ジェンダー研修に加えて、女性だけでなく男性も当事者として SGBV の予防と対応に取り組

むことを目指す SGBV 研修の実施が期待されるが、その際現地で活動するNGO だけでなく、県、地

区、村単位で設置が進められている VAWC Protection Committee と連携した啓発や地域のサービス

マッピング、PGCDや OSC のサービスに係る情報提供などを同時に行うことが効果的である。また、

女性の小規模農家の金融アクセス強化のため、NPA-VAWC が指標の一つに設定している SACCOSや

VICOBA583の活動の促進についての支援も検討の余地があると思料する。 

2) 保健医療 

保健セクターでは技術協力プロジェクト「地域中核病院マネジメントプロジェクト」（2015~2020

年）が実施され、州レファラル病院（RRH: Regional Referral Hospital）における質の向上のため「病

院管理の強化」、「レファラル病院の組織体制強化」、「病院運営審議会による病院のガバナンス強化」

を実施した。またこれに先立つ 2010~2014 年には「保健人材開発強化プロジェクト」を実施し、タン

ザニア本土の計 67 の公立病院に 5S-KAIZEN-TQM 手法を導入して職場環境や業務内容の改善を支

援した。これらのプロジェクトではジェンダー課題の特定やジェンダー主流化の必要性については特

に言及されてはいないが、プロジェクト関係者に対する聞き取りでは「業務改善や問題解決に焦点を

当ててきたため、特に「ジェンダー視点」という観点を持つ必要はなかった」と報告されている584。

保健医療サービスの質向上の一環として、SGBV の被害者への対応能力の強化や公立病院の医療従事

者しか対応できないPolice Form No.3（5.1.5.5 参照）の記入の確実な実施など、警察や司法関係者と

連携して実施できることは多い。また SGBV 被害者のための OSC はほとんどが RRH に設置されて

いるため、RRH のマネジメントにおいて OSC の機能や位置づけを強化していくことは重要である。

RRHに OSC が設置されている州の中でも、特にシニャンガ州などは 5.1.1.3 に記載した通り TDHS-

MIS2015-2016 で性的暴力を経験したことのある女性の割合が最も多かった地域であり、OSC での

サービスはニーズが高く、地域中核病院として RRH が SGBV の対応において果たす役割は大きい。 

3) 地方行政・ガバナンス 

タンザニアにおける地方分権の推進を支援するため、「地方自治強化のための参加型計画策定とコ

ミュニティ開発強化プロジェクト」（2009~2014 年）、「地方自治強化のための参加型計画策定とコミ

ュニティ開発強化プロジェクト フェーズ 2」（2015-2020 年）等を通して、独自の参加型計画策定手

法である O&OD（Opportunities and Obstacles to Development）の全地方自治体への導入を図って

きた。これらのプロジェクトでは、住民が可能な範囲で自分たちの問題を自分たちで解決し、また中

央および地方自治体は住民による自発的で主体的な意思決定・実施プロセスへの参加をサポートする

ことを重視している。SGBV の予防と対応についても、NPA-VAWC で地区、村レベルまで Protection 

Committee を設立し、地域の課題として SGBV に主体的に関わっていくことが求められている。こ

れら Committee のメンバーの中には地方行政の職員等も含まれることから、当該プロジェクトで推

進された行政の参加型計画策定プロセスにおいて、各 Committee を通してコミュニティレベルの

SGBV ニーズを直接反映させる仕組みが構築されることが期待される。また同時に、タンザニア政府

が導入している Gender Responsive Budgeting585が地方行政でもさらに促進されることで、SGBV の

                                                   

582 JICA (2016), 2015 年度国別ジェンダー情報整備調査タンザニア国最終報告書, P.37 
583 いずれも村落における貯蓄・預金共同組合。 
584 JICA (2016), 2015 年度国別ジェンダー情報整備調査タンザニア国最終報告書, P.34 
585 https://core.ac.uk/download/pdf/132687681.pdf, 2020 年 1 月 5 日閲覧 
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予防と対応に関連するコミュニティのニーズが反映された予算配分や政策の実施が可能となる。 

5.1.4. COVID-19の感染状況とその影響 

タンザニアでは2020年3月16日に最初の感染例が確認されてから5月中旬までに509名の感染、

21 名の死者が確認されたが、それ以降は感染者数を公表していない。最初のケースが確認されてから

学校や大学の閉鎖、都市の一部の閉鎖などが実施されたものの、6 月に方針を変更し周辺国がロック

ダウンや移動制限などを導入する中で特段の措置を講じない独自の対応を行ってきた。約 3 か月間の

閉鎖の後、「感染が劇的に減少した」としてすべての学校が 6 月 29 日に再開された。2020 年 12 月末

時点で、COVID-19 による SGBV への影響を測る公式のデータは存在していない。経済活動に大き

な制限はなかったが、海外からの観光客が激減したため、大都市や国立公園などの周辺で観光業およ

び観光関連のインフォーマルセクターなどで働いていた人々は経済的な困窮に陥ったとされる586。ま

た大規模な移動制限はなかったが、公的施設の利用は控えるよう推奨されたため、医療や司法へのア

クセスが困難な状況となってしまった地域もあった587。文献レビューとインタビューによる結果に基

づき、タンザニアにおけるCOVID-19 の SGBV への影響を以下にまとめる。 

1) SGBV の通報件数が増加した 

タンザニアにはSGBVホットラインが設置されていないためSGBVの通報件数の増加を確認するこ

とができないが、パンデミックによって新たに設置されたCOVID-19 Hotline199にSGBV被害者から

の相談が多く寄せられたと報告されている。5月に受け付けた4,200件の相談のうち2,000件がSGBVに

関する相談であった588。また6月には、同Hotlineは13,000件のSGBVの通報・相談を受けた589。 

2) 児童婚や FGM など、子どもに対する SGBV の被害が増加した 

学校閉鎖期間に FGM の被害が増加した。寄宿学校で生活していた女子生徒が閉鎖によって家に戻

っている間に FGM を受けさせられた例590や、NGOが運営する Safe House で FGM のリスクの高い

女児/少女を保護した例591などがあった。同じく学校の閉鎖により望まない妊娠が増えたという情報も

ある。近年はスマートフォンが普及していることによって、閉鎖期間中に SNS などを通じて異性と

出会う機会も増えたと報告されている592。 

SGBV の加害者の多くが家族、親戚、近隣住民であることに鑑みれば、家に長時間滞在することで

子どもたちが SGBV を含めた暴力にさらされるリスクは増加した593。また、COVID-19 の影響で経

済的に打撃を受けた世帯では児童婚が増えたと報告されている594。 

3) SGBV 被害者に対する支援の不足や、予防に係る啓発活動の中断が確認された 

医療施設がCOVID-19 への対応を優先していたため、性的暴力を受けた女性は十分な医療ケアを受

けられないことが多かった。妊産婦に対する対応も不十分な状況であり、病院での出産ができないケ

ースもあった595。また、政府によって公的空間に多くの人が集まることを禁止されたため、NGO や

                                                   

586 USAID へのインタビュー結果に基づく。 
587 UN Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 27 日）。 
588 Ibid 
589 https://data.undp.org/gendertracker/, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
590 https://genderlinks.org.za/news/covid-19-exposed-girls-in-tanzania-to-fgm/, 2021 年 1 月 7 日閲覧 
591 Hope for Girls and Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
592 Class for Everyone へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 13 日）。 
593 Plan International Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 26 日）。 
594 UNFPA Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
595 TUSONGEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 17 日）。 
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CBOなどによる SGBV の予防に係る啓発活動が中断を余儀なくされた596。 

4) 女性に対する経済的影響が大きく、また脆弱な女性に対する暴力のリスクが高まった 

一時的に市場が閉鎖された地域があり、SGBV 被害者を含む生計向上支援の裨益者の多くが商品を

売ることができず収入を得られなかった。市場が再開してからも買い物客が閉鎖前ほど頻繁に市場に

訪れなくなったため売れ行きが芳しくなく、収入を絶たれた女性も多かった597。その他、職を失くし

た世帯もあるなど、パンデミックにより経済的な負の影響は大きく、ストレスにより世帯主から暴力

を受けたり、金銭や物品と引き換えに性交渉を行うことを強要されたりする事例が確認された598。 

タンザニアでは観光産業への依存度も高いため、国内でのロックダウンはなくても、海外からの観

光客が大幅に減ったことにより、観光産業における経済的な打撃は大きかった。若い世代はホテルや

レストランなど観光関連産業に従事している割合が高く、その中でも女性が収入の減少などの大きな

影響を受けた599。レイクゾーンの国立公園近くで土産物などを売っていた女性たちは、観光客がいな

くなったために地元の人々に対する金銭や物品と引き換えにした性交渉を行う例もあった600。 

1)～4)の通り、経済的な影響からの買売春、学校閉鎖による児童婚や FGM の増加などに係る情報

が得られた。また移動や集会の制限、医療機関の逼迫により公的サービスにアクセスできなかった女

性が多かったことも報告されている。 

次に、COVID-19 のパンデミックが SGBV に及ぼす影響に関して支援機関、NGO 等が実施した対

応について記載する。2020 年 12 月時点で SGBV への COVID-19 のパンデミックによる影響に対し

てタンザニア政府が実施した施策はない601。インタビューを実施した団体においても、既存事業の中

での取組の強化に言及した団体が多く、新たに SGBV に関連する支援を始めたという回答はなかっ

た。文献レビューとオンラインインタビューで確認した情報をまとめると以下の通りとなる。 

表 5-10：タンザニアにおける政府、国際機関、NGO 等による COVID-19 下の SGBV への対応 

実施主体 内容 

UN Women602  既存の女性の生計向上支援において、資機材（ミシンやスマートフォンなど）の追加供与

を行った。 

 パンデミックによって増加した SGBV に対応するための SGBV Hotline の開設を警察に

提案している。設置されればパンデミック終了後もそのまま SGBV ホットラインとして活

用したい。 

UNFPA603  COVID-19 Helpline119 のコンテンツ開発のサポートを行った。 

 従前よりサポートしている Child Helpline116 において、COVID-19 下の SGBV に対応

するためのガイドラインの作成や、カウンセラーの増員、オペレーターやカウンセラーへ

の研修などを実施した。また Child Helpline 116 の受託業者C-Sema と共同で、思春期の

男女が SRHR に係る情報提供を得たり、SGBV の被害を通報したりすることをサポート

するチャットボット#Malezi を開発した。 

                                                   

596 Ibid 
597 TUSONGEへのインビュー結果に基づく（2020 年 11 月 17 日）。 
598 USAID Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 3 日）。 
599 Ibid 
600 Hope for Girls and Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
601 https://data.undp.org/gendertracker/, 2021 年 1 月 6 日閲覧 
602 UN Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 27 日）。 
603 UNFPA Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日） 



 

   175 

 

実施主体 内容 

 SGBVケースの増加に対応するため、OSCやその他のサービスについて、特にメディアを

通して周知を図った。ロックダウンはなかったが移動の自由は多少制限されたため、情報

提供のためにメディアを活用した。 

 キゴマ州の 3 つの難民キャンプで SRHサービスの強化、Dignity Kitの配布、レイプ後ケ

アキットの配備を行った。 

 女性と女児に対する SRH サービスを継続するため、既存事業で支援している病院におい

て、COVID-19 の感染予防および感染管理研修の実施、PPEその他物資の提供を行った。 

OCHA  タンザニアにおける COVID-19 への対応として約 USD160,000,000 の緊急アピールを作

成した。SGBVについては、被害者への対応の強化と、啓発や情報提供、アドボカシーを

通した予防の強化を行うとしている604。 

USAID605  既存の教育支援事業の中でCOVID-19の感染予防やSGBVの予防に係る啓発を実施した。 

Plan 

International 

Tanzania606 

 約 300 人の少女に対して生理用品の配布を行った。 

 人道危機におけるリスクコミュニケーションの一環として、SGBV予防に係る啓発活動（コ

ミュニティラジオ、テレビ等を使った啓発活動）を実施した。家にいる時間が増えること

は子どもたちを長時間リスクにさらされ続けることになるため、コミュニティレベルでの

啓発活動、メディアを使ったキャンペーン、児童婚に関するポスターやフライヤーを使っ

た啓発活動等を展開した。 

Hope for Girls 

and Women 

Tanzania607 

 マラ州で FGM のターゲットとされた 62 人の女児/少女を救助し、ブティアマとセレンゲ

ティにある Safe Space で保護している。Safe Space では保護されている女児/少女や女性

に住居や職業訓練を提供している。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

5.1.5. 支援ニーズおよび課題 

ここでは文献レビューおよびインタビュー調査の結果をもとに、図 1-4 に示したフレームワークに

沿って、SGBV 対策に係る現状と課題を分析する。 

 調整、モニタリング評価、データ管理・収集 

表 5-11：調整、モニタリング評価、データ管理・収集に係る現状と課題（タンザニア） 

VAWC の撤廃に向けた国家計画であるNPA-VAWC では、8 つの戦略の一つに調整・モニタリング

評価を設定し、政策実施状況を管理するための調整体制とデータに基づくモニタリング評価体制の強

化を目指している。調整については、中央、地方レベルでそれぞれ進捗管理と意思決定を行う調整会

議を設けることとなっており、メンバーとなる機関やステークホルダーも定められている（5.1.2.2 の

3)参照）。しかし、地方行政レベルでは合計 10,000 以上の Protection Committee が設立される計画

であり、UNFPA やUSAID、NGO 等が主導して設置をサポートしている地域もあるが、それ以外の

                                                   

604 OCHA(2020), Flash Appeal for COVID-19 Tanzania July to December 2020 
605 USAID Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 3 日）。 
606 Plan International Tanania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 26 日）。 
607 Hope for Girls and Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
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地域ではコミュニティが主体的に設立・運営を行わなければならない状況となっている。また、全て

の調整会議を中央－県－地区－村で連携する構造となっており、中央レベルではMoHCDGEC、地方

行政は PO-LARGが連携・調整を担当することとなっているが、これだけの膨大な数の会議体の調整

を取りまとめるのは容易ではない。一方で、国際機関や NGO 等の活動では地区や村レベルの

Protection Committee を拠点にした啓発活動やステークホルダーとの連携が行われており、これらの

会議体が各地域において SGBV の予防と対応を推進していく主体となることが期待される。 

データ収集・管理についても全面的に見直し、システムやツールを用いて強化していくことがNPA-

VAWC において計画されている。現状では医療機関、警察、司法、Child Helpline 116 などがそれぞ

れ収集・管理しているデータがあり、これらを統合して収集できるデータベースは存在していない。

また警察のデータも PGCD で取り扱ったケースについては記録しているが、一元的なデータとして

は管理されていない。キゴマ州の難民キャンプでは SGBV 情報管理のためのシステムである GBV-

MIS608を用いて SGBV の発生件数等を管理しているが、人道支援以外の対応で GBV-MIS のような

システムを導入するという具体的な計画はない。タンザニアは、国連の国際的なジェンダー統計プロ

ジェクト「Making Every Woman and Girl Count」の 12 の対象国の一つとして、UN Women の技

術サポートを得ながら各種性別データの整備が進められているが、SGBV のデータ整備までには至っ

ていない。また、NPA-VAWC ではデータ収集および管理に必要な予算として 5 年間で USD1.5 億を

見積もっているが、政府の予算配分やドナーからの資金提供が十分ではなく、計画通りに資金調達が

進められていない609。 

 予防・啓発 

表 5-12：予防・啓発に係る現状と課題（タンザニア） 

                                                   

608 人道支援における SGBV の対応について、活動している国際機関や NGOがそれぞれ異なる用語や集計方法で
別々のデータを取っており統合することが難しかったため、2006 年から OCHA が主導して UNFPA、UNICEF、
WHO等と連携して構築した SGBV のデータのためのプラットフォーム。現在、タンザニアを含む 25 の国におけ
る人道支援で SGBVデータの収集・分析に使用されている。 

609 UNFPA Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
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SGBV を予防するためにはまず法的枠組みの整備が必要となるが、3)にある通り、DV、IPV、婚姻

間レイプについては明確な法律上の条項がなく、また児童婚についても現行の法律体系の中に矛盾が

あり、完全に禁止された状態にはなっていない。そのほか、女性の土地使用・所有、男性への SGBV

についても法的枠組みが確立されていない。また現行のジェンダー政策は 2000 年、ジェンダー戦略

は 2005 年に作成されたもので、SGBV の撤廃を中心的な課題として明確に設定されておらず、現状

に合わせて改訂される必要がある。一方で 2017 年から実施されている NPA-VAWC は SGBV、特に

女性と子どもに対する暴力の撤廃のため明確な戦略と指標を設定しており、政府や各支援団体の活動

はこの計画に基づいて実施されている。しかしながら、SGBV の予防と対応に係る基礎的なインフラ

の一つである公的な SGBV ホットラインは 2020 年 12 月時点では設置されていない。DV や IPV が

非常に多い現状に鑑みると、電話によって通報や相談ができたり、カウンセリングやリファーラルを

受けられたりするホットラインに対するニーズは高いと考えられ、UNFPA が設置に向けて政府にア

ドボカシーを行っている。PGCD に配備される警察官に対する研修は過去にUN Women が実施して

おり、その際の研修モジュールが警察学校の研修に取り入れられ、現在はすべての警察官が SGBV の

ケースマネジメントについての研修を受けることが義務付けられているが、警察によるケースマネジ

メントには質のばらつきがあるため、より標準化される必要がある610。 

教育セクターにおいては、UNESCO が開発・推進する包括的セクシュアリティ教育（CSE：

Comprehensive Sexuality Education）611の要素を取り入れた性教育を学校カリキュラムの中に組み

込んでおり（独立した授業ではなく、理科や社会科の授業の中で実施されている）、公立学校で提供さ

れることとなっているが、教員のスキル不足、地域の宗教や文化的な慣習へ配慮などから十分に実施

されていない612。望まない妊娠を予防するために正しい性に関する知識や情報を学校で教えておらず、

10 代の妊娠は確実に存在しているにも関わらず、10 代の少年少女は避妊や性感染症についての正し

い知識を身に着ける機会がない613。TDHS-MIS 2015-2016 によると、性的に活発な独身女性（調査

実施前 30 日間に性交渉を行ったことのある独身女性）の 46%、既婚女性の 32%が何らかの近代的な

避妊方法（コンドーム、IUD、ピルなど）を使用しているが、性的に活発な 15-19 歳の女性では 33%

となっており、他の世代と比較して避妊手段を講じている人が少ない614。 

                                                   

610 UN Women Tanzania へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 27 日）。 
611 CSEは「年齢相応の、科学的に正確で、偏見のない、文化的に適切な情報と、自分たちの性と生殖に関する健康
と福祉について十分な情報を得た上で意思決定を行うために必要な態度、意思決定、コミュニケーション、その他
のスキルを探求する機会を若者に提供すること」と定義され、開始当初は HIV/AIDS の感染予防のための性教育を
中心としていたが、現在では子ども、性に関する知識だけでなく人権やジェンダー、多様性などについて学ぶ内容
となっている。2013 年にUNESCO と東アフリカ・南アフリカ 20 カ国の保健大臣、教育大臣との間で各国におけ
る CSEの導入が合意され、実施が進められてきた。 

UNESCO (2015), Comprehensive Sexuality Education in Teacher Training in Eastern and Southern Africa 
612 Magreth Bilinga et al (2014), Teaching Sexuality Education in Primary Schools in Tanzania: Challenges and 

Implications 
613 USAID Tanzania へのインタビュー記録に基づく（2020 年 11 月 3 日）。 
614 United Republic of Tanzania (2016), Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey 2015-

2016, P.141 
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 被害者の保護 

表 5-13：被害者の保護に係る現状と課題（タンザニア） 

MoHCDGEC によって設置が進められている OSC はまだ数が少なく、またそのほとんどは州の中

心部にある RRH に設置されている。提供されるサービスは無料だが、遠隔地に居住する場合は交通

費が必要となるためアクセスが困難となる。また、現在ダルエスサラームには 3 つの OSC が設置さ

れているが、そのうちの 1 つは OSC 設置のガイドラインに即した設備、質になっていないため、

MoHCDGEC から正式に認可されていない615。OSC や PGCD の設備、資機材の拡充、提供するサー

ビスの質の向上、スタッフの能力強化は喫緊の課題となっている。また、SGBV の被害者一人につき

USD38~53 のコストがかかるとされている一方で616、ほとんどの OSC はドナーからの資金提供や技

術サポートによって運営しているため、施設運営の持続可能性の担保も検討されなければならない。 

SGBV の被害を受けた際、警察に通報する被害者は少なく、家族やコミュニティのリーダーなど身

近な人に相談するケースがほとんどであるため、OSC や PGCD、法律扶助など、MoHCDGEC など

の行政や NGO による啓発活動を通じて、どのようなサービスをどこで受けられるかをコミュニティ

内で広く周知しなければならない。警察内では警察官に対して定期的に SGBV 研修が提供されている

が、警察官からのハラスメントや賄賂の要求を恐れて通報しないケースも多いため、対応手順だけで

なく職業倫理や被害者中心アプローチなどについても包括的に研修を行っていく必要がある617。 

                                                   

615 TAWLAへのインタビュー結果に基づく（2020 年 12 月 7 日）。 
616 USAID (2015), Costs of Delivering Services for Gender-Based Violence at Health Facilities in Tanzania、P.10 
617 NGO へのインタビュー結果に基づく。 
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 被害者の自立・社会復帰 

表 5-14：被害者の自立・社会復帰に係る現状と課題（タンザニア） 

SGBV 被害者の自立・社会復帰に係る公的支援は行われておらず、国際機関やNGO による生計向

上支援や職業訓練が提供されているが、いずれもドナーからの資金提供に頼っており持続可能性は高

くない。NPA-VAWC では村落貯蓄組合などのシステムの構築や金融サービスへのアクセスの強化を

通して女性の経済的エンパワーメントを進めることを指標としているが、SACCOS やVICOBA など

を設立するためには NGO 等からの専門的なサポートが必要となり、開始後も定期的なフォローアッ

プが行われる状況でなければ運営は困難である。性的暴力の被害者への補償は法律で定められている

が、支払われるのは有罪判決を受けた加害者が刑期を終えるのを待たなければならないため（性的暴

力の刑罰は懲役 30 年以上）、実際に支払いを受けるのは困難である。妊娠、出産した少女は事実上ほ

とんど学校には戻れないためそのまま結婚するケースが多いが、NGO 等の支援にアクセスできれば

職業訓練や生計向上支援を受けることができる。また戻れないのは公立学校のみで、私立学校への入

学は問題とされていないので、保護者に経済的な余裕があれば私立の学校に通える場合もある。 

 加害者処罰・更生 

表 5-15：加害者処罰・更生に係る現状と課題（タンザニア） 

暴力の被害を受けて加害者を訴追する際にはPolice Form No.3 (PF3)という書類を作成する必要が

ある。これは警察署のみで発行することができる書類であるが、警察が発行した書類に医師が記入し
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なければならない箇所もあるため、被害者は書類の作成のために警察と病院を何度も往復しなければ

ならない。OSC には警察は常駐していないため、OSC で治療を受けた場合も被害者自身がリファー

ラル先の警察署に足を運ぶ必要がある。本来は PF3 がなくても病院で治療を受けられるが、PF3 が

なければ治療をしてはいけないと誤解している医師もおり、その場合被害者は一度警察に行ってから

病院に戻るよう言われることもあると報告されている618。また、PF3 を記入すると裁判所で証言しな

ければならないという誤解から、専門的な見地からの証言ができない、忙しくて裁判に出席できない

などの理由によって PF3 の記入を拒否する医師もいる619。PF3 における医師の所見は公立病院の医

師によってのみ記入が可能で、私立病院の医師は対応できないため、被害者は自身で移動手段を確保

して公立病院に赴かなければならない。多くの病院では PF3 の記入に料金を請求しており、ダルエス

サラームでは 5,000Tshs 程度、他の地域では 2,000Tshs から 3,000Tshs 程度を徴収されるが、暴力を

受けて医療機関や警察に駆け込んできた被害者は金銭を持っていないことが多い620。PF3 の入手の困

難さが加害者を訴追を阻む要因の一つとなっている。 

レイプ被害の裁判では性器の挿入をがあったことを証明しなければならないが、多くのケースで法

医学的証拠の保全が適切に行われていないため証明するのが不可能に近く、訴追できたとしても有罪

判決を得るは困難である。多くの刑務所では定員を超える人数の受刑者を収容していたり、十分な食

糧や電気、水が供給されていないなど、適切な環境に保たれていない621。裁判前の被告人と受刑者を

同じ施設で拘留したり、年齢や犯罪の軽重に応じた居住地域の分割なども行われていない中で、加害

者の更生、再発防止を目的とした心理社会的サポートや更生プログラムの提供はほとんど実施されて

いない。  

                                                   

618 USAID(2016), Lessons from Gender-Based Violence Initiative in Tanzania, P.16 
619 Ibid 
620 Tanzania Women Lawyers Association (2014), Review of Laws and Policies related to gender based violence of 

Tanzania mainland 
621 US. Department of States (2019), 2019 Tanzania Human Rights Report 
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5.2. タンザニアにおける第 2次調査結果 

第 2 次調査において、タンザニアについては現地調査は実施せず、オンラインによる追加のデスク

調査とパイロット活動のレビューが行われた。本項では、追加調査の結果、パイロット活動の概要お

よび今後の JICA による協力案について記載する。 

5.2.1. 追加調査結果 

タンザニアでは 2021 年 3 月半ばに前大統領ジョン・マグフリしが死亡し、副大統領（当時）であ

ったザンジバル出身のサミア・スルフ・ハッサン氏が大統領に就任した。ジェンダーや GBV に係る

政策について大統領が変わったことによる変更はないが、マグフリ前大統領がに発表した公立学校に

おける妊娠した女性生徒への対応に係る方針が覆されることとなった。前大統領は 2017 年に妊娠し

た少女の教育継続、学校復帰を認めない意向を示していたが（5.1.1.3 参照）、2021 年 11 月にジョイ

ス・ンダリチャコ教育大臣は、「妊娠中の女子校生は出産後も正式な教育を継続することが許可され

る」と述べ、新政権がマグフリ前大統領の方針を変更することを明らかにした622。 

旧方針に則り多くの公立学校では強制的な妊娠検査や妊娠した女性生徒の退学が行われてきたが、

この変更により、妊娠した場合も退学を強要されることはなく学校に在籍できる、または出産後に学

校に戻ってくることが可能となった。教育大臣の発表以降、学校現場ではどのような対応が行われて

いるのかは確認されていないが、これまで妊娠したことにより退学せざるを得なかった少女たちが学

習を継続できるようになることが期待されている。一方で、10 代の母親は社会経済的に脆弱な立場に

置かれることが多いため、政府の方針が変わるだけでは十分ではなく、妊娠中のサポートや出産後の

ケア、乳幼児のケアなど、妊娠・出産した少女に対する包括的、および継続的な支援を提供できる体

制を整えていく必要がある。 

5.2.2. パイロット活動のモニタリング 

タンザニアでは 1 件のパイロット活動が行われており、第 2 次調査においてはリモートで当該パイ

ロット活動のモニタリングを実施した。パイロット活動の概要は以下の通りである。 

表 5-16：パイロット活動の概要（タンザニア） 

項目 内容 

実施団体 Legal and Human Rights Centre (LHRC) 

実施期間 2021 年 10 月～2022 年 3 月（6 カ月） 

対象地域 ダルエスサラーム州 Mwananyamala Regional Referral Hospital (RRH)とその周辺地域 

内容  Mwananyamala RRH に設置されている OSC の能力強化 

 OSC および RRH の医療スタッフに対する SGBV 研修の実施 

 Mwananyamala RRHの周辺地域のVAWC Committee等の SGBVの予防と対応に

係る体制強化 

 警察（PGCD）やVAWC Committeeのメンバー等、地域の関係者に対するSGBV

研修の実施 

 地域住民に対する SGBV の予防と対応に係る啓発活動の実施 

 啓発ツールの開発 

タンザニアでは、SGBV の被害者に包括的な支援を提供するための施設として、ワン・ストップ・

センター（OSC：One Stop Centre）の設置を MoHCDGEC が進めている（5.1.2.3 参照）。2021 年

末までに全国で 14 軒の OSC が設置されているが、OSC のある地域でもその存在や役割について知

                                                   

622https://www.aljazeera.com/news/2021/11/24/tanzania-allow-students-attend-school-after-giving-birth, 2021 年 12

月 24 日閲覧 
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らない住民が多い。また配置されている人員やスタッフに対する研修等技術サポートも十分ではない

ことから、求められるレベルのサービスを提供できていない OSC もある。本パイロット活動では、

ダルエスサラームに 3 軒設置されている OSC のうち、州立病院に当たる Mwananyamala 州レファ

ラル病院（RRH :Regioanl Referral Hospital）の OSC を拠点として、当該OSC の能力強化を図ると

ともに、周辺地域で設立されている VAWC Committee（5.1.2.2 3）調整メカニズム参照）や PGCD

（5.1.2.3 参照）の能力強化および相互の連携強化を図ることが、当該地域における適切な SGBV の

予防と対応に係る体制の構築に資するかを検証するものである。 

OSC は 24 時間体制で被害者の対応に当たることがガイドライン上定められているが、

Mwananyamala RRHのOSC は RRHに所属する医療スタッフの中から医師 1 名、ソーシャルワー

カー1 名が配属されているのみで、24 時間体制でのサービス提供は困難であることから、平日は 9 時

から 15 時 30 分まで、土日は運営していない。また、医療資材や医薬品の調達も十分ではない623。

Mwananyamala RRH の医療スタッフが持ち回りで OSC の対応に当たることが望ましいが、SGBV

に関する研修や性的暴力への対応に係る研修などは十分に実施されていないため、SGBV 被害者への

対応能力を向上させるために、OSC だけでなくRRH の医療スタッフ全体に対して技術研修が実施さ

れた。研修実施前にアンケート調査を行ったところ、Mwananyamala RRH内でも OSC の役割につ

いて十分に知られておらず、回答者 163 名のうち 35%が同じ病院内にありながら OSC の存在自体を

知らなかったことが明らかになった。またスタッフの多くが、SGBV の被害者に対応する方法（ケー

スマネジメント、法医学的措置、被害者中心アプローチ、性的暴力の被害者への応急措置など）につ

いての知識や経験がない、または十分ではないと認識していた。 

2021 年 11 月に 3 日間の SGBV 研修が実施され、RRH の医師、看護師、検査技師、ソーシャルワ

ーカーなどの医療スタッフの他に、同地域の教育オフィサー、ジェンダーオフィサー、社会福祉オフ

ィサー、PGCDなど 33 名が参加した。研修では SGBV に関連する法律や政策、被害者中心アプロー

チ、ケースマネジメントの手法、証拠保全の方法、被害者に対する医療的措置、地域で活用可能なリ

ソースなど、様々な項目が取入れられた。研修の事前事後比較では、SGBVとその関連する概念やOSC

の役割、SGBV の被害者に対する適切な対応、地域の関連リソースなど、多くの項目について参加者

の知識が向上し、理解が深まったことが確認された。また、2021 年 12 月にはMwananyamala RRH

が位置するキノンドニ地区の PGCD に対する能力強化研修が実施され 49 名が参加した。 

2022 年 1 月時点で、本パイロット活動を通して以下の成果と課題が明らかとなった。 

 Mwananyamala RRH ではこれまで検査技師 1 名が担当していた法医学的検査を 3 名の検査技

師で実施する体制に変更し、キャパシティの強化を図っている。 

 Mwananyamala RRH では性的暴力事案等で物理的証拠の法医学検査を適切に実施することが

期待されているが、中には検査キットを使ったことがない検査技師もおり、SGBV 被害に対応す

るための包括的な技術研修の実施が引き続き必要な状況であることが明らかになった624。 

 Mwananyamala RRH のマネジメント層は、OSC が平日は 15 :30 まで、週末や祝日には完全に

閉鎖されているという現状を改善するため、OSC の 24 時間 365 日の稼働について検討を開始し

た。 

                                                   

623 Mwananyamala RRHの OSC への聞き取りに基づく（2021 年 4 月）。 
624 検査技師だけでなく医師やその他の医療スタッフも、法医学検査について十分な知識を持っていないことが明らか
になった（パイロット活動実施団体の報告に基づく）。 
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 OSC の設置は女性と子どもに対する暴力の撤廃に向けた国家政策である NPA-VAWC 2017/18-

2021/22 で掲げられた政策の一つであり、今後もタンザニア全国で設置が進められることが期待

されている。SGBV 被害者に包括的な支援を提供するワン・ストップ・センターは医療、司法、

心理社会的サポート等サービス内容が多岐に渡るため、その運営に関しても関連する各省庁や機

関等の多分野による対応が必要となる。しかしながら、現状では OSC の運営に関してどの機関

がどのような責任を有しているかが明確でなく、配置する医療スタッフの手配や運営に際しての

予算の確保などが十分に行われていない。多分野による対応であるからこそ、関係するすべての

機関の責任を明確化し、OSC の運営を関連政策において適切に制度化していくことで、サービス

の質や持続可能性を担保する必要がある。 

 本パイロット活動を通じて明らかになった 2 件の性的暴力事案（いずれも自宅の庭で性的暴力を

受けた子どものケース）について迅速なリファーラルが行われ、被害者が適切に保護された。 

啓発活動で活用するためのドキュメンタリー・ビデオ、ポスター、フライヤーなどの啓発ツールは

すでに作成され、2022 年 1 月以降に、VAWC Committee や学校などを始めとした地域の関係者への

啓発活動の実施が予定されている。 

5.2.3. 今後の JICAによる協力の方向性 

本項では、本件調査における調査結果の分析（5.1.5 参照）および上述のパイロット活動のレビュー

結果に基づき、またこれまでのタンザニアにおける JICA による支援の実績、JICA の比較優位性、

活用可能な JICA のスキームや知見・経験等に鑑みて、SGBV の撤廃に係る諸分野において支援の必

要性が高く、かつ有効性が高いと考えられる新規案件として以下の 2 件を提案する。 

表 5-17：タンザニアにおける支援案① 

概要 SGBV 被害者への包括的支援を提供する施設として、OSC による被害者中心ア

プローチに則った対応能力が強化される。具体的には、14 軒の OSC からパイ

ロット病院を選定し、1) スタッフへの被害者中心アプローチに対する理解を深

める研修の実施、2) ガイドライン整備等の実施を通した OSC の対応能力強

化、3) OSC を拠点とした SGBV の予防と対応に係る連携体制および対応モデ

ルの構築、を通してより効果的な SGBV 被害者支援に係る能力強化を行う 

プロジェクト目標 OSCにおける被害者中心アプローチに則ったSGBV被害者への対応能力が強化

される 

スキーム 個別専門家 

カウンターパート 保健・コミュニティ開発・ジェンダー・高齢者および子ども省(MoHCDGEC) 

協力機関  州リファーラル病院 

 州保健局 

 PGCD 

 VAWC Committee 

 ジェンダー担当行政官 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. OSC を含む医療従事者および関係するスタッフの被害者中心アプローチへ

の理解が促進される 

2. OSC を含む医療従事者および関係するスタッフによる SGBV 被害者への

対応に係る手順が明確化される 

3. 医療従事者のSGBV被害者、特に性的暴力被害者に対する対応能力が強化さ

れる 

4. OSC を中心として、PGCD、VAWC Committee、ジェンダー担当行政官、

学校関係者など、SGBV の予防と対応に係る地域の関係者による連携体制

が構築され、SGBV の撤廃に向けた地域レベルの対応モデルが確立される。 

5. パイロット活動で開発された啓発ツールを活用した地域住民への啓発活動
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が実施され、SGBV の撤廃に向けた取組に係る理解が促進される。 

備考 OSC は地域の中核病院である州レファラル病院に設置されているケースが多

い。JICA では「州保健行政システム強化プロジェクトフェーズ 1 および 2」

（2008~2011、2011～2014）、「地域中核病院マネジメント強化プロジェクト」

（2015～2020）などの案件を通して、州レファラル病院を対象とした保健行政

の強化を実施しており、MoHCDGEC だけでなく、州保健局や各州レファラル

病院とのネットワークやOSCの運営に資するマネジメントに係る知見を有して

いると考えられる（パイロット活動で対象となっている Mwananyamala RRH

も当該案件で支援対象となっていた州レファラル病院の一つである）。 

表 5-18：タンザニアにおける支援案② 

概要 SGBV の被害者を支援するための基本的なインフラの一つである SGBV ホット

ラインは多くの国で設置、運営され、被害者支援に活用されているが、タンザ

ニアでは公的な SGBV ホットラインが設置されておらず、被害者が被害につい

て通報したり相談したりするツールが整備されていない。そのため、1) SGBV

被害者支援のためのリファーラル体制の構築、2) SGBV ホットライン/コールセ

ンターの設置・運営、3）SGBV の予防と対応に係る啓発活動の実施、を通し

て SGBV 被害者の保護体制の強化を目指す。 

プロジェクト目標 SGBVホットラインの設置・運営により、SGBVの被害者の保護体制が強化さ

れる。 

スキーム 技術協力プロジェクト 

カウンターパート 保健・コミュニティ開発・ジェンダー・高齢者および子ども省(MoHCDGEC) 

協力機関  OSC 

 医療機関 

 Ministry of Constitution and Legal Affairs 

 PO-RALG 

 PGCD 

 地方行政 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. MoHCDGEC、PGCD、OSC 等 SGBV 被害者の対応に係る関係機関との連

携により、SGBV 被害者支援のためのリファーラル体制が構築される 

2. SGBV 被害者支援および情報共有のための SGBV ホットライン/コールセ

ンターが整備される 

3. SGBV ホットラインの運営により、SGBV 被害者の保護体制が強化される 

4. パイロット活動で開発された啓発ツールを活用した地域住民への啓発活動

が実施され、SGBV の撤廃に向けた取組に係る理解が促進される。 
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第6部 マダガスカルにおける調査結果 
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6.1. マダガスカルにおける第 1次調査結果 

6.1.1. 概況 

 社会経済状況 

マダガスカル共和国（以下「マダガスカル」）はアフリカ大陸の南東部沖、西インド洋にあるマダガ

スカル島および周辺の島々からなる島嶼国である。人口は約2,697万人625であり、その多くがマレー

系、アフリカ大陸系の民族となっており、またメリナ、ベチレオ等の約18の部族から構成されている

626。公用語はマダガスカル語およびフランス語であり、公式文書等にはフランス語が用いられる。 

1960年にフランスから独立して以来、クーデター等による政治危機が度々発生し、それによって経

済が悪化し新たな政情不安を生むという悪循環を繰り返してきた。2009年には当時のアンタナナリボ

市長が軍部の支持を受けてクーデターを企て、憲法に則らない形で暫定政権を樹立したが、国際社会

からは大きな非難を受けドナーによる支援が停止されたため、経済および政治は著しく停滞した627。

行政構造としては、独立後もフランス植民地時代の行政区画割を踏襲していたが、再編に向けた法制

化が進められた結果、2015年より州－県－郡－行政区の4層構造とすることが定められた（6州、24県、

117郡）。またさらに小さい単位としてフクンターニ（フクタン）という伝統的な行政単位もあり、コ

ミュニティの伝統的リーダーがフクタン長を務めることが多い。 

一人当たりGNIはUSD520（アトラス方式、2019年）628とサブサハラアフリカの中でも高くはない

が、2009年の政治危機収束後は経済状況が回復しつつあり、2019年のGDP成長率は4.9%に達してい

る（GDPの内訳は、第一次産業：24%、第二次産業：18%、第三次産業：58%）。人口の約8割が農業

に従事しており、バニラ、クローブなどの香辛料やコーヒーなどの農業産品の輸出も盛んであるほか、

魚介類等の海洋資源も豊富である。中長期的に需要が見込まれる建設業や、独自の生物多様性を生か

した観光業、プラチナ、金、ニッケル等の鉱業が主要な産業となっている。同国の国家開発計画（PND：

Plan National de Development 2015-2019）では、1)ガバナンス、法治国家、治安維持、地方分権、

民主化、国民の団結、2)マクロ経済の安定と国家開発の推進、3)インクルーシブな成長と統合的地域

開発、4)国家開発に必要な人的資源の育成、5)天然資源の高付加価値化と自然災害に対するレジリエ

ンスの強化、の5つの重点分野が設定されている。PNDに則ったこれまでの取組の結果、経済、教育、

保健などの分野で緩やかな改善傾向がみられる。一方、依然として人口の77%が国際貧困線（USD1.90/

日）以下の生活を送っており、貧困が大きな社会課題となっている629。 

また、マダガスカルは豊富な天然資源に恵まれている一方で、災害が多く気候変動にも脆弱である。

特に南部では干ばつ、サイクロン、洪水などの自然災害に長年苦しめられており、貧困により保健、

水・衛生施設等の基本的なサービスへのアクセスが制限されていることと相まって、自然災害が深刻

な人道危機に発展している。ここ数年続く南部の干ばつにより、食糧や水の供給などの支援を必要と

している人々は127万人に上っている。その中には妊娠中の女性が40万人以上いるとされ、特に女性

                                                   

625 https://data.worldbank.org/country/MG, 2021 年 2 月 9 日閲覧 
626 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/madagascar/data.html#section1, 2021 年 2 月 9 日閲覧 
627 JICA(2019), マダガスカル共和国 JICA 国別分析ペーパー 
628 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MG, 2021 年 2 月 9 日閲覧 
629 2009 年のクーデター後の暫定政権で首班を務めたラジョエリナ氏が大統領に就任した 2019 年には「マダガスカル
人の誇りと幸福のための連帯に基づく新興国」を目指す新たな国家総合政策（PGE：Politique Générale de 

l’Etat）が策定された。この方針に則り、PND 2019-2023 が策定される予定となっていたが、2020 年 12 月時点で
はまだ発表されていない。 
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や乳幼児が栄養のある食糧や清潔な水を摂取することが難しい状況となっている。OCHAは2020年12

月に緊急アピールを発出し、USD75,900,000の支援を国際社会に求めている630。 

 ジェンダー格差の現状 

マダガスカルでは男性優位的な社会規範が強固に存在しており、しばしば「男性は強い性、女性は

弱い性」と形容される（弱い性は「Fanaka Malemy (Fragile Furniture)」と呼ばれる）631。男性は

「一族の長」として様々な権限や決定権を持つ一方で、結婚した女性は配偶者に従属する立場である

とみなされ、家庭内で家事、育児、介護や家業の手伝いなど主にアンペイド・ワークに従事している

632。このような状況の中で、女性や脆弱層に対する公的な支援が十分に提供されておらず、国際機関

や NGO などによる支援以外ではコミュニティでのつながりが女性にとってほぼ唯一の重要なセーフ

ティネットとなっている633。男性優位的な社会規範の中で、女性は社会的、経済的に弱い立場に置か

れる傾向にあるが、女性がそのようなコミュニティの規範を変えたり伝統的な慣習を破ろうとしたり

するのは容易ではない状態となっている（そのような女性は「Akoho vavy maneno（a hen that 

cackles）」と呼ばれる634）。 

2020 年のジェンダー・ギャップ指数（GGI）では労働力率に大きな違いはなく、推定年収も男性の

方が高いが概ね同様の水準となっている（表 6-1 参照）。しかしながら、同国で働く女性の 73%が農

業に従事しているとされており635、また家事使用人として働く女性も多いなど、インフォーマルセク

ターでの労働が女性にとって中心的であることから、実際には男女の収入格差は大きいとされる636。

特に農村部の女性は機械や資材などの生産手段や融資、マーケットなどへのアクセスが限定的であり、

男性世帯主の世帯の年間農業収入が USD343 であるのに対して、女性が世帯主の世帯では USD195

と非常に少ない637。管理職クラスに登用される女性が少ないこと（表 6-1 参照）にも、労働市場にお

いて女性が不利な立場に置かれていることが表れている。また、国会議員に占める女性の割合はサブ

サハラアフリカの中では比較的高いと言えるが、GGIの参加国平均よりは低く、2019年のUN Women

のデータによると上院の 63 議席中 13 議席、下院の 115 議席中 29 議席であり、世界の 193 カ国中

108 位となっている638。また、地方行政レベルでは意思決定に関わる地位にいる女性は全体のわずか

6％であると報告されている639。 

OECD の SIGI(3.1.1.2 参照)では、家庭内における差別、身体の自己決定(Physical Integrity)の制

限、生産・経済活動へのアクセス、人権の制限の 4 つの分野のうち、家庭内における差別と人権の制

限について大きな懸念があることが示されている。特に世帯内におけるジェンダー平等、離婚、児童

婚、女性の働く権利等に関する法的枠組みが脆弱であることが影響し、ジェンダーに基づく差別の大

きさを表す 5 段階の分類で、2 番目に差別が深刻とされる「High」に分類されている（表 6-2 参照）。 

                                                   

630 OCHA (2020), Madagascar's Grand Sud Flash Appeal at a Glance 
631 USAID (2020), USAID/Madagascar Gender Analysis for the 2020-2025 Country Development Cooperation 

Strategy, P.16 
632 AfDB(2017), Profil Genre Madagascar 
633 Ibid, P.18 
634 http://worldpolicy.org/2016/03/15/gender-equity-in-madagascar/, 2021 年 1 月 11 日閲覧 
635 AfDB(2017), Madagascar Country Strategy Paper, P.10 
636 Ibid 
637 AfDB(2019), Madagascar Country Strategy Paper Annex 5, P.10 
638 UN Women (2019), Women in Politics 
639 Groupe de la Banque Africaine pour le Développement(.2017). Profil Genre Pays République de Madagascar 



 

   188 

 

表 6-1：ジェンダー・ギャップ指数 2020（マダガスカル） 

出所：World Economic Forum(2020), Global Gender Gap Index Report 2020, P.229 より筆者作成 

 

表 6-2：ジェンダー関連指数（マダガスカル） 

 
出所：a UNDP  b UNDP  c OECD 

またマダガスカルは気候変動に対して著しく脆弱であるとされ、ドイツの環境 NGO が公表してい

る 2020 年度の Global Climate Change Risk Index では、気候変動によるリスクの高い国として世界

で 4 位にランキングされている640。特に干ばつや大雨などの異常気象が適切な生活環境や水、食糧の

確保などを困難にしている。女性や女児/少女は災害の被害をより受けやすいとされており、近年は加

速する気候変動による自然災害が女性や女児/少女に大きな負の影響を与えるとして、気候変動対策に

おいてジェンダーの視点を取り入れることの重要さが強調されている。マダガスカルでも土地の生産

性の低下や水源の枯渇などによる経済的な困窮、家庭内の病人の看護や介護の負担の増加など様々な

形で気候変動の影響が女性に対してより顕著に表れている641。また女性の識字率（2018 年で男性

77.3%に対して女性 72.4%）が低く情報が入手しにくいこことや、適切な農業生産技術へのアクセス

が限定的であることなどにより、女性の気候変動への適応がさらに困難な状況となっている。 

                                                   

640 https://www.germanwatch.org/en/17307, 2020 年 1 月 8 日閲覧 
641 AfDB(2019), Madagascar Country Strategy Paper Annex 5, P.11 
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 SGBVの現状 

マダガスカルでは SGBV に係る包括的なデータは収集されていないため、保健関連データや警察の

犯罪統計など、SGBV に関連する複数のデータに基づき SGBV の現状を概観する。 

1) 身体的暴力、性的暴力および IPVの現状 

2018 年に実施された複数指標クラスター調査（Enquête par grappes à indecatuer multiples, 

MICS2018）642によると、15~49 歳までの女性のうち、身体的暴力を受けたことのある女性は 32%に

のぼる643。身体的暴力を経験している女性の割合は地域によって大きな差があり、首都アンタナナリ

ボのあるアナラマンガ県が 43%、南部のアヌシ県が 43%といずれも高く、アヌシ県と隣接しているア

ッチモ・アツィナナナ県が 14%、東部のメラキー県が 14%と低い数値となっている644。都市部と農村

部は 36％と 31%で大きな差はなかったが、現在結婚している女性645は結婚したことのない女性と比

較して身体的暴力を受けた割合が高く、それぞれ 46%と 34%であった。また身体的暴力の加害者とし

ては現在の配偶者・パートナーが 88%となっており、結婚したことがない女性でも現在・過去の交際

相手からの身体的暴力が多いことから(図 6-1 参照)、IPV による被害が多いことが示されている。 

また、性的暴力を受けたことのある 15~49 歳の女性は 14％となっている646。割合には県ごとに大

きな差があり、最も高いのはヴァキナカラチャ県の 23%、最も低いのはアッチモ・アツィナナナ県の

3%であった647。加害者の内訳としては、過去の配偶者・パートナーが多く、結婚したことのない女性

では現在／過去の交際相手が最も高い数値であった（図 6-2 参照）。 

  

図 6-1：女性に対する身体的暴力の加害者の内

訳（マダガスカル） 

図 6-2：女性に対する性的暴力の加害者の内訳

（マダガスカル） 

出所：MICS2018 P. 715 より筆者作成 出所：MICS2018 P. 717 より筆者作成 

                                                   

642 マダガスカルでは 2008~2009 年を最後に DHSが実施されていなかったが、USAIDの The DHS Programme に
よると 2020 年 4~7 月に最新のDHSデータ収集が実施され、現在がデータの整理、分析が行われている。したがっ
てマダガスカルの SGBVに関する基本的なデータとしてはMICS 2018 を参照することとする。 

643 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P.713 
644 Ibid, P.713 
645 MICS 2018 では女性の婚姻状況を「現在結婚している女性」「結婚したことがない女性」「配偶者と死別、離婚し
た女性」の 3 つのカテゴリーに分けており、「現在結婚している女性」は配偶者と死別、離婚した女性を除く既婚女
性を指す。 

646 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P.716 
647 Ibid, P.716 

88%

16%

15%

14%

10%

4%

1%

5%

1%

1%

8%

34%

30%

19%

2%

1%

8%

4%

1%

26%

現在の配偶者・パートナー

過去の配偶者・パートナー

現在の交際相手

過去の交際相手

父親／母親の配偶者

兄弟姉妹

娘・息子

その他の親

教師

雇用主・同僚

その他

結婚したことがある女性 結婚したことがない女性

1%

27%

11%

3%

3%

1%

19%

6%

4%

14%

9%

46%

3%

4%

2%

16%

2%

1%

19%

6%

現在の配偶者・パートナー

過去の配偶者・パートナー

現在／過去の交際相手

父／母の配偶者

兄弟／義兄弟

義父母

友人

家族の友人

雇用主・同僚

他人

その他

結婚したことのある女性 結婚したことのない女性



 

   190 

 

同じくMICS2018によると、何らかの形態のIPVを受けたことのある女性は41%と非常に高い数値

を示している648。アナラマンガ県、ヴァキナカラチャ県、イタシ県、アロチャ・マングル県などの中

部で回答者の50％以上、ソフィア県、ベツィブカ県などの北部でも回答者の50%近い女性がIPVを経

験しており、中部および北部でIPVの被害が深刻であることが確認できる。またMICS 2018において、

回答者の世帯年収を5等分して5つのグループに分ける年間収入五分位階級別（脚注72参照）のデータ

で見ると、世帯年収が上がるにつれてIPVを経験する女性が増えていく傾向にある（図 6-3参照）。世

帯年収が最も低いグループでIPVを経験している女性は36％で、年収が上がるにつれて割合が高くな

り、最も年収の高いグループでは47%であった649。本調査の他の対象国では世帯年収が低い方がIPV

を経験する女性の割合が高いという調査結果もあったが（タンザニア、ルワンダなど）、MICS2018の

データに基づくと、マダガスカルにおけるIPVについては必ずしも貧困が大きな要因の一つであると

は断言できない可能性があることに留意する必要がある。なお、配偶者・パートナーに対して暴力を

ふるった経験のある15~49歳の女性は8%で、こちらも年収が高いほど割合が高くなる傾向にある。 

IPVの割合が高い要因の一つとして、同

国において夫による妻への身体的暴力を許

容する認識が男女ともに強いことが挙げら

れる。このような認識に関する調査項目で

は、夫が妻を殴打することが正当化される

ケースがあると考える女性は41％、男性は

29％といずれも高い数値となっている。他

の調査対象国と同じく男性よりも女性の方

が高い割合で肯定する回答が多く、女性は

「子どもへのネグレクト」、男性は「配偶者・

パートナーと口論する」が最も多い回答で

あった（図 6-4参照）。また、女性の間では

年齢による認識の差はほとんどなかった

が、男性は低い年齢層ほど妻を殴打するこ

とが正当化されうると回答した割合が高か

った（最も高い20‐24歳は31%、最も低い

45‐49歳および40‐44歳は25%）650。また、

女性では教育を受けていない女性が19%と

最も低く、初等教育を終えた女性で23％、

中等教育以上を受けた女性で21％となっ

ており、教育を受けた女性の方が妻を殴打

することが正当化されうると回答する傾向

にある（男性では中等教育を受けた人が最

も低い数値であった）651。世帯年収別のデ

ータでは、男女いずれも最も世帯年収の低

                                                   

648 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P.716 
649 Ibid, P.723 
650 Ibid, P.597 
651 Ibid, P.595 

 

図 6-3：年間収入五分位階級別にみた IPV を経験し

た女性の割合(％、マダガスカル) 

出所：MICS2018 P. 724 より筆者作成 

  

図 6-4：夫が妻を殴打することが正当化されると考え

るケース（男女別、マダガスカル） 

出所：MICS2018 P. 594-597 より筆者作成 
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いグループと最も世帯年数が高いグループでIPVを受容する人の割合が低く、中間層で高いという結

果であった652。就学年齢の短さや世帯年収の低さなど、IPVの発生率や受容度合いに影響すると指摘

されることのある項目653が、マダガスカルでは必ずしも影響を高める主要な要素となっていない点に

留意する必要がある。 

2) SGBV事案の発生件数 

オンラインインタビューを実施した Ministère de la Sécurité Publique（警察を所管している省庁）

から入手した犯罪統計に基づいて、SGBV の発生件数等を確認する（2020 年分は 1～10 月までのデ

ータとなっている）。2019 年および 2020 年に警察が対応した SGBV 事案の中で最も多かったのは

DV であり、通報された DV 事案のうち対応された件数（捜査および検察への送致）は、2019 年は 5

割ほどだが、2020 年は 7 割近くとなっている（図 6-5、図 6-6 参照）。次に件数が多いのはレイプで、

2019 年が 6 割、2020 年が 7 割ほどの対応率となっている。 

警察では 2017 年にUNFPA のサポートを受けて、後述する女性対応部隊（BFP：Brigade Féminine 

de Proximité、6.1.2.3 参照）を設立し、SGBV への対応能力の向上に努めている。通報を受けても対

応していないケースがあるのは、交通手段等がなく現場に駆け付けることができなかったり、捜査を

開始する根拠を十分に把握することができなかったりしたことが原因となっている。一方で、DV な

どでは通報があって駆け付けても、現場に到着したらすでに解決していたと当事者から言われたため

対応を開始しなかったケースも一定程度あった654。しかしながらマダガスカルでは、暴力を受けた女

性の 73％以上が支援を求めようとしたことがなく、暴力行為を誰かに相談しようとすらしていないと

いう調査結果もある655。 

 

 

図 6-5：2019 年(1～12 月)の警察による SGBV

事案の受付・対応件数（マダガスカル） 

図 6-6：2020 年(1～10 月)の警察による SGBV

事案の受付・対応件数（マダガスカル） 

出所：Ministère de la Sécurité Publique から共有され
たデータに基づき筆者作成 

出所：Ministère de la Sécurité Publique から共有され
たデータに基づき筆者作成 

 

                                                   

652 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P. 595, 597 
653 下記資料参照。 

Zohre Ahmadabadi et al (2017), Imcome, Gender, and Froms of Intimate Partner Violence 

Abigail Weitzman(2018), Does increasing women's education reduce their risk of intimate partner violence? 

evidence from an education policy reform: compulsory schooling and intimate partner violence 
654 Ministère de la Sécurité Publique へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 20 日）。  
655 Ministere De La Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (2020), Perception des 

Femmes sur les Impacts de la Pandemie de COVID-19 et les Violences Basees sur le Genre a Madagascar, P.8 
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また、マダガスカルは人身取引の送り出し国であり、女性や子どもが中東やアジアなどの国々への

人身取引の犠牲となっている。また主に農村部と沿岸地域、および都市部の貧困家庭からの子どもが、

家事労働、鉱業、漁業、農業、観光業における強制労働や性的搾取を目的とした人身取引の被害を受けて

いる。これらは人身取引防止法によって禁止されているが、図 6-5 が示す通り 2019 年に警察が対応

した人身取引の件数は 1 件、2020 年のデータには人身取引の項目がなかった。政府は人身取引に関

する警察官への研修や保護された子どものための支援施設の設置、啓発キャンペーンの実施などを行

っているが、業者の摘発や司法手続きが十分に行われておらず、違法な人身取引業者への処罰がほと

んど実施されていない656。対応する省庁間での協力体制の確立や共通したプロトコルの作成、データ

収集システムの確立など、ステークホルダー間の調整と協力、法執行体制の強化が必要とされている。 

3) 子どもに対する暴力および児童労働の現状 

マダガスカルでは、配偶者やパートナーによ

る暴力のほかに、子どもに対する性的暴力、性

的搾取が深刻であるとされる。2016 年に人口・

社会保護・女性振興省（MPPSPF：Ministere 

De La Population, de la Protection Sociale et 

de la Promotion de la Femme）がUNICEF と

協力して実施した調査「Étude sur les violence 

envers les enfants á Madagascar」によって、

身体的暴力、性的虐待、レイプなど、様々な形態

の子どもに対する暴力が、家庭、学校、コミュニ

ティ、児童労働の現場など、あらゆる環境で発生していることが明らかにされた657。また司法制度への信

頼の欠如、不安定な経済状況、地域社会における社会的不和を避けたいという認識、加害者や関係者から

の脅迫などのため、子どもに対する暴力や虐待が報告されることはほとんどないことも確認されている658。 

家庭内では男性親族（叔父、祖父、従兄弟など）による 0~14 歳の女児/少女への性的暴力がもっと

も多く（0~14 歳で性的虐待を経験した男児は少なかった。図 6-7 参照。）659、またしつけと称する身

体的暴力やネグレクトなどの心理的暴力も頻発し、これらも男児より女児に対して向けられることが

多い状況である660。親が離婚し別の配偶者と結婚している場合、子どもに向けられる暴力のリスクは

より高くなる（図 6-1 でも示されている通り、MICS 2018 では結婚していない女性への身体的暴力

の加害者の 20%近くが父親／母親の配偶者であった）。学校における子どもに対する暴力も蔓延して

おり、同調査における学校関係者への聞き取りでは、258 件の暴力のうち、53％が身体的な暴力（体

罰を含む）、32％が心理的暴力、16％が性的暴力であった661。また 15~19 歳の少女の 14%が学校で性

的暴力を受けたと回答している662。学校が暴力から子どもたちを守る役割がある一方で、子どもたち

にとっては暴力を向けられる対象となってしまうリスクが高いことが示されている。 

                                                   

656 US Department of State (2020), 2020 Trafficking in Persons Report Madagascar 
657 MPPSPF (2016), Rapport Étude sur les violence envers les enfants á Madagascar, P.7-12 
658 Ibid 
659 Ibid 
660 Ibid 
661 Ibid 
662 Ibid 

 

 

 

 

 

図 6-7：子どもに対する暴力の内訳

（性別、年齢別、マダガスカル） 
 
出所：UNCEF(2017), Bulletin d’Information sur la Violence 

et les Blessures des Enfants à Madagascarより筆者作成 
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またマダガスカルでは世帯内の不安定な経済状況から、家庭における食糧、水、教育などの基本的

なニーズを満たすために働くことを余儀なくされる子どもが多く、5 歳から 17 歳までの子どものう

ち 28％以上（200 万人）が何らかの労働に従事していると推定されている663。農業と漁業に従事して

いる子どもが中心だが、女児/少女は農村部から都市部に出て（または売られて）家事使用人として働

くことも多く、雇用主やその家族から性的暴力の被害を受ける事例もある664。またマダガスカルは観

光地としても人気であることから「児童買春ツアー」の目的地ともなっており、18 歳未満の児童が観

光業者を通して観光客から性的搾取を受けることも少なくない665。 

性的暴力を含む SGBV の被害を受けた際に相談する相手として、最も多い回答は母親、その次が父

親、友達となり、警察やソーシャルワーカーなど、本来通報を受けて適切な対応を行うべき役割を担

う公的機関や団体はほとんど相談先として認識されていなかった666。 

4) 児童婚と若年妊娠の現状 

マダガスカルでは 2007 年に婚姻法を改正し、女性 14 歳、男性 17 歳であった法定婚姻年齢を男女

ともに 18 歳に引き上げた。しかし同法では「重大な理由」により親の請求と同意があった場合、裁判

所が許可すれば 18 歳未満でも結婚できるとされている（「重大な理由」が何を指すのかは特定されて

いない）。法定婚姻年齢の遵守を推進するため、同法ではすべての結婚について婚姻届の提出をもって

行政に婚姻を登録することを義務付けている。しかしながら、依然として婚姻届を提出していないケ

ースは多い。 

MICS 2018によると、20~49歳の回答者のうち、18歳未満で結婚した女性は37%、15歳未満で結婚

した女性は12%と高い割合になっている667。また、都市部と農村部の差が大きく、地域による違いも

顕著である。農村部（40%）では都市部（27％）に比べて数値が高い668。地域別にみると南部、東部

に児童婚が多い地域があり、アッチモ・アツィナナナ県（59%）、アッチモ・アンドレファナ県（58%）、

アンドロィ県（55%）などは6割近い数値となって

いる。一方、首都アンタナナリボの位置するアナ

ラマンガ県は最も低い18%であった669。 

女性の就学年数が長いほど児童婚の割合は低

くなり、また年間収入五分位階級では最も世帯年

収の少ないグループが最も多い 49%となってい

ることから、就学年数や世帯の経済状況が児童婚

に大きく影響していることが示唆されている（図 

6-8 参照）。また 20~24 歳の女性では 18 歳未満結

婚率は 40%となっており、20~49 歳の女性全体

の数値（37%）より高くなっている670。世帯年収

                                                   

663 Ibid. 労働法では、15 歳以上の子どもが軽易な作業（自分の力を超えない仕事、健康、身体的、精神的、精神的、
道徳的、社会的な発達に害を及ぼす可能性のない仕事など）に従事することは認められている。 

664 US Department of State (2019), 2019 Country Reports on Human Rights Practices： Madagascar 
665 Ibid 
666 MPPSPF (2016), Rapport Étude sur les violence envers les enfants á Madagascar 
667 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P.542 
668 Ibid 
669 Ibid 
670 Ibid. P. 545 

 

 

 

 

 

図 6-8：20~49 歳、20~24 歳のうち、18 歳

未満で結婚している女性（年間収入五分位

階級別、%、マダガスカル） 
 

出所：MICS 2018 P. 545 より筆者作成 
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別で見ても、この年代の 18 歳未満結婚率は貧困層で顕著に高い数値となっていることから、

MICS2018 の結果のみで断定することはできないが、何らかの経済的な要因から若い世代では児童婚

の割合が増えていることが推測される（図 6-8 参照）。なお、20~49 歳の男性の 12%が 18 歳未満で

結婚しており、女児/少女の児童婚が多いのとほぼ同じ地域で男児の児童婚も広く行われている671。 

MICS 2018 実施前 3 年間の平均Adolescent Fertility Rate （15－19 歳の女性 1,000 人当たりの出

生数）は 151 であり、また 20~24 歳の女性のうち 18 歳未満で出産を経験した女性は 30%となってい

ることから、同国では若年妊娠も多いことが示されている672。Adolescent Fertility Rate は児童婚の

割合と連動しており、アンドロィ県、アッチモ・アンドレファナ県、メラキー県では 200 を超える高

い数値となっている673（世界銀行による調査では2018年のサブサハラアフリカ地域の平均は110674）。

避妊に関しては、結婚していない性的に活発な 15~49 歳の女性（調査実施前 30 日間に性交渉を行っ

たことのある女性）のうち、何らかの近代的な手法の避妊方法を利用している女性は 41%だが、15~17

歳では最も低い 35%であり、若年層では十分な避妊手段を講じない割合が高い傾向となっている（都

市部と農村部では農村部の方が避妊をしている独身女性の割合は高かった）675。少女が妊娠した場合、

ほとんどのケースでは家族間の協議などが行われた結果、結婚することが決められる676。少女がレイ

プ被害を受け妊娠した場合でも、被害者家族と加害者の間で話し合いが行われ、被害者家族の「名誉

を晴らす」ことを目的として少女が加害者と結婚することは少なくなく、多くの場合、児童婚や若年

妊娠はコミュニティ内では子どもへの虐待や暴力とはみなされていない677。また 15 歳前後という若

年での妊娠・出産では、骨格が十分に育っていないため、子宮への圧迫によって産科フィスチュラ678

などの重大な症状を抱えるリスクが高い679。 

前述の婚姻法改正以降、政府は 2015 年のAU による「アフリカにおける児童婚撲滅キャンペーン」

に参加したり、児童婚撲滅のための国家戦略の立案をしたりするなどして児童婚対策に取り組んでき

た。しかしながら、上記のデータが示すように、児童婚は依然として広く行われており、特に農村部

や南部、東部では高い数値を示している。一部の地域では強制結婚が行われており、親が 10 歳未満

の女児に結婚を強要しているという報告もある680。北西部では婚資の風習が残る部族があり、男性側

から女性側の親族へ金銭や家畜などが支払われることが、経済的な理由からの児童婚を助長している

という指摘もある681。また一部の地域では、15 歳前後の男児に対する児童婚や強制婚が行われている

という報告もある682。経済的な理由や伝統的な慣習に加えて、法律そのものが十分に周知されていな

いことや、思春期の男女が適切な SRHR 情報へのアクセスを持たないことなど、多くの要因から若年

                                                   

671 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P.546 
672 Ibid, P.542 
673 Ibid, P.149 
674 https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?locations=ZG&most_recent_value_desc=false, 2020 年 12

月 14 日閲覧 
675 Institut National de la Statistique(2019), Enquête par grappes à indecatuer multiples, P.158, 159 
676 MPPSPF (2016), Rapport Étude sur les violence envers les enfants á Madagascar 
677 Ibid 
678 マダガスカルでは毎年 4,000 人の女性がフィスチュラを患い、その大半が 15 歳から 19 歳までの女性であるとされ
ている。National Institute of Statistics(2013), Enquête Nationale Sur le Suivi des Objectifs du Millènaire pour 

le Dèveloppement Â Madagascar (ENSOMD) 2012-2013 
679 https://www.unfpa.org/news/malagasy-women-wounded-child-marriage-and-its-aftermath, 2021年1月10日閲覧 
680 US Department of State (2017) 2016 Country Reports on Human Rights Practices： Madagascar 
681 CEDAW (2015), Concluding observations on the combined initial to fifth periodic reports of Madagascar 
682 Madagascar Coalition of Civil Society Organizations (2015) Shadow Report on Madagascar 
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妊娠および児童婚が広く一般的に行われており、法的枠組み、コミュニティや学校等における予防・

啓発、被害者の保護など様々な面での継続した取組が必要とされている。 

6.1.2. SGBVに関連する法律および政策 

 法的枠組み 

1) 憲法 

マダガスカルの現行憲法は 2010 年 12 月 11 日に行われた国民投票によって制定された。憲法では

ジェンダーに基づく差別をはじめ、社会的地位、出自、宗教的信条などに基づいたあらゆる差別を禁

止している。憲法におけるジェンダー平等に関連する項目は以下の通りである。 

表 6-3：マダガスカルの憲法におけるジェンダー平等に関連する項目一覧 

条項 内容 

前文 マダガスカル社会がその独創性、信頼性、特色を回復し、地域、出身、民族、宗教、政治的意見、または

性別を区別せずに「一緒に暮らす」ことを可能にする生活の枠組みを確立する。以下を尊重する。 

 人間の権利の国際憲章。 

 子どもの権利、女性の権利、環境保護、社会的、経済的、政治的、市民的、文化的権利に関する条約。 

すべてのマダガスカル人の人格とアイデンティティの発展が、持続的かつ完全な発展のために不可欠な要

素であることを考慮し、次の条件が満たされなければならない。 

 平和の保全、連帯の実践、バランスのとれた発展に係る政策実施における国民の団結を維持する義務 

 基本的自由と権利の尊重と保護 

 独立した司法の管理の下で、統治する者と統治される者が同一の法人規範に服する法治国家の確立 

 あらゆる形態の不正、汚職、不平等、差別の排除 

 人間の発展に必要な天然資源の合理的かつ公平な管理 

 行政の透明性の担保と説明責任による、公務の遂行における良好なガバナンス 

 民主的な手続きを通じて行使される権力の分離と均衡 

 自治体に権限と予算の最大の自治権を与えることによる効果的な地方分権の実施 

 人間の安全保障 

第5条 公民権および政治的権利の行使を享受している男女のすべての国民は、法律で定められた条件の範囲内で

選挙人である。 

第6条 すべての個人は法の下に平等であり、性別、教育、財産、出身、宗教的信念または意見に基づく差別なし

に、法によって保護されている同じ基本的な自由を享受している。法律は、公的雇用および政治的、経済

的、社会的生活の領域における機能への女性と男性の平等なアクセスと参加を保障している。 

第8条 すべての人の生命に対する権利は、法律によって保護されている。何人も、生命を恣意的に奪われてはな

らない。 

第15条 全ての市民は法律における条件のもと、憲法で定められた選挙の候補になる権利を有する。 

第17条 国家は、個人の完全性と尊厳、および完全な身体的、知的、道徳的発達を保証する権利の行使を保護およ

び保証する。 

第20条 家族は、社会の自然で根源的な要素であり、国家によって保護されている。すべての個人は、家族を構成

し、相続によって個人資産を継承する権利を有している。 

第21条 国家は法律と適切な社会制度を通じて家族の自由な発展と母子の保護を保証する。 

第23条 すべての子どもは、選択の自由を尊重した上で、保護者の責任の下で教育を受ける権利を有する。国は、

専門的な訓練を発展させるために自ら関与している。 

第24条 国は公教育を組織し、無償で誰もが利用できるようにする。初等教育はすべての人の義務である。 

第28条 何人も、性別、年齢、宗教、意見、出自、労働組合に所属していること、政治的信念を理由に、仕事や雇

用において偏見を持ってはならない。 

UN Women Global Gender Equality Constitutional Database より筆者作成 
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2) 国際条約および地域条約 

マダガスカルは国連、AU、SADC の加盟国として人権に関する様々な国際条約に批准している。

批准している国際条約・地域条約、および遵守している国際的な開発枠組みは以下の通りである。 

図 6-9：マダガスカルが批准している SGBV に関連する国際条約および地域条約 

名称（()内は採択年） 批准年 

国際条約（UN） 

市民的および政治的権利に関する国際規約(1966) 1971 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966) 1971 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW) (1979) 1989 

子どもの権利条約(1989) 1991 

北京宣言及び行動綱領(1995) 1995 

国連安保理決議 1325 号(2000) 2000 

国際組織犯罪防止条約人身取引議定書（2000） 2005 

児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000) 2004 

武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書 (2000) 2004 

地域条約（AU、SADC 等） 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(1981) 1992 

子どもの権利と福祉に関するアフリカ憲章(1990) 2005 

アフリカにおけるジェンダー平等の厳粛な宣言(2004) 2004 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカにおける女性の権利に関する議

定書(マプト議定書)(2003) 

2004 署名、未批准 

若者に関するアフリカ憲章(2006) 2014 署名、未批准 

SADC Protocol on Gender and Development 2008 

出所：国連人権高等弁務官事務所ウェブサイト等より筆者作成 

マプト議定書は 2020 年 12 月時点で、AU 加盟 55 カ国のうち未署名が 2 カ国、署名済み・未批准

が 11 カ国となっており683、マダガスカルは署名済み・未批准の国の一つである。批准できない要因

は、マプト議定書第 14 条が性的暴力、レイプ、近親相姦の場合や、妊娠の継続が母体の精神的・肉体

的健康や母体・胎児の生命を危険にさらす場合の薬による中絶を求めているのに対して、マダガスカ

ルの刑法では中絶が禁止されており、国内法と矛盾していることである。刑法ではいかなる中絶も認

めておらず、たとえ母体や胎児に危険があるという理由による治療的中絶であっても認められない（最

高刑は死刑）。MPPSPF へのインタビューによると、これまで何度も治療的中絶の容認に係る法案を

国会に提出してきたが、すべて否決されてきた684。2017 年に家族計画法の改訂があり、その際に保健

省が治療的中絶とレイプによる妊娠における中絶の容認を盛り込もうと試み下院では承認されたが、

上院で中絶に係る条項が削除されたうえで法案が可決された。MPPSPF の説明によると、中絶が認め

られない一番の理由は宗教であり、キリスト教、特にカトリック（マダガスカルでは国民の約 34％が

カトリックである）では一切の中絶を認めないため、中絶を容認する法案は長年受け入れられてこな

かった。もし政府が中絶を認めると宗教団体からの強い反発を受けることが予想されるため改正は容

易ではないという状況となっており、治療的中絶、選択的中絶のいずれにおいても違法で安全でない

中絶が広く行われている。多くの女性が中絶を行っているが、違法であるため中絶の事実は秘匿され

ており、正確な実施件数は関係省庁も把握していない。MPPSPF では違法な中絶が行われることが、

妊産婦の死亡にもつながっていると認識している。（マダガスカルの妊産婦死亡率は 10 万人あたり

                                                   

683 https://www.maputoprotocol.up.ac.za/, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
684 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
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335（2017 年)685で、サブサハラアフリカの平均値 534 と比較すると低いが、依然として高い数値と

なっている）。 

3) 国内法 

マダガスカルにおける SGBV の予防と対応に係る法律は以下の通りである。 

表 6-4：マダガスカルにおける SGBV に関連する法律一覧 

名称 内容 

刑法（2000 年）  他人への身体的暴力を禁止する。 

 暴力、強要、脅迫、脅迫、奇襲によって他人に性的に侵入する行為は、強姦罪である。

強姦は、15 歳未満の児童、または明らかに妊娠しているか、加害者が知っている女性に

対して行われた場合、重労働で罰せられる。その他の場合、強姦または強姦未遂は 5 年

以上 10 年以下の懲役に処する。15 歳未満の児童または妊娠が明らかまたは判明してい

る状態の女性に対して、わいせつな暴行を加えたり、暴力をふるったりした者は、重労

働に処する。 

 奉仕または職務の範囲内での行為を、性的な性質の好意を得ることを条件にした者、ま

たは自己または他人のために仕事、昇進、報酬、勲章、あらゆる種類の利益または有利

な決定を得る前に、同じ性質の好意を要求した者は、1 年以上 3 年以下の懲役および 50

万から 200 万ルワンダ・フラン（Rwf）以下の罰金に処する。 

 故意に配偶者を傷つけたり、殴ったりした者は、傷害又は殴打が第 309 条に規定する疾

病又は業務上の身体の障害を生じさせなかった場合には、2 年以上 5 年以下の懲役、20

日以上の業務不能、計画的な犯行、待ち伏せなどがあった場合は、一定期間の重労働を

課す。 

 妊娠している女性または妊娠していると推定される女性の中絶を、調達した（未遂含む）

者は、1 年以上 5 年以下の懲役および 9 万から 180 万 Rwf の罰金に処する。常習的に

行っていることが立証された場合には、5 年以上 10 年以下の懲役及び 90 万以上 360 万

Rwf 以下の罰金を科す。自分自身のために中絶を調達する（未遂含む）、提示された手

段を使用することに同意した女性は、6 ヶ月以上 2 年以下の懲役および 18,000～

360,000Rwfの罰金に処する 

労働法（2003 年, Loi N° 

2003 -044 

Portant Code du 

Travail） 

 同じ職業資格、同じ仕事、同じ生産性で、出身、性別、年齢、地位に関係なく、すべて

の労働者の給与は同じである。 

 女性の雇用を拒否したり、試用期間中に雇用契約を解除したり、転勤を宣告したりする

場合に、妊娠を理由としてはならない。 

 使用者は、女性従業員が妊娠していることが判明した場合には、当該女性従業員の雇用

契約を解除することができない。 

 女性や子どもは、1 日の休息時間を連続 12 時間とする。 

 夜間労働、特に工場、製造業、鉱山、採石場、建築現場、作業場において、公共・民間、

世俗・宗教を問わず、女性を雇用することは、たとえそのような施設が職業的・慈善的

性質を持つものであっても禁止されている。ただし、女性の夜間労働は、雇用主の要請

があり、管轄の労働調査官が雇用条件を調査した上で、特定の事業所では労働担当大臣

が許可することができる。 

児童労働に係る政令

（2007 年） 

Décret N° 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants 

 買売春、ポルノ制作、商業的な性的搾取を目的とした児童の募集、使用、提供、雇用は

禁止する。 

                                                   

685 https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT?end=2017&locations=MG&start=2000, 2021 年 1 月 10 日
閲覧 
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婚姻法（2007 年） 

Loi N° 2007-022 du 20 

août 2007 

relative au mariage et 

aux régimes 

matrimoniaux 

 法定婚姻年齢を男女ともに 18 歳とする。ただし、その年齢に達する前に、重大な理由

がある場合には、第一審裁判所の裁判長は、親または保護者の要求があり、彼らの明示

的な同意と子どもの同意を得て、結婚を許可することができる。 

 重大な事由がある場合には、妻は、慣習に定められた様式及び条件により、一時的に婚

姻家庭を離れることができる（通称「ミシンタカ」）。ミシンタカの行使は夫が婚姻に

よって生じた義務を著しく怠った場合に認められる。 

 夫は一家の長である。 

 配偶者の一方が婚姻によって生じた配偶者の義務を著しく怠った場合、共同生活の維持

が耐え難いものとなった場合は、他方の配偶者は、離婚を申し立てることができる 

反人身取引法(2014 年) 

Loi n° 2014-40 du 20 

janvier 2015 sur la lutte 

contre la traite des êtres 

humains 

 強要、拉致、詐欺、欺瞞、権力の濫用、弱者の立場を利用して、人を勧誘、輸送、移送、

収容または接待すること。売春や家事労働を搾取する目的で金銭や利益の提供や受領を

行った場合は、2 年以上 5 年以下の懲役および罰金に処する。 

 暴力、自由の剥奪、圧力、脅迫等によって結婚を強要することは、6 ヶ月以上 2 年以下

の懲役および／50 万～200 万アリアリ（MGA）以下の罰金。 

GBV 法（2019 年） 

Loi n°2019-008 

relative à la lutte contre 

les Violences Basées 

sur le Genre 

以下の行為について、懲役および罰金を定めている。 

 ジェンダー暴力の被害者、その家族、目撃者、告発者に対して、責任の遂行や刑事訴追

を妨害する目的で、脅迫、報復または報復を行う行為 

 慣習や伝統に基づいて、子どもや女性の身体的完全性を侵害する行為 

 暴力、強要、脅迫などの方法で、配偶者に性的に侵入する行為 

 暴力、強要または脅迫による他人に対する不自然な性行為 

 言葉、ジェスチャー、書き込み、メッセージ、等の方法で脅迫して性的なものを含む行

為を強要する行為 

 被害者の心理的、精神的又は身体的健康を害するような行為及び／又は発言 

 性差別的な意味合いを持つ発言や行為 

 配偶者／婚姻関係にある者から財源を得る権利を奪う、または制限する行為 

出所：法律文書等から筆者作成 

マダガスカルの GBV 法は 2019 年 12 月に国会に提出され、2020 年 1 月 16 日に公布された。これ

まで刑法でレイプや配偶者への身体的暴力が犯罪とされてきたが、GBV 法では第 1 章で GBV が性的

暴力、身体的暴力、有害な慣習、セクシュアル・ハラスメントだけでなく、これまで犯罪であると明

記されていなかった婚姻間レイプ、心理的暴力、経済的暴力などを含むあらゆる形態の暴力であるこ

とを定義し、第 2章で懲役刑と罰金刑を定めている。第 3章では被害者の保護とケアについて規定し、

国が被害者への医療支援、心理社会的サポート、司法支援を提供すること、被害者は匿名で司法手続

きを受けられること、被害者は裁判所に出廷しなくても裁判を受けられることなど、被害者中心アプ

ローチに沿った内容となっている。MPPSPF によると、法律を執行するためには、どのように法律を

実施するかを明確にした政令（Decree）の発布が必要となり、インタビューを実施した 2020 年 11 月

時点ではまだ政令を作成するためのコンサルタントを選定中であり、遅くとも 2021 年 1 月には政令

のドラフト作成を終えたいとしていた686。GBV 法が成立してから、新聞などのメディアでは性的暴

力や DV などについての記事がいくつか掲載され SGBV を告発する機運が高まったが、まだ新しい

法律であり一般的には十分に知られていないため、今後啓発活動やキャンペーン等を通して法律の内

容について広く周知を図っていく必要がある。 

一方で、離婚する際や DV 被害に遭った際には、女性の権利に関する国内法の周知不足、法執行者

や伝統的リーダーの不平等なジェンダー観、司法制度への信頼の欠如、農村地域における裁判所への

                                                   

686 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。2022 年 1 月時点でもDecree はまだ承認されて
いない。 
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アクセスの欠如、被害者が負担する弁護士費用および診断書の費用など、女性が司法にアクセスする

ための多くの障壁が依然として存在している687。例えば都市部以外では現在も地域の慣習的な規程が

適用されることがあり、婚姻法では男女いずれからも離婚を申し立てることができることとなってい

るにもかかわらず、農村部では慣習的に男性からの一方的な離婚や親権の占有が行われたり688、児童

婚によってフィスチュラを患った女性が同意なく配偶者から離婚されたりすることもある。また婚姻

法では、配偶者が婚姻によって生じた義務を履行しなかった場合、女性が離婚せずび一定期間家を出

ることができる「ミシンタカ」という慣習が認められている。これにより女性は暴力から逃げること

ができる反面、家を出た女性が配偶者からの暴力について通報したり司法制度に則って加害者を訴追

したりすることがほとんどないため、適切な被害者の保護、加害者の処罰を妨げているという指摘も

ある689。法律の周知とともに、司法機関への通報を増やし、司法制度を確実に適用していく体制を強

化していくことが、今後の大きな課題となっている。また、警察や司法など法執行に関連する機関は、

この法律の執行に向けて新しく手順や規則等を見直さなければならないが、これらの手続きはまだ始

まっていない690。 

 SGBVの撤廃に向けた政策および政策実施体制 

1) SGBVの撤廃に向けた政策 

マダガスカルでは国家開発政策である PND2015-2019 に「司法と治安の強化と、尊厳と人権の尊

重」の項目で目標の一つに「あらゆる種類の人身取引や虐待との闘いを強化する」を掲げている。SGBV

については現在策定されている関連政策やガイドラインをまとめると以下の通りである。 

表 6-5：マダガスカルにおける SGBV に関連する政策・基準一覧 

名称 内容 

ジェンダーと開発国家計画(2004

年、PANAGED : Plan d’Action 

National Genre et 

Développement ) 

発行機関：MPPSPF 

5 年間（2004~2008 年）で実施されるジェンダー政策に係る国家計画。SGBV

については以下の 3 点を重点課題としていた。 

 暴力の被害者への支援 

 暴力の加害者への制裁強化 

 暴力との闘いのための社会的ダイナミズムの創造 

性的暴力の被害者の医療ケアの実践

ガイド（2012 年、Guide Pratique 

de la Prise en Charge Medicale 

des Victimes de Violence 

Sexuelle） 発行機関：保健省 

医療機関における性的暴力の被害者への標準的な対応手順を記載したガイド

ライン。医療機関の規模に合わせて具体的な対応手順を規定している。作成

に際しては JICAからも技術アドバイスを提供した。MPPSPF へのインタビ

ューによると、現在も医療現場で標準ガイドラインとして使われている。 

性的暴力の被害者に対する医療ケア

に関する研修カリキュラム（2014

年、Curriculum de Formation sur 

la Prise en Charge Medicale des 

Victimes de Violences Sexuelles） 

発行機関：保健省 

医療機関で性的暴力の被害者に対応する際の方法等について記載した研修カ

リキュラム。医師だけでなく、医療機関で働くサービスプロバイダーすべて

（公立、私立含む）を対象にしている。モジュールは以下の通りである。 

 Module A: General information on sexual violence 

 Module B: Promotion of the fight against sexual violence 

 Module C: Medical Care for Victims of Sexual Violence 

 Module D: Rights and Legislation 

 Module E: Information system 

                                                   

687 CEDAW(2015), Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Madagascar, 

P.3-4 
688 OECD (2019), SIGI Country Profile 2019: Madagascar, P.3 
689 Ibid、P.4 
690 Ministère de la Sécurité Publique へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 20 日）。 
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名称 内容 

思春期のリプロダクティブヘルスの

ための国家戦略 2016-2020（Plan 

Stratégique National en Santé de 

Reproduction des Adolescents） 

発行機関：保健省 

若年妊娠や乳幼児、妊産婦死亡に対応するため、思春期と若年層を対象とし

て以下の戦略を実施する。 

 特に 10 歳から 24 歳までの青年および若年者の間で妊産婦および乳児

の死亡率を減少させる。 

 思春期の男女のための SRH に係る活動を発展させるため政治的、法的、

制度的、社会文化的な環境を改善する。 

 思春期、若年層向けの SRH に関する保健プログラムの実施、および対

象となる思春期および若年層、コミュニティのアクター、リーダーなど

のステークホルダーの知識とスキルを強化する。 

 思春期の男女のための SRH への介入を監視・評価する。 

児童婚撲滅のための国家戦略 2018-

2022 

（SNLME : Stratégie Nationale de 

Lutte Contre le. Mariage 

d'Enfants） 

発行機関：MPPSPF 

児童婚撲滅のため、以下の 4 つの戦略を設定し、2022 年までに児童婚の実施

率を 21.2%まで減少させることを目指している。 

 児童労働や結婚を予防し、そのような慣行から子どもを守るために、地

方自治体、地域社会、家族のコミットメントを高めること。 

 子どもたちが児童婚や若年妊娠から身を守る能力を高めること。 

 妊婦した女児/少女のケアを含め、児童婚や若年妊娠から子どもを守る

ための政策実施機関の能力とコミットメントを高めること。 

 児童婚を予防する活動を調整すること。 

GBV 国家戦略 2017-2021

（Stratégie Nationale de lutte 

contre les Violences Basées sur le 

Genre） 

発行機関：MPPSPF 

SGBVを減少させるため、以下の 5 点の優先分野を定めている。 

1) 暴力行為の防止 

2) 法的・医療的・社会的対応 

3) SGBV被害者の社会経済的再統合と加害者への心理社会的支援 

4) 調整・モニタリング・評価 

5) 上記 4 点を補完する関連活動 

出所：各種政策文書から筆者作成 

マダガスカルにおける SGBV の具体的な政策は GBV 国家戦略 2017‐2021 に記載されている。

SGBV を減少させるために 5 つの優先分野を設定し、それぞれに 3~6 点の戦略目標を作成し、さらに

各戦略目標に 2~3 の具体的戦略を設け、SGBV の予防、被害者の保護、社会復帰支援だけでなく、加

害者への心理社会的支援や調整、モニタリング、データ収集等について規定している（表 6-6 参照）。 

表 6-6：GBV 国家戦略（マダガスカル）における優先分野と戦略目標 

出所：Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre より筆者作成 
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GBV 国家戦略 2017-2021 は 2021 年で実施期限を迎えるが、MPPSPF へのインタビューによると

2020 年 11 月時点ではまだ改訂についての具体的な議論は始まっていない。改訂よりも先に、5 年間

の成果についてのレビューを実施しなければならないが、レビューについても具体的な検討は始まっ

ておらず、GBV 国家戦略よりも前に、すでに 2008 年に実施期限を終えた「ジェンダーと開発国家計

画」の改訂に取り組む予定となっている691。また、UNSCR1325NAP は UNDP および UNFPA のサ

ポートを受けて現在作成中となっている。2020 年 11 月時点ですでにドラフトは完成しており、関係

省庁によるレビューの段階となっている。MPPSPF および UNFPA によると 2020 年内に内閣に提

出し、内閣、大統領の承認を得る予定であるとの回答であった692。 

2) 政策実施体制 

マダガスカルにおいてジェンダー主流化、ジェンダー平等を推進する人口・社会保護・女性振興省

（MPPSPF：Ministere De La Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme）

は女性の地位向上に責任を持つ政府機関で、政策・戦略の策定・実施、調整、モニタリング、技術ア

ドバイスの提供等を行っている。MPPSPF では事務次官の下に、人口、社会保護、女性振興の部局が

それぞれ設置されており、SGBV は女性振興局（Direction de la Promotion de la Femme）の担当事

項である。SGBV に関連する女性振興局の役割は以下の通りである693。 

 法律、政策の立案 

GBV 法や SGBV 国家戦略など、SGBV に関連する法律や政策の立案、整備を行っており、主に

UNFPA からの技術的サポートを受けている。また、国家戦略に沿った政策実施のための資金調

達を行う責任も有している。 

 SGBV に関連する定期的な研修 

SGBV 法の成立に合わせて研修内容を更新し、SGBV 事案への対応方法、被害者への対応方法、

リファーラル体制など様々な内容についての研修を実施している。また、SGBV に関連して関係

各省では個々の手順書やプロトコルがあるため、包括的な対応を行うにあたり、それらを標準化

しようと試みている。現在は全 6 州の MPPSPF のスタッフに研修を行っている。また、省内の

スタッフやソーシャルワーカーだけでなく、内科医、臨床心理士、法務省のスタッフ、検察官、

弁護士など関連する様々なサービスプロバイダーに研修を提供している。研修は年1回の実施で、

2021 年はリフレッシュメント研修を実施予定となっている。 

 他の関連省庁との連携、調整、報告 

法務省、警察、保健省など、関連する省庁との連携、調整を担っている。SGBV については予防、

加害者への対応、被害者への対応等、全てにおいて MPPSPF が調整機能を持つ。また、政策の

実施状況に係る取りまとめと政府への報告も行っている。 

 SGBV 関連データの収集 

CECJ（6.1.2.3 参照）等の SGBV 被害者支援施設で対応した被害者からの通報や相談について、

半年に 1 度まとめて報告書を受け取っている。その他、保健省が運営する SGBV 被害者への包

                                                   

691 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
692 MPPSPF（2020 年 11 月 18 日）、UNFPA Madagascar（2020 年 11 月 23 日）へのインタビュー結果に基づく。 
693 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
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括的支援センターである Vonjy Centre（6.1.2.3 参照）、SGBV ホットラインの Ligne Verte 

Nationale 813 への通報についても対応件数を集計している。 

MPPSPF は GBV 法の策定を主導し、今後も法律の執行のための制度設計や各種政策の策定、更新

など様々な業務を実施する役割を担っているが、人員や予算が十分でないため、政策の立案、更新や

6.1.2.2 の 3)に記載する調整メカニズムの運営など、対応できていない業務は多い。UNFPA は技術的

サポートを提供しているが、SGBV を含むジェンダー分野への対応をリードするのは MPSPPF であ

るため、UNFPA では MPSPPF のリーダーシップの強化が必要だと考えている694。 

3) 調整メカニズム 

マダガスカルにおける SGBV 関連の調整メカニズムは GBV Platform と GBV Group の 2 つであ

る。また子どもの保護関連の草の根のネットワークである児童保護ネットワーク（RPE: Réseaux de 

protection de l’Enfant）が子どもに対する暴力に対応している。 

A. GBV Platform 

GBV に対応するための国家の調整組織として、GBV Platform が設置されている。当初は SGBV

の予防と対応を行うための組織として設立されており、関係省庁だけでなく、ドナーや国際機関、市

民団体、NGO等もメンバーになっているが、MPPSPF へのインタビューによると、現在は実質的に

機能していない。この調整会議を運営するための政令（Decree）や権限、役割を規定した法律がない、

などの理由によって、持続的な調整主体となっていない（GBV Platform は GBV 国家戦略 2017-2021

では言及されている）。MPPSPF は、GBV 法が新しく成立したのため、GBV 法執行のための政令の

中に GBV Platform が改めて規定されなければならない、としている695。また中央レベルのNational 

Platform の下に州レベルの Regional Platform が組織される予定であったが、現状では National 

Platform が機能しておらず、いくつかの Regional Platform が組織されているが、そちらについても

政令がないため実質的な活動は行われていない696。 

B. Gender Group 

Gender Group は、2020 年 7 月に設立が発表された GBV Platform のメンバーを中心に立ち上げ

られた会議体である。UNFPA とMPPSPF が事務局を務め、保健省、警察、法務省などの関連省庁、

国際機関（UNFPA、UNICEF、ILO、世界銀行など）、二国間援助機関（USAID、GIZ など）、ドナ

ー（EU、フランス大使館など）、国際 NGO、現地 NGO、CBO 等が含まれる。設立されたばかりの

ため、活動内容やスケジュール等は今後詳細が話し合われる予定となっているが、基本的にはアクタ

ー間の調整と制度的枠組みの強化を主要な目的としている。 

C. 児童保護ネットワーク（RPE: Réseaux de protection de l’Enfant） 

PRE は 2004 年に MPPSPF がパイロットとして設置をはじめ、2009 年から UNICEF の協力を得

て全国で設置を進めサポートしている子どもの保護のためのネットワークで、子どもの保護に係る

様々なアクター間の調整を目的としている。地方自治体、警察、検察、医療機関、コミュニティリー

ダー、CBO、NGO などがメンバーとなり、性的暴力や人身取引などの子どもに対する暴力や搾取の

ケースの特定、被害者の保護や医療サービス、心理社会的サポートの提供、司法機関やVonjy Centre 

（6.1.2.3 参照）などの被害者支援施設へのリファーラルなどを行っている。現在全国で 700 以上の

                                                   

694 UNFPA Madagascar へのインタビュー結果に基づく (2020 年 11 月 23 日)。 
695 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
696 Ibid 
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RPE が設立されているが697、基本的に活動はすべてボランティアベースのため全RPE で実質的な活

動が実施されているわけではない。2013 年に行われた評価では実際に活動していない RPE も多く、

関係者間の調整やコミュニケーションの不足、個々人の善意への依存、運営努力の欠如などが課題と

して挙げられた698。MPPSPF は SGBV を含む子どもに対する暴力に対して引き続き RPE の活性化

を通した対応の強化を目指している。 

 政府による取組 

法律の改正、制定、各種政策やガイドラインの作成に加えて、SGBV に関連する政府の取組として

は主に以下の 4 点が挙げられる。 

 警察による対応および女性対応部隊（BFP：Brigade Féminine de Proximité）の設置 

 Anti-GBV Penal Chain(CPA-VBG：Chaine pénale anti-violences basée sur le genre)の設置 

 Ligne Verte Nationale 813 の設置 

 SGBV 被害者支援施設の設置・運営 

1) 警察による対応および女性対応部隊（BFP：Brigade Féminine de Proximité）の設置699 

警察では SGBV の通報を受け、被害者の保護、証人の確保、証拠の保全（現場の捜索や家宅捜索含

む）、LPRQ（de lettre de réquisition à personne qualifiée、法医学的調査を実施するために必要な書

類）の作成、医療機関へのリファーラルなどを行っている。被害者が加害者を訴追する場合、司法手

続きについて被害者のサポートを行う。被害者が特別なケアを必要としている場合、それらのサポー

トを優先的に提供する（医療、心理社会的ケアなど）。性的暴力の被害者の場合は、適切な対応を実施

できる Vonjy Center 等の被害者支援施設にリファ―している。また被害者が経済的なサポートを必

要としている場合は食糧や生活物資の支援、生計向上活動を行っている NGO を紹介したり、男性世

帯構成員と交渉したりしている。また事件の捜査の後、報告書を作成して検察官に引き渡し、検察は

加害者を起訴するかどうかなどについて警察に指示を出す。 

警察ではUNFPA のサポートを受けて、2017 年に BFP の設置を開始し、SGBV の予防と対応に当

たっている。BFP は SGBV の対応について専門的な訓練を受けた女性警官の部隊で、まず 2017 年に

アンタナナリボに設置され、徐々に全国に設置が進められている。現在は全 6 州の州都の警察本部と

都市部にさらに 1 部隊設置されており、合計 7 つの部隊が設立されている。BFP の女性警官は、SGBV

被害者への対応（カウンセリング、機密保持、司法手続きのアドバイス等）、証拠の保全、調査の実施

などについて専門的な知識を有している。2018 年以降は SGBV 被害者からの通報や目撃者からの連

絡を直接受け付けて対応している。またUNFPAは SGBVのケースマネジメントシステムを構築し、

BFP はこれに則ってケースマネジメントを行っている。SGBV への対応のほかに、路上生活者やスト

リートチルドレンなど、脆弱層の人々に対するサポートを行うこともある。また、子どもの保護もマ

ンデートの一つであり、学校の近くにBFP の警察官が配備されている。 

なおBFP とは別に、「道徳と未成年の保護部隊（BPMPM：Brigade de la police des moeurs et la 

protection des mineurs）」も未成年者（18 歳未満）への性犯罪について対応を行っている。BPMPM

は 1991 年に設立され、2020 年 11 月時点で全国に 16 の部隊が設置されている。 

その他、警察が SGBV に関して実施している活動は以下の通りである。 

                                                   

697 IOM (2015), Etat des lieux sur la traite des personnes à Madagascar, P.27 
698 UNICEF (2016), Rapport Etude sur la violence contre les enfants Madagascar 
699 Ministère de la Sécurité Publique へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 20 日）。 
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 SGBV に関して、警察官の研修を実施している。特に基本方針である「Zero Tolerance against 

SGBV」について徹底して教育している。BPF や BPMPM だけでなく、全ての警察官に適切に

SGBV に対応することを求めている。 

 警察は地方行政と連携してコミュニティでの暴力撤廃のための啓発活動を 10 年以上実施してお

り、子どもが SGBV の被害を受けた際に通報するよう両親に推奨している。また、学校で講演会

や課外活動を実施し、子どもたちに自身の権利（18 歳未満でも警察に通報する権利がある、等）

や暴力から自分自身を守る方法、暴力に関連する法律や政策について啓発・周知を行っている。

その際、通報の重要性についても伝えており、目撃者に対しても「通報する義務がある」「通報し

ないことは加害者をサポートすることになる」ということを啓発している。 

上記の通り、警察では様々な啓発活動を実施しているが、SGBV の予防や啓発に係る特定の予算は

配分されていないため、活動実施の際は国際機関やNGO 等の外部団体と連携して行っている。 

警察では、SGBV 被害が通報されないことが喫緊の課題であると考えており、通報を増やすための

取組を実施する必要性があると認識している700。特に性的暴力の加害者は親戚や近所の住人、または

コミュニティ内で権力を持つ人（教師、宗教リーダー、社会的地位の高い人）であることが多く、そ

の場合、親や親戚が通報をためらってしまう。加害者が親族である場合は、被害者は加害者に経済的

に依存しているケースもあり、より通報が難しくなる。また、警察では今後 GBV 法の下で SGBV へ

の対応をさらに強化していきたいと考えているが、BFP に配備されている警察官の数がまだ少ない

701。BFP に限らず警察全体として女性が少なく、女性警察官は全警察官の 10%程度に留まっている

702。車や電話等のインフラも不足しており、通報があっても車がなくて現場に駆け付けられなかった

り、加害者の逮捕、被害者の保護ができなかったりする場合がある（被害者が自分の車を使う、交通

費を自身で負担する、等の対応となる）703。 

2) Anti-GBV Penal Chain(CPA-VBG：Chaine pénale anti-violences basée sur le genre)の設置 

2020 年 11 月に法務省はCPA-VBGを全国で立ち上げること、およびその構成員を発表した。これ

は各州の裁判所に設置され刑事司法当局のメンバーによって構成される司法メカニズムである。刑法

や GBV 法を確実に執行していくために、SGBV 事案の起訴、管理、レビューを強化していくことを

目的としている。2019 年にすでにアンタナナリボで設置されており、今度他の州の様々な裁判所で立

ち上げられ、制定法に基づいて SGBV 関連犯罪の起訴、捜査、および司法判断等に責任を持つ組織と

なる。また管轄管理局に毎月 SGBV の事例、対応、起訴内容等について報告する義務を有する。 

3) Ligne Verte Nationale 813 の設置 

MPPSPF では SGBV ホットラインであるLigne Verte Nationale 813 の運営を行っている。SGBV

被害者はホットラインを通じてカウンセリングサービスや近隣の医療施設、弁護士の紹介、警察への

通報の案内等を受けることができる。ホットラインで受け付けた電話の件数、内容は UNFPA、

MPPSPF、内務省に毎週報告されている。スタッフ（ソーシャルワーカー）は 11 名で、通報を受け

た際の対応についてはBFP と連携している。図 6-10 によると、心理社会的サポート（カウンセリン

                                                   

700 Ministère de la Sécurité Publique へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 20 日）。 
701 Ibid 
702 Ibid 
703 Ibid 



 

   205 

 

グ）と法律扶助へのリファーラルが最も多い対応とな

っている。政府にはこのホットラインを運営する予算

はなく、現在はUNFPA から資金提供を受けている。

なお、子どもに対する暴力については Ligne Verte 

147、思春期の男女からの相談や SRH に関する情報

提供は Ligne Verte 511 が別途設置されている。 

4) SGBV 被害者支援施設の設置・運営 

マダガスカルでは SGBV の被害者に医療や司法な

どのサービスを提供する施設が大きく分けて３種類

存在しており、それぞれ役割、提供しているサービス、設置されている施設数、所管している省庁な

どに違いがある。各施設の機能をまとめると表 6-7 の通りとなる。 

表 6-7：SGBV 被害者支援施設の比較（マダガスカル） 

出所：MPPSPF、保健省への聞き取り、および文献レビューの結果から筆者作成 

CECJ は SGBV の被害者に対してカウンセリングサービス、法律扶助を提供し、医療、司法等への

リファーラルを行っている施設である。2008 年に UNFPA が CECJ の建設についての Call for 

Proposal を公示し、関心のある NGOが手を挙げ、UNFPA の資金提供を受けて建設された。その後

2010 年以降 MPPSPF が公立の CECJ の設置を始めたため、NGO が運営する施設と MPPSPF が設

置する施設が存在する。全 22 県に設置されており、基本的には県都にあるが、いくつかの県ではさ

らに郡レベルに支局を有していることもある。またMPPSPF が運営するCECJ と NGOの CECJ の

一部は、運営に関してUNFPA の資金提供を受けている。 

Vonjy Centre は UNICEF の支援を受けて保健省が設置・運営する施設で、18 歳未満の SGBV 被

害者に医療支援、心理社会的サポート、法律扶助、警察による対応などの包括的支援を提供するワン

ストップセンターである（18 歳以上は利用できない）。人身取引の被害者が保護されることもある。

2015 年にアンタナナリボに最初のVonjy Centre が建設され、2020 年 11 月時点で 5 州に 6 施設が設

 

 

 

 

 

図 6-10：2020 年 4/25~9/30 までに 813 で受

け付けた通報・相談への対応内訳（件数） 
 
出所：MPPSPFからの共有データを基に筆者作成 
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置、運営されている。また、全ての施設が公立病院に併設または隣接している。なお、アンツィラナ

ナ州ノシベ島のVonjy Center は 2017 年に在マダガスカル日本大使館の草の根・人間の安全保障無償

資金協力によって設置された704。MPPSPF から提供されたデータによると、各施設によって年間の

対応件数に大きな違いがあり、最も対応件数の多いアンタナナリボでは施設、人員ともにキャパシテ

ィが不足している状態である。 

Centre de Prise en charge intégré は MPPSPF がUNFPA の支援を受けて設立した、全ての SGBV

被害者が利用できる初めてのワンストップセンターである。最初の施設が 2019 年 11 月～12 月の「16

日間のキャンペーン」で開設され、2 番目の施設は 2020 年の同時期に開設された。2 つの施設はいず

れもアンタナナリボ市内に位置している。施設内には聞き取り室、医療相談室、弁護士事務所、ソー

シャルワーカーの研修室、BFP 待機室などがある。また、2 番目に設置された施設にはシェルターが

併設されており、最大 6 名まで一時的に滞在することができる。いずれの施設も NGO の FITIA 

Association（ファーストレディのミアリー・ラジョエリナ氏が運営する団体、6.1.3.2 参照）と連携し

て運営している。運営に当たってはUNFPA から資金提供を受けており、その資金の一部はノルウェ

ー政府から提供されている。MPPSPF およびUNFPA は Centre de Prise en charge intégré を拡大

し全ての県に設置したいと考えており、各県のCECJ をワンストップセンターにするというアイデア

もあるが、資金調達の見通しがたっていないため具体的な計画は立てられていない705。 

6.1.3. 国際機関、二国間援助機関、NGO等民間団体、JICAによる取組 

 国際機関および二国間援助機関による取組 

マダガスカルでは UN Women が活動していないため、UNFPA がジェンダー分野のリードエージ

ェンシーとなっている。そのほか、いくつかの国際機関や二国間援助機関が SGBV 関連分野で活動し

ている。内容をまとめると以下の通りである。 

表 6-8：マダガスカルにおける国際機関および二国間援助機関による取組一覧 

機関 支援内容 

UNFPA706  法律、政策の整備に係る支援 

UNFPA では GBV 法の策定に当たってテクニカルサポートを行った（フランス大使館と

UNICEF もこのプロセスを支援していた）。現在は法律を執行するための政令の作成をサポ

ートしている。GBV法の周知については UNFPAは活動しておらず、政府と CBO、NGOが

担っている。また現在はUNDP とともに UNSCR1325 NAPの策定に係る支援も行っている。 

 CECJ と Centre de Prise en charge intégré の運営サポート 

テクニカルサポートと資金提供を行っている。 

 Dignity Kitの配布 

 Minimum Initial Service Package（MISP）707に係るサービスプロバイダーの研修 

 SRH および SGBVの予防・啓発に係る若年層のボランティアの育成 

 フィスチュラ患者への手術の提供 

UNCEF708  子どもに対する暴力の予防と対応に係る法律、政策枠組みの整備 

 RPEの活動支援 

 Vonjy Centre へのテクニカルサポートと資金提供 

 観光関係者への行動規範の策定と実施に係る調査 

                                                   

704 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/page22_000665.html, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
705 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
706 UNFPA Madagascar へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 23 日） 
707 人道危機下での女性特有の健康ニーズを満たすために必要となる最低限のサービスをパッケージ化したもの。リプ
ロダクティブ・ヘルスに関わる支援組織間の調整、性的暴力の防止・起きた場合の対応など 5 つの要素からなる。 

708 https://www.unicef.org/madagascar/en, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
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機関 支援内容 

マダガスカルの観光産業において子どもの性的搾取を中心とした子どもの強制労働が広く行

われている状況に対して、観光業者が守るべき行動規範を策定し、その実施に係るモニタリン

グ、調査を実施している。 

 オンラインでの性的虐待や搾取に係るマダガスカル専用ポータルの立ち上げ 

マダガスカル国内や海外のインターネットユーザーがインターネット上にあるマダガスカル

の子どもたちに対する性的虐待の画像やビデオを安全かつ匿名で通報できるシステム。マダガ

スカルでは多くの思春期の子どもたちが SNS 等を介してパートナーを探す過程で、性的な画

像や映像を送ることを強要されるという被害（いわゆる Sexortion）にあっている。 

UNDP  UNSCR1325 NAP の作成を支援している709。 

世界銀行710  Fiavota Cash Transfer Program の実施 

UNICEF と共同で、干ばつの影響を受けている地域で社会的に脆弱な人々に対する現金給付

等を通した社会的セーフティネットの強化を行っている。SGBV の被害者に特化したプログ

ラムではないが、裨益者の約 8 割が女性で、このプログラムによって女性の経済活動への参加

や家庭内の意思決定過程への参画の増加が確認されたほか、子どもを学校に行かせることがで

きた、児童婚を回避することができた、などの成果も報告されている。 

USAID711  Improving Market Access Partnership and Access to Commodities Together Program 

(IMPACT) 

IMPACTはマダガスカルにおけるUHCを推進するために2018~2023年の予定で実施されて

いるプログラムで、マラリアの予防と対応、母子保健、家族計画における医薬品や医療製品へ

のアクセス強化を行っている。実施プログラムの中で SGBV の現状も含めたジェンダー平等

に係る調査を行っている。 

AFD712  国際NGO 世界の医療団への資金提供を通じて「望まない妊娠に関連する疾病の罹患率と死亡

率現象プロジェクト」を実施し、SRHR に係る医療支援や啓発活動を実施した。 

韓国政府713  トゥリアラ州フォール・ドーファンの Vonjy Centre の設置に資金提供を行った。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

 NGO等民間団体による取組 

マダガスカルでは SGBV の予防と対応を含むジェンダー主流化やジェンダー平等に係る活動を行

っている団体が多く、特に現地 NGO が積極的に活動している。ここではインタビューを実施した団

体と文献レビューにおいて確認した団体の活動を取りあげる。 

1) Catholic Relief Services (CRS)714 

CRS はキリスト教系の国際 NGO で、マダガスカルではジェンダー平等推進や SGBV の予防・対

応などを中心に、南部地域で活動している。これまでに USAIDや OFDA 等のドナーから資金提供を

受け、また活動においては MPSPPF、UNFPA と連携している。主な活動は以下の通りである。 

 Gender Champion の育成 

ボランティア（Gender Champion）に研修を行い、コミュニティ内で人権、女性の権利、ジェン

ダー平等、SGBV 等に関する啓発活動を行うボランティアとして育成する。ボランティアには女

                                                   

709 https://www.mg.undp.org/content/madagascar/fr/home/blog/InterventionColloque1325.html, 2021 年 1 月 10 日
閲覧 

710 http://documents1.worldbank.org/curated/en/619731551754900188/pdf/MADAGASCAR-SOCIAL-SAFETY-PP-

02112019-636873336954728263.pdf, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
711 USAISD (2019), Improving market partnerships and access to commodities together (IMPACT) program 

Gender equality and social inclusion (GESI) analysis and action plan 
712 https://mg.ambafrance.org/, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
713 https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/sixth-centre-vonjy-opened-tolagnaro-accommodate-

children-victims-sexual-violence, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
714 CRSへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24日） 
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性と男性両方を取り込み、様々なグループに対応するとともに、相互に補完的な役割を果たせる

ようにしている。研修内容は、世帯内における共同の意思決定、SGBV の予防、資源の共同管理、

コミュニティと市民活動への参加の４点である。USAID から資金提供を受けた最新のプロジェ

クトでは 3 つの地域で活動を行い、1 つの村につき 1 名、合計 684 名の Gender Champion を育

成した。また、Gender Champion を地域におけるジェンダーフォーカルポイントとして活用す

るべく MPSPPF にアドボカシーを行っている。Gender Champion 一人一人に対して評価を実

施した結果、モチベーションや理解度などにばらつきがあることが判明したため、Champion の

中でも特に高いモチベーションを有しているボランティアをジェンダーフォーカルポイントと

して活用するよう MPPSPF に呼び掛けている。 

 コミュニティにおける啓発活動 

ジェンダー平等についてコミュニティレベルにおける啓発活動を行っている。啓発活動において

は男性および女性の双方にアプローチしている。特に、世帯内の意思決定や資産の利用には夫と

妻の双方が参画するよう促している。SGBV については、ジェンダーとは何か、SGBV とは何か

ということを描いた絵本を用いた啓発活動を実施している。 

 SGBV 被害者への対応 

SGBV の被害者に対する司法手続きに係るアドバイス、警察との連携、医療サービス・心理社会

的サポートへのリファーラルを行っている。 

2) FIANTSO715 

FIANSO は主に SGBV 被害者のための法律扶助を提供している現地NGO である。2007 年にマダ

ガスカル南東部で最初のLegal Clinic を設立した。主な活動は以下の通りである。 

 Trano Arozo の運営 

FIANSOでは2007年に国際機関や法務省のサポートを受けてTrano Arozoという法律扶助施設

（CECJ とほぼ同じ機能を持つ施設だが、法務省の管轄下にある）を開設し、SGBV の被害者に

司法サービスに関する法律扶助やアドバイス、弁護士や医療施設や警察へのリファーラルを行っ

ている。主にパラリーガルがスタッフとして雇用されている。施設内で医療サポート、心理社会

的サポートを提供したいと考えているが、医師や臨床心理士を雇用できていないためそのような

サービスは現状では提供できていない。一方、Trano Arozo 内では DV などを受けていて家に帰

れない女性のために一時的に滞在できるシェルターを提供している。これまでに 6 つの Trano 

Arozo を設立し、南東部に位置する 3 つはUNFPA の支援を受けて完全に機能している。残りの

3 つは以前 EU の資金提供を受けていたが支援が終了してしまい、3 つのうち 1 つ（南西部）は

UNFPA の支援を受け始めたが、2 つは資金提供がない状態で運営が難しくなっているためサー

ビスを縮小している（食糧支援などを中断中）。新たに UN の支援を受けた南西部の Legal Clinic

は別の現地NGO が運営しているが、若い世代のスタッフで構成されているため、FIANSOが研

修等を通して能力強化を行っている。 

 児童婚撲滅のための啓発活動 

地方では児童婚は子どもの権利の侵害だとは認識されておらず、非常に幼い年齢で女児/少女が結

婚させられることが一般的である。例えば南西部では、小学校卒業時に学校で一番の成績を収め

                                                   

715 FIANSOへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 17 日）。 
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た少女が 13 歳で両親に結婚させられたという事案があった。都市部では婚姻法はよく知られて

いるため児童婚は比較的少ないが、地方ではそもそも法律の存在が知られておらず、地域のリー

ダーが許可すれば簡単に結婚できてしまう。地域によっては少しずつ法律の存在が知られ始めて

はいる。FIANTSO ではこの問題に対して対応を進めており、南東部と南西部で地域の伝統的リ

ーダーと児童婚について議論・交渉し、地域内の児童婚を禁止する憲章にサインをするよう促し

ている。すでに 3 人の伝統的リーダーがこの憲章にサインしたが、そこに至るまで 2 年間の交渉

を要した。賛同した州レベルの伝統的リーダーが、その後郡レベルの伝統的リーダーと協議する

という例も見られる。伝統的リーダーたちは法的な権力を有してはいないが、慣習的な権力を有

しており、コミュニティ内での影響力が非常に大きい。伝統的リーダーが 18 歳以下の結婚を受

け入れないと宣言すれば、コミュニティの人々の多くが従う傾向にある。また子どもの権利、お

よび女性の権利に係る様々な法律や政策に関する啓発・周知も行っている。 

3) Fianakaviana Sambatra（FISA）716 

FISA は SRH 関連活動を行っているマダガスカルの現地 NGO で、国際家族計画連盟（IPPF）の

会員である。同分野において 50 年以上の活動実績を持つ。主な活動内容は以下の通りである。 

 SRH のためのクリニックの運営 

SRH クリニックを全国で 7 施設運営している。クリニックでは SGBV、特に性的暴力の被害者

への医療ケアおよび心理社会的サポートを行っている。また、クリニックを拠点とした SGBV 予

防のための啓発活動も若い世代を対象に実施している。SGBV の被害者については MPSPPF に

リファーラルを行うとともに、警察に通報し捜査を要請している。 

 コミュニティにおける啓発活動 

上記クリニックを拠点とした啓発とは別に、コミュニティ内における啓発活動も実施している。

ジェンダーとは何か、SGBV と何か、などの内容について広く周知を図るために、ボランティア

から構成されるユースネットワーク（10-24 歳）と連携して、若い世代にセクシュアリティ教育

や SGBV についての教育を提供したうえで、啓発やアドボカシーを行っている。セクシュアリテ

ィ教育については IPPF のメンバーとして、ジェンダー、SRHR と HIV の予防、暴力の予防、

多様性、など 7 つのモジュールからなる IPPF Comprehensive Sexuality Education（CSE）に

沿った 2016~2022 年の 5 カ年戦略がある。ボランティアとして活動するユースを募集する際に

は、学校を拠点に募集するとともに、学校に行っていない多くの若者にもアプローチするように

している。学校や教師と連携して課外活動の一環として上述のセクシュアリティ教育を行うこと

もある。SGBV の撤廃のためには意識変容、行動変容が重要であり、そのために若い世代を啓発

し、SGBV は撲滅されるべきものであると考える新しい世代を育成することを重視している。ま

た啓発活動の対象者として男性を積極的に対象者に取り入れている。 

 CSE の全国普及に向けての技術アドバイス 

現在、マダガスカルの教育セクターではUNESCOが推進する包括的セクシュアリティ教育（CSE、

脚注 611 参照）の正規カリキュラムへの取入れを推進しており（6.1.3.3 参照）、FISA では国際

NGO の Mary Stopes 等と協力して IPPF の CSE プログラムと UNESCO のカリキュラムの統

合を通したマダガスカル版のカリキュラムの作成において技術アドバイスを提供している。また

                                                   

716 FISAへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
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学校に行っていない子どもたちに対するセクシュアリティ教育もコミュニティの啓発活動の一

環として実施している。 

 南部における人道支援 

マダガスカル南部の干ばつに係る人道支援に関して、2019 年および 2020 年に UNFPA から資

金提供を受けて一部の活動を実施した（日本政府から資金提供を受けたUNFPA のプログラムの

実施団体として活動している）。実施しているのは、家族計画、SRHサービス、ユースセンター

の設立・運営、Mother Family Planning Centres の設立・運営、生計向上支援などに係る活動

である。生計向上支援としては、若い女性にヤギの飼育に関する研修を行い収入を得られるよう

サポートするという内容で、2020 年は 7 月に活動が開始され、2021 年 3 月に終了予定である。 

4) Federation pour la Promotion Feminine et Enfantine（FPFE）717 

FPFE は 2008 年に設立された現地 NGO で、CECJ の運営及び様々な啓発活動を行ってきた。現

在、22 の県のうち 14 県で活動している。主な活動内容は以下の通りである。 

 SGBV 被害者への対応 

CECJ では SGBV の被害者に対するオリエンテーション、司法手続きに係るアドバイス、カウン

セリング、リファーラル（医療施設、法的支援等）を行っている。FPFE では 8 つのCECJ（東

部、南部、北部地域）を運営しており、CECJ の施設は FPFE に帰属している（一部、自治体の

施設の中に設置されている CECJ もある）。施設の建設および運営に当たっては UNFPA から資

金提供を受けていた。UNFPA からの資金提供は 2014 年で終了したが、ニーズが高いため自己

資金で運営を続けている。特に司法手続きに係るアドバイスと心理社会的サポートへのニーズが

高い。 

 コミュニティにおける啓発活動 

戸別訪問による啓発活動（Door to Door Dialogue）、コミュニティラジオを通した女性の権利や

SGBV に係る啓発、政策や法律の周知などを行っている。特に、2020 年 1 月に発効した GBV 法

については、今後広く周知していきたいとしている。まずは新しい法律の内容について FPFE の

スタッフ、メンバーの研修を実施し、コミュニティ内でワークショップや会議を設定して GBV

法について周知する機会を提供したいと計画している。また、メディアや Door to Door Dialogue

を通して、司法へのアクセスを強化するとともに、加害者の不処罰が蔓延している現状を変革す

るため「Culture of Silence」をなくしていく啓発活動も実施したいとしている。 

5) FITIA Association 

FITIA Association はマダガスカルのファーストレディーであるミアリー・ラジョエリナ氏が 2010

年に設立した団体である。教育、保健、コミュニティ開発の分野で支援を行っている。ラジョエリナ

氏は 2019 年から「GBV との闘いのための UNFPA 大使」も務めている。FITIA Assocation では

SGBV について、「法律の周知」「Zero Tolerance の文化の強化」「治療、保護のメカニズムの強化」に

力を入れている。GBV 法の制定プロセスにおいて主体的に関わったほか、女性・女児/少女の教育を

受ける権利の保護、Centre de Prise en charge intégré の運営、女性を対象とした生計向上支援など

を実施している。 

                                                   

717 FPFEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 19 日）。 
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 JICAによる取組 

マダガスカルでは SGBV の予防や対応に特化した JICA による取組は実施されていないが、以下の

関連分野で活用可能なリソースや知見を有している。 

1) 教育 

マダガスカルでは子どもへの性的暴力、性的搾取、身体的暴力、児童婚、若年妊娠など子どもに関

する SGBV の被害が深刻であり、教育セクターにおいてもこれらの問題が子どもたちから教育や発達

の機会を奪う重大な課題であると認識されている718。2017 年にUNESCOが推進するCSE の実施に

係る評価を行い、その結果を基に正規のカリキュラムに CSE が取り入れられた。主導する教育省は

国際ガイドラインに沿ったカリキュラムの開発と教員へのトレーニングの実施を担っており、全ての

学校（公立、私立の初等学校および中等学校）においてCSE を取り入れたカリキュラムを実施するこ

とを目指して、2019 年から段階的に導入を拡大していく計画となっている719。CSE は 8 つのキーコ

ンセプトから構成され、人権や人間関係、SGBV、避妊など幅広い項目を取り扱っており、これらの

カリキュラムを学ぶことを通して自身や他人を尊重する社会的、性的関係を育てることを目的として

いる720。また 2019 年には国連の「He for She」キャンペーンの一環として、教育省がアンタナナリ

ボとその周辺の公立初等学校 25 校においてセクシュアリティ教育に係る課外活動を実施している。 

JICA はマダガスカルにおいて「みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクト」（2016~2020

年）を実施してきた。当該プロジェクトでは、教育改善を目的とした参加型・分権化学校運営改善モ

デルを全国へ普及するための基盤の整備を行うため、アナラマンガ県及びアモロニマニア県の公立小

学校約 2,650 校に対して参加型・分権型学校運営モデルを普及し、コミュニティによる民主的な学校

運営委員会（FEFFI）の設置、活性化に貢献してきた。CSE の推進に当たっては、教育省、学校、教

員だけでなく、保護者やコミュニティの理解と協力も不可欠とされており721、FEFFI や保護者会

（FRAM）の活性化を通して、教育の質や学校のガバナンスを強化することに加えて、SGBV を含む

子どもの保護の課題に取り組むための啓発や意識向上が行われることが期待される。 

2) 農業 

農業セクターではバキナカラチャ県、アモロニマニア県、イタシ県において「食と栄養改善プロジ

ェクト」（2019~2024 年）を実施している。これは、1 )栄養分野におけるマルチセクター調整機能の

強化、2) 栄養改善活動の実施体制及び関係者の能力強化、3) 住民の行動変容の促進、4) モニタリン

グ評価体制の強化などを通して、対象地域の女性と子どもの栄養状態を改善することを目的としてい

る。2)については、生活改善活動のアプローチを活用し、農業・食を通じた食事摂取の改善、母子の

ケア及び保健、水・衛生に係る行動変容を促すことで栄養改善を目指すとしている。女性と子どもの

栄養改善が目的となっていることから、農業指導の研修への女性の参加者の割合を高めたり、女性に

対する栄養改善、保健等に関する啓発を行ったりするなど、女性をターゲットとした活動が多い。ま

た事業事前評価表では「実施が予定されている女性や母親を対象とした啓発活動を通して、女性のエ

ンパワメントおよびジェンダー平等の推進にも貢献する」とあり722、それらの啓発活動の際に、DV や

IPV からどのように身を守るか、暴力の被害に遭った場合にどこに助けを求めればよいか、等の内容

も盛り込むことで、SGBV の予防と対応につながることが期待される。MICS2018 の結果によると、

                                                   

718 Ministère de l'Education Nationale(2017), Plan Sectoriel de l’Education 2018-2022 
719 UNFPAへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 23 日）。 
720 ユネスコ編、浅井春夫他訳『【改訂版】国際セクシュアリティ教育ガイダンス』明石書店、2020 年 
721 UNESCO (2018), International Technical Guidance on Sexuality Education: Revised Version, P.86 
722 JICA (2019), 事業事前評価表：マダガスカル国 食と栄養改善プロジェクト P.5 
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プロジェクト対象地域の中でもバキナカラチャ県、イタシ県では配偶者・パートナーからの暴力を経

験している女性の割合が全国の中でもかなり高い数値となっており（6.1.1.3 参照）、このような情報

提供や啓発活動に係るニーズは高く、実施する意義は大きい。 

6.1.4. COVID-19の感染状況とその影響 

マダガスカルでは、3 月 20 日に COVID-19 の最初の症例が確認されて以来、2020 年 12 月 24 日

時点で 17,714 名が感染、216 名が死亡したと公表されている。最初のケースが確認されて以降、国際

線や国内線のフライトの停止、教育機関の閉鎖、エッセンシャルワーカー以外のオフィスの閉鎖など

の措置が取られ、感染拡大が落ち着いてきた 9 月頃から順次緩和された。学校は 3 月～9 月の約 7 か

月間閉鎖されたが、9 月に一部の学年（5 年生、9 年生、12 年生など、完了証明書を取得する試験を

受けなければならない学年）に対する補習授業が行われ、10 月 26 日から全面的に再開された。 

SGBV については、MPPSPF とUNFPA が連携して 4 月から 5 月にかけて女性に対する COVID-

19 による影響に関するオンラインアンケート調査を行い、その中で SGBV への影響も報告されてい

る。また MPPSPF から入手したCECJ で対応した SGBV の件数に係る資料もあり、それらの資料お

よび文献レビューとオンラインインタビューで収集した情報を基に、COVID-19 のパンデミックによ

って SGBV にどのような影響があったのかを確認する。まずは、MPPSPF および UNFPA による調

査結果をまとめると以下の通りとなる。 

表 6-9：MPPSPF およびUNFPA によるアンケート調査結果（概要） 

項目 内容 

回答者の内訳 既婚者：49%、独身：40%、寡婦または離婚した人：11% 

年齢は概ね 20~39 歳 

地域 アナラマンガ県：40%、アッチモ・アンドレファナ県：32%、その他 

職業 会社員・NGO：21%、公務員：16%、自営業：21%、アルバイト：8%、学生：13%、 

その他：9% 

生活への影響  経済的困窮：62 

 収入の減少：40% 

 失業：16％ 

 基礎的サービス（保健サービス、行政サービスなど）へのアクセスの制限：34% 

 コミュニティレベルでの SGBV の増加：77% 

（心理的暴力：81%、身体的暴力：61%、経済的暴力：56%、性的暴力：27%） 

27.3%の回答者は自分の住むコミュニティ内でレイプがあったと報告し、アッチモ・アン

ドレファナ県の回答者からは児童婚・強制婚についての報告があった（アッチモ・アン

ドレファナ県は従前より 18 歳未満の結婚が非常に多い地域となっている。6.1.13 の 4)

参照）。 

ロックダウン下で

SGBV を受けた際

の通報、相談先 

 行政または民間の支援センター：40% 

 友人、親戚：26% 

 ソーシャルワーカー：22% 

 Ligne Verte Nationale 813（政府が運営する SGBVホットライン）：18% 

 警察または憲兵隊：5% 

 どこにも相談・通報しなかった：17% 

理由は不安、恥ずかしさ、どこに支援や助けを求めればいいか分からない、等 

回答者のうち、11%はロックダウン下で何らかの社会的な支援を受けており、そのうち一部の

人はサービスプロバイダーからセクシュアル・ハラスメントを受けたと回答した 

家庭内での行動や

態度の変化 

 家族に対する攻撃的・感情的な言動（主に夫、父親）：46% 

 うつ病の兆候：43% 

 家族内の不和、対立：40% 
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項目 内容 

 過度なアルコールの摂取：24% 

 物理的な攻撃性の高まり：15% 

 性的暴力：10% 

SGBVの被害  ロックダウン期間中に何らかの形態の暴力を受けた女性：50％ 

心理的暴力：80%、経済的暴力：32%、性的暴力：26%、身体的簿力：22% 

 COVID-19 によって生活や家庭の状況が悪化したと回答した女性：78% 

何らかの社会団体、宗教団体等のメンバーとなっている女性は、そうでな女性よりも暴力を経

験した人が少なかった。 

COVID-19 に直面

して必要だと感じ

ること 

 女性の権利と SGBVの撤廃についての社会の意識向上：42% 

 女性の権利の尊重：27% 

 早い段階からの女児、男児、少年、少女への教育：19% 

 暴力を避けるために経済的に自立することができる職業と収入：17% 

 女性の権利に関する男性の意識向上：13% 

 公共サービスとその予算：11% 

 傾聴、意見交換：6% 

出所：MPPSPF(2020), Perception des Femmes sur les Impacts de la Pandemie de COVID-19 et les Violences 

Basees sur le Genre a Madagascar,より筆者作成 

COVID-19 のパンデミックによる影響としては収入の減少、失業などによる経済的な困窮が最も多

く、家庭内での緊張や関係の悪化、心理的暴力、経済的暴力を始めとする様々な暴力の増加が確認さ

れている。また同調査では、女性が家庭内においてCOVID-19 の感染を防ぐ上で重要な役割を果たし

ており、これまで主に家事や育児、介護を担当してきた女性が、COVID-19 に係る情報収集や衛生用

品の確保、子どもが学校に行けない期間の世話などにさらに時間を費やすようになり、家庭内におけ

る女性の負担が急激に増えたとも指摘している。 

次に、MPPSPF から入手した資料に基づくと、SGBV

の被害者に法律扶助とカウンセリング、およびリファーラ

ルを提供する施設である CECJ（6.1.2.3 参照）で受け付

けた被害、通報の件数に係るデータは図 6-11 の通りとな

っている。3 月中旬からロックダウンが始まり、6 月頃に

相談件数が急増している。これはロックダウンが始まった

当初は感染拡大防止のため多くの公的施設が一時的な閉

鎖を余儀なくされたことにより、多くの CECJ が 3~5 月

に一時的に閉鎖され、再開した 6 月頃に相談者が増えた

ためである723。MPPSPF によると、4 月 25 日から 9 月

20 日までにLigne Verte Nationale 813（SGBV ホットライン、6.1.2.3 参照）で受け付けた通報は身

体的暴力 1,747 件、性的暴力 147 件、心理的暴力 2,509 件、経済的暴力 1,681 件で、通常の約 5 倍に

増加しているとされる724。また、全通報の約 8 割で女性が被害者であった725。オンラインによるアン

ケート調査および MPPSPF の記録等から、COVID-19 の影響、特にロックダウンによって SGBV の

件数、特に女性に向けられる暴力が増加していることが示されている。 

                                                   

723 MPPSPF へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
724 Ibid 
725 Ibid 

 

 

 

 

 

図 6-11：2020 年 1 月～8 月にCECJ で

受け付けた相談件数（男女別） 
 

出所：MPPSPFからの共有資料より筆者作成 
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警察はロックダウン期間中も活動していたが、移動制限により通常通りの活動はできなかったため、

ケースに優先順位をつけて対応し、特に子どもと女性に対する性的暴力への対応を優先していた726。

4 月に BFP で受け付けた通報 58 件中 34 件が性的暴力の被害に遭っている女性からの通報で、最も

多い年齢層は 30~39 歳の女性であった727。また、文献レビューおよびオンラインインタビューを通し

て、COVID-19 による SGBV への影響として以下の情報を確認した。 

1) SGBV の被害が増加した 

家庭やコミュニティレベルでの SGBV の被害は増加し、NGO独自で運営しているホットラインへ

の SGBV の通報もロックダウン中に急増した728。また、インフォーマルセクターで働く女性は路上で

野菜を売るなど普段の活動ができず、収入を得るのが非常に困難であった。そのような場合、男性の

世帯構成員に経済的に依存せざるを得ないが、度々配偶者から経済的暴力を受けることとなった729。 

2) 公共サービスや支援活動が中断され、被害者が適切なサービスにアクセスできなかった 

ロックダウン期間中、NGOや国際機関はフィールドで活動することができなかったため、事業の実

施やモニタリングが滞った。コミュニティとの連絡のやり取りも少なくなり、現状を把握するのが難

しかった730。感染拡大防止のため多くのCECJは一時的に閉鎖し、被害者との電話のみでのコミュニ

ケーションを余儀なくされており、スタッフが自身で電話代を負担したり、電話を持っていない被害

者が連絡を取れなくなったりした。ただし、地域によっては、スタッフが物理的な距離を取るルール

を守りながら、CECJを運営しカウンセリングや法律扶助を行うことができているところもあった731。

また、ロックダウン期間中は裁判所も閉鎖されていたため、SGBV事案の裁判は行われなかった732。 

上記のように、UNFPA やMPPSPF、その他インタビューおよび文献レビューの情報から、COVID-

19 のパンデミックの影響により心理的暴力を中心とした SGBV が増加しているにもかかわらず、警

察、裁判所の対応や CECJ でのサービス提供が制限され、サポートを必要としている被害者がこれら

のサービスにアクセスすることが困難であったことが明らかとなった。このような状況に対して、マ

ダガスカル政府、国際機関、NGO等が実施した取組は以下の通りである。 

表 6-10：マダガスカルにおける政府、国際機関、NGO 等によるCOVID-19 下の SGBV への対応 

実施団体 内容 

マダガスカル政府  MPPSPF と UNFPA による SGBV に関連するアンケート調査の実施 

 脆弱層に対する生活必需品、食糧（米 3~5kg、砂糖、油１L）などの配布。配布対象

者にセックスワーカーが含まれることから、UNDP のデータベースでは「Gender 

Sensitive」に分類されている733。 

 パンデミックによって SGBV の被害が増加したとの認識のもと、暴力の撤廃と脆弱

な人々のサポートのため、啓発活動や関係機関のコーディネーション強化、コミュニ

ティ・ヘルス・ワーカーの能力強化等を実施している734。 

                                                   

726 Ministère de la Sécurité Publique へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 20 日）。 
727 Ministère de la Sécurité Publique へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 20 日）。 
728 CRSへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 

なお、FPFEへのインタビュー結果に基づくと、観光地にあるCECJ では例外的に暴力の相談や通報が減少した。
これはバーやレストランなどの施設が閉鎖されたことで、暴力を増加させる要因の一つであるアルコールの消費が
減少したことが原因と考えられる、とのことである。 

729 FPFEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 19 日）。 
730 Ibid 
731 FPFEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 19 日）。 
732 FPFEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 19 日）。 
733 https://data.undp.org/gendertracker/, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
734 保健省へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
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実施団体 内容 

UNFPA735  保健省と連携し、SRHR、家族計画、SGBV への対応に関する包括的なプログラム

「Zéro décès maternels et violences basées sur le genre dans le contexte de 

l’épidémie du Covid-19 à Madagascar 」を開始し、SGBV 被害者への心理社会的サ

ポートの提供や CECJ への支援、Ligne Verte Nationale 813 の拡充等を実施した

（ノルウェー政府と日本政府から資金提供を受けている）。 

 最も脆弱な立場にある女性や少女が月経期間中の衛生状態を良好に保つことができ

るように、生理用品を含む Dignity kitの配布を行った。ロックダウンは終了したが、

COVID-19 の影響は今後も続くため、この期間中に受けた影響を取り去るためにも、

短期間ではなく中長期的な視点に立ったサポートが必要であると考えている。 

UNFPAはこのほかに、SGBV に関連するサポートではないが、日本政府から補正予算で

USD200,000 の資金提供を受けて COVID-19 に対応するプログラムを開始し、干ばつが

続く南部で保健省と連携してヘルスワーカーへの PPEの配布などを実施している 

UNICEF736  路上生活の子どもや家族を含む影響を受けた子どもや家族への心理社会的支援、親の

ケアを受けていない子どもへの適切なケア、パンデミックの影響で性的暴力や性的搾

取を含む何らかの暴力を経験した子どもたちのケースマネジメント、サービス施設へ

のリファーラル等を実施した。 

 ソーシャルワーカーによる家庭訪問、ラジオ放送、食品の配布、啓発セッションなど

を実施し、子どもに対する暴力のリスクを低減する活動を行った。 

OCHA737  マダガスカルで COVID-19 に対応するための「Emergency Appeal for COVID-19 

Madagascar June-August 2020」を発行し、USD82,000,000 の支援を国際社会に求

めた。SGBVについては、関連省庁と連携して SGBV に関連する情報やサービス提

供体制の強化、暴力からの保護体制の強化などを目指して、アドボカシー、サービス

マッピング、地域のネットワーク強化、サービス提供施設への支援などを行うとして

いる。 

USAID738  既存の母子保健プログラムにおいて、パンデミックにより病院へのアクセスが制限さ

れ SRHサービスを受けられなくなった女性に対して、助産師がフィールドや医療施

設での活動を継続できるよう、資金の追加や資機材の供与を行った。 

CRS739  団体独自のフリーダイヤルがあり（本来は苦情や内部通報を受け取るための電話であ

ったが、COVID-19 のパンデミック下においては相談窓口としても機能していた）、

裨益者から支援の要請があればコミュニティ内で活動するCBOと連携して対応して

いた。コミュニティでは団体から携帯電話の提供を受けているボランティアが定期的

に団体のスタッフと連絡を取り情報共有していた。 

FPFE740  ロックダウン期間中は CECJ を閉鎖しなければならなかった。代わりに電話で相談

を受け付け、アドバイスの提供、リファーラル、電話によるカウンセリング等を行っ

た。2020 年 11 月時点ではすべてのCECJ が活動を再開している。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

マダガスカルでは活動している国際機関が少なく、また NGO 等もロックダウン中はサービスの縮

小やフィールドでの活動の中断等を余儀なくされ、どの団体も SGBV の予防と対応のための新しい活

動を開始するよりも、リファーラルや法律扶助などの必須サービスの継続を優先事項とし、電話での

サービス提供や CBO との連携などを行っていた。資金や人員、携帯電話などのインフラの不足がロ

ックダウン期間中の対応を困難にしていた。オンラインインタビューを実施した 2020 年 11 月時点で

                                                   

735 UNFPA Madagascar へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 23 日）。、 
736 UNICEF (2020), COVID-19 Situation Report, Madagascar: 30 September 2020 
737 OCHA (2020), emergency Appeal for COVID-19 Madagascar June-August 2020, P.15-16 
738 https://www.usaid.gov/madagascar, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
739 CRSへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
740 FPFEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 19 日）。 
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はすでに施設等は再開されているが、大人数が集まるイベントや啓発活動は引き続き実施が困難なた

め、オンラインツールを活用したり、イベントを小さなグループに分けて開催したりするなど、一部

の活動形態を変更して対応している。 

6.1.5. 支援ニーズおよび課題 

ここでは文献レビューおよびインタビュー調査の結果をもとに、図 1-4 に示したフレームワークに

沿って、SGBV 対策に係る現状と課題を分析する。 

 調整、モニタリング評価、データ収集 

表 6-11：調整、モニタリング評価、データ収集に係る現状と課題（マダガスカル） 

予算配分や政策の進捗管理などを行うための調整メカニズムとして Gender Platform が設置され

ているが、現在は実質的に活動していない状況となっている。中央レベルのGender Platform が機能

していないため、州レベルで設置されるはずの Gender Platform も設置されていない、または機能し

ていない状況となっている。SGBV の予防と対応においては MPPSPF だけでなく保健省、法務省、

教育省など様々な関連省庁が関わっているが、政策を主導する立場にある MPPSPF が調整を主導し

ていく必要がある。MPPSPF では、新しく制定された GBV 法の政令に Gender Platform の設置お

よび運営が規定され機能や役割が明確にされなければならないという認識であるが、UNFPA はステ

ークホルダー間の調整における MPPSPF のリーダーシップの強化を課題として挙げている741。2020

年 7 月に立ち上げられた Gender Group は MPPSPF と UNFPA が共同議長となっており、メンバー

も国際機関、ドナー、NGO 等が多いことから、政府が主導する調整メカニズムとはなっていない。 

データの収集については、医療、警察、司法などをすべてカバーする確立されたメカニズムはない。

警察、Ligne Verte Nationale 813、CECJ 等支援施設でそれぞれ集計したデータを MPPSPF が取り

まとめている状況で、また医療機関には別のデータ収集体制が存在している。さらにマダガスカルで

は国際機関やNGO など様々な機関・団体が SGBV 予防・対応に係る活動を行っているが、これらの

支援団体も各自のデータを持っており、統合されたデータシステムがないために全体像を把握し現状

を分析することが困難である。UNFPA としては統合・調整されたリアルタイムの SGBV データベー

ス（GBV-MIS など、脚注 608 参照）の構築が急務であると認識しており、またそれはナショナル・

マシーナリーである MPSPPF によって管理運営されるべきであると考えている742。UNFPA と

MPSPPF と協議を行っているが、主に資金面の問題により具体的な計画は立っていない。 

モニタリングに関しては、GBV 国家戦略の実施に係るモニタリングを MPPSPF が担っており、デ

ータの収集などを進めているが、有効なデータが十分にそろっていないことが課題である。また GBV

                                                   

741 UNFPA Madagascar へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 23 日）。 
742 Ibid 
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国家戦略の更新のため政策のレビューを目的とした評価を行わなければならないが、レビューの実施

については具体的に検討されていない。 

 予防・啓発 

表 6-12：予防・啓発に係る現状と課題（マダガスカル） 

法的枠組みとしては新しく制定された GBV 法および刑法やその他の法律によって様々な形態の暴

力がカバーされているが、まだ一般的に周知されておらず、また実施面での取り組みも十分ではない。

法的枠組みに次いで重要となる予算の確保については、現在施行中の GBV 国家戦略 2017-2021 にお

いて設定された各項目にそって予算が規定されているが、資金調達が追い付いていない状況である。

また、2022 年以降の政策についてはまだ議論が始まっておらず、文書の更新も具体的に予定されてい

ないため、今後の予算確保については不透明な状況となっている。MPPSPF では現在、実施期限を迎

えてから 10 年以上更新されていない「ジェンダーと開発国家計画」の更新を優先しており、同計画

に SGBV に関する項目が具体的に盛り込まれることが期待される。特に、法律の実施や周知に関する

取組を進めるために、関連する政府機関がジェンダー平等や SGBV の予防・対応に係る予算を計画に

組み込み、予算を確保していくことが求められる。 

また、保健省へのインタビューによると、医療機関で性的暴力の被害に対する医療ケアや心理社会

的サポートを提供するケースは増加傾向にある（保健省では暴力自体の増加に加えて、啓発活動や情

報提供によって医療機関で支援を受ける女性が増えたという背景もあるとみている）。児童婚をした

女性が DV や IPV を受けやすいなど、複合的な被害も起きており、暴力の予防に関してさらなる努力

が求められている。多くの NGO では予防や啓発に係る活動にボランティアを育成しており、若い世

代をボランティアとして取り込むことで同世代への啓発がより効果的になったり新しい手法を取り入

れたりすることができている。その反面、基本的にボランティアは無給のため、活動を続けるための

インセンティブの提供やモチベーションの維持が常に課題となっている743。 

                                                   

743 CRSへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
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マダガスカルにおける CSE の導入については、本件調査の他の調査対象国よりも取組が進んでい

る状況で、学校の正規のカリキュラムの一部として今後実施される予定となっている。子どもに対す

る性的暴力や性的虐待、若年妊娠などが非常に多い中で、学校が CSE を導入することで予防に対す

る意識が向上することが期待される。また、青少年スポーツ省も SRH に関して積極的な活動を行っ

ており、思春期の男女に SRH に関するガイダンスを提供することを目的とした SNS「Tanora 

Garanteen」の開発や青少年センターの設立、セクシュアリティ教育に関する保護者向けのコミュニ

ケーションツールの開発と配布などを行っている744。しかしながら、一般的にマダガスカルの家庭や

コミュニティでは子どもに対して性や避妊について話すことがタブー視されているだけでなく、特に

貧困層では親が働くことに忙しいため、十分に子どもをケアしたりコミュニケーションをとったりす

る余裕がない745。また、学校におけるセクシュアリティ教育の実施について抵抗がある教員も多く746、

学校、保護者、コミュニティが主体的に SGBV 課題に関わるようになるには CSE の導入だけでは十

分ではない状況である。 

 被害者の保護 

表 6-13：被害者の保護に係る現状と課題（マダガスカル） 

SGBV被害者が包括的な支援を受けられるワンストップセンターとしてCentre de Prise en charge 

intégré とVonjy Centre が設置されている（表 6-7 参照）。しかしながらいずれの施設も数が少なく、

                                                   

744 Convention on the Rights of the Child(2020), Combined fifth and sixth periodic reports submitted by 

Madagascar under article 44 of the Convention, due in 2018, P.21-22 
745 CRSへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 24 日）。 
746 教育省へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。教育省では 2013~2014 年に“School for Parents”
というイニシアティブを立ち上げた。これは子どもと親のより良いコミュニケーションの確立をめざすイニシアテ
ィブで、その課題の一つとしてセクシュアリティ教育を挙げ、親に対して子どもと性について語ること、教えるこ
と、子どもをしっかり監視することを推奨していた。担当者によると、すでに実施は終わっているが、このイニシ
アティブを通してポジティブな変化があったとのこと。 
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特にCentre de Prise en charge intégré は首都でしか利用できない状況である。法律扶助はCECJ で

受けることができるため農村部でも比較的アクセスしやすいが、医療支援を受けられる施設が非常に

少なく、またワンストップセンター以外では診察が有料となるため、被害者にとっては利用において

費用の面で障壁がある。保健省では性的暴力の被害者への対応に係る SOP およびそれに基づく研修

モジュールを作成し、2012 年、2014 年、2017 年、2018 年に研修を実施した。また、ヘルスワーカ

ーへの研修はUNFPAから資金提供を受けて保健省が実施していたが、現在ではUNFPAとUNICEF

が主に活動を行っている北西部と南東部でしか実施できておらず、東部や北部で人材育成が充分に行

われていない747。 

公的なシェルターもCentre de Prise en charge intégré に一つと各 Vonjy Centre に設置されてい

るのみで、NGOが中心となって被害者にシェルターや Safe Space を提供しているが、数が十分でな

い。それらの施設を運営している NGO の多くは国際機関やドナーからの資金提供に頼っている状況

で、資金提供が止まってしまったことにより活動を縮小している施設もある。一方で、MPPSPF や

NGO が運営しているCECJ では、SGBV 被害者からの相談や通報を受け付けたり、警察や医療機関

にリファーラルを行ったりしており、各地域において被害者の保護に係る重要な役割を果たしている。

MPPSPF は CECJ の機能強化や、ワンストップセンターやシェルター等の施設の拡大を行いたいと

考えているが、予算確保の見通しが立っていないため具体的な計画は検討されていない。 

 被害者の自立・社会復帰 

表 6-14：被害者の自立・社会復帰に係る現状と課題（マダガスカル） 

被害者の自立・社会復帰は、被害者の保護と比較すると取り組みがかなり遅れている分野である。

SGBV 被害者の社会復帰に向けた公共サービスは提供されておらず、生計向上活動などは国際機関や

NGO が実施しているものばかりである。SGBV、特に児童婚や若年妊娠の背景の一つとして貧困が挙

げられるが、女性の経済的エンパワーメントや自立のための生計向上活動に係る支援が不足している

のが実態である。 

一方、教育省では妊娠・出産した少女の学校復帰を推奨しており、出産後に学校に戻る少女に対し

てCRAN（Cours de Remise à Niveau）という補習授業を提供し、学校に通えなかった間の授業をキ

ャッチアップし教育を継続することをサポートしている。CRAN は妊娠・出産した少女だけでなく、

働いている子どもや748、病気や経済的な理由で通学できなくなった子どもたち（お金がなくなれば子

                                                   

747 保健省へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
748 教育省へのインタビュー（2020 年 11 月 18 日）によると、マダガスカルでは児童労働も一般的に行われており、
特産品であるバニラの収穫で忙しい時期には親が子どもを学校に行かせず数週間働かせることがある。 
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どもを学校に行かせず、経済的に余裕ができたら再び通学させるという親も多い）に対して、学校に

戻るための準備として提供している授業である。教育省としては出産した少女に対して学校に戻るこ

とを強く推奨しているが、少女と家族側にとっては学校に戻ることはハードルが高く、特に親は子ど

もの妊娠・出産を「恥」と考え、すぐに相手側と協議して子どもを結婚させるというケースが多い749。

教育省では UNICEF 等のサポートを受けて、妊娠、出産した少女を学校に戻すための教員と親の懇

談会や地域の関係者、リソースを使った啓発活動を行っている。 

 加害者処罰・更生 

表 6-15：加害者処罰・更正に係る現状と課題（マダガスカル） 

親族からのレイプや家族からの性的虐待、近親相かんなどの被害が起きても、多くの場合家庭内の

問題として処理する、あるいは「恥」をさらしたくないため隠ぺいするなどして、司法当局にはほと

んど通報されない。また、SGBV 等の刑事事件では法的手続きは無料であるが、裁判では被告側およ

び原告側双方で証人を呼ぶ必要があり、被害者自身や証人が出廷するための旅費等が発生するため、

被害者の家族は司法手続きを忌避し、法廷に立つのも拒否することがある。したがって、被害者が加

害者を起訴する場合には財政的な支援が必要となり、また加害者に有罪判決が下された場合は、これ

らの訴訟費用に充てるための賠償金も課せられなければならない。また、被害者や証人の保護にも課

題がある。審問が行われるまでは誰が証人であるかは秘匿されるべきであるにも関わらず、裁判に先

立ち検察官や判事が事前に被害者や加害者、証人を召喚し論点を整理する際に、当事者全員（証人を

含む）が一斉に召喚され、終了後は同じバスに乗って村に戻るというようなことが起きている750。GBV

法では被害者の匿名性の確保や遠隔での裁判参加などについて規定されており、証人の秘匿、被害者

中心アプローチなどを遵守するために、司法関係者の能力強化、啓発が不可欠となっている。 

再発防止の観点からの加害者の更生については、その必要性が GBV 国家戦略に記載されており、

加害者に対する心理社会的サポートが提供されることとなっているが、実際にどの程度実施されてい

るかは調査内では確認できなかった。しかし、刑務所が常に定員を大きく超えた数の受刑者を収容し

て過密状態であり、十分な食糧、水などが確保されていない過酷な状況であることが報告されている

                                                   

749 教育省へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
750 FPFEへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 19 日）。 
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751。保健省によると、SGBV の加害者の多くがアルコールや薬物に依存しているとされ、これらの症

状に対する治療的介入は SGBV の予防、対応両面において重要であるとしている752。  

                                                   

751 US Department of States (2019), 2019 Country Report on Human Rights Practices: Madagascar 
752 保健省へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 18 日）。 
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6.2. マダガスカルにおける第 2次調査結果 

第 2 次調査においては、マダガスカルについては現地調査は実施せず、オンラインによる追加のデ

スク調査とパイロット活動のレビューが行われた。マダガスカルにおける SGBV の撤廃に係る政策や

取組については、第 1 次調査の段階から大きな変更や追加された取組などは確認されなかった。した

がって本項では、パイロット活動の概要および今後の JICA による協力案について記載する。 

6.2.1. パイロット活動の概要 

マダガスカルでは表 6-16 の通り、1 件のパイロット活動が実施されている。 

表 6-16：パイロット活動の概要（マダガスカル） 

項目 内容 

実施団体 Federation pour la Promotion Feminine et Enfantine（FPFE） 

実施期間 2021 年 9 月～2022 年 2 月（6 カ月） 

対象地域 ディアナ県、サヴァ県、アツィナナナ県、アナランジロフォ県、アモロニ・マニア県、オ

ート・マチアトラ県、イフルンベ県、メナベ県、ソフィア県、アナラマンガ県 

内容 2020 年 1 月に公布された GBV 法の普及を図るため、以下の活動を実施する。 

 国内 10 県の計 20 の地域において参加型ワークショップを通した啓発活動を実施す

る。 

 ラジオおよびテレビ番組を通じた啓発活動を実施する 

 ポスター、フライヤーなどの啓発ツールを開発・作成する 

2020 年 1 月に公布されたGBV 法は、これまで刑法でレイプや配偶者への身体的暴力のみが犯罪と

されてきたのに対して、改めて SGBV が性的暴力、身体的暴力、有害な慣習、セクシュアル・ハラス

メントだけでなく、これまで犯罪であると明記されていなかった婚姻間レイプ、心理的暴力、経済的

暴力などを含むあらゆる形態の暴力であることを定義し、罰則について定めている。また、被害者の

保護とケアについての規定も盛り込まれ、被害者中心アプローチに沿って、国が被害者への医療支援、

心理社会的サポート、司法支援を提供すること、被害者は匿名で司法手続きを受けられること、被害

者は裁判所に出廷しなくても裁判を受けられることなどが盛り込まれている（6.1.2.1 参照）753。これ

まで SGBV とみなされてこなかった形態の暴力について言及されるなど画期的な内容となっている

一方で、新しい法律であるということもあり、まだ一般的に十分に認知されていない。そのため、本

パイロット活動を通して同法について周知を図るとともに、同法で定義されている SGBV の概念につ

いて広く啓発を行うことで、地域レベルでの SGBV の撤廃を目指す取り組みの強化につなげることを

目的としている。 

参加型ワークショップは 10 県 20 地域で実施された。参加者は地方行政のジェンダー担当者、

MPPSPF の地域担当者、コミュニティ・リーダー、市長/評議員、CECJ 等 SGBV 被害者支援施設の

スタッフ、ボランティアなどで、様々な形態の SGBV について協議をしたり、参加者が自身の被害経

験や支援を受けた経験について共有したりすることで、GBV 法や地域のリソースについて理解を深

める機会となった。啓発活動を通して、以下のような成果が確認された。 

 啓発活動の対象地は MICS などの統計に基づき SGBV の被害が多い地域が選定され、中には都

市部から離れているため同様の啓発活動がこれまでほとんど実施されおらず、本パイロット活動

における啓発活動で初めて SGBV について考える機会ができたという地域もあった754。 

                                                   

753 なお、法律の執行に必要な政令（Decree）は 2022 年 1 月時点でまだ成立していない（6.1.2.1 参照）。 
754 FPFEへの聞き取りに基づく（2022 年 1 月 5 日）。 
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 啓発活動に参加した市長/評議員が SGBV に係る知識の重要性を認識し、本パイロット活動で作

成された啓発ツールを地域住民に配布することを推進するようになった。特に IPV や DV の防

止に役立てるため、結婚したばかりの若い夫婦にリーフレットなどを配布している。 

 ある対象地域では、啓発活動を通して SGBV の被害の深刻さとその撤廃に係る活動の重要性を

認識し、啓発活動終了後の地域の関係者で協議し、「SGBV Squad」を結成することが決定され

た。SGBV Squad は地域の警察と共同で SGBV 被害者の保護などを行う予定となっている。 

また、2021 年 11 月からは SGBV の啓発に係るラジオおよびテレビ番組の放送が行われており、よ

り広く SGBV と GBV 法に係る広報活動が展開されている。引き続きメディアを通した啓発活動が続

けられ、2022 年 3 月の終了に向けて成果の検証が行われる予定となっている。 

6.2.2. 今後の JICAによる協力の方向性 

本項では、本件調査における調査結果の分析（6.1.5 参照）に基づき、またこれまでマダガスカルに

おける JICA による支援の実績、JICA の比較優位性、活用可能な JICA のスキームや知見・経験等に

鑑みて、SGBV の撤廃に係る諸分野において支援の必要性が高く、かつ有効性が高いと考えられる新

規案件として以下の 2 件を提案する。 

表 6-17：マダガスカルにおける支援案① 

概要 1) 「GBV 国家戦略 2017-2021」の改訂、SGBV 政策策定、2）調整メカニズ

ムの運営サポート、3）SGBV 関連データの収集・管理サポート、4）GBV 法

に基づく SGBV 事案の対応体制の構築、を通して MPPSPF による SGBV 政策

の立案及び実施に係る能力強化を行う。 

プロジェクト目標 MPPSPFのSGBV政策の立案、実施能力が強化される。 

スキーム 技術協力プロジェクト 

カウンターパート 人口・社会保護・女性振興省（MPPSPF） 

協力機関  保健省 

 法務省 

 教育省 

 警察 

 検察 

期待される成果 1. 「GBV 国家戦略 2017-2021」が改訂され、SGBV 被害の実情に合わせた効

果的な SGBV 政策が策定される（現在 MPPSPF は「ジェンダーと開発国

家計画」の更新に優先的に取り組んでいる）。 

2. GBV Platform 等 SGBV に係る調整メカニズムの運営がサポートされ、調

整メカニズムが適切に機能するようになる。 

3. 関係機関が別々に管理している SGBV データを統合的に管理できる仕組み

を整備し、SGBV の被害状況が正しく把握されるようになることで、エビ

デンスに基づいた政策立案が可能となる。 

4. GBV 法の施行や適用に係る関係機関との連携、草の根レベルでの広報など

を通して、GBV 法に基づき SGBV 事案が適切に対処され被害者の保護お

よび加害者の処罰に係る体制が強化される。 

表 6-18：マダガスカルにおける支援案② 

概要 マダガスカルでは SGBV 被害者の支援のためのワン・ストップ・センターはま

だ首都のみの限定的な設置となっており、地域レベルでは法律扶助、心理社会

的サポート、関係機関へのリファーラルを行う CECJ が全国に設置されてい

る。SGBV 被害者支援のための主要な地域リソースである CECJ を拠点とし

て、1)CECJ スタッフへの被害者中心アプローチに対する理解を深める研修、

ガイドライン整備等の実施を通した対応能力強化、2) ソーシャルワーカー等に
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よるケースマネジメントの対応モデルの確立、を通してより効果的な SGBV 被

害者支援に係る能力強化を行う 

プロジェクト目標 CECJにおける被害者中心アプローチに則ったSGBV被害者への対応能力が強

化される 

スキーム JICA 海外協力隊員派遣 

・ソーシャルワーカー隊員 

カウンターパート 人口・社会保護・女性振興省（MPPSPF） 

協力機関  警察、女性対応部隊（BFP） 

 保健省 

 法務省 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. CECJ スタッフの被害者中心アプローチへの理解が促進される 

2. CECJ スタッフによる SGBV 被害者への対応に係る手順やリファーラル先

が明確化される 

3. ソーシャルワーカーによる CECJ を拠点としたコミュニティレベルの

SGBV 被害者の保護・支援（ケースマネジメント）に係る対応モデルが構

築される 
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第7部 ルワンダにおける調査結果 
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7.1. ルワンダにおける第 1次調査結果 

ルワンダは「アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収

集・確認調査(2019)」において調査対象国となっており、調査報告書が公表されている。これを踏ま

え本件調査では、同国における SGBV の撤廃に向けた新たな動向や、COVID-19 による影響とその

対応に係る情報の収集と分析を中心に行う。 

7.1.1. 概況 

 社会経済状況 

ルワンダ共和国（以下「ルワンダ」）はアフリカ大陸中央部東側に位置し、西側はコンゴ民、北部は

ウガンダ、東部はタンザニア、南部はブルンジに国境を接している。面積はアフリカ大陸の中でも小

さく、26,340 ㎢ほどの国土に約 1,263 万人(2019 年)の人口を抱えている755。公用語はルワンダ語、英

語、フランス語、スワヒリ語となっている。 

ルワンダでは 1962 年にベルギーから独立した後、政権を掌握した多数派のフツが少数派のツチを

迫害する事件が発生した。その迫害から逃れるために隣国ウガンダに避難していたツチが主体となっ

てルワンダ愛国戦線（RPF：Rwandan Patriotic Front）が設立され、1990 年にRPF がルワンダに

武力侵攻したことにより内戦状態となった。その後 1993 年 8 月に和平合意が成立したが、1994 年 4

月のハビヤリマナ大統領暗殺をきっかけにフツ過激派によるツチ及びフツ穏健派の大虐殺が行われた

（ルワンダ虐殺）。1994 年 7 月、RPF がフツ過激派を制圧し、フツのビジムング大統領、ツチのカガ

メ副大統領による新政権が成立した。2000 年からはカガメ氏が大統領を務めている。 

ルワンダ虐殺により多くのルワンダ人が周辺国に難民として逃れ、現在でもコンゴ民に 20 万人以

上、ウガンダに 17,000 人以上、その他、ケニアやザンビアなどでも多くのルワンダ難民を受け入れて

いる756。一方で、ルワンダではコンゴ民から 7 万人以上の難民を受け入れているほか、2015 年 4 月

以降隣国ブルンジの情勢が悪化したことにより，ブルンジ難民のルワンダへの流入が続いている

（2021 年 1 月時点で約 62,000 人）757。タンザニア国境に近い東部州マハマや南部州キゲメ、西部州

キジバなど多くの難民キャンプが設置され、UNHCR を中心に人道支援が展開されている。 

内戦は同国の経済にも大きな影響を及ぼし、特に 1994 年の虐殺は国内経済に壊滅的な打撃を与え

た。その後、農業生産の回復や、ドナーからの援助、積極的な経済政策の実施などにより 1999 年に

は GDP が内戦前の水準に回復し、2010 年以降は平均 7％前後の実質経済成長率を維持している。現

行の第一次国家変革戦略（NST1：National Strategy for Transformation 2017-2024）においては、

2050 年までに「高所得国」となることを目標に掲げている。また同戦略では、経済、社会、ガバナン

スの 3 つの領域における変革を目指すとともに、ジェンダー平等やジェンダー主流化の促進を横断的

課題として位置付けている 。一人当たり GNI は USD830（アトラス方式、2019 年）758で、2003年

以降は比較的堅調に増加している。農業・林業・漁業が GDP の約 3 割を占める（主要輸出作物はコ

ーヒー及び茶）一方で、投資・ビジネス環境の改善や ICT 立国としての環境整備などを通した経済成

長を目指しており、世界銀行の投資環境ランキング（2020 年）では 190 か国地域中 38 位、アフリカ

諸国の中では第 2 位となっている759。 

                                                   

755 https://data.worldbank.org/country/RW, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
756 https://data2.unhcr.org/en/countries/, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
757 http://data2.unhcr.org/en/country/rwa, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
758 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=RW, 2021 年 1 月 10 日閲覧 
759 World Bank (2020), Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies, P,4 
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行政構造としては、2006 年にそれまでの 12 県からなる地方行政区画を 5 つの県（Province）とそ

の下の 30 の郡（District）による構成へと変更し、現在は州－郡－セクター－セル－村（Village）－

イシボ（Isibo）という構成となっている。 

 ジェンダー格差の現状 

ルワンダは憲法において男女平等が明記され、長期国家計画VISION 2050 や NST1 など現行の経

済政策、開発政策にもジェンダーの視点が取り入れらるなど、積極的にジェンダー平等を推進する取

組を実施している。その結果、2020 年の世界経済フォーラムによるジェンダー・ギャップ指数（GGI）

のランキングにおいて 153 カ国中 9 位に位置している。ジェンダー平等の推進に係る取組として世界

的に高く評価されているのは、同国の国会議員におけるクオータ制の導入である。2019 年時点では憲

法で定められた 30%を大きく超える上院の 38.5％（26 議席中 10 議席）、下院の 61.3%（80 議席中 49

議席）を女性が占めており、これは国会議員における女性議員の割合として世界 193 カ国中 1 位とな

っている760。また地方行政レベルにおいても女性のリーダーの割合は増加傾向にある761。男女の就学

率にも差はなく、中等教育の就学率については女性の方が高い（表 7-1 参照）。また、ジェンダー予算

（Gender-Responsive Budgeting）の導入が 2013 年に法制度化（Organic Law No. 12/2013/OL of 12 

September 2013）され、すべてのセクターにおいてジェンダー主流化に取り組む活動に関する予算を

計画策定時に盛り込むことが求められるなど、公共セクターにおいてはジェンダーの視点に立った政

策立案・実施が推進されている。 

表 7-1：ジェンダー・ギャップ指数 2020（ルワンダ） 

出所：World Economic Forum(2020), Global Gender Gap Index Report 2020, P.299 より筆者作成 

                                                   

760 UN Women (2019), Women in Politics 
761 Republic of Rwanda (2019), Beijing +25 Rwanda Country Report, P.56 
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家庭内における差別、身体の自己決定 (Physical Integrity) の制限、生産・経済活動へのアクセス、

人権の制限の 4 つの分野でジェンダー格差を評価する OECDの SIGI（3.1.1.2 参照）でも、ジェンダ

ー格差が大きくない「Low」に分類されているが（表 7-2 参照）、管理職クラスに女性が少ないこと、

女性の司法へのアクセスが十分に確保されていないこと（土地や遺産の相続の請求などにおいて、経

済的に余裕のない女性が利用できる法律扶助サービスがない）などが懸念点として挙げられている762。 

表 7-2：ジェンダー関連指数（ルワンダ）  

出所：a UNDP  b UNDP  c OECD 

政策面や公共セクターにおけるジェンダー主流化は推進されている一方で、家庭やコミュニティに

おける女性の地位や役割は依然として限定的であり、女性は世帯内で家事、育児、介護などのアンペ

イドワーク（無報酬労働）に従事し、社会経済活動に十分に参加していない763。2018 年に実施された

調査では、女性は週平均 25.3 時間を無償の介護に費やしている一方で、男性が介護を担う時間は週平

均 13.5 時間であり、長時間にわたる無償労働の負担が女性が有償の経済活動や政治、社会活動に参加

することを阻害する要因となっていることが指摘されている764。多くの女性が従事している農業セク

ターにおいては、農産物の加工、販売、輸出などの部門における女性の参加は少なく、多くの場合は

男性世帯主が農業生産物を販売し利益を管理している。女性のマーケットへの公平なアクセスが確保

されておらず、また金融機関からの融資や農業輸出ビジネスへのアクセスも十分ではないため、女性

の収入源が自給自足型の農業に限定される状況となっている765。教育においても、中等教育への就学

率は女性の方が高いにもかかわらず、高等教育に進学する割合は男性の方が高く、STEM 教育におけ

る女性の割合も 3 割程度となっている766。このような状況が、女性が給与の高い技術職や専門職に就

く機会を十分に得られない要因の一つとなっている。また、公共セクターでの取り組みが進んでいる

一方で、民間セクターにおけるジェンダー主流化に向けた取組は十分ではない。特に管理職クラスへ

の女性の登用やセクシュアル・ハラスメントへの対応の不足が、女性の社会参加や女性の労働市場へ

の参入を阻害していると指摘されている767。 

総じて、ルワンダにおいてはジェンダー平等に向けた法律や政策面での取組は進められつつあるが、

世帯内やコミュニティでの固定化されたジェンダー規範の変容や女性の社会経済活動への参加におい

てはさらなる取組が必要な状況となっている。 

 SGBVの現状 

ルワンダにおいては、ジェンダー平等政策が積極的に推進されている一方で、SGBVは依然として

大きな社会課題となっている。ここでは、保健関連データや警察の犯罪統計など、SGBVに関連する

複数のデータに基づきSGBVの現状を概観する。 

                                                   

762 OECD(2019), SIGI Country Profile 2019: Rwanda 
763 USAID(2015), Gender Analysis for USAID/Rwanda Valuing Open and Inclusive Civic Engagement Project 

January 2015 
764 Republic of Rwanda (2019), Beijing +25 Rwanda Country Report, P.19 
765 Ibid, P52 
766 https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200721142651162, 2021 年 1 月１0 日閲覧 
767 UNDP Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 26 日）。 
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1) 身体的暴力の現状 

2014－2015 年に実施されたルワンダ人口保健調査（RDHS 2014-2015：Rwanda Demographic and 

Health Survey）768によると、15~49 歳の女性のうち、15 歳以降に SGBV を含む身体的暴力を経験

したことのある女性は 35%、15~49 歳の男性のうち、15 歳以降に身体的暴力を経験したことのある

男性は 39%となっており、男女いずれも高い割合で身体的暴力を受けている769。加害者の内訳（図 

7-1）を見ると、女性は現在または過去の配偶者／パートナーからの身体的暴力が非常に多く、男性の

場合は配偶者やパートナーからの暴力もあるが、警察／兵士や教員などからの身体的暴力も少なくな

いという結果となっている770。 

身体的暴力を経験している人の割合には、都市部と農村部による違いや州による違いなどはほとん

どなく、全国的に身体的暴力を経験している人が多いという状況となっている771。しかしながら、教

育を受けていない女性では 40％、初等教育を受けた女性は36%が身体的暴力を経験している一方で、

高等教育以上を受けた女性は 26%となっており、女性の被害者の場合就学年数の違いによって身体的

暴力の経験に大きな差があることが確認できる772。男性の場合も、教育を受けていない場合は 43%、

初等教育完了で 41%、高等教育以上で 26％となっており773、男女いずれも、身体的暴力の被害の割

合に就学年数が関連していることが示されている。また、女性の場合は世帯年収による違いが大きく、

回答者の世帯年収を 5 等分して 5 つのグループに分ける年間収入五分位階級別（脚注 72 参照）のデ

ータによると、最も世帯年収の低いグループでは 44%と 4 割以上の女性が身体的暴力を経験している

一方で、最も世帯年収の高いグループでは 30％となっており、経済状況による影響が顕著であった

（男性も世帯年収が高くなるほど割合が少なくなるが、2%程度の差であった）774。 

  

図 7-1：身体的暴力の加害者の内訳（男女別、
ルワンダ） 

図 7-2：性的暴力の加害者の内訳（男女別、
ルワンダ） 

出所：RDHS 2015-2016 P.272 より筆者作成 出所：RDHS 2015-2016 P.275 より筆者作成 

                                                   

768 RDHSは 2021 年 9 月に最新版の RDHS 2019-2020 が発行されているが、本第 1 次調査は 2020 年 8 月から 2021

年 3 月に実施されたため、RDHS 2014-2015 を参照している。 
769 National Institute od Statistics of Rwanda (2016), Rwanda Demographic and Health Survey 2014-2015, P.270. 

271 
770 Ibid, P.272 
771 Ibid, P.270. 271 
772 Ibid, P.270 
773 Ibid, P.271 
774 Ibid, P.270. 271 
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2) 性的暴力の現状 

RHDS 2014-2015によると、15~49歳の女性のうち、15歳以降に性的暴力を経験したことのある女

性は22％、同じく15~49歳の男性のうち、15歳以降に性的暴力を経験したことのある男性は5%となっ

ている775。加害者の内訳（図 7-2）を見ると現在または過去の配偶者、パートナー、交際相手が最も

多く、その他友人／知人や親戚、家族の友人などからの被害も多い。また、性的暴力を経験している

女性は農村部（21%）より都市部(28%)の方が多く、州別では最も割合の高いキガリ州が25%、最も低

い北部州で19%となっている776。このことから、都市部の女性が性的暴力を受けるリスクがより高く、

また地域による差異が大きいことが確認できる。また、身体的暴力とは逆に、教育を受けていない女

性で18%、初等教育を完了した女性で23%、高等教育以上で24%となっており、就学年数が長いほど

性的暴力を受けた人の割合は高いという結果となっている（男性の場合も同様の傾向であった）。 

3) IPVの現状 

RHDS 2014-2015 によると、15~49 歳の女性のうち、何らかの形態の IPV を経験したことのある

女性は 40%となっており、高い割合で女性が IPV を経験していることが分かる。身体的暴力、性的暴

力の加害者の内訳（図 7-1、図 7-2 参照）を見ても、女性に対する暴力の加害者の多くが配偶者/パー

トナーや交際相手となっており、IPVの被害が蔓延している状況となっている。IPVの形態としては、

身体的暴力を受けたことのある女性が 31%、心理的暴力が 27%、性的暴力が 12％となっている777。

また、15~49 歳の男性のうち、何らかの形態の IPV を経験したことのある男性は 20%（心理的暴力：

17%、身体的暴力：11%、性的暴力：2%）であった778。 

図 7-3 の通り、15~49 歳の結婚している男女

のうち、夫が妻を殴打することが正当化される

ことがあると考える人は男性が 17%、女性が

41%で、配偶者/パートナーからの身体的暴力を

許容する女性が多いことが示されている779。女

性の場合は子どもに対するネグレクト、性交渉

の拒否、無断での外出などがそれぞれ高い数値

である。男性はいずれも数値が低いが、IPV を

経験した女性が上記の通り 4 割以上、そのうち

身体的暴力を経験した女性は 31%であり、男性

が妻への殴打が正当化されると考えないこと

と実際に暴力を振るわないことは必ずしも一

致していない状況である。 

また、IPV を経験した人の割合は、世帯年収、被害者の就学年数、加害者のアルコール摂取状況な

どと関連があることが確認できる。世帯年収が高くなるほど暴力を経験した人の割合が少なくなる傾

向にあり、IPV を経験した女性の場合、最も世帯年収の低いグループでは 37%、最も世帯年収の高い

                                                   

775 National Institute od Statistics of Rwanda (2016), Rwanda Demographic and Health Survey 2014-2015, P.273. 
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776 Ibid, P,273 
777 Ibid, P.284-285 
778 Ibid, P.285-286  
779 Ibid, P. 254-255 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-3：夫が妻を殴打することが正当化されると

考えるケース（男女別、ルワンダ） 
 

出所：RDHS 2015-2016 P.254-255 より筆者作成 
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グループでは 15%と大きな開きがある780（図 7-4 参照）。また、男女いずれも被害者の就学年数によ

る違いが顕著で、就学年数が長くなるほど IPV を受ける割合は低くなっている781。加害者のアルコー

ル摂取状況も IPV の割合と強い相関があり、IPV を経験した男女いずれの場合も、加害者がアルコー

ルの摂取によって「頻繁に酔う」と回答した割合が最も高かった（図 7-5 参照。女性の加害者で「頻

繁に酔う」と回答した人は少なかったため、データは共有されていない）782。 
  

図 7-4：IPV を経験した人の割合

（年収階級別、男女別、ルワンダ） 

図 7-5：IPV の加害者のアルコール摂取

（男女別、ルワンダ） 

出所：RDHS 2015-2016 P.284－286 より筆者作成 出所：RDHS 2015-2016 P.284－286 より筆者作成 

4) SGBVの発生件数 

ルワンダ国家統計局のRwanda Statistical Year Book 2019によると、全国の郡病院においてSGBV

の被害者が診療を受けた件数（2015~2018 年）は図 7-6 の通りとなっている。データでは身体的暴力

および性的暴力に分けて記録されており、女性の場合は性的暴力の被害者の受診件数が身体的暴力の

被害者の受診件数の倍近くの数値となっている。男性は身体的暴力の方が多いが、少ないながら男性

の性的暴力被害者が診療を受けるケースもある。2017 年は特に女性の性的暴力の被害件数が多く、

10,000 人近くの女性被害者が郡病院において診療を受けた。 

また、犯罪捜査を担当するルワンダ捜査局（RIB：Rwanda Investigation Bureau）が取り扱った

SGBV の件数に係るデータによると、2017 年から 2019 年にかけてRIB に通報される SGBV の件数

が増加傾向にあることが示されている（図 7-7）。これは SGBV の件数そのものの増加に加えて、各

種ホットラインの整備や啓発活動の推進に伴って通報件数が増加していることが要因と考えられる。

捜査が行われた後検察に提出された件数も 2019 年の数値は 2017 年の 2 倍以上となっており、捜査

機関が加害者の処罰に向けた体制を強化しつつあることがうかがえる。また SGBV 被害者への包括的

支援を提供する Isange One Stop Centre（IOSC）で対応した SGBV の件数も 2015/16 年に 13,624

件、2016/17 年に 15,143 件、2017/18 年に 21,083 件と増加しており、通報したり支援を求めたりす

る人が増えていることが確認できる783。 

                                                   

780 National Institute od Statistics of Rwanda (2016), Rwanda Demographic and Health Survey 2014-2015, P. 284-

286  
781 Ibid, P. 284-286 
782 Ibid, P. 284-286 
783 RIB (2020), Isange One Stop Centre Staretegic Plan 2020-2025, P.20 
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図 7-6：ルワンダにおける郡病院で診察を受けた

SGBV の被害者数（年度、男女、暴力の種類別） 

図 7-7：RIB が受け取った SGBV の通報件数

と検察に提出された件数（2017~2019 年） 

出所：NISR(2020)：Rwanda Statistical Year Book 2019, 

P.23 より筆者作成 

出所：UNDP(2020)：Socio-economic Impact of 

COVID-19 in Rwanda､ P.107 より筆者作成 

5) 児童婚、若年妊娠、子どもに対する暴力の現状 

ルワンダでは、児童婚784や若年妊娠が大きな社会課題となっている。RDHS 2014-2015 によると、

25~49 歳の女性のうち、18 歳までに結婚した女性の割合は 14%、15 歳までに結婚した女性は 3％と

なっており、初婚年齢の中央値は 21.9 歳（都市部で 23.2 歳、農村部で 21.7 歳）と推定されている

785。一方 30~59 歳の男性のうち、18 歳までに結婚した男性は 2.7%、15 歳までに結婚した男性は 0%

で、初婚年齢の中央値は 25.4 歳(都市部で 28.2 歳、農村部で 24.8 歳)となっている786。3 割の女性が

20 歳までに結婚し、5 割の女性が 22 歳までに結婚しており、女性が早い年齢で結婚する傾向が明ら

かである787。 

出産については、25~29 歳の女性のうち、18 歳までに出産を経験している女性は 7%、20 歳では

22％であり、5 人に 1 人の女性が 10 代で出産を経験している788。また、最初に出産を経験する年齢

の中央値は 22.7 歳と推定され、2010 年の RDHS 実施時の 22.4 歳よりもわずかに上昇している。

15~19 歳の女性を対象にしたデータでは、この年代のうち 7%が妊娠、出産を経験している789。中で

もキガリ州と東部州で 19 歳までに妊娠、出産している女性が多く、また世帯の年間収入が最も低い

グループで顕著に高い割合となっており、地域性や貧困と若年妊娠の相関が示されている（図 7-8）。

教育省では、10 代で妊娠・出産した少女は一度退学しても公立学校に戻ることを推奨しているが、子

どもをケアするサポートの欠如、スティグマへの恐れなどが原因で実際に学校に戻れるケースは非常

に少ない790。また家族にとっては若年妊娠は「恥」と捉えられることから、出産後の少女が復学した

り仕事を見つけたりすることを家族がサポートするケースは少ない791。 

                                                   

784 ルワンダの法律では 21 歳未満が未成年とされ、法定婚姻年齢は 21 歳と定められているが、18 歳未満を子どもと
する国際的な定義に則って、本項では 18 歳未満の結婚を児童婚として取り扱う。 

785 National Institute od Statistics of Rwanda (2016), Rwanda Demographic and Health Survey 2014-2015, P. 55 
786 Ibid, P.55 
787 Ibid, P.55 
788 Ibid, P.72 
789 Ibid, P.73 
790 UN Women Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
791 Rwanda Women’s Networkへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 10 日）。 
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図 7-8：ルワンダにおいて 15~19 歳で妊娠・出産を経験している女性の割合

（州別、世帯年収別） 
 

出所；RDHS 2014-2015 P.74 より筆者作成 

また、保健省が子どもに対する暴力の現状を把握するために UNICEF などのサポートを受けて実

施した Violence against Children and Youth Survey in Rwanda 2015-2016（VACYS）によると、18

歳から 24 歳の回答者のうち、18 歳までに何らかの性的な虐待を受けた女性は 24%、男性は 10％で

あった792。そのうち、13 歳以下で初めて被害に遭った男性は 28%、女性は 13%で、男性はより若い

年齢で最初の性的虐待の被害を受けている793。性的暴力の加害者としては男女ともに近隣住民からの

被害が最も多く、コミュニティの中で子どもを対象とした性的暴力、性的虐待が広く行われているこ

とが示されている（図 7-9 参照）794。 

同調査報告書では、身体的暴力、心理的暴力に関しては女性より男性の方が被害を受けている割合

が高く、18~24 歳の回答者のうち、女性の 28%および男性の 45%が最初の身体的暴力を 18 歳までに

両親や親戚から受けた経験があると回答している

795。また、暴力の加害者が教師、警察、近隣住民な

どである割合も高く、DV や学校での体罰の被害を

受けている子どもが多いことが分かる796。また、女

性の 12%、男性の 17%が 18 歳までに両親や親戚か

ら心理的暴力を受けた経験があると回答した797。 

また同調査報告書では、子どもに対する暴力の被

害者の多くが精神的な苦痛や自殺願望を抱えてい

ることが報告されている798。幼少期に性的虐待を経

験した女性のうち 48%が望まない性交渉の結果妊

娠しているほか、性的虐待により性感染症に罹患し

た被害者も確認されており、子どもに対する暴力が

被害者の心身に中長期的に深刻な影響を及ぼして

いる実態が明らかにされている799。 

                                                   

792 Ministry of Health (2018), Violence against Children and Youth Survey in Rwanda 2015-2016, P.39 
793 Ibid, P.40 
794 Ibid, P.42 
795 Ibid, P.51 
796 Ibid, P.51 
797 Ibid, 56 
798 Ibid, P.62-66 
799 Ibid, P.62-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-9：18 歳までに性的虐待を受けたケースの

加害者の内訳（男女別、ルワンダ） 
 

出所：VACYS P. 42 より筆者作成 
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7.1.2. SGBVに関連する法律および政策 

 法的枠組み 

1) 憲法 

ルワンダの現行憲法は内戦を経て RPF が政権を樹立した後、2003 年になって制定され、その後

2015 年に改訂された。憲法には二度とジェノサイドを繰り返さないことが明記されている。ジェンダ

ー平等に関連する項目は以下の通りである。 

表 7-3：ルワンダの憲法におけるジェンダー平等に関連する項目一覧 

条項 内容 

第 2 条 選挙権は、すべての市民にとって普遍的で平等なものである。選挙権は、憲法や他の法律で定

められていない限り、直接または間接的で秘密のものである。法律で定められた要件を満たす

すべての男女のルワンダ市民は、投票する権利と選挙で選ばれる権利を持っている。 

第 10 条 4 法の支配、多元的民主主義政府、すべてのルワンダン人の平等、および意思決定機関の地位の

少なくとも 30 パーセント（30％）を占める女性によって確認された男性と女性の間の平等に

よって統治される国家を構築する。 

第 15 条 すべての人は法の下で平等であり、法の保護を受ける権利がある。 

第 16 条 すべてのルワンダ人は、生まれながらにして自由であり、権利と義務において平等である。特

に、民族的出自、部族、氏族、肌の色、性別、地域、社会的出自、宗教または信仰、意見、経

済的地位、文化、言語、社会的地位、身体的または精神的障害、またはその他のいかなる形態

に基づくいかなる種類の差別も禁止されており、法によって処罰される 

第 17 条 男女間の一夫一妻婚のみが認められる。何人も、本人の自由な同意がなければ結婚することは

できない。婚姻の当事者は、婚姻の存続期間中及び離婚の際に、平等な権利と義務を有する。

法律は婚姻の条件、形態及び結果を定めなければならない。 

第 18 条 ルワンダ社会の自然な基盤である家族は、国家によって保護されている。両親は、子を養育す

る権利と責任を有する。国家は、家族、特に母子の保護のための適切な法律及び制度を整備し、

家庭の繁栄を確保しなければならない。 

第 19 条 すべての児童は、国内法及び国際法の下で、児童の地位に応じて必要とされる家族、社会及び

国による特別な保護措置を受ける権利を有する。 

第 20 条 すべての人は、教育を受ける権利を有する。学習と教育の自由は、法律で定められた条件に従

って保障されなければならない。初等教育は義務である。公立学校では無料である。 

第 27 条 すべての国民は、法律に基づき、直接または自由に選ばれた代表者を通じて、政府に参加する

権利を有する。すべての国民は、その能力及び能力に応じて、公共サービスを平等に受ける権

利を有する。 

第 29 条 誰もが法の適正手続きをとる権利を有している。 

第 30 条 すべての人は、雇用を自由に選択する権利を有する。同一の能力を有する者は、いかなる差別

もなく、同一労働に対して同一賃金を受ける権利を有する。 

第 46 条 すべて国民は、差別なく他の人と関わり、相互尊重、連帯及び寛容を保護し、促進し、強化す

るための関係を維持する義務を有する。 

第 56 条 政治組織は、メンバーの募集、指導機関の設立、およびその機能と活動において、常にルワン

ダの団結と男女の平等と補完性を反映しなければならない。 

第 57 条 政治組織は、人種、民族、部族、血統、地域、性別、宗教、または差別につながる可能性のあ

るその他の区分に基づくことを禁じられる。 

第 80 条 上院は任期八年の上院議員二十六人で構成し、そのうち少なくとも三十パーセントが女性でな

ければならない。 

第 139 条 国が直面している重要な問題の解決を支援する責任を委任された国内委員会、専門機関、およ

び国内評議会は次のとおり。 

2. 専門機関 

c ジェンダー・モニタリング・オフィス（GMO：Gender Monitoring Office） 

3. 国家評議会 
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条項 内容 

a. 国家女性評議会（NWC：National Women’s Council） 

Government of Rwanda (2015) ‘The Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 Revised in 2015’より筆者作成 

2) 国際条約および地域条約 

ルワンダは国連、AU、ICGLR の加盟国として人権に関する様々な国際条約に批准している。批准

している国際条約・地域条約、および遵守している国際的な開発枠組みは以下の通りである。 

表 7-4：ルワンダが批准している SGBV に関連する国際条約および地域条約 

名称（()内は採択年） 批准年 

国際条約（UN） 

市民的および政治的権利に関する国際規約(1966) 1975 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966) 1975 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW) (1979) 1981 

子どもの権利条約(1989) 1991 

北京宣言及び行動綱領(1995) 1995 

女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書 (1999) 2008 

国連安保理決議 1325 号(2000) 2000 

国際組織犯罪防止条約人身取引議定書（2000） 2003 

児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(2000) 2002 

武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書 (2000) 2002 

地域条約（AU, SADC 等） 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(1981) 1983 

子どもの権利と福祉に関するアフリカ憲章(1990) 2001 

アフリカにおけるジェンダー平等の厳粛な宣言(2004) 2004 

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカにおける女性の権利に関する議定書(マプ

ト議定書)(2003) 

2004 

若者に関するアフリカ憲章(2006) 2007 

Declaration of Heads of States and Government of Members States of the ICGLR on Sexual and 

Gender Based Violence (カンパラ宣言) (2011) 

2011 

出所：国連人権高等弁務官事務所ウェブサイトより筆者作成 

マプト議定書第 14 条が求める人工妊娠中絶の権利については、ルワンダの刑法は中絶を禁止して

いるが、女性の身体的健康や生命が危険にさらされている場合、レイプや近親相かんによる妊娠の場

合、妊娠の継続が胎児の健康を脅かす場合は中絶を行うことができる。しかし、裁判所による「刑事

責任の免除」を受けずに人工妊娠中絶を行った女性は、1 年から 3 年の懲役と 5 万 Rwf から 20 万

Rwf の罰金に処せられる。 

3) 国内法 

SGBV に関連する国内法は先行調査時より変更点はない800。他方で、先行調査の報告書には記載さ

れていないものの、以下の法律が同国における SGBV の撤廃に向けた取組に関連する。 

                                                   

800 先行調査報告書については下記参照 

JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査報
告書, P.44 
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表 7-5：ルワンダにおける SGBV に関連する法律一覧（先行調査への追加事項） 

名称 内容 

Law on Prevention and 

Punishment of 

Gender- Based Violence

（No. 59/2008 of 

10/09/2008, 2009 年） 

 GBV を「女性や男性であるという理由だけで、身体的、心理的、性的、経済的に

害を及ぼす行為。そのような行為は自由を奪い否定的な結果を招くことになる。こ

の暴力は、家庭内でも家庭外でも行使されることがある。」と定義している。 

 GBV に関与させる目的で、特定の権利を奪うという脅しを使うことを禁止する。 

 GBV は離婚の事由の一つになりうる。 

 親や保護者は、GBVから子どもを保護しなければならない 

 首相の命令により、政府機関がGBV を防止し、被害者の健康回復を目的とした受

け入れ、救済、弁護、投薬及び援助を行うための方法を定めなければならない。 

 他の法律の規定にかかわらず、GBV に関する証拠又は証言は、それを保持する者

が裁判所に提出しなければならない。 

 GBV の被害者またはその影響を受けた者は、損害賠償を請求する権利を有する 

Law Governing Land in 

Rwanda 

(No. 43/2013 of 

16/06/2013, 2013 年) 

 土地へのアクセスおよび実権の享有に関連して、性別や出自に基づく差別など、あ

らゆる形態の差別を禁止しなければならない。 

 合法的に結婚した男女の土地を得る権利は、彼らが選択した婚姻体制に依存しなけ

ればならない。 

Law Governing Persons 

and Family 

(No. 32/2016 of 

28/08/2016、2016 年改

正) 

 法廷婚姻年齢を男女ともに 21 歳と定める 

なお、2001 年に制定されたLaw Relating to Rights and Protection of the Child Against 

Violence（No. 27/2001）では 21 歳未満の未成年との結婚を「強制婚」と定義し、18 未

満の子どもと夫、妻として同居することは子どもに対するレイプと同様の処罰を受ける。

また 18歳以上 21歳未満の子どもを夫または妻として同居した場合は禁固 6カ月以上 2

年以下の懲役および罰金が科せられる。 

Law Governing 

Matrimonial Regimes, 

Donations and 

Successions 

（Nº27/2016 of 

08/07/2016, 2016 年） 

 故人の法律上の子どもたちは、男性と女性の差別することなく平等に財産を相続す

る。 

 遺族の配偶者は、死亡した配偶者の財産の継承に参加する権利がある。 

Law Regulating Labour 

in Rwanda(N° 66/2018 

of 30/08/2018, 2018 年) 

 部下に対するいかなる形態のセクシャル・ハラスメントも禁止する。 

 上司が行ったセクハラ行為について報告したり、証言したりしたことを理由に解雇

することを禁止する。 

 上司からのセクハラ行為を理由に退職したという具体的な証拠がある場合は、不当

解雇となる。 

Law Determining 

Offences and Penalties 

in General 

（No.68/2018 of 

30/08/2018 , 2018 年) 

ディファイルメント、レイプ、性的暴力、配偶者への性的暴力、重婚、セクシュアル・

ハラスメントを犯罪と規定し、懲役刑の罰則を設けている。 

レイプについては以下のように規定している。 

 レイプとは力の行使、脅迫、策略、権力の行使により、他人に次のいずれかに該当

する行為を承諾なしに行うことである 

1．性器を他人の性器、肛門、口に挿入すること 

2．他の人の性器や肛門に人の任意の器官やモノを挿入すること 

 複数人によるレイプの場合、被害者がレイプにより死亡した場合、被害者が 2 親等

以内の親族の場合、被害者がレイプにより不治の病に罹患した場合は終身刑。 

ディファイルメントについては以下の通り規定している 

 ディファイルメントとは以下の行為である 

1．子どもの性器、肛門または口の中に性器の挿入すること 

2. 子どもの性器または肛門に人体のあらゆる器官を挿入すること 

3.. 快楽のために子どもの身体に対して行うその他の行為 
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名称 内容 

 14 歳未満の子どもへのディファイルメントの場合、14 歳以上の子どもに対するデ

ィファイルメントで子どもが不治の病や障がいを負った場合、ディファイルメント

の後に夫婦として同居した場合はいかなる事情があっても無期懲役となる。 

 暴力や脅迫を伴わない 14歳以上の子ども同士の間でディファイルメントが行われ

た場合、罰則はない。ただし、14 歳で 18 歳に達していない子どもが、14 歳未満

の子どもに対してディファイルメントを行った場合には処罰される。 

出所：各法律文書より筆者作成 

上記の他に、Ministerial Order n°002/08.11 of 11/02/2014 on Court Fees in Civil, Commercial, 

Social and Administrative Matters において、「子どもの権利の保護及び性的暴力との闘いに関する

行為は、裁判費用の支払いを免除する」と規定されている。 

 SGBVの撤廃に向けた政策および政策実施体制 

1) SGBVの撤廃に向けた政策 

ルワンダ政府は、同国の開発の長期戦略であるVision 2020 にて、GBV 対策は人的開発、社会の安

定、ガバナンス、包摂的な社会経済システム構築に寄与すると位置づけるとともに、2011 年には GBV

根絶に向けた国家政策（National Policy against Gender-based Violence）やその行動計画を策定し、

GBV 対応のための支援枠組みや、予防・保護・加害者処罰・連携の 4 側面における戦略目標・活動お

よび予算を設定している。UNSCR1325NAP についても、2009 年と 2018 年に策定し、SGBV 被害

者の予防や保護に関する活動・予算を設定している801。 

なお、ナショナル・マシーナリーの一つであるジェンダー・家族推進省（MIGEPROF：Ministry of 

Gender and Family Promotion）へのインタビュー結果によると、2020年11月時点でNational Policy 

against Gender-Based Violence が改訂中となっている。同政策は 2011 年に作成されてから 11 年近

く経過しているため、適切な予算の確保や活動の実施に向けて、現在の状況に合わせた内容に更新す

る必要がある。2020 年 12 月にコンサルタントによるドラフトの作成が終了し、その後関係機関のレ

ビューを経て 2021 年内の完成を目指している。2011 年から変化した状況に対応する内容としては、

10 代の妊娠とそれに伴う退学への対応、レイプ事案における証拠の科学的な検証（DNA 鑑定など）、

世帯内での SGBV への対応、モニタリング評価体制の強化、男性の関与の積極的な推進（これまで主

に加害者としての男性に主眼が置かれてきたが、SGBV 対策における主要なパートナーとして男性を

捉え直し、対応を担う主体に据える予定）、などについて盛り込まれる予定となっている802。 

2) 政策実施体制 

ルワンダにおけるナショナル・マシーナリーは以下の 4 機関である803。 

 ジェンダー・家族推進省（MIGEPROF） 

 ジェンダー・モニタリング・オフィス（GMO） 

 国家女性評議会（NWC） 

 ルワンダ女性議員フォーラム（FFRP：Forum des Femmes Rwandaises Parliamentaires） 

                                                   

801 JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査
報告書, P.44 

802 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
803 MIGEPROF、NWC、GMO のそれぞれの役割や活動は先行調査報告書を参照。 

JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査報
告書, P. 47, 48 
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MIGEPROF は主に政策や法的枠組みの整備、関係機関の調整、資金調達、能力強化を担当してい

る。GMOは省庁や NGO 等によるジェンダー関連の活動の管理を担当し、NWC は女性の社会参加、

機会の平等、SGBV への対応、女性の経済的エンパワーメントについてのアドボカシーを実施してい

る。また、FFRP は国会議員の立場からジェンダー関連政策や活動の監視、サポートを実施している。 

MIGEPROF では SGBV の予防について、16 日間のキャンペーンや 10 代の妊娠の予防についての

学校における啓発など、定期的な啓発キャンペーンを実施している。またコミュニティレベルにおけ

る草の根のSGBV啓発活動も開催している。例えばParents’ Evening Forum（Umugoroba w’Ababyeyi）

という活動では、MIGEPROF のスタッフが各村に住む女性、男性、女児、男児等を対象として DV、

子どもの虐待などの SGBV 課題について話し合うというセッションを開催している。いくつかの郡で

はパートナー団体とともに GBV Mobile Clinic というセッションを開催し、コミュニティレベルで発

生した SGBV のケースについて、地域の役所や警察とコンサルテーションを行い、どのように対応す

べきか協議している。またこの場を通して、SGBV に関する法的枠組みや公的サービスについて警察

官や行政官の理解を深めることも目的としている。その他、メディア（ラジオ、テレビなど）を通じ

た啓発プログラム（ドラマや、法律などについて話し合うトークセッションなど）の実施も担当し、

主に子どもや SGBV の被害者の保護に向けたサービスやメカニズムについて啓発を行っている。 

3) 調整メカニズム 

中央および地方行政レベルの調整メカニズムについて、先行調査結果より変更点はなかった804。

SGBV の予防と対応については、MIGEPROF がすべての SGBV 関連活動を調整している。政府機

関の調整は GBV Steering Committee を通して行われる。GBV Steering Committee は MIGEPROF

が議長、保健省が副議長を務め、地方行政省、財務省、法務省、GMO、RIB、ルワンダ国家警察、検

察庁など各関連省庁の大臣（または大臣級）がメンバーとなっており、年に 2 回会議が開催され、

SGBV に係る課題やそれらに対する対応策などが話し合われる。GBV Steering Committee のメンバ

ーとなっている省庁のテクニカルスタッフレベルで構成される GBV Technical Committee は年に 4

回開催され、Steering Committee で協議された内容の具体的な実施に向けて検討を行う。 

また保健省が主導する Gender and Family Promotion Cluster の中の 3 つのサブクラスターの一

つとして Family Promotion and GBV Prevention and Response Sub-Cluster が設置されている。同

サブクラスターにおいてMIGEPROF は、SGBV の予防と対応に係る活動を実施している国際NGO

や現地 NGO など様々なパートナーをサポートや取組の調整を行っている。同サブクラスターの会議

は年に 4 回開催され、MIGEPROF が各活動に係る調査やフォローアップを担当しており、参加して

いる団体は MIGEPROF に対して定期的に活動計画の進捗状況について報告することが義務付けら

れている。 

地方レベルでは年に 4 回開催される GBV Steering Committee において、SGBV の課題に係る協

議が行われている。同会議では、MIGEPROF、地方行政の担当者、サービスプロバイダーなどがメン

バーとなっている。 

 政府による取組 

SGBV に関連する政府による主な取組は以下の通りである。 

                                                   

804 先行調査報告書については下記参照 

JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査報
告書, P.45, 49, 50 
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 Isange One Stop Centre（IOSC）の設置・運営 

 警察における Gender Desk805の設置 

 Access to Justice Officer806の設置 

 Gender and Family Protection Officer807の設置 

 SGBV の被害者のためのホットラインの設置 

RIB GBV Hotline 3512、警察 112、MIGEPROF 2560、GMO 5798 IOSC 3029 など複数のホッ

トラインが設置されている。 

なお、IOSC については文献レビューおよびオンラインインタビューにおいて以下の追加情報を得

た808。 

IOSC は SGBV の被害者に包括的な支援

（医療、心理社会的サービス、法律扶助、司

法手続き、社会復帰支援）を無料で提供する

ワンストップセンターである。2009 年から

設置が始まり、2020 年 11 月時点で全国に

44 の施設が設置され、少なくとも各郡に一

つの IOSC がある。ほとんどの IOSC が郡

病院に設置されており、地方に居住してい

る SGBV 被害者にとってはアクセスの面で

まだ課題が残る。したがって IOSC を所管

するRIB、保健省を始めとする関係機関は、

現在 IOSCの機能を地方にも分散させるためによりコミュニティに近いレベルの医療施設でサービス

を受けられるようにする計画を進めている809。ルワンダのプライマリーヘルスケアシステムは 5 段階

に分かれており、IOSC の多くが設置されている郡病院は 2017 年時点で全国に 36 か所ある。現在検

討が進められているのは、セクターレベルで設置されている郡病院より規模の小さいヘルスセンター

に順次 IOSC の機能を設置し、最終的に IOSC の数を 500 以上にするという計画である（表 7-6 参

照）810。しかし、コミュニティレベルの医療施設には十分な医療器材や性的暴力被害者に適切に対応

できる医療従事者、捜査官を確保できないため、ヘルスセンターで実施できるのは現在 IOSC で提供

されている包括的支援ではなく、カウンセリングやリファーラルが中心になると見られている811。

2020年MIGEPROF、UN Women、UNFPAが共同で改訂を行った IOSC戦略計画2020-2025（Isange 

One Stop Centre Strategic Plan）では、1) GBV と子どもの虐待の効果的な予防と対応における IOSC

機能強化、2) GBV と子どもの虐待の予防と対応のための中央レベルと地域レベルの調整および連携

メカニズムの強化、3) GBV と子どもの虐待に係るコミュニティの意識向上のための行動変容コミュ

                                                   

805 2007 年に警察と軍に設置された。SGBVに関する事案の調整、GBV関連の情報収集を実施している。（JICA 
(2019),アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査報告書） 

806 地方行政レベルの SGBV 対策関係者として、各郡に 3 人配置されており、そのうちの一人が SGBV担当になって
いる。SGBV 被害者に対して法的手続きの手順などを説明したり、郡の法廷で被害者の弁護にあたる。（Ibid.） 

807 家族に関する事柄、児童保護、ジェンダーに関する郡のフォーカルポイントとして、各郡の職員が一名ずつ専任あ
るいは兼任で任命されている。MIGEPROF、NWC、GMOのフォーカルポイントでもある。（Ibid.) 

808 本項における政府による取組のうち、IOSC以外の取組については本件調査において追加情報はなかった。 
809 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
810 Republic of Rwanda (2019), 2019 Rwanda Voluntary Natoinal Review Report, P.77 
811 UN Women Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 

表 7-6：ルワンダにおけるプライマリー

ヘルスケアシステム 

行政単位 保健医療システム 施設/CHWs*の数 

州 第 3 次病院 11 

郡 郡病院 36 

セクター ヘルスセンター 499 

セル ヘルスポスト 476 

村 CHWs 45011 

*CHWs：Community Health Workers (ボランティア) 

 

出所：WHO(2017), Primary Health Care System Case 

study from Rwanda, P. 6 より筆者作成 
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ニケーション戦略の推進、4) GBV と子どもの虐待関連活動の効果的なモニタリング評価のためのデ

ータ管理の強化、5) コミュニティにおける GBV と子どもの虐待の被害者の再統合を促進する包括的

プログラムの開始、の 5 つの戦略目標を立て、目標毎に具体的な活動を設定している812。 

また、オンラインインタビューでは IOSC について、以下の課題が挙げられた。 

 SGBV の被害は増えており、IOSC でのサービスの利用も増加しているが、無料でサービス提供

を続けるための財政的な裏付けが十分ではない。IOSC の存在が広く知られるようになってきて、

利用者が増えてきたのは良いことであるが、政府にとっては持続可能な予算の確保が今後さらに

深刻な課題となってくる813。 

 SGBV の被害者、特に DV や IPV の被害者が一時的に滞在できるシェルターが必要とされてい

る。MIGEPROF では現在パイロットとして４つの郡（ガツィボ郡、カヨンザ郡、ルシジ郡など）

の IOSC で短期滞在用のシェルターを運営しているが、さらに数を増やしたいと考えている。し

かしながら、シェルターの建設と備品の設置には約 3 カ月の期間を要する814。また、IOSCは病

院に併設されていることが多いため、シェルターのための十分なスペースを確保することが難し

く、滞在する女性のケアや食事の用意などに係る費用の確保も課題となっている815。 

 IOSC のサービスプロバイダーの能力強化も課題である。どの IOSC でも同じ内容、質のサービ

スが受けられなければならないため、サービスプロバイダーへの研修では、特に SOP の使い方、

遵守などについて教えている。継続的な能力強化は不可欠であり、政府だけでなく IOSC で活動

している様々な団体とも連携しなくてはならない816。 

 IOSC 等でサービスを受けた後 SGBV 被害者が社会復帰するための支援は全く足りていない817。 

IOSC が SGBV 被害者への包括的支援施設として大きな成果を出している一方で、アクセスが限ら

れていること、運営資金が十分に確保できていないこと、シェルター機能が不足していること、サー

ビスプロバイダーの能力強化が必要なこと、という主に 4 点の課題が指摘された。このうちアクセス

については前述の通りヘルスセンターへの機能拡大を目指しており、シェルターについても増設の方

向であるが、運営していくうえでの財政面、人材面での課題に対する対応の見通しは立っていない。

IOSC 戦略計画 2020-2025 は、5 年間の計画に必要な費用を 54 億Rwf と見積もり、その 50％をルワ

ンダ政府が負担し、40%を海外のドナー、10%を民間セクターでそれぞれ負担することを提案してい

る818。 

7.1.3. 国際機関、二国間援助機関、NGO等民間団体、JICAによる取組 

 国際機関および二国間援助機関による取組 

本項では国際機関や二国間援助機関等による SGBV の予防および対応に係る取組について取りま

とめる。世界銀行、DFID（現FCDO）、オランダ政府による支援については先行調査において対象と

されているため、本件調査ではオンラインインタビューを実施した団体および WFP、GIZ、KOICA

による支援について記載する。 

                                                   

812 RIB(2020), Isange One Stop Centre Storategic Plan 2020-2025, P.28－29 
813 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
814 Ibid 
815 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
816 UN Women Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
817 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
818 RIB(2020), Isange One Stop Centre Storategic Plan 2020-2025, P.58 
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表 7-7：ルワンダにおける国際機関および二国間援助機関による取組一覧 

機関 支援内容 

UN 

Women819 

UN Women はジェンダー平等及び女性のエンパワーメントの推進、女性の権利の向上、SGBV へ

の対応などを行っている。UN Women Rwanda においては、女性のリーダーシップの育成および

女性の経済的エンパワーメントを重視しており、それらに次いで SGBV の予防および対応と人道支

援が位置付けられている。SGBV の予防と対応に係る主な活動は以下の通りである。 

 SGBVの予防・啓発 

政府と市民社会に対して、コミュニティにおける行動変容を促すための啓発活動をサポートし

ている。SGBV は強固な社会規範に根差しており、それらにアプローチするのは容易ではない

が、ジェンダー不平等な社会規範が変わらない限り、SGBV を撤廃させることはできないた

め、国家警察や RIBなどの治安機関、RWNなどの市民団体、臨床心理士、IOSCなど様々な

団体、機関と活動を行い、啓発活動のサポートや能力強化に携わっている。 

 法律、政策立案のテクニカルサポート 

MIGEPROF と連携し、法律や政策立案をサポートしている。現在新しい SGBV 政策の立案

を実施しており、2021 年には改訂版の SGBV政策が成立する見込みとなっている。 

 SGBV被害者の社会経済的統合に関するプロジェクト 

SGBV被害者、特に 10 代で妊娠した女性は学校を退学せざるを得ず、小さな子どもを抱えて

十分な収入を得られる仕事に就くことが難しい。UN Women Rwanda では包括的パッケージ

（SGBV の経験を乗り越えるための心理社会的サポート、子どもへの医療サポート、両親との

面談および両親とのコミュニケーションのサポート（10 代の妊娠には家族との不和が関係し

ていることが多い）など）の提供を行った後、被害者自身の希望を確認し、生計向上活動、学

校への復帰など被害者が望む進路に進むことを支援している。これらの活動はルワンダ全国で

行われる必要があるが、十分な資金提供を得られていないため現状は北部州のみでの実施とな

っている。 

UNFPA820  IOSC のサービスプロバイダーの能力強化 

 法律、政策の実施サポート 

関連する法律の実施面をサポートするために、政府機関に対して様々な政策や IOSC の運営に

係る SOP の作成、ステークホルダー同士で連携する能力を高めるための研修などを実施して

いる。 

 司法面での支援 

SGBV事案の裁判の間、被害者は法廷に出なくてもよく、検察官が手続きを進めることになっ

ている。しかし、加害者に対して補償を求める際などは被害者が出廷することが求められるた

め、弁護士がプロボノベースでこれらの被害者をサポートするためのイニシアティブを立ち上

げた。また同イニシアティブでは、SGBV や子どもの虐待が生じたコミュニティに対して事件

を起訴するためのサポートも行っている。 

 妊娠・出産により退学した少女の支援 

ローカルの銀行をスポンサーとして、妊娠して退学した少女を技術学校に入学させるイニシア

ティブを開始した。SGBV の被害を受けた結果学校を退学せざるを得なくなった子どもに対

する技術研修、収入向上活動なども実施している。 

 メディアを通じた啓発活動 

SGBV予防のためのメッセージを伝えるビデオやアニメなどを作成、放映している。 

UNDP821  法律扶助への資金提供 

Rwanda Bar Association (弁護士などの法律家による団体)に資金提供を行い、SGBV被害に

関する情報収集、SGBV 被害者への法律扶助（法廷への交通費など、弁護士費用以外のサポー

トも含む）を行っている（通常、弁護士に依頼をすると 5,000USD ほどの費用が必要となる）。

                                                   

819 UN Women Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
820 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
821 UNDP Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 26 日）。 
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機関 支援内容 

所属している弁護士によるプロボノサービスもある。SGBV ケースの通報に係る障壁をなく

すことを目指して、無料の法律扶助を通して司法へのアクセスの強化を目指している。 

 Gender Equality Seal Project の実施 

Gender Equality Seal Project は、2018 年から 2023 年の予定で UN Women、GMO、Rwanda 

Private Sector Federation と連携して実施されているプロジェクトで、民間企業におけるジェ

ンダー不平等の解消に向け、職場におけるセクシュアル・ハラスメントなどの SGBV の撤廃、

ワークライフバランスの改善、ジェンダーに基づく分業の削減を促進している。ルワンダでは

公共セクターにおけるジェンダー平等に関する取組は近年かなり進んできたが、民間セクター

においてはまだ十分な取組が行われていない。2020 年 11 月時点で、このイニシアティブに賛

同した 35 の民間企業のうち、22 の民間企業（Marriott や Central Bank of Rwanda などの

大企業から中小企業まで）と 3 つの公的団体に対してジェンダー平等の推進に係るアセスメン

ト、デューデリジェンスを実施している。イニシアティブの中に Gender Committee が設立

されており、この Committee のメンバーがセクシュアル・ハラスメントが行われていないか、

託児所または託児サービスへの支援があるか、アクション・プランとの乖離がないかなど様々

な項目についてアセスメントを行い、具体的政策レベルのアドバイスを提供し、1 年後にもう

一度アセスメントを行い、推奨事項が実施されているかを確認する。アセスメントの結果に応

じて Silver や Bronze などの Certification を発行しているのも企業にとってモチベーション

となっている。 

 Rwanda Peace Academy（RPA）のサポート 

RPA は日本政府の支援によって建設された PKO 訓練センターの一つであり、UNDP は日本

政府の支援を受けて RPA の能力強化をサポートしている。SGBV については、PKO やルワ

ンダ軍に対して SGBVの基礎知識についての研修、SEAの防止に係る研修などを行っている。

2020 年度も日本政府の補正予算を受けている822。 

UNHCR823  難民キャンプ及び都市での SGBVのケースマネジメントなど 

難民の SGBV 被害者のケースマネジメント、心理社会的サポート、コミュニティベースのセ

ラピー活動、各種 SOP の作成、コーディネーション、ケースマネージメントミーティングの

開催などを他のステークホルダーと連携して実施している。 

 難民キャンプおよび一部の都市における啓発活動 

NGO をパートナーとして 2018 年から SASA! Approach824を使った啓発を実施している。

SASA!を使うことで効果が見られる SGBV の課題が多いこと、SASA!の実施に多額の資金が

必要であることから、UNHCR Rwanda ではこの活動を優先順位の上位に位置付けている825。 

 法律扶助 

SGBVの被害を受けた難民に対する法律扶助を提供している。早期の通報の重要性、司法にア

クセスする際の証拠保全の重要性などに関する啓発を行うことも含む。 

 医療施設での SGBVスクリーニング 

Population Council Kenya という団体が UNHCR の Regional Partner として連携してケニ

アやウガンダで医療施設における SGBV スクリーニングを実施している。SGBV は公衆衛生

上の課題でもあり、医療施設におけるスクリーニングを通して医療ニーズの確認やその他関連

                                                   

822 https://www.jp.undp.org/content/dam/tokyo/docs/Publications/FastFact/PKO_Project_Fact_Sheet_jpn_Rwanda. 

pdf. 2020 年 12 月 15 日閲覧 
823 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
824 ウガンダのNGO Raising Voice が開発した、コミュニティの中からの変革を促すコミュニティ参加型の啓発活動
の手法。Start Thinking、Raize Awareness、Support women, men, and activist、Take Action の 4 段階のアプロ
ーチで構成されている（1 つの段階を完了するのに少なくとも 1 年間が必要とされる）。 

825 UNHCRからの聞き取りによると「UNHCR Rwanda では毎年予算が前年度比 16％減となっており、資金の獲得
が困難である。特に SASA!を使った啓発活動は多くの資金が必要であり、少なくとも 4 年間継続して実施すること
が求められるが、2018 年から開始した SASA!の活動を 4 年間実施できるか分からない状況である。2020 年は 3 年
度目で来年度の資金が獲得できれば 4 年間を終えることができる。また 4 年間のメソッドが完了した後に、成果を
取りまとめてコミュニティ自身が自発的に活動に取り組んでいけるようにしなければならないため、4 年間が終わっ
ても引き続きフォローアップ活動は必要である。」とのことである。 



 

   243 

 

機関 支援内容 

ニーズについての聞き取りを行っている。医療施設を訪れた女性や女児/少女に対して、医師や

看護師が本人の同意を得た上で個室にて SGBV に関する特定の質問を投げかけ、通報されて

いないが虐待に遭っている子どもや SGBV の被害に遭っている女性がいないかを確認してい

る。現在パートナーや配偶者から暴力を受けていないか、過去に受けたことがあるか、など。

被害に遭っていても通報していない場合、それが犯罪であると知らなかったり、どこに通報す

ればよいのか分からなかったりするケースが多い。2018 年からルワンダでも医療施設におけ

るスクリーニングを始めた。現在、7 つの難民キャンプのうち５つで実施中。ケースを把握し

た場合、被害者の希望に応じてリファーラルを行っている。 

世界食糧計画

（WFP）826 

 Joint Programme on Rural Women’s Economic Empowerment (RWEE) 

国連食糧農業機関（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）、UN Women と連携して、農業にお

ける女性のエンパワーメントを通じて、コミュニティ内のジェンダー関係の変革、および DV、

IPV の撤廃に貢献することを目的として、RWEE を実施している。女性の農業従事者に対し

て、小規模貯蓄グループの設立・運営、農業技術指導、ファイナンシャル・マネジメント研修

などを行うとともに、家族内で男性と女性が共同で農業計画を立てて収入、財産、雇用などを

管理していくプロセスを経て、世帯内やコミュニティ内におけるジェンダー不平等な関係性の

変革を目指している。 

GIZ827  Decentralisation and Good Governance (DGG) Programme 

地方行政省と連携して地方分権の推進とガバナンスの強化に係るプログラムを実施しており、

この中でジェンダー平等、障がい者などの社会的に脆弱な人々の参加を促進するための支援を

行っている。女性の意見やジェンダーの視点が地方行政の意思決定プロセスに取り入れられる

ようにするため、政策立案、予算配分、モニタリング、評価などの過程にジェンダー主流化の

プロセスを統合している。 

KOICA828  UNFPAとの連携事業 

2020年7月から2023年6月の予定でUNFPAと「Empowering adolescents and young people 

in Rwanda to realize their human rights to equality, sexual and reproductive health and 

freedom from violence and discrimination」というプロジェクトを実施している。国レベル、

および地方（ルシジ郡、カロンギ郡、ニャマシェケ郡）、6つの難民キャンプにおいて、1) 若

年層に対するSRHとSGBVに関連するサービスの供給を増やす、2)最も脆弱な若年層の教育と

社会経済的機会へのアクセスを強化する、という2つの目的に沿って、啓発やトレーニングを

提供している。UNFPA RwandaとKOICAは2017年からパートナーシップを結んでいる。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

 NGO等民間団体による取組 

ルワンダでは SGBV の予防と対応を含むジェンダー主流化やジェンダー平等に係る活動を行って

いる NGO 等民間団体が多数存在する。ここではインタビューを実施した団体と文献レビューにおい

て確認した団体、企業の活動を取りあげる。 

1) Rwanda Women’s Network (RWN)829 

RWN は草の根レベルで女性のエンパワーメントを推進・支援する NGO である。また政策面での

アドボカシーや、女性団体のネットワークの強化も行っている。UNFPA や UN Women など多くの

                                                   

826 https://medium.com/world-food-programme-insight/empowering-women-in-rural-rwanda-cf9db7d1cc6e, 2021

年 1 月 13 日閲覧 
827 https://gender-works.giz.de/competitions2018/rwanda-striving-for-gender-equality-in-local-planning-processes/, 

2021 年 1 月 13 日閲覧 
828 https://rwanda.unfpa.org/en/news/celebration-growing-partnership-unfpa-koica-and-official-launch-three-

years%E2%80%99-multilateral-0, 2021 年 1 月 12 日閲覧 
829 RWN へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 10 日） 
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国際機関や二国間援助機関等から資金提供を受けている。SGBV に関連する主な活動は以下の通りで

ある。 

 保健省と連携したクリニックの運営 

医療支援を提供するほか、家族計画や若者に対する SRH に関する啓発、SGBV の予防・対応も

クリニックにおいて実施している。 

 ジェンダー平等や SGBV 予防・対応に係る法律などに関する啓発 

関連する法律や政策について、コミュニティレベルでの理解を深める啓発活動を実施している。

また SGBV、特に性的暴力、DV、IPV の予防に係る啓発も行っている。 

 女性の社会・経済的エンパワーメント 

女性の金融リテラシーの向上、生計向上活動の推進などに係る包括的な活動を実施している。こ

れは後述する Safe Space を利用する女性を主な裨益者としている。少額の貸し付けを元手に金

融リテラシーの研修を通じて収入を向上させるスキルを身に着ける。最も重視していることは、

女性が収入を得る方法を自身で考え実行に移すことである。野菜の栽培、小規模な商店の経営、

ウェディングドレスの製作・貸出、レンガの焼成（工事の多い地域）など様々な活動が行われて

いる。10 代の母親に特化した支援も実施している。 

 女性のリーダーシップ育成 

ガバナンスやリーダーシップを醸成し、中長期的な女性の能力開発・強化に取り組んでいる。 

 女性のための Safe Space の運営 

地域の女性が集まって、ジェンダーに関する課題について話し合ったり情報共有を行ったり、啓

発活動に参加したりできる Safe Space を運営している（シェルター機能はない）。また同施設で

はカウンセリングサービスを受けることもできる。Safe Space の運営は、女性に対して様々なサ

ービスを提供するだけでなく、女性同士の団結を強化することも目的としている。2020 年 11 月

時点で、7 つの郡で 14 の Safe Space を運営しており、資金を調達してさらに数を増やしたいと

している。また、長期的には SGBV 被害者が一定期間滞在できるシェルターの運営をしたいと考

えている。シェルターを運営するためには安全性および秘匿性の担保が必須であり、そのために

は技術的、財政的なキャパシティをより強化していくことが求められる。 

 人材育成 

Safe Space で活動するファシリテーター、法律や政策について啓発するCommunity Facilitator

（パラリーガル）の育成、家庭訪問を通して HIV/AIDS 感染者のケアを行うサービス・プロバイ

ダー、ジェンダー平等と SGBV の啓発を行うボランティアなど様々な人材の育成を行っている。 

 SNS を活用した被害者のサポート 

思春期の男女や若い母親に SNS の使い方やインターネットにおけるリスク回避の方法について

教えたり、Facebook Messenger や Chat Bot を利用して、SGBV に関する様々なメッセージを

届けたりしている。Bot には「SGBV とは何か知っているか？」「そのような暴力を受けたことが

あるか？」などの質問が記載され、被害について通報したい場合は警察やホットラインに連絡で

きる SOS ボタンが表示されている。恋人や婚約者から暴力を受けても、それがどのような問題

なのか、だれに相談すればいいのかということがほとんど知られていない。SNS を活用すること

でこれらの問題についての認識を高めたり話し合うきっかけを提供したりしている。RWN では、

将来的にはこの機能を医療サービスとつなげて、看護師や臨床心理士からのサービスを受けられ
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る体制を構築したいとしている。被害者がプライバシーを守るために、医療施設を訪れることな

くネットワーク上でサービスを受けられたり、チャット上で予約をして追加の説明をすることな

くスムーズに医療機関でケアを受けたりすることができるようにしたいと考えている。現在、都

市部では多くの人がスマートフォンを利用しており、スマートフォンやインターネットの使用が

一般的でない地域では、コミュニティ内で共有できる機材を置いたり、アンバサダー（コミュニ

ティ内でスマートフォンを持っている人を任命）を通してスマートフォンを使用したりしてこれ

らのサービスを利用できるよう配慮している。 

2) Rwanda Men’s Resource Centre (RWAMREC)830 

RWAMREC は 2006 年に設立されたローカルNGO で、ルワンダにおいて男性が女性のリーダーシ

ップをサポートするようになること、男性による女性に対する暴力を撤廃すること、Positive 

Masculinityを推進するためのロールモデルを提供することをミッションにしている。現在はUNFPA、

UNDP、カナダ政府など海外のドナーや国際機関を中心に資金提供を受けている。SGBV に関連する

主な活動は以下の通りである。 

 SGBV の予防と対応 

男児、男性の SGBV 被害者への心理社会的サポート、女性の経済的エンパワーメント、Negative 

Masculinity や社会的規範を変容するためのコミュニティレベルの啓発活動などを実施している。 

 Fatherhood や子育て、子どもの保護についての啓発活動 

RWAMREC では子育て、家事、介護などのアンペイドワーク（無償労働）を男性も担うように

なることが重要であると考えており、アンペイドワークの配分を変え男性もこれを担うようにな

るための啓発活動を行っている。ルワンダではアンペイドワークは深刻な課題であり、女性の大

きな負担となっている。Fatherhood に関する啓発を通して、SGBV の予防、母子保健、子ども

の健康、アンペイドワークに男性のコミットメントを求めている。 

 INDASHIKIRWA アプローチによる啓発活動 

INDASHIKIRWA は、夫婦が同席して一緒にトレーニングを受けることを通して、固定的なジェ

ンダー規範を変容し IPV の被害を減少させることを目的とした啓発プログラムである831。ジェ

ンダーや人権、GBV など 22 のセッションから構成され、まず研修内容に沿ってコミュニティフ

ァシリテーターを育成し、彼ら／彼女らがコミュニティ内の啓発活動を実施するという形で行わ

れる。 

 学校を拠点とした啓発活動 

暴力を振るわない男性になることを目指して、公立学校でメンターシップや課外活動を通して男

子生徒への啓発活動を行っている。Positive masculinity、ジェンダー平等、Non Violent 

Communication などの研修を受けることで、男児が公平なジェンダー規範を持った男性に育つ

ことを目的としている。 

                                                   

830 RWAMRECへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 6 日）。 
831 https://www.care.org.rw/our-work/programs/vulnerable-women/vw-projects/item/232-indashyikirwa-project, 

2021 年 1 月 12 日閲覧 
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 政策レベルでのアドボカシー 

国家レベルの SGBV 政策や家族計画政策、SRH 政策など関連の政策に、男性や男児の積極的な

関与を求める「Men Engagement Approach」を取り入れるようアドボカシーを行っている。 

 評価、調査 

上記のようなアプローチがどのようなインパクトを出しているか、評価や調査を実施している。

ランダム化比較試験（RCT：Randomized Controlled Trial）を実施してインパクト評価を行った

ところ、いくつかのプロジェクト対象地で SGBV の件数が 45％減少したことを確認した。IPV

に対応するためのアプローチである「INDASHYIKIRWA」プログラムを実施した地域では IPV

が 55％減少したことを確認した。現在このプログラムの有効性をさらに確認するためにさらに

いくつかの地域でプログラムを実施し、徐々に全国にスケールアップしていきたいと考えている。 

男性といっても一枚岩ではなく、SGBV に関しては加害者だけでなく被害者になる男性もいれば、

女性に暴力を振るわないロールモデルとなるような男性、独身男性、既婚男性など様々な男性が存在

している。したがって RWAMREC では、単独のアプローチだけでは十分でなく、多様な男性がいる

ことを考慮したうえで、男性のみを対象としたプログラム、夫婦を対象としたプログラム、学校での

男子学生を対象としたプログラム、ローカルリーダーや宗教リーダーを対象としたプログラムなど

様々なアプローチを実践することが重要であると考えている。 

3) Imbuto Foundation 

ルワンダのファーストレディーであるジャネット・カガメ氏が代表を務める財団で、保健医療、教

育、若年層のエンパワーメントなどに関する活動を行っている。Imbuto Faoundation では、UNFPA、

青少年・文化省、KOICA から資金提供を受けて、「iAccelerator」というプログラムを実施している。

これは、SRHR、セクシュアリティ教育、家族計画、母子保健、メンタルヘルス、その他の人口、公

衆衛生課題に対応する革新的なソリューションを生み出すために、若い起業家に対してシード資金、

トレーニング、スキル開発を提供することを目的としたメンターシップ型のピッチコンテストである。

2016 年に開始され、これまでに、思春期の男女が望まない妊娠や HIV/AIDS、性感染症等を避けるた

めに適切な SRH 情報を得るためのアプリケーションや啓発用のボードゲーム、オンラインゲームの

開発などを行うプロジェクトを採用している832。 

 JICAによる取組 

ルワンダでは SGBV の予防や対応に特化した JICA による取組は実施されていないが、現在実施中

の ICT 分野の支援において、SGBV の予防と対応に向けた取組で活用可能なリソースや知見を有し

ていると思料する。ICT 分野では 2017 年から「ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクト」

を実施し、ICT 国家戦略推進のため、関連省庁や商工会議所などの ICT セクター関係者、ICT 企業、

投資家、教育機関等の国内外の多様なステークホルダーの関係を強化し、新規ビジネスを立ち上げる

ための環境基盤となる「ICT イノベーションエコシステム」の構築、強化を行っている。当該プロジ

ェクトは「ジェンダー活動統合案件」として「若者及び女性の積極的な参加を促し、開催イベント等

では 一定数の若者、女性の参加を通じた社会開発への参加促進を行う」ことが期待されている833。し

かしながら、当該プロジェクト関係者にインタビューを実施したところ、2020 年 11 月時点では特に

                                                   

832 https://rwanda.unfpa.org/en/news/fostering-innovation-respond-covid-19-challenges-rwanda, 2021 年 1 月 12 日
閲覧 

833 JICA(2017)、事業事前評価表：ルワンダ共和国 ICT イノベーションエコシステム強化プロジェクト, P.4 
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ジェンダー平等や女性参加に関する積極的な活動は実施できていない、との認識であった834。当該プ

ロジェクトではキガリだけでなく地方でのイノベーションを喚起するためにファブラボを 3か所で設

置、運営する予定となっている。ファブラボは一般の人々が多様な工作機械を使って自由にものづく

りをすることができる市民工房であり、IOSC 等で実施している SGBV 被害者の自立・社会復帰支援

のリファーラル先として当該ファブラボを紹介、利用する機会を提供することができれば、SGBV 被

害者がものづくりのスキルを身に着け、経済的に自立していくための支援につながる可能性がある。 

7.1.4. COVID-19の感染状況とその影響 

ルワンダでは2020年3月14日に首都キガリで最初の症例が確認され、2020年12月26日時点で7, 817

名が感染、72名が死亡している835。政府は3月15日から感染拡大防止のためすべての学校を閉鎖する

ことを決定し、その後も国際民間旅客機の停止、ロックダウン、国境の封鎖などの措置を導入した。

学校は約8か月間の閉鎖の後、2020年11月から段階的に再開されたが、12月以降に感染者数が急増し

ており、2021年1月18日に再び学校の閉鎖を含めたロックダウンが導入されることが発表された836。 

MIGEPROF へのオンラインインタビューにおいて、UN Women および UNFPA を共同で、SGBV

に対する影響を含むCOVID-19 のインパクトに係る調査「Gender Rapid Assessment of the Impact 

of COVID-19 on Women and Men’s Wellbeing in Rwanda」を実施しているとの情報を得た837。イン

タビュー実施時点では 2020 年 11 月末に結果が公表されるとしていたが、2021 年 2 月時点でまだ公

表されていない838。他に政府や国際機関によって実施された公式の調査はないため、SGBV の被害の

増減等に関する具体的なデータはないが、文献レビューおよびオンラインインタビューの結果に基づ

き、COVID-19 のパンデミックが SGBV に及ぼした影響をまとめると以下の通りとなる。 

1）SGBV や子どもに対する暴力の被害が増加した 

MIGEPROF によると、パンデミックの前後でデータを比較すると確実に件数は増えている839。3

月に感染状況が深刻になってから、SGBV や子どもの虐待の増加に対して政府は警戒を強めてきたが、

ロックダウンの影響で、家にいる時間が長くなったりストレスが増えたりしたことにより、DV や IPV

の被害が増加したことが確認されている840。また、ロックダウン終了後も経済的な打撃が続き、DV、

IPV、ディファイルメントなどの被害が以前よりも多い状況が続いている841。 

また難民キャンプにおいても、望まない妊娠が増えたことが確認されている。難民キャンプ内では

世帯ごとにシェルターに暮らしているが、提供されるシェルターは世帯の全員が暮らせるほど十分な

広さはない。5 人用のシェルターが標準だが、8~9 人が一緒に暮らしているケースが多いため非常に

狭い。若い世代はこのようなシェルターでの暮らしが自身のプライバシーを守れる環境でないと感じ

ることから、家の外で夜を過ごしたり友達同士で集まったりしている。そのような中で、飲酒や薬物

使用を経験したり、異性と性交渉を持ったりして、結果的に望まない妊娠に至るケースが多い（13 歳

                                                   

834 当該プロジェクト専門家へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 20 日）。 
835 https://reliefweb.int/report/rwanda/update-covid-19-26-december-2020, 2021 年 1 月 11 日閲覧 
836 https://www.africanews.com/2021/01/18/coronavirus-rwanda-and-malawi-shut-schools-as-cases-surge/, 2021 年

1 月 21 日閲覧 
837 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
838 2021 年 2 月 15 日にUN Women に問い合わせたところ、現在MIGEPROFによって結果が最終化されている段
階である、との回答であった。 

839 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
840 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
841 RWAMRECへのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 6 日）。 
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や 14 歳の少女が妊娠するケースも珍しくない）842。COVID-19 によってシェルター内での暮らしが

さらに窮屈なものとなり、若い世代が安全でない環境に自ら入っていくことを助長してしまっている。

COVID-19 のパンデミック以降、望まない妊娠、若年妊娠が増加した843。マハマ難民キャンプで運用

されている GBV ホットラインでは、ロックダウンの導入以降相談・通報が通常の約 2 倍に増加した

(2020 年 2 月の約 120 件に対して、4 月は約 240 件、5 月は約 270 件)844。 

2）ロックダウンにより、SGBV の被害者に対するサービスへのアクセスが制限された 

ロックダウン期間中病院や IOSC は閉鎖せずオープンしていたが、移動の制限によって交通機関が

運行していなかったため、被害者が直接これらの施設を訪れることができないケースが多かった845。

その間、公的サービスなどのサポートも十分に提供されなかった。 

1）および 2）の通り、多くの機関や団体がパンデミックの影響により SGBV、特に DV や IPV が

増加したと述べており、またロックダウンによる移動制限のため必要なサービスへのアクセスが確保

できなかったことが示されている。このような状況に対して、ルワンダ政府、国際機関、NGO等が実

施した取組は以下の通りである。 

表 7-8：ルワンダにおける政府、国際機関、NGO 等によるCOVID-19 下の SGBV への対応 

実施期間 内容 

ルワンダ政府

846 

 UN Women、UNFPA との Gender Rapid Assessmentの実施 

 女性世帯主に対する支援 

女性が世帯主の計 20,000 世帯に食糧やその他の必需品の現物支給を実施した。対象者には

日給で生計を立てている非正規労働者や、COVID-19 のロックダウン等により働けなくなっ

たインフォーマルセクターを中心とした自営業者などが含まれる。裨益者は最小の行政単位

Isibo が特定するが、支援を必要としている世帯が自ら専用のフリーダイヤルを使って Isibo

に連絡することも可能。社会的な距離を置くプロトコルに沿って、配布は一軒一軒訪問して

行われる。また、経済的に余裕のあるコミュニティや個人は、Isibo の代表者を通じて、金銭

や食糧、その他の物資を寄付することができ、貧困世帯への配布に役立てられる。 

 メディアを使った啓発キャンペーン 

ラジオやテレビを通じた SGBV の予防に係る啓発番組の作成および放映を実施し、ロック

ダウン中の暴力の増加を防ぐために啓発メッセージの伝達を行った。 

UN Women847  メディアを使った SGBVの予防と対応に向けた啓発キャンペーン 

GMOや Rwanda Religious Leaders Initiatives と連携して、ホットラインや IOSC の利用

等 SGBV の予防、対応に係るドラマシリーズを制作・放映した。 

 SGBVの予防に係る啓発活動および被害者への心理社会的サポート 

Association of Professional Psychosocial Counsellors と連携し、日本政府からの資金提供

（USD10,000）による啓発活動、SGBV 被害者への心理社会的サポートを全国で行ってい

る。2020 年 9 月から 2021 年 5 月までの実施の予定。オンラインと対面の心理社会的サポー

トを提供するとともに、ホットラインのオペレーターに対するカウンセリングも実施した

（オペレーターが多くの SGBV ケースについて聞き取りをすることにより、心理的なダメ

ージを受けているため）。 

 Rwanda Women’s Network（RWN）との連携活動 

                                                   

842 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
843 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
844 https://rwanda.unfpa.org/en/news/addressing-gender-based-violence-refugee-camps-during-covid-19-pandemic, 

2020 年 1 月 12 日閲覧 
845 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
846 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
847 UN Women Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 22 日）。 
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実施期間 内容 

RWN と連携し、日本政府からの資金提供（USD50,000）を活用した以下の活動を 7 つの郡

で実施中。2020 年 9 月から 2021 年 5 月までの実施の予定。 

1) IPVやその他の SGBVに関するRapid Assessment 

2) GBV Mobile Clinics の運営 

医療サービスの提供ではなく、コミュニティのリーダーや様々なステークホルダーと SGBV

に関する議論を通して啓発とアカウンタビリティの醸成を行う活動 

3) 啓発ツールの開発及び普及 

COVID-19 および SGBVの予防と対策、その影響に対処するためのメカニズム、SRHR に

関するコミュニティの意識向上のためのコミュニケーション資料やツールの開発、普及 

UNFPA848  全 IOSC へのホットラインの設置 

IOSC にアクセスできない SGBV 被害者に対して電話によるカウンセリングやオリエンテ

ーションなどを提供するためのホットラインの運営を始めた。2018 年からパイロット活動

としてマハマ難民キャンプで Hotline4433 の運用を始め、電話で話すことで被害者が直接サ

ービスプロバイダーに接するよりも話やすいと感じられるなどの効果が確認されたため、各

IOSC にホットラインを設置する計画となった。RIBと連携して各 IOSCにホットラインの

設置を進めている。すでにホットラインを有している IOSCはあるが、全ての施設に設置さ

れているわけではなく、ISOC につながるホットラインがない施設では警察が運営している

ホットラインで被害の通報を受け付け、警察から ISOCに連絡が来るというシステムであっ

た。そのため、被害者は被害について何度も説明をすることになったり、ISOC につながる

まで一定時間待たなければならなかったりする状態であった。本ホットラインの設置によ

り、サービスへのアクセスが強化されることになる。 

 IOSC における個人用防護具（PPE）の配布 

日本政府からの資金提供を活用して、IOSC で PPEを配備・配布することを計画している。

PPE は保健省が調達しているが、配分に偏りがあり特に地方にはなかなか配備されない状

況となっている。PPE を全国の IOSC に配備することで地方にも行き渡るようにしようと

している。マスク、ハンドサニタイザー、石鹸など。2021 年 1 月頃から始まる予定。 

 女性と女児/少女の SRHRに関連する啓発キャンペーンの実施 

SGBVと早期妊娠に焦点を当て、ウェビナー、SNS、ラジオ、テレビなどでのメディアイベ

ントを通じて、一般の市民、特に若年層を巻き込んだ啓発キャンペーンを実施した。 

UNHCR849  難民キャンプ内での啓発活動 

若い世代への啓発のために WhatsApp を使用した若年妊娠などに関する啓発、コミュニテ

ィラジオやスピーカーでのメッセージ伝達、難民用の Hotline の設置などを実施している。 

 遠隔でのケースマネジメントの提供 

難民キャンプ内部で COVID-19 の感染者が出たことにより、いくつかのキャンプでは特に

厳格なロックダウンを実施したため、その期間中は SGBV 被害者に即時に対応することが

できず、リモートでのケースマネジメントを実施した。ケースワーカーには携帯電話やプリ

ペイドカードを配布し、コミュニティモビライザーには PPE 等を配布した。 

RWN850  携帯電話によるサポートの提供 

ロックダウンによって RWN が運営する Safe Space に来られなくなった女性のため、Safe 

Space で活動するファシリテーターが電話によるリモートでのサポートを提供した。 

 女性への物資配布 

Safe Space で食料品（米、トウモロコシ粉、食用油など）、石鹸、生理用品、衛生用品のパ

ッケージを女性に提供した。 

出所：文献レビューおよびインタビューの結果に基づき筆者作成 

                                                   

848 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
849 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
850 RWN へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 10 日） 
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ロックダウン期間中も IOSC や病院は通常通り運営していたが、施設まで行く交通手段を確保でき

ない被害者が多かったことから、リモートでのカウンセリングやリファーラルの提供に係るニーズが

高かった。またコミュニティラジオやテレビが比較的普及していることから、MIGEPROF や国際機

関は平時よりメディアを使った啓発キャンペーンを頻繁に行っており、COVID-19 のパンデミックに

際してもこれまでの経験を生かした迅速かつ広範なメディアキャンペーンが展開されていた。 

7.1.5. 支援ニーズおよび課題 

ここでは文献レビューおよびインタビュー調査の結果をもとに、図 1-4 に示したフレームワークに

沿って、SGBV 対策に係る現状と課題を分析する。 

 調整、モニタリング評価、データ収集 

調整機能としては中央レベルおよび地方レベルにそれぞれ会議体が設置され、中央レベルの GBV 

Steering Committee や GBV Sub-Cluster は定期的に開催されている（3)参照）。一方、地方行政レベ

ルの調整メカニズムはまだ立ち上げたばかりの郡などもあり、会議が開催されていないなど、十分に

機能していない会議体もある851。また郡レベルの調整会議が実施されていても、コミュニティにおけ

る重要なステークホルダーである NGO や CBO が会議に招聘されていないなど、地域における主要

な関係団体を含めた参加型の意思決定やネットワーク構築には至っていない場合もあり、郡より下位

のセクターやセルレベルになると会議自体が開催されていない、と報告されている852。 

データ収集については、これまで警察、保健省、RIB、IOSC などがそれぞれでSGBV の対応件数

などのデータを収集、管理してきた。また、SGBV の現状を示すデータとしては主に保健省の Health 

Management Information System（HMIS）を参照してきた。しかしながら、HMIS だけでは SGBV

に関する包括的なデータの収集が困難であったため、新たに SGBV に特化した情報管理システムを構

築することとなり、UN Women のサポートを受けてMIGEPROF と RIB が連携して Gender—Based 

Violence Management Information System（GBV-MIS）を開発している。2020 年 11 月時点で当該

システム構築は最終段階にある853。GBV-MISは臨床心理士、調査官、ジェンダーオフィサー、医師、

警察、検察官など様々な関係者が利用することになるシステムであるため、開発に当たっては実際に

使用することになるサービスプロバイダーからの意見聴取も行い、必要な機能等についての意見を取

り入れてきた。同システムは IOSC に配備される予定となっており、いくつかの IOSC ではすでにパ

イロット的に使用が開始されている。UN Women は GBV-MIS の使用方法に関する研修の実施を開

始しており、2020 年度は 300 名に対して研修を行う予定となっている854。最終的に GBV-MIS と

                                                   

851 JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査
報告書, P.49 

852 Ibid 
853 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
854 UN Women Rwanda へのインタビュー結果に基づく(2020 年 10 月 22 日)。 
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HMIS のデータは統合され、ルワンダ統計局において管理されることとなり、関係者がデータにアク

セスできるようになる。SGBV に関連する情報を一元的に管理できるようになることで、モニタリン

グ評価の効果的な実施や政策立案等への反映が期待される。一方で GBV-MIS の運用が本格的に開始

されれば、使い方やデータ管理、分析等に係る研修を多くの関係者に継続的に提供していく必要があ

り、その実施体制を整えていくことが求められる。 

 予防・啓発 

SGBV の予防、啓発に関しては、政府、行政、NGO 等が積極的に活動を行っている。MIEPROF

が実施する Parents’ Evening Forum （ Umugoroba w’Ababyeyi ）や、 NGO が実施する

INDASHIKYRWA や SASA!など様々な手法を用いたコミュニティ対話やコンサルテーションが行わ

れており、意識変容や行動変容につながる成果が確認されている。一方、郡レベルで SGBV に関連す

る啓発活動やデータ収集などを行う役割を担うジェンダー・オフィサーは主体的に活動していない郡

もあるとされており855、地域によって実施されている活動やその頻度に差がある状態となっている。

女性が世帯内において従属的な立場に置かれているジェンダー不平等な社会規範を変容するのは容易

ではなく、啓発プログラムの継続的な実施が必要とされている。MIGEPROF では、国、郡、村など

様々なレベルで行われている啓発活動を効果的に実施していくための包括的な SGBV 予防に係るモ

デルの確立や連携体制の構築が必要であると認識している856。 

学校においては 2016 年に開始されたCompetence Based Curriculum においてCSE（脚注 611 参

照）が取り入れられ、全ての公立、私立の初等学校および中等学校においてCSE が実施されることと

なったが、実際には多くの学校においてCSE は単独の教科としては実施されておらず、生物や科学、

社会科学などの教科の一部として取り入れられるに留まっている857。その背景としては、教員が CSE

を実施するための知識やスキルが足りないという状況がある858。また、保護者の間では CSE が子ど

                                                   

855 JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る情報収集・確認調査, 

P. 50 
856 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
857 Hilary Stone (2019), Comprehensive sexuality education in Rwanda and Ontario: an important public health 

intervention 
858 Health Development Initiative (2019), Parents’ knowledge, attitude and practices (KAP) towards 

comprehensive sexuality education in secondary schools in rwanda 
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もの性行動を活発化するという認識が根強く存在し、学校での実施に対して保護者から反発を受ける

ことを教員が恐れていることも要因の一つとされる859。RDHS 2014-2015 によると、性的に活発な

（調査実施前 30 日間に性交渉を行った）15~19 歳の女性のうち近代的な避妊手法（経口避妊薬、コ

ンドーム、インプラントなど）を使用している女性はわずか 12%に留まり、15~49 歳の性的に活発な

独身女性の平均値 35%と比較して極端に少ない数値となっている860。家庭では性に関して話すことは

タブー視される傾向にあるが、若年層への教育や啓発を学校だけの問題と捉えるのではなく、保護者

やコミュニティも巻き込んだ地域全体の課題として主体的に取り組んでいくことが求められる。 

 被害者の保護 

被害者保護の仕組みとしては、IOSC を中心に SGBV 被害者への包括的な支援が提供されている。

IOSC では医療ケア、心理社会的サポート、法律扶助、司法手続きなど必要な支援を無料で受けるこ

とができるが、IOSC 以外の医療機関では診察や治療は無料ではないため、郡の中心部から離れたと

ころに居住する被害者にとっては適切な支援を受けることが難しい。法律や公共サービス、制度の基

礎的な枠組みが整備されているルワンダであっても、警察や捜査機関への通報はまだ少なく、通報さ

れ適切に調査、対応されるケースを増やすためにも継続して司法サービスや法律扶助のサポートを続

けていく必要がある。 

IOSC や医療機関のサービスプロバイダーの能力強化や提供するサービスの質の改善も課題となっ

ている861。特に、リファーラルのためのスクリーニング能力の強化が必要とされている862。被害者に

対応するスタッフが初期のスクリーニングの段階でできるだけ多くの情報を得ることが効果的なリフ

ァーラルにつながる。スタッフの入れ替わりなどもあるため、IOSC や医療機関においては、リファ

ーラルやスクリーニングに関して継続的な研修の提供が必要である。また IOSC におけるホットライ

ンを通じた対応において、電話対応の方法、情報の秘匿性の担保、リモートでのカウンセリングの方

                                                   

859 Health Development Initiative (2019), Parents’ knowledge, attitude and practices (KAP) towards 

comprehensive sexuality education in secondary schools in rwanda 
860 Republic of Rwanda (2016), Rwanda Demographic and Health Survey 2014-2015, P. 86 
861 JICA (2019), アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対応に係る譲歩収集・確認調査, 

P. 46 
862 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
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法などについて標準的な手順の作成、周知が実施されなければならない863。ヘルスセンターへの IOSC

の機能拡大が現在計画されているが、既存の IOSC のスタッフに加えて、ヘルスセンターに配置され

るスタッフの確保、能力強化も必要となり、今後人材育成面での取組を強化していくことが求められ

ている。 

またルワンダでは、SGBV、特に DV や IPV から逃れてきた女性が一時的に滞在できるシェルター

の整備が喫緊の課題となっている。現在設置されている公的なシェルターはまだ少なく、一部の IOSC

で試験的に運営されているのみである。シェルターの設置に当たっては、安全性の確保や追加の人員

の手配、滞在に係るサービスの提供などが必要となるうえに、伝統的な社会規範が強い地域ではシェ

ルターの設置そのものに住民から反発が起こる場合もある864。現在 MIGEPROF では、IOSC におけ

るシェルターの設置について、資金提供を行うドナーを募っている865。 

 被害者の自立・社会復帰 

本件調査のオンラインインタビューでは、被害者の自立・社会復帰が最も不足している支援である

という回答が多かった。政府はVision 2020 Umurenge Program（VUP、地方政府・グッドガバナン

ス・コミュニティ開発・社会問題省が所管）やOne Cow per Poor Family（通称「GIRINKA」、農業・

畜産資源省が所管）など様々な貧困層への社会保護プログラムを実施しているが、SGBV被害者を対

象に設定した公共サービスは提供されていない。IOSCではサービスを受けた被害者のフォローアッ

プを行っているが、家庭訪問を通じた状況確認が中心で、被害者の経済的な自立や社会的再統合を目

指す支援とはなっていない(予算やキャパシティの不足が主な要因である)866。このような状況に対応

するため、2020~2025年までのIOSCの戦略計画では被害者の社会復帰のための包括的な支援を行う

ことが戦略目標の一つに設定され、被害者への経済的自立や社会的再統合に向けたMinimum 

Packageの開発および提供、被害者をサポートするための地域の保護メカニズムの強化などの実施が

計画されている867。 

社会復帰支援の実施にあたっては、個々の被害者の状況に応じた柔軟な対応が必要となる。被害者

が配偶者に経済的に依存している場合は、被害者の経済的自立のサポートが求められるが、各々が受

けてきた教育や持っているスキル、関心領域などに合わせて支援内容を選択できることが望ましく、

                                                   

863 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
864 Ibid 
865 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 30 日）。 
866 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
867 RIB (2020), Isange One Stop Centre Strategic Plan 2020-2025 , P.55 
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そのためには支援の中で多様なプログラムを用意したり、様々な支援を行っている NGO 等と連携し

たりすることが不可欠となる。また経済的なサポートだけでなく、世帯内で夫と交渉するスキルを身

に着けるなど、被害者が自身の状況に対応していくための能力を強化するサポートも必要となる868。

また、若年妊娠によって退学した女性など、若い世代の女性への支援も必要とされており、政府の方

針では出産後学校に戻ることが推奨されているが、幼い子どもを持つ母親の場合は子どもを預けるこ

とができなければ教育を受けたり仕事を始めたりすることは困難であるため、学校に戻る少女は非常

に少ない。UNFPA はローカルの銀行をスポンサーとして、妊娠して退学した少女を技術学校に入学

させるイニシアティブを開始するなど、一部の国際機関や NGO などでは対応が実施されているが、

ニーズに対して支援が大きく不足している状態である。 

 加害者処罰・更生 

加害者の処罰については、通報件数の向上に係る取組や被害の捜査を担当するRIB の能力強化を通

じて、捜査が行われたり検察に送付される件数は確実に増加している（図 7-7 参照）。また SGBV 事

案の場合は被害者が無料で裁判を起こすことができたり（7.1.2.1の3)参照）、各郡に配備されたAccess 

to Justice Officer による司法手続きのサポートや法律扶助を受けられたりするなど、SGBV の被害者

が司法手続きを行うための環境は徐々に整備されつつある。しかしながら、SGBV の被害に遭ったこ

とを言えない／言わない社会規範や加害者の不処罰の慣習が未だに根強く、依然として通報されない

ケースは膨大にあるとされる。コミュニティの中では伝統的なコミュニティリーダーが内部の様々な

問題に対処する立場となっており、SGBV 事案が起きた際にもコミュニティ内でリーダーによって対

応され、被害者への適切なケアや加害者への処罰が行われないケースがほとんどである869。このよう

な状況の中で、関係省庁や支援機関は引き続き、関係者の能力強化、啓発活動などを通して、SGBV

の通報を増やそうと努力している。 

レイプなど性的暴力の被害者が加害者の訴追する場合は、被害について Medico-Legal Report とい

う法的文書を医療機関で作成しなければならない。Medico-Legal Report の作成は以前は無料だった

                                                   

868 UNFPA Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 10 月 29 日）。 
869 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく(2020 年 11 月 2 日)。 
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が、現在政府はこの文書の作成について健康保険を使うシステムに移行しているため870、保険に入っ

ていない人や難民はこの費用を自身で負担しなければならない（難民も IOSC やその他の公的サービ

スを利用できる）。また、Medico-Legal Report の作成手順や記載すべき内容が十分に周知されていな

いため、記載内容が明確にレイプ被害に遭ったことを示していると読み取れないケースがあり、その

ような場合は裁判における証拠として不十分と判断されてしまうこともある。そのため、書類作成手

順および記載内容の標準化や、当該書類の作成を含めた SGBV の被害者への対応に係る医療従事者の

能力強化に向けた取組も必要な状況となっている871。 

加害者の更生については、現在 3 つの施設において犯罪者に対する更生プログラムが提供されてい

る。そのうちの一つである Iwawa Rehabilitation Center では、18 歳以上の男性の犯罪者に対して教

育や職業訓練を提供している（ほかにも、心理社会的ケアや医療ケアを提供している施設がある）。

2011 年～2019 年 9 月までに約 22,000 人がリハビリプログラムを完了し元のコミュニティに復帰し

た872。対象者の多くがストリートチルドレンや貧困層の出身で、薬物使用、窃盗、性犯罪などで実刑

判決を受けている。加害者の再犯防止や被害者の安全確保という観点から、このような更生プログラ

ムの提供は不可欠であるが、加害者の人数に対して収容できる施設のキャパシティが足りていないた

め、十分な更生プログラムを受けずにコミュニティに戻る加害者も多いことが課題となっている。 

  

                                                   

870 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく(2020 年 11 月 2 日)。 

 ルワンダには国民の 8 割近くが登録しているMutuelle de Santé (CBHI)という相互健康保険制度がある。 

https://www.rssb.rw/index.php?id=17&L=2, 2021 年 1 月 14 日閲覧 
871 UNHCR Rwanda へのインタビュー結果に基づく（2020 年 11 月 2 日）。 
872 https://www.nrs.gov.rw/index.php?id=138, 2021 年 1 月 14 日閲覧 
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7.2. ルワンダにおける第 2次調査結果 

第 2 次調査では、以下の 3 点を目的としてルワンダにおける現地調査を実施した。 

1) 第 1 次調査によって取り纏められた調査対象国における SGBV 被害の実態およびその対応に係

る課題と取組について、第1次調査で得られなかったデータおよび情報について追加調査を行い、

さらに詳細な分析を行う 

2) 第 1 次調査結果に基づき各調査対象国で実施されるパイロット活動について、モニタリングおよ

び実施プロセスや成果のレビューを行い、課題の分析および教訓・知見の抽出を行う 

3) 第 1 次調査および第 2 次調査で収集した情報と分析結果に基づき、当該国に対する日本政府の支

援方針や、JICA 事業の特性や経験、比較優位性、国内・周辺国で活用可能なリソース等も考慮

し、SGBV 課題に対応するための支援の方向性や概要、事業枠組み(案)を提言する。 

7.2.1. 調査日程 

ルワンダにおける現地調査は 2021 年 11 月 21 日（日）～2021 年 12 月 2 日（木）の日程で実施さ

れた。調査日程の概要は表 7-9 の通りである。 

表 7-9：現地調査日程（ルワンダ） 

月 日 対象地域 内容、訪問先 

11 

22 キガリ 
パイロット活動実施団体との協議 

JICA ルワンダ事務所訪問 

23 カヨンザ 

カヨンザ郡ジェンダー担当官、Access to Justice Officer訪問 

Women Safe Space（Rwanda Women’s Network）訪問 

パイロット活動モニタリング 

24 カヨンザ 

イサンゲ・ワン・ストップ・センター(Rwinkwavu District Hospital)訪問 

Focus Group Discussion 実施 

パイロット活動モニタリング 

25 カツィボ 
イサンゲ・ワン・ストップ・センター(Kiziguro District Hospital)訪問 

パイロット活動モニタリング 

26 ガツィボ 
ガツィボ郡グッド・ガバナンス局長訪問 

パイロット活動モニタリング 

29 
カロンギ 

キガリ 

KOPAKAKI Cooperative 訪問 

Rwanda Bridges for Justice 訪問 

30 キガリ 

ジェンダー・家族推進省ジェンダー推進及び女性のエンパワーメント局訪問 

UNFPA Rwanda 訪問 

UN Women Rwanda 訪問 

12 

1 
ルワマガナ 

キガリ 

「ルワンダ国灌漑水管理能力向上プロジェクト」サイト訪問 

JICA 農業政策アドバイザー、JICA 栄養政策アドバイザーインタビュー 

JICA ボランティア インタビュー 

2 キガリ 

ジェンダー・家族推進省チーフ・デジタル・オフィサー訪問 

USAID インタビュー 

JICA ルワンダ事務所にて調査結果報告 

7.2.2. 調査手法 

 追加情報収集・分析 

現地調査では関連文献・資料のレビューや現地関係者へのインタビューを行い、第 1 次調査で得ら

れなかったデータおよび情報を収集・分析を行った。現地調査では、特に表 7-10 の観点からの追加

情報収集と分析を実施した。 

表 7-10：現地調査における調査項目（ルワンダ） 

# 調査項目 

1 ルワンダにおける SGBV被害の経験（新型コロナウイルス影響下の被害の経験含む） 
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# 調査項目 

2 

調査対象国における SGBV 課題への対応に関する政府の実施体制や取り組みの現状や課題をより詳細に把握

するとともに、課題への対応に向けた政府の能力の分析を行う（ジェンダー平等を推進する国内本部機構や社

会福祉省、法・司法関連省庁を含む関連の事業実施官庁、地方自治体などの実施体制、機能や権限、予算、新

型コロナウイルス影響下の影響緩和に向けた取組の現状と課題含む） 

ルワンダにおいては、特に以下の点について情報収集を行う。 

 ジェンダー・家族推進省における SGBV の予防と対応に関する体制、実施施策等の詳細（地方行政にお

けるジェンダー・家族推進省の対応を含む） 

 地方行政による SGBV の予防と対応に関する体制、実施施策等の詳細 

 ジェンダー・家族推進省、地方行政およびその他の機関、団体による SGBV 被害者の自立・社会復帰に

係る支援の体制、実施施策等（被害者の保護および自立・社会復帰支援に係る行政と民間団体との連携等

を含む） 

 イサンゲ・ワン・ストップ・センターの設置および運営に関する現状（設置数、運営体制、地域における

広報体制、他団体との連携体制等） 

3 
他ドナーや国連機関、NGOによる SGBV課題への支援状況（支援戦略やアプローチ、活動内容、成果と課題、

COVID-19 の影響緩和に向けた取組内容、課題、効果的な取り組み、手法、好事例含む）を確認する 

4 
ルワンダにおける JICA 事業による課題への取組状況を確認するとともに、被害者の保護や自立、社会復帰支

援に活用できる JICAリソースについて確認する 

第 1 次調査でのオンラインインタビューおよび関連資料のレビューでは、地方分権下において各地

方行政による SGBV 被害への対応や各郡の政策実施状況等について十分な情報が得られなかった。そ

のため現地調査では、表 7-10 の中でも特に 2 における「地方行政による SGBV の予防と対応に関す

る体制、実施施策等の詳細」についてさらなる情報収集・分析を行った。主な調査項目は表 7-11 の通

りである。 

表 7-11：地方行政に係る情報収集・分析における調査項目（ルワンダ） 

# 項目 内容 

1 法律・政策  各郡の開発政策における SGBV の予防と対応に係る方針 

 各郡の SGBV Policyの整備、準備および実施状況 

2 SGBV被害の状況  Demographic and Health Survey (DHS)、ルワンダ統計局、ルワンダ捜査局

（RIB）の犯罪統計以外の郡レベルの SGBV 被害状況に係るデータ 

3 人員配置  ナショナル・マシーナリーであるジェンダー・家族推進省その他関連機関による

地方行政への人員配置、およびそれらのオフィサーによる SGBVの撤廃に向けた

業務の内容 

 地方行政内の SGBVの予防と対応に係る人員配置体制、業務の内容 

4 調整  GBV 委員会等、郡レベルの SGBV調整委員会の設置状況、活動状況、メンバー

構成等 

 IOSC、医療機関、学校、警察、NGO、CBO等、他機関や他団体との連携状況 

 SGBV被害や関連犯罪等を管理するためのデータベース等の整備状況、データの

共有体制 

5 予算  各郡における SGBV関連施策への予算配分 

6 その他  国連機関、世界銀行、二国間援助機関等のドナーからの支援状況 

 COVID-19 感染拡大による SGBV被害の増加やそれらに対応するための地方行政

による施策の実施状況 

これらの情報を把握するため、MIGEPROF に対するインタビューを実施するだけでなく、複数の

郡を選定・訪問し、これらの情報収集・分析を行うこととした。訪問する郡としては、現地調査実施

時期にパイロット活動（7.2.4.3 参照）を実施する東部県のカヨンザ郡およびガツィボ郡が選定された。 

 パイロット活動のモニタリングおよびレビュー 

ルワンダにおいては、第 1 次調査の調査結果を踏まえ 2021 年 10 月から 1 件のパイロット活動が

実施された（活動内容の詳細は 7.2.4.3 参照）。現地業務期間中に啓発活動が実施されるカヨンザ郡と

ガツィボ郡を訪問し、主に以下の手法を通じて情報収集を行った。 
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表 7-12：モニタリングおよびレビューの概要（ルワンダ）873 

手法・対象 調査項目 

【活動視察】 

啓発活動 
啓発活動の手法や内容に関するモニタリングを中心に、それぞれの啓発活動の実施状

況を視察する 

【キー・インフォーマント・インタビュー（KII：Key Informant Interview）】 

実施団体の担当者 
活動の進捗状況の確認、実施状況の詳細の把握、成果の発現状況、課題等について確

認する 

地域のステークホルダー* 

地域の SGBV 課題、リソース、パイロット活動に関する所感、啓発活動以外のニー

ズ、他団体・機関との連携状況などについて確認する 

*パイロット活動初期のステークホルダー協議の参加者(行政、警察、司法、医療・教育等関係者、

地域リーダー、宗教リーダー、女性団体関係者など) 

国際機関、CSO等 
同地域で活動中の国際機関や NGO、CSO 等があれば、活動内容や活動上の課題、

SGBV被害への対応状況等について確認する 

啓発活動の対象者 
地域の SGBV 課題、リソース、パイロット活動に関する所感、啓発活動以外のニー

ズなどについて確認する 

上記の手法を通じて収集した情報を整理、分析し、課題と成果を確認したうえで、必要に応じて実

施団体に対する助言などを行った。またパイロット活動の進捗に併せて引き続きモニタリングを実施

し、今後の SGBV の撤廃に関する支援に向けて、当該パイロット活動の実施を通じた教訓・知見を抽

出した。 

 既存の JICA事業におけるジェンダー主流化に係る取組の調査 

本件調査では、SGBV 課題への対応に係る新たな JICA 協力案を模索するとともに、既存の JICA

事業や過去の支援実績において活用可能なリソースや連携の可能性を探ることも目的の一つとしてい

る。SGBV 課題への対応においては、SGBV 被害者の保護や予防・対応をめぐる政策実施などの直接

的な支援だけでなく、ジェンダー主流化に係る取組の推進による行動変容や意識変容が SGBV の予防

や被害者の自立社会復帰につながることから、農業、教育、産業開発などの他分野におけるジェンダ

ー主流化の推進は、SGBV の予防と対応という観点からも大きなインパクトを有している。現地調査

では以下 2 件の技術協力プロジェクトを対象候補としてヒアリングを行った（表 7-10 の 5）。いずれ

の案件も事業事前評価表等においてジェンダー主流化に係る取組を取り入れ推進することが期待され

ていることから、それらの計画や取組状況についてヒアリングを行い、現状や課題を確認するととも

に、実施における意見交換等を行った。 

 灌漑水管理能力向上プロジェクト（2019 年 4 月〜2024 年 3 月） 

 コーヒーバリューチェーン強化振興プロジェクト（2021 年 9 月～2026 年 9 月） 

また、上記 2 件の技術協力プロジェクトに加え、JICA 栄養政策アドバイザーおよび農業政策アド

バイザーにも聞き取りを実施し、各分野における取組や連携可能性について意見交換等を行った。 

 JICAによる協力（案）の検討・提案 

第 1 次調査結果および第 2 次調査で収集した情報と分析結果に基づき、ルワンダにおける SGBV 課

題に対する支援ニーズ、有効な支援アプローチを整理・検討するとともに、ルワンダに対する日本政

府の支援方針や、JICA 事業の特性や経験、比較優位性、国内・周辺国で活用可能なリソース等も考慮

                                                   

873 2 ヶ所の活動サイトに対してすべての項目を実施するのではなく、調整日程等に鑑みてこれらの手法を組み合わ
せ、かつ対象を絞って実施した。 
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し、SGBV 被害者の保護や自立・社会復帰、加害者処罰等に向けた新規案件を念頭に支援の方向性や

概要、事業枠組み（案）を本最終報告書において提言した。 

7.2.3. 追加情報収集・分析結果 

 ナショナル・マシーナリーの機能と役割 

ルワンダにおいて SGBV の予防・対応を含むジェンダー平等の推進を担うナショナル・マシーナリ

ーは、1) ジェンダー・家族推進省（MIGEPROF：Ministry of Gender and Family Promotion）、2) 

ジェンダー・モニタリング・オフィス（GMO：Gender Monitoring Office）、3) 国家女性評議会

（National Women’s Council）874、4) ルワンダ女性議員フォーラム（FFRP：Forum des Femmes 

Rwandaises Parliamentaires）、の 4 機関である875。本現地調査ではこのうち MIGEPROF にインタ

ビューを実施し、SGBV の予防と対応に係る各機関の役割や施策実施状況について調査を行った。 

MIGEPROF の中で、SGBV に係る政策の策定や実施を担当しているのは家族推進および子どもの

保護総局（Family Promotion and Child Protection Directorate General）である。家族推進および

子どもの保護総局では局長（Director General）のもと 4 名のオフィサーが配属され、SGBV は反 GBV

スペシャリスト（Anti-GBV Specialist）が担っている。また、MIGEPROF の下部組織としてNWC

と国家子ども発達庁（NCDA：National Child Development Agency、図 7-10 組織図ではNCDと表

記）が設置されている。MIGEPROF 全体の組織図は図 7-10 の通りである。 

図 7-10：MIGEPROF 組織図（2020 年 8 月時点） 

出所：Official Gazette no,24 of 10/08/2020 

SGBV の撤廃について、MIGEPROF は主に、1）関係者間の調整（調整メカニズムについては 7.2.3.4

参照）、2）啓発活動等予防に係る活動や啓発ツールの開発、3）SGBV に関する研修や IOSC の標準

作業手順書（Standard operating procedure：SOP）の作成、の 3 点を担っている876。研修について

                                                   

874 国家女性評議会はMIGEPROF の参加にある下部組織の一つである。 
875 各機関の役割については 7.1.2.2、および「アフリカ地域紛争影響国におけるジェンダーに基づく暴力課題への対
応に係る情報収集・確認調査報告書（JICA, 2019）」P. 47, 48 参照 

876 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2021 年 11 月 30 日）。 
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は特に IOSC のスタッフに対して、SGBV の分類、SGBV 事案の捜査・法的プロセスの全体像、証拠

保全の方法、被害者のケアの方法などに係る研修を提供している。このほかに、MIGEPROF は

「Parents Evening Forum (Umugorobaw'Imiryango)」という活動の実施を推進している。「Parents 

Evening Forum」は MIGEPROF が 2013 年から開始した活動で、週に 1 度（地域によっては月に 1

度）コミュニティ内の男性、女性が集まり、草の根レベルでの紛争解決のため、地域の課題について

話し合う定期的な会合である。SRH、SGBV、土地の所有、若者の啓発、憲法・法律、衛生、子ども

の保護、など、あらゆる課題を対象としている。MIGEPROF では地域のボランティア等を通してこ

の活動をサポートし、SGBV を含む地域の課題をコミュニティレベルでの話し合いを通して解決する

ことを推進している。 

また MIGEPROF はコミュニティレベルにおける家庭やジェンダーの課題の解決をサポートする

ために、多くのボランティアを配置している。MIGEPROF の下部組織である NWC は「NWC コー

ディネーター」と呼ばれるボランティアを全ての郡、セクター、セル、村レベルに配置し、地域にお

けるジェンダーの課題、特に貧困層の女性や SGBV の被害者のサポートを行っている。また同じく

MIGEPROF の下部組織である NCDA は「Inshuti z'Umuryango（IZU、またはFriends of Family）」

と呼ばれるボランティアを全ての村に配置し、子どもの保護と家庭内の課題解決のためのサポートを

行っている877。 

なお、MIGEPROF は現在、2011 年に策定された「GBV 根絶に向けた国家政策（National Policy 

against Gender-based Violence）」の改訂を進めている。政策のドラフトは既に完成しており、2022

年 1 月時点では関係省庁のレビューを経て承認プロセスを進めている段階となっている878。当該イン

タビューを通して、MIGEPROF としては以下の点を課題として認識していることが確認された879。 

 SGBV の被害者を始めとする脆弱な女性の社会経済的な自立を支援する公的スキームがないこ

とが大きな課題である。最も脆弱な人々に対する社会的セーフティネット（生活保護のようなス

キーム）はあるが、それらは特段 SGBV の被害者や経済的に困窮している女性をターゲットにし

たものではない。SGBV の被害者、特に 10 代の母親は社会経済的に不利な立場に置かれている

ことが多く、社会的再統合のための支援、具体的には生計向上やキャリアガイダンスなどに係る

支援が必要とされている。一般市民が活用できる小規模ビジネスのための公的基金として、中小

企業やスタートアップビジネスの支援のため設立されたビジネス開発基金（BDF：Business 

Development Fund）があり、女性はBDF が運営する女性保証基金（Women’s guarantee fund）

によって金融機関から融資を受ける際の担保の信用保証の提供を受けることができる。しかしこ

ちらも特段 SGBV 被害者を対象にしたものではなく、申請して小規模ビジネスを開始するには

一定程度のビジネスの知識や金融リテラシーを身につけていなければならない。 

 調整メカニズムや地域レベルのボランティアの能力強化が必要である。MIGEPROF は Parents 

Evening Forum の実施を推進したり、様々なボランティアを動員するなどして、草の根レベル

のジェンダー課題への取組を促進してきた。これらの機能をさらに強化し、ジェンダー不平等な

                                                   

877 IZUは MIGEPROF の下部組織であった国家子ども委員会（NCC：National Commission for Children）によっ
て設置されたボランティアであったが、NCCは 2020 年に国家乳幼児発達プログラム（National Early Childhood 

Development Program）と統合され、NCDAとしてMIGEPROF の下部組織となったため、現在はNCDA によっ
て運営されている。 

878 MIGEPROFへのインタビュー結果に基づく（2021 年 11 月 30 日） 
879 Ibid 
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関係性や固定的なジェンダー観を変容させるような長期的なアプローチを推進していかなけれ

ばならない。 

 女性、特に若い女性や少女に対して、デジタルツールやテクノロジーの普及を図る必要がある880。

SGBV の予防や対応、ジェンダー平等などの課題において、デジタルテクノロジーの活用は不可

欠である。デジタルツールやデジタルテクノロジーの活用を促進することで、SGBV の撤廃に係

る革新的な取組を支援していくことが求められる。 

 地方行政における SGBVの予防と対応に係る取組 

地方行政においては、各行政単位にジェンダー担当の部署および行政官が配置され、ジェンダーに

係る課題の一つとして SGBV の予防と対応が行われている。郡庁においては、郡長（Mayor）の下に

2 名の副郡長（Vice Mayor）がおり、1 名は「経済開発（Economic Development）」、もう 1 名は「社

会課題（Social Affairs）」を担当している881。社会課題担当の副郡長が保健、教育、社会保護、グッ

ド・ガバナンスの４ユニット（局）を所管し、それぞれのユニットに局長（Director）が配置されてい

る。グッド・ガバナンス・ユニットにはジェンダーはグッド・ガバナンス・ユニットが所掌している。

「ジェンダーおよび家族推進（Gender and family promotion）」「若者、スポーツおよび文化(Youth, 

Sports and Culture)」「市民教育(Civic education)」「グッド・ガバナンス」「共同アクション開発フォ

ーラム（JADF：Joint Action Development Forum）」の 5 分野のオフィサーが 1 名ずつ配置されて

おり、SGBV の予防と対応を含むジェンダー政策の実施はジェンダーおよび家族推進オフィサーが所

掌している。ジェンダー関連施策について中央政府から郡への人員派遣はなく、各郡での政策の実施

状況は郡長を通して中央政府側に報告されている。郡庁における人員配置は図 7-11 の通りである。 

図 7-11：郡におけるジェンダー担当部署および人員 

出所：聞き取り結果を基に筆者作成 

                                                   

880 ICT およびイノベーション省（Ministry of ICT & Innovation: MINICT）では、ドイツ国際協力公社（Deutsche 

Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbe：GIZ）の支援を受けて、2017 年 9 月から 2024 年 6 月の予定でル
ワンダ全国で「Digital Ambassadors Program（DAP）」を実施している。DAP では、ルワンダ国民のデジタルリ
テラシーの向上と、オンラインシステム及びオンラインサービスへのアクセスの向上を目指し、デジタルアンバサ
ダーの育成や、アンバサダーによるデジタルリテラシートレーニングの提供を行っている。 

https://www.minict.gov.rw/projects/digital-ambassadors-programme, 2022 年 1 月 25 日閲覧 
881 郡長（Mayor）および副郡長（Vice Mayor）は郡議会銀の中から郡議会によって指名される。任期は 5 年で、2 回
まで務めることができる。 
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各郡では政策実施に当たり年次計画を策定しており、ジェンダー関連政策もその年次計画に盛り込

まれその計画に沿って実施される。地方行政における SGBV 事案への対応（被害者の保護、加害者処

罰）は各郡の IOSC に集約されているため、郡行政が担当しているのは主に SGBV の予防に係る政策

である。具体的には、1) SGBV の撤廃を含むジェンダー平等に係る啓発活動の実施、2) ジェンダー

関連の統計データ収集・管理、3) ステークホルダーへの研修の実施、などである。啓発活動は、地域

住民に人権やジェンダー平等についての理解を促すセッションやセクター、セル、村レベルのリーダ

ーたちに SGBV 事案をどのように扱うか、などについて教える内容が中心である。ジェンダーに係る

課題はグッド・ガバナンスだけでなく、保健や教育など他の分野との連携が必須であるため、他局の

オフィサーと連携しながら活動を行っている882。また、DV や IPV などのケースの和解（reconcile）

に係る介入やケースマネジメントもグッド・ガバナンス局の業務の一つである。具体的にはグッド・

ガバナンス局長（またはジェンダー担当官）、RIB 捜査官、警察、ボランティアなどがチームとなり、

DV 等暴力や家庭内不和などの問題を抱える家庭を訪問し、対話を通じて家族の不和の調整を行った

り、暴力課題の解決を図ったりしている883。 

また、司法省（MOJ：Ministry of Justice）は郡レベルの司法アクセス局（MAJ：Maison d'accès 

à la Justice）に計 3 名の司法アクセスオフィサー（Access to Justice Officer、部署の略称を用いてこ

ちらも MAJ と呼称される）を配置している。MAJ は弁護士資格を持つ職員で、法的なサポートが必

要な地域住民に対して公的な法律扶助を提供することが主な役割である。3 名のうち 1 名は SGBV 専

属で、各郡における任期は 5 年となっている。SGBV の被害者から通報を受けた場合、IOSC で医療

サポート等を受けることを薦めた後、事案についての聞き取りを行い、MAJ と連携して裁判を含めた

法的プロセスのサポートを行っている。これらのサポートは無料であるため、弁護士費用を支払うこ

とができない被害者も MAJ のサポートを受けることができる。また MAJ の電話番号は広報誌に掲

載されたり啓発活動などの際に住民に伝えられたりしており、法的サポートが必要な住民がいつでも

連絡を取れる体制となっている。 

本件調査を通して、地方行政における SGBV の撤廃に係る取組の中で以下の課題が確認された。 

 SGBV 被害者の自立・社会復帰に係る支援が不足している 

IOSC は被害者の保護と加害者処罰を担当し、行政は主に予防・啓発、被害者の保護を担ってい

る。一方で、SGBV の被害者、特に 10 代の母親や性的暴力、IPV/DV 等の被害者が経済的に自

立し社会復帰していくための中長期的なサポートは一部の NGOが提供しているのみで、公的な

支援が不足している。 

 SGBV の予防と対応の専門性を有するスタッフが不足している 

郡、セクター、セルのいずれのレベルでは SGBV 課題対応の専任のスタッフは配置されておら

ず、郡ではジェンダー・および家族推進オフィサー、セクター以下ではエグゼクティブ・セクレ

タリーやグッド・ガバナンスオフィサーが業務の一部として SGBV の予防と対応を担っている。

いずれの担当者にとってもSGBV課題への対応は多くの担当分野の一つであり、担当者がSGBV

の撤廃に係る専門的な知見や十分な経験を有していない場合がある884。 

 ボランティアへの支援が不足している 

コミュニティレベルでは、前述の NWC コーディネーター、Friends of Family だけでなく、NYC

                                                   

882 カヨンザ郡ジェンダー・家族推進オフィサーからの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 23 日）。 
883 ガツィボ郡グッド・ガバナンス局長からの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 26 日）。 
884 USAID Rwanda からの聞き取りに基づく（2021 年 12 月 3 日）。 
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コーディネーター885やNGO のボランティアなど、様々なボランティアが家庭内の不和の調停や

SGBV 被害者の対応に当たっている。ジェンダー課題に限らず、ルワンダでは地域の課題を解決

するボランティアの活動が盛んで、ボランティアとして活動することは名誉あることであるとも

考えられている886。ボランティアはモチベーションや当事者意識が高く、また同じコミュニティ

のメンバー同士であれば信頼関係の構築もしやすいという利点がある一方で、以下のような課題

に直面している。 

 フルタイムの仕事をしながら活動しているボランティアが多く、活動できる時間が限られて

いる（例えば NWC コーディネーターには初等学校や中等学校の教員として働いている女性

が多い）。 

 交通費や通信費などの補助がなく、中心地から離れた地域での活動などが困難である 

 定期的な研修などがなく、モチベーションの維持やスキルの向上を図ることが困難である。

またボランティア同士で経験を共有する機会もない。 

ボランティアの活動を活性化し、より高い効果を発揮するために、行政による経済的補助や適切

な研修機会の提供が必要な状況となっている887。 

 イサンゲ・ワン・ストップ・センターの役割 

イサンゲ・ワン・ストップ・センター（IOSC：Isange One Stop Centre）は SGBV の被害者に対

して医療、司法、心理社会的サポートの包括的支援を無料で提供する施設としてルワンダ政府により

設置、運営されている施設である。各郡の郡病院に 1 つ設置されており、現在ルワンダ全国で 44 の

IOSC が運営されている（郡病院が複数ある郡には IOSC も複数設置されている）。IOSC は保健省、

郡保健ユニット、ルワンダ捜査局（RIB：Rwanda Investigation Bureau）MIGEPROF の各機関に

よって連携して運営されている。それぞれ役割は以下の通りである。 

 保健省：IOSC で業務を行う医療スタッフ（医師、看護師、臨床心理士）の配置とスタッフの人

件費のための予算配分を行っている。 

 郡保健ユニット：郡病院は郡保健ユニットによって運営されており、IOSC も郡病院の施設の一

部であることから、施設の維持管理は郡保健ユニットが担当している。 

 RIB:ルワンダでは刑事事件の捜査はRIB によって行われている。SGBV 被害に対してもRIB が

捜査を担当することから、RIB は各 IOSC に一人ずつ RIB 捜査官（RIB Investigator）を配置

し、SGBV 事案の受付から捜査の実施まで担っている。また SGBV 事案のデータの管理も RIB

が行っている。 

 MIGEPROF：SGBV を含めたジェンダーに係る政策を推進する省庁として、MIGEPROF は主

に IOSC のスタッフに対する研修の実施や各種ガイドラインの整備などを行っている。また

IOSC に併設されたシェルターの機材の配備なども行っている。 

各 IOSC には以下の 4 名のスタッフが配置されている。 

1) RIB 捜査官：SGBV の受付、捜査を担当 

2) GBV オフィサー：看護師。各郡病院に所属し、IOSC に配置されている。 

3) 医師：郡病院に所属し、医師の診察や治療が必要な場合に SGBV 被害者に対応する 

                                                   

885 若者・文化省の下部組織である国家若者評議会（NYC：National Youth Council）が全国に配置している。 
886 NWC コーディネーターからの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 23 日）。 
887 IZU（Friends of Family）については、UNICEFが NCDA を通して研修の提供を実施してきた。 

https://www.unicef.org/rwanda/child-protection, 2022 年 1 月 25 日閲覧 
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4) 臨床心理士：郡病院に所属し、カウンセリング等が必要な場合にSGBV被害者に対応する 

IOSC に SGBV の被害者が訪れた場合、まず RIB 捜査官が事案を受け付け、記録を作成し、その

後 GBV Officer が診察を行う。そのうえで、必要と判断された場合医師や臨床心理士による診察や治

療、性感染症およびHIV/AIDS の検査、緊急避妊ピルの処方などが行われる。特に性的暴力事案の場

合、RIB 捜査官は証拠の保全に係る責任を有しており、ケースの詳細についての聞き取りや被害者の

法的権利に係る説明、証拠保全、事案の捜査を行ったうえで、事案を検察に送致する。性的暴力事案

の捜査は概ね 6 カ月程度かかる888。科学的証拠（加害者の体液や毛髪など）は RIB によって保全さ

れ、医師や裁判官が必要と判断すればDNA 検査などの法医学的検査を行う。DNA 検査は郡の主任捜

査官からキガリにあるラボに依頼するが、費用が高額なため実施されるケースは多くはない889。 

郡以下のレベルでは、セルレベルに設置されている医療施設であるヘルス・センター、セクターレ

ベルに設置されている医療施設であるヘルス・ポストにも保健省が一人ずつ GBV オフィサー（看護

師）を配属している（7.1.2.3 参照）。ヘルス・センター、ヘルス・ポストでもGBV オフィサーが SGBV

の被害の受付や被害者への対応を行っているが、医師や臨床心理士はいないため、診察や治療が必要

な場合、被害者は IOSC に行くようアドバイスを受ける。その場合は救急車などが手配され、移動手

段が提供される。また、夜間に性的暴力などの被害に遭った場合は、各ヘルス・センターやヘルス・

ポストの GBV オフィサーに連絡を取って対応を依頼することになる890（IOSC は 24 時間運営してい

る）。 

MIGEPROF は SGBV の被害者が一定期間滞在し心身の状態を整えたりさらなる SGBV のリスク

を低減したりするため IOSC にシェルターを設置する必要があると認識しているが、ルワンダ全国 44

か所の IOSC のうち、シェルターが設置されている IOSC は現時点では 4 か所に留まる。本件調査で

訪問した Rwinkwavu 郡病院の IOSC はそのうちの 1 つで、郡病院内に SGBV 被害者のためのシェ

ルターが設置されている891。当該シェルターにはベッドや棚などを備えた部屋が複数整備され、最大

で 9 名の被害者が滞在できるように設計されている。滞在期間は概ね約 2~3 カ月であり、食事は病院

の食堂から提供される（費用は郡病院が負担する）。シェルター内には利用者が自由に使えるキッチン

も備えられている（食器、器具などは MIGEPROF が提供している）。MIGEPROF では今後も IOSC

へのシェルター設置を進めていく必要があると認識しているが、十分な予算確保ができていないため、

具体的な計画は立てられていない892。 

地方レベルでは SGBV の対応はすべて IOSC に集約される形となっており、被害者の保護、加害者

の処罰は IOSC を中心にRIB や郡病院、MAJ、検察等が連携して対応を行っている。一方で、SGBV

の被害者の保護、被害者の自立・社会復帰について以下の課題が確認された。 

 IOSC までの距離が物理的に遠く、サービスを受けられない被害者がいる。また、IOSC に関す

る情報が十分に普及しておらず、被害を受けてもどこに行けばいいのか分からない人も多いとい

う現状がある。また、性的暴力の被害者は望まない妊娠や性感染症、HIV/AIDS の予防等の観点

                                                   

888 Rwinkwavu District Hospital の IOSC でのインタビュー結果に基づく（2021 年 11 月 24 日）。 
889 Ibid 
890 KiziguroDistrict Hospital の IOSC からの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 25 日）。 
891 訪問時には誰も利用者がおらず、理由を確認したところ「被害者は家や地元を離れることに不安を感じるため、シ
ェルターに滞在するよりも家や近所の友人宅などに滞在することを好む傾向にある。」とのことであった。そのため
RIB 捜査官や GBVオフィサーなどは家や地元に戻った被害者に対して継続的なフォローアップを行っている。 

892 Kiziguro 郡病院の IOSC からの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 25 日）。 



 

   265 

 

から、被害に遭ってから少しでも早く医療機関で診察を受ける必要がある（遅くとも 72 時間以

内）が、被害に遭ってもすぐに IOSC には行かず、時間が経ってから相談するケースが多い。

IOSC を訪れる場合も、被害に遭ってそのまま IOSC に向かうのではなく、一度家に戻りシャワ

ーを浴びたり身なりを整えたりしてしまうため、加害者の体液や毛髪などの科学的証拠がほとん

ど失われ、加害者を訴追することが難しい状態となってしまう（ルワンダでは、物理的な証拠が

ない場合、性的暴力の加害者を訴追することができない、または訴追できても有罪になるケース

がほとんどない893）。SGBV の被害に遭った際にどのように行動しどこに助けを求めるべきかと

いうことについて、理解を深める機会をさらに増やしていく必要がある。 

 被害者に対する交通費の補助などがなく、交通手段の提供が十分ではない。IOSC を訪れる際は

救急車等何らかの移動手段が手配されるが、IOSC から自宅に戻るときは交通手段のサポートが

ないため、経済的な余裕のない 10 代の被害者などが IOSC に来ることができない場合がある。 

 IOSC でサポートを提供した後、被害者に対するフォローアップが十分に行われていない。IOSC

によって提供されるフォローアップは主に医療および心理社会的サポートであり、被害者は定期

的に IOSC に通い診療を受けたり、カウンセリングやグループセラピーを受けたりすることがで

きるが、社会経済的サポートは公的機関からは行われていない（一部のNGO が実施しているの

み）。10 代の母親など社会経済的に脆弱な立場にある女性に対する経済的エンパワーメントや社

会復帰のための継続的なフォローが必要とされている。 

 調整メカニズム 

ルワンダにおいては、SGBV の撤廃を含むジェンダー関連課題について、中央政府レベル、地方レ

ベルでそれぞれ調整メカニズムが構築されている。 

中央レベルでは国家 GBV 対策委員会（National GBV Steering Committee）が調整機能として設

置され、MIGEPROF と保健省が共同で議長を務めている。MIGEPROF、保健省の他、財務・経済計

画省、地方自治省、若者・文化省、法務省、GMO、NWC、RIB、ルワンダ国家警察、国家検察庁（NPPA：

National Public Prosecution Authority）や開発パートナーがメンバーとして参加しており、会議は

年に 2 回開催される。また国家 SGBV 対策委員会とは別に、ジェンダー課題全般を扱うジェンダーク

ラスターという調整機能もあり、その下に「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント（Gender 

Equality and Women Empowerment）」「家族と GBV（Family and GBV）」「子どもの保護（Child 

Protection）」「乳幼児期の子どもの発達（Early Childhood Development Programme）」の 4 つのサ

ブクラスターが設置されていている894。家族と GBV サブクラスターは国家 GBV 対策委員会の下に

も位置し、SGBV の予防と撤廃に係る技術的な協議・調整を行っている会議体である。MIGEPROF

と保健省が共同議長を務め、関連省庁、NGO、開発パートナーがメンバーとして参加しており、年に

4 回会議が開催される。 

郡、セクターレベルにもそれぞれ郡GBV 委員会（District GBV Committee）、セクターGBV 委員

会（Sector GBV Committee）が設置されている。郡GBV 委員会の主な参加者は副郡長（社会課題担

当）、副郡長所管の 4 部局（保健、教育、社会保護、グッドガバナンス）の部局長、MAJ、警察、RIB、

IOSC 担当者、NWC コーディネーター等ボランティアが主なメンバーとして参加し、年に 4 回会議

が開催されている。当該郡で GBV に関連する活動を実施しているNGO やCBO などは郡 GBV 委員

                                                   

893 Rwanda Bridges for Justice からの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 29 日）。 
894 MIGEPROFからの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 30 日）。 



 

   266 

 

会のメンバーではなく、必要があれば適宜招待して意見を募ったり報告を聞いたりしている895。NGO

との調整を行う会議体としてはグッド・ガバナンス・ユニットが所掌する共同アクション開発フォー

ラム（JADF：Joint Action Development Forum）が設置されている。JADF には当該郡で登録され

ているすべての NGO が参加し、ジェンダー、教育、保健など分野ごとに分かれて支援の調整や協議

などを行っている。セル、村には SGBV に関する活動に係る調整のための会議体はなく、セルはエグ

ゼクティブ・セクレタリー、村は村長がそれぞれ活動の管理、調整を行っている。 

各地方自治体では各自で調整メカニズムを通した調整を行っており、特段中央政府に定期的な連

絡・報告義務はない。何らかの問題が生じた場合のみ、上位の調整機構や関連省庁に相談することと

なっている896。調整メカニズムの構造の概要は図 7-12 の通りである。 

図 7-12：調整メカニズムの概要（ルワンダ） 
出所：聞き取り結果に基づき筆者作成 

7.2.4. パイロット活動のモニタリング 

ルワンダでは SGBV の啓発および被害者の対応に係るパイロット活動を実施している。活動の概要

は表 7-13 の通りである。 

表 7-13：パイロット活動の概要（ルワンダ） 

項目 内容 

実施団体 Rwanda Women’s Network（RWN） 

実施期間 2021 年 10 月～2022 年 3 月（6 カ月） 

対象地域 ブゲセラ郡、ガツィボ郡、カヨンザ郡、ルワマガナ郡、ムサンゼ郡、ニャルゲンゲ郡、ル

バブ郡の 7 郡の計 16 セクター 

内容  SGBV 被害者および関係者による参加型ワークショップの実施 

 SGBV に係る地域住民の被害の実態や支援施設の利用状況等に関するアセスメント

の実施 

 SGBV の啓発を目的とした演劇シリーズの制作、上演を通したコミュニティ・アウ

トリーチ活動の実施 

 SGBV の被害者の保護を目的とした GBV モバイル・クリニックの実施 

 SGBV に関する啓発・広報資料の作製、配布 

 国営ラジオやコミュニティラジオでのラジオ啓発キャンペーンの実施 

                                                   

895 カヨンザ郡ジェンダー・家族推進オフィサーへのインタビュー結果に基づく（2021 年 11 月 23 日）。 
896 MIGEPROFからの聞き取りに基づく（2021 年 11 月 30 日）。 
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本件調査では、上記活動のうち、カヨンザ郡およびガツィボ郡で行われた啓発活動と GBV モバイ

ル・クリニックのモニタリングを実施した。 

 啓発活動 

インフルエンサー、司会者、DJ、ジャーナリスト等として幅広く活躍しているアニータ・ペンド氏

がファシリテーターを務め、地域住民に対する SGBV の啓発活動が実施された。啓発活動では、地域

のリソースパーソンとしてセクターまたはセルの SGBV 担当職員、MAJ、RIB 捜査官、NWC コーデ

ィネーターなどが登壇し、SGBV に係る意識啓発や情報提供を行った。内容としては、「GBV とは何

か」など SGBV 全般に係る意識啓発、SGBV をテーマにしたボランティアによる演劇の上演ののち、

セクター/セルのジェンダー担当職員や IOSC 担当者から地域で利用可能なリソースについての説明、

MAJ から SGBV の形態（性的暴力、身体的暴力、心理的暴力など）、SGBV に関して制定されている

法律、IOSC で提供されている支援の内容や MAJ が提供する法律扶助についての説明があり、その

後参加者が任意で自身の経験や現在困っていることについて共有する時間があった。啓発活動全体の

所要時間は概ね 2～2.5 時間程度であった。 

SGBV をテーマにした演劇では、アルコール中毒の父親に母親と娘が暴力を振るわれており、息子

は父親の味方をして誰も助けてくれないという家庭に対して、噂を聞きつけた IOSC 担当者やボラン

ティアが家庭訪問を行い、父親は「ただのメンタルヘルスの問題であって、暴力問題ではない」と言

って隠そうとするが、母親と娘の証言により DV があったことが発覚し、地域リソースのサポートを

通して暴力被害への対応が適切に行われるという内容であった。IOSC の担当者やボランティアによ

る家庭内の課題を解決する社会サービスの存在を地域住民に広報するだけでなく、身体的暴力、特に

DV や IPV ではアルコールを過剰に摂取した状態で暴力をふるう加害者が多いため、酒に酔って家族

の暴力をふるうことは家庭内の些細な問題ではなく違法行為であるという認識を広めるという目的も

ある。 

行政の担当者や MAJ だけでなく、NWC コーディネーターなどのボランティアが壇上に上がる場

面もあった。そもそも SGBV そのものが十分に理解されていないため、これらのボランティアは自身

がこれまでにサポートしてきた SGBV の事例を挙げながら、SGBV を受けた結果どのような被害が

生じるかを具体的に説明し、被害の深刻さについて理解を深めるよう促していた。 

参加者による経験や今困っていることの共有では、「息子がアルコール中毒で家族にひどい暴力を

ふるい、外でも問題を起こしすでに 4回刑務所に入っているが、依然としてDVが深刻な状況である、

どうすればいいか。」など SGBV に関する相談もあったが、SGBV 以外の相談なども多かった（キッ

チンが壊れたが修理する余裕がない、など）。公の場で話せないことや個別の対応が必要と思われる事

案については、啓発活動に続いて実施された次項の GBV モバイル・クリニックで対応が行われた。 

 GBVモバイル・クリニック 

GBV モバイル・クリニックはパイロット活動実施団体であるRwanda Women’s Network（RWN）

がルワンダ国内の複数の郡で実施している活動で、郡、セクター、セルレベルのジェンダー担当職員、

RIB 捜査官、MAJ、NWC コーディネーター、Friends of Family、NYC コーディネーターなど、地

域のリソースパーソンが SGBV の被害者から個別相談を受け付け、その場で直接被害者に対してアド

バイスや法的機関との連携、IOSC へのリファーラルなどを行うという活動である。SGBV の被害者

は被害を受けた際にどこに相談していいか分からない、IOSC や RIB station が物理的に遠い、など

様々な理由で通報や相談をしないことが多いため、地域の SGBV 課題の解決に責任を持つ行政職員や

ボランティアが直接各地域に赴き被害者から話を聞き、個別対応をすることで、誰にも相談していな
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かった/できなかった SGBV の被害者が適切なサポートを受けることができるようになることが期待

されている。 

視察したモバイル・クリニックでは、相談者 1 人につき 2～3 名の担当者（MAJ、RIB 捜査官、セ

クター/セルレベルのジェンダー担当職員など様々）が個別相談を受け付け、聞き取りを行ったうえで、

今後取るべき対応についてのアドバイスや行政からの支援などについて説明を行っていた。具体的に

は以下のような相談があった。 

 性的暴力を受けて妊娠した 10 代の母親が、父親（加害者）を捜して訴追したい。 

 さらなる捜査が必要なため、詳細を聞き取った上で、今後RIB 捜査官による捜査を開始する

旨が説明された。 

 性的暴力を受けて妊娠、出産した 10 代の母親が加害者と一緒に暮らしていたが（結婚はしてい

ない）、最近子どもとともに加害者に家から追い出された。正式に結婚しておらず子どもの出生

登録もしていないため、行政からの支援を受けることもできず、住む場所、食べるものなどがな

く困っている。 

 まずは子どもの出生登録（ID 登録）を行う必要があるため、その手続きについて説明が行わ

れた。シングルマザーへのサポート（生活保護）についての説明や、加害者の男性への対応

などに係る被害者自身の希望についてさらに継続的に聞き取りを行うこととなった。 

 パイロット活動のモニタリングから得られる教訓 

本パイロット活動のモニタリングを通じて以下の点に関する重要性が確認された。 

 行政関係者等の直接的な介入 

SGBV の対応は IOSC が一元的に担っており、IOSC に行けば基本的な行政サービスを受けるこ

とができるが、コミュニティレベルでは IOSCの機能や役割についてまだ十分に知られておらず、

特に郡病院から遠い地域ではその存在自体を知らない人も多い。GBV モバイル・クリニックに

はセクターやセルのエグゼクティブ・セクレタリー、MAJ、RIB 捜査官、警察などが参加してお

り、どこに相談すればどのようなサービスが受けられるか知らなかったり、IOSC から地理的に

離れた地域に住んでいて十分に行政サービスが受けられなかったりする被害者にとっては、行政

の担当者に直接相談できる仕組みとなっているため非常に有効性が高い。また、行政の様々な担

当者が登壇することで、参加者は誰がどのような役割を担っているかを啓発活動を通して知るこ

とができる。SGBV の各種事案は複数の機関が連携して対応すべきケースが多く、様々な立場の

行政関係者が一堂に会して対応に当たることで、プロセスを効率的に進めることにもなる。本パ

イロット活動において啓発活動や被害者の支援を行う際に可能な限り多くの行政関係者を巻き

込み住民と接する機会を作ることで、迅速で確実な課題解決に資するだけでなく、住民と行政の

信頼関係の構築にも貢献することができた。一方で、その有効性を持続させるために、パイロッ

ト活動終了後も NGO の支援なしに同様の啓発活動や GBV モバイル・クリニックを継続的に実

施できるよう、各ステークホルダーのオーナーシップを醸成していくことも重要である。 

 ボランティアの主体的な参加 

前述の通り、ルワンダではボランティアによる地域課題の解決が活発に行われている。地域には

様々なボランティアが活動しており、中には数十年間活動して豊富な経験や知見を有しているボ

ランティアもいる。長年活動してきた人々の中にはファシリテーション能力の高いボランティア

も多く、具体例なども交え実体験に基づいた啓発を行うことができる。本パイロット活動ではそ

うしたボランティアを積極的に活用することで啓発活動の効果を高めただけでなく、ボランティ
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アに対する研修やボランティア同士の交流の機会が多くない中で、地域の啓発活動に多くのボラ

ンティアが参加することで、ボランティア自身の能力強化や知見の共有を行うことができた。ま

た啓発のための演劇の上演もボランティアによって行われ、ボランティア間の連帯の強化や主体

性の醸成にも貢献した。 

 インフルエンサーや SNS の活用 

本パイロット活動の啓発活動では、ルワンダで高名なジャーナリストがファシリテーターを務め

ることが広く告知され、その影響によって啓発活動に多くの住民が参加した。コミュニティレベ

ルの啓発活動では多くの地域住民の参加を促すことが重要であるため、実施の際にはジェンダー

平等や SGBV の撤廃について理解の深いインフルエンサーの協力を得たり、SNS などのツール

を使った事前告知を行うことで、啓発活動の内容に興味を持つ人や参加したいと考える人を増や

していくよう努める必要がある。 

 演劇を通した SGBV の具体的事例への理解促進 

上述の通り、本パイロット活動では啓発活動の中で SGBV をテーマにした演劇の上演を行った。

ルワンダでは SGBV の中でも DV や IPV は暴力であるとの認識が希薄であり、夫が妻や子ども

に対して暴力をふるうことが容認されやすい傾向にある（7.1.1.3 参照）。また世帯内で行われる

ことが外部には見えにくいこともあり、DV や IPV の被害の実態が充分に明らかにされていな

い。上演されたシナリオは夫が妻や娘に対して身体的暴力を振るっているという世帯をモチーフ

にしており、DV や IPV を必ずしも暴力であるとは考えていない観客に対して、演劇を通して

DV 事案とその被害に対する介入を具体的な事例として示したことにより、観客の SGBV に対す

る理解を促進することに貢献した。SGBV の種別やその影響が十分に理解されていない状況を改

善するため、身体的暴力だけでなく、心理的暴力や社会・経済的暴力、セクシュアル・ハラスメ

ントなど、様々なケースをモデルにしたシナリオの開発や活用が効果的であると考えられる。 

7.2.5. 今後の JICAによる協力の方向性 

本章では、第 1 次調査の結果及び第 2 次調査における現地調査（ルワンダ）の調査結果の分析に基

づき、SGBVの撤廃に係る諸分野において支援の必要性が高く、かつ JICAのスキームや比較優位性、

既存事業における知見などを活用できる協力の方向性について以下に述べる。 

 既存の JICA事業におけるジェンダー主流化に係る取組の強化 

本件調査ではプロジェクト関係者や JICA から派遣されている各分野の政策アドバイザーからの聞

き取りを通して、既存の灌漑案件、コーヒーバリューチェーン強化案件、農業政策および栄養政策に

おいて SGBV の撤廃に資するジェンダー主流化の取組推進の可能性について検討した。 

1) 灌漑 

ルワンダでは、農業生産性を向上させ、農民の収入の安定化を図ることを重要な開発優先課題とし

て定めており、その実現のため灌漑面積の増加を促進している。JICA では 2019 年から「灌漑水管理

能力向上プロジェクト（WAMCAB：Project for Water Management and Capacity Building）」（2019

年 4 月～2024 年 3 月）を実施し、モデル地区において灌漑設備の管理能力を向上させることを目的

として灌漑水利組織の能力強化を行っている。ルワンダでは過去に市場志向型農業振興（SHEP：

Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion）アプローチを活用したプロジェクトとして

「小規模農家市場志向型農業プロジェクト」（2014 年 10 月～2019 年 9 月）が実施されており、その

中で使用されたジェンダー主流化パッケージ（GMP：Gender Mainstreaming Package）を WAMCAB
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での研修でも使用し、ジェンダー研修が実施されている。GMP によるジェンダー研修では農家経営

における男女共同参画の推進に焦点を当てており、IPV や DV などの SGBV の予防や対応には言及

されていない。プロジェクト関係者との意見交換では、ジェンダー研修に SGBV の項目が追加されれ

ば SGBV に関する研修を取り入れることは検討可能であることが確認されたため、SGBV の予防と

対応に係る項目が研修の一部として盛り込まれることが期待される。また、灌漑水利組織は灌漑によ

って開発された農地で農業を行う組合員から水利費を徴収して運営しているが、水利費だけでは組合

運営が難しいため、今後灌漑の事業（ダム管理や養殖など）を展開していく必要がある。その際に、

経済的に脆弱な女性や SGBV の被害者を積極的に雇用していくことなども検討可能であることが確

認された。 

2) コーヒーバリューチェーン強化 

JICA ではルワンダ産コーヒーのバリューチェーン強化のため「コーヒーバリューチェーン強化プ

ロジェクト（通称：CUP）」（2017 年 5 月～2020 年 5 月）を実施した。本件調査ではCUP で支援対

象となっていたカロンギ郡のコーヒー生産組合を訪問し、ジェンダー主流化や SGBV の撤廃に係る取

組についてインタビューを実施した。 

当該生産組合では、加入に当たって少なくとも100本のコーヒーの木を所有している必要があり、

また加入料は3年ごとに100,000Rwfとなっている。女性と若者に対しては、参加を奨励するため加入

料を10,000Rwfにディスカウントしている。また、「女性の組合員のみによって生産されたコーヒー豆」

と謳った商品を展開するなど、女性への支援を積極的に行っている。コーヒーの収穫シーズンには組

合員の女性約200名を雇用して収穫や加工の業務を委託し、追加収入を得るサポートも行っている897。

当該生産組合はレインフォレスト認証やフェアトレード認証を取得しているが、これらの認証を取得

するための必須要件の一つにジェンダー平等の担保がある。これはSGBVの撤廃も含んでおり、対象

となるコーヒー生産者への研修の実施や女性への積極的な支援が条件とされている。また一度認証を

取得すると定期的に監査が行われ、組合員へのインタビューや研修の参加者リスト、各種規定などの

レビュー等を通して必須条件の維持状況を監査している。これらの研修やフォローアップを通して、

組合員に対してジェンダー平等やSGBVの撤廃に係る理解の促進が図られている898。 

JICA では新たに「コーヒーバリューチェーン強化振興プロジェクト（通称CUP2）」（2021 年 9 月

～2026 年 9 月）を開始しており、上述のコーヒー生産組合で実施されているような女性生産者のマ

ーケットアクセスや生産性向上のための取組、各種国際認証の取得を通した SGBV やジェンダー平等

に係る研修実施などの取組が CUP2 において取り入れられ SGBV の撤廃に係る活動が促進されるこ

とが期待される。 

3) 農業政策 

農業動物資源省（MINAGRI：Ministry of Agriculture and Animal Resources）では「中期農業計

画 2018~2024」においてジェンダーを横断的課題の一つとして捉え、2019 年には「ジェンダーおよ

び若者の主流化に係る戦略（Gender and Youth Mainstreaming Strategy）」を策定している。

MINAGRIでは女性の農業従事者が多い一方でその農業生産性が低いことを課題であると考えており、

女性農業従事者の金融サービス、資産、農業スキルへのアクセス改善、キャパシティ強化などを目的

とした研修を実施している。また、MINAGRI が実施する各種研修でも参加者の男女比率を 50:50 に

                                                   

897 KOPAKAKI Cooperative への聞き取りに基づく（2021 年 11 月 29 日）。 
898 Ibid 
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するよう定めている。MINAGRI 内のジェンダー主流化の取組も進められており、職員に対するジェ

ンダー研修などが実施されている899。 

これらの研修は MINAGRI 傘下のルワンダ農業動物資源庁(Rwanda Agriculture and Animal 

Resources Development Board：RAB)の職員からMINAGRIの職員に対して実施されているが、RAB

内にジェンダーの専門性を有する職員はいない。また、上述の通りジェンダーに係る研修は実施され

ているが、SGBV に関連する項目は含まれていない。JICA 農業政策アドバイザーと意見交換をした

ところ、SGBV 研修の教材が開発されれば、RAB を通して MINAGRI 内で実施したり MINAGRI か

ら農家に対して提供する研修で実施したりすることは可能であると確認された。 

4) 栄養政策 

ルワンダでは栄養政策は主に子どもの栄養に係る政策を指し、MIGEPROF 傘下の NCDA が所掌

している。一般的にルワンダでは家庭内で男性が最も栄養のあるものを食しており、妊婦などの女性

や子どもには栄養のある食べ物が与えられないことが多い。世帯内のジェンダー不平等が女性や子ど

もの栄養状態の悪化にもつながっていることを NCDA では認識している900。ルワンダにおける栄養

に係る中心的な課題は成長阻害/発育阻害（Stunting、主に低身長と脳神経障害）と貧血（特に子ども

の貧血が深刻）であり、いずれも阻止するためには主に動物性食品に含まれるアミノ酸（タンパク質）

を摂取する必要がある。これらの不足が特に脳の成長に対して大きな悪影響を及ぼしており、乳幼児

の頃に適切な栄養を摂取しなかった場合、その後の脳や身体の発達が阻害されてしまう。そのため、

栄養政策では「人生最初の 1,000 日」（母親のお腹にいるときから数えて 1,000 日）における栄養摂取

が特に重要と考えられており、妊婦の栄養摂取、および乳幼児の栄養摂取は国家政策としても重要課

題であると認識されている。NCDA では妊婦や乳幼児の栄養摂取を促進するために啓発活動やコミュ

ニティレベルで設置された「乳幼児の発達センター(Early Childhood Development Centre)」で牛乳

の提供などを行っている。 

郡レベルで IOSC と乳幼児の発達センターの連携強化を図ることで、10 代の母親など、社会経済的

に脆弱性が高く、妊娠中や子育て期間中に十分な栄養を確保できない女性をサポートすることが可能

になると考えられる。栄養政策を所掌している NCDA は MIGEPROF の下部組織であであるため、

MIGEPROF と NCDA との連携活動または郡庁、セル、セクター等が主導する活動として、IOSC で

サポートを受けた 10 代の母親などの妊産婦やその子どものフォローアップ活動の一環という位置づ

けで、乳幼児の発達センターから栄養摂取に係るサポートを受けられる体制を整える（IOSC から乳

幼児の発達センターへリファーラルを行う、乳幼児の発達センターのスタッフが IOSC で栄養指導を

行う、など）ことで、SGBV の被害者支援となりうることが見込まれる。 

 SGBVの撤廃に係る新規案件 

第 1 次調査および第 2 次調査の結果に基づくと、ルワンダでは本調査で用いた調査フレームワーク

における 4 つの領域「SGBV の予防・啓発」「被害者の保護」「被害者の自立・社会復帰」「加害者の処

罰・更正」および横断的な領域としての「調整、モニタリング評価、データ収集・管理」のいずれに

おいても課題があるが、中でも特に「被害者の自立・社会復帰」に係る支援が不足している。調査フ

レームワークに基づき領域ごとに現状と課題を改めて整理すると以下の通りとなる（赤字は JICA に

                                                   

899 JICA 農業政策アドバイザーへの聞き取りに基づく（2021 年 12 月 1 日）。 
900 JICA 栄養政策アドバイザーへの聞き取りに基づく（2021 年 12 月 1 日）。 
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よる支援の方向性に係る提案において対象とする課題を示す）。 

表 7-14：調整、モニタリング評価、データ収集・管理に係る現状と課題 (ルワンダ) 

 

第1次調査実施時には開発中であったGBV情報管理システム(GBV-MIS：GBV Management 

Information System)はすでに完成しており、全IOSCに配備されRIBによって管理・運営されている。

RIB捜査官がケースのデータを入力しケースマネジメントを行っているだけでなく、SGBV全般のデ

ータ管理や分析に活用されている901。また現状では、医療機関がデータ管理に使用している保健情報

管理システム(HMIS：Health Management Information System)との統合が計画されている902。 

表 7-15：予防・啓発に係る現状と課題 (ルワンダ) 

 

SGBV の予防・啓発については、地方自治体や国際機関、NGO、CSO 等による啓発活動が活発に

行われている。その多くが地域のボランティアによって支えられており、草の根レベルの細やかな活

動が展開されている一方で、活動時間の確保が困難であったり交通費が支給されなかったりすること

により活動に制限が生じることもあるなど、ボランティアへの支援が不足していることが課題として

確認された。 

                                                   

901 MIGEPROFへの聞き取りに基づく（2021 年 12 月 2 日）。 
902 Ibid 
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表 7-16：被害者の保護に係る現状と課題 (ルワンダ) 

 

被害者の保護については IOSC に集約されており、IOSC に配属されている RIB 捜査官や GBV オ

フィサーが被害者の対応に当たることとなっている。一方で、被害者が支援を受けられる場所を把握

していなかったり、SGBV の被害に遭った後に取るべき行動について十分な理解が無かったりするこ

とにより、望まない妊娠や性感染症の予防が適切に行うことができないケースや、性的暴力の証拠を

保全することができないケースなどがある。 

表 7-17：被害者の自立・社会復帰に係る現状と課題 (ルワンダ) 

 

SGBV の被害者に対しては、医療、司法、心理社会的サポートに関する支援は提供されているが、

被害後の自立・社会復帰に係る公的支援は全く実施されていない。SGBV の被害者の中でも 10 代で

妊娠・出産を経験した多くの少女は学校を中退しており、教育課程を修了していないために十分な収

入を得られる職に就くことが難しい場合が多い。このような 10 代の母親に対する生計向上支援やス

キル研修の実施など社会経済的サポートが必要とされているが、これらの支援は UN Women やいく

つかの NGO 等によって実施されているのみで、需要に対して支援がほとんど足りていない状況であ

る。 
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表 7-18：加害者の処罰・更正に係る現状と課題 (ルワンダ) 

 

加害者処罰については、RIB の捜査終了後、検察が起訴し裁判が行われるが、性的暴力などの被害

の場合、加害者を示す物理的な証拠（毛髪や体液など）がなければ訴追することすらできないケース

がほとんどである。また、地域でもめ事を起こすことを躊躇する場合や、少額の示談金を受け取りた

い場合は、正式な司法プロセスを経ずに、被害者側が非公式な示談に応じてしまうことが多い。 

これらの現状と課題を踏まえ、これまでのルワンダにおける JICA による支援の実績、JICA の比

較優位性、活用可能な JICA のスキームや知見・経験等にも鑑みて、表 7-14～表 7-18 中の赤字部分

を対象課題として設定し、以下 3 件の支援案を提案する。 

表 7-19：ルワンダにおける支援案① 

概要 公的基金の活用や生計向上に係る支援が推進されることで、SGBV 予防、

10 代の母親を始めとする SGBV 被害者の保護および自立・社会復帰が促進

される。具体的には、1) ビジネス開発基金（BDF）を拠点とした SGBV

の被害者等脆弱な女性を対象とした公的基金活用プログラムの立ち上げ、

2) SGBV 被害者に対する職業訓練等の提供、3) 1)を活用した共同貯蓄信用

組合（SACCOs：Savings and Credit Co-Operative Society)の運営の促

進、4）1）を活用した新規ビジネス立ち上げの実施支援、を通して SGBV

の予防、SGBV 被害者の保護および経済的エンパワーメントに係る多様な

支援の提供体制が構築される。 

プロジェクト目標 公的基金の活用や生計向上支援を通して、SGBV の予防と被害者の保護、

および自立・社会復帰が促進される。 

スキーム 技術協力プロジェクト 

カウンターパート ジェンダー・家族推進省（MIGEPROF） 

協力機関  ビジネス開発基金（BDF） 

 国家女性評議会（NWC） 

 イサンゲ・ワン・ストップ・センター（IOSC） 

 郡グッド・ガバナンス・ユニット 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. ビジネス開発基金を拠点とした SGBV の被害者等脆弱な女性を対象と

した公的基金活用プログラムが立ち上げられる 

2. 10 代の母親をはじめとする SGBV 被害者等脆弱な女性が、キャリア
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ガイダンスや各種研修（金融リテラシー、ICT 活用、JICA が設立した

ファブラボ等を活用したものづくり、など）を受講し、対象者の生計

向上に係るスキルが強化される。 

3. 公的基金を活用した SACCOs 運営を通して、対象者の生計が向上する 

4. 公的基金を活用した小規模ビジネスを通して、対象者の生計が向上す

る 

表 7-20：ルワンダにおける支援案② 

概要 SGBV の予防と対応に関して活動するコミュニティ・ボランティアの能力

が強化され、また地域レベルの SGBV 対応に係る体制が構築されること

で、SGBV の撤廃に係る地域全体の対応能力が向上する。具体的には、1) 

SGBV の撤廃に係る取組を推進する地方行政関係者の能力強化、2）コミュ

ニティ・ボランティアの能力強化、3）地方行政関係者およびボランティア

を含めた地域の連携体制の構築、4) 地方行政のサービスプロバイダーによ

るケースマネジメントの対応モデルの確立、を通してより効果的な SGBV

の予防・対応および自立・社会復帰に係る体制を構築する。 

プロジェクト目標 関係者の連携強化やコミュニティ・ボランティアの能力強化を通して、

SGBV の予防と被害者の保護、自立・社会復帰に係る連携体制が構築さ

れ、地域全体の SGBV に対する対応能力が向上する。 

スキーム903 技術協力プロジェクト、または草の根技術協力事業 

カウンターパート ジェンダー・家族推進省（MIGEPROF）、国家女性評議会（NWC） 

協力機関  郡グッド・ガバナンス・ユニット 

 郡司法アクセス局 

 イサンゲ・ワン・ストップ・センター（IOSC） 

 国家子ども発達庁（NCDA） 

 国家若者評議会（NYC） 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. 郡、セクター、セルレベルの行政官への研修の実施を通して、SGBV

の予防と対応、被害者の自立・社会復帰に係る能力が強化される 

2. コミュニティ・ボランティア（NWC コーディネーターおよび Friends 

of Family）への研修およびボランティア同士の知見の共有や学び合い

の場の提供を通して、SGBV の予防と対応、被害者の自立・社会復帰

に係る能力が強化される 

3. 地域レベルにおける SGBV の撤廃に係る取組について、体系的な連携

体制が構築される 

4. コミュニティレベルの SGBV 被害者の保護および社会経済的支援を含

めたフォローアップ（ケースマネジメント）に係る対応モデルが構築

される 

表 7-21：ルワンダにおける支援案③ 

概要 SGBV 被害者を始めとする脆弱な女性の自立・社会復帰のため新規ビジネ

ス支援により、対象者の社会経済的エンパワーメントが促進される。具体

的には、1) 社会経済的に支援を必要としている女性による新規ビジネスや

                                                   

903 コミュニティ・ボランティアの能力強化については、JICA ボランティア事業の一つである「ナショナル・ボラン
ティア」（当該国内でボランティアを募集し活動を実施する制度。2021 年 1 月にボリビアでパイロット事業として
開始され、ルワンダではまだ実施が検討されていない）の活用も考えられる。 
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協同組合の立ち上げ支援、2）ビジネスマネジメントや金融リテラシー、

ICT の活用などの技術サポートを通した運営支援、を通して自立・社会復

帰に向けた能力強化やビジネスサポートを行う。 

プロジェクト目標 SGBV の被害者等脆弱な女性の社会・経済的再統合が促進される。 

スキーム JICA 海外協力隊員派遣（コミュニティ開発）、または草の根技術協力事業 

カウンターパート 郡ビジネス振興ユニット 

協力機関  MIGEPROF 

 郡グッド・ガバナンス・ユニット 

 イサンゲ・ワン・ストップ・センター（IOSC） 

 国家女性評議会（NWC） 

 NGO、CSO 

期待される成果 1. 社会経済的に支援を必要としている女性による新規ビジネスや協同組

合が立ち上げられる（必要に応じてBDF 内の女性保証基金

（Women’s guarantee fund）の申請等をサポートする）。 

2. マネジメント、会計、組織運営、金融リテラシー、ICT を活用したマ

ーケティングなど、様々な技術サポートを通した新規ビジネスまたは

協同組合の運営支援が行われ、対象者のビジネスマネジメントに係る

能力が強化される。 
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